
決算特別委員会の審議方法について 

 ＜付託案件の審議順番＞ 

日   程 審 議 順 番 

９月１１日（月） 

１０：００～ 

議  会  室 

令和４年度宮代町一般会計決算の認定について（質疑） 

・監査委員 

・議会事務局 

・総務課 

・企画財政課 

・会計室 

９月１３日（水） 

１０：００～ 

議  会  室 

令和４年度宮代町一般会計決算の認定について（質疑） 

・町民生活課 

・環境資源課 

・税務課 

・住民課 

９月１５日（金） 

１０：００～ 

議  会  室 

令和４年度宮代町一般会計決算の認定について（質疑） 

・福祉課 

・子育て支援課 

・健康介護課 

・産業観光課 

９月２０日（水） 

１０：００～ 

議  会  室 

令和４年度宮代町一般会計決算の認定について（質疑・討論・採決） 

・まちづくり建設課 

・教育委員会 

９月２２日（金） 

１０：００～ 

議  会  室 

１．令和４年度宮代町国民健康保険特別会計決算の認定について 

（質疑・討論・採決） 

・住民課 

２．令和４年度宮代町後期高齢者医療特別会計決算の認定について 

（質疑・討論・採決） 

・住民課 

３．令和４年度宮代町介護保険特別会計決算の認定について 

（質疑・討論・採決） 



・健康介護課 

４．令和４年度宮代町水道事業会計利益の処分及び決算の認定について 

（質疑・討論・採決） 

・まちづくり建設課 

５．令和４年度宮代町下水道事業会計利益の処分及び決算の認定につい

て（質疑・討論・採決） 

・まちづくり建設課 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

決 算 特 別 委 員 会 

 
 

第 １ 日 
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開会 午前１０時００分 

 

◎開会の宣告 

○委員長（西村茂久君） 改めて、おはようござい

ます。 

  決算特別委員会委員長の西村茂久でございます。 

  本日、９月11日から22日までのうち、５日間に

わたりまして委員会が開催されるわけでございま

すが、円滑な運営にご協力をよろしくお願い申し

上げます。 

  決算審議の方法につきましては、先日お手元に

配付しました決算特別委員会日程及び審議方法に

ついてのとおり、一般会計決算、各特別会計の決

算、水道、下水道事業会計の順に審議を進めてま

いりたいと思います。また、審議につきましては、

最初に監査委員に対しての質疑、その後一般会計

については、課ごとに議会事務局から教育委員会

までの間、日程に沿って審議をお願いしたいと思

います。なお、議事進行の都合により変更もある

と思われますので、よろしく、そのときはお願い

します。 

  また、本特別委員会への町長及び副町長の出席

につきましては、他の公務との調整を図りながら、

交代で出席をするということでございます。 

  ここで、委員会の運営上のお知らせとお願いで

ございます。 

  初めに、運営上のお願いでございますが、質問

者、答弁者とも発言されるときは必ず挙手をして、

委員長の許可を受けてから発言していただくよう

お願いいたします。 

  また、特に委員長のほうから本日配付させてい

ただきましたお願いと参考資料についてもご参照

ください。 

  最後に、委員皆さんのご協力をいただきまして、

委員会が慎重審議かつ効率的な運営が図れますよ

う特段のご配慮をお願い申し上げまして、委員長

からのあいさつとさせていただきます。 

 

────────── ◇ ────────── 

 

◎開議の宣告 

○委員長（西村茂久君） ただいまの出席委員は12

名であります。 

  定足数に達しておりますので、直ちに決算特別

委員会を開会いたします。 

 

────────── ◇ ────────── 

 

◎議長あいさつ 

○委員長（西村茂久君） これより議事に入ります。 

  それでは、議長、ごあいさつをお願いいたしま

す。 

○議長（合川泰治君） 皆さん、おはようございま

す。 

  一般質問、お疲れさまでした。引き続き決算の

審議ということになりますので、決算、あくまで

も昨年度の事業を見ていただいて、そして来年度

につながるような、皆さんで質疑をしていただけ

ればというふうに思いますので、どうぞよろしく

お願い申し上げまして、簡単ではございますが、

ごあいさつに代えさせていただきます。 

 

────────── ◇ ────────── 

 

◎議案第２７号～議案第３２号の監

査委員質疑（監査委員） 

○委員長（西村茂久君） 本日は、新祖代表監査委

員に出席をいただいておりますので、一般会計、

各特別会計、上下水道事業会計、各決算について

代表監査委員に質疑がございましたら、よろしく
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お願いをいたします。 

  質疑はございますか。質疑はありませんか。 

  小河原委員。質疑をお願いします。 

○委員（小河原 正君） さっきから始めて手を挙

げています。監査委員の人に大変申し訳ないんで

すけれども、私31日、１日出席、体調崩してしま

ったんで質問できなかったんで大変申し訳ないん

ですけれども、私ちょっと監査委員のこの報告内

容だけは読ませてもらいました。それで、いろい

ろあちこち飛ぶと問題が広くなるので、１点だけ

ちょっと聞きたいと思うんですけれども、監査委

員は常に町民の理解が得られるか否かに留意し執

行してくださいと、この問題は私いつも重要視し

ているんです。本当に町民の方から得られるかど

うか、この問題があるんです。監査委員は言葉で

言うけれども、この決算内容でこれからいろいろ

皆さん質疑すると思うけれども、本当に町民の方

が得られたかどうか、監査委員からもう一回聞き

たいんです。本当に町民の方から得られたかどう

か。ただ監査だけしたのか、それだけは私はちょ

っと異論があるところなんですけれども、やっぱ

り町民の人から本当に理解が得られたかどうかと

いうのは、これ大変なことですよね。監査委員も

定期的に監査していて大変だというのは分かりま

すけれども、町民にしてみればこの監査の報告だ

けで理解が得られるかどうか、私はちょっとまだ

疑問だと思っています。やっぱり監査の仕方、も

し重要な内容の監査があったら特別に報告、別に

設けてもいいんじゃないかなと私は思っているん

ですよ、いつも。決算のときだけ監査報告で終わ

らせて、やっぱり常時監査の立場として町の町民

に報告する義務があると思います。それはどうな

っているのかどうか、またどういう考えなのか聞

かせてもらいたいと思います。今日は取りあえず

１点だけお願いしたいです。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  新祖代表監査委員。 

○代表監査委員（新祖 章君） 監査委員の新祖で

ございます。おはようございます。 

  今小河原委員さんからのご質問ですけれども、

何回もこれ申し上げてきているかなと思うんです

けれども、私は決算審査の際だけではなくて定例

監査のときもそうですけれども、決算審査では特

に意見書の審査方法等にも書いてございますけれ

ども、件数の正確性とか予算の合法性について審

査をしているわけでございますけれども、正確性

ということで言うと、歳入歳出決算書をはじめと

して、各書類が適正に正確に作成をされているか

どうか、それから予算の合法性ということについ

ていえば、違法または不当な収支はないかどうか、

そういうところに主点を当てて審査するとともに、

これは地方自治法第２条にうたわれておりますけ

れども、地方公共団体というのは、その事務を処

理するに当たっては住民の福祉の増進に努めると

ともに、最少の経費で最大の効果を挙げるように

しなければならないという規定がございます。で

すから、住民の福祉の増進に努めるという意味で

は、常に町民の立場といいますか、町民目線で物

事を見ていくということが監査委員にとっても大

事だと思いますので、もう一つ、監査委員として

はいつも留意していることは、公正不偏な態度と

いうんですか、これも自治法に規定がございます

けれども、そういう態度で臨むということをいつ

も常に留意しております。あと、最少の経費で最

大の効果を挙げる。 

  ですから、経費の節減、単に節約するというだ

けではなくて、何かほかにいい方法がないかどう

か、その辺も常に検討しながらその仕事を進める

と、そういう姿勢で職員の皆さんが事業の執行に

当たって留意をして取り組んでいらっしゃるかど
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うか、そういうようなことも常に見てきておりま

して、決算審査ですから、昨年度の１年間の事業

の遂行と併せて審査をさせていただいております。 

  最後に小河原委員さんおっしゃった報告ですが、

決算審査のときには議会に出席させていただいて

一応意見書を読み上げているということはありま

す。もしそういうこと以上に報告がやはり必要だ

ということであれば、それは私のほうとしてはそ

ういうことが求められれば何らかの形で対応はし

ていきたいというふうに思っておりますので、そ

の辺は監査委員がこうしたいから、報告したいか

らできるということでもないかと思いますので、

町あるいは議会のほうで協議をしていただいて、

そういうもし場が必要だということであれば設定

をしていただければというふうに思っています。 

  ただ、正直、宮代町の場合はこうして代表監査

委員に対する質疑というのが決算の特別委員会で

行われるんですけれども、ほかの市町村ではほと

んど多分やられていないと思うんです。ですから、

そういう意味では一歩進んだご発言いただいたか

と思いますので、その辺はもしそういうことが必

要であればご検討していただければ、それに一応

対応できるようにはしたいというふうに思います。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） 小河原委員。 

○委員（小河原 正君） どうもありがとうござい

ました。 

  私は、やっぱり町民の立場に立っていつも議会

運営すべきだという立場を持っていますので、今

の監査委員の話を聞いて、議会から何かいろいろ

注文というか、そういう話があれば出てきて説明

しますということを聞きましたので、これからも

しそういうことがあったらお願いしたいというこ

とをお願いして質問を終わりたいと思います。 

○委員長（西村茂久君） ほかに質疑ありますか。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（西村茂久君） ないようでございますの

で、以上で代表監査委員への質疑を終了いたしま

す。 

  ここで暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前１０時１２分 

 

再開 午前１０時１３分 

 

○委員長（西村茂久君） 再開いたします。 

 

────────── ◇ ────────── 

 

◎議案第２７号の審査（議会事務局） 

○委員長（西村茂久君） それでは、本委員会に付

託されました議案第27号 令和４年度宮代町一般

会計歳入歳出決算の認定についての審査を行います。 

  初めに、議会事務局から始めたいと思います。

本日出席している説明員の紹介をお願いします。 

○議会事務局長（押田昭浩君） 改めまして、皆様、

おはようございます。議会事務局長の押田でござ

います。よろしくお願いいたします。 

  自己紹介のほうさせていただきます。 

○議会事務局主幹（青木 豊君） 議会事務局主幹

の青木でございます。よろしくお願いいたします。 

○委員長（西村茂久君） 本件については、既に本

会議において説明済みですので、直ちに質疑に入

ります。 

  なお、答弁に当たっては、所属、氏名を述べて

いただくようよろしくお願いいたします。 

  歳入歳出一括して質疑をお受けします。 

  質疑ございますか。 

  丸山委員。 

○委員（丸山妙子君） 丸山でございます。お願い
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します。 

  １点なんですが、ページ、決算書46ページ、説

明書では47、48だと思うんですけれども、毎年ち

ょっと質問させていただいているんですが、会議

録システム委託料とか配信とかで増えているわけ

です。その中で議事録を、来年改選もありますけ

れども、そのあたり、結構費用もかかるというこ

とで、毎年質問しているので、議会事務局として

はどんなふうに考えているのか、お願いいたしま

す。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○議会事務局主幹（青木 豊君） 議会事務局主幹、

青木でございます。 

  会議録委託料につきましては、委員おっしゃる

とおり委託料は増えております。会議録検索シス

テムと録画配信業務も併せて委託しておりますの

で、今年度計上いたしました議場用映像音響設備

についても会議録研究所と契約することになって

おります。１社随契でやっておりますので、委託

料を低くするということは、やっぱりボリューム

的に委員会だとか会議の時間に左右されることが

結構大きいと思います。会議録研究所と契約する

理由でございますが、他業者に委託を変えた場合

に新たな会議録検索システム用のデータを作成す

る費用が生じるということ、業者の変更により変

更前と変更後の会議録検索システムが２つ分かれ

てしまうことになってしまいまして、利用者に不

便を生じることになると。このため、新たな不要

な経費を発生させないためにも、委託先について

はこれまでどおりにしていきたいと考えておりま

す。 

  あとは、会議録の時間ですかね、会議録という

か会議の時間を効率的に進めていくというのが一

番大事なことかなと思います。 

  以上でございます。 

○委員（丸山妙子君） 丸山でございます。 

  この会議録検索システムの委託料というのは、

今お話聞いていてかかるものだと思うので、それ

をいかに上手に使っていくという意味で、さっき

質問したのは、会議録の印刷のものを少し減らす

とか、それとか、いつも言っているんですけれど

も、検索のところとかでやっていけばもうパソコ

ン上で何でも調べられる、すごく便利なので、そ

のあたり、経費がかかっている分をいかに上手に

使うか、議員もそうですけれども、そこをいかに

使うようにしてほかにかかる費用を少し減らすと

いう形というのを考えたときに、やっぱり印刷物

もすごく増えていくので、会議録の紙媒体、紙の

ものを少し減らしていくとかというのを来年度考

えていくには、随分充実してきましたので、その

辺りどう考えているのか、もう一回お願いいたし

ます。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○議会事務局主幹（青木 豊君） 議会事務局の主

幹、青木でございます。 

  委員がおっしゃるとおり、紙媒体の会議録、そ

れを20部今配付しております。内訳としましては、

議員配付が14、あとは２部が原本、あと４部が町

長だとか事務局の控え用に４部ということで合計

20部、そちらを配付しております。申し訳ござい

ませんが、これを減らすということは議員の14部

に対しまして減らすことが一番できることかなと

いうのは考えておりますので、検索システムがご

ざいますので、そちらにシフトしていただければ、

これから印刷を極力少なくするという考えの方針

でいければと思っております。 

  原本、赤本と青本というのがこれはあるんです

けれども、これは減らせないと。紙媒体で必要だ
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ということで地方自治法にも明記されております

ので、原本は減らすことはできないということで

ございますので、あとは事務局用に４部控え用に

取っておりますので、そちらも何部か減らすこと

は可能かなと思います。 

  あとは、議員用の会議録については、これから

皆様と検討して減らせればと考えておりますので、

よろしくお願いいたします。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 丸山委員。 

○委員（丸山妙子君） ありがとうございます。こ

れから検討していただきたいと思います。図書館

でも新刊の資料が、必ず紙でずっと置いてくださ

っていて、すぐ手に取れるように。それで、議会

のものは分かりやすく図書館でもしてくださって

いるので、そういうものはすごく重要だと思いま

すので、これから考えていっていただきたいと思

います。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） ほかに質疑ありますか。 

  小河原委員。 

○委員（小河原 正君） 小河原ですが、毎回同じ

ような質問になるかなと思って申し訳ないけれど

も、またしつこいようですけれどもお聞きしたい

と思うんですけれども、前々から私は、副議長室

もない、机もない、また議会の常時使える部屋も

ない、これいつ来ても使える部屋がない、勉強す

る場所がないということだよね。これどうなって

いるんですかね。私は前々から、しつこいようで

すけれども、何回か質問していますけれども、今

まで成果が上がったのは、新井町長になって町長

室と副町長室と教育長室がなくなった。これは成

果認めますよ、これは。ただ、これはなくす方向

だよね。ただ、私は議会が勉強する場所、そうい

う場所がないということを前々から言っているわ

けです。町長室がなくなったといっても、何かと

いえば町長室の裏側に特別な部屋があるからそこ

でできるからいいですけれども、議会は常時来て、

この場所使えるよと常時使える場所がないんだよ

ね。それ何とかならないと、やっぱり議員さんが

勉強する場所が、どうなんだかね、なるかなと思

っているんです、いつも。 

○委員長（西村茂久君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午前１０時２５分 

 

再開 午前１０時２５分 

 

○委員長（西村茂久君） 再開します。 

 

────────── ◇ ────────── 

 

○委員（小河原 正君） 決算書に基づいて質問し

ています。 

  そういう決算も予算ものっていない、最終的に。

なぜのせないのかということで聞きたいと思いま

す。 

○委員長（西村茂久君） 事務局長。 

○議会事務局長（押田昭浩君） 議会事務局長、押

田でございます。 

  小河原委員の質問に対して答弁をさせていただ

きます。 

  小河原委員おっしゃっている、今宮代町の議会

においては、副議長室の部屋がないですとかいろ

いろ、勉強する部屋がないというようなお話をい

ただいているところでございます。これについて

は、毎年小河原委員のほうからこういったご指摘

をいただいているということは私のほうも認識し

ているところでございます。しかしながら、現状

宮代町ではちょっと物理的に部屋が今難しい、確
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保するところができないということで今このよう

な状況になっているということは皆様もご承知の

ことと思っております。ハードの問題になるので、

議会事務局だけではこうするああするというよう

なことを今はっきりと申し上げることは難しいと

思っております。これについては、今後小河原委

員だけでなく、議員の皆様14人、定数14人ですけ

れども今13人ですね。議員の皆様方と一緒に考え

て、今後どうするか検討してまいりたいと思いま

す。そういった形で方向性を示して、執行部に対

して予算要求とかできればというふうに考えてい

るところでございます。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） 小河原委員。 

○委員（小河原 正君） 説明している内容は分か

りました。ただ、私は予算ものせないということ

がなぜか、それだけ聞いておきたいと思います。

決算のことだから、予算がなぜのらないのかとい

うことだけでいいです。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  事務局長。 

○議会事務局長（押田昭浩君） 議会事務局長、押

田でございます。 

  予算がのっているのっていないについてでござ

いますけれども、こちらあくまでもまだどうする

かという方向性も示されていませんので、私たち

事務局職員も執行部に対して予算要求をすること

ができないということで予算上には掲載されてい

ないということでご理解いただければと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） ほかに質疑ありますか。 

  丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 

  議会費で、45、46、47、48ページ。これは今前

段の小河原委員と同じ質問なんですけれども、私

も何回も言ってきました。そうであるならば、来

年度に向けて、庁舎も含め、それから議員控室

等々も含め、議員の皆さんで検討していただきた

い、予算要望も出してもらいたいということであ

れば、その検討、委員会を立ち上げるための予算

をつけていただきたいと。当然新年度になるわけ

ですから、そういう方向で考えていただけないの

かどうか答弁願います。これは事務局長が答弁し

づらければ、町長がいらっしゃいますので、町長

にお願いしたいと思います。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  町長。 

○町長（新井康之君） お答え申し上げます。 

  議員の皆さんから議員の部屋の必要性について

のプロジェクトチームがつくりたいんだというこ

とであれば、その予算は計上させていただきたい

と思います。 

○委員長（西村茂久君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） ありがとうございます。 

  私もこれまで何回となく言ってきておりますよ

うに、町の議会は宮代町の最高議決機関でありま

す。議場はありますけれども、もう私から言わな

くても、毎回議会開く前に、議会事務局はもちろ

ん、他の課の職員の応援もいただいて設営しなけ

ればいけないと。それから、特にこの間コロナ感

染症がありまして、ここ以外の議論する場がなく、

狭くて傍聴者も入れないと、そういう状況が続き

ました。やはり、これは宮代町の欠陥だと思うん

です。やはり欠陥、悪いところは早く是正する、

それが当然のことだと思います。今町長から答弁

がありましたので、それ以上言うことはありませ

んが、まず必要であれば新年度予算にそのための、

委員会を立ち上げるための予算をつけていただき、

議論して議論して、それでどういうふうにしてい

くのかは今後の課題だと思いますので、これは要
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望ですけれども、ぜひ町長が言った方向でお願い

したいと思います。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） ほかに質疑ありますか。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（西村茂久君） ないようですので、以上

で議会事務局の質疑を終了いたします。 

  ここで暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前１０時３２分 

 

再開 午前１０時３４分 

 

○委員長（西村茂久君） 再開いたします。 

  それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

────────── ◇ ────────── 

 

◎議案第２７号の審査（総務課） 

○委員長（西村茂久君） これより総務課の審査を

行います。 

  質疑に入る前に、本日出席している説明員の紹

介をお願いいたします。 

○総務課長（福田拓也君） 総務課長の福田です。

よろしくお願いします。 

○総務課副課長（青栁 誠君） 皆さん、こんにち

は。総務課副課長の青栁です。よろしくお願いい

たします。 

○総務課主幹（齋藤千洋君） 皆さん、こんにちは。

総務課庶務職員担当主幹の齋藤と申します。よろ

しくお願いいたします。 

○人権推進室長（野口延寿君） 人権推進室長の野

口と申します。よろしくお願いいたします。 

○総務課文書法規担当主査（小林美香君） 皆さん、

こんにちは。総務課文書法規担当主査の小林と申

します。よろしくお願いいたします。 

○総務課主幹（髙澤 学君） こんにちは。秘書広

報担当主幹の高澤と申します。よろしくお願いい

たします。 

○委員長（西村茂久君） 既に本会議において説明

済みですので、直ちに質疑に入ります。 

  なお、答弁に当たりましては、所属、氏名を述

べていただくようよろしくお願いいたします。 

  歳入歳出一括して質疑をお受けいたします。 

  質疑はありますか。 

  泉委員。 

○委員（泉 伸一郎君） 泉でございます。よろし

くお願いいたします。 

  大きく２点お伺いいたします。 

  まず１点なんですけれども、決算書の56から58

ページの広聴広報事業になります。 

  まず、今回の広聴広報事業で、昨年度が946万

389円から1,344万6,301円ということで、398万

5,912円増えているということなんですけれども、

これについて説明を詳しくしていただきたいと思

います。 

  それと、あと決算書の57、58ページになるんで

すけれども、成果書ですと39ページから40ページ

で、みやしろズームアッププロジェクトというと

ころになります。こちらのほうも、昨年度が23万

7,737円、今回が50万9,262円ということで２倍ぐ

らいになっているわけなんですけれども、この中

で、40ページのところで、下のほうの表のところ

なんですけれども、表の一番下の部分で、みんな

が地域の特派員制度の周知と制度参加者の拡大と

いうことがあるんですけれども、その下に前期実

行計画の成果目標、令和７年度地域特派員10人と

なっているんです。昨年も同じことが書いてある

んですけれども、これの意味がちょっとよく分か

らなかったもんですから、その件についてもお伺
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いします。よろしくお願いいたします。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○総務課主幹（髙澤 学君） 秘書広報担当主幹の

髙澤です。お答えいたします。 

  まず、ご質問の広聴広報事業の増額についてな

んですが、今回主な増額といたしまして、決算書

57ページ、58ページ、一番上段になります。ホー

ムページのリニューアルということで368万5,000

円、ほぼほぼこれが要因かと思われます。どのよ

うな増額かと言いますと、町公式ホームページの

リニューアルを実施いたしまして368万5,000円。

内容といたしましては、そのままなんですが、町

ホームページのリニューアルということで、大幅

に更新のほうさせていただきました。代表的なリ

ニューアルとしましては、レスポンシブウェブデ

ザインという、ちょっと聞き慣れない言葉だと思

うんですが、従来のインターネットですとパソコ

ンで見ることというのが前提でつくられておりま

して、こちらの同じ画面を最近ではスマートフォ

ンで見ることが多いですので、スマートフォンで

すとかタブレット、こちらで見ると小さい画面で

見ることになります。これだと大変利用者の方が

使いづらいということで、同じ画面をタブレット

ですとかスマートフォンで見たときに、その端末

に合わせて自動的に情報量を損なわずに最適なサ

イズに切り替える、これがレスポンシブウェブデ

ザインという機能でございます。 

  また、リニューアルの主な代表としまして、や

さしい日本語という機能でして、ホームページの

振り仮名機能ですとか、あとは文字を拡大する機

能、あと自動読み上げ機能というものを設定のほ

うさせていただきました。これが主な368万5,000

円の内容でございます。 

  また、ズームアッププロジェクトのほうの増額

なんですが、こちら決算書の57ページ、58ページ

です。 

  主な内容といたしましては、需用費ということ

で消耗品費、こちらのほうが大きな増額になって

おります。 

  また、需用費、消耗品費の内容としましては、

今無印良品のほうでみやしろガチャということで

缶バッチのほうを、カプセルトイ、よく、昔はガ

チャガチャと言うんですけれども、そちらのほう

を設置させていただいておりまして、町の歴史上

の人物ですとか施設ですとか、そういうものを缶

バッチにして町のＰＲということで設置させてい

ただいております。そちらも、カプセルトイのマ

シンですとか専用機械、あとカプセルトイ、缶バ

ッチの材料ですとか、あとカプセル、そういうも

のを購入したことによる増額が大きいところとな

っております。 

  あと、特派員への謝金ということで、昨年は、

成果書の39ページ、こちらの中段になるんですが、

町事業や地域活動の取材ということで、動画が26

本、広報「みやしろ」に写真記事が43本、これに

対しまして謝金のほうをお支払いしておりますの

で、こちらの謝金の増額というのが、昨年、令和

３年度に比べまして令和４年度というのは軌道に

乗っておりまして、動画の数ですとか、そういう

ものも大きくなっておりますので、そちらの謝金

が多くなったというのが主な要因でございます。 

  以上です。 

  あと、最後に成果書40ページ。 

  地域の特派員10人ということで前期実行計画の

成果目標ということで、前期実行計画のほうを作

成するときに、令和３年度から令和７年度という

のが前期の実行計画になります。この事業を立ち

上げるときに、数値的な目標ということで、みん

なが地域の特派員ということで特派員の方、先ほ



－１０－ 

ど申し上げた記事ですとか動画をご協力していた

だいている、提供していただける方、こちらを10

人ということで目標のほう立てさせていただきま

して、令和４年度に関しましては14人の方で活動

のほうさせていただいておりますので、実際成果

目標のほうは達成のほうはしていると。こちらの

成果目標に関しましては、令和７年度までの成果

目標ということですので、この事業の期間中はこ

ちらの10人という目標は変わらず、現在は成果目

標を達成しているという状況でございます。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） 泉委員。 

○委員（泉 伸一郎君） ありがとうございました。 

  それでは、細かく質問させていただきます。 

  まず、１問目の広聴広報事業。私も決算書58ペ

ージの町公式ホームページリニューアル委託料が

大きいなというのは分かっていたんですけれども、

ただその内容がよく分からなかったのであえて質

問させていただきました。やはり、スマートフォ

ンなどに合わせて見やすくしたというのはすばら

しいなと感じております。 

  それで、ここのところで使用料及び賃借料とい

うところで、昨年度は広報編集用フォント使用料

９万3,720円というのがあったんですけれども、

今年はそれがないんですけれども、それはどうし

てなのかということがまず１つです。 

  それから、昨年度は、先ほど話していただいた

広報サポーター謝金が５万2,500円だったのが、

今回は広報サポーターではなくて特派員謝金11人

という形で表記されていますので、これが広報サ

ポーターじゃなくて特派員謝金というふうに変わ

ったのはなんでかなということを感じております。 

  それと、先ほどカプセルトイ専用機械が紹介さ

れたんですけれども、これによって何か効果が何

かがあったかどうかということをお聞きいたしま

す。 

  それと、先ほど10人というところが、昨年度が

12人で今回が14名ということで増えているのに、

いまだに数字が10名のままで何でだろうなと思っ

ていたもんですから、一応最初に決めたものはず

っとそのままつけなきゃいけないということで理

解いたしました。その中で、先ほども謝金が増え

たとあるんですけれども、この動画が大体、26本

ですから、昨年から２本しか増えていないんです

が、ツイッター写真のほうが２点だったものが43

点と増えているんで、こちらのほうで増えたのか

なとは思うんですが、先ほども言ったんですけれ

ども、目標として特派員が今年度は２名増えたと

いうのは、予想としては思ったとおりなのか、そ

れとも少なかったのかということと、あと昨年度

は１作品が1,500円で、写真のほうが1,000円とな

っていたと思うんですけれども、この金額という

のは変わっていないのかどうかもお聞きいたしま

す。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○総務課主幹（髙澤 学君） 広報編集用フォント

使用料というのは、昨年度からちょっと内容はな

いんですが、これは今は使用しておりません。代

替の使用というか、今あるｉＭａｃというパソコ

ンに入っている機能でこちらのほうは対応させて

いただいております。 

  サポーターなんですが、広報サポーター謝金と

いうところから特派員謝金ということになったん

ですが、これ以前は広報サポーターという制度で

やらせていただいておりまして、こちらが今は特

派員という表現を使わせていただきますので、こ

ちら制度として変わっております。 

  それに併せまして、動画ですとか２点から43点
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ということなんですが、こちら事業の初め、動画

の作成というのがやっぱりどうしても立ち上げだ

ったので、年度の最後のほうから特派員の方が動

画つくるようになりましたので、そちらで２点。

昨年は43点ということで、１年間丸々、皆さん軌

道に乗られて作成のほうしていただいていますの

で43点ということで作成のほうさせていただきま

した。 

  また、それに関する謝金に関しましては、これ

は事業期間中は1,000円ということで変わってお

りません。 

  あと、缶バッチ、トイカプセルなんですが、こ

ちらも昨年の途中、途中と言っても本当最後、２

月のイベントから購入させていただいて使わせて

いただいておりますので、昨年に関してはあまり、

売上げという表現がいいのかあれなんですが、皆

さんにご使用いただいた数というのはさほど多く

ないです。個数で申し上げますと138個、昨年は

皆さんに購入していただいています。今年度のお

話になっちゃうんですが、今年度に関しましては、

ちょっとまだ正確な数字ではないんですけれども、

今現在、８月現在でたしか1,000ちょっと、もう

皆さんにご購入というか、利用いただいているの

で、結構町なかでも缶バッチをされている方です

とか、そういう問合せ、あと新聞社に取り上げて

いただいたりして、缶バッチの効果というのは大

いにあったものであると職員としては感じており

ます。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） 泉委員。 

○委員（泉 伸一郎君） ありがとうございました。 

  再質問はありません。 

○委員長（西村茂久君） 他に質疑ありますか。 

  塚村委員。 

○委員（塚村香織君） 塚村です。３点質問をさせ

ていただきます。 

  決算書の55、56ページの広聴広報事業について

です。こちら、成果書は79ページになります。 

  こちらのＳＮＳ等の活用ということで、ＬＩＮ

Ｅはよく情報を発信していただいて、私もよく拝

見しております。こちらの掲載基準というか、い

ろんな課の情報が載っていると思うんですけれど

も、どういう基準で流されているのかというのを

お伺いいたします。 

  ２点目が、決算書57、58です。みやしろズーム

アッププロジェクトについてです。こちらは成果

書が39ページです。 

  こちらなんですけれども、私も特派員としても

う６年ほど参加をさせていただいている事業です。

先ほどもご説明ありまして、特派員の方もほぼボ

ランティアで自分の時間を割いて、また自分の機

材を使って活動をしているところなんですが、そ

の中で、皆様、特派員の方の機材を使ってという

ことが前提になるんですけれども、そちらの機材、

例えば撮影とか取材に行った際に故障したなどの、

そういう補償が今現状はないんですけれども、そ

ういうことを町としてどのように考えているのか。 

  あと、また皆さん映像とか画像がお好きな方な

のですごくいいカメラをお持ちなんです。また、

そういう方はいいんですけれども、もしもう少し

こういう方々を増やそうということでしたら、カ

メラがやはり１つこの事業にあると、それを使っ

て取材に行けるということでまた広がるのかと思

うんですが、そのあたりのことをお伺いいたしま

す。 

  最後に、決算書の65、66ページ、男女共同参画

社会推進事業についてです。 

  こちらの報償費なんですが、男女共同参画の推

進会議ということで、女性が参画しやすいような

ことを話されていると思うんですけれども、この
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会議でどのようなご意見が出て、また女性がいろ

んな町のことやいろんな、そういった町の活動と

かに参画しやすいようなどのようなご意見が出て、

どのような方向に進むのかということをお伺いい

たします。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○総務課主幹（髙澤 学君） 秘書広報担当主幹の

髙澤です。 

  では、ＬＩＮＥについてまずお答えをいたした

いと思います。 

  ＬＩＮＥにつきましては、現在登録者数が、７

月現在なんですが、１万3,196人ということで、

多くの皆さんに登録していただいて、非常に重要

なツールであると認識のほうをさせていただいて

おります。こちらの掲載基準なんですが、ＬＩＮ

Ｅに関しましては、町のイベントの開催の案内で

すとか、あと広報「みやしろ」の発行について、

あと税金の納期限や健康診断の告知など、町から

積極的にお知らせをしたいという行政情報を主に

出させていただいております。こちらに関する掲

載基準なんですが、今現在は特に基準というもの

はございません。職員のほうで必要かどうかとい

うのは判断させていただくのと、あと担当、所管

課、そちらからの依頼ということで判断させてい

ただいて、流させていただいております。 

  また、次、決算書の55ページ、58ページのズー

ムアッププロジェクトなんですが、特派員の方が

今14人で活動していただいて、おっしゃるように、

皆さんすごくいい機材を実際使っていらっしゃる

ようです。今特派員の方に関しましては、補償と

いうことで保険のほうは入れさせていただいてお

ります。全国町村会損害賠償保険の制度に準ずる

ということで、死亡ですとか後遺障害、入院、通

院といった保険はあるんですけれども、今委員さ

んがおっしゃるように、機材の故障ですとか壊れ

た、そういうものに関しての補償のほうは入って

おりません。 

  謝礼に関しましても、動画が１作品1,500円、

先ほどもございましたように、写真のほうが１作

品1,000円ということで、カメラ等の機材、高額

なものですから、そういうものが壊れた場合、取

材中に壊れた場合というはこれでとても賄えるよ

うな金額ではないということも重々承知のほうし

ております。今現在それらの保険ですとかそうい

う補塡ですか、補償というものを必要に応じて入

れるかどうかという検討のほうは今させていただ

いてはいなかったんですが、今後そういうものも

必要であれば、特派員の会議ということで月１回、

特派員の方々と会議のほうさせていただいており

ますので、その中でそういうものが必要かどうか、

また町のほうでそういうものが入れるかどうかと

いうのも含めて検討のほうさせていただきたいと

思います。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  室長。 

○人権推進室長（野口延寿君） 人権推進室長の野

口でございます。 

  決算書65ページ、66ページ、男女共同参画社会

推進事業のことについてお答え申し上げます。 

  男女共同参画社会推進会議につきましては、男

女が性別に関わりなくその個性、能力を十分発揮

できるような男女共同参画社会の推進に向けて設

置されたものでございます。 

  昨年度につきましては、途中任期の関係で入れ

替わりがございましたが、４名の委員さんで活動

していただいております。 

  主な活動といたしましては、年度末、昨年です
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と２月に男女共同参画セミナーということで、コ

ロナのほうが収まってまいりましたので、久しぶ

りに対面の形で24名の方に参加いただきましてセ

ミナーのほうを開催することができました。そち

らのほうの、セミナーのほうの企画ですとか、あ

と男女共同参画に関する広報紙ということで、近

年につきましては町の広報12月号に差し込むよう

な形で町の企業さんの紹介ですとか男女共同参画

についてですとかを掲載して、それからあとセミ

ナーの宣伝も兼ねておるんですが、そちらのほう

を発行させていただいております。 

  昨年度につきましては、会議のほう、セミナー

を含めまして４回開催しております。大体年度当

初に今年度の企画ということでお話をさせていた

だきまして、各委員さんのほうと広報紙の内容で

すとか、例えばセミナーでしたらどなたかふさわ

しい講師の方がいらっしゃればそちらのほう紹介

していただいたりですとか、逆にこちら、事務局

のほうからこういった方いかがでしょうかという

形で紹介させていただき、決定しております。 

  引き続き、５年度につきましても同じような形

で現在進めているところなんですけれども、まだ

詳しい、セミナーの内容ですとかについては次回

開かれます会議のほうで決定したいと考えており

ますので、そのような形で事務のほうは進めさせ

ていただいております。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 塚村委員。 

○委員（塚村香織君） 塚村です。ありがとうござ

いました。 

  まず、１点目のＬＩＮＥについてなんですけれ

ども、今基準はないということで、先ほどお伝え

いただいたイベントとか税金とか広報「みやしろ」

の情報ということで承知をいたしました。このＬ

ＩＮＥは、本当に、先ほどおっしゃっているよう

に登録者数も多くて、よくこれは見て、いつも見

ていますというお声もいただいております。なの

で、基準がないということでしたら、例えば町民

の方からのこういうのを流してほしいとか、そう

いうことを伺ったりとか、あとは、こういうのお

願いしますというのを受け付けて、それを流して

いただくという、何かそういう事業の展開とかも

できるのかなと思ったので、そのことをどういう

ふうに考えているのか。今後の活用方法というこ

とでお願いしたいのと、あとその広報が、やはり

広報が発行されましたというお知らせと、あと音

声でもその内容を簡単にお知らせしているのがと

てもいいなと思っているんですけれども、そのよ

うなことをして、その広報の閲覧数というのを把

握、もしできるのでしたら、そういったＬＩＮＥ

で流してどれくらいこの広報を閲覧している件数

が増えたのかとか、もし分かりましたら教えてい

ただきたいと思きます。 

  ２点目のズームアッププロジェクトに関して、

ぜひそのような方向で、高い機材を使っています

ので、そういった機材に対しても保険が掛けられ

るのかというのをまた特派員の皆様ともご意見い

って進めていただきたいなと思うんですが、もう

一点、カメラを、共有できるカメラの購入なども

そういう形で特派員さんと一緒にお考えいただけ

るのか、もう一度お伺いいたします。 

  最後に、男女共同参画についても内容を承知い

たしました。 

  その委員さんなんですけれども、女性の参加と

いうか、そういうのはどうなのか、もう一度お願

いいたします。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） ここで休憩いたします。 

 

休憩 午前１１時０３分 
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再開 午前１１時１６分 

 

○委員長（西村茂久君） 再開いたします。 

  それでは、休憩前に引き続き、総務課の質疑を

行います。 

  答弁求めます。 

  主幹。 

○総務課主幹（髙澤 学君） 秘書広報担当主幹の

髙澤です。お答えいたします。 

  再質問についてお答えいたします。 

  ＬＩＮＥの基準についてなんですが、先ほどな

いということでお答えいたしまして、今後ＬＩＮ

Ｅに関しまして町民の皆さんがどのような情報を

必要としているのかというものを、どのような方

法で皆さんが必要としているのかというのを検討

していく必要というのはたしかに今後、これだけ

のＬＩＮＥ、１万3,000人程度のＬＩＮＥの登録

者数がいらっしゃいますので、そういう意向的な

ものというのはしていく必要があるのかなと感じ

ております。アンケート的なものになるのかとい

うのはちょっと今お答えしかねるんですが、ＳＮ

Ｓ上で皆さんにそういうものを問うですとか、そ

のことに関しましては必要に応じて検討のほうし

ていきたいと考えております。 

  また、どれぐらいの広報を皆さんが見ているか

というご質問なんですが、現在広報のほうの詳し

い中、広報じゃない、ホームページの中身に関し

ましては、どのページがどれぐらいの方が見てい

るですとか、そういうものを調べる方法というの

が実はございまして、それと連動しましてユーチ

ューブに関しましても視聴者数というのが分かり

ますので、それが今現在どれぐらいの方が広報を

読まれているかというのが直接どのように結びつ

くかというのはちょっと今現在分からないんです

が、そういうものをうまく活用して、そのユーチ

ューブ、広報のユーチューブを流したときにどれ

ぐらいの方がそのユーチューブを視聴して、それ

に対して広報をどれぐらいの方が見たというもの

が結びつくかというものは検討というか、検証し

ていきたいと思っております。 

  また、特派員の皆さんの共有のカメラというこ

となんですが、以前申し上げたとおり、今現在共

有のカメラは町のほうでは用意してございません。

ただ、14人の皆さんの機材ですとか装備ですとか、

そういうものを見ていますと、なかなか皆さんす

ごく、セミプロかなというぐらいのすばらしい機

械をお持ちです。先ほどの保険の話なんですが、

そういうものを壊れたときに直すという、高額な

ものなのでそういうのもあるんですが、そういう

セミプロに近いような皆さんが趣味の延長、ちょ

っと通り越してやられているようなところがあり

ますので、皆さんが自身の機材を使って、それが

画像になったりユーチューブに流れたりしていく

ところに皆さん生きがいを感じているのかなとい

うようなふうにも見受けられます。共有のカメラ

ということなんですが、これに関しましてもちょ

っと月１回の広報特派員の会議がございますので、

そういう中でそういうものが必要なのかというこ

とと、あとそれを町が、高額なものになりますの

で、財政的な面も含めまして、用意ができるのか

というところで検討のほうをしていきたいと思い

ます。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  室長。 

○人権推進室長（野口延寿君） 人権推進室長の野

口でございます。 

  男女共同参画社会推進会議のメンバーさんの内

訳ということでお答えいたします。 
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  令和４年度につきましては、４名の方が委員と

して活動のほういただいております。こちらの男

女共同参画社会推進会議の設置規定では、住民由

来のものをもって活動する、組織するということ

になっているんですけれども、４年度につきまし

ては４名の方での活動という形になっておりまし

た。 

  男女比につきましては、昨年度につきましては

男性が３名、女性１名というような内訳になって

おります。募集につきましては、年度当初ですと

か、もちろん定員を割っている状態ですので、年

度途中でも募集のほうを行っているところなんで

すけれども、なかなか応募の方が少ないような形

になっておりまして、昨年度につきましてはセミ

ナーが対面でございましたので、そこで募集につ

いてのご案内のほうもさせていただきまして、昨

年セミナーを受けられた方のうち２名の方が今回

応募していただいて、いずれも男性の方なんです

けれども、応募いただきましたので、今年度につ

きましては一応６名というような形で現在活動の

ほうさせていただいております。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 塚村委員。 

○委員（塚村香織君） 塚村です。ありがとうござ

いました。 

  ＬＩＮＥについては、詳しく教えていただいて、

ありがとうございました。そういった個別の閲覧

数も分かるということなので、また教えていただ

ければと思うんですが、最後、こういうＬＩＮＥ

の情報で本当によく見られているので、議会だよ

りもそのＬＩＮＥにお知らせいただけるのか、何

かお知らせいただきたいなと私は思っているんで

すけれども、そのあたり、どうなのかお伺いいた

します。 

  ２点目のズームアッププロジェクトに関しては

承知をいたしました。カメラの購入のほうのご検

討というのも、カメラがなくてはいけないわけじ

ゃなくて、例えばスマホでも撮影できて、編集で

きるという方法もあると思いますので、そういう

のも含めて、今の特派員さんは必要がないかもし

れないんですけれども、今後のこういったメンバ

ーを増やしていくということでは、何かそういう

ことも必要なのかなと思いましたので、その辺も

町のほうでご協力をいただければと思います。 

  最後に、男女共同参画についてですが、もちろ

ん女性がいろんなものに参画するということには、

男性のご協力が必要なので、男性のご意見という

のも大事なんですが、女性の声というのが、もう

少し発言しやすいような、すごく大事だなと思い

ますので、どういう、ちょっと堅いものになると

女性はやっぱりなかなか参加しづらいということ

もあると思いますので、女性も参加しやすいよう

な、やはり雰囲気づくりとか、意見を言う段階に

なっても、やはり男性の声が出てくると、女性の

ほうも言いづらいということもあるのかなと思い

ます。そういうことがあるから、そもそも参加を

しない、するという選択肢もなくなってしまうこ

ともあるので、募集するときに、男女共同参画と

いうこういうテーマなので、その辺の配慮も含め

ての募集をしたり、その実際の会議の中でもそう

いったご検討というのを、今後していただきたい

なと思うんですが、その辺どのようにお考えか最

後にお伺いいたします。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○総務課主幹（髙澤 学君） 秘書広報担当主幹の

髙澤です。 

  議会だよりにつきまして、ＬＩＮＥでの掲載と

いうことの再質問でございますが、ＬＩＮＥで今、
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広報みやしろのほうを出たときに掲載させていた

だいていて、そこをタップすることによって町の

ホームページに飛んで、広報紙のほうに閲覧がで

きるようになるような形になるんですが、議会だ

よりのほうもホームページでということであれば、

ＬＩＮＥのほうで流させていただいて、それをタ

ップすることによってということで、物理的には

可能であると思いますので、その辺は今後、議会

事務局のほうと検討していきたいと考えておりま

す。 

  共有カメラにつきましては、引き続き検討のほ

うをさせていただきますので、よろしくお願いい

たします。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  室長。 

○人権推進室長（野口延寿君） 人権推進室長の野

口でございます。 

  近隣の市町でも、同様の会議のほうを設置され

ておりまして、久喜市さんですとか、白岡市さん

ですとか、杉戸町さんのほうも設置されているん

ですけれども、傾向的にはどちらかというと、女

性の委員さんのほうが多いというのが実情になっ

ております。ただ、宮代町につきましても、以前

は女性と半々ですとか、女性のほうが多いぐらい

のときがあったのですけれども、ちょっと近年女

性の委員さんのほうが少なくなっておりますので、

そちらにつきましては、今度の会議の中でもちょ

っとお話はしたいかなと思っているんですけれど

も、可能な限り同じぐらいの人数ですとか、フィ

ティー・フィフティーの感じができればと思って

おりますので、今後検討をさせていただきたいと

思っています。 

○委員長（西村茂久君） ほかに質疑ありますか。 

  深井委員。 

○委員（深井義秋君） 深井でございます。 

  決算書の64ページ、ここの３点質問してみます。 

  下のほうの13番、使用料及び賃借料で、土地借

上料、あとは14番の工事請負費、下に分教場跡地

フェンス設置工事費と…… 

〔「総務課じゃないよ」と言う人あり〕 

○委員長（西村茂久君） 所管が違うから、ほかの

質問を。 

○委員（深井義秋君） それでは、広聴広報費、55、

56ページでございますが、こちらの56ページの広

聴広報事業、これの需用費737万3,019円、これは

消耗品と印刷製本費と書いてありますが、この印

刷製本費というのは、業者に支払っていると思う

んですが、これはどういう条件で支払いしている

のかお伺いします。 

  印刷製本費ですね。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  主幹。 

○総務課主幹（髙澤 学君） 秘書広報担当主幹の

髙澤です。 

  55、56ページの広聴広報事業の需用費、印刷製

法費の639万3,750円につきましては、広報紙、み

やしろ広報の印刷広報費になります。条件といい

ますと、これは長期継続契約によりまして、埼玉

新聞と単価契約ということで契約のほうをさせて

いただいております。詳しい内容をちょっと申し

上げますと、単価契約ということで、広報紙が16

ページのときに39.16円。これ１部ですね。広報

紙が20ページのときは１部42.35円。広報紙が24

ページのときは46.64円ということで、単価契約

のほうをさせていただいて、これ金額が12か月分

の広報紙の印刷費用となっております。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） 深井委員。 

○委員（深井義秋君） これはあくまでも埼玉新聞
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のみでございますか。お願いします。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  主幹。 

○総務課主幹（髙澤 学君） 秘書広報担当主幹の

髙澤です。 

  おっしゃるとおり、埼玉新聞のみとの契約とな

っております。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） 深井委員。 

○委員（深井義秋君） 新聞は埼玉新聞というけれ

ども、皆さん一般の朝日とか読売とか毎日新聞と

か、そういう形で取っている方が多いと思うんで

すが、埼玉新聞、私も取っていませんが、やはり

こういう一般の大衆紙には載せることはできない

んでしょうか。 

  委託しているのは埼玉新聞だけなんですか。そ

れ以外は、委託はしていないんでしょうか。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  主幹。 

○総務課主幹（髙澤 学君） 秘書広報担当主幹の

髙澤です。 

  広報みやしろの印刷業務になりますので、埼玉

新聞と令和元年に随意契約のほうをしまして、そ

ちらの契約ということになっております。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） ほかに質疑ありますか。 

  山下委員。 

○委員（山下秋夫君） ３点ばかり質問してみます。 

  １つは人権平和推進事業でございます。 

  54ページ…… 

○委員長（西村茂久君） 山下委員、ページ数を。 

○委員（山下秋夫君） 54ページとなります。 

  この人権平和推進事業、どんな内容でやってい

らっしゃるんでしょうか。それと、何名ぐらいこ

ういう会議に出席していらっしゃるんでしょうか。

負担金、補助及び交付金と書いてありますけれど

も、ここに何名ぐらい参加していらっしゃる、ど

んな内容でやっているのか、ちょっとお聞きした

いと思います。一つ一つお願いします。 

  それと、あともう一つ、顧問弁護士、去年より

か半額以下になっていると思うんですけれども、

これはどういう状況なんですか。去年は何か裁判

か何かあったのですか。よく分からないですけれ

ども。顧問弁護士ということで、それが半額以下

になっているということは。ちょっと忘れてしま

ったので、説明をお願いします。 

  それと、次のページの56ページになります。 

  高齢者等タクシー助成事業ですか。これは違う

んだっけ。 

〔「企画財政」と言う人あり〕 

○委員（山下秋夫君） 企画財政か、これ。 

  それと、もう一つです。 

  66ページになります。一番上になります。 

  男女共同参画社会推進事業ですか、ここで内容

的には先ほどお聞きしたんですけれども、今回、

保育所の定員がオーバーになったということで説

明されていましたけれども、その辺のところで、

これは若い人たちは多かったんでしょうか。それ

とも、これからはこういう子育て世代の人が多く

なって、保育所が満杯になるような盛況ぶりなの

でしょうか。その辺のところの内容をちょっとも

う少し詳しくお願いしたいなと思っております。

ちょっと、その辺のところお願いします。 

  後はないですね。２点ばかりお願いします。 

○委員長（西村茂久君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午前１１時３６分 

 

再開 午前１１時３７分 

 



－１８－ 

○委員長（西村茂久君） 再開いたします。 

  答弁求めます。 

  室長。 

○人権推進室長（野口延寿君） 人権推進室長の野

口でございます。 

  決算書54ページの人権・平和推進事業の負担金

の中にございます協議会の人数というか、参加人

数ということでよろしいでしょうか。 

  初めに、埼葛郡市人権施策推進協議会の負担金

ということで、こちらは埼葛郡市人権施策推進協

議会というのがございまして、会長は久喜市長で

す。久喜市の梅田市長が会長でございます。 

  構成といたしましては、埼葛12市町ということ

で、そのほかに三郷市、杉戸町、八潮市、越谷市、

吉川市、春日部市、あと宮代町、松伏町、蓮田市

で構成されております。 

  年１回総会のほうを開いておりまして、４月も

しくは５月頃に開かれておりまして、人事のほう

ですとか、その年度の事業などを決めている次第

でございます。主な目的につきましては、人権問

題解決のための研究、相互連携などを行っている

ものでございます。 

  続きまして、２段目の越谷人権擁護委員協議会

負担金と、続いて、越谷人権擁護委員協議会杉戸

部会というのがございます。 

  こちらにつきましては、人権擁護委員の活動を

しておる協議会になります。大きなものといたし

ましては、まず、埼玉県に人権擁護協議会がござ

いまして、本部局ごとに支局のほうがございまし

て、宮代町につきましては、越谷支局の中の部会

に入っております。さらに細かくなりまして、杉

戸部会ということで、杉戸町と宮代町で構成のほ

うをされております。 

  杉戸部会の内訳につきましては、人権擁護委員

のほうが杉戸町は人口の関係がございますので、

杉戸町は４名の人権擁護委員さん、宮代町は３名

の人権擁護委員さんがいらっしゃいます。 

  上の段の越谷協議会につきましては、そのほか

には越谷市ですとか、草加市、松伏町、吉川市、

三郷市などが加わっているようなもので、約50名

の委員さんがいらっしゃいます。こちらにつきま

しては、人権教室ですとか各市町での市民相談、

町民相談ですとか、あと研修会などのほうを行っ

ている組織になっておりまして、宮代町が所属し

ております杉戸部会につきましては、杉戸町のほ

うと事務局が２年置きに交代しておりまして、昨

年度までは杉戸町のほうが事務局という形になっ

ていたんですが、令和５年度、６年度につきまし

ては、宮代町が今度事務局ということで担当のほ

うをさせていただいております。 

  あと、男女共同参画のほうの一時保育につきま

しては、令和３年度に比べまして令和４年度のほ

うが増えております。こちらにつきましては、コ

ロナのほうの分類が、今年の５月から下がったよ

うな形なんですけれども、令和４年中にも一部緩

和されているようなことがございまして、特に令

和４年度につきましては、主な一時保育の利用に

ついての内訳なんですが、学校適正化に関する説

明会が教育委員会のほうで開かれておりますので、

そちらのほうですとか、あと、保健センターのほ

うで行っております20代から40代の方を対象とし

た運動教室のスッキリ運動教室ですとか、みやし

ろ健康マイレージの参加者を対象といたしました

運動と食のプログラムであります健脚チャレンジ

ですかね、そちらのほうのイベントのほうがござ

いましたので、それに伴う一時保育の利用者が増

えているような形で、令和３年度に比べて令和４

年度が増えたというか、どちらかというと通常の

モードに戻ったのかなというふうに認識しており

ます。 
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  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  副課長。 

○総務課副課長（青栁 誠君） 総務課副課長の青

栁です。 

  それでは、顧問弁護士の委託料が昨年から減額

になった理由についてお答えいたします。 

  令和３年度の顧問弁護士委託料につきましては、

この中に町のほうの行政課題の相談と、あと町民

向けの法律相談の委託が含まれておりました。そ

れが令和４年度からは、町民向けの法律相談につ

いては、直接埼玉弁護士会の方に来ていただいて、

人権平和推進事業で謝金ということで、報償費の

ほうからお支払いをしております。そのため、令

和４年度の顧問弁護士委託料については、町の行

政相談のみの委託となっておりますことから、大

幅な減額となっております。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午前１１時４４分 

 

再開 午前１１時４６分 

 

○委員長（西村茂久君） 再開いたします。 

  山下委員、再質問をお願いします。 

  そこで、しっかりと質問をしてください。 

○委員（山下秋夫君） 先ほど人権・平和推進事業

の中の18負担金、補助金及び交付金、その中の上

の３点は埼玉県人権共同、それと埼玉県人権擁護、

それともう一つ、埼玉人権擁護委員協議会のこと

については説明を受けました。残りの埼玉県防衛

協会会費及び平和首長会議メンバーのやつについ

て説明を受けていないので、それも説明をお願い

しますということで言っているんです、内容を。 

  先ほど言ったとおりに、66ページの男女共同参

画社会推進事業の中身ですよね。その中で、保育

所の問題が出てきているので、どういうふうにな

っているのかなというふうに、若い人が増えてい

るのか、保育所何名預けて、どのくらい多くなっ

てきているのか、それを教えていただきたいなと

思っております。 

  以上です。 

  総務ですよね。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  室長。 

○人権推進室長（野口延寿君） 答弁漏れがござい

まして、失礼いたしました。 

  そうしましたら、決算書、54ページの真ん中か

ら下の辺りの負担金、補助及び交付金、埼玉県防

衛協会の会費と平和首長会議メンバーシップの負

担金ということでよろしいでしょうか。 

  こちらにつきましては、埼玉県防衛協会の事業

の年会費ということになります。こちらにつきま

しては、町ということで、２万5,000円が金額と

なっております。ちなみに、市については４万

5,000円、村については１万5,000円、あと団体で

すとか個人での会費につきましては、１万5,000

円となっております。こちらにつきましては、自

衛官募集ですとか県民交流などの行事、入隊式で

すとか自衛官駐屯地なんかにおける主管課長会議

ですとか、事務担当者の会議、あと簡易組織の中

でのイベントなどのものがなっております。 

  続きまして、平和首長会議メンバーシップ負担

金でございます。こちらにつきましては、ちょっ

と今、手元にある数字が、令和４年９月１日現在

なんですけれども、世界166か国の国と地域、都

市としましては8,206都市が加入しております。

日本国内につきましては、1,737自治体が加入し

ております。1,737ですね。宮代町につきまして
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は、平成24年に加入のほうをしております。こち

らにつきましては、平和首長会議ということで、

広島市のほうで行っておりまして、年１回ご案内

のほうがまいりまして、負担金のほうの支払いを

しております。 

  それから、あと、先ほどの男女共同参画のほう

で、保育の関係ということでご質問をいただいて

いるんですけれども、そちらにつきましては、町

の人権推進室のほうにつきましては、男女共同参

画の推進ということで、市民参加条例のほうで、

町の附属機関の会議ですとか、そういったものに

つきましては、一時保育を設けるということの規

定がございますので、一時保育のほうにつきまし

ては、人権推進室のほうで担当させていただいて

おります。 

  ただ、町内の保育人数の増加ですとか、そうい

った関係につきましては、子育て支援課のほうが

所管となりますので、こちらのほうではご答弁の

ほうは差し控えさせていただきたいと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） ありがとうございました。 

  じゃ、ちょっと人権平和推進事業のことで何点

か伺いたいと思います。 

  最初に３点ほど細かく言いました。 

  埼葛の問題とか、越谷人権、これのことについ

ては、いろいろとあろうかと思いますけれども、

中身としては人権問題だと思うんですけれども、

これは具体的に宮代町で人権問題でどういう内容

で起きているのか、あったことはあるのか、ない

のか、それのところもお聞きしたいなと思ってお

ります。 

  それと、先ほど言いました埼玉防衛協会ですか、

会費納めているんですけれども、これでは宮代町

では、自衛隊の募集をどのように進めているのか、

具体的に。この中の内容で。実質的やっているの

か、帳簿を渡しているのか、その辺のところがお

聞きしたいなと思っております。具体的にどのよ

うに協力しているのか。住所とか名前とか年齢と

か、いろいろありますよね。どこまで協力して自

衛隊にそういう名簿を渡しているのか、分かれば

その辺のところをお願いしたいなと思っておりま

す。 

  あと、平和首長会議なんですけれども、世界の

1,737ですか、自治体。全員が参加しているんで

しょうか。全部の自治体が。ちょっと分からない

んだけれども、ただそういう自治体があって、そ

の中で宮代町は平成24年に加盟しましたよという

ことを言っているんですけれども、今現在では、

この平和何とかというところに何自治体が参加し

ているのか。全部参加しているんでしょうか。そ

の辺のところもちょっと詳しく分かればお願いし

たいなと思っております。 

  それと、答えられないと言いましたけれども、

これは企画のほうだということで、人数とかそう

いうのが言いましたけれども、男女参画共同セミ

ナーですか、そこなんですけれども、これは保育

所、今回は30万円ほどアップしたということで言

っているんですけれども、これは若い人が増えて

いるのかどうか。どういう人たちが保育所を預け

てやっているので、やっぱり若い人が増えている

んでしょうね。保育所が満杯になってしまったと

いうことになると、予想外に。若い人が何人ぐら

い参加していたのか、全体として。よく分からな

いんだけれども、その辺のところをお願いしたい

なと思っているんですけれども、具体的なことで。

よろしくお願いします。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  室長。 
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○人権推進室長（野口延寿君） 山下委員のご質問

にお答えいたします。 

  宮代町における人権問題ということで、具体的

にあったのかというご質問かと思うんですけれど

も、宮代町、人権問題については、人権推進室、

あと人権教育などについては教育推進課のほうの

生涯学習室のほうで担当しております。 

  具体的にあったかということにつきましては、

昨年度につきましては、具体的な事例というのは

特にこちらに入っていないんですけれども、そう

いったことがないようにということで、啓発です

とか教育のほうを行っているところでございます。 

  主な人権課題などにつきましては、男女共同参

画、男女の問題ありますし、高齢者、障がい者、

同和問題、あと近年ですとＬＧＢＴなどについて

が主な課題として取り組んでいるところでござい

ます。 

  あと、防衛協会のほうのこちら募集の関係なん

ですけれども、具体的な活動といたしましては、

町の広報紙のほうに、定期的に自衛官募集につい

ての記事を掲載させていただいております。こち

らにつきましては、防衛庁のほうから、その時期

その時期に合いました自衛官募集のほうの依頼が

まいりますので、それに基づきまして広報紙の紙

面が許す限り掲載をさせていただいているところ

でございます。 

  あと、平和首長会議につきましては、先ほど持

っている数字がちょっと古いもので大変申し訳な

かったんですけれども、全ての自治体がというわ

けではないかと思います。 

  こちらにつきましては、もちろん予算のほうも

ございますし、そこの首長さんの判断、議会の判

断というのもあるかと思いますので、そちらによ

って加入するしないというのはあるかと思います。 

  あと、一時保育につきましては、先ほど申し上

げたとおり、コロナのほうが明けて改善してきた

関係で、各教育委員会のほうの学校適正化につい

ての説明会ですとか、保健センターのほうの健康

に関するイベントなどによって増えてきたという

のが実情でございます。件数といたしましては、

成果書のほうにも掲載させていただいております

とおり21件、令和３年が７件でしたので、14件ほ

ど増えている次第でございます。利用人数につき

ましても、延べのちょっと人数しか分からないの

であれなんですが、82人ということで、約倍増し

ている次第でございます。 

  一時保育につきましては、若い方がといいます

か、保育という形ですので、もちろん預ける保護

者の方というのは若い世代というのが多いですけ

れども、それだけ学校ですとか、健康に関する会

議ですとか、教室などへの関心が高まっていると

いうようなところが原因だと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） ほかに質疑ありますか。 

  小河原委員。 

○委員（小河原 正君） じゃ、１点だけ。 

  選挙費は総務費でいいんかな。選挙費について

ちょっと聞きたいと思います。 

  この間、県議選がありました。投票率が悪かっ

た。こう私は心配しているわけです。 

  どこの選挙費の中で、相当金額が不用額があり

ます。これは投票率に関係なく不用額は出ている

と思いますわね。私、心配するのは、ページは86

ページからなんですけれども、予算書の。 

  町議選が間もなく宮代町もあります。日程も決

まってきたようです。それが終わると町長選があ

ります。この不用額がこれだけあって、投票率が

悪いというのは、どうも私は腑に落ちないんです

けれども、やはり投票率は上げるにはどうしたら

いいのか、これはもう役場職員の基本だと思うん



－２２－ 

ですよね。選挙管理委員会との関係もあるかもし

れませんけれども。なぜ投票率が上がらなくて不

用額がこんなに多いのか。それを聞かせてもらい

たいと思うんです。決算上の問題ですから、金額

のことをまず聞きたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  副課長。 

○総務課副課長（青栁 誠君） 総務課副課長の青

栁です。 

  それでは、今いただきました質疑についてお答

えいたします。 

  たしかに選挙については不用額が多いというご

指摘はごもっともなんですけれども、選挙の予算

をまず組む際には、やっぱり想定される立候補の

人数、数を想定して、例えばポスター掲示場です

とか、あと、選挙公報ですとか、そういったのを

作成するに当たって不足がないように、ある程度

想定される人数に何人か立候補が追加であっても

いいような形で全て予算を組ませていただいてお

りますので、ですのでそういう不測の事態に対応

できるように、ある程度委託料ですとかそういっ

たものを組んでいるという面がありますので、そ

の結果としまして、例えば５人立候補を想定した

ところ、３人しか例えば出なければ、例えばポス

ター掲示場とかそういった業務委託については、

不用額が出てしまうのはちょっと避けられないと

いう面がございます。 

  ご指摘いただきましたとおり、冬には町議会議

員の選挙がございます。ご指摘のとおり、県議会

議員選挙、知事選挙とも残念ながら投票率は決し

て高いとは言えない状況でございます。 

  言われておりますのは、18歳から今投票ができ

まして、18歳の投票率というのは高校３年生が中

心で、割と関心が高くて投票率は高い傾向にあり

ます。それが19歳になりますと下がりまして、そ

こから20代前半まで下降してしまいまして、20代

は低い。30代、40代、50代、60代と年齢が上がっ

ていくうちに投票率が上がるという傾向がござい

まして、これは宮代町に限らず全国的な傾向でご

ざいます。 

  今課題となっているのは、20代、30代のいわゆ

る若年層と言われる投票率の低下ですので、今、

短期的というか長期的な視点にはなってしまうん

ですけれども、親子で投票に行くというのがひと

つ今課題として取り組んでおりまして、と言いま

すのも、若い世代にアンケートなんかを取ります

と、子供の頃、親と一緒に投票所に行って、親の

投票している姿を見ているという子供の投票率は

高いという傾向がこれもございますので、ですの

で、県の選挙管理委員会につきましても、親子で

投票に行こうということで、そういうキャッチフ

レーズでの啓発というのを続けてきております。 

  今後の冬の選挙につきましては、投票率が低く

ならないように、選挙管理委員会といたしまして

は、若い世代については先ほどから出ているとお

り、ＬＩＮＥ等のＳＮＳの登録者というのは若い

世代に多いので、そういったところで情報発信と

いうのをさせていただくとともに、あと、取組と

しましては、選挙広報とか新聞の折り込み世帯な

ども今少なくなってきておりますので、そういっ

た方々に対しても、希望される方については今お

電話等いただいて登録をしていただくと、新聞購

読をしていない世帯にも広報ができ次第、郵送さ

せていただく取組というのも始めておりますので、

そういった啓発をさせていただくとともに、あと、

今後の町のイベントとかそういった機会を捉えて、

冬の選挙についてもお知らせはしていきたいとい

うふうな取組を行っていきたいというふうに考え

ております。 
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  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 小河原委員。 

○委員（小河原 正君） であっても、投票率は悪

いよね、23％だっけ。これ、決して高いとは言え

ないよね。戦後最低だって言われているんだよ。

それは宮代だけじゃないけれども、投票数には関

係ないと思っている。 

  私はこの不用額がこれだけ出たんだから、もう

少し宣伝活動をしっかりやるべきだというふうに

私は思っていたわけ。ところが、それ以上のこと

は言いませんけれども、投票率は悪いよね。それ

を何とか引き上げないと、何のための選挙かとい

うふうに言われますので。 

  そこまで今説明されたんだから、人口構図とい

うのがあるよね。投票率構図というのを後で出し

てもらいたい。年齢層によって何％というのがあ

るよね。それ、宮代町はどうなっているのか、教

えてもらいたい。それは要望になるかもしれませ

んけれども、ぜひこの議会中に教えてもらいたい。 

  最後は要望じゃないけれども、年齢別の投票構

図というのを教えてくださいということを言った

わけ。そしたら、頭だけは避けているけれども、

声は出ていないんだけれども。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  副課長。 

○総務課副課長（青栁 誠君） 総務課副課長の青

栁です。 

  年齢別の投票率については、大変申し訳ありま

せんが、特定の投票所、いわゆる電子の受付をや

っているところですと容易に集計ができますので、

そういったモデルの投票所でしたら、年齢別の投

票率が出せますので、それについては後日、お渡

しをしたいと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 小河原委員。 

○委員（小河原 正君） そのことを教えてもらっ

て、それに基づいていかに投票率を上げるかとい

うのを十分研究してもらいたい、このことをお願

いしたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） ほかに質疑はありますか。 

  角野委員。 

○委員（角野由紀子君） 角野です。お願いします。

簡単です。 

  説明書の７ページなんですけれども、これは聞

くだけなんですが、人件費のところの主な増減理

由で、会計年度任用職員報酬の増とありますが、

予算よりも一応少なく、決算額は予算立てたより

も少なくはなっているのは分かります。一応知り

たいのは、人件費で一般職員にかかる給与費の増

で、それも分かるんですが、会計年度任用職員は

これだけかかった、一般職員はどれか、幾らとい

うのを教えてください。 

  それからあと、決算書の54ページです。52から

54の図書追録整備事業の12の委託料ですが、個人

情報保護制度例規整備支援業務委託料というのは、

これは令和３年も入っていたんですが、これはも

うずっと続けて入っていくものなのか、お伺いし

ます。 

  それから、56ページ、情報公開推進事業は総務

で大丈夫ですか。これが流用は予備費に充用され

ていますが、この理由というか開催のその辺詳し

くお願いします。 

  それから、66ページ、男女共同参画社会推進事

業の扶助費です。これは何件というか、初めて上

がったのかなと思いますが、この経緯というか、

扶助費からどうなっていくのか、そこをお願いし

ます。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 
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  副課長。 

○総務課副課長（青栁 誠君） それでは、人件費

の理由につきまして、お答えを申し上げます。 

  説明書の６ページ、７ページに記載しておりま

す人件費、職員給、こちらは地方財政状況調査、

いわゆる決算統計のルールに基づいた人件費とな

っておりますので、私のほうで集計しております、

いわゆる職員の人件費の総額で申し上げたいと思

います。 

  令和３年度から申し上げますと、令和３年度の

正規職員、一般職員の人件費が17億79万7,000円、

これはちょっと端数調整しておりますので、17億

79万7,000円。令和４年度の一般職の人件費の決

算額は、17億4,570万。ですので、約4,570万ほど

増加しております。 

  次に、会計年度の報酬でございますけれども、

令和３年度の決算額が２億6,797万7,000円、令和

４年度の決算額が３億649万8,000円となっており

ます。いずれも一般職員、会計年度職員ともに増

加しておりますが、一般職につきましては、職員

の数というのが説明書の職員のところでも記載さ

せておりますとおり、７名増加しているというと

ころと、昨年度給与改定がございまして、勤勉手

当の引上げ等が行われておりますので、そういっ

た理由によりまして増加しております。 

  会計年度につきましても、会計年度任用職員の

採用している人数が増加しておりますので、それ

によっての人件費の増加となっております。 

  ２点目の決算書54ページの上段の個人情報保護

制度例規整備支援業務委託料でございます。こち

らは令和５年４月１日に施行されました改正個人

情報保護法に対応するための支援業務ということ

で、主に例規整備ですとかそういった支援をいた

だいておりまして、これは３年度、４年度の２か

年度にまたがって業務委託でございまして、こち

らは令和４年度で完結しておりますので、５年度

については発生していないという状況でございま

す。 

  続きまして、56ページの情報公開・個人情報保

護、情報公開推進事業のうち、予備費を充当して

開催しました情報公開・個人情報保護審査会につ

いてお答え申し上げます。 

  こちらにつきましては、例年情報公開制度を運

営していく上で、例えば情報公開請求なり、個人

情報の開示請求があった場合に、その申請に対し

ての決定、開示、不開示、部分開示等を行った際

のいわゆる不服申立て、いわゆる審査請求と呼ば

れるもの、これがあった際に開催するのが審査会

でございまして、これまで宮代町はあまり審査会

等を開催してこなかったんですけれども、昨年は

個人情報の開示決定に不服申立てがございました

ので、それに当たって審査会を開催するに当たっ

て、当初計上していた報酬の額では足りなかった

ということで、予備費を充当して開催をしたとい

うことでございます。 

  なお、会議の開催については、５回開催をして

おります。そのため予備費で対応したということ

になります。 

  私からは以上です。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  室長。 

○人権推進室長（野口延寿君） 人権推進室長の野

口でございます。 

  男女共同参画社会推進事業、決算書66ページ中

段の扶助費についてのご質問についてお答え申し

上げます。 

  こちらにつきましては、表示のとおり、配偶者

等からの暴力等による被害者への緊急避難措置費

ということで、令和４年度につきましては、

9,000円のほうを支出させていただいております。
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こちらについては、例年８万4,000円ほど予算措

置のほうさせていただいておりまして、今まで支

出がなかったというような形なんですけれども、

令和４年度につきましては、具体的にはＤＶ被害

がございまして、町のほうに相談をいただきまし

た。緊急に避難する事例であるということを判断

いたしまして、施設のほうへの移動を試みたんで

すが、相談にお見えになったのがお昼過ぎぐらい

になっていまして、そこからいろいろお話を伺っ

て移動ということで、そうしますとなかなか施設

のほうの空きの状況ですとか準備のほうが整わな

いということがございましたので、こちらにつき

ましては、ホテルのほうに入っていただいて、一

泊過ごしていただいて、翌日そちらのほうに移動

していただいたということでございます。 

  その該当の方が本当に着のみ着のまま出てこら

れたということで、所持金のほうも十分ございま

せんでしたので、宿泊施設での緊急措置というこ

とで支出させていただいているような形でござい

ます。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  副課長。 

○総務課副課長（青栁 誠君） 総務課副課長の青

栁です。 

  先ほど私、人件費のところでご答弁申し上げま

した。先ほど申し上げました数字が、大変失礼し

ました、こちら、全会計を含めた数字のほうで申

し上げてしまいましたので、ご質問は６ページと

いうことで、一般会計だったんですけれども、私

が申し上げた数字は全会計を含めた数字というこ

とで、ご理解いただければと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 角野委員。 

○委員（角野由紀子君） ありがとうございました。 

  ＤＶのほうは町が窓口になったということで、

ありがとうございます。 

  個人情報公開の不服のほうが５回行われたとい

うことは、５回不服申立てがあったという意味な

のか、お願いします。 

  それから、人件費のほうは会計年度報酬とか言

われたんですが、ああいう退職金だとか全て入っ

た金額ですよねという確認です。 

○委員長（西村茂久君） ここで休憩いたします。 

  再開は１時20分といたします。 

 

休憩 午後 ０時２１分 

 

再開 午後 １時１９分 

 

○委員長（西村茂久君） 再開いたします。 

  それでは、休憩前に引き続き総務課の質疑を行

います。 

  答弁を求めます。 

  副課長。 

○総務課副課長（青栁 誠君） 総務課副課長の青

栁です。 

  それでは、先ほどご質疑いただきました、決算

書56ページの情報公開推進事業の情報公開・個人

情報保護審査会の件についてお答えいたします。 

  審査請求、いわゆる不服申立ては１件でござい

まして、その１件を審査するに当たって、５回の

会議を開催したということになります。こういっ

た審査会については、処分をした側の意見を聞く

機会、また、処分を受けた側が意見を聞く機会、

実際にその資料を確認する機会、あとは審査会と

して方向性を出す機会ということで、やはり複数

回の会議の開催というのが必要になりますので、

令和４年度は５回、会議を開催したということで

ございます。 
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  続きまして、２点目の会計年度の人件費の話で

すけれども、私、報酬というふうに申し上げてし

まいましたが、先ほど申し上げた会計年度任用職

員の人件費については、その報酬と、あとは雇用

に必要な社会保険料ですとか退職手当の関係です

とか、そういったものを全て含めた金額となって

おります。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） ほかに質疑ありますか。 

  丸山委員。 

○委員（丸山妙子君） 丸山です。お願いします。

４点お願いします。 

  １点目は、ページ、57、58の10の需用費です。

このカプセルトイについてなんですが、前聞いた

かもしれないですけれども、１個大体幾らぐらい

で作れているということになるのか。それで今販

売もしていらっしゃいますけれども、楽しみなが

ら、もうけがあるのか、それとも町を知ってもら

うためのものでもうけを考えないのか、その辺を

お願いいたします。 

  ２点目は、男女共同参画、65ページ、66ページ

の19節扶助費なんですが、私もこれ気になってい

て、さっき答弁いただいたんですが、この金額は

子供連れなのか、単身なのか、お聞きします。 

  それで、次の括弧の推進委員なんですけれども、

男女共同参画の推進委員なんですが、先ほどの答

弁で、男性３人、女性１人ということだったんで

すけれども、男女共同参画推進会議って結構自由

にものが話せる会議だったと思うんですね、もと

もと。それで、男性のほうがすごく多くなってし

まったということで、今は企画を中心にやってく

ださっているんですが、自由な発言とか、何とな

く女性がどんどん減ってしまった理由って何かあ

るのか。ここはしっかりと、女性、男性、同じよ

うにいたほうがいいし、男性がなかなか以前入ら

なくて大変だったのが、増えたはいいんだけれど

も、そのあたり発言しづらくなっちゃった、出席

しづらくなった原因がもしあるようだったら、改

善をお願いしたいので、その辺お願いいたします。 

  それから、65、66の先ほど出ていました一時保

育の委託料なんですが、さっき説明あったんです

が、ほかの課の行事とかに係る一時保育も全部男

女共同参画推進事業のものになると、どんどん子

供を預かる、当たり前のように一時保育できて講

座が開かれたりしていくと、いかにも男女共同参

画がどんどん金額が増えていくと、すごく男女共

同参画が一生懸命やっているようになってしまう

んですが、この辺の予算措置というのは各課で取

ったものに必ず子育て支援というか、一時保育が

入っているという考え方、それで別の項目に持っ

ていかないと、男女共同参画、一生懸命やってい

る。でも、イコールほかの行事の子育て支援の一

時預かりだよということとちょっと違ってくるの

で、そのあたり、お考えをお願いいたします。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  主幹。 

○総務課主幹（髙澤 学君） 秘書広報担当主幹の

髙澤です。 

  缶バッジについてご質問いただきまして、ご回

答のほうを差し上げたいと思います。 

  缶バッジに関しましては、まず、缶バッジの材

料とそれを包むカプセル、缶バッジ、手作りで職

員作っていますので、缶バッジを作る缶バッジ専

用の機械、これが大体９万円ぐらいします。缶バ

ッジの機械というのはずっと使えるものなので、

仮にこれを耐久年数を大体５年ぐらい、これは根

拠ないんですが、５年ぐらい使えると考えまして、

あと、消耗品の先ほど申し上げた材料、こういう

ものを１個ずつの原価を考えますと、１個当たり
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大体63円から64円ぐらいかかることになります。

これ、１個100円で今有償で出させていただいて

いますので、単純には36円ぐらいもうけ、利益に

なるんですが、そもそも町のＰＲということで、

かかったお金は雑入として入れさせていただいて

いますが、そこはもうけというか利益という考え

はあまりなく、あくまでも町のＰＲという考えで

やらせていただいております。 

  私からは以上です。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  室長。 

○人権推進室長（野口延寿君） 人権推進室長の野

口でございます。順次、ご質問についてお答えい

たします。 

  初めに、決算書66ページ、男女共同参画推進事

業の扶助費でございます。先ほど前段の議員の方

からのご質問の際もお答えしたんですが、今回こ

の事例につきましては、女性の方お一人が対象で

ございました。あまり細かく言ってしまうと個人

が特定されてしまうので、その辺は控えさせてい

ただきますが、避難先と申しますか、そちらのほ

うを用意しなければならないということで、ホテ

ルのほうの手配をさせていただいたものでござい

ます。もちろん間に合えば、施設のほうへの収容

というのが原則なんですけれども、このケースに

ついてはどうしても間に合わないということで、

ホテルのほうに１泊していただいた次第でござい

ます。 

  仮に、ケースによってお子さんなどがいらっし

ゃる場合は、一緒に入っていただくケースもある

かと思うんですが、今回のケースにつきましては、

そういった理由でございます。 

  続きまして、男女共同参画推進委員のほうの内

訳ということで、昨年度で言いますと、女性の方

お一人と男性３人ということで、自由にものが言

える会議ということで、特に会議のときも自由意

見といいますか、特に決めたい項目自体をあらか

じめ決めておくんですけれども、それについての

意見というのも、どちらかというと挙手して答え

るとかそういったわけじゃなくて、どちらかとい

うと人数も少ないですので、和気あいあいという

形でやるようにはしております。 

  ただ、私が以前担当していたときも、そのとき

は３人、男性１人、女性２人だったかと思うんで

すけれども、やはり委員になっていただく方がな

かなかいらっしゃらなくて、この男女の会議につ

いては、平日の夜７時開始を原則としておりまし

て、セミナーについては土日の昼間というような

形を取っております。ただ、委員の例えば構成に

よって、逆に昼間に持っていったりとか、曜日を

考えたりとかというのは今後考えていきたいかな

とは思っているんですが、なかなか本当に成り手

というか、なっていただける方が10名以下という

ことで規定はなっているんですけれども、なかな

かその人数集まらないというのが現状でございま

して、セミナーですとかそういった際に、参加し

ていただいた方への声がけですとか、ほかの委員

されている方にもしなっていただけるような方が

いらっしゃれば、こちらのほうにもという形でお

声がけさせていただいているような状態が続いて

いるようでございますので、何とか先ほど申し上

げましたが、同人数、例えば４人であれば２人、

２人ですとか、６人であれば３人、３人ぐらいに

なるのがベストかと思っておりますので、そちら

のほうは今後も事務局のほうで増えるように努力

させていただきたいと考えております。 

  あと、一時保育の予算措置についてなんですけ

れども、こちら、コロナのほうが収束してきまし

たので、各課のほうの附属機関のほうの会議です

とか、去年はございませんでしたが、例えばワー
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クショップですとか、そういったものが増えれば、

一時保育のほう増えてくるかと思います。 

  例えば来年、６年度のほうの予算措置につきま

しても、人権推進室のほうで学校のほうに紹介を

出させていただいて、予定ですね、６年度の事業

予定ということで、一時保育のほうを考えられる

ケースはどのくらいあるかということで紹介させ

ていただいて、予算措置のほうは考えていきたい

と思っているんですけれども、上がってきた事業

が全て一時保育、お申込みがあるかどうかという

のは分かりませんので、実際どのぐらいの、見込

みでもちろん数字つくりますので、決算額、予算

額と決算額というのは差が出てくるかと思うんで

すが、逆に思いのほか出てしまうということもあ

るかと思いますので、こちらにつきましては、も

し予想を超えて出てきてしまった場合については、

財政部門のほうと相談をさせていただいて、補正

になるのか、予備費対応になるのか分からないん

ですけれども、そちらのほうで対応させていただ

きたいと思います。 

  あと、こちらについては、人権推進室のほうで

男女共同参画の所管ということで事務のほうさせ

ていただいております。委託している業者のほう

がなかなか数が多くないということで、なかなか

選定するのも多くありませんので。また、近隣に

つきましても、なかなか無料で一時保育やってい

るところというのもあまりございませんので、ど

ちらかというと宮代町、得意な例という形になり

ますので、できるだけこちらが続けられるような

形で事務のほうは行ってまいりたいと思っており

ますので、今後ともよろしくお願いしたいと思い

ます。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 丸山委員。 

○委員（丸山妙子君） 丸山でございます。ありが

とうございます。 

  缶バッジのほうは私もちょうどアンケートを確

定いただけるというときに、いただきたいと思っ

てはいるんですけれども、アピールで職員さんが

考えて、職員さんの手によるものを、手間もかか

ると思うんですが、普及ということで、何かお子

さんたちも楽しそうにしているので、ちょっと大

変なんですけれども、柄を増やすとか、やっぱり

人気のものはなくなっちゃっているんですよ。そ

の辺ちょっと考えていただきたいなと思います。

それは可能なのか、お聞きします。 

  それと、男女共同参画なんですけれども、この

予算措置で、今、8,400円で今回それを超えたわ

けなんですが、今、ホテルが宿泊費も上がってい

ますよね、またどんどん、今のところ。そういう

ことを考えて、２年か３年前にできたものだと思

うんですけれども、今まで使わなくてよかったと

は思うんですが、こういう措置があったから対応

できたということはあります。それで、増えてい

く可能性もあるし、ホテルもちょっと上がってい

るので、予算措置とかやっぱりそういうことも考

慮して、子供を連れている人もやっぱり助けを求

めにくるので、そのあたり考えていったほうがい

いかなとは思うんですが、そのあたりの答弁をお

願いいたします。 

  あと、男女共同参画推進委員なんですが、私が

関わったのはもうちょうど30年前に、女性政策の

時代に関わったんですけれども、私、女性政策の

会議だったら参加しなかったんです。そこにサブ

タイトルがあって、私はその言葉に引かれて、入

ってもできるかなと、敷居が男女共同参画とかす

ごく高いんですよね、敷居が。でも私はその言葉

でまさか女性政策だって知らないで実は入ったん

ですけれども、そういうふうに何かちょっと考え

ていかれたほうが、ほかのまた審議会とは違うし、
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やっぱり町民の声聞くには男女両方入っていただ

くのが一番なので、そのあたりちょっとサブタイ

トルつけるとか、何かそういう柔らかい感じのも

のをつくっていったほうがいいんじゃないかなと、

私の自分の経験上は思うんですが、そのあたり、

もうちょっと工夫されることができると思います。 

  あと、一時保育なんですけれども、今お聞きし

ました、無料でやっていただいているというのは

すごくありがたいことで、いろんな講座とかイベ

ントに出席できるということなんですが、ある程

度このままの趣旨でいいんですけれども、先ほど

質問した内容と重なるんですが、講座とかイベン

トに参加するのにちっちゃい子がいたら預けて参

加できますというスタイル、この町は町民生活の

イベントでも、環境資源のイベントでも、総務課

のイベントでも、人権推進室のイベントでも、そ

こに必ず子育て支援の保育のお金が入っていると

いうのは、組立てができないかということでちょ

っとお聞きしたんですけれども、そのあたりもう

一回お願いします。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  主幹。 

○総務課主幹（髙澤 学君） 秘書広報担当、主幹

の髙澤です。 

  缶バッジにつきまして、お答えいたします。 

  現在の缶バッジは主に10種類ということで、有

償のほうで販売のほうさせていただいています。

これも２月からなので、もう１年もまだたたない

ですけれども、七、八か月もうたって、皆さん結

構浸透してきていますので、そろそろ第２弾とい

うことで、今、10月から11月ぐらいの予定で第２

弾ということで、また10種類から11種類ぐらいの

デザインで出させていただければということで、

検討のほうさせていただいておりまして、ほぼほ

ぼ間違いなくそのぐらいの時期には第２弾で出さ

せていただきます。もちろん今後、第３弾、第４

弾と、意外に探してみると宮代町、いろいろな素

材というか、デザインとして使えるものが多くあ

りますので、そういうものは知恵を絞って作って

いきたいと思っております。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  室長。 

○人権推進室長（野口延寿君） 人権推進室町の野

口でございます。 

  先ほどの扶助費の内訳ということで、9,000円

という形で決算額のほう、宿泊費ということで、

決算額ということで。 

  ８万4,000円の予算額というか、当初予算の金

額の内訳なんですけれども、積算といたしまして

は、仮に金曜日の夕方に避難されてきて、土日を

挟んで月曜日に施設のほうに入所するというよう

な形で、一応３泊４日で母子１組が来た場合とい

うことで、積算のほうはさせていただいています。

宿泊費ということで４万2,000円、食事代、そち

らで２万5,200円、生活必需品、下着ですとか洗

面用具ですとかということで、１万6,800円でお

おむね８万4,000円というような形で積算させて

いただいております。ただ、近年、宿泊費のほう

の、生活必需品もそうなんですけれども、金額の

ほうが上がっているという現状もございますので、

こちらにつきましては、今後、また予算措置の段

階で、こちらのほうで検討させていただいて、若

干少し上げていく方向で臨んでまいりたいと考え

ております。 

  続きまして、推進会議のほうなんですけれども、

どうしても名称自体も男女共同参画ということで、

以前、担当者会議、男女共同参画の会議に出たと

きも、どうしてもこの会議の名前で堅苦しいです

よねというような形で、講師の方がおっしゃって
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いたことはございます。ただ、行政がどうしても

行うものですので、ある程度の堅苦しさもなけれ

ばいけないとは思うんですが、会議のときでも、

例えばセミナーにしてもできるだけ、先ほど委員

さんのほうは敷居を低めにということをおっしゃ

っていらっしゃいましたが、あまり肩に力が入る

ようなやつですと、余計なかなか入っていただく

ものも難しいかと思いますので、その辺につきま

しては、担当課といたしまして工夫をして、でき

るだけ多い方にご参加いただいて、会議のほうを

進めさせていただきたいと考えております。 

  あと一時保育につきましては、例年、年度当初

に人権推進室のほうから各課のほうに、会議の際

の一時保育の利用についてということで、メール

配信のほうをさせていただいています。 

  原則、各課の附属機関の会議ですとか、催しの

際は、一時保育のほうをつけていただくんですけ

れども、参加募集というか、その段階ですとなか

なか分からないということで、実際締め切った段

階で一時保育があるかないかというのが出てきま

すので、なかなか締切りぎりぎりというふうにな

ってしまうと難しい面もあるんですが、契約のほ

うですとか、実際支払いの関係については、人権

推進室のほうで今一括してさせていただいており

ます。 

  一時保育の場合、どうしても会議の場所と別に

保育の場所、庁舎内であれば子育てひろばとか利

用できるんですけれども、例えば図書館ですとか、

進修館の場合も子育てひろば利用できるかと思う

んですけれども、開催場所によって一時保育の場

所のほうの確保が必要になります。 

  あと参加していただける保育の対象のお子さん

の年齢にもよって、保育士の人数のほうも変わっ

てきますので、なかなかちょっと読めない部分が

あるんですけれども、予算措置などの契約につい

て、人権推進室のほうで今後とも担当のほうはす

るような形になるかと思うんですが、各課の利用

の仕方、そちらにつきましては、今後、議論させ

ていただいて、翌年度以降のちょっと使い方です

とか、今後の拡大については話していきたいと考

えております。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 丸山委員。 

○委員（丸山妙子君） 丸山です。ありがとうござ

います。 

  缶バッジのほうは、また違うものが出れば、春

だと私も新しいものが当たって、桜なんですけれ

ども、また違うものがあると、また買おうかなと

いう気にもなると思うので、お願いします。 

  それで、男女共同参画のほうはやっていただい

ているので大丈夫です。 

  それで、最後のやっぱりこれ町の考え方なんで

すけれども、さっきから何度も申し上げているん

ですけれども、その一時保育の金額を男女共同参

画ではなく、各課のそのイベントだったり、講演

だったりのものに必ずつけていくという考え方を

町としてしっかりつけてほしいというところで、

そこだけもう一回質問をするので、多分室長だと

答えづらいかもしれません。課長か町長でお願い

したいと思います。お願いします。 

○委員長（西村茂久君） 答弁願います。 

  課長。 

○総務課長（福田拓也君） 総務課長の福田です。 

  一時保育の業務委託ということで、やはり町が

行っている各種様々なイベント全てで一応利用で

きるようにさせていただいていますので、ちょっ

と各それぞれのイベントごとに予算づけというの

は難しいかなというところと、あと委託している

保育の業者さんとの関係とかもありますので、ち

ょっと今の形で続けさせていただきたいなという
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ふうに考えております。 

○委員長（西村茂久君） ほかに質疑ありますか。 

  丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 

  細かく言うと13点について伺います。 

  まず、１点目は、２款の総務費のうちの総務課

所管分ですので、所管分といってもまず１点目、

職員数については、総務課のほうでご答弁いただ

きたいと思います。 

  職員数はどのようになっているのか、令和４年

度ですね。 

  それから、２点目なんですが、会計年度任用職

員、これは47、48ページの一般管理人件費の関係

でございますけれども、給与については総務課で

予算措置しています。各課からの要望に応じて配

分しているということなんですけれども、会計年

度任用職員については、各課それぞれどのように

なっているのかお尋ねをいたします。 

  それから、３点目なんですが、会計年度任用職

員の身分、これはどのようになっているのかお尋

ねしたいと思います。 

  それから、第２節の給料の関係なんですけれど

も、給与改定によって若年層の給料の引上げがあ

りました。そのほか人事異動による前年比の増と

いうことで958万円なっていますが、実際どのよ

うになっての前年度比の増額なのか、その点につ

いてお尋ねをいたします。 

  続きまして、51ページ、52ページの総務管理事

業の職員のメンタルヘルス委託料の関係でござい

ますが、今、職員の状況についてはどのようにな

っているのか、その点お尋ねをしたいと思います。 

  それから、６点目ですが、職員採用試験はどの

ようになっていますでしょうか。その点について

もお尋ねいたします。 

  それから、12節の委託料の関係で、定年延長制

度導入に係る支援業務委託ということで整理され

ましたが、現在、職員、課長職であった職員等々

どのように配置されているのか、その点について

もお尋ねしたいと思います。 

  それから、51ページ、52ページの職員研修事業

で、成果書では78ページに記載されておりますけ

れども、内部研修に町独自の研修とありますけれ

ども、新規採用職員のみの研修だと思うんですけ

れども、この町独自の研修というのは、一体どう

いうことなのかお尋ねをしたいと思います。 

  それから、９点目、53ページ、54ページの人

権・平和推進事業でございます。ここでは特に平

和推進事業なんですけれども、平和の尊さを次世

代に伝えるための平和記念事業というふうにあり

ます。成果書でも広島・長崎原爆写真展を開催さ

れております。 

  この点で提案なんですけれども、ほかの自治体

では首長なんかも広島・長崎への世界大会に参加

したりしています。町長はそういう広島・長崎ど

ちらでも結構なんですけれども、行ったことがあ

りますか。行ったことがあればいいんですが、あ

えて提案しないんですけれども、もし行ってない

ようであれば、ぜひ行っていただきたいと同時に、

子供たちにも全員というわけにはいきませんけれ

ども、こういう広島・長崎への原爆投下されたと

ころへの世界大会に参加していただければなとい

うふうに思いますが、その点についてはどのよう

に考えておりますでしょうか。 

  それから、10点目なんですが、先ほど前段で山

下委員も質問しておりましたが、自衛官募集につ

いては承知しているんですけれども、町の情報提

供の状況はどのようになっていますか、お尋ねい

たします。 

  11点目、55、56ページの広聴広報費であります

けれども、広報「みやしろ」ですが、私はいつも
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言っているんですが、内容はよくなっていると思

います。しかし、町民の声の中には、やはりタブ

ロイド判になって大き過ぎると、どうしても見た

いときにしまう場所、大きくて、それがとてもネ

ックになっているという話も聞くんですが、それ

はそうだと思うんですけれども、その辺の声をど

ういうふうに生かしていけばいいのか、その点お

尋ねをしたいと思います。 

  それから、次のページの秘書事務事業57、58ペ

ージに係る問題だと思うんですけれども、成果書

では79ページ、町長への手紙38件とあります。こ

の主な内容で結構ですが、お知らせいただきたい

と思います。 

  それから、最後になりますけれども、決算書65、

66ページの男女共同参画社会推進事業、この中で、

啓発事業とか、講師への謝金等々あります。宮代

では何が課題なのかということでお尋ねしたいと

思います。 

  やはり決算ですので、次年度、新年度予算にや

はり生かしていただくために質問しましたが、ご

答弁をお願いしたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  副課長。 

○総務課副課長（青栁 誠君） それでは、いただ

いたご質疑のうち人件費のほうについて、私のほ

うからお答えをさせていただきます。 

  まず１点目の職員数ですけれども、こちら説明

書のそれぞれの会計の冒頭に職員数をまず掲載し

ておりまして、町全体としましては７人の職員が

今回増加しております。そちらの一般会計がちょ

うど７人増えておりますので、一般会計以外の職

員数というものの変化はございません。一般会計

のほうで７人が増えているというような状況でご

ざいます。 

  続きまして、２点目の会計年度任用職員の各課

への配置ということなんですけれども、こちら申

し訳ございません、総数、令和４年度中に任用し

た職員数は、ちょっと今日持ってきておりません

ので、この場でちょっとお答えはできるんですけ

れども、ちょっと内訳まではすみません、こちら

資料ないので、ここでお答えすることができませ

ん。 

  任用した数ですけれども、令和４年度中に採用

した会計年度任用職員数が220人おります。その

うちフルタイム、こちらは正規職員と同じ勤務条

件で働く職員が17人、パートタイム、こちらはそ

れぞれの勤務条件、時間数がそれぞればらばらに

なりますけれども、パートタイムの職員が203人

ということになっております。 

  ３点目の会計年度任用職員の身分についてはど

うかというご質疑でございますが、こちらは基本

的には我々の一般職の職員と変わらない身分を保

有しておりまして、それぞれ地方公務員法ですと

か、町の条例等の規定を受けます。ですので、１

週間に一定時間以上勤務すれば通常の社会保険等

の適用のほか、期末手当等の対象にもなってきま

す。 

  ４点目の給料改定と人事異動によってどう増え

たかということでございますけれども、こちら先

ほど全体での人件費の合計については、ちょっと

お答えしましたが、ちょっと内訳としましてちょ

っとお答えをさせていただきますと、給与改定に

ついては、勤勉手当の成績率の引上げによりまし

て、令和４年度のこちら12月補正で補正の計上を

させていただいた額になりますけれども、約784

万6,000円、これが勤勉手当の改定に伴うもので

ございまして、その他、ここでいう人事異動とい

うことになりますけれども、こちらは人事異動及

び、この人事異動には退職した職員と新しく入っ
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てきた職員の差異によっての増減というものが含

まれます。そちらで増加した給料、こちら給料し

か、すみません、ちょっと今持ち合わせていない

んですが、給料が1,616万3,000円、こちらが先ほ

ど申し上げたとおり、一般会計、特別会計及び企

業会計を含めた額でございます。 

  続きまして、５点目の総務管理事業のメンタル

ヘルスの質疑でございますけれども、職員の状況

ということなんですが、こちら令和４年度中に、

いわゆる病休となった職員がまず３人いらっしゃ

います。 

  続きまして、すみません、採用試験と研修につ

いては、この後主幹のほうから答弁をさせます。 

  私のほうからは、委託料の中の定年延長制度の

質疑についてお答えいたします。 

  課長職はどうかということになっておりますけ

れども、実際、定年延長は今年度からスタートし

ておりますので、今年の定年年齢が61歳となって

おりますので、いわゆる今年度末での定年となる

職員はいないということになります。ですが、役

職については、今年度末で60歳を迎える課長級職

員は、役職定年ということで役職を降りることに

なりますので、その職員が人数が３人ということ

になります。 

  私のほうは以上となります。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○総務課主幹（齋藤千洋君） 総務課主幹の齋藤で

ございます。 

  私のほうから、採用試験と研修事業についてご

説明のほうをさせていただきます。 

  まず、採用試験をどのように実施しているかと

いうことでご質問いただいたかと思いますが、こ

ちらについては、毎年度７月に採用試験のほうの

案内を広報に掲載いたしまして、７月末をもって

基本的には締切りのほうをさせていただいている

ところでございます。 

  採用試験自体は９月の中旬の日曜日に実施のほ

うをさせていただいておりまして、こちらにつき

ましては、問題につきましては、町村会のほうで

ご用意いただいておりまして、町村会のほうの負

担で採用試験の問題を提供いただいているという

ところで、こちらの決算書等にはそちらの金額は

計上されていないところでございます。 

  ただ、適性検査につきましては、こちら町の負

担という形になりまして、そちらのほうを町のほ

うから支出させていただいているところでござい

ます。 

  続きまして、研修事業でございますが、町内部

研修ということでございますが、こちらにつきま

しては、成果書の78ページのほうに記載させてい

ただいているところでございます。 

  78ページの上段で、内部研修というところで、

町独自の研修として、階層別研修等を実施しまし

たということで、令和４年度につきましては、新

規採用職員研修前期、後期を実施するとともに、

新規採用職員の育成塾、それからもう１点、新規

採用ではなくて、人事評価の評価者研修について

も内部研修ということで実施させていただきまし

た。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  町長。 

○町長（新井康之君） 人権・平和についてお答え

申し上げます。 

  長崎と広島のほうの平和公園ですとか、原爆の

資料館には、個人的には行ったことがあるんです

けれども、残念ながら平和の祈念の式典には参加

したことがございません。機会があればぜひ参加

してみたいとは思っておりますけれども。 
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  また、子供たちを連れてということ、中学生に

なろうかと思いますけれども、実は近隣では幸手

市が行っております。幸手市長からは、子供たち

が一緒に行って、その式典に参加することで、平

和に対する気持ちは随分役に立っているようだよ

ということはお伺いしたことがございますので、

実際実現すれば、費用対効果は非常に高いものな

んだろうなというふうに思っていますけれども、

残念ながら宮代町、今までその企画をしたことご

ざいませんので、せっかくご提案いただきました

ので、教育委員会側がどのように考えるのか、ま

た少し検討はしてみたいと思います。 

  ありがとうございます。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  室長。 

○人権推進室長（野口延寿君） 人権推進室長の野

口でございます。 

  それでは、私のほうから自衛官募集についての

答弁のほうをさせていただきたいと思います。 

  自衛官の募集事務につきましては、自衛隊法で、

市町村の法定受託事務ということで定められてお

りまして、自衛官または自衛官候補生の募集に関

し必要があると認められるときは、都道府県知事

または市町村長に対し、必要な報告資料等の提供

を求めることがあるとされております。 

  先ほどの前段の委員さんのご質問でもございま

したとおり、自衛官のほうの募集の時期になりま

すと、掲載依頼のほうが参りまして、締めのほう

の余裕がある場合には、広報のほうに掲載のほう

をさせていただいているものでございます。 

  あと自衛官募集の情報提供、こちらにつきまし

ては、実際、住民基本台帳のほうの所管課が住民

課のほうになっておりますので、人権推進室のほ

うに申請ですとか、そういったものはございませ

んので、そちらのほうは把握していないところで

ございます。 

  それから、男女共同参画のほうの課題というこ

とでご質問いただいております。 

  大きく、こちら男女共同参画推進事業につきま

しては、主に３つほど課題があるかと考えており

ます。こちらにつきましては、もちろん男女共同

参画についてということで、昨年、第３次プラン

のほうを策定させていただいております。 

  そのほか町のほうでは、女性相談ということで、

月１回相談日のほうを設けまして、カウンセラー

の方に来ていただき、そのほか随時担当のほうで

相談のほうを乗らせていただいております。こち

らにつきましても様々な相談のほうがございまし

て、配偶者ですとか、パートナーからの暴力です

とか、子育て上の不安、様々な相談事がございま

して、すぐ解決するものもあれば、長期的なもの

として続いているものもございます。 

  続きまして、３つ目といたしまして、やはり昨

年４月に施行しておりますパートナーシップ、フ

ァミリーシップ制度ということで、ＬＧＢＴの方

の施策ということでございます。 

  こちらにつきましては、数年前から新規採用職

員ですとか、議員の皆様に研修のほうを受けてい

ただいたりしているところでございます。今年度

につきましても、また新規採用職員、研修のほう

を予定しております。 

  そのほか市町村間の連携ということで、春日部

市ですとか、越谷市などが連携協定ということで、

昨年度から今年度にかけて連携のほうを結んでい

るところでございます。 

  こちらにつきましては、様々な条件がちょっと

ございまして、まだ宮代町のほうは連携のほうを

行っていないところなんですけれども、今後、埼

玉県のほうの動きですとか、近隣のほうの動きも

あるかと思いますので、それに応じた形で連携の
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ほうは進めていきたいと考えております。 

  いずれにいたしましても男女共同参画関連とい

うことで、人権推進室のほうで様々な課題につき

ましては、第３次男女共同参画のほうの計画にの

っとりまして進めてまいりたいと考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○総務課主幹（髙澤 学君） 秘書、広報担当主幹

の髙澤です。 

  私から、広報「みやしろ」の関係についてご答

弁のほうをさせていただきたいと思います。 

  タブロイド版に関しましては、ご承知のとおり

令和元年２月からタブロイド版にしました。直後

は、やはり読みにくいですとか、保存がしにくい

等々のご意見やお電話など、あと町長への手紙で

いただくこともございました。 

  変更後２年目となった令和３年度に関しまして

は、ほとんどそういう意見等はいただかなくなり

まして、昨年令和４年度に関しましては、そうい

うご意見のほうは全くいただかなくなりました。 

  最近の聞く内容、町民の皆様からの評価といい

ますと、やはり絵が大きくなったですとか、写真

が大きくなったと、あと前のＡ４判のときに比べ

ると文字なども大きくなったと、あと全ページカ

ラーになって読みやすい、あと読んでいて楽しい

というようなご意見も聞かれるようになりました。 

  広報紙をとじ込むファイルなんですが、10年か

ら20年以上前になると思うんですが、広報紙をと

じ込むファイル、こちらを作成し、全戸配布をし

た経緯があります。その後はそういったものは配

布していないんですが、町のホームページ等で広

報紙のほうは、現在は見ることもできますし、あ

と新聞と同様に、広報紙というのはタイムリーな

情報を掲載しておりますので、実際に過去のバッ

クナンバーを保存して活用されている方は、昔に

比べたら少ないのかなというところで、今現在そ

のようなファイルですとか、とじ込むようなもの

を作成するというような、町民の皆様にお配りを

するというような考えはございませんので、ご理

解のほうをいただけたらと思います。 

  続きまして、12点目のご質問の町長への手紙の

主な内容ということで昨年38件、町長への手紙を

いただきまして、主な内容ですと、一番多いのが

道路整備やあと交通に関するもの、あと道路整備

ということで通学路の整備に関するもの、道路整

備に関するものが６件、あと教育ですとか、子育

てに関するもの、こちらが５件、あとパートナー

シップ制度に関するものですとか、ＬＧＢＴに関

するものが２件、あとは昨年までは新型コロナウ

イルスに関するものが多かったんですが、昨年度

に関しましては１件、あと役場の対応ですとか、

職員に関するもの、こちらが１件ということにな

っております。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  室長。 

○人権推進室長（野口延寿君） 人権推進室長の野

口でございます。 

  答弁漏れがございましたので、答弁のほうをさ

せていただきます。 

  先ほど丸藤委員のほうから、講師謝金について

お尋ねがあった件でございます。 

  男女共同参画社会推進事業の講師謝金なんです

けれども、昨年度の支出につきましては、ＬＧＢ

Ｔの職員研修の講師の謝金が１万5,000円、男女

共同参画セミナー講師の謝金は７万円、ＤＶ担当

者の研修講師謝金につきましては１万円と支出さ

せていただいております。 

  以上でございます。 
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○委員長（西村茂久君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） それでは、再質問させてい

ただきます。 

  まず、１点目の職員数なんですが、これはプラ

ス７人ということで、令和４年度は全体でどうい

うふうになっているのかということでお尋ねした

つもりです。 

  総務課長のように、県から派遣されている職員

もいます。逆に宮代町から久喜宮代衛生組合、そ

の他県土事務所とか、そういう職員もおりますの

で、そういうのもあわせてどのような状況になっ

ているのか明らかにしていただければと思います。 

  ２点目の会計年度任用職員の関係ですが、これ

は後で結構ですので、各課にそれぞれどういうふ

うになっているのか、これは決算の審議の中での

質疑ですので、どういうふうになっているのか、

後で結構です。資料を持っていないということな

ので、お知らせいただきたいと思います。 

  それから、３点目は身分の件は分かりました。 

  それから、４点目の職員の給料の関係ですが、

引上げの内容等は分かりますけれども、それによ

る増額分が784万6,000円、そうするとあとは人事

異動なんですけれども、退職と新規採用によって

の差が増えるわけですよね。これがそうしますと

残になりますけれども200万円切るわけです。そ

の金額についても、すみません、私聞き漏らした

のか、もう一度その点お尋ねをしたいと思います。 

  続きまして、51、52ページの総務管理事業の中

のメンタルヘルス委託の関係ですが、内容につい

てはどうなんでしょうか。職員の病気休養という

ことなんですけれども、３人いらっしゃいますが、

どういう状況なんでしょうか。これは時間が要す

るとか、いろいろあると思うんですけれども、そ

の点の状況についてもご答弁願いたいと思います。 

  それから、職員採用なんですけれども、実際７

月末に募集の案内をして、９月中旬の日曜日とい

うことなんですけれども、どれぐらいの募集があ

って、何人令和４年度は採用されたのか、その辺

の状況についてもお尋ねしたいと思います。 

  それから、先ほど費用の関係、財源の関係で、

市町村会で何て言いましたか。その点もう少し詳

しくお願いしたいと思います。 

  それから、定年延長の関係については分かりま

した。 

  それから、決算書51、52の職員研修事業なんで

すけれども、これは成果書にも書いてありますけ

れども、何が町独自の研修なのか、この成果書だ

けでは、先ほどもこの説明だけをしているんです

けれども、もっと具体的な内容について答えてい

ただければと思うんですけれども、わざわざ町独

自の研修となっているんですよね。どこがどうい

うふうにほかと違うのか、その点も併せてお尋ね

をしたいと思います。 

  それから、人権・平和推進事業の平和推進事業

で、先ほど町長から答弁ありました。ぜひ広島、

長崎、こういった世界大会にも参加していただき

たいと思います。個人的には行っているというこ

となんですが、やはり公的な立場から行くという

のもまた違うと思いますので、検討していきたい

ということですので、またほかの事例でも費用対

効果あるということですので、ぜひこの辺は具体

化していただければと思います。 

  それから、自衛官の募集の関係でありますけれ

ども、私の記憶では、従来は町が、例えば防衛省

からの情報提供をお願いしたいと言われても名簿

を提供しないで、必要であれば閲覧、書き写しに

とどめていたと思うんですね。その点では、それ

以上のことは、答弁からするとないようですが、

先ほどの答弁ですと、住民基本台帳の写しはない

からということなんですが、実際こういう要請は
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来ているのかどうか。 

  また、もちろん住民基本台帳はないとすれば、

住民課のほうでは、そういう要請に応えているの

かどうか。住民課としては、それに応えるような

課ではありませんので、応えるとすれば、私は総

務課だと思ってお尋ねしたので、なければないで

結構なんです。ただ、今、政府のほうから、防衛

省から、そういった自衛隊への名簿を提供してほ

しい、情報提供してほしいという声が強くなって、

それに応えている自治体も多くなっているという

ふうに聞いているんですね。 

  私は、全国の1,747自治体中1,068自治体でこう

いうふうに名簿を提供しているということです。

これは電子だとか、紙の媒体でデータを渡してい

るのかどうか、その辺は詳しい内容は分かりませ

んけれども、ほかではそういうことをやっている

という声を聞いたものですから、宮代町ではどう

なっているのかなということでお尋ねしました。

これは、じゃ、ないということで確認させていた

だいてよろしいのかどうか、もう一度お尋ねをい

たします。 

  それから、広報の55ページ、56ページの広聴広

報費の広報「みやしろ」の関係で、令和２年度、

３年度、よって令和４年度もそういった意見はな

いということなんですが、私に多いとは言いませ

んけれども来るのは、やはり大きくなって、これ

はお年寄りが多いです。もちろん。パソコンを見

てホームページを見る方はそういうことはないん

ですけれども、きちっと丁寧に残している方、お

年寄りは、そういうふうにやっていて、とても大

きいと、その点がちょっと何か工夫がないだろう

かという、そういう声も聞くものですから、どう

かなというふうに思いました。 

  私自身もいろいろな方から質問や問合せ来たと

きに、やはりある程度目を通していないといけな

いし、記憶には残らないので、どうしても仕事柄

残すんですけれども、やはり大きくて大変だなと

いう思いはあるんですけれども、その点ではまさ

に大きくなった、それはやはり弱点なのか、そう

いうふうに思いますが、そういった点では、どう

なんでしょうか。答えられたらお願いしたいと思

います。 

  それから、57ページ、58ページ、成果書では79

ページであります。 

  先ほど町長への手紙の主な内容はということな

んですけれども、お尋ねしました。この町長への

手紙においては、提案や意見については速やかに

改善を図っているということなんですけれども、

これはどのように解決し、またどういうふうに手

紙をくれた町民の方には返しているのか、その点

についてもお尋ねしたいと思います。 

  それから、最後65、66ページ、成果書の62、63

ページなんですが、男女共同参画社会推進事業、

先ほど説明もありました。いろいろな問題もあっ

て、女性相談員もいて、月１回やっているという

ことなんですけれども、私はやはり今パワハラだ

の、セクハラだの、そういった点での啓発事業は

大事かと思うんですけれども、そういった点での

ハラスメントの研修というのは、これは特に男性

職員については必要かなというふうに思います。

議員もその点では研修もやっておりますけれども、

その点では、町の職員を対象としてはこういった

研修はどのようになっているのか、その点確認を

させていただきたいと思います。 

  あと問題は、女性幹部職員については、この場

でも言っておりますので、それはそれとして課題

なんですが、もう一方での研修、それについての

状況はどのようになっているのか、必要性も含め

てお尋ねしたいと思います。 

  以上。 
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○委員長（西村茂久君） ここで休憩いたします。 

 

休憩 午後 ２時２６分 

 

再開 午後 ２時４０分 

 

○委員長（西村茂久君） 再開いたします。 

  それでは、休憩前に引き続き、総務課の質疑を

行います。 

  答弁求めます。 

  副課長。 

○総務課副課長（青栁 誠君） 総務課副課長の青

栁です。 

  それでは、再質疑の１点目、職員数の全体はど

うかというご質疑ですけれども、令和４年度の町

の職員数になります。これが、いわゆる宮代町の

職員として勤務した職員が222人です。うち埼玉

県からの派遣職員が１名、杉戸町からの派遣職員

が１人でございます。 

  宮代町から他団体等への派遣した職員が５人お

りまして、衛生組合が２人、埼玉県が２人、杉戸

町が１人となっております。 

  職員数については以上でございます。 

  続きまして、給料の増加の理由ということで再

質疑をいただいております。こちら先ほど申し上

げましたとおり、全会計の人件費で約4,490万円

ほど増額しておりまして、その内訳としまして、

先ほど申し上げたとおり、人事異動や給料等の関

係で1,616万3,000円、それから勤勉手当の改定で

784万6,000円、その他残りが二千数十万あるかと

思うんですけれども、人件費の中には退職手当の

負担金等が含まれておりまして、実は退職手当の

負担金が1,330万ほど増えておりますので、人件

費が増えた要因の一つとなっております。 

  その他の細かい金額等については、それぞれい

ろいろな手当が職員によって、扶養だとか、児童

手当だとか、そういった手当がいろいろ変わりま

すので、そのあたりの詳細はちょっと申し上げら

れないんですけれども、そういった手当の増加で

全体として4,490万円人件費が増えているという

ことになっております。 

  続きまして、メンタルヘルスに関連して３人の

休職の職員がいたというご答弁しましたけれども、

主な理由としまして、やはりメンタルに不調を抱

えての休職ということになっております。 

  で、ちょっと私のほうから、最後にご質問のあ

りました職員のハラスメントについての啓発等に

ついてですけれども、宮代町といたしましては、

令和４年度にハラスメントの防止要綱のほうを策

定いたしまして職員に周知しておりまして、何か

ハラスメント行為があった場合には、まず総務課

が窓口となりまして職員から相談を受けるという

ような体制を構築しておりますので、引き続きこ

ういったハラスメントにつきましては要綱等に従

って、職員に啓発をしてまいりたいというふうに

考えております。 

  私のほうからは以上となります。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  主幹。 

○総務課主幹（齋藤千洋君） 総務課主幹の齋藤で

ございます。 

  私のほうから、採用試験と研修についてご説明

のほうさせていただきます。 

  まず、採用試験でございますが、９月の採用試

験につきまして、こちらの人数等でございますが、

昨年度、令和４年度につきましては48人の方にお

申込みをいただいたところでございます。 

  ただ、こちらの48人につきまして、全員の方が

実際に受験いただいたかというとそうでもなくて、

実際の受験者数は39人、合格者数につきましては
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13人ということになってございます。 

  募集した職種につきましては、一般事務職、あ

と、一般事務職の中でも障害者対象ですとか学芸

員、社会福祉士、保育士等を実施させていただく

とともに、あとは、技師、保健師等の募集を行っ

て採用試験のほうを実施させていただいたところ

でございます。 

  あともう１点、採用試験の関係で、私のほうか

ら試験問題の提供を受けたということでお話しさ

せていただきましたが、こちらのほうにつきまし

ては、埼玉県町村会のほうで問題のほうを提供し

ていただいたところでございます。 

  ただ、適性検査のほうも実施しておりまして、

こちらにつきましては、決算書の52ページの上か

ら12節委託料ですね、適性検査委託料というのが、

委託料の中で上から２段目にあると思うんですが、

５万8,080円、こちらについては、町村会の負担

ではなく町のほうの負担で実施させていただきま

した。 

  続きまして、職員の研修につきまして、内部研

修、どういったところが町独自なのかということ

でご質問いただきましたが、町の研修につきまし

ては、埼玉県の市町村、県等も参加して実施して

いる人づくり広域連合ですとか、あと、この近隣

自治体の蓮田市、白岡市、久喜市、宮代町で実施

しています３市１町の共同研修会、そういった研

修機関と、あと町の内部研修と組み合わせて研修

のほうを実施させていただいているところでござ

いますが、内部研修につきましては、議員のおっ

しゃるとおり新採用職員研修が中心となっており

まして、こちらにつきましては、新採用職員研修

ということで、例えば宮代町の職員の服務ですと

か、あるいは人権男女共同参画、あとは情報セキ

ュリティー文書事務、あとは宮代町の歴史ですと

か、あとは実際に公共施設を見て回ったり、宮代

町独自の内容が含まれているところが多々ござい

ます。その関係で、職員が講師となって研修のほ

うを実施しているというところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  室長。 

○人権推進室長（野口延寿君） 人権推進室長の野

口でございます。 

  自衛官の募集の事務についてお答え申し上げま

す。 

  情報提供ということで、自衛隊法に基づきまし

て情報提供ということで、昨年度につきましては

依頼のほうはございませんでした。で、ここ直近

で申し上げますと、令和２年度に依頼があったと

伺っております。 

  で、こちらのほうの提供方法につきましては、

電子媒体ですとか紙媒体ではなく書き写しですね、

写して転記していただくような方法を取っている

とのことでございます。 

  あと、なお、今年度につきましても、現在のと

ころ提供依頼のほうは、現在のところは来ていな

いところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  主幹。 

○総務課主幹（髙澤 学君） 広報担当主幹の髙澤

です。 

  広報が大きくなったことが弱点なのかというこ

とについてお答えしたいと思います。 

  保存方法ということに関しましては、確かに以

前の広報よりは保存方法がしにくくなったという

ところは否めないのかなという気はします。 

  ただ、しかし、大きくなったことによって、先

ほども申し上げましたとおり絵が大きくなったり

ですとか、写真が大きくなったりですとか、あと、
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文字も大きくなって見やすくなったということを

考えれば、広報本来の皆さんに読みやすいという

ところで考えれば、大きくなった、タブロイド判

になったということは利点なのかなというところ

で、担当のほうは考えております。 

  続きまして、町長への手紙の関係なんですが、

どのような形で町民の方に返しているのかという

ことなんですが、お手紙を頂くときに、回答が必

要なのか必要ではないのかというところからチェ

ックする点がございます。で、回答、令和４年度

に関しましては、38件中18人の方が回答が欲しい

と。で、20件の方が回答は要らないというふうに

いただいております。 

  で、回答した18件の方の回答方法なんですが、

手紙で頂いた方にはお手紙で回答のほうは差し上

げております。で、メールでいただいた方にはメ

ールで回答のほうは差し上げております。 

  また、どのような、すぐ対応をしたのかという

ところでございますが、38件中全てが全て対応で

きるのかというとそうではなくて、すぐに対応さ

せていただいたものが５件。で、一部対応させて

いただいたものが１件。あと、次回に反映させて

いただきますよというご回答をしたのが２件。で、

その他、町の事務の参考にしていただくというも

のが25件ございます。 

  で、例えばどのようなものがすぐ対応できたか

といいますと、例えば中央道の通学路、こういっ

た箇所が危険ですよといったものに対しては、担

当のほうに連絡をしまして、どういったものが危

険なのかというところで対応のほうはさせていた

だいておりましたり、あと、小学校の体育館で雨

漏りがありますよとか。それはちょっと原因追及

のほうしていただいて、対応のほうはさせていた

だいたり、あと、職員の対応に対する、接客に対

するご意見等に関しましては、総務課のほうから、

こういったご意見がありますのでしっかりと対応

していただくようにという意味では、対応のほう

はさせていただいているのかと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  副課長。 

○総務課副課長（青栁 誠君） 総務課副課長の青

栁です。 

  申し訳ございません。ちょっと、お時間がちょ

っとかかりますので、後ほど資料としてお渡しし

たいと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 

  それでは、再々質問をさせていただきます。 

  じゃ、先ほど冒頭に言った会計年度任用職員の

配分、どのようにされているかというのは、また

後で、後ほどお願いしたいと思います。 

  それでは、２点お願いしたいんですが、自衛隊

への名簿の関係です。 

  先ほども言いましたように、従来、名簿を提供

しないで、閲覧、書き写しにとどめていたがとい

うことで、引き続きそういうふうになっていると

いう答弁ですので、これ以上はありませんけれど

も、ただ、今、問題になっているのは、閲覧から

名簿提供に移行している自治体も多くなっている

ということなんです。で、私は、これは何が問題

かというと、やはり住民基本台帳は町がきちっと

管理しておりますけれども、それを本人の同意な

く個人情報を提供するのは、やはり憲法が定める

基本的人権を無視しているということにもなりま

すので、こういう要請があれば、やはり従来どお

りの範囲で応えていただければというふうに思い

ます。やはり、なぜこういうふうになっているの

かというと、やはり背景には、自衛官採用が非常
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に難しくなっている、そういう実態があるからだ

というふうに思いますけれども、ぜひそういった

意味ではきちっとした今後も対応を取っていただ

きたいと、これは要望です。 

  で、もう１件は、決算書の65、66ページの男女

共同参画社会推進事業、先ほど、町としても要綱

をつくってという答弁がございました。 

  で、やはり加害者というのは、被害者のちょっ

とした言葉遣い、そういうことでも非常に、単な

る傷つくだけではなく、やはり大きな問題になっ

ていると思いますし、今、時代の要請もそういう

ふうに変わっているんですけれども、やはりちょ

っとしたそういった言葉遣い、そういった行為が、

やはり女性を傷つけるというような状況もござい

ます。これは、私自身もいろんな研修を通じて、

そういうふうに感じたものなものですから、ぜひ

これは要綱もつくって防止策を図っているという

答弁なんですけれども、ぜひ啓発の意味でも、こ

れは何回でもやっていい課題かなというふうに思

いますので、ぜひそういった点では啓発事業に加

えていただければなと、これも要望ですがお願い

したいと思います。 

  もし、そういった要望に対して何かあれば、答

えていただければと思いますが、以上です。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  課長。 

○総務課長（福田拓也君） 一番最後のハラスメン

トの防止啓発というようなご質問かと思います。 

  先ほど副課長から答弁させていただいたのは、

職員同士の、例えばパワーハラスメントですとか

セクハラについては、要綱を定めましての防止策

を行っているところでございます。 

  で、また、仮に職員以外で、町民の方で何か嫌

がらせだとかハラスメントを受けたということで

あれば、町民相談ですとかそういった相談窓口で

受けることになりますが、こういった相談窓口が

あるということを周知しまして、できるだけ広く

受け入れて相談に応じてまいりたいというふうに

考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

○委員長（西村茂久君） ほかに答弁ないですね。 

  質疑ございますか。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（西村茂久君） ないようですので、以上

で総務課の質疑を終了いたします。 

  ここで暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 ２時５８分 

 

再開 午後 ３時０１分 

 

○委員長（西村茂久君） 再開いたします。 

  それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

  これより企画財政課の審査を行います。 

  質疑に入る前に、本日出席しております説明員

の紹介をお願いします。 

○企画財政課長（菅原隆行君） 皆さん、こんにち

は。企画財政課長の菅原です。 

  以下、自己紹介させますので、どうぞよろしく

お願いいたします。 

○企画財政課副課長（小島 晃君） こんにちは。

企画財政課副課長の小島と申します。よろしくお

願いいたします。 

○企画財政課主幹（村山善博君） こんにちは。企

画財政課主幹の村山と申します。よろしくお願い

します。 

○企画財政課財政担当・情報政策担当主幹（宮下義

樹君） こんにちは、企画財政課財政担当、情報

政策担当主幹の宮下と申します。よろしくお願い

します。 

○管財担当主査（島村 剛君） こんにちは。管財
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担当の島村と申します。よろしくお願いいたしま

す。 

○情報政策担当主査（飯尾浩之君） 情報政策担当

の飯尾と申します。よろしくお願いします。 

○対話のまちづくり推進担当主査（大越一範君） 

こんにちは。対話のまちづくり推進担当主査の大

越と申します。よろしくお願いいたします。 

○財政担当主査（宮部俊周君） 皆さん、こんにち

は。財政担当主査の宮部と申します。よろしくお

願いします。 

○委員長（西村茂久君） 既に本会議において説明

済みですので、直ちに質疑に入ります。 

  なお、答弁に当たりましては、挙手をまずお願

いします。所属・氏名を述べていただくよう、ま

たよろしくお願いいたします。 

  歳入歳出一括して質疑をお受けいたします。 

  質疑はありますか。 

  深井委員。 

○委員（深井義秋君） 深井です。 

  決算書の64ページ、こちらの固有財産等管理事

業、このところの13番と14番、18番について質問

させていただきます。 

  13番の使用料及び賃借料、こちらの土地借上料、

これの明細を教えてください。 

  あとは14番、工事請負費、分教場跡地フェンス

設置工事費、あと、すてっぷ宮代駐車場整備工事、

分教場跡地防球ネット支柱補修事業、これは何年

に１回やるんでしょうか。何年ごとなんでしょう

か。 

  あと、次に、契約事務管理事業、これの18番、

この負担金補助及び交付金の電子入札共同システ

ム負担金と、入札参加資格共同受付、これはどう

いうことなのか説明お願いします。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  主査。 

○管財担当主査（島村 剛君） 管財担当、島村で

ございます。 

  今、先ほど深井委員からご質問いただきました

１点目、公有財産管理事業の使用料及び賃借料に

ついて回答差し上げます。 

  宮代町では、現在、公共用施設に関しまして、

一部借地で運営している施設がございまして、種

別で分けますと、グランドですとか、一部学校の

用地ですとか、図書館ですとか、公園ですとか、

様々なジャンルはございますが、借りている施設

につきまして、施設の数で申し上げますと46施設

ございます。 

  こちらにつきまして、そこにございますように、

借地料として毎年の支払いが発生しているという

形でございます。 

  続きまして２問目ですけれども、14節工事請負

費ですけれども、分教場跡地フェンス設置工事費

110万3,300円につきましては、そちらの道路に面

した箇所につきまして、フェンスを張り直したも

のでございます。 

  続きまして、その下段、すってぷ宮代駐車場整

備工事63万8,000円につきましては、すてっぷ宮

代の開設に合わせまして、隣接した普通財産を駐

車場に改装しております。で、そちらにつきまし

て、昨年、設立当初に砂利を入れて整備したんで

すけれども、同じ箇所、頻繁に通る箇所につきま

して、どうしてもそこの部分だけ砂利が剥がれて

しまうものですから、砂利入れと転圧を行ったも

のでございます。 

  続きまして、分教場跡地防球ネット支柱補修工

事47万3,000円につきましては、こちらにつきま

しては、従前から建っておりますご近所との住宅

の境にございます防球ネットの柱が腐食しておっ

たものでございまして、こちらには、接ぐような

形で柱の補強を入れさせていただいております。 
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  で、今回の工事につきましては、一旦なくなっ

ていたフェンスの再設置と、既に既設でございま

した防球ネットの補修の工事でございまして、具

体的な何年周期という定めは特にございません。 

  続きまして、その下にございます契約事務管理

事業につきまして、それぞれの負担金の説明とい

うことなんですけれども、一応両方説明させてい

ただきます。 

  電子入札共同システム負担金72万4,353円につ

きましては、埼玉県で行っております電子入札シ

ステムに参加していると発生する負担金でござい

ます。これは毎年発生しているものでございます

けれども、もう一つ、入札参加資格共同受付参加

団体別負担金につきましては、こちらにつきまし

ては、システムに関して使わせていただくことで

発生する負担金がさきに申し上げたものでござい

まして、もう一つ、こちらの共同受付参加団体別

負担金につきましては、埼玉県が代表の窓口を務

めていただいております。そこで、私ども宮代町

のほか加入自治体の案件も、まず最初にマスター

登録というか、そちらにつきましては県のほうで

作業していただいておりますので発生するお金で

ございます。あわせて、昨年度は、２年に１回入

札参加資格の審査を行いますが、昨年度につきま

してはその更新の時期でございましたので、ここ

の部分の費用が前の年よりは多くなっております。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 深井委員。 

○委員（深井義秋君） 再質問させていただきます。 

  まず、13番目の土地借上料でございますが、こ

れは何年契約で借上げ、各46か所ありますが、何

年契約になっているんでしょうか。 

  これは、今質問したとおりです。 

  次に、分教場跡地、こちらは、前も私も一般質

問で質問しておりますが、この跡地というのは、

結局ほかの、例えば住民がそこを町が借り上げた

ときの引っ越しする代替地ということでしてある

んですが、これもまた何年まで続くとか、そうい

う予定はないんでしょうか。 

  それから、３番目、この電子入札、これはあく

までも２年に１回、建設費用で登録する会社がや

る負担金だと思いますが、これは１件当たり幾ら

と決まっているんでしょうか。お答えください。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  主査、お願いします。 

○管財担当主査（島村 剛君） 管財担当、島村で

ございます。 

  今、先ほどいただきました深井委員さんのご質

問に対して回答させていただきたいと思います。 

  １点目につきまして、土地の貸借に係る契約と

いうお話なんですけれども、こちらにつきまして

は、その何年でという定めは特にございませんで、

逆に、財産規則上には最大で年数としては30年と

するとかっていうのがあるんですけれども、逆に

細かい分にはルールの定めがなくて、ですので、

案件によってまちまちというのが現状でございま

す。10年の方もいらっしゃれば、１年更新でとい

う方もいらっしゃいます。 

  で、契約ですので、そのとき結んだ契約の金額

ではさせてはいただくんですけれども、そのよう

な形で、案件によって年数は違うということでご

理解いただきたいと思います。 

  で、ちょっと１つ飛びますけれども、共同受付

につきまして、費用の算出方法なんですけれども、

そちらに関しては、各自治体ごとに登録を希望す

る業者数というのが変わりますので、基本料金、

基本割というのはあるんですけれども、当然、そ

れとは別に、その加入登録者の割合でもって負担

金の額が変わってきます。ですから、全自治体一

律同じという金額ではございません。そのような
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形で設定されております。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  課長。 

○企画財政課長（菅原隆行君） 企画財政課長、菅

原です。 

  分教場跡地をいつまで道路用地の代替地として

確保しておくのかというような御趣旨のご質問か

と思うんですけれども、まちづくり建設課のほう

では、引き続き用地交渉のほうは続けておりまし

て、その際の代替地としての提案等は行っている

というふうに伺っております。 

  ただ、あそこを希望される方というのが、正直

いらっしゃらないというところも伺っていますの

で、今後ちょっとまちづくり建設課と話し合いな

がら、引き続き進めていきたいというふうに考え

ております。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） 深井委員。 

  暫時休憩です。 

 

休憩 午後 ３時１６分 

 

再開 午後 ３時１７分 

 

○委員長（西村茂久君） 再開します。 

○委員（深井義秋君） 再質問させていただきます。 

  今の代替地というのも、いろんな方から質問が

ありますが、これももう30年以上このままにして

おりますが、やはり代替地じゃなくて町民が使い

やすいように、ほかの使用法を考えたほうがいい

と思います。いかがでしょうか。 

  入札のほうは、このシステムは大体件数で負担

金を払うようなシステムであると思うんですが、

これは入札参加資格共同受付参加団体別負担金と

あります。参加団体別負担金というのは、どうい

うことでしょうか。お願いします。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  主査。 

○管財担当主査（島村 剛君） 今ご質問いただき

ました入札参加資格共同受付参加団体別負担金、

この「団体別」の「団体」でございますけれども、

こちらは地方公共団体、我々宮代町ですとか、お

隣さん杉戸町ですとか白岡市さんですとか、登録

団体別、自治体ですね、自治体ごとの別を意味し

ております。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  課長。 

○企画財政課長（菅原隆行君） 企画財政課長の菅

原です。 

  分教場跡地を町民にもっと有効な活用の仕方で

考え直したほうがいいんじゃないかということで

すけれども、現状はちょっと代替地としての扱い

で普通財産として預かっているところもあります

ので、今後、まちづくり建設課ですとか町のほか

の部局も含めて、改めてそこについては検討させ

ていただければというふうに考えております。 

  現時点で、別の使い方というのはなかなかちょ

っと難しいのかなというふうに考えております。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） 質疑ありますか。 

  田島委員。 

○委員（田島正徳君） この財政力指数ということ

でちょっとお伺いします。 

  平成25年が0.62で、前町長になってから平成26

年0.62、平成27年が0.62、28年が0.63で、29年が

0.64で、今の新井町長になった平成30年0.64で、

令和元年から0.63で、令和３年が0.61で、令和４

年が0.59という数字になっているんですけれども、

だんだん下がってきているこの根本的な原因とい
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うのはどういうことなんでしょうか。それだけで

す。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○企画財政課主幹（村山善博君） 主幹の村山と申

します。 

  今、ご質問なのが、こちら成果書で言うと11ペ

ージの一番上、財政指標というところの上から３

つ目、財政力指数のご質問かと思います。 

  で、この表には、令和２年から２、３、４とし

か記載ございませんけれども、今、委員からおっ

しゃっていただいたように、平成26年当時0.62か

ら始まって、0.63、0.64とかを前後していて、こ

ちら成果書に入ってくると0.63から0.61、0.596

というふうに変わってきているというところで、

財政としての認識ではあるんですけれども、0.62、

0.64というところは、ほぼほぼ横ばいなのかなと

いうところありますけれども、やはり0.6切って

きたというところがひとつ大きなポイントなのか

なと思っています。 

  で、もう一つが、昨年度、恐らくこの決算委員

会のほうでも、財政のほうで財政力指数について

話があったかと思うんですけれども、令和３年度

の財政力指数、交付税を算定するに当たりまして、

令和２年度の国勢調査の人口が反映されたという

ところが大きく影響してございます。 

  成果書のページで言いますと16ページをご覧い

ただければと存じます。 

  こちら16ページの一番上に、普通交付税の算出

基礎というところで、こちら３年分しかございま

せんけれども、令和２年、令和３年、令和４年度

とございます。真ん中の令和３年度につきまして、

昨年度の当委員会にお答えさせていただいたとお

り、令和２年度の国勢調査の人口が反映されて、

基準財政需要額、小さなａ、スモールａですね、

こちらが60億というところで、前年の56億に比べ

て大幅に増をしているというところでございます。 

  その傾向につきましては、令和４年度のａ基準

財政需要額も62.3億というところで、増減で言う

と１億6,000伸びているというところです。 

  実際、この令和２年度の国勢調査人口が反映さ

れる前の、この資料に載っている令和２年度を見

てもらいますと56.5億で、比して、令和４年度に

つきましては、国調人口等反映されまして62億と

いうところで、基準財政需要額としては5.7億円

程度伸びているというところでございます。 

  一方、１段下の基準財政収入額ｂというところ

が、宮代町ではこのくらい標準的にやれば税収等

があるでしょうという数字でございますけれども、

こちらも歳出同様、令和２年度ご覧いただきます

と35.5億と。で、比しまして、昨年度決算、令和

４年度は36億というところで、こちら令和２年度

国調反映前の時点でも8,400万円増となってござ

います。 

  今お話ししたとおり、この国勢調査、令和２年

度を境にしまして、基準財政需要額については

5.7億円、２年間で伸びているのに比べまして、

基準財政収入というところでは8,400万円ほどし

か伸びていないというところが、この交付税算定

上の財政力指数にもろに反映しているのかなとい

うふうに思っております。 

  当然、理論値のこちら基準財政需要だとか基準

財政収入でもありますので、一概にこれが全ての

形を表しているというふうには思っておりません

けれども、宮代町とすると、国が定める、このく

らいお金かかるでしょうというところの規模に、

少し収入のほうが追いついていないというところ

が数値からは見取れるかなとは思っております。 

  財政とすると、まずはやっぱり歳入確保という

ところで、様々な取組を進めていく必要があると
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いうふうに考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 田島委員。 

○委員（田島正徳君） 要は、人口に比較していろ

んな税収が足りないというか落ちているというこ

とを表していると思うんですよ。 

  じゃ、その原因として、どういったことを今後

対処していくのか、で、今やろうとしているのか

ということを、ちょっとお聞かせくだい。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○企画財政課主幹（村山善博君） 主幹の村山です。 

  歳入が足りないというふうなお話をして、それ

に対してどういう取組をしていくのかということ

でございますけれども、まず１点目については、

大きな、今、第５次総合計画というものの中で、

和戸地区での例えば産業系のうまく利活用ができ

ないかというところで検討を進めておりますので、

そういった基盤整備による収入増だとか、あとは、

町のほうの努力で多少は何とかなるような寄附金、

ふるさと納税、そういったものの歳入確保という

ものも大事にはなってくるかなとは思っておりま

す。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 田島委員。 

○委員（田島正徳君） 簡単に言えばそうですけれ

ども、じゃ、この後本当に税収確保、もう久々の

0.6を切ったということは、やっぱり税収が落ち

ているからこういう数字になるんですし、で、横

町、今はプラスになっていますけれども、ふるさ

と納税とか段々金額も落ちてきている。で、町民

税なんかも落ちている。そういったことで、歳入

の予算の金額はどんどん大きくなっているけれど

も、実質的に税収が落ちているからこの0.59とい

う数字になっているので、じゃ、今後、その歳入

を上げるためにこの町はどうしていくのか。結果

として、横町とかそういうのはできましたけれど

も、じゃ、今後、この数字を取り戻すために、こ

の町はどういう施策を練っていくのかというのを

最後にお聞かせください。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  課長。 

○企画財政課長（菅原隆行君） 企画財政課長、菅

原です。 

  まず、財政力指数なんですけれども、税収が下

がったことで数字が下がるというよりは、むしろ

税収よりも、人口が増えたことで係る経費が増え

ましたよねということで、分母のほうが大きくな

って、で、分子である税収は変わっていないので、

その分、不足額が大きくなって、じゃ、そこの部

分を交付税で面倒見ましょうかといった構図にな

っています。 

  で、宮代町のまちづくりの、歴史の話になって

しますんですけれども、やっぱり広い幹線道路を

造らないといったところも町づくりをずっと進め

てきたところがありまして、で、それにおかげで

こういった山崎山ですとか、宮代町のこの自然豊

かな環境というのが残っているというプラスの面

はあるんですけれども、一方でやはり幹線道路が

ないということで、張りつくお店がないですとか、

工業団地をつくりづらいですとかそういったとこ

ろがあって、法人税、あるいは固定資産税という

ところが、他市町に比べてやっぱり少ないという

のは否めないところになっています。 

  で、幹線道路がないものですので、一気にこの

歳入を増やそうとしてもなかなか難しいところは

あるんですけれども、町の中でできる限りのやり

方とすると、やはりふるさと納税、特に企業版に

ついても力を入れていくといったところが１つ、

それから、固定資産税、土地利用を推進して、固
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定資産税の増収を図るというのが、大きくは町の

独自の取組として努力の中で増やせる項目が、大

きくはこの２つになるかなというふうに思ってお

ります。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 質疑ありますか。 

  泉委員。 

○委員（泉 伸一郎君） 泉でございます。 

  簡単な質問で申し訳ありませんが、２点ほどお

願いいたします。 

  決算書では、54ページから56ページにかけてと

いうことで、で、成果書では、高齢者等タクシー

助成事業としては、成果書の44ページ。で、便利

バスが走る事業については、成果書の85ページに

なります。 

  まず、高齢者等タクシー助成なんですけれども、

まず、３年度ですか、1,423名で、登録者数です

ね、で、利用者枚数が8,762枚でしたが、４年度

では登録者数が2,053名、そして、利用者枚数が

１万4,236枚ということで、大幅に増えているん

ですね。で、令和５年度はさらにこれ増えていく

と思うんですが、この後、健康介護課のほうへ移

行されるということなんですけれども、このまま

でいくと、高齢者等タクシー助成は、本当に経費

がどんどん上がっていくと思うんですね。それを

考えて、健康介護課には移るんですけれども、企

画財政課として、補完できる何かほかの対策とい

うか事業を考えられているかどうかというのを一

つ質問いたします。 

  それと、２問目といたしましては、85ページで

高齢者運転免許自主返納者への支援ということで、

ずっと続いていますが、便利バスの回数券１人70

枚を交付しておりますが、以前にも話したことが

あると思うんですけれども、この便利バスの回数

券頂いても、それを利用できる方が少ないと主張

があったんですね。でも、今回見てみますと、

1,146名だったものが、令和４年度では2,447とい

うことで、大変増えていますので、これは使って

いる方が増えているなというのを実感いたしまし

た。ただ、やっぱりバス停が遠くてとか、せっか

くもらってもこの便利バスの回数券を利用されな

いという人もいらっしゃるので、で、以前話した

と思うんですけれども、この便利バスの回数券で

はなくて、こちらの高齢者等タクシー助成のほう

の券を渡すような考えはありませんかということ

を聞いたことがあると思うんですが、その点につ

いてお伺いいたします。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  課長。 

○企画財政課長（菅原隆行君） 企画財政課長、菅

原です。 

  まず、１点目のタクシーの助成制度が、今後、

予算額が恐らく増えていくであろうということは、

町のほうでも想定をしておりまして、代わりに補

完するような仕組みにつきましては、今、健康介

護課のほうと協力をしながら、先月もデマンドタ

クシーの視察に富岡市まで、企画財政課と健康介

護課の職員で行ってきたんですけれども、そうし

たデマンド型、あるいはその地域のボランティア

力を生かしたような取組というのも並行しながら、

今、両課のほうで検討しているところです。 

  で、正直言いまして、何がいいかというのは、

今、過渡期でもあって答えが出ていないんですけ

れども、ちょっと宮代町にとってより良い仕組み

については、引き続きちょっと検討していきたい

というふうには考えているところです。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ３時３４分 
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再開 午後 ３時３４分 

 

○委員長（西村茂久君） 再開します。 

  答弁求めます。 

  主幹。 

○企画財政課主幹（宮下義樹君） 企画財政課、宮

下です。 

  ご質問いただきました件なんですけれども、ま

ず、便利バスの券をお配りしていたところが、も

ともとは免許返納をした方々に対して、町の循環

バスをより一層使っていただきたいというところ

でもともと始まったのが、この免許返納に対して

のバスの券を配りますよというような話です。 

  で、その後、高齢者の方々の足を補完するとい

うことで、おととし、去年とタクシー券のほうの

実証実験を行って、今年度から正式に、実証実験

が取れて正式な事業展開という形になっています

ので、今後につきましては、もともと免許返納に

対してバスの券を配っていたというのが、循環バ

スをご利用いただきたいというところが入り口に

あったもので、それがずっと継続して続いていた

ものなので、今、ご意見いただきましたとおり、

利用するに関してはタクシー券というのも今後は

検討の一つにはなってくるかなと思いますので、

利用の状況とか、タクシー券の利用の状況とかと

いうのを鑑みまして、今後、検討の材料とさせて

いただければと思いますので、よろしくお願いし

ます。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） 泉委員。 

○委員（泉 伸一郎君） ありがとうございました。 

  で、例えば、その高齢者等タクシー券で一番使

うのは病院の通院ということがありますので、何

かしら病院まで行くような、そういう乗合のそう

いう車の体制とかができたら、多少は経費が減る

のではないかなという気はするんですね。 

  あと、一番なのは、やっぱり宮代町の病院をつ

くるということが一番手っ取り早いのではないか

と思うんですけれども、そちらのほうも推進して

いただければと思うんですが、それで、便利バス

のほうのその70枚の券なんですけれども、例えば、

今回、タクシー券は健康介護課のほうに移管しま

すので、そういった課を越えてのそういったもの

というのはできるのかどうかというのをお聞きす

るのと、あと、例えば、あるところでは、免許証

返納したらヘルメットをプレゼントするという自

治体もあるんですよね。だから、便利バスにこだ

わらなくて、何かいろいろな方向性もあると思う

んですけれども、その辺についてどのようにお考

えかをお聞きいたします。 

  再々質問はしません。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  副課長。 

○企画財政課副課長（小島 晃君） 副課長の小島

と申します。 

  課を越えてというところとか、あとは、柔軟に

対応できるかどうかというところでございますが、

まず、今回のこの制度につきましては、様々な利

用の仕方とか、その人ごとに利用の仕方って変わ

ってくるものでございますので、その辺は柔軟に

対応できるように今後検討していきたいと考えて

おります。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 質疑ありますか。 

  塚村委員。 

○委員（塚村香織君） 塚村です。 

  ３点質問をさせていただきます。 

  決算書の59、60ページ、庁舎管理事業の需用費

の施設修繕料についてお伺いいたします。内容、
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詳しく教えてください。 

  で、２点目が、61、62ページの14工事請負費の

中の防犯カメラ設置工事についてです。こちらも

内容を教えてください。 

  で、最後に３点目が、決算書67、68で、成果書

の82ページのふるさと納税管理事業についてです。

こちら、先ほども出ましたけれども、毎年件数も

納税額も減っているような現状で、で、先ほど企

業型のものにしていくとおっしゃっていましたけ

れども、今のこのふるさと納税の現状と今後につ

いて、もう少し詳しく教えてください。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  主査。 

○管財担当主査（島村 剛君） 管財担当、島村で

ございます。 

  私のほうからは、今お問合せをいただきました

庁舎に関しての２点、ご回答させていただこうと

思います。 

  まず、庁舎管理事業におきます施設修繕料300

万円の内訳ということなんですけれども、大きい

のから細かいのもございますが、比較的大きめな

ものというか、額面上大きめなものから絞って回

答させていただきたいと思います。 

  １点目としまして、これは大きな工事なんです

けれども、135万円かかっているものとして、自

動ドアの修繕を行いました。表の入り口のところ

です。そちらの修繕を行わせていただいておりま

す。 

  それから、ひょうが降ってきたことで網戸がち

ょっと古かったのも、こちらの網戸が古かったの

もあるんですけれども、ほとんど穴が空いてしま

いまして、それの取替えによりまして28万円の支

出が出ております。 

  それから、庁舎の玄関なんですけれども、舗装

面が、車が通る部分と入り口の段差が沈下によっ

て生じてしまいまして、そちらの補修によりまし

て18万7,000円の支出が出ております。 

  また、敷地外にございます、敷地外と言っても

一緒の敷地なんですけれども、そこの四季楽のト

イレのフラッシュバルブ、そちらが破損しまして、

そちらの修繕で31万円かかっております。 

  あと、そちらの駐車場内に電気自動車用の充電

設備があるんですけれども、こちらにつきまして

は修繕じゃなくて拡張する形で、あちらの電源か

ら２本取れる改造を行いまして、そちらの改修費

で24万6,000円の支出が出ております。 

  以上、代表的なものとしてご紹介させていただ

きました。 

  それから、防犯カメラの設置につきましてご回

答差し上げます。 

  こちらにつきまして、令和２年に防犯カメラを

設置したところではあったんですけれども、運用

を行う中で死角となる箇所が発生いたしました。

そちらに合わせて３か所カメラを追加させていた

だいております。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○企画財政課主幹（村山善博君） 主幹の村山です。 

  私の方からは、ご質問いただきました３点目、

成果書で言うと82ページ、ふるさと納税管理事業

についてご案内したいと思います。決算書で言う

と68ページ、67ページでございます。 

  ご質問があったのが、年々寄附金、町に来る、

寄せられている寄附金が減ってきているけれども、

現状と課題というところなのかなとは捉えており

ますけれども、まず、寄附金の町のほうに入って

くる部分については、成果書82ページ、83ページ

ですかね、83ページの一番右上に、人数ないしは
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寄附金額という一覧ございますけれども、ご覧の

とおり、ご質問のとおり、令和２年から年々減っ

てございます。こちらにつきましては、財政担当、

大変残念というか悔しい思いはしておりますけれ

ども、減ってきているのを分析しますと、やはり

今、皆さんもうご承知のとおり、ふるさと納税と

いう寄附金というふうな本来の趣旨からだんだん

変わってきまして、寄附金幾ら幾らすると何々が

もらえますよというような、ちょっと言葉が適切

か分かりませんけれども、カタログ通販的な感じ

で、ネットでおいしそうなブドウとかお肉だとか

魚介類見て、カードで決済して寄附をするという

流れになってございます。 

  宮代町の現状としますと、寄附金額に占める返

礼品の金額が国のほうで定められたほか、あとは、

地元の地場産のもの、地元でつくられたものとか

地元で大部分を加工したものというふうな返礼品

の規制等が大分きつくなってございまして、なか

なか、例えば、成果書で言う82ページで言います

と、昨年度一番寄附金額多かったのが、下の表に

ございますお米「村そだち」20キロでございます

けれども、こちら384件いただいております。で、

こういった宮代町の中で一番主力となるお米につ

きましても、例えば、米どころと言われているよ

うなブランド米等にいきますと、なかなかやはり

一般、日本国民消費者の方というか寄附する、寄

附を選ぶ方については、そちらのほうに流れてい

ってしまう傾向があるのではないかなというふう

なところは分析しております。 

  そのほか、委員の皆さんご承知かと思いますけ

れども、知名度の高い返礼品については、ブラン

ド米とか、あと、同じくブランド肉、あと、お魚

とか家電とか、そういったところを地元に持って

いるところがかなり有利なものとなってございま

す。こちらについては宮代町、大分苦戦している

のかなというのが財政担当の考えでございます。 

  今後については、当然、こういう個人の寄附金

というところの底上げというのは大前提ではある

んですけれども、先ほど課長のほうから話ござい

ました企業版ふるさと納税という仕組みもござい

ますので、少しまとまった寄附金というのを企業

さんからいただけるように、宮代町とすると、宮

代町にぜひ寄附をしたいなと思わせるような情報

発信だったり、魅力あるコンテンツを表に出して

いくというところが、町のほうでできることなの

かなと思っております。こちらについては、引き

続き歳入確保に努めてまいりたいと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 塚村委員。 

○委員（塚村香織君） 塚村です。 

  分かりました。 

  まず、59ページ、60ページの庁舎の修繕なんで

すけれども、丁寧にいろいろ見ていただいて、そ

の都度直していただいているということで、承知

をいたしました。こちらは大丈夫です。 

  で、61、62ページの防犯カメラについてなんで

すけれども、こちら庁舎内に３か所追加でつけら

れたということで、承知をいたしました。 

  で、こちら、町で管理している場所、例えば、

この庁舎内だけではなくて庁舎外とか、あと、公

有財産などの場所に今後つけるということはある

のか。例えば、先ほどございました分教場跡地な

ど、ああいう通学路にもなっているようなところ

にも防犯カメラというのが必要じゃないかと思う

んですが、その辺もう一度教えてください。 

  で、最後に、ふるさと納税に関しては、現状と

今後の進めていく内容、今のご説明で分かったん

ですが、ふるさと納税のやり方というか、返礼品

についてはいろいろこれから増やしていくとは思

うんですけれども、この寄附のシステムというか
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そういうことは、引き続き同じような形でされる

のか、もう一度お伺いいたします。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） ここで休憩いたします。 

  再開は４時５分といたします。 

 

休憩 午後 ３時４８分 

 

再開 午後 ４時０２分 

 

○委員長（西村茂久君） 再開いたします。 

  それでは、休憩前に引き続き企画財政課の質疑

を行います。 

  答弁求めます。 

  課長。 

○企画財政課長（菅原隆行君） 企画財政課、菅原

です。 

  私のほうからは１点、町の公有財産、例えば普

通財産等への防犯カメラの設置についてですが、

現状ではちょっと検討は行っていないところです

ので、こちらについてはちょっと近隣の状況等含

めて検討させていただければと思います。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○企画財政課主幹（村山善博君） 主幹の村山です。 

  私のほうからは、ふるさと納税管理事業に関す

るご質問で、寄附をする側からするとどういうふ

うに寄附をするかというところで、今後も変えな

いのですかというところのご質問をいただきまし

たので、それについてご説明したいと思っており

ます。 

  先ほど私のほうからご案内した主なものという

のが減っている要因は、特産品がなかなかほかの

自治体に比べると弱いというところをお話ししま

したけれども、一方で、今、委員さんおっしゃっ

たとおり、寄附のもう１個の支援とすると、宮代

町の取組、例えば、農のあるまちづくりだったり、

子供たちの未来に関する取組だったりというとこ

ろで、そういった町の取組に関して、それの事業

とか趣旨に共感を得て寄附をいただけるというふ

うな側面も、この制度にはあるのかなとは思って

おります。 

  世の中一般的には、クラウドファンディングと

かいうふうなところの名称で、もっとピンポイン

トに絞ってこれこれをします、例えば、宮代町で

言いますと成果書82ページにございますいただい

た寄附の概要というふうな、使途別というふうな

上に少し小さめの表がありますけれども、そちら

の下のほうにあります、例えば、ちょっと文字が

小さくて大変恐縮なんですけれども、緊急支援令

和４年６月降ひょうにより被害を受けた農家さん

を応援してくださいだとか、こういう本当にもう

これこれをしますのでぜひ共感する方は寄附をく

ださいというような見せ方というのも、この寄附

の制度にとってはすごく大きな一面かなとは思っ

ております。 

  先ほど、宮代町のふるさと納税の現状、ご説明

するときに、返礼品のほうはなかなか競争力が難

しいというところ、ご説明しましたところもあり

ますので、この分野、こういった宮代町まちづく

りしますのでぜひ共感する方は寄附をくださいと

いうような切り口で分野を増やすというところも、

寄附を増やしていく大きな手段の一つなのかなと

は考えておりますので、ぜひ考えていきたいとい

うところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 質疑はありますか。 

  丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 
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  それでは、何点かご質問させていただきたいと

思います。 

  まず、歳入の地方交付税、17、18ページの関係

でございます。 

  これにつきましては、成果書でも詳しく書かれ

ておりますが、前段のところでも財政力指数との

関係で質疑もありましたが、交付税というのは、

やはり全国一律に大きい市、小さい町でも行政が

きちっとできるように普通交付税が来るわけなん

ですけれども、ここのところ、基準財政収入額と

いうのはある程度分かるんですけれども、基準財

政需要額は、これが非常に小さい。で、基準財政

収入額も、伸びもそんなにないという中で、例年、

令和３年度もそうなんですけれども、令和４年度

も基準財政需要額、基準財政収入額、ほぼ同じよ

うな規模で上がっていますので、どうしても交付

税がどーんと来るというようにはなっておりませ

ん。そういった点では、どういうふうにこの状況

を変えていかなければいけないのか、財政担当と

してどういうふうに考えているのか、その辺お尋

ねをしたいと思います。 

  それから、歳出に移ります。 

  53ページ、54ページの便利バスが走る事業につ

いてであります。 

  これは、令和４年までなかった照会だったと思

います。で、もちろん運行については委託なんで

すけれども、これについてのバスの償却というか、

あれはどういうふうになっているんでしょうか。

その点についてお尋ねをしたいと思います。 

  それから、決算書55、56ページの高齢者等タク

シー助成制度で、成果書では44ページなんですが、

確かに利用枚数、この令和３年、４年と実証実験

をして、積んできて、令和５年度にかけて改善さ

れている点も改善して、今、実施されているわけ

なんですけれども、特に初乗り料金について、や

はりかなりこの辺が負担になるわけなんですけれ

ども、そういった点では、最大１乗車につき２枚

になっていますが、これはもちろん一緒に１台乗

車するのに何人か乗れば、それは負担も少ないと

思うんですけれども、乗合いすれば。で、そうい

った点では改善もされていますし、それから、配

布枚数も増えていますが、やはりまだちゅうちょ

する方もいるわけなんですけれども、そういった

点では、44ページのところにも書いてあるように、

循環バスのルートでないエリアや、身体的な理由

で循環バスが利用できない方の交通需要に対する

ため、宮代町の地勢や特性に合ったデマンド交通

を導入しますということ、先ほど課長のほうから

も、まだ結論めいたことは出ていないような趣旨

の答弁もありましたが、この辺ではやはりどのよ

うに考えているのか、決算ですのでその辺、これ

までの決算の状況を踏まえてお尋ねをしたいと思

います。 

  それから、決算書59ページ、60ページの各種基

金積立事業なんですけれども、ここで公共施設整

備基金積立事業がありますけれども、これまで久

喜の新ごみ処理施設に関わる積立ても、私は公共

施設整備基金積立てになるのかなというふうに思

っていますが、その点についてはどういうふうに

なっているんでしょうか。この点についてお尋ね

をしたいと思います。 

  それから、５目の財産管理、庁舎等管理事業な

んですけれども、59、60ページで、今、特に一般

的には、電気代なんかの使用料が非常に高くなっ

ています。で、ずーっと以前、昔は、当然何かと

契約していたんですけれども、東日本大震災以降、

現在、電気については、令和４年度はどこと契約

をしているのか。で、そこはどういう利点がある

のか。特に電気代の関係でどういうふうになって

いるのか、その点ご説明をお願いしたいと思いま
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す。 

  それから、続きまして65ページ、66ページの一

番下の宮代定住促進作戦、定住促進ホームページ

「みやしろで暮らそっ」の管理委託料というふう

になっているんですけれども、実際これによって

定住促進という命題になっています。実際、どう

いうふうになっているのか、その辺の成果につい

てお尋ねをしたいと思います。 

  続きまして、67、68ページのふるさと納税管理

事業です。 

  これにつきましても、成果書に載っております。

82ページに詳しく掲載されておりますけれども、

これは、寄附金についてはいいんですが、特産品

の中で特産品という割にはこの表の真ん中辺り、

ドイツ国家認定・製パンマイスター、こだわり本

格ドイツパンセット、その下も、シュトレンクリ

ームチーズとなっているんですけれども、これは

宮代の特産品なんでしょうか。この辺についての

説明をお願いしたいと思います。 

  続いて、201ページ、202ページの11款公債費で

あります。 

  で、この点につきましては、説明でも、過去の

借入れの利率の見直しに伴う利息の減額等々によ

って、前年度３位の借入利率が当初見込みを下回

ったというふうに説明されております。で、この

辺については、公債費なんですけれども、どうい

うふうに今後は借入れをしていくのか、その辺の

見通し、計画などについてもお願いしたいと思い

ます。 

  それから、利子の主な減額の理由に、地方債の

償還が進んだことと、10年経過後の一部利率の見

直し等々ということで、借入れ利率が低くなった

ということなんですけれども、この辺についての

ご説明をお願いしたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○企画財政課主幹（村山善博君） 主幹の村山でご

ざいます。 

  ちょっと順番、順番は前後しませんけれども、

飛び飛びで、私のほう財政ラインと対話のまちづ

くり推進担当ラインのほうで所管している部分に

ついて、順次お答えしていきたいと思います。 

  まず、１番目のご質問で地方交付税の関係、こ

ちらは成果書で言いますと16ページとか15ページ、

16ページに細かいの、書いてございますけれども、

こちらのご質問です。 

  内容とすると、基準財政収入額、需要額が同じ

ように伸びていて、交付税のほうがどんと来てい

ないよというところで、財政力指数、先ほど前段

の委員さんからもご質問ありましたけれども、

0.6を切っているというところありまして、財政

担当として変えていくというところのご質問をい

ただいております。 

  こちらにつきましては、地方交付税、当然もら

わないほうが自主財源が多いという裏返しでござ

いますので、大変大事なことというふうに考えて

おります。つまり、基準財政収入額については、

町の税の担当のほうから今年度こういった税収が

見込めますよということを国のほうに報告をしま

して算出される数字でございます。 

  片や需要額につきましては、本当一律的に高齢

者の人口が何人、宮代町の住民何人、学校何校と

かというところで機械的に出てくる数字でござい

ますので、町のほうとして何とか頑張れるという

のが基準財政収入額のほうなのかなというふうに

思っております。 

  こちらにつきましては、ちょっと前段の委員の

回答と被ってしまう部分ございますけれども、町

税等の税収自主財源の確保というところが一番大
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きな財政担当としての命題なのかなというふうに

考えております。こちらが、地方交付税について

変えていくために必要なこととして財政担当が考

えていることということで、歳入の確保というと

ころが最大のものだというふうに考えてございま

す。 

  続きまして、ちょっとご質問飛びまして、４番

目の基金の関係で、こちらにつきましては、決算

書で言いますと、ページで言うと59ページ、60ペ

ージ、ちょっと事業名、見切れてございますけれ

ども、財政管理事業の中の公共施設整備基金積立

事業ということで２億9,000万円ほど、昨年度、

基金のほうに積んでございます。 

  ご質問では、こちら、ごみの、今、久喜市のほ

うがつくってございます新ごみ処理施設に対する

負担金のほうも入っているのかというようなご質

問でございましたけれども、こちらにつきまして

は平成30年までの間に3.2億円分、新ごみ処理施

設への初期に係る費用というところで貯金をして

ございます。令和４年度の決算には入ってござい

ませんで、もう平成30年からの間に3.2億円の積

立てを行ってございます。 

  で、昨年度、一応２億9,000万円積んではござ

いますけれども、そのうち、普通財産の売払いが

9,400万円程度と、あとは須賀小学校の再整備の

関係で２億円ほど積んでございます。歳出とする

と2.9億円というふうな数字となってございます。 

  基金については以上になります。 

  またちょっとご質問飛びまして、定住促進、宮

代町定住促進作戦というところでご質問いただい

ております。 

  こちらにつきましては、ページ、今、失礼しま

すね、申し訳ないです。決算書で言いますと65、

66以降になっていきます。細かい数字は68ページ

に記載ございます。 

  また、成果書につきましては、失礼しますと、

84ページ、宮代定住促進作戦というところで記載

してございます。 

  ご質問の内容につきましては、定住促進サイト

「みやしろで暮らそっ」というものを運営してい

たり、様々な手を使いまして定住を促進しようと

いう事業に関して、成果というようなところをご

質問いただいております。 

  まず、「みやしろで暮らそっ」につきましては、

こちら成果書にございますとおり、年間でご覧い

ただいているのが23万回というところで、昨年が

18万回程度でございましたので、それなりにきち

んと発信のほうについては拡充できているのかな

というふうに考えてございます。 

  で、また、ツアー、その第２点目にございます

けれども、みやしろ初めてツアーにつきましては

６世帯に対してツアーを実施して、宮代町の住み

心地等を直接職員のほうからご説明したと考えて

ございます。こちら、昨年度３世帯でしたので、

こちらは３世帯が６世帯になったなというふうな

ところでございます。 

  また、このサイト、直接これをしたから何人定

住につながったかというのは、ちょっと統計はな

いんですけれども、みやしろ初めてツアーにつき

ましては、これまで参加された方、定住された方

というもので統計取ってございます。平成26年ぐ

らいからこの事業しておりますけれども、ツアー

に参加された約４割の方が宮代町に定住をしてい

ただいているというふうなことで推計取ってござ

います。これに関しては、やはり誰でもなく一番

町を知っている職員というところが、定住を検討

している方に対してきめ細やかに、本当にかゆい

ところに手が届くような情報というのを生でお伝

えできているというところが一番大きいのかなと

思っております。これに関しては、４割というと
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ころが定住率というところで、成果としては考え

ているところでございます。 

  定住促進に関しては以上でございます。 

  続きまして、ふるさと納税管理事業というとこ

ろで、こちらは成果書で言いますと82、83ページ

でございます。 

  ご質問いただきましたのが、82ページの下段、

中段以降にございます、いただいた寄附の概要、

特産品別というところの左側の真ん中ら辺、こち

らも文字が大変小さくて恐縮なんですけれども、

ドイツ国家認定・製パンマイスター、こだわり本

格ドイツパンセットであるとか、その次、ドイツ

国家認定・製パンマイスターがつくるシュトレン

というところで、これは宮代町の特産なのかとい

うようなご質問いただいておりますけれども、こ

ちらにつきましては、川端のほうにございますア

ムフルスさんというふうなところのものでござい

まして、こちらアムフルスさんにつきましては、

産業観光課でやってございますメイドインみやし

ろ等にも推奨品として載っかっているものでござ

いますので、町とすると宮代町の特産と、お勧め

する特産品というふうな認識でございます。 

  ふるさと納税については以上でございます。 

  続きまして、一番最後、公債費の関係で、今後

どういうふうに借入れをしていくのかとかという

ところのご質問なのかなとは思ってございますけ

れども、地方債に関しては、もう既にご案内して

いるかもしれませんけれども、宮代町の財政担当

とすると、地方交付税が措置されるような有利な

地方債については、なるたけ事業を推進する上で

は使っていきたいというふうに考えておりまして、

今年度に交付税措置のない、単なる借金というか

地方債というものについては、極力借りていかな

いというのが財政担当としての、まず基本原則と

いうふうに考えてございます。 

  で、それに関しては、本９月定例会においても、

補正予算等において、交付税措置のない地方債に

ついては一般財源への振替というところを行って

いるところでございます。 

  私からは以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  課長。 

○企画財政課長（菅原隆行君） 企画財政課長、菅

原です。 

  私のほうからは、ちょっとふるさと納税で１点

補足をさせていただきます。 

  ふるさと納税の返礼品につきましては、ちょっ

と所管が産業観光課になるんですけれども、一応

返礼品の基準というのを設けておりまして、特産

品に限らずその基準をクリアしているものであれ

ば返礼品としてどんどん採用していくというよう

な方針を取っておりますので、そういった中で、

このアムフルスさんについては申請をしていただ

いて、町として返礼品として認めてきたと、そう

いった経緯がございます。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○企画財政課主幹（宮下義樹君） 企画財政課、宮

下です。 

  私のほうからは、１点目のご質問、委託のバス

の償却について回答のほうさせていただきます。 

  こちら、ご質問にありましたとおり、昨年度ま

では中田商会さんがバスのほうの運行事業のほう

を担っていただいていたわけなんですけれども、

その契約におきまして、当初の契約の中で、バス

につきましては新車を購入、用意をしていただい

て、で、そちらでもって運行をお願いしますとい

うような形での契約となっておりました。で、そ

の新車を購入、用意する、その価格の部分につい
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ても含めて、設計に含めて業務委託というような

形で取らせていただいたわけなんですけれども、

そういった形で、運行会社のほうにバスのほうを

用意いただいて、それを運行に使ってくださいと

いうような形になっておりまして、そこの部分に

ついては、町のほうの所有という認識ではないた

め、毎年バスの償却というのを行っていたわけで

はございません。町のほうで、何か減価償却とい

うような形で、何か減価償却費を計上してとか、

そういった形での処理をしていたというわけでは

ございません。 

  で、最終的には、じゃ、その契約満了後にその

バスがどうなるのかというところだとは思うんで

すけれども、その当時の契約の状態の中では、実

際に契約をしたときに、バスの運行が、毎日毎日

バスが運行されていて、１日100キロから200キロ

ぐらいの運行をするものですから、実際５年間の

運行をしますと、走行距離からしますと20万キロ

から30万キロぐらいになるというような形になっ

ておりまして、その当時の契約の中では、その５

年間の契約が終わった後にまた新しいバスを、運

行会社を決める際にまたバスのほうを、そのとき

また購入するのかどうかというような形で、検討

するというような形でやっていたものになります

ので、なので、５年前の契約の際に関しましては、

バスの償却ということについては、５年間の契約

が終わった後に実際には町のものになるというよ

うな形には、契約上はなっていなかったものにな

っております。ですので、今回は、この３月まで

中田商会さんのほうで運行していたものにつきま

しては、実際のところ、その中田商会さんのほう

で、運行が終わった後にはそのまま保有をすると

いうか、その後実際にどういう使い方をしている

かというところまではちょっと確認を取っており

ませんけれども、中田商会さんのほうがお持ちに

なっているという形になっております。 

  私からは以上になります。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  副課長。 

○企画財政課副課長（小島 晃君） 企画財政課副

課長の小島です。 

  私のほうからは、決算書55、56ページの高齢者

等タクシー助成事業に関するご質問についてお答

え申し上げます。 

  まず、タクシー助成事業につきましては、先ほ

どもお話あったとおり、２年間の実証実験を行っ

ております。 

  で、その２年間の実証実験の中で、どんな見直

しがいいのかという部分も含めて、本格稼働まで

に見直しをして複数枚利用ですとか、あとは、

400円から300円に、１枚当たりの単価を変えたと

かという部分を、見直しをしたというところでご

ざいます。 

  で、利用に当たりまして、このタクシー助成券

を使いまして利用というところで、町内だけにと

どまらないで町外への交通手段としている方も多

く見られたというところもあったりとか、あとは、

循環バスを利用できない方の補完だけではなくて、

高齢者の移動手段を目的とした事業という側面も

ありますので、そういった部分の移動手段という

ところがあるというところです。 

  ただ、このタクシー助成事業につきましては、

そういった部分で、町内の部分で使っていただく

のがいいのかなというところではあるんですが、

かといって、先ほどもお話ししたとおり町外への

利用も、活用しているという方もいらっしゃると

いうところで、この宮代町の中でどんな使い方、

どんな利用、移動手段という部分でやっていくの

がいいのかというところにつきましては、先進地

の視察ですとかバスの事業者と相談しながら、宮
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代町にとってどのようなものがいいのかという部

分を、デマンド交通も含めて検討していきたいと

考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  主査。 

○管財担当主査（島村 剛君） 管財担当主査、島

村でございます。 

  私のほうからは、庁舎管理事業の電気料につい

て回答させていただきます。 

  丸藤委員からご質問いただきましたのは、令和

４年度の電気料の契約業者ということでございま

したけれども、香川県にございます藤田商店とい

う会社と契約させていただいております。 

  で、こちらのメリットということなんですけれ

ども、メリットにつきましては金額でございまし

て、当時につきまして、今現在契約している業者

は、東京電力ではなくて電気小売事業という事業

を行っている業者なんですけれども、私どもがそ

の藤田商店に契約する当時につきましては、小売

事業者がその電気を仕入れてくるところのＪＥＰ

Ｘ市場というところでの市場価格が高騰しており

まして、それでもって、その当時、新規受付を行

うところがございませんで、比較対象は、東京電

力が小売事業じゃなくて電気をつくる側、託送事

業者として用意していた金額、臨時で給付する金

額設定がございまして、そちらの金額と比して安

いという形で、価格でもって決めさせていただい

たということになります。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 

  それでは、再質問させていただきます。 

  まず、歳入の地方交付税の関係でございます。 

  ここで基準財政収入額をどう増やしていくかと

いう問題、税務課のほうになってしまいますので

聞くことはできないんですけれども、やはり財政

力指数がどんどん悪くなっている。で、それはや

はりどうしてかということを、財政担当では絶え

ず考えないといけないと思うんですよね。で、先

ほども言われたように、じゃ、借入れはできるだ

け交付税措置のあるものにしていく。で、そのこ

とは、今回の補正予算でもはっきり示されていま

すので、そういう方向なのかなというふうには分

かりますが、じゃ、どういうふうに、これ、財政

力指数を上げていけばいいのか、その辺はいつも

課題だと思うんですけれども、単純な質問で申し

訳ないんですけれども、どういうふうにして良く

していくのか。その点、もう一度お尋ねしたいと

思います。これは、地方交付税との関連でお尋ね

したいと思います。 

  で、２点目の便利バス、決算書53、54ページの

関係でございますけれども、そうすると、中田商

会と新車購入するときに５年契約ということがあ

りました。で、これは、５年契約と言いながら５

年は経っていないんですよね。そうすると、運行

会社でバスを用意するということで始まっている

んですけれども、じゃ、この差というのはどうい

うふうにすればいいのか。ただもう中田商会とは

もう契約が切れたので、あとはもうどうでもいい

と言ったら語弊がありますけれども、やはりそれ

までは契約していたわけですから、その点につい

ての、何ていうんですかね、差というか、それを

宮代としては、やはり中田商会との関係では、宮

代は住民のことを考えれば、これは損しています

よね。損得じゃないですけれども。損するという

ことは負担になっているということなんですよ。

その辺は話し合いも必要だったかと思うんですけ

れども、どういうふうに処理されたんでしょうか。

その点についてお尋ねしたいと思います。 
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  続きまして、決算書55、56の高齢者等タクシー

助成制度、これとデマンドバスの関係で、一括し

て答弁されましたが、確かに400円、これが300円

になって２枚利用できる。それと、利用券枚数が

年間増えた。これは大きな改善だと思います。 

  で、やはり利用者からすれば、町外への病院通

院が、やはり通院の交通手段になっているわけな

んですけれども、やはり利用する人は電車等で行

けない。やはりそういった意味でタクシー券があ

ればということで利用されています。改善点は改

善点として分かるんですけれども、それでもやは

り帰りは非常に問題になってくるわけですよね。

ですから、そういった点で、デマンドバスとの関

わりもなってくるかと思うんですけれども、そう

いった点では２年間の実証実験をされましたが、

まだ町民からすれば改善が必要なところがあると

思うんですけれども、そういった点ではどういう

ふうに今後改善されていくのか、その点について

お尋ねをしたいと思います。 

  それから、決算書59、60ページの各種基金積立

てなんですけれども、そうしますと、先ほど言っ

た新設のごみ焼却炉についての財政的な問題は、

まだ新設炉の負担金については不確定なところが

ありますけれども、それはそれなりに計画を立て

てきたと思うんですけれども、そういった点では

新炉、ごみ焼却炉についての基金については、じ

ゃ、どういうふうに、実際どういうふうに使える

のか。その点、これまでの基金の状況と併せてご

報告をお願いしたいと思います。 

  それから、同じく59、60ページの庁舎管理事業

の中の電気料なんですけれども、これについては

価格で決めたというのは分かります。当然だと思

います。 

  で、この藤田商店、香川県だということなんで

すけれども、これは、近隣ではどういう自治体が

利用されているんでしょうか。 

  それと、価格で決めたということなんですけれ

ども、どういう違いが、価格なんですけれども、

どういうふうに違うのか、その点、何ていうんで

すか、違う金額ですよね。例えば、こういうとこ

ろと契約するとこういうふうになるけれども、現

在はこういうふうになっているという、分かりや

すく説明していただければ幸いかと思います。 

  それから、65、66ページの宮代定住促進作戦で

あります。 

  これで、これまでいろいろ宮代町のいいところ、

そういったところを宣伝というと非常に言葉は悪

いんですけれども、して、いろいろ定住も図って

きたということなんですけれども、宮代の、何て

いうんですか、定住する一番の要因、いろいろあ

ると思うんですよね。例えば、笠原小学校がある

から、ぜひ子供を通わせたいと、そういうことか

ら宮代町に来たという方も、いろいろ聞きます。

で、何がそういう宮代の良さを知って定住される

のか。その点について、どういうふうに担当課と

しては評価されているのか、その点お尋ねをした

いと思います。 

  それから、決算書67、68ページのふるさと納税

管理事業については分かりました。 

  それから、決算書201、202ページの11款公債費、

これについても考え方は分かりました。ただ、も

う１点、最後に聞いた元金と利子の関係でござい

ますけれども、特に利子の減額理由が、10年経過

後の一部利率見直しにより、借入れ利率が低くな

った、これは何を指しているのか。具体的に示し

ていただきたいと思います。 

  以上。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○企画財政課主幹（村山善博君） 主幹の村山でご
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ざいます。 

  私のほうからは、再質問いただきました点につ

きまして、順次お答えしていきたいと思っており

ます。 

  まず１点目、歳入、地方交付税の関係で、財政

力指数が、成果書にあるとおり年々悪くなってし

まっていると、していると、そういう傾向がある

と。財政力指数上げるために、担当としてどうし

ていくのかというようなご質問なのかなと思いま

す。 

  こちらも、ちょっと前段の委員さんへのお答え

と被ってしまう点あることをご了承ください。 

  先ほどご案内したとおり、普通交付税算出する

に当たりまして、宮代町が標準的な行政サービス

をしましたらこのくらいお金かかりますよねとい

う基準財政需要額並びに宮代町の税担当のほうか

ら国のほうに今年度このくらい税収がありますよ

というような見込額を報告してはじき出される基

準財政収入額、その差が交付税として来ると。そ

の割合が財政力指数となって表れているものでご

ざいます。 

  需要額につきましては、先ほど来ご説明してい

ますとおり、人口、高齢者の人口だとか、全人口、

子供の人数とか、障がい者の人数だとか、そうい

ったところでも定数的に決まってきますので、ち

ょっと町のほうではなかなかこちらについては努

力するというようなところが難しいのかなと考え

てございます。 

  この基準財政収入額につきましては、収入、宮

代町の歳入の主なものでございます。こちら、成

果書でいうと２ページ、３ページ、一番最初の一

般会計歳入歳出決算状況の歳入の状況の一覧ござ

います。１款町税から、２款譲与税、３款、４款、

５款、６款、７款、８款、９款、飛んで11款とい

うものが、こちら基準財政収入額を構成する主だ

ったものでございます。 

  ご覧になったとおり、２款以降につきましては

国の譲与税であったり、県税の交付金であります

ので、町のほうで努力したから直接的に変わると

いうのもではございません。間接的には、様々な

積上げですので影響ございますけれども、直接的

に町のほうがどうこうするというようなものでは

ございません。 

  したがいまして、消去法、１款町税でございま

す。こちらのほうを上げることが基準財政収入額

を上げること、ひいては財政力指数を改善すると

いうところにもう本当唯一無二の存在なのかなと

は思っております。 

  これにつきましては、前段の委員さんにもご説

明したんですけれども、例えば和戸地区での産業

系の活用だとか、そういったところで固定資産税

等の町税を確保していくというところが近々の課

題となっているものと認識しております。町のこ

の数値を上げるためには、基準財政収入額を上げ

る、つまりは町税を上げていく、歳入確保してい

くというところが唯一の方法だと財政担当として

は把握してございます。地方交付税に関しては以

上でございます。 

  続きまして、基金につきましては１つ飛ばしま

して、定住促進です。 

  決算書65ページ、66ページ、定住促進作戦の

様々なＰＲ、宣伝、ＰＲをしていくというところ

で、委員からお話ありましたけれども、宮代町に

定住するポイントとして、いっとき電車の車内広

告等でもはだしで学べる学校がありますよなんて

いうようなことで笠原小学校のこともＰＲした時

期もございました。 

  定住促進の事業を所管する担当として、こちら

はちょっと試験というところで担当の考えとなっ

てしまいますけれども、ポイントとしますと、こ
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れもこれまで、多分恐らく町のほうでも何度も恐

らく言っているとは思うんですけれども、電車通

勤等で都内まで行けますよと。しかも、駅から歩

いて５分、例えば自然豊かなところがありますよ

と。そういう程よい田舎感、程よい都会感という

か、そういったところが宮代町の売りなのかなと

いうふうには思っております。 

  また、この定住促進サイトやツアーを担当する

職員としますと、それは実際関わった方十数人、

数十人の話ではあるんですけれども、職員さんと

話をすることで、すごく顔が見える、顔が、存在

がすごく近いような町ではないかなというふうな

ところを言われる方もいらっしゃいます。そうい

った人とのつながりだったり、コンパクトな町な

がらの人とのつながり、コミュニティーだったり、

そういったところに魅力を感じて定住される方も

いらっしゃるというふうには担当としては考えて

いるところでございます。定住促進については以

上でございます。 

  一番最後、公債費につきまして大変失礼しまし

た。ご質問いただきました、公債費の利子の部分

で不用額があって、減額がありますよというとこ

ろでございまして、具体的なものでございますけ

れども、臨時財政対策債というものが毎年、交付

税が現金で国のほうで配付できない際には、地方

公共団体のほうで借金をしてそれを調達してくれ

という仕組みでございますけれども、こちらが平

成24年にお借りしました臨時財政対策債約5.5億

円が利率の見直しの対象となってございます。具

体的には0.7％で当時お借りしたものが、利率見

直しによりまして0.2％となったものでございま

す。こちらについては毎年度借りてございますの

で、また来年も恐らく25年の部分でこういったこ

とが発生するのかなというふうには想定してござ

います。大変失礼しました。 

  以上になります。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  課長。 

○企画財政課長（菅原隆行君） 企画財政課長、菅

原です。 

  まず、２点目の便利バスと、それから４点目の

新道の公共施設整備基金についてお答えをします。 

  まず、便利バスにつきましては、中田商会さん

とは平成30年度から令和４年度までの５年間の契

約で、そのバスについては５年間満了しておりま

すので、契約期間に満たない範囲で契約が終わっ

てしまったとかそういったことはございません。 

  ただ、バスですので、それ以上走れないかと言

われますと、走れる、あと１年もしかしたら走れ

たかもしれないです。それについては結果論でご

ざいますので、今後、現在、令和５年度、６年度

に関しては朝日自動車さんのバス、中古のバスを

今借りて運用をしておるところでもありますし、

そういったやり方もひとつあるのかなというふう

に思っています。そういったもろもろメリットの

多いやり方を今後も検討していきたいというふう

に考えております。 

  それと、４点目の新炉についての公共施設整備

基金、今、3.2億円を積み立てておりますが、今

後、それがどのように支払っていくのかですとか、

増えるかといったところなんですけれども、議会、

本議会、あるいは一般質問等でも環境資源課のほ

うでお答えさせていただいておりますとおり、現

在、まだ担当部署において協議中ということで、

数字が定まったものは示されていないところです。

この3.2億円につきましては、久喜市の新炉の基

本計画を定めたときに、恐らく最低限これぐらい

はかかるであろうということで、当時3.2億円上

限ということで議会のほうに上程をさせていただ

いた経緯がございます。その後、増える、あるい
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は減る等につきましても、今、協議中の段階です

ので、ちょっとなかなか数字として財政のほうに

は示されていないところでもございますので、今、

お答えするのはなかなか難しいかなというふうに

は思っております。 

  いずれにいたしましても、環境資源課のほうに

は、町の財政状況を考慮した上で協議を行うよう

にということで、町の財政状況も踏まえて説明は

させていただいておりますので、そういった中で

今後、改めて数字が出てくるのかなというふうに

考えております。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  主査。 

○管財担当主査（島村 剛君） 管財担当主査、島

村でございます。 

  先ほどお問合せいただきました、庁舎管理事業

におきます電気料につきまして回答させていただ

きたいと思います。 

  香川県にございます藤田商店についてなんです

けれども、申し訳ございません、藤田商店の関東

圏内における実績というのは、ちょっと私の調べ

が足りない可能性もありますが、実績は確認でき

ませんでした。 

  ただ、一言申し上げさせていただきたいのは、

藤田商店はこの関東でその電力を権利として持っ

ていたということでございます。電力を売買する

権利を持っていたということでございます。 

  もう１点、お話ございました具体的な、じゃ、

金額につきましては、一応試算した結果につきま

しては、庁舎管理だけですと年間で11万の削減な

んですけれども、これが契約につきましては役場

だけでなく、出先も含めました12施設一緒に契約

しておりまして、そちらを含めますと54万8,000

円年間で削減できるという結果が出ております。

比較対象につきましては、東京電力の最終保障契

約が比較対象となっております。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  副課長。 

○企画財政課副課長（小島 晃君） 企画財政課副

課長の小島と申しまします。 

  私のほうからは、決算書の54ページから56ペー

ジになります、便利バスと高齢者等タクシー助成

事業のあたりになります。 

  先ほどの中で、利用者の方が町外、病院とかに

通院するとかというところで、町外の病院に行く

という交通手段として電車では行けない、そうい

った部分も含めて、今後どのような改善をしてい

くのがいいのかというところだと思います。 

  利用者の方から循環バスとか使っている方々か

らは様々な意見とか要望とかございます。その中

で、循環バスのほうを改善していくのがいいのか、

それとも事業者、バスの事業者ですとか、タクシ

ーの事業者さんとかと協議とか勉強会を行うなど

してデマンド交通のほうを入れていくのがいいの

かという部分もあります。 

  また、他の自治体の事業者にも影響が及ぶもの

でございますので、そういった部分の中でやって

いくことが可能かどうかという部分も含めて検討

していかなくてはいけないというところです。そ

ういった部分の中で、先進的に行っている自治体

のほうを視察したりとかして、メリット、デメリ

ットとかを確認させていただくとか、そういった

部分を行っているような状況でございます。 

  様々な意見、要望の中で、循環バスを改善して

いくのがいいのか。それともデマンド交通のほう

に切り替えていくのか。それともそのほかの方法

とか、循環バス、デマンド交通の組合せがいいの

かとかという部分を今後、いろんなケースを想定
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しながら検討して、町民の皆様から喜ばれるよう

な交通システムが作れればということで考えてお

ります。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 

  １点だけお願いいたします。 

  いずれにしても、便利バス、循環バス、あるい

は高齢者等タクシー助成、あわせて、さらにデマ

ンド交通を導入しますというふうに言っているの

で、これはいろいろ、いろんな予算も加味して検

討しての答えを出すんでしょうけれども、デマン

ド交通については間違いなく導入の方向で検討し

ているわけですね。それだけ、方向性だけ。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  副課長。 

○企画財政課副課長（小島 晃君） 企画財政課副

課長の小島と申しまします。 

  デマンド交通を導入するかどうかという部分に

つきましては、今の段階では導入するとはちょっ

と言い切れない状況でございます。 

  宮代に合った交流手段がどのようなものがある

のかというところの中の一つとして、現状、先進

的なところを見に行ったりとかしているというと

ころで、導入の可否についてはまだそこまでの検

討は至っておりません。ですので、今後、どの手

段がいいのかという部分は、宮代町に合ったもの

を検討していきたいと考えておりますので、ご理

解いただければと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） ここで休憩いたします。 

 

休憩 午後 ５時０２分 

 

再開 午後 ５時１３分 

 

○委員長（西村茂久君） 再開いたします。 

  それでは、休憩前に引き続き企画財政課の質疑

を行います。 

  質疑はありませんか。 

  丸山委員。 

○委員（丸山妙子君） 丸山です。 

  ２点お願いします。 

  １点目は、ページ68のふるさと納税です。 

  もう一点は、54ページの便利バスが走るです。 

  それで、ふるさと納税のほうなんですけれども、

前段の委員さんたちも出ていたんですが、この説

明書の82、83です。 

  この表というか、なっているところのいただい

た寄附の概要と、右の成果の中の寄附金活用事業

というところなんですけれども、寄附する側とし

ますと、この大まかな、例えば左ページの農のあ

るまちづくりに関する事業で348万とかというの

が、１回目はそれでも、ああ、ここにしようと思

うんですけれども、２回目になると、あまりに漠

然としていると推さないんですよ。そこはいいや

とか、違う市町村にしようとかなってしまうとい

うことあるんですね。それで、何かそういう改善

をするのか、それとも、それとあと右ページ、83

ページの農のあるまちづくりに関する事業はほと

んど新しい村の運営に充てているわけですけれど

も、寄附した方は、この農のあるまちづくりに関

するということで、町全体の農のあるまちづくり

に対してだと思うんですね。そのあたりがやっぱ

りこう寄附する側が思うのと、町が使っているも

のの側と違うと思うんですけれども。 

  もう一つ、子どもたちの未来に関する事業に関

しても、未来に関すると書いてあるんですけれど

も、保育所や子育て支援センター等の運営、小中

学校のきめ細やかな英語指導とかとなっている、
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今、現実なんですよね。そのあたりをもうちょっ

と具体的にとか、魅力あるもの、そういうものに

変えていく必要と何か、ふるさと納税が減ってい

る理由は多々あると思うんです。漁村でもないし、

名物もない。アムフルスのパンはもう都内からい

っぱいお客さんが買いに来てくれているので、そ

の人たちが結構納税とかしてくださったら、結構

有名なお店なので、これから伸びていくなと思う

んですが、何かそういうところの変えていく方針

はないのかなと、そのあたり企画財政としてどう

していくと思うのかお聞きします。 

  もう１点は、ちょっと確認なんですが、ページ

50の便利バスが走るというとき、子供たちのラッ

ピングを使いました。これ、以前にもちょっと質

問したことあるんですが、これを、子供は５年で

自分の絵を描いたものが走らなくなると想像つか

ないと思うんですが、その辺りはきちっと何年ぐ

らいバス掲載するよみたいなことをしっかりとそ

の使わせてもらった子供たちに言ったのか。その

辺どうなっているか。突然、自分の絵がなくなっ

た子の気持ちとかを思うと、どうなっているのか、

そこ、確認です。お願いします。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  主幹。 

○企画財政課主幹（村山善博君） 主幹の村山です。 

  私のほうからは、ご質問ありました１点目、ふ

るさと納税に関してご説明したいと思っておりま

す。 

  成果書でいいますと、82ページ、83ページでご

ざいます。 

  ご質問のほうでありました、寄附を町が募集し

ている分野、農のあるまちづくりであったり、子

どもたちの未来というところがぼやけているとい

うところは、こちら委員のご指摘もまさにそのと

おりかなとは思っております。こちらに関しては、

先ほど前段の委員さんにもお話ししましたけれど

も、もう少し宮代町独自とかの思いとか、取組を

きちんとメッセージ性を持って届ければ寄附とい

うのはやっぱり集まる事例も全国ありますので、

そういった見せ方というのはやっていく必要はも

う十分にあると思っておりますし、こちらについ

てはもうすぐにでも取り組んでいきたいと考えて

ございます。 

  あとは、農まちとか、子どもたちについて、農

のあるまちづくりに関する事業については新しい

村の運営と。子どもたちの未来に関しては、保育

所、支援センターの運営だとか、小中学校の英語

指導助手の費用に充てているというところで、こ

ちらについても寄附者との思いとのマッチングと

いうところがうまくいっていないのではないかと

いう趣旨かなとは思いますので、こちらについて

は個別具体的な事業の展開の中でやっていきたい

と思っておりますし、宮代と言えば農のあるまち

づくりですし、全国的に見ても寄附金が集まる分

野というのは、やはり子育て関係が非常に多いで

す。これに関しては、こういった漠然としたもの

以外にも何かこう宮代町独自に力を入れていて、

宮代の子供たちの未来につながりますよというと

ろをうまく伝えられるような事業というのは作っ

ていきたいというふうに考えてございます。こち

らについては、もうご意見いただきまして、ぜひ

改善していきたいと思っておりますので、よろし

くお願いします。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  副課長。 

○企画財政課副課長（小島 晃君） 企画財政課副

課長の小島と申します。 

  便利バスの関係で、ラッピングバスのデザイン

をした子供たちに、デザインしたバスが５年後に
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なくなるとかという部分を伝えられているかどう

かというご質問かと思います。 

  実際、これ、６年ぐらい前の話になってしまう

ので、その当時どのような形で伝えていたかとい

う部分はちょっと今手元にもございませんので、

何とも言えない部分はあるんですが、恐らくの話

になってしまいますが、そこまで、５年後にはな

くなりますよというところまでは伝えていないと

思います。実際、今回５年間走りますバスに対し

てのラッピングのデザインをお願いしますという

ことでの募集は多分していると思います。ただ、

その５年後になくなるというところまでは伝えて

いないかなというところです。 

  今後なんですが、今後、また同じような形でラ

ッピングバスのデザインをお願い、募集をすると

いうような状況になった場合には、当然、そこの

部分はきちんと伝えて、その上で応募していただ

くような形で募集をかけたいと思っておりますの

で、よろしくお願いいたします。 

○委員長（西村茂久君） 丸山委員。 

○委員（丸山妙子君） ふるさと納税のほうは、は

い、よろしくお願いします。 

  一般質問でも、はい、角野議員からも出ていた、

私、ああ、そうだ、そうだとちょっと、図書費と

か、図書館とか、本の助成とか、やっぱり子供の

未来で、私とかはもう本当、町の財政でどうして

も道路とかの標示、交通安全標示でも金額がどう

してもどんどん減っている中で、例えば安全・安

心とかそういうものに使うとか、やっぱり子供た

ちを守るとか、未来を託すとか、何かそういうの

はもうちょっと具体的にしていっていただけたら

いいなと思います。よろしくお願いします。 

  もう１点、バスなんですけれども、以前の中田

バスはもうかなりひどい、古いのがずっと走って

いましたよね。それで何か５年とかはすごい私と

しては短い感覚がありまして、例えば新しく朝日

に変わったわけですけれども、そのときにバスに

対してありがとうみたいな、まさかなくなっちゃ

うと、私もあの絵がなくなるという感覚がなかっ

たんですね。何か私の感覚ですけれども、だから

何かやっぱりちゃんと子供の絵を使うんだったら、

やっぱりそれを尊重するやり方というのを、今後

また募集とかしていくときは大事にしていってい

ただきたいと思いますので、そこはしっかりとお

願いいたします。 

  はい、以上です。 

○委員長（西村茂久君） 質疑はありますか。 

  山下委員。 

○委員（山下秋夫君） １点だけちょっとお願いし

ます。山下です。 

  成果書ですか、説明書88ページ、予算書では同

じく88ページで、統計調査事業となります。 

  このことについてちょっとお聞きしたいんです

けれども、この３点ほど書いてあるんですけれど

も、学校基本調査、令和４年度の就業者基本調査、

あと令和５年度の住宅宅地調査ですか、そのよう

に書いてあるんですけれども、これは、これを調

査して、目的は何をしようとしているんでしょう

かね。１つはそのことなんです。 

  学校基本調査のことでは、調査対象としては小

学校４校、中学校３校、幼稚園４園。そして説明

の中ではここに書いてあるように、何て書いてあ

るかな、この先生とか学校のそういう生徒や先生、

教職員などの調査をするということを書いてある

んですけれども、このことによってどういう成果

があったのか、これからどういうふうにするのか、

町としてこれを利用して、そういう考えがどうい

うふうに持っているのかちょっと教えていただき

たいなと思っております。 

  それと、２つ、真ん中に書いてある令和４年度
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の就業構造ですよね。この中で、15歳以上の方で

不就業の方などを明らかにするんだみたいなこと

を書いてありますけれども、これによって何が分

かったのか。これからどうしようとしているのか、

これでやって。ちょっと分からないというのが思

いですよ。たた調査してどうするのか。町として

は何を目的に。これは国のやつなんですけれども、

町も利用するわけですよね。町で実施するわけで

すから。そのことについて、どういうふうにする

のか、ちょっと聞きたいなと思っております。 

  あと、令和５年度の住宅、宅地調査ということ

で、ここには住宅等、住宅以外で人が暮らす建物

を調査するんだということを書いてありますけれ

ども、それによって何が分かったのかなと思って、

宮代町では。人が暮らす住宅以外の建物というの

はどういうところがあるのかちょっと分からない

なという感じがするんですけれども、どういうこ

とを調査するのか、これによって。ちょっと教え

て、詳しくお願いしたいなと思っております。 

  以上です。この１点だけお願いします。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  副課長。 

○企画財政課副課長（小島 晃君） 企画財政課副

課長の小島と申しまします。 

  ただいまのご質問に対してお答え申し上げます。 

  統計調査につきましては、今回、ここに記載さ

れているのが３つの統計調査となっています。基

本的には国が行う全国的な統計調査になりますの

で、国の目的の中でやっているというところです。 

  統計法に基づく基幹統計調査という部分になっ

てくるもので、５年に一度全国一斉に行われてい

るものです。学校基本調査につきましては、例年

行っているような状況でございます。 

  そのような状況で、統計法に基づく基幹統計、

就業構造基本統計を作成するための統計調査とい

う形になっておりまして、国民の就業だとか不就

業の状況を把握して、全国とか、あとは地域ごと

の就業の構造とかを調べた結果を基礎資料として

国が取りまとめていくという状況です。 

  町に関しましては、国のその統計の調査を行う

ための協力をしているというところの中で行って

いる状況です。 

  何が分かったのかという部分ではありますが、

これ、すぐ調査したからすぐ何かこういう状況で

すというのが分かるものではなくて、国が調査の

結果を分析等々を行いまして、今、日本の中で何

が必要かという部分を施策としてその後に出して

くるような状況になっております。ちょっと雑駁

な説明になってしまったんですが、以上でござい

ます。 

○委員長（西村茂久君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） これは国でやるということ

は分かっているんですよ。ただ、町としても、実

施するのは町なんですよね。宮代町の状況という

のは分かっているはずなんだと思いますよ。この

こと、調査した。ただ単に国から言われたからマ

ル秘でみんなポストの中に入れたというわけじゃ

ないでしょう。調査員は宮代町の人を頼んでやっ

ているわけですから、その辺のところで何が分か

ったのかというのは、町でも把握、何のために調

査しているのか分からないですよ、それじゃない

と。分かっている範囲だけでもいいから教えてい

ただければありがたいなと思っております。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  副課長。 

○企画財政課副課長（小島 晃君） 企画財政課副

課長の小島と申しまします。 

  統計調査になりますので、統計法というものが

あります。その中で、町が国から依頼をされて実

施のほうは行うものでありますが、統計法上、町
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のほうでその中身を分析するとかという部分がで

きないことになっておりまして、きちんとその統

計の調査の項目上埋まっているかどうかとか、調

査した内容が全部そろっているかどうかという部

分のチェックのみになっております。その上で、

きちんと調査票がそろっているかどうかという部

分の中で、そろっている状況になった段階で国の

ほうに上げていくという形になっていきますので、

調査した段階では、町のほうではちょっと中身ま

では分析ができない状況にはなってしまう状況で

ございます。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 何か分かりました。内容は

そういうことということで。 

  ただ、例えば就業の問題については、どのくら

い就業しているのか、就業していない人はどのく

らいいたのかぐらいは分かると思いますよ。その

辺のところの裏で、こう統計として出てくるはず

ですから、何人就業できていないんだとか、宮代

町の中で、２番目の令和４年度の就業構造ですよ

ね。そういうところぐらいは分かると思いますよ、

細かいところまでは。じゃなかったら、じゃ、何

のために出しているのか。ただ町は下請に出して、

あとは知りませんということなんですか。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  課長。 

○企画財政課長（菅原隆行君） 企画財政課長、菅

原です。 

  ご質疑いただいております、ご質問いただいて

おります就業構造基本調査なんですけれども、調

査の趣旨は、働いている方、その世帯で働いてい

る方というのがどれぐらいいるのか。また、その

働き方というのが今の時代に合わせてどういうふ

うに変わってきているのか、そういったものをま

ずひとつ調査します。 

  それから、不就業の場合は、働いていない割合

とかを調べるのと、なぜ働いていないのか。どう

いう条件、あるいはどういう状況になったら働く

気が起きるのか。そういったところを項目として

調査をかけておりまして、その取りまとまった結

果というのは、国、都道府県、それから市町村レ

ベルで言うと30万人以上の政令指定都市等という

ふうに取りまとめになっておりますので、これ、

町単体で今どういう状況かというのは正直把握で

きていないところでもあります。 

  その下の住宅・土地の調査単位区設定というの

は、今年度行っている調査をする材料集めという

ことで、どの地区に何軒ぐらいの家が建っている

かという地図を作るためのプレ調査というふうに

なっております。この住宅・土地、今年度、今や

っているんですけれども、これについては町のほ

うでも１軒ずつ回っておりますので、空き地、空

き家がどれぐらいあるかですとか、そのぐらいに

ついては把握はできるかなというふうには思って

おります。 

  今後の活用につきましても、その就業構造基本

調査につきまして、その全体の状況から、今、お

話ししたような傾向をはかるということはできる

のかなというふうに思っております。住宅・土地

につきましても、空き家の利活用について、町と

しての検討をするというところでは活用できるの

かなというふうに思っております。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 質疑はありますか。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（西村茂久君） ないようですので、以上

で企画財政課の質疑を終了いたします。 

  ここで暫時休憩いたします。 
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休憩 午後 ５時３４分 

 

再開 午後 ５時３５分 

 

○委員長（西村茂久君） 再開いたします。 

  それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

────────── ◇ ────────── 

 

◎議案第２７号の審査（会計室） 

○委員長（西村茂久君） これより会計室の審査を

行います。 

  質疑に入る前に、本日出席している説明員の紹

介をお願いします。 

○会計管理者兼会計室長（宮野輝彦君） 会計管理

者の宮野と申しまします。どうぞよろしくお願い

いたします。 

  担当の紹介させていただきます。 

○会計担当主査（齋藤幸成君） 会計担当主査の齋

藤と申しまします。よろしくお願いいたします。 

○委員長（西村茂久君） 既に本会議において説明

済みですので、直ちに質疑に入ります。 

  なお、答弁に当たっては、所属、氏名を述べて

いただくようよろしくお願いいたします。 

  歳入、歳出、一括して質疑をお受けいたします。 

  質疑はありますか。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（西村茂久君） ないようですので、以上

で会計室の質疑を終了いたします。 

 

────────── ◇ ────────── 

 

◎延会の宣告 

○委員長（西村茂久君） 本日はこの程度にとどめ、

次回は９月13日水曜日午前10時から委員会を開き、

引き続き町民生活課関係の審査から始めたいと思

います。 

  これにて延会いたします。 

 

延会 午後 ５時３７分 



 
 
 
 
 
 
 
 

決 算 特 別 委 員 会 

 
 

第 ２ 日 



－７０－ 

開会 午前１０時００分 

 

◎開会の宣告 

○委員長（西村茂久君） 皆さんおはようございま

す。 

  ただいまの出席委員は11名であります。定足数

に達しておりますので、９月11日に引き続き決算

特別委員会を開会いたします。 

 

────────── ◇ ────────── 

 

◎諸般の報告 

○委員長（西村茂久君） 諸般の報告をいたします。 

  山下委員におかれましては本日委員会欠席の連

絡を受けておりますので、ご報告を申し上げます。 

 

────────── ◇ ────────── 

 

◎議案第２７号の審査（町民生活課） 

○委員長（西村茂久君） これより町民生活課の審

査を行います。 

  質疑に入る前に本日出席している説明員の紹介

をお願いいたします。 

○町民生活課長（吉永吉正君） 皆様、おはようご

ざいます。町民生活課長の吉永です。本日はどう

ぞよろしくお願いいたします。 

  それでは、出席している職員の自己紹介をさせ

ていただきます。 

○町民生活課副課長（新井庸一君） おはようござ

います。町民生活課副課長の新井と申します。よ

ろしくお願いいたします。 

○町民生活課主幹（横溝秀武君） おはようござい

ます。町民生活課交通安全消防担当主幹の横溝と

申します。よろしくお願いいたします。 

○交通安全・消防担当主査（長瀬昇之君） おはよ

うございます。町民生活課交通安全・消防担当主

査の長瀬と申します。よろしくお願いいたします。 

○町民生活課主幹（関根雅治君） おはようござい

ます。同じく町民生活課地域振興担当主幹の関根

と申します。よろしくお願いします。 

○地域振興担当主査（加藤正久君） おはようござ

います。町民生活課地域振興担当主査の加藤と申

します。よろしくお願いします。 

○危機管理担当主査（髙林優子君） おはようござ

います。町民生活課危機管理担当の主査、髙林で

ございます。よろしくお願いいたします。 

○委員長（西村茂久君） 既に本会議において説明

済みですので、直ちに質疑に入ります。 

  なお、答弁に当たりましては挙手、所属、氏名

を述べていただくようよろしくお願いいたします。 

  歳入歳出と一括して質疑をお受けいたします。 

  質疑はありますか。 

  丸山委員。 

○委員（丸山妙子君） おはようございます。 

  丸山です。よろしくお願いします。 

  何点かお願いいたします。 

  決算書52ページ、説明書100ページの集会所の

修繕維持管理費の補助についてです。 

  年々着実に改修、進んでいるのですが、今後の

全部一応改修っていつ終わるのか、それとも、全

部はできないから徐々にで延々と続くのか、その

あたりをお願いいたします。 

  ２点目は、決算書74ページ、説明書110ページ

の防犯活動事業です。 

  町の役場の回転灯、あの青い色です、赤色です

か、使用したパトロールの効果、未然に防ぐとい

うことと防止で走っていると思うのですが、ちょ

っと事故を見つけたとか、何かその効果、そのあ

たりお願いいたします。 

  結構走ってくださっているので、お願いします。 
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  ３番目は防犯灯の維持管理についてなんですが、

決算74ページ、同じです、説明書110ページです。 

  防犯灯を着実にＬＥＤ化も進んでついているの

ですが、ずっと50メートル、変わらないんですけ

れども、25メートルの。そのあたりをどう考えて

いるのかということと、ちょっと、結構家が建っ

ている地域で、家が建つと今まで空き地だったと

か畑だったところが家が建つと電信柱の位置が変

わるんです。それでその、位置が変わったときに

結局見えなくなってしまうとかというところがあ

るのですが、今まで維持管理って結構その新しく

新設するとか修繕するとかって２点を挙げていら

っしゃるのですが、その辺り、それと、町の活用

が変わったときはその辺り点検しているのか、地

域住民にちょっと依存しているところなのか、お

願いいたします。 

  それで、あと、防災なのですが、決算書74ペー

ジ、防災、説明書が111ページです。これ、いつ

もちょっと質問させてもらうのですが、テレビ埼

玉で市町村データ放送サービスの利用を66万でや

っていただいていると思うのですが、今年に入っ

てちょっと大雨が降ったときにテレビ埼玉はまだ

全然その情報が出ていない、でも、Ｊ－ＣＯＭは

いち早く出ているんです。その時間差が30分とか

ではなくてすごい、Ｊ－ＣＯＭは早いんです。そ

のあたり、ずっとテレビ埼玉でやっているんです

けれども、ちょっと情報が遅いといつも感じるの

ですが、その辺どうしている、どう考えているの

かお聞きします。 

  あと、５点目が避難所開設訓練についてお伺い

します。 

  決算書76ページ、説明書112ページなんですが、

いろいろと配慮してやっていただいているんです。

その中でこれまでも出ていますけれども、妊婦と

か授乳する方のちょっとプライバシー保護とか、

いい個別のものをつくっていただいているのです

が、そのあたりの検討というのは進んでいるのか、

そこをお聞きします。 

  あと、消防団についてお聞きします。 

  決算書162、説明書114なのですが、新聞でも報

道されていますけれども、団員不足、うちの町も

同じだと思うのですが、手当の、やはり手当って

必要だと思うのですが、そのあたりの見直しはど

う考えているのか、予算のときにも出たのですが、

地域によって協力金が出しているところ、出して

いないところがあるので、手当がなくてもいいよ

うな町の、手当を上げるとか、何かそういう考え

を持っていたほうがいいんじゃないかなと私は思

うのですが、その辺りってお願いします。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  主幹。 

○町民生活課主幹（関根雅治君） 町民生活課地域

振興主幹関根と申します。よろしくお願いします。 

  初めに、私のほうからは集会所修繕の関係にな

ります。 

  説明書の105ページになりますか、修繕補助金

の関係でございますが、集会所の修繕については

今計画してあるものではなく、経年劣化や老朽化

などによりその都度不都合が生じた場合の修繕の

補助をしております。また、２分の１補助のため、

自治会さんのほうの持ち出しもありますので、一

遍には終わらないということで、これは継続的に

担保していくものだと考えております。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  副課長。 

○町民生活課副課長（新井庸一君） 町民生活課副

課長の新井です。 

  幾つかちょっとご回答させていただきます。 
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  まず、決算書74ページ、説明書110ページ、青

色防犯パトロールの効果ということでお話いただ

きました。 

  こちらの効果につきましては、まず、青色防犯

灯のパトロールにつきましては、実際週２回職員

のほうが乗車させていただきまして、パトロール

のほうを実施させております。 

  時間帯につきましては、おおむね子供たちが下

校するであろうという時間、３時過ぎぐらいから

を実施させていただいているような状況でござい

ます。 

  こちらの効果につきましては、まず、一番の効

果というものが、抑止力になるというところが大

きな点になるということが考えております。その

発生状況、延長上に事故等、また、異常があれば

通報するということが一番大きな目標かなという

ふうに思っております。ですので、あくまでも抑

止効果ということであれば、ちょっと結果にはな

かなか見えづらいところもあるとは思うのですが、

現在のところ事故を見つけただとか、そういうも

のを報告受けておりませんので、抑止力にはつな

がっているのではないかなというふうに考えてお

ります。 

  現段階でこの行動をやめるというような話も出

ておりませんので、引き続き継続させていただき

たいというふうに思っております。 

  そして、次の決算書74ページ、同じく説明書の

110ページ、防犯灯の位置です。例えば、新たに

開発が起きて、田んぼが住宅街になったとか、既

存のものがそれによって50メートルというおおむ

ね条件はありますけれども、変わったときの対応

というようなことだったかなというふうに思って

おります。 

  こちらにつきましては、町のほうで基本的にこ

こからこちらに移設するということに関しては、

地主さんの要望ですとか、もちろん、区長さんの

要望でということであれば検討はさせていただい

ておりますが、町のほうから基本的にこの動かし

ましょうというような積極的な動きのほうはさせ

ていただいていない状況にございます。 

  年に１回防犯灯の新設の申請時期もございます。

あとは修繕ですとか、先ほどの緊急的な地主さん

等の要望によって、また、あと、どうしても移設

したいというようなものに対しては随時受け付け

させていただいておりますので、あくまでも依存

というわけではございませんが、地域の方が感じ

ているのが一番正直なところ使っている方が一番

かというふうに思いますので、そちらの声を拾い

上げて対応させていただいているような状況にご

ざいます。 

  そして、もう一つ、同じく決算書74ページ、説

明書110ページ、防災のテレビ埼玉とＪ－ＣＯＭ

の情報発信の伝達情報というんですかね、こちら

のお話をいただいたと思います。 

  テレ玉と、ごめんなさい、テレビ埼玉、テレ玉

とＪ－ＣＯＭにつきましては、町のほうから情報

を発信するということもできるというような状況

になっております。こちらにつきましては、情報

の発信力というものに関しては、やはり町のほう

から呼びかけというものが一番強いというふうに

感じておりますので、こちらにつきましては見て

いる方が、やはり遅いというふうに感じていると

いうことであれば、私たちも申し訳ありませんが

反省しなければならないかなというふうに思って

おりますので、特に防災に特化したものではござ

いませんので、この点の使い方というものを改め

て少し検討させていただきまして、委員からもあ

りましたとおりにお金も払っている部分もござい

ますので、有効活用するような形で少し検討させ

ていただくような形で、所管が町民生活課ですの
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で、それ以外の課にもちょっとお話をさせていた

だきながら有効活用させていただければというふ

うに思っております。 

  そして、もう一つ、決算書76ページ、説明書の

112ページ、避難所訓練の授乳ですとか女性です

とかのプライバシーに関しての検討でございます

が、コロナの時期もございましたので全てとは言

えませんが、年に１回避難所訓練等の開設訓練等

の職員等で行わさせていただいている現状がござ

います。 

  年に１回ということで、これが足りないという

ことでは反省しなければならないということでご

ざいますが、その都度、やはり課題点というもの

が出てきますし、情勢によって先ほどもお話いた

だきましたとおりに女性の問題ですとか、障がい

者の問題ですとか高齢者の問題、あと、最近です

と暑さ対策ですとか寒さ対策、やればやるほど、

やはり問題点というのも出てきますので、この辺

につきましては何をこうしたらいいというのが、

話では出るのですが、100点がなかなか見えない

部分がございますので、これは引き続き検討とい

う形で、こういうふうにしたほうがいいんじゃな

いかという形で実際に体験していただいた方、ま

たはないし体験談ですとか、あとはこのご時世で

すので、インターネット等でいろいろ情報が流れ

ているとは思いますので、こういうものを拾い上

げて訓練で実際やってみて、いいんじゃないかと

いうものができればいいんじゃないかなというこ

とで、課題ということで検討させていただければ

ということで、引き続き事項になってしまうので

すが、そのような形でご理解いただければという

ふうに思っております。 

  以上になります。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  主査。 

○交通安全・消防担当主査（長瀬昇之君） 交通安

全消防担当長瀬です。 

  消防団に関してご質問ありました内容について

回答いたします。 

  予算書161ページ、説明書114ページ、消防団の

関係になります。 

  消防団の手当について見直しはというようなこ

とでお話をいただきました。 

  まず、最初に消防団の手当、どういったものが

あるのかご説明したいと思います。 

  宮代町消防団条例というものがございまして、

こちらの中で手当の内容が定められております。 

  火災出動で放水をした場合、１回当たり3,500

円です。１回の出動時間は２時間以内を一つの単

位としております。 

  火災出動、非放水、放水をしなかった場合、こ

ちらは１回当たり2,500円、１回の出動時間２時

間以内としております。 

  警戒出動、例えば、台風が来ましたとかいうよ

うなときに警戒出動していただくことがあるので

すけれども、そういった場合１回当たり2,000円、

１回の出動時間３時間以内となっております。 

  訓練出動１回当たり2,000円、１回の出動時間

４時間以内となっております。 

  こちらが手当になっております。 

  そのほかに、年額の報酬というのを消防団員さ

んのほうにはお支払いをしております。団長さん

には年額になります、年額17万9,000円、副団長

さん13万5,000円、分団長さん10万円、副分団長

８万7,100円、部長８万3,300円、班長７万8,200

円、団員７万4,100円という形になっております。 

  手当というお話ですと、先ほどお話ししました

出動に関わる手当が該当してくると思うのですが、

これが高いか安いかというところなんですけれど

も、近隣で言うと比較的高いほうの金額になって
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おります。さらにという形になりますと、当然こ

れから500円なり1,000円なりプラスになってきま

すと、それ掛ける人数分という形になりますので、

予算的にはなかなか厳しいものもあるとは思うの

ですが、近隣と比べたときに、東部消防の管内に

おいてはちょっと高いようなところでさらにとな

ると、なかなか難しいところはあるのかなという

ところはあります。 

  当然、募集に関してお手当のほうが高いほうが

入って来るんじゃないのというところもあると思

うのですが、結構そういったお話も伺いますけれ

ども、やはり団員さんのお話を聞きますと、どち

らかというと使命感とか責任感とかそういったこ

との部分でご協力というか、やろうという方のほ

うが多いので、そういった部分に訴えかけるよう

な募集の仕様を今後進めて行ければなと思ってお

ります。さらにお手当も近隣でも高いよみたいな

形のアピールができればいいかなと思っておりま

す。 

  以上になります。 

○委員長（西村茂久君） 丸山委員。 

○委員（丸山妙子君） 丸山です。 

  再質問させていただきます。 

  集会所の修繕は継続的にということで、地域か

ら出てきたものの２分の１はということ、補助す

るということで、継続的にお願いします。 

  あと、青色回転灯の話なんですが、やはりあれ

を見るとちょっと安心するんです。私とかも役場

から出て帰るときにあったりとかしているので、

やはり継続性、抑止力になるというのはすごくあ

るので、ちょっと１点言いたいんだけれども、こ

れ、走るところって結構いつも違うのか、あと、

やはり細い道って結構パトカーとかも何かがあっ

たら入ってくれるんですけれども、なかなかない

ので、やはり人のいないところとかも、やはり通

学路とかあったら、そういうところも回ってくれ

ているのか、そのあたりをちょっともう一回お聞

きいたします。 

  あと、すみません、防犯灯に関してです。 

  ちょっと私、実は近所にあったんですけれども、

今まで土地が畑だったんだけれども、家が建っち

ゃったことによって、家が建つと電信柱が移動し

ます。そうすると、全く防犯灯が奥になってしま

って、全く見えないところが出てきちゃうんです。

防犯灯を移設するときってきちっと役場のほうに

建設会社とか届出があると思うんですが、そうい

うので情報は分かると思うので、そういう、何と

言うか移設しちゃっても本来なら明るい、防犯灯

の意味がなされるところが全くなくなっちゃった

ときは増やすとか、違うところをするとかって、

そういう検討をしてほしいなというのがここのと

ころ私の住んでいる３丁目は非常に家がどんどん

増えているのですが、多分ここだけじゃなくてほ

かも、その地主さんとかはもちろんそこ、移設の

希望があればなんですけれども、そうじゃなくて、

やはり建設会社がしちゃったときに、やはり売出

しのために電信柱を移動するとかというのが必ず

ありますので、そのあたりは町はどう考えている

かということでもう一回お聞きします。 

  あと、テレビ埼玉の防災についてのお知らせな

のですが、本当にかなり時間が違って、やはり心

配になるのでかけるんだけれども、テレビ埼玉は

普通のをやっていて、テロップも流れない。でも、

Ｊ－ＣＯＭは早いんです。Ｊ－ＣＯＭの契約者っ

てまだ、少ないかもしれないんですけれども、や

はり情報とか非常に多いので、そのあたりちょっ

と検討するなり、テレビ埼玉のほうがもうちょっ

と情報を早く出すとか、何かそのあたり、ちょっ

ともう一回お願いいたします。 

  あと、避難所開設なんですが、女性の職員さん
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もいらっしゃるし、すごくやってくださっている

のは分かるのですが、例えば、本当に妊婦さんと

か授乳の方は、さあ、避難しようと思ったときに、

ちょっと特別な、ちょっと着替えの部屋みたいな

ものなんですが、テントがあるとか、あと、こう

いう検討もしていると、完全にできましたという

前よりはこういう検討もしていますみたいな情報

があるといいかなと思うのですが、そのあたりお

願いします。 

  あと、消防団の手当なんですけれども、今ちょ

っと、私もうちょっと出していただいたらその協

力金という負担が区長の間でもちょっと高いよね

という話が出ているというのを聞いたんです。そ

れで、やはり成り手不足だったら、やはりちゃん

と出すものは出す、規約があるので難しいですけ

れども、最低賃金もすごく上がっている中で、３

時間で2,000円とか、訓練だったりいろいろしま

すけれども、どの地域で頑張ってくれている消防

団員さん誰もが同じようにもらえるというのが、

私は必要だし、地域からその区長さんから協力金

の負担が大きいよねという声が、やはり話が出て

いるというのは、やはりここは町が考えるべき、

出していないところもあるわけですから、そうす

ると、やはり不公平が生じてしまうし、自治会の

負担金も来るわけだから、自治会離れにもなっち

ゃうんで、そのあたり、地域より高いというより

消防団の成り手を増やす、しっかりと地域に働い

てくださっている方にはしっかり出すという考え

方を持っていてほしいなと思って、ちょっとその

あたりもう一回お願いします。 

  それで、すみません、１点聞き忘れちゃったん

ですけれども、ちょっとこれ、数字なんですが、

進修館の決算76、説明書113のステップ広場と利

用者のカウントってどう取っているのか。どうい

う人が使っていてカウントになる、ならない。あ

と、進修館もワクチン接種の人数が入っているの

か入っていないのか、ちょっとそこ、数字なんで

すけれども、入っているか入っていないだけ、す

みません、お聞きします。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  副課長。 

○町民生活課副課長（新井庸一君） 町民生活課副

課長の新井です。 

  順次お答えさせていただきます。 

  まず、青色パトロールの走るルートです。こち

らにつきましては、まず、お話しさせて、実際行

く人間にお話しさせていただいているのが、人の

集まるような場所にまず、注意をしてくださいと

いうことですので、例えば、公共施設です。あと、

学校周辺、駅前ですとか、あとはスーパー周辺、

それと、時間帯の関係もありますので、なるべく

通学路を拾うようにしてくださいというような形

にしています。ただ、通学路ですので、子供たち

が行き来する危ないところにもなりますので、気

をつけてくださいということはお話しさせていた

だいております。 

  また、先日姫宮の北団地、南団地のほうで火災

等もございましたので、こういう事件とか情報が

あったときには、行く前に特に重点的にパトロー

ルしていただきたいという形での助言をさせてい

ただきまして、実際出向いていただいているのが

現状でございます。 

  人のいないところというところもございますし、

実際のところは２時間実施させていただいており

ますので、２時間くまなくなるべく、何というん

ですかね、物騒なところというか怪しいようなと

ころにつきましては、気づいたら行ってください

というような形でお話しさせていただいておりま

す。ですので、ルートはちょっと設定はしていな

いのですが、行くところのポイントというものを
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助言させていただきまして、実施していただいて

いるのが現状でございます。 

  それと、２点目の防犯灯の設置の関係です。 

  お話いただいたとおり、ちょっと大きな開発が

ありますと、例えば、既存にあった防犯灯をこっ

ちに動かしたいというようなお話もございます。

これにつきましては、計画の段階で私どものほう

に情報が来ますので、そのお返し、回答をする中

で防犯灯ないし特にカーブミラーとかもあったり

はするのですが、こういうものの移設なんかを考

えている場合には、事前にこちらと協議してくだ

さいという話を業者さんのほうにはお話しさせて

いただいております。その中で移設がある、あと

はないというものについてお話をさせていただき

まして、特に撤去ですとか移設というものに関し

ては、今度は移設先の問題もございますし、逆に

撤去の問題に関しては本当に危なくないのという

ような問題もございますので、その点を調整させ

ていただいた上で業者さんのほうにご理解いただ

いて、移設するなり撤去するなりというものをお

話しをさせていただいております。 

  移設した、撤去したことによって危ないという

ことであれば、逆に私どものほうからお話をさせ

ていただきまして、ここ暗くなっちゃうけれども、

新しくつけるとかそういう発想はないのとか、と

いうものを助言というかアドバイスですとか、そ

のような調整はさせていただいております。 

  もちろん、区長さん等も含めてお話をいただく

こともありますが、一応そのような形で一応調整

はさせていただいているという形でご理解いただ

ければなというふうに思います。 

  ただ、最終的に業者さんないし地主さんのほう

が設置するということになると、負担も出てくる

ということで、なかなか難航するときもあります

けれども、その点は地域のためということでご理

解をいただいて実施していただいているというの

が現状でございます。 

  それと、もう一つ、テレビ埼玉の情報力のスピ

ードです。 

  私どももその入力して発信することもできるの

ですけれども、最終的なシステムと言うんですか

ね、動かし方というのはどうしてもテレビ埼玉さ

んのほうに依存するしかございませんので、その

システムの中でいかに早く情報をだせるかという

ものをちょっと私どものほうで反省点として、今

後どうしていきたいというのはちょっと考えさせ

ていただければなというふうに思っております。 

  それと、避難所の要援助者とか支援者に対して

の考え方ですが、お話しいただいたとおりに実際

に必要性というものは感じております。なので、

具体的にと言われるとちょっと今、なかなか難し

いものがあるのですけれども、ただ、妊婦さんで

すとか、あとはそうですね、女性への配慮という

のは必ず必要ですので、安易にとは申し訳ないの

ですけれども、例えば、授乳室とよく呼ばれるも

のですとか、女性の更衣室ですとか、あとはトイ

レなんかの部分につきましては、物理的に区画を

割って、そういうブースをつくっていく、また、

つくっただけでは今度防犯上の話も出てきますの

で、そういうところに人が配置するだとか、すご

く目につきやすいような環境をつくるですとか、

というものを配慮しながら避難所でどういう形で

設営するというのも踏まえて、今後検討させてい

ただければなというふうに考えております。 

  私からは以上になります。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  主幹。 

○町民生活課主幹（関根雅治君） 地域振興主幹関

根でございます。 

  進修館の利用統計の関係でございます。 
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  特に大ホールになるかと思います。ワクチン接

種の件数、人数が含まれているかどうかというご

質問に対しまして、こちら公共利用ということで

人数は含まれております。実は、令和４年度は一

般がほぼないということになっていますので、こ

の人数は公共事業と、あとは自主事業、進修館の

自主事業は後半工事が入りましたので、その関係

の人の出入りのカウントもしております。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  主査。 

○交通安全・消防担当主査（長瀬昇之君） 交通安

全・消防担当長瀬でございます。 

  消防団の手当の関係、ご質問いただきました。 

  確かに、ちょっと安いんじゃないかというよう

なご指摘につきましては、一般の労働状況と鑑み

ますと非常に厳しい部分はあるかとは思うのです

けれども、消防、協力金という形になりますと、

消防団の運営に関わるお金になってくるのかなと

いうふうに捉えました。そういった形ですと、決

算書の164ページ、消防総務費、26番公課費の一

番最後の段に消防団運営交付金というものがござ

います。こちらで289万円分団のほうに運営の交

付金ということでお渡しをしております。６分団

と、あと、本部の７つの組織にお渡しをしている

金額がございますので、こちらの金額で各分団及

び本部のほうでの活動の資金という形でお渡しを

しているところでございますので、こちらで賄え

ない部分が協力金みたいな形になっているような

可能性もありますので、その辺ちょっと各分団確

認をさせていただきまして、必要性のほうも精査

していきたいと思います。 

  以上になります。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  主幹。 

○町民生活課主幹（関根雅治君） 地域振興担当主

幹関根でございます。 

  先ほど質問の中でスキップ広場の件数の件でご

ざいます。 

  こちらについては、あくまでも件数でございま

す。人数については把握ができない状況になって

いますので、この件数については今年、去年です、

スキップ広場のほうで定例的にキッチンカーであ

ったりとか、あとはマンデーマルシェだったりと

かということで、利用のほうが増えてきていると

いう状況でございます。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） 丸山委員。 

○委員（丸山妙子君） 分かりました。 

  避難所について、やはり台風19号のときとかも

あったのですけれども、やはり、あ、避難しよう

と思ったときには妊婦はちょっと、やはりご自宅

の２階へとか、こういう対応、ここのところでは

やっていますよとか、何かそういう情報があると

ちょっと安心もする、でも、何もないと行ってい

いのか悪いのか、やはり皆さん同じで、ペットを

連れている方とかそういうのは結構進んできてい

るとは思うのですが、やはりその辺り、ちょっと

した配慮が入ると、何かやはり安心すると思うの

で、その辺お願いしたいと思って、これは要望で

す。 

  進修館、ありがとうございます。分かりました。 

  消防団の手当、十分にやっているとか協力金が

あるというと、じゃ、地域からの協力はいらない

でしょ、という話になっちゃうんです。もらって

いるところともらっていないところがあるという

のは本当に消防団員の人は一生懸命やってくださ

っているのに地域によってもらっていない、でも、

もらっているところは基本、そういうことも区長

からも出ているということになると、やはり町が
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きちっと対応していくということだと思うんです。

その辺、その協力金を出していいのか、出してい

けないのかというところもありますので、やはり

町の対応ってしっかりと今後の消防団員さんを増

やすということでも対応していっていただきたい

と思いますので、これも要望です。 

  では、要望で終わります。 

○委員長（西村茂久君） ほかに質疑ありますか。 

  泉委員。 

○委員（泉 伸一郎君） 泉でございます。 

  ダブるのを省きますので、６問質問させていた

だきます。 

  まず、１問目なんですけれども、決算書70ペー

ジ、交通安全対策事業の中で成果書では107ペー

ジになります。下のほうで交通安全母の会による

啓発活動ってあるんですけれども、昨年は百間１

丁目から５丁目をやられていたみたいなんですけ

れども、今回が百間６丁目と百間６丁目と中島と

いうふうになっております。 

  予算的には昨年が８万4,000円、今回８万2,000

円に下がっているんですけれども、訪問件数にし

ますと今回が200件で参加数が15人ってなってい

るんです。昨年は413件回って31人が参加されて

いるということなんですけれども、人数が減った

割には予算は高いんですけれども、これはどうい

う形になっているのかというのと、あと、その訪

問するところが、その百間６丁目とか集中してい

るんですけれども、この順番はどのように決めて

いるのかということをお伺いします。 

  それから、２点目になります。 

  予算書では70ページで、成果書では108ページ

になります。反射鏡なんですけれども、ついでに

110ページの防犯灯についてもつなげたいと思う

のですが、反射鏡が昨年は９基あったわけですけ

れども、今回は３基しかつけておりません。防犯

灯にしましても、昨年は21件だったのが今回は11

か所ということになっているのですけれども、こ

の少なくなった原因というものをお聞きいたしま

す。 

  それから、成果書の111ページになります。上

のほうから四角で４番目です、防災施設維持管理

ということで、浄水器２台、発電機２台という形

で増やしているわけですけれども、この配置場所

を教えていただきたいと思います。昨年は浄水器

が２台で発電機６台ということで、合計ですと12

台配置されているということですので、今回配置

された場所を教えていただきたいと思います。 

  それから、その下。下から３番目の地域防災計

画改定等業務委託、それから、その次の緊急地震

速報電文変更業務委託、これについての説明をお

願いいたします。それが今、４点目になります。 

  それから、決算書76ページになります。成果書

では67ページに戻ります。この中で、みんなで備

える防災力強化促進事業の中で、自主防災組織活

動に対する支援ということになっているんですけ

れども、ここで表組がありまして、防災資機材購

入と、あと、防災拠点整備とあるんですけれども、

この資機材はどういうものになるのか、あと、防

災拠点整備はどういうものを行ったのかというこ

とをお聞きいたします。 

  そして、最後６問目なんですけれども、決算書

76ページ、災害に強いまちづくり啓発事業、成果

書は112ページになります。災害に強いまちづく

り啓発事業の中の地域防災訓練の実施とあります。

その④の訓練内容なんですが、無人航空機ドロー

ン救出訓練、これ、ちょっと私、体育館の中でい

ろいろと見学していたもので、この救出訓練を見

ていなかったものですから、これについてちょっ

と説明をお願いしたいと思います。 

  以上、６点になります。 
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○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  主査。 

○交通安全・消防担当主査（長瀬昇之君） 交通安

全消防担当長瀬です。ご質問にお答えします。 

  母の会の内容になります。決算書70ページ、成

果書、ごめんなさい、説明書107ページです。 

  金額についてなんですけれども、令和３年につ

きましては、母の会のメンバーさん、回っていた

だいた人数が42名になっております。お一人

2,000円の手当をお渡ししておりますので、それ

で８万4,000円、今年につきましては41名の方に

ご協力いただきましたので、実際、延べ人数です、

2,000円で８万2,000円という形になっております。 

  金額の内訳については、以上になります。 

  続きまして、反射鏡の内容に行かせていただき

ます。 

  場所ですね、ごめんなさい。 

  母の会の場所につきましては、こちらにつきま

しては、母の会のメンバーさんに選定のほうはお

任せをしているような状況になっております。百

間エリアが非常に多い形ですけれども、百間エリ

アもちょっと高齢化が進んでいるというふうなと

ころもありますので、順次高齢化の進んでいる場

所のお達者訪問という形で回らせていただいてお

りますので、引き続きエリアのほうの選定につき

ましては、母の会とも相談しながら進めていきた

いと思います。 

  続きまして、反射鏡についてです。 

  今年度の設置台数が３基ということなんですけ

れども、今年度につきましては要望が９基でした。

９か所でした。９か所に対して審査を行いました。 

  反射鏡につきましては、交通安全対策協議会と

いうものの専門部会で審査をしております。第１

回会議が令和４年の９月27日に現地調査を全９か

所を回っております。メンバーといたしましては、

杉戸警察署の交通課長を筆頭に交通指導員、母の

会、さわやかクラブ連合会会長代理の方、あと、

公募の委員の方２名という形で６名の方で実施を

しております。第２回の会議で審査、評点をつけ

た結果をした結果なんですけれども、第２回の会

議が令和４年10月24日に実施をしております。そ

の中で、平均点というよりは、最低ラインのポイ

ント数を超えたものの選定をした結果、この３か

所という形になりました。 

  反射鏡の件については以上になります。 

  場所につきましては、和戸３丁目に３か所設置

をさせていただきました。 

  以上になります。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  副課長。 

○町民生活課副課長（新井庸一君） 町民生活課副

課長の新井です。 

  順次お答えさせていただきます。 

  まず、決算書90ページ、成果書の108ページに

なります。防犯灯の数が昨年度ちょっと減ったと

いうことのお話だったと思いますが、防犯灯につ

きましては区長さんからのご依頼をもってつけて

いくというのをまず、原則とさせていただいてお

る中で、昨年度実際に申請があったのが14件でし

た。このうち10件をつけさせていただきまして、

そのうちさらに１件は町のほうの考え方をもって

１件つけさせていただいているということで11件

というような形になります。ですので、その３年

度との比較につきましては圧倒的に申請件数が減

ったというような現状でございます。 

  そして、もう一つが決算書同じく70ページの成

果書111ページの、浄水器と発電機の関係でござ

いますが、こちらにつきましては購入でなく、保

守点検という形になります。浄水器と発電機につ

きましては、防災倉庫、町のほうで所管している
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防災倉庫に１機ずつ備えておりまして、定期的、

２年に１回点検という形でさせていただいている

のが現状でございます。そして、昨年度実施させ

ていただいたのがこちらの数字と、２台ずつです、

数字というふうになっております。ですので、残

りの分は今年度実際に点検をさせていただくとい

うような形でご理解いただければというふうに思

います。 

  それと、成果書の111ページの地域防災計画改

定等の業務委託、こちらにつきましては、３年度

の繰越事業になっております。こちらの内容の改

定なのですが、国の防災計画の変更ですとか県の

計画の変更、こういうもの、あとはコロナ対策に

よって付加された配慮するような形で計画しなさ

いというようなものですとか、あとは個別避難計

画を策定しなさいですとか、こういうものの改定

部分が出ました。これに併せまして、地域防災計

画の中では地域の状況ということで、例えば、住

民の人数ですとか、世帯数ですとか、こういう数

字のデータを持っておりますので、こちらの改定

を一緒に併せてさせていただいたのですけれども、

実際この数字がタイミング的に令和２年度の国勢

調査の結果を反映したいというような形のもので

ございました。しかし、この国勢調査の結果発表

というのが少し遅れまして、実際に反映させるに

はどうしても年度をまたいでの作業という形にな

ってしまったという形になってしまいまして、今

回令和３年度の繰越分ということで業務委託をさ

せていただいたところです。 

  そして、もう一つ、緊急地震速報電文変更業務

委託、こちらにつきましては、国の地震の周知の

仕方と言うんですかね、観測の仕方というものが

変わりまして、一般に長周期地震動というものの

考え方がプラスされたことによりまして、町で持

っている防災システムの変更をしなければならな

いというのが実際に発生しました。こちらにつき

ましても、やはり３年度の繰越事業ではあるので

すが、国のこちらのその長周期地震動に対応する

ようにというお達しが全国的に出たのが、その通

常で言う次年度の予算に間に合うか間に合わない

かぐらいのところでございまして、宮代町は何と

か当初予算ということで盛らせていただいたとこ

ろではあるのですけれども、全国的にかなり厳し

いというような意見等もございまして、国のほう

から次年度でも構わないというふうなお達しもご

ざいました。ただ、町のほうとしては何とか予算

が間に合いましたので、実際作業に合わせた形で

繰越というものをさせていただきまして、作業を

行ったというのがこちらになります。 

  それと、防災会の支援の資機材ですとか、拠点

整備の購入の内容でございます。実際のところ、

資機材の購入につきましては、全部で11件ござい

ました。どこというのはちょっとあれなんですけ

れども、内容的なものにつきましては、あくまで

も資機材ということで、例えば、消火器を購入し

たりですとかパーテーションを購入したり、あと

はヘルメット、あとは実際使うときのライトです

とか、あとは中ですと救急箱ですとか、あとは、

最近ですとポータブル電源ですとかそれに合わせ

たソーラーパネルというものを実際に購入いただ

いたというところがございます。 

  拠点整備につきましては、実際のところ５件ご

ざいました。こちらにつきましては、集会所を地

域の任意避難所として使う場合にというところも

ございますので、集会所のカーテンを防炎のカー

テンにしたりですとか、あとはＡＥＤを設置した

りですとか、というふうなお話がございまして、

こちらの補助金を使っていただいたという実績が

ございます。 

  あと、もう一つ、決算書76ページ、説明書112
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ページの防災訓練の中での④のドローンの訓練で

ございますが、こちらの内容につきましては一昨

年度防災協定を春日部市のカネショウさんという

業者さんと結ばせていただきまして、ドローンに

よる救助の協定なんですけれども、こちらを結ば

せていただきました。こちらを実際に防災訓練で

やってみるというのが現状でございます。 

  内容につきましては、ドローンが赤外線を下に

発射することによって、瓦礫の中にいる人が分か

ると。ドローンが救出するわけではなくて、その

発見者を周りに通報するというような形でござい

ます。ですので、防災訓練では実際に発射する位

置から実際に瓦礫の下に避難者を立てて、隠れて

いる訓練だったのですけれども、それをドローン

が発見して、ドローンにマイクがついております

ので、そのマイクで要救助者発見というものを周

りの人に伝えると。最終的には消防団の方がその

方を助けるというようなのを体験というよりも実

演というものを今回、前回させていただいたとこ

ろです。一応今年度もご協力いただけるというこ

とですので、同じような訓練を実施させていただ

きまして、少し防災力というものもアピールさせ

ていただければなというふうに思っております。 

  以上になります。 

○委員長（西村茂久君） 泉委員。 

○委員（泉 伸一郎君） ありがとうございました。 

  それでは、再質問させていただきます。 

  まず、１番目のお達者訪問になるのですけれど

も、先ほどの答弁の中で人数がちょっと表に書い

てあるのと違っていたような気がするんですけれ

ども、参加者数というところで、計で15人と書い

てありますよね。表組みだと。それが、先ほど31

人って、じゃなくて、41名っておっしゃったんで

すけれども、これはその差というのはどういうも

のなのかということで、それとあと、そのお達者

訪問の場合、そのここに啓発チラシ等ポスティン

グと書いてあるんですけれども、ポスティングす

るだけで、その訪問して何かご不便がないかとか、

ご不便じゃないや、これ、交通ですからね。何か

啓発するような言葉を相談じゃないですけれども、

されるとかそういうことはしないということなん

でしょうか。まず、それが１つになります。 

  それから、２問目の反射鏡と防犯灯になるんで

すけれども、今回は申請が９でその中で３件、先

ほどその最低ポイント数に達していないとつけら

れないということを聞いたんですけれども、それ

だけ何か厳しい規制があるのかどうかをお聞きい

たします。防犯灯も同じような感じだとは思うの

ですけれども、反射鏡だけで結構です。 

  それから、３問目の浄水器と発電機になるので

すけれども、そうしますと、これはあくまでも新

しく、新規に買ったわけではなくて、点検したと

いうことなわけですね。そうすると、昨年も同じ

ように点検だったということで、そうしますと、

総数が例えば浄水器は何台、町の保管しているも

のは浄水器が何台あって、また、発電機が何台な

のかという総数を教えていただきたいと思います。 

  それから、５問目の地域防災計画改定等業務委

託と緊急地震速報電文変更業務委託、これについ

てはよく分かりました。そうしますと、今回のみ

ということでよろしいということですよね。分か

りました。 

  それから、５問目です。防災資機材、分かりま

した。 

  あと、防災拠点整備も分かりました。 

  あと、６問目の無人航空機ドローンです。これ

はあくまでも協定を結んだところにやっていただ

いたということで、町としてこのドローンを配備

する、そしてまた、その体制にその免許取得とか

の、職員に対してです、そういった研修をすると
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か、そういった考えがあるかないかをお伺いいた

します。よろしくお願いいたします。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  主査。 

○交通安全・消防担当主査（長瀬昇之君） 交通安

全消防担当長瀬です。 

  今の母の会の質問についてお答えいたします。 

  こちらの表、説明書の表についてなんですけれ

ども、こちら主立った高齢者のお達者訪問をメイ

ンとした数字を上げているのですが、このほかに

春の交通安全の出陣式であるとか、交通安全街頭

キャンペーンであるとか、様々な取組にもご参加

をいただいております。そちらの参加人数を合わ

せますと、令和４年度につきましては延べ人数41

名という形になっております。 

  あと、ポスティングの状況についてなんですけ

れども、やはり高齢者の方をご訪問という形にな

りますので、新型コロナの感染の影響もあります

ので、お声がけをすることなく該当の方のお宅の

ほうにポスティングをするようなスタイルを取ら

せていただいています。昔のコロナの前のときに

は当然お声がけをさせていただきまして、やり取

りを、言葉を交わしてというような触れ合いの取

組という形はさせていただいておりました。今後

落ち着きましたらまた、触れ合いの取れるような

取組に戻していきたいと思っております。 

  続きまして、反射鏡の評点についてなんですけ

れども、評点表がありまして、こちらの評点表、

６名の委員の方につけていただいております。評

価の項目といたしまして、１つ目、視認性、２、

要望箇所の交通量、３、車両以外の状況、４、要

望箇所からの確認、５、要望箇所の事故の危険性、

６、通学路としての整備、７、規制による抑制、

すみません、では、もう一度最初から行きます。 

  １、視認性、２、要望箇所の交通量、３、車両

以外の状況、４、要望箇所からの確認、５、要望

箇所の事故の危険性、６、通学路としての整備、

７、規制による抑制、８、見解という形になって

おります。こちらをＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄの点数をつけ

ておりまして、Ａだと10点、Ｂだと５点、Ｃ３点、

Ｄ１点という形で各要望箇所の評点をつけていま

す。その合計点数につきまして、優先度という形

で評価区分をしております。優先度が高いと、順

位が高いとする評点としては70点から100点、優

先順位は中位、真ん中ですよというものが40点か

ら69点、優先順位が低いは39点以下という形にな

っております。この順位で評点をつけさせていた

だきまして、優先度の高い70点以上のものをまず、

優先的に見させていただくという形で判断をして

いる状況でございます。 

  以上になります。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  副課長。 

○町民生活課副課長（新井庸一君） 町民生活課副

課長の新井です。 

  順次お答えさせていただきます。 

  まず、発電機、浄水器の設置台数でございます。

発電機につきましては全部で８台、私たちのほう

で整えさせていただいております。ですので、昨

年度２台実施したということで残りの６台を今年

度点検させていただくというような形になります。

そして、浄水器につきましては４台購入させてい

ただいております。こちらにつきましては、昨年

度２台実施しましたので、今年も２台実施してい

くというような形になっております。 

  次に、ドローンの職員の免許ですとかの取得の

考え方なんですけれども、聞くところによると、

そのドローンの取得につきましては、やはり飛行

時間ですとかどうしてもスクール等に通うような

イメージが取得にどうしても必要になってくると
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いうものをお聞きしております。職員にコーイネ

ンスとか講座とかですとか、集中的に業務を利用

させていただいて取得するということもできるか

なという気はするんですけれども、聞くところに

よるとどうしてもちょっと長期的にわたるような

スクール通学がどうしても必要になってくるとい

うことも聞いておりますので、現実的にはちょっ

と難しいのかなというふうには考えております。

ただ、委員さんおっしゃるとおりにいつでも動か

せるというようなことを考えたときにはそういう

判断も必要なのかなというふうに考えてもおりま

すので、職員が動かせるような環境が整うないし

条件が整うようなものがあれば、少し検討させて

いただければなというふうに考えております。 

  なので、大変申し訳ありません、今現在では職

員の取得というのは現在ではちょっと考えていな

いというのが現状でございます。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） 泉委員。 

○委員（泉 伸一郎君） ありがとうございました。 

  幾つか再々質問させていただきます。 

  お達者訪問で、そういう訪問される場所がメン

バーに任せるということなんですけれども、町の

ほうでは何か、こっちのほうへ行ってもらいたい

というそういう助言というものを今までしたこと

があるかどうかということをお伺いします。 

  それから、反射鏡なんですけれども、70点から

100点が優先的にということなんですけれども、

先ほど言われた最低ポイントっていうのが何点な

のかということをお伺いしたんですけれども、そ

れについて、最低がその70点なのかどうかという

ことをお伺いいたします。 

  それと、浄水器、発電機の数というの、よく分

かりました。 

  それとあと、ドローンなんですけれども、私も

昔、仕事をしていて、出張で牛久のほうの工事を

やるところへ行ったときに、管理の方があるとき

からドローンを使ってその工事の状況の進捗とか

を調べ始めたんですね、すごい広い地域ですから

歩いて回ると大変ですけれども、ドローンで確認

するとすごく早く済んでしまうというか、すごい

効率的だなと感じたので、こういう災害には本当

に重要なポストになるんではないかと思ったんで

すね。ドローンに関しては、職員の方でも趣味で

個人的にやっている方がいたりするんではないか

なということを期待していたんですけれども、も

しそういう方がいらしたら、何か協力できるよう

なシステムづくりみたいなのを考えていただけれ

ばどうかと思うんですが、その点についてお伺い

いたします。 

  ３点お願いいたします。 

○委員長（西村茂久君） ここで休憩いたします。 

  再開は11時20分とします。 

 

休憩 午前１１時０１分 

 

再開 午前１１時１８分 

 

○委員長（西村茂久君） 再開いたします。 

  それでは、休憩前に引き続き町民生活課の質疑

を行います。 

  答弁を求めます。 

  主査。 

○交通安全・消防担当主査（長瀬昇之君） 交通安

全・消防担当、長瀬です。 

  ご質問ありました母の会の訪問場所についてに

なります。 

  母の会自体がボランティアの組織になっており

まして、その事務局的な機能を私どもの交通安全

担当のほうで回っているような状況になっており
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ます。ですので、自主事業という形で母の会さん

のほうでは実施をしていただいているところでは

ございますが、やはり訪問場所につきましては、

町全体をくまなくというところもございます。 

  人数に限りもございますので、ここ数年は百間

エリアを中心にやっていただいておりますが、今

後、姫宮地区であるとか和戸地区であるとか、や

はり住宅密集したエリアがございます、そちらの

高齢者の方が多くなっておりますので、訪問のほ

うをするような形で助成をさせていただきたいと

思います。 

  続きまして、道路反射鏡の基準点というような

お話がございました。評点の中で合計をした中で

の総合での足し算をしたときの優先度の点数のお

話をしたいと思います。優先度が高いと総合で判

断する点数が合計で420点から600点、優先度が中

位だという形が240点から419点、優先度が低いと

いうものが239点以下という形になっております。 

  この中で、昨年度９件要望がございました。そ

の中で一番優先度の高いとされた点数が、実際

378点というような点数になっております。です

ので、今の総合の点数でいくと中のランクになっ

てしまいますが、じゃ、なしというわけにもいき

ませんので、その申請の中での上位の中でどのよ

うにするかというのは協議をさせていただきまし

た。総合点は600点になりますので、せめて半分、

300点は超えていないと土俵に乗せられないよね

というような議論がございました。そのような中

で、今回の審査の中では３つの箇所が設置の箇所

になったんですけれども、そちらの上位３か所の

点数を発表したいと思います。最も高いものが

378点、２番目が358点、次が329点、こちらは設

置しなかったものですが、その次が247点という

形になっております。 

  こういった形になっておりますので、昨年度の

申請９件に対しましては、なしというのも酷な話

になってしまいますので、せめて半分以上は取っ

ているというところで、上位のこの３基について

設置をさせていただいたところでございます。 

  以上になります。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  副課長。 

○町民生活課副課長（新井庸一君） 町民生活課副

課長の新井です。 

  今の補足も踏まえましてお答えさせていただき

ます。 

  先ほど最低点というようなお話をさせていただ

きましたが、実質、最低点が何点というものは持

っていません。昨年はかなりレアケースだったの

かなというふうに思っています。最終的に点数を

比較したときに、かなり低い場所が多かったとい

いう中で、先ほど言ったとおりにゼロというわけ

でもなく、やはり町民から上がってきている以上

は必要なんだという認識の中で、その都度、点数

は低いなりにしろ、やはり優先順位というのは必

要だと思いますので、その中で最低点というか、

基準をつくってというようなご理解をいただけれ

ばと思いますので、その都度臨機応変にやらさせ

ていただいているというような認識でお願いした

いというふうに思います。 

  それともう一つ、ドローンの資格取得の考え方

ですけれども、委員のおっしゃるとおりに、確か

に個人でもしかしたら所有している方もいらっし

ゃるかもしれませんが、ちょっと私どものほうで

そこまで把握しておりません。ただ、防災・防犯

の関係につきましては、そのような有効的な、ま

た効果的な機能というものは必要になってくるか

なというふうに思いますので、これを全面的に打

ち出していくというよりも、協力をお願いするよ

うな形で、少しみんなに浸透させていくというよ



－８５－ 

うなことも踏まえて、そこら辺は検討させていた

だければなというふうに思いますので、よろしく

お願いしたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） ほかに質疑ございますか。 

  塚村委員。 

○委員（塚村香織君） 塚村です。５点質問をさせ

ていただきます。 

  決算書の69、70ページ、成果書の107、108ペー

ジです。交通安全対策事業の、前段でもございま

したけれども道路照明と道路反射鏡について、先

ほど丁寧にご説明いただきましたが、その上でも

う一度ご質問をしたいと思います。 

  こちらの道路照明灯が１基で、反射鏡が３基新

設されて、改修工事もされたということなんです

が、まず、道路照明灯１基について、どちらにつ

けて、どのような修繕をされたのかということと、

あと、この後にも出てくるんですけれども、防犯

灯と道路照明灯の捉え方というか、どのような捉

え方でされているのか、お願いいたします。 

  次に、反射鏡についてなんですけれども、先ほ

どご説明いただいたとおり、適切につけてはいた

だいているということなんですが、この反射鏡に

ついて１つのものか、２つのものかという、そこ

も見ていただいているとは思うんですけれども、

例えば２つついている反射鏡なのに１つしかつか

なかったとか、１つはついたんだけれども十分で

はなかったみたいなお声が後からあったりするの

か。その後のフォローというか、つけた後に、申

請くださった区長さんを通してということで、そ

のフォローはどうなっているのかということをお

伺いいたします。 

  次に、決算書の73、74ページの防犯活動事業に

ついてです。こちらの防犯灯についても先ほどご

説明がありましたので、よく分かったんですけれ

ども、防犯灯についても自治会を通して申請とい

うことなんですけれども、適切に11か所つけられ

たとのことなんですが、自治会を通してというこ

とで、自治会に入っていない方もいらっしゃると

思うんですが、その辺の対応というのはどのよう

にされているのか、お伺いいたします。 

  次に、同じく73、74ページ、防災活動事業につ

いてです。こちらの76ページにありますＡＥＤ賃

借料について、こちら何か所あるのか。この場所

についてはどのように町民の方にお知らせしてい

るのか、お伺いいたします。 

  最後に、同じく75、76ページ、進修館管理事業

についてです。成果書では113ページになるんで

すが、進修館の部屋の利用状況が出ているんです

が、部屋ごとに利用時間というか、その割合何％

を使われたのか、そういう数字、もし出していた

ら教えていただきたいです。 

  それと、利用の予約方法についてなんですけれ

ども、こちらは町のほうでもこのシステムという

のを関わっているのか、指定管理なので指定管理

者のほうがこういうものも全て選択して行ってい

るのか、そのあたりのことをお伺いいたします。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  主査。 

○交通安全・消防担当主査（長瀬昇之君） 交通安

全・消防担当の長瀬です。よろしくお願いいたし

ます。 

  予算書70ページ、説明書108ページ、道路照明

灯と道路反射鏡のご質問をいただきました。 

  道路照明灯の１基につきましては、宮東橋の近

くにあります道路照明灯が老朽化しておりました

ので、そちらのほうを立て替えをさせていただい

たものになります。 

  修繕につきましても、同じような形で、玉切れ
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になってしまったものをＬＥＤ化したものがその

近くで何基かありました。そのような形になって

おります。 

  道路照明と防犯灯の違いというようなお話もご

ざいました。道路照明というのは、言葉のとおり

道路を照らす形になりますので、車道を照らすの

がメインになります。交通安全という形でいきま

すと、事故の防止という形で道路を照らすという

形ですね。ですので、比較的大きな通りに設置を

されているものが多い形になります。 

  防犯灯につきましては、防犯になりますので、

生活道路を中心に、歩道であるとか人が歩くとこ

ろに設置をしているような形になります。 

  続きまして、道路反射鏡の１面、２面の違いと

いうところだというふうにお伺いしたところです

が、こちらにつきましては、もう要望の段階で２

面つけてくださいであるとか、１面つけてくださ

いというような要望に基づきまして、それに合わ

せて増加をさせていただいております。全部２面

必要というわけではなくて、反対側は通りが見え

たりというところもございますので、そちらの状

況に合わせて設置をさせていただいているところ

でございます。 

  以上になります。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  副課長。 

○町民生活課副課長（新井庸一君） 町民生活課副

課長の新井です。 

  順次お答えさせていただきます 

  まず、防犯灯の申請について、自治会に未加入

の方にどのような形でというお話をさせていただ

きました。窓口のほうにも、やはり同様のお話を

いただくケースがございます。そのような場合に

は、ルール的な話としまして、お話しいただきま

したとおりに区長さんを通じてというところがご

ざいますので、自治会未加入の方につきましても

区長さんを通じてという形でお話をさせていただ

いております。もちろん未加入の方につきまして

は、区長さんも知らないという方もいらっしゃい

ますので、その場合には、私ども地域振興担当の

ほうで、理由が正当なものであれば区長さんのほ

うの連絡先のほうをお教えすることもできますの

で、そのような手続をとっていただきまして、区

長さんのお宅にお話いただきたいという形でお願

い差し上げているのが現状でございます。 

  そしてもう一つ、決算書の76ページのＡＥＤの

賃借料の関係でお話をいただきました。こちらに

つきましては、町民生活課分で賃借をしているＡ

ＥＤの使用料を掲載させていただいております。

こちらの内容につきましては、まず、庁舎、小中

学校、あとは町で施設管理している総合運動公園、

進修館、教育センター、それと保健センター、図

書館、資料館、旧ですが生きがい活動センター、

それとはらっパーク、計17台になります。 

  今、お話に出てこなかった公民館等につきまし

ては、現在、教育推進課のほうで賃借料をお払い

しております。ただ、これだけ庁内の課がまたが

る中で、私どものほうで一括して払っている傾向

もございますので、教育推進課等のも、お話をさ

せていただきまして、契約の期間のほうをちょっ

と調整させていただきまして、最終的には町民生

活課一本でＡＥＤの賃借料のほうをお支払いして

いこうかなという形で、今調整のほうをさせてい

ただいております。 

  また、ＡＥＤの周知方法ですが、町のホームペ

ージで検索もできます、また県のホームページ、

それとあとＡＥＤマップというものがネット上に

ありまして、そちらでも検索できるというような

形で一応周知のほうはさせていただいております。

また、もちろん現地に行けば、ＡＥＤがあります
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よというようなシールも貼らさせていただくです

とか、こちらにありますよというような形で周知

させていただいているのが現状でございます。 

  以上になります。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  主幹。 

○町民生活課主幹（関根雅治君） それでは、地域

振興担当の主幹の関根でございます。 

  進修館管理事業説明書の113ページの利用統計

のところから、各部屋の稼働率ということでご質

問がございましたので、お答えいたします。 

  上から順に、大ホールのほうにつきましては

97.8％、小ホールにつきましては65.8％、集会室

については40.5％、研修室が66.4％、食堂につき

ましては27.8％、和室につきましては34.4％、茶

室のほうが18.5％、談話室については29.6％、２

階のロビーにつきましては37.8％、芝生広場につ

いては6.3％、スキップ広場のほうが29.6％、こ

れ件数のほうからはじき出している稼働率になり

ます。 

  一番大きな大ホールの97.8％、ほぼ100％なん

ですが、４月からずっとワクチンの接種会場に使

われていまして、その後、すぐにエアコンの空調

工事に入りましたので、このような数字になって

おります。 

  それから、進修館の予約システム管理の関係で

ございます。こちらについては指定管理者の提案

でシステムの導入がされておりますので、町がシ

ステムを管理しているものではございません。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） 塚村委員。 

○委員（塚村香織君） 塚村です。ありがとうござ

いました。 

  再質問をさせていただきます。 

  まず、69、70ページの交通安全対策の先ほどの

反射鏡と道路照明灯の件についても、分かりまし

た。 

  道路照明灯については、町民の方から要望でき

るようになっているのかということを、まずお伺

いいたします。 

  道路の照明ということで、日工大の通りの商店

街の照明というのも、あそこの道路照明灯になっ

ているのかということと、その道路照明灯の電気

代というのがどこになるのか、交通安全の電気料

というところだと思いますけれども、そういうの

も入っているのかというのをお伺いいたします。 

  次に、73、74ページの防犯灯についてです。こ

ちらは先ほど要望、広報ということで、やはり窓

口によって区長さんへということで、現状そうな

っているということなんですけれども、誰でも気

づいたときに町が把握できるような、例えば今、

そういったフォームみたいなのを作って、すぐ写

真の画像を送って、ここに欲しい、あったらいい

という要望が出せるような方法をとられるほうが、

せっかく町に、ここが危ないからつけてほしいと

いうことを言ったとしても、また自治会にお願い

くださいということで、そういう手間で、いいか

なと思っちゃう方などもいるとは思うので、町全

体として安全ということを考えたときに、もう少

し安全でない場所を把握した方が伝えて、そこで

防犯灯がつけられるというシステムを考えたほう

がいいのではないかと思うんですが、そのシステ

ムについて、ご要望を踏まえてもう一度お話しい

ただければと思います。 

  次に、ＡＥＤに関してなんですけれども、個数

のほうは承知をいたしました。今後増やしていく

のかと、防災訓練等で、やはりＡＥＤがどこにあ

るのか分からないという方も多いので、ハザード

マップに分かりやすく書いてあるのかとか、もう

少し周知をしていただけると、実際に何かあった
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ときにすぐピンとくるということにもなると思い

ます。個数を今後増やしていくのかということを

もう一度お伺いいたします。 

  最後に、進修館管理事業についてなんですけれ

ども、先ほど部屋の稼働率ということでお伺いい

たしました。進修館は駅からも近くて、皆さん利

用をしたいと思っている場所だと思うんですけれ

ども、なかなか借りられていないという現状から、

何か使いづらい部分があるのではないかなど考え

て改善していくという、町のこの数字を把握して

そういうことをご相談して、指定管理者の方と一

緒に考えていっているのか。 

  先ほど予約方法のシステムに関しましても、指

定管理者の意向で導入されたということなんです

が、予約をするのにも結構手間がかかる方法で、

そのあたりももう少し改善する場合は、町のほう

でも、例えばそういったシステムを入れるという

ことでしたら、補助的なものとか、そういうこと

も考える必要があるのかなと思うんですが、その

あたりのことをもう一度お伺いいたします。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  主査。 

○交通安全・消防担当主査（長瀬昇之君） 交通安

全・消防担当、長瀬です。 

  予算書70ページ、説明書108ページの道路照明

についてご質問いただきました。 

  道路照明の住民要望は可能ですかということな

んですが、説明書の108ページで新設１基という

形になっているんですが、実際は既存のものの立

て替えをさせていただきました。私どもの担当で

は、道路照明灯の新設というのは実はやっており

ません。道路担当のほうで設置をしたものの、そ

の後の維持管理を私どものほうの担当で実施をし

ている状況になります。 

  ですので、道路構造の中で必要なものを設置し

ているという形になりますので、要望という形で

はお受けをしていないというようなのが現状にな

ります。 

  続きまして、日本工業大学の商店街の部分の非

常に明るい電気があると思うんですけれども、あ

れについてはどうなんですかということなんです

けれども、それにつきましては日工大の商店会さ

んのほうで設置をしているものです。町のもので

はありません。あわせて、あの道路は県道になる

ので、県のものでもありません。商店会さんのも

のになります。ですので、商店会に設置している

電気の電気代は商店会さんのほうでお支払いをさ

れているという形になります。 

  あわせて道路照明につきましても、町のほうで

設置している道路照明については町、県道の県で

設置しているものは県というような形になってお

ります。 

  併せて、決算の中で言いますと、交通安全対策

費の72ページですが、需用費の中の電気料という

形で決算のほうをさせていただいております。70

ページの245万556円が私どもの管理している道路

照明の電気料という形でお支払いをしている状況

です。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  副課長。 

○町民生活課副課長（新井庸一君） 町民生活副課

長の新井です。 

  防犯灯の関係、特に自治会未加入の方ですとか、

一般の方向けに要望を受け入れられるようなシス

テムがあったほうがいいんではないかというよう

なお話だったと思います。 

  まず、この防犯灯、カーブミラーもそうなんで

すが、区長さんを通じてというもののシステムと
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いうものが、過去に、やはり委員さんのおっしゃ

るとおりに要望いただいたものについて予算のあ

る限りつけていたというような経緯が実際にござ

いました。そうしますと、予算をどんどん使い切

ってしまって、最終的に予算の年度末になるとつ

かなくなってしまうというようなところも実際出

てきたのが現実です。これを平成18年度から見直

しまして、現在の年１回の区長さんに基づく申請

をいただいて検討委員会というものを立ち上げた

中で検討していくというほうが公平性があるだろ

うという形で、現在のシステムというか、やり方

になっております。 

  お話しいただいたとおりに、やはり区長さんに

届かない意見というものもございますし、気づい

たときにいただけるという現状もございますので、

この点につきましては必ず区長さんというものは

原則としてお持ちいただくのは基準としても、や

はり私どもも、そういう危険箇所というものにつ

いては認識しなければならないということがござ

いますので、先ほどもお話しさせていただいたと

おりに、私たちの意向をもって新設するというこ

ともできますので、仮に緊急性があるだとか、ど

うしても今つけなければならないだとかという場

合には、その情報をもって現場のほうを確認させ

ていただいた中で町対応という形もできなくはな

いかなというふうに思いますので、その点につき

ましては、その都度、できる、できないはちょっ

と置いておいても、情報をいただけるというよう

な形での窓口対応ないし受入れというものをさせ

ていただければというふうに思います。 

  現段階では、区長さんを通じてお願いするとい

うものを基準に継続させていただければというふ

うに思っておりますので、ご理解いただければな

というふうに思います。 

  それと、ＡＥＤの場所につきましては、まずＡ

ＥＤの台数なんですけれども、先ほどちょっとお

話しさせていただいた場所につきましては、現在、

町のほうで管理させていただいておりますが、さ

らに、前にもちょっとお話しさせていただきまし

たが、防災の補助金の中で、各自主防災会で集会

所に備えていくというような傾向が今増えており

ます。町としての集会所は指定避難所ではないん

ですけれども、自主防災会の中で自分たちでそう

いう備えをしていこうというような動きがござい

ますので、個数に関しては全部把握はしていない

んですけれども、町内でもそういう自主防災会で

すとか、あとは有名なところですとコンビニエン

スストアなんかは比較的店舗ごとに置いていただ

いているとかという民間力に頼っていると言って

は失礼ですけれども、そういう力が備わってきて

いるという部分もございますので、現段階で公共

施設の中で少し増やしていこうというものはござ

いません。そちらと協働して、この後の周知につ

きましても、こういうところにありますですとか、

何かあったらこちらに飛び込んでくださいという

ような形での周知というものはさせていただけれ

ばというふうに思います。 

  ハザードマップへの記載につきましても、ちょ

うど決算にもありますけれども、昨年度増刷させ

ていただいた部分がありますので、そちらにはな

かなか難しいとは思うんですが、次回以降の増刷

ですとか更新に当たって、その点はちょっと検討

させていただければというふうに思っております

ので、御理解いただきたいというふうに思います。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  主幹。 

○町民生活課主幹（関根雅治君） 地域振興担当、

主幹、関根でございます。 

  進修館のことに関して、利便性もいいので、も
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っと使いやすいようにというお話をいただきまし

た。 

  こちらにつきましては、事務局としましても進

修館の指定管理というよりは、この３年間ワクチ

ン接種会場、それから最後に工事があって、利用

者離れがかなり進んでいるということで、さあ、

いよいよと思ったら、また今年９月から３か月間

接種会場になってしまうというところもあります

ので、これについては町の事業としてワクチン接

種会場ということになっていますので、それが明

けた暁には改善というよりは、もっとＰＲ等をし

て利用者が戻ってくるようなことを指定管理者の

ほうに指導をしていきたいと思っております。 

  それから、予約方法、システムの関係でござい

ます。こちらにつきましては、今ちょうど町のほ

うでもインターネット予約システムの導入に向け

て動いております。この導入の際には、全てそち

らのほうのシステムに変える方向で今指定管理者

と調整しているところです。 

  以上です。よろしくお願いします。 

○委員長（西村茂久君） 塚村委員。 

○委員（塚村香織君） 塚村です。 

  １点目のほうからなんですけれども、道路照明

に関してよくご説明いただきまして、分かりまし

た。宮代はやはり夜暗いというイメージがありま

して、そういうお声もいただいていて、ちょうど

学園通りのあの照明はすごいまぶしいばかりに明

るくしていただいて、それがあるから余計に暗さ

というのを感じてしまうというのもありまして、

何か学園通りのところは商店会の皆様があのよう

につくってくださって、本当に町民の方も感謝さ

れていると思います。もう少し人が歩くような道

路に関しても、町道でしたら必要な部分というの

も出てくるのかなと思うんですが、その辺は、ど

ういうふうにここつけたほうがいいとかという要

望があったりとかで、今検討しているというとこ

ろが、もしあったら最後に教えてください。 

  次に、防犯灯に関してのシステムに関しての経

緯も今ご説明いただきまして、分かりました。全

部申請をしたものをつけなくてはいけないという

ことではなくて、申請があって、検討委員会で検

討してという町民の方が町民の視点に立って、そ

れが見えるようなことをしてくださると、今後い

いかなと思いますので、ご検討くださっていると

いうことなんですけれども、その点を加えさせて

いただきまして要望をさせていただきます。 

  ３点目のＡＥＤに関しては、やはりその周知と

いうことが必要だと思いますので、防災放送が聞

き取りづらいということで防災メールの推進をさ

れていると思うんですけれども、そういったとこ

ろにでもお知らせくださると、皆様見ていると思

いますので、よろしくお願いいたします。 

  最後に、進修館に関して予約は公共施設と同じ

ようにオンラインでできるということで、承知を

いたしました。 

  進修館の方々もいろいろ進修館だよりをリニュ

ーアルしたり、頑張ってくださっているのも存じ

上げております。そういった予約システムも今後

変わるということで、また便利になると思います。 

  最後に１点、もう一度ご質問なんですが、公共

施設の中で進修館がやはり利用しやすいというこ

ともあると思うんですが、例えば市民活動などを

されている方が利用する場合、やはり部屋の料金

というのも負担になってくると思います。また、

そういう市民活動をされている方がいろんな補助

金を利用して部屋代をお支払いしているという流

れもあるので、結局は税金を使わせていただいて

そこをお借りしているということもあるので、例

えば市民活動をされている方はお部屋をどういう

内容で使うのかというところで、お部屋代を無料
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にするとか、二重に補助金をそれに充ててという

ことでしたら、そこでスムーズにできるのではな

いかなとは思うんですが、そのあたり最後にお伺

いいたします。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  主査。 

○交通安全・消防担当主査（長瀬昇之君） 交通安

全・消防担当、長瀬です。 

  道路照明の関係でご質問いただきました。 

  まだ暗いところがあるので、追加の要望はとい

うことでございますが、冒頭ご説明申し上げまし

たとおり、道路照明は車道を照らすものになりま

すので、当然、夜間の車道を走る自動車はヘッド

ライトがついておりますので、基本的には、直線

であればそのヘッドライトで明るさを確保すると。

道路照明については、交差点であるとか、カーブ

であるとか、先の見通しが悪いところを優先に設

置をさせていただいて交通安全の確保に努めてい

るという形になります。 

  ですので、ご質問の中での歩行者が暗いという

形になりますと、道路照明の役割ではなくて防犯

灯の役割になってくると思いますので、道路照明

がついている間のところに歩行者用に防犯灯が設

置されているというようなケースも多々見受けら

れると思いますので、その点については防犯灯の

役割として担っていってもらいたいなというとこ

ろでございます。 

  ですので、今のところ予定はないという形にな

ります。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  主幹。 

○町民生活課主幹（関根雅治君） 地域振興担当、

主幹、関根でございます。 

  ただいま進修館の利用料金と市民活動団体が使

う場合の減免等というお話だったと思います。公

共施設の利用料金については統一されておりまし

て、活動の内容ですとか、団体さんによる無料と

いうのは、障害者手帳を所有している方、学校、

公用に限られているところでございます。 

  委員ご指摘のとおり、進修館の目的としまして

は、様々な方が自由に使える、いわゆる町の縁側

的な建物ということでスタートしております。そ

の１つとしては、２階ロビーの階段上がって左側

の一部のほうが今みんなの広場ということで、市

民活動団体の方がスペースとしては無料で使える

スペースがございます。部屋を一部屋となります

と利用料金というものがありますので、今現在の

ところ、それが無料ですので、減免ということに

はならないのが現状でございます。 

  過去には、コミュニティ協議会の会員は減額と

いうようなサービスもございましたが、今現在は

統一されたことになっておりますので、そういっ

た市民活動の団体が使えるスペース等を有効活用

していただいて活動していただければと思います。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） ほかに質疑ありますか。 

  深井委員。 

○委員（深井義秋君） 深井です。 

  ４問質問させていただきます。決算書52ページ、

説明書で言いますと105ページです。 

  地域コミュニティ活性化事業の中にあります件

で、内容は、豊かな地域づくり推進事業補助金の

交付の中にありますコミュニティ活動支援事業の

地域敬老会開催活動が前年比80万2,620円となっ

ております。これの増になった原因を説明してく

ださい。 

  ２番目としては、同じく説明書の105ページの

自治会長等報奨金の交付が、４年度は850万8,000
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円、それで３年度は、同じ件数なのに857万8,400

円、マイナス７万400円になっております。同じ

件数なのに何で減額になったのか、これをお願い

します。 

  次に、３番目、決算書の72ページ、自転車対策

事業です。こちらは説明書で109ページ、こちら

に放置自転車対策事業で放置自転車の撤去台数が

90台、放置自転車の有効活用（リユース）が販売

台数８台となっておりますが、あと82台はどうし

たのか、これは撤去していないと思うんですが、

それの利用はどうするのかお答えください。 

  次に、４番目として、決算書の162ページ、説

明書の114ページ、消防総務事業ですけれども、

この消防団事業運営の中に団員出動状況５回と書

いてありますが、宮代町では消防活動で救命講習

指導というのを毎年やっておると思うんですが、

これは各自主防災会では何か所行っているか、お

答えください。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  主幹。 

○町民生活課主幹（関根雅治君） 地域振興担当主

幹、関根でございます。 

  １問目、豊かな地域づくり、地域敬老会の前年

比の増額の理由というところでございます。 

  コロナのほうも落ちつきまして、自治会の活動

が徐々に復活しております。それまで役員さんが

集まることもなかなか難しい中、事業活動ができ

ていない状況が続いていたところ、４年度に入り

まして大分コロナが落ちついてきて、それぞれ自

治会の活動が復活をしてきたということで、地域

敬老会の開催地区が増えたところによる増額とい

うことであります。 

  続いて、報奨金の金額７万400円減額している。

件数が変わらず減っている理由につきましては、

報奨金の積算のほうは加入世帯数掛ける800円プ

ラス１万円という積算になっております。つきま

しては、この７万400円の減額については加入世

帯数の減少による減額ということになります。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  主査。 

○交通安全・消防担当主査（長瀬昇之君） 交通安

全・消防担当の長瀬です。 

  ご質問のありました自転車の撤去の状況につい

てご説明申し上げます。決算書72ページ、説明書

109ページです。 

  合計数90台撤去させていただきました。その後、

返却ということで取りに来られた方が15台、リユ

ースという形で町内の自転車業の方にリサイクル

をしていただくので売却した分が８台、あとスク

ラップという形で処分をしたものが44台になりま

す。そうしますと合計で67台、この段階で処分を

しておりまして、残りの23台につきましては、ま

だ決算の段階ですと、山崎の旧浄水場のほうに保

管所を設置しておりまして、そちらに保管をして

おります。それが23台という形になります。内訳

になります。 

  続きまして、女性消防団の救命講習の指導につ

いてになります。説明書114ページに記載をさせ

ていただいております。こちらの５回につきまし

ては、救命講習指導ということで５名の応急手当

認定の補助の資格を持った女性消防団及びその資

格のない女性消防団も合わせてではありますが、

延べ人数で28名の方が、こちらについては消防署

で実施している救命講習に協力いただいた回数を

記載をさせていただいております。 

  自主防災の救命の指導につきましては、基本的

には消防署のほうで実施をしておりまして、その

都度、必要な場合において女性消防団の協力依頼
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が来るんですが、申し訳ございませんが、その回

数については今手元に数字がございませんので、

改めてご報告をさせていただきたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  副課長。 

○町民生活課副課長（新井庸一君） 町民生活課副

課長の新井です。 

  今、長瀬主査のほうから最後にありました消防

団の救命講習についての出動回数なんですけれど

も、私どもで知る限り、去年は２回ほど自主防災

会のほうに出向かせていただいて、道佛の１区、

３区で行っていただきましたＡＥＤ訓練のほうに

消防署さんと一緒に行っていただいたというよう

な実績の報告がございましたので、ご報告させて

いただきます。 

  以上になります。 

○委員長（西村茂久君） 深井委員。 

○委員（深井義秋君） 再質問させていただきます。 

  地域敬老会、新型コロナワクチン感染者がかな

り増えたのが大分落ちついてきたということでご

ざいますが、敬老会を行う町内会には補助金が入

っていると思うんですが、何か所ぐらい補助金を

出しているのか、お答えください。 

  それから、３番目の救命講習でございますが、

自主防災会が道佛の１区と３区で行いましたが、

ほかの自主防災会もかなり宮代町には大勢あるん

ですが、こういう救命講習が以前はかなりあった

んですが、救命講習を町としてもっと進めるよう

にしないんでしょうか。救命講習を受けたときに

は講習修了証というのをもらうことになっており

ますが、私も３回ぐらい受けて、そういう修了証

をもらっております。やはりこういうことは町と

してもっと積極的に進めるべきだと思いますが、

いかがでしょうか、お願いします。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  主幹。 

○町民生活課主幹（関根雅治君） 地域振興主幹、

関根でございます。 

  地域敬老会を開催した地区の数ということで、

敬老会として開催した数については22件の開催が

あります。地区にしますと、合同で開催している

ところもありますので、22ではなくて33地区にな

ります。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  副課長。 

○町民生活課副課長（新井庸一君） 町民生活課副

課長の新井です。 

  救命講習の件でお答えさせていただきます。 

  委員おっしゃるとおりに、救命講習自体の研修

ですとか訓練というのは大事なことだと思ってお

りますので、町のほうとしましても、特に今年な

んですが、コロナが５類に落ち着いてきたという

ことで、自主防災会の活動というのも徐々に復活

しているのが現状でございます。その中で、やっ

ぱり何年ぶりという地区が多いという声を聞きま

すので、何をやっていいか分からないだとか、ど

うしようかというようなご相談もいただいており

ますので、救命講習に限らずに、防災訓練を自主

防災会でやってみたいという方につきましては、

ある程度ほかのところの地区の事例も踏まえて、

こういうのをやったらどうですかというような形

で促進のほうはさせていただいております。その

中で地区としてできることという中で、救命講習

を選択いただくという地区もございますので、こ

の点につきましては、救命講習に限らずにぜひや

っていただきたいという形で、促進のほうはさせ

ていただきたいと思います。 

  また、ちょっと分かりづらいんですけれども、
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修了証がもらえる救命講習につきましては、消防

署のほうが主催している部分がございますので、

とは言いつつも、やはり広めていきたいという部

分につきましては、考え方変わりませんので、広

報等で周知のほうはさせていただいておりますが、

自主防災会のほうに一緒にアピールさせていただ

ければというふうに思っておりますので、よろし

くお願いします。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  主幹。 

○町民生活課主幹（関根雅治君） 地域振興主幹、

関根でございます。 

  先ほど地区の数、33地区と申し上げましたが、

ちょっと足し算を間違えまして、39地区でござい

ます。 

  よろしくお願いします。 

○委員長（西村茂久君） ここで休憩いたします。 

  再開は１時20分とします。 

 

休憩 午後 ０時１４分 

 

再開 午後 １時１７分 

 

○委員長（西村茂久君） 再開いたします。 

  それでは、休憩前に引き続き町民生活課の質疑

を行います。 

  質疑はありますか。 

  小河原委員。 

○委員（小河原 正君） それでは、質問させてい

ただきます。 

  課長以下７人の職員の人がいるから７項目質問

しようと思ったけれども、１項目にします。簡単

な質問です。前段者がいろいろ同じような質問し

ていたから、するのをやめようと思ったけれども、

特に私が聞きたいのは、説明書の114ページの消

防関係、これについて前段者も質問をしていたし、

今度のこの資料にもいろいろ今までの経過が載っ

ていますので、そのことよりも、消防団の活動に

ついてちょっと聞きたいのは、消防団というのは

準公務員ですか。仕事の範囲というのは決まって

いますよね、それを私はもう一回整理したいと思

っているんです。 

  準公務員というのはどういうことなのかを教え

てもらいたい。以前質問したこともありますけれ

ども、それが幾らかなし崩しに崩れているような

うわさも聞いております。ですから、消防団て消

防団員ね。 

  私が聞いておきたいなと思うのは、準公務員の

仕事の範囲を教えてもらいたい。後で法的に問題

があったら問題になると思いますので、今日聞い

ておきたいなと思います。その１点だけです。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  主査。 

○交通安全・消防担当主査（長瀬昇之君） 交通安

全・消防担当の長瀬です。よろしくお願いいたし

ます。 

  消防団の団員さんの位置づけということですが、

消防団の条例がございます、こちらの中で非常勤

の消防団を設置するに当たっては、消防組織法に

基づきまして消防団の設置、非常勤の消防団員の

定数、任命に関する必要な事項を定めるものとい

う形で消防団条例というのが設置されています。 

  ご承知のとおり、消防団員さんというのは、通

常はそれぞれ正業をなされているという中で、そ

れぞれお仕事をされていると、それに併せて公務

としての消防活動についてお仕事していただいて

いるというような形になりますので、純然たる正

規の公務員、私どものような職員と同じ公務員と

いう位置づけではなくて、本業がある中に別とし
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て公務としての消防団のお仕事を担っていただい

ているところで、非常勤の公務員というような位

置づけになっております。 

  ですので、一般的な公務員に必要な欠格的な条

項、禁固刑が科された場合には執行ができにくく

なるので資格を停止するであるとか、懲戒免職の

対象になるとか、そういった通常の公務員と同じ

条件が付されているというような条件になってお

ります。 

  拙い説明でありますが、以上になります。 

○委員長（西村茂久君） 小河原委員。 

○委員（小河原 正君） ちょっと分かったような

分からないような理解なんですけれども、これ大

事なことなんですよ。うっかり消防法に引っかか

ったら大変なことになるんですよね、自治法から

いっても。法的にいってもね。今の説明では、ど

ういうんだか分からないんだ、やっていいのか、

悪いのかというのは幾つかあるわけだよね、消防

団として。一般的な仕事はいいんだけれども、私

が気にしているのは、町会議員が消防団員になれ

るのか、なれないのか。なれないでしょう、本来

なら。私、そう思うんですよ。準公務員法から。

公務員だったら、そうでしょう。それ、はっきり

しておいたほうがいいと思いますよ。 

  準公務員というのはどこまでなんですか。それ

はっきり答えてくださいよ。いいって言うんだっ

たら、それ法的にできると、いいんですよ、でき

るならできても。その説明をちゃんと見せてくだ

さい、そうなりますのでね。 

  取りあえず２回目。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  主査。 

○交通安全・消防担当主査（長瀬昇之君） 交通安

全・消防担当の長瀬です。今のご質問にお答えい

たします。 

  非常勤の公務員になりますので、議員のお立場

でも消防団員にはなれます。あわせて、町の職員

でも消防団員はおります。ですので、公務員が消

防団員をやってはいけないことでは、できないと

いうことはございません。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） 小河原委員。 

○委員（小河原 正君） 民生委員もなれないとい

うのは別な話だけれどもされていますけれども、

消防法の、いいんですよ、できるというんだから。

後で資料を見せてください、できるという法律の。

見せてもらえるのかどうか。後で見せるというん

だったら、それで結構ですから、質問は。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  主査。 

○交通安全・消防担当主査（長瀬昇之君） 交通安

全・消防担当の長瀬です。 

  お調べいたしまして、後でご案内をさせていた

だきたいと思います。 

○委員長（西村茂久君） 小河原委員。 

○委員（小河原 正君） 要望だけれども、早く知

らせてくださいね。時間がありませんので。調べ

るのが１か月も２か月もじゃなくて、すぐ、終わ

ったら、この議会中に見せてください。それだけ

約束してください。 

○委員長（西村茂久君） 課長、あさっての３日目

の特別委員会までには出せますね。どうですか。 

〔発言する人あり〕 

○委員長（西村茂久君） ほかに質疑ございますか。 

  角野委員。 

○委員（角野由紀子君） 角野です。質疑させてい

ただきます。 

  簡単な話なんですが、74ページの防災活動費、

資料で110ページです。防犯灯の電気料のお話で

す。 
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  74の防犯活動事業の需用費、電気料、予備費充

当されています。これなんですが、昨年の決算で

は一括前払い契約をして、あらかじめ前払いをす

ると安くなりますという話であったり、それから

令和４年度の予算審議のときに、前年度より絶対

安くなりますからみたいな感じで、多分、予算額

を下げたんだと思うんです。そうしたら、世の中

的に物価高騰で電気料も高騰して、そしてこうい

う形になって予備費を充用しているという話なん

ですが、これは庁舎とかの電気料に関しては契約

というのはどんなふうにというか、町の契約と同

じやり方というか、同じところでやっているのか

どうか、そういうことをお伺いします。 

  それから、76ページの進修館費の資料のほうの

113ページなんですが、先ほど前段者も稼働率と

いうのが質疑でありましたが、この稼働率という

のはどういう計算でやっているのかお伺いします。 

  それからあと、先ほどの162の消防団費、消防

総務費の報償費、消防団員退職報償金259万とあ

りますが、これはちょっと私も分からないので教

えていただきたいんですが、40ページのほうの歳

入のほうでそれと同じ金額が出ていますよね、こ

れはどこから来るのか、どこから出すのか、その

辺がちょっと分からないので教えてください。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  副課長。 

○町民生活課副課長（新井庸一君） 町民生活課副

課長の新井です。 

  まず、１点目の防犯灯の電気料の関係でご説明

させていただきます。 

  委員ご指摘のとおり、昨年度、事前に一括契約

することで安くなりますというような形をご説明

させていただきました。今年度も同様な形で契約

をさせていただいた状況でございます。それに少

し余裕を見て予算計上させていただいたところで

あります。実際に決算書の中では、そうは言いつ

つもマイナスで流用していたりとかというような

矛盾が実際のところ発生しております。 

  私どもも電気料につきましては少し余裕を持っ

て予算を組ませていただいたという部分がござい

ますので、一度流用という形でかけさせていただ

いた部分がございますが、その後、やはり想像を

ちょっと超えるような高騰があったというところ

がございまして、12月議会か何かで一括で補正を

させていただいたとは思うんですが、防犯灯につ

きましても、やはり足りない部分が発生してしま

ったと、要は、当初の契約から大きく見込みがず

れてしまったというような形で、このような形で

予備費を充当させていただいたというところが現

状でございます。 

  そして、電気の契約先につきましては、庁舎の

ほうもやはり契約先があるんですけれども、使っ

ている金額のワット数というんですか、そういう

ところも全然違いますので、その担当ごとに電気

会社を安いところを調べて、いろいろな形で契約

をしております。防犯灯につきましては、この一

括払いという形での契約のほうをさせていただき

まして、それが一番安いであろうという形で検索

させていただいた中での契約をもって今進めさせ

ていただいている状況ですが、やはりちょっと読

めない部分があったということで、今回このよう

な形で予備費を充当させていただいたというとこ

ろでございます。 

  ですので、契約会社は庁舎とはちょっと違うと

いう形で認識いただければと思います。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  主査。 

○交通安全・消防担当主査（長瀬昇之君） 交通安
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全・消防担当の長瀬です。 

  退職報償金の関係のご質問をいただきました。

歳入の決算、40ページの中に消防団員退職報償金

ということで259万6,000円が入ってきております。

この入ってきている元はどこからかといいますと、

そこの下のほうに行きますと消防団員福祉共済事

業とありますが、これの元のところに福祉共済組

合というところがありまして、そちらの共済組合

から退職報償金が町のほうに入ってきまして、そ

の金額を各退職された消防団員さんにお渡しをし

ているという形になります。昨年は４名お渡しを

しております。 

  以上になります。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  主幹。 

○町民生活課主幹（関根雅治君） 地域振興担当主

幹、関根でございます。 

  先ほどの進修館の稼働率の計算の出し方になり

ます。こちらについては時間ベースでございまし

て、各部屋稼働日数掛ける１日12.5時間の開館時

間となっております。そちらの時間数を実際の合

計時間数で割り返した率が稼働率となっておりま

す。集会室の例でいきますと、先ほど集会室

40.5％と発表させていただきました。こちらにつ

いては年間の稼働時間のほうが4,487.5時間、実

際の集会所が使われた時間の合計が1,819.5時間、

こちらを割り返しますと40.5％ということになり

ます。ほかの部屋も同じように、稼働時間で割り

返した稼働率となっております。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） 角野委員。 

○委員（角野由紀子君） ありがとうございました。 

  防災活動費の電気料は町民生活課が独自で契約

をしているという確認でいいんですね。先ほど12

月議会の補正というのがあったんですけれども、

それは町民生活は補正を出さなかったということ

でよろしいのか、確認します。庁舎とか、みんな

あちこちが高騰した分を出したような気がするん

ですけれども、町民生活は１年契約だから出さな

かったという話なのかどうか、お伺いします。 

  それから、162ページの消防団の４名の退職報

奨金ということで、分かりました。 

  163ページのお金のあれが分からなくて、教え

ていただきたいんですが、18節負担金、補助及び

交付金というので、消防団退職報償金掛金とあり

ますよね、これは毎年、割合で払っていくのかど

うか、その辺がちょっと分からないので、そこも

一緒に教えていただきたいなと思います。 

  それで、今回、職員の被服費を流用して、そし

て退職金に出しているわけですよね、４人になっ

たからということなんですけれども、この出入り

っていうのが、消防団福祉共済会から259万6,000

円入ってきていますという話は分かったんですが、

それが流用というふうな形になっているが、その

辺の出入りと負担金の感じというのがちょっと分

からないので、そこを詳しく教えてください。 

  それから、進修館の管理事業については、時間

で稼働率をやっているということで、分かりまし

た。それでこの稼働率が出たということで分かり

ましたが、小ホール、進修館コミュニティのため

の会館なんですが、議会の本会議場ということで、

あそこの入り口にも小ホールと議会とありますよ

ね、そうしますと、この小ホールの稼働率を議会

とコミュニティ関係のそれとしっかり分ける必要

もあるんじゃないかと思うんですが、その辺お願

いしたいと思います。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  主幹。 

○町民生活課主幹（関根雅治君） 地域振興担当主

幹、関根でございます。 
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  小ホールの議会での使用との時間の区別という

ことで、資料をまとめましたら分けることは可能

ですので、今後、ちょっと分けさせていただいて

記載のほうさせていただきたいと思います。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  副課長。 

○町民生活課副課長（新井庸一君） 町民生活課副

課長の新井です。 

  電気料につきましては、庁内で一度取りまとめ

をして一括でできるような補正という形でお渡し

させていただいて、議決を得られたら配分される

というようなイメージですので、単独では確かに

出していないですけれども、一応手を挙げさせて

いただいて、こちらで補正を行っているというよ

うな状況になります。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  主査。 

○交通安全・消防担当主査（長瀬昇之君） 交通安

全・消防担当の長瀬です。 

  消防団員の掛金についてなんですけれども、１

人１万9,200円で、定数98人おります、現員数でな

くて定数で掛け算した金額が掛金となっております。 

  もう一つ、162ページで報償費のところで流用と

いう形になっておりますが、通常、３月31日付で退

職をされるケースが基本なんですけれども、昨年、

年度期間中、途中で病気で亡くられた方がいらっし

ゃいました。そのため補正ができなかった関係で流

用という形で対応させていただいたものになります。 

  以上になります。 

○委員長（西村茂久君） 角野委員。 

○委員（角野由紀子君） すみません。 

  今の消防団員費の話なんですが、そうしたら、

56万4,000円を１回、向こうの消防団福祉共済の

ほうに払ったということですか。払わないでここ

の報償費に入れちゃったと。その辺をちょっと教

えていただきたいなと思います。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  主査。 

○交通安全・消防担当主査（長瀬昇之君） 交通安

全・消防担当の長瀬と申します。よろしくお願い

します。 

  掛金については、年度当初に共済組合のほうに

払っています。退職報償金につきましては直接、

ご遺族の方にお支払いをしているような状況にな

ります。 

○委員長（西村茂久君） ちょっと答弁が不完全で、

もう一度お願いします。 

  答弁を求めます。 

  副課長。 

○町民生活課副課長（新井庸一君） 町民生活課副

課長の新井です。 

  少しややこしくて申し訳ありません。支出の中

の決算書の162ページの259万6,000円、この中に

56万4,000円が入っているという感覚でお願いし

たいと思います。ですので、町のほうから単独で

お金を支払っているということでなく、先ほどの

組合のほうから全部入ったお金で259万6,000円を

いただいているという形になります。 

○委員長（西村茂久君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午後 １時４４分 

 

再開 午後 １時４６分 

 

○委員長（西村茂久君） 再開します。 

  答弁を求めます。 

  副課長。 

○町民生活課副課長（新井庸一君） 町民生活課副

課長の新井です。 
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  ご説明申し上げます。まず、退職金の掛金と歳

入のほう、ページでいきますと40ページ、消防団

員退職報償金259万6,000円と歳出の162ページの

消防団員退職報償金、この金額がイコールになっ

ていると思います。先ほど言いました掛金といい

ますのは、保険と一緒で、毎年積み立てていくよ

うな掛金になりますので、実際にそことイコール

になることではないということでご理解いただき

たい。なので、歳入で入ってきて259万6,000円と

歳出で支払った退職報償金256万円がイコールの

出と入という形になります。 

  そして、259万6,000円を生み出すために56万

4,000円を流用させていただいたという形になり

ますので、最終的な支出は259万6,000円というよ

うなイメージになります。 

○委員長（西村茂久君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午後 １時４９分 

 

再開 午後 １時５０分 

 

○委員長（西村茂久君） 再開します。 

  主幹。 

○町民生活課主幹（横溝秀武君） 消防交通安全の

横溝と申します。 

  出と入が一緒なんですよね、入ってくるのと出

るのが一緒なんです。その組合のほうから一度入

りまして、それをそのまま退職者のほうにお渡し

するんです。この流用の関係なんですけれども、

当初の退職報償金の金額が203万2,000円だったん

です。先ほど申し上げましたように、３月に現職

の方が亡くなってしまったものですから、報償金

の部分の足りない分56万4,000円を流用していた

だいて、合計額として259万6,000円、組合のほう

から259万6,000円をいただいて、町のほうに入っ

てきて、それを退職者の４人分にお渡ししたとい

うことになります。 

○委員長（西村茂久君） ほかに質疑はありますか。 

  丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 

  それでは、何点かご質問させていただきます。 

  決算ですので、細かい点で分からないところも

ありますのでお願いしたいと思います。 

  まず、決算書51、52ページの総務管理費、１目

一般管理費の地域コミュニティ活性化事業の関係

で、まず、不用額が472万出ております。これの

原因、要因は何なのかが１点。 

  それから、原因の一つにもなるかと思うんです

けれども、一般財団法人自治総合センターが行っ

ているコミュニティ助成金への自治会からの申請

がなかったので支出もなかったと。これはどうい

う理由でないのか。使いづらいのか、そういうこ

とも含めて、なぜ申請がないのか、その点につい

てお伺いいたします。 

  それから、成果書の50ページであります。今回、

令和４年度では地区コミュニティセンターについ

て今年度の４月から開設を目指していましたが、

議員からの意見もあり再検討が必要だということ

で、令和５年の開設はできなかったんですけれど

も、これについての見通しですね。この成果書の

下のほうにも書いてあるように、次はモデル地区

の地区コミュニティセンターの開設、それからモ

デル地区の運営と次の地区の開設準備、あるいは

２か所目の地区コミュニティセンター開設、こう

いうふうに計画されておりますので、その点の見

通しということで伺いたいと思います。 

  続きまして、決算書69ページ、70ページの７目

交通安全対策費の交通安全対策事業でございます

が、この交通指導員は定足数を満たしているのか

どうかということでお尋ねしたいと思います。 
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  続きまして、道路反射鏡あるいは道路照明灯、

道路標示等の新設等々ありました。前段の委員の

何人かの質問がございましたので、私は確認した

いんですが、原則は自治会、区長のほうから申請

をしていただきたいと。これは原則論を言いまし

たが、町としてもどういうところが危険なのかが

分かっている意味を含めて、当然知る必要もあり

ますので、直接でもいいみたいな先ほど答弁あっ

たんですが、それが当然だと思うんですけれども、

例えば具体的に、カーブミラーなんかは２つの自

治会の地域を通っていくと、うちの近くは新中も

ございます、うちのほうは新若、新若の人が県道

春日部蓮田線に出たいときに、どうしても新中の

道路を通っていくときに、今まであったところが、

家を建てるとかいろんな理由で撤去されている。

そこにやっぱり必要だといった場合、自治会のほ

うから申請というと、例えば新中のほうでこれは

必要ない、新若の住民が必要だと、そういう場合

はどういうふうに判断しているのかどうか。町と

しても当然いろいろ理由を聞くんだろうと思いま

すが、そういう場合はどういう判断をしているの

か、その点についてのみお願いしたいと思います。 

  続きまして、決算書の71、72ページの自転車対

策事業であります。109ページの成果書に町営駐

輪場の維持管理ということで、令和３年度よりも

令和４年度のほうが維持管理費が減っております。

これはどういう理由なのかお尋ねをしたいと思い

ます。 

  それから、その下の成果として盗難防止のため

防犯カメラの増設工事を実施したと。この盗難件

数というのはどのぐらいあるんでしょうか。把握

されていると思いますが、その点もお願いしたい

と思います。 

  それから、決算書73、74、次の防災活動事業な

んですけれども、その次のページの75、76ページ

の使用料及び賃借料で、ＡＥＤの賃借料がござい

ます。これも前段の委員の中で質疑等がございま

した。件数だとか内容も聞いて分かったんですけ

れども、やはりＡＥＤを地域にも設置してほしい

という声はあるんですね。実際は難しいところも

あると思うんですけれども、やはり住民の安全を

守るということからどのように増やしていくのか、

その点お尋ねをしたいと思います。 

  それからもう一つ、市町村データ放送利用料、

これはテレビ埼玉のデータ放送などの関係だと思

うんですけれども、これはどういうことなのか、

すみません、ご説明をお願いしたいと思います。 

  続きまして、決算書の75、76ページ、防災コミ

ュニティ促進事業であります。ここで一般財団法

人自治総合センターが行っているコミュニティ助

成金への自主防災組織からの申請採択がなかった

ということなんですけれども、この点についても

ご説明をお願いしたいと思います。 

  それと、これだけ風水害あるいは地震等がいつ

起こるか分からないという中で、近年の自然災害

の死者の多くが65歳以上の高齢者が多いようでご

ざいます。また、障害や難病を持つ方、乳幼児、

外国人、妊産婦といるわけなんですけれども、や

はりこういう方々一人ひとりについて誰が支援し

ていくのか、どこに避難させるのか、これは大事

な問題だと思いますが、これはどこまで進んでい

るのか。もちろんは町は認識を持って検討もして

進めているとは思うんですけれども、進まないと

すれば何がネックになっているのか、その点につ

いてもお尋ねしたいと思います。 

  それから、災害対策について、避難所の協定書

を横町地区の物流施設と結んでおります。この契

約は今年度ですけれども、どのような内容になっ

ているのか。それから、こういった避難所を増や

していくという意味では、日工大との関係はどう
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いうふうになっているのか、その点も併せてお尋

ねしたいと思います。 

  次、75、76ページ、進修館費なんですが、今年

の冒頭、駐車場の拡幅というか、拡張というか、

この問題では来年度、令和６年度からということ

で進めているというお話もありました。この点で

はどういうふうな進捗状況なのか、併せてお尋ね

いたします。 

  それから、161、162ページの消防費の関係です。

ここでは埼玉等消防組合負担金の減額が主な理由

だと、支出済額の関係でそういう説明がございま

した。これはどういう理由なのかお尋ねをしたい

と思います。 

  それから、消防団員の定数の関係ですが、これ

も例年質問もしております。これは全国的な傾向

というふうにマスコミでも書いてありました。大

変な苦労もあるかと思いますけれども、これは今

後どういうふうにされていくのか、その点。 

  それから、前段で委員からも質問がございまし

た消防団への協力金の問題でありますけれども、

協力金を出さなければならないのか、いや、出さ

なくてもいい、こういう議論があるんですけれど

も、自治会としては自治会の人たちの声も二分す

るわけです。自治会は地域独自の訓練もします、

そのときに消防団員の協力も正直あります。そう

いう協力をいただいているから協力金をお願いさ

れたら、これは出さなくちゃいけないですよね。

でも、協力金を出さなければいけないのかどうか。

先ほど消防団員の報奨金については他の自治体よ

りもいいほうだという答弁もございました。そう

いう状況のもとで、これはどうしても出さなくち

ゃいけないのかどうか、その辺、前段の委員も町

のほうからもきちっとこれはすべきではないかと

いうふうな質問だったと思うんですけれども、ち

ょっと曖昧な答弁だったと思うんですけれども、

その辺どうなのかという意味で、私からも質問し

たいんです。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） ここで休憩いたします。 

  再開は２時25分とします。 

 

休憩 午後 ２時１１分 

 

再開 午後 ２時２３分 

 

○委員長（西村茂久君） 再開いたします。 

  それでは、休憩前に引き続き町民生活課の質疑

を行います。 

  答弁を求めます。 

  主査。 

○地域振興担当主査（加藤正久君） 地域振興担当

主査、加藤です。 

  決算書51ページ、52ページの地域コミュニティ

活性化事業の負担金、補助及び交付金の不用額に

ついてお答えします。 

  こちらについては、集会所の補助金について自

治会から上がってきた修繕の見積りが、実際にや

ってみて下がったことによる執行残となっており

ます。 

  あと、地区敬老会の補助金なんですが、こちら

については全76自治会分の予算の積算をしており

まして、実際にやらなかった自治会があったこと

によるものです。 

  あと、コミュニティ助成事業助成金がなかった

ということなんですが、こちらについては毎年76

自治会に紹介をかけまして、県の申請する自治会

があるか手を挙げていただいて、手を挙げる自治

会がなかったため申請をしなかったものでござい

ます。 

  あと、進修館管理事業の駐車場の整備について
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でございます。こちらについては令和６年度に予

算要望すべく設計作業を進めてまいりますので、

ご理解賜りますようよろしくお願いします。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  副課長。 

○町民生活課副課長（新井庸一君） 町民生活課副

課長の新井です。 

  幾つか順次ご回答させていただきます。 

  まず、説明書の50ページ、地区コミュニティセ

ンターの事業の関係でございますが、こちらにつ

きましては昨年度の再検討という考え方を受けま

して、今年度に入りまして地域振興担当のほうで

特に拠点を須賀とかに持たず、庁舎のほうから各

自治会長さん、区長さんのほうに出向いて、訪問

的な聞き取りないしコミュニケーションのとり方

という事業を実施しております。 

  これと並行しまして、実際に須賀地区にコミュ

ニティセンターを開設するという形で検討させて

いただいているところではございますが、今現在、

須賀小学校の再編の動きがかなり急加速してきて

おりまして、この中でコミュニティセンターをど

ういうふうに活用していこうかというものも合わ

せて考えなければならないというような課題も出

てきましたことから、実際に公民館でというお話

もいただいたところではございますが、その部分

も含めて、須賀地区の再編も含めて一緒に考えて

いくという形で、新たにプラスアルファの部分で

課題が出たことから、現在検討中というような形

で、大変申し訳ないんですけれども、継続して検

討しているというような状況でございます。 

  よって、第５次総合計画に書いてあります現在

のスケジュールは遅れぎみになっているのは否め

ない部分ではございますが、そのような状況だと

いうことでご理解いただければというふうに思っ

ております。 

  続きまして、決算書74ページ、ＡＥＤの地域に

も増やすにはというような形でお話しいただきま

した。こちらにつきましては、現在町で把握して

いる町内にあるＡＥＤの数が66基あると把握して

おります。これは埼玉県のＡＥＤマップみたいな

ものがホームページに出ているんですが、こちら

のほうで確認している数です。ですので、登録さ

れていなければもちろんもっとあるのかなという

ような話で考えております。 

  このような中で、徐々にやはり民間さんですと

か、集会所ないしの自主防災会さんでも独自で持

つようになってきたというような傾向も見受けら

れます。持つに当たっては、補助金のほうもうち

のほうでお出しさせていただいている部分もござ

いますので、こういうものを活用いただいて、ぜ

ひ地区防災会の中での計画を立てていただいた上

でどんどん数が増えていければなというふうに思

っております。 

  そして、同じく市町村データの使用料というよ

うなお話がございました。こちらにつきましては、

埼玉テレビのほうに町の情報を発信するための使

用料というふうにお考えいただければと思います。

月額が５万円になりますが、埼玉テレビのデータ

放送という枠に何枠設けるかということで金額が

変わってきます。町のほうでは２枠お願いしてお

りまして、現在、２つの情報であれば一緒に載せ

ることができるというようなことで、何も使って

いないときはイベント情報等ものっけさせていた

だいているんですが、災害時にはそこを使って、

いろんな周知方法の一つとして確保して、皆さん

に周知していくというような形でご理解いただけ

ればというふうに思います。 

  それと、決算書75から76ページの防災コミュニ

ティ助成事業の宝くじ助成金とよく呼ばれるやつ

です。こちらにつきましては、年度１回の申請に
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なるということと、あと上限額が200万円まで助

成が可能になります。負担補助率が、基本的には

200万円まででしたら100％、かなり条件のいい補

助金ではございますが、先ほどの加藤の説明もあ

りましたが、同じような条件ではあるんですけれ

ども、やはり高額になるということと、あと、前

年度から計画していかなければならないというと

ころもございまして、なかなかすぐに手を出して

いくというのが難しいというのが正直なところだ

と思います。 

  過去の実績からいきますと、やはり150万円か

ら200万円もらっていただいているというところ

もありますし、今年度におきましては、たしか川

端地区ですとか宮代台地区でも助成がなされてい

ます。ただ、この宝くじ助成金につきましては、

出したからもらえるというものではありませんの

で、なかなかそこら辺の部分で使いづらいと言わ

れると使いづらい助成金なのかなというふうに思

いますが、ここで採用になれば高額なものも整備

できるというところで、ぜひ手を挙げていただき

たいということで、これからもちょっと普及啓発

のほうはさせていただければなというふうに思っ

ております。 

  そして、災害時の要援護者の活動というか、支

援についてですが、個別施設計画というものを要

援護者につきましてはつくっていかなければなら

ないということがございまして、こちらにつきま

しては町民生活課だけでなく、今現在、健康介護

課と福祉課、それと町民生活課３課でどういうよ

うな形で進めていこうか、かつその数をどんどん

増やしていこうかということで、内部ですけれど

も検討させていただいております。 

  去年につきましては、テスト的に、１人ご了解

をいただいた中で、こういうふうにつくっていく

んだよというような事例をつくらせていただいた

部分もございますが、そちらを勉強させていただ

いた上で、少しでも多くの人、また数が増やせる

ような形で計画を進めていきたいというふうに考

えております。 

  こちらにつきましては区長さんを初め、自主防

災会ですとか、民生委員さんですとか、あとは支

援員さんのお力をかりつつ進めていきたいという

ふうに思っております。 

  続きまして、防災協定の関係で、和戸横町にで

きました大和ハウス工業との協定書の内容でござ

いますが、こちらにつきましては、まず、昨年度

協定させていただきましたのが、主に水害時に高

所避難、高いところへ逃げるというのを目的に倉

庫のほうを一時避難所としてお貸しいただけると

いうような内容になっております。 

  内容としましては、最終的な細かい数字は別と

します。最大で800台近く車が入るというような

お話も伺っております。また、場所によっては

200名程度の一時避難者の確保もできるんではな

いかというような形でお話を伺っております。 

  また、今年度になってしまいますが、５月に同

じ大和ハウスさんの倉庫の中の一部を備蓄倉庫と

してお借りするような協定書のほうも結ばせてい

ただきましたので、この部分がうまく稼働するよ

うな形で、今後は調整というものを進めていけれ

ばというふうに思っております。 

  日工大との関係でございます。日本工業大学に

つきましては、現在、指定避難所として町のほう

で指定させていただいております。即座に開ける

ということではないんですけれども、お話をさせ

ていただきながら避難所として使えるような形で

活動できるということを情報共有させていただき

ながら協力をいただいているような状況でござい

ます。 

  以上です。 
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○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  主査。 

○交通安全・消防担当主査（長瀬昇之君） 交通安

全・消防担当、長瀬です。 

  何点かご質問いただいた順にお答えしていきた

いと思います。 

  まず最初に、交通指導員の定数はということで

ご質問いただきました。定数はございません。定

数はない状況で今取組をしております。 

  現在、交通指導員11名おります。小学校の通学

の見守り活動などを取り組んでいただいていると

ころですが、須賀小学校のエリアで３名、笠原小

学校のエリアで４名、東小学校のエリアで２名、

百間小学校のエリアで２名という形で、合計11名

の指導員さんのほうでご活躍をいただいていると

ころです。 

  各小学校から、こちらの交通指導員さんもう少

し増やしてほしいというようなご要望もいただい

ているところではございますが、交通指導員さん、

あとＰＴＡも合わせて募集のほうを広くお声がけ

をさせていただいて、なるべく多くの指導員さん

にご活躍いただきたいなというような状況です。

町のほうからもいろいろな機会を捉えてお声がけ

をしているところでございます。 

  次に、道路反射鏡の離れた場所の申請について

はどのようにするのかということです。道路反射

鏡の申請に際しましては、民地に設置等、あと日

の光の反射による影響などもございますので、地

元の設置を予定しているところの方の承諾をいた

だくようなこともありますので、基本的には希望

しているエリアの自治会の区長さんからご推薦い

ただくのが望ましいとは思いますが、どうしても

できないということであれば、その承諾をいただ

くような取組がクリアできるようであれば、隣接

の自治会さんからのご申請もいただいている状況

でございます。 

  次に、駐輪場の維持管理費の関係のご質問をい

ただいております。説明書109ページになると思

うんですが、こちらの金額、減額になっているん

ですが、こちら使用料の収入が減額になっている

という形になっております。維持管理費ではなく

て、収入が減額になっている形になります。 

  令和４年と令和３年で減額になっている理由と

しては、駐輪場定期利用というものがございます

が、こちらの件数が合計で定期利用の申込みの数

が下がっております。令和３年度は1,086件定期

利用がございましたが、令和４年につきましては

927件という形で減っております。こちらが減額

の主な理由と考えられます。 

  次に、防犯カメラの利用状況についてというこ

とですが、盗難について私どもで把握しているの

は２件ございました。そのほか、盗難以外の関係

で警察のほうから防犯カメラの情報提供、やはり

同じように２件いただいているような状況でござ

います。 

  続いて、埼玉東部消防組合の負担金の減額につ

いて、理由は何かというようなご質問ございまし

た。こちらにつきましては、東部消防組合が発足

して10年経過しまして、その間、事務事業の合理

化を進めてまいりました。その結果、10年目の昨

年度に当たりましては負担金が減額、ご理解が進

んだことによって減額しているというふうに伺っ

ております。 

  次に、消防団員の定数につきまして、高齢化に

よる団員数が減少傾向にあるんではないかという

ような内容のご質問をいただいております。 

  消防団員98名定員になっておりまして、現在90

名が所属をしております。こちらの状況なんです

けれども、県内64団の状況ですと、64団の合計の

定数が１万5,593人が埼玉県内の定数になってお



－１０５－ 

ります。それに対しまして団員数が１万3,542人、

充足率として86.8％、うち女性の消防団員が731

人、うち学生の団員が222人というような状況に

なっております。これは調査が令和４年４月１日

の数字になっております。 

  それに対しまして、現在、宮代町決算のお話を

させていただいておりますが、令和５年４月１日

の状況でお話しさせていただきますと、宮代町の

定数が98人に対して団員数が90人、充足率が

91.8％、うち女性消防団員が８人、学生消防団員

が２名という形になっております。 

  県内の消防団全体の平均に比べると充足数は高

い状況でございます。また、女性消防団員も近年

非常に多く入団していただいております。さらに、

今年入団した団員さんの中にも学生さんがいたり

とか、少しずつ若返りの傾向はあるのかなという

ふうに感じております。 

  しかしながら、全体的としての平均年齢として

は、団員平均年齢が54.31歳ということで、やは

り50代以降の方が中心となっている部分もござい

ますので、引き続き働き盛りの方が多くなってし

まいますが、30代、40代、若い方が入っていただ

くような取組を続けていきたいと思います。 

  最後に、消防団員の協力金についてのお話がご

ざいました。協力金について、町のほうでは特段、

消防団さんのほうに取りなさいとも、取るなとも

言っていないのが実態でございます。協力員の流

れとしては、やはり委員のほうからお話ありまし

たように、地元の方のお心持ちから発しているよ

うなものであるのかなというふうに理解をしてお

ります。そういった中では、なかなかご負担が高

いということであれば、その点については町のほ

うの対応というのも考える必要があるとは思うん

ですが、町のほうの手当の中においては、消防団

の協力によって自主防災の訓練に出た際には、手

当は先ほどお話ししました金額でお支払いをして

おりますので、手当が出ていないということでは

ないので、その辺はご理解いただければなという

ところでございます。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 

  それでは、何点か再質問させていただきます。 

  51、52ページの地域コミュニティ活性化事業の

不用額については、分かりました。 

  それから、地域コミュニティセンター事業につ

いては、須賀地区の学校関係の再編も含めて検討

していくので、遅れているということなんですが、

これはそうすると、もう学校再編に合わせてとい

うことになるんでしょうか。学校再編で言うと令

和９年ですか、そういうふうになってしまうんで

すけれども、そういった状況になるのかどうか。 

  先ほど言いましたように、前期実行計画の目標

からいくと多少の遅れというか、大幅な遅れにな

ってしまうのか、その辺と、この開設スケジュー

ルが立たない、あるいは遅れるとなると現状の状

況で進めていくのかどうか、その辺お尋ねをした

いと思います。 

  それから、決算書69、70ページの交通安全対策

事業でございます。交通指導員についての各学校

におきましてもう少し増やしてほしいという声も

当然あるかと思うんですけれども、それについて

は募集をかけ、声をかけているということなんで

すけれども、これについての見通しなんですけれ

ども、定数はないにしても、やはり各小学校から

の要望があるとすれば、それに応えなければいけ

ないと思うんですけれども、その点は、これ以上

の策はないのかどうか。もう一歩進めるためには

どうしたらいいのかということでお尋ねしたいと

思います。 
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  それから、先ほど例えばということでカーブミ

ラーの話をしました。設置する場合、その地区の

自治会長が、例えば地主さんのところに立てる場

合、当然、同意とか承諾は必要でありますけれど

も、これは自治会長が自治会で責任持って交渉す

るんですか。町の対応はないんでしょうか。その

点もう一度お尋ねいたします。 

  それから、自転車対策事業については、分かり

ました。 

  75、76ページのＡＥＤの関係でありますけれど

も、これはいざというときのためのＡＥＤであり

ます。ですから、各自治会あるいは防災会でＡＥ

Ｄを持つということは当然なんですけれども、い

ざというときに実際使えないと。うちの自治会で

もこういう問題が上がりました。じゃ近くの公民

館に設置して、それを使うときに一々こじ開けて

いかなくちゃいけない。だから、常時使えるよう

なＡＥＤを地域にということなんですけれども、

そうすると管理だとか保全だとか、町とすれば当

然そういう問題も出てくるかと思うんですけれど

も、最近では学校の門の近くに設置して、ほかの

自治体の例でいくと、そういう設置で地域から歓

迎されている。そういうところにＡＥＤが増やさ

れているという声も聞いているんですけれども、

そういった検討もされていいのかなと思いますけ

れども、現状どういうふうにされているのか、も

う一度伺いたいと思います。 

  それから、同じく使用料、賃借料のテレビ埼玉

の関係では、分かりました。 

  それから、コミュニティ促進事業の不用額につ

いても、分かりました。 

  要援護者の関係でありますけれども、やはり先

ほども町民生活課あるいは健康介護課、福祉課と

の関係、それから民生委員さん等の力をかりて進

めていきたいということなんですけれども、これ

具体化しないといけないと思うんですね。健康介

護課では、こういうときにはどうしたらいいです

か、助けを求めますかというアンケートも取って

いたところなんですけれども、本当に老夫婦の場

合はすごく心配だということで、いざというとき

には助けてほしいという切実な声もあるんですけ

れども、実際は進んでいない。どこがどういうふ

うにって、いろんなハードルはありますよ、さっ

き言った庁舎内の横の連絡、それから個人情報の

保護の問題とか、いろいろクリアしなければいけ

ない問題があるので、これは一つ一つやっていか

ないと進まないですよね。ですから、どうして遅

れているのかというのは、地域の自治会では、国

や県がこういうふうにしなさいって来ていないか

ら、町もそれに合わせているんじゃないかみたい

な、そういう変な声もあるんですよ。だから、そ

うじゃないということでやっていかなければいけ

ないと思うんですけれども、そういう点では目標

をきちっと設定しないと、だらだらしていくんじ

ゃないかなというふうに思うんですけれども。 

  私がすごく危惧しているのは、自治会があると

ころはいいけれども、最近、自治会に参加してい

ない方もいますよね、この加入率が65％だと。そ

うすると35％の中にこういう要援護者がいると、

この人たちの安全が守られないということになっ

てしまうわけで、これはゆゆしき事態だと思うの

で、やはりそれと同時に進めなければいけないと

思うんですけれども、その点どうなんでしょうか。

目標を持ってやっていく、当然だと思うんですけ

れども、その点お尋ねいたします。 

  それから、進修館の関係で駐車場の拡張なんで

すけれども、次年度で設計して、実際、駐車場と

して広くなるのは、さらに令和７年度ということ

になるのか、もう一度確認です。 

  それから、災害対策の関係で、日工大の話がさ
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れました。これは指定避難所として確認されてい

るのか。以前、台風19号でしたか、二、三年前。

そのときに、やはり住民の中には日工大も避難所

になっているというふうに間違った情報が町民の

中にもあったと思うんですけれども、そういう意

味では増やしていかなければいけないんですけれ

ども、日工大は大きな宮代の資源ですから、この

ことについて指定避難所になっているんですねと

いうことで確認したいんですが。そうなっていれ

ば、それで結構だと思います。 

  最後に、消防団への協力金の問題です。町とし

ては原則、協力金はもらわない、寄附金じゃない

ですけれども、ちょっと違いますけれども、寄附

金はもらわない、そういうものはしないというの

と同じように、消防団への協力金、先ほども前段

の議員さんも言ったように、やるところとやらな

いところがあるのは不公平だし、先ほどの答弁だ

と、地元の心持ちかなと。負担が高いということ

であればということなんですけれども、負担なん

だから負担なんですよ。これはある、ないが問題

でしょう、金額じゃなくて。そういう不公平があ

っていいのかどうか。負担が高いということであ

れば、それはみたいな答弁だったんですけれども、

これは原則なしと言えないのか。はっきりしない

と、やっぱり自治会でもはっきりしませんよ。 

  私はね、心苦しいですよ、消防分団員が定足数

にもなっていないし、なかなか募集もかけるのが

大変だ、そういうところへ来て、さらに協力金が

もらえない、踏んだり蹴ったりですよね、消防団

員からすれば。私はあえて言っているんですけれ

ども、それじゃおかしいでしょうと。じゃ協力を

もらう自治会は、防災訓練をやっている自治会は

協力を分団員からいただいているから協力金を出

すと、じゃ防災訓練をやって、しかも協力金も払

う、じゃ全然やらないほうがいいのかみたいにな

ってしまうんで、それは違うと思いますので、こ

こは町のほうからきちっとしていただきたいと思

うんですよ。そういう趣旨で質問したつもりです。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  主査。 

○地域振興担当主査（加藤正久君） 地域振興担当

主査、加藤でございます。 

  先ほど進修館管理事業の進修館の駐車場の舗装

工事につきまして質問いただきました。こちらに

つきましては、今現在設計のほうを進めてまいり

まして、令和６年度に予算要望してまいります。

予定では令和６年度中に着工をいたしまして、令

和６年度中に竣工ということで考えておりますの

で、ご理解賜りますようよろしくお願いします。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  副課長。 

○町民生活課副課長（新井庸一君） 町民生活課副

課長の新井です。 

  順次お答えさせていただきます。 

  まず、地区コミュニティセンターについてでご

ざいます。令和９年度に須賀小学校の再編が今計

画されているという中での遅れに関してでござい

ますが、先ほどもちょっとお話しさせていただき

ましたとおり、やはりそちらの開設に合わせて検

討していくというのも含めて検討していくという

ような形になっております。しかし、お話しされ

たとおりに、総合計画では５年度に本来は須賀地

区にオープンして、７年度にもう一つというよう

な話になっておりますので、この点のすり合わせ

につきましては第５次総合計画振興管理をしてお

ります企画財政課のほうといろいろ調整させてい

ただきまして、修正するところは修正するところ

という形で検討してまいりたいと思います。 

  しかし、コミュニティセンターがいきなりでき
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て、その機能が発揮できるかと言われると、私ど

もも正直なところ不安な部分もございますので、

私どもの業務といたしましては既存の地区の会長

さんですとか自治会長さんとのつながりというも

のを地区センターが設立しても生かせるような形

で、うまく回るようなサイクルというものを現段

階からつくらせていただこうと思っておりまして、

今年度から始めております区長さん訪問というも

のを継続させていただく中で、並行してちょっと

検討していきたいというふうに考えておりますの

で、ご理解いただければというふうに思います。 

  そして、ＡＥＤの普及に関することでございま

すが、常時使えるような場所ということで、昨年

だったと思うんですが、川口の学校で不審者が入

って、先生がけがされて、たしかＡＥＤを使った

とかというので、川口が先進的に校門の前にＡＥ

Ｄを置いて、住民の方が使えるようにというよう

な形の取組をとったのか、私も新聞で見たような

記憶がございます。 

  こちらにつきましては、いろいろお話を聞きま

すと、ＡＥＤが今度盗まれたことだとかというこ

とを考えている中での施策というものがどうして

も必要になってまいります。聞いている中ですと、

ＡＥＤにＧＰＳをつけてという形になりますと、

やはりプラスアルファで予算がいろいろかかって

くるとかという部分も考えておりますので、大変

申し訳ない、頭の中では考えてはいるんですけれ

ども、なかなかそこまで踏み込めるかというもの

までは、ちょっと担当としては今現在では考えて

いないという中で、数が少しずつ増えていくとい

うことと、地区に少しでも身近な集会所ですとか

に配置されることが、今の現段階では望ましいの

かなというところが現状のようなところです。あ

ったら理想だなというふうには、もちろん念頭で

は思っております。 

  それと要援護者の関係でございます。具体的に

今後というような目標でお話をいただいたと思い

ます。そして、実際に自治会に入っていない未加

入者の問題があったと思います。こちらの個別避

難計画につきましては、自治会に入っている、入

っていない関係なしに計画をつくっていきなさい

というのが法の趣旨でございます。 

  ですので、現段階では自治会というと、区長さ

ん、自治会長さんという形になってしまいますが、

まず避難ということを念頭に置いたときに、自主

防災会の会長さんをメインにお願いできないかと

いうことでいろいろお話をさせていただいており

ます。 

  防災会につきましては、ちょっとややこしいこ

とでありますけれども、自治会とはまた別の組織

になりますので、基本的にはそこに住んでいる地

区の人、自治会に入っている、入っていない関係

なしに避難できるような形で、いろんな計画ない

し訓練をしていくということが前提になりますの

で、この自治会長さん等もそうですけれども、防

災会の会長さんも含めて、ぜひ計画をお願いした

いということで少しずつお話をさせていただいて

おります。 

  また、要避難者ということになりますと、高齢

者、あとは小さい子供ですね、こういう形の子供

いますけれども、やはり人の手を借りて避難しな

ければならないという方がメインになってきます

ので、そちらの情報をお持ちになっている、また

は日頃から支援とかをされているケアマネジャー

さんですとか民生委員さん、こちらのほうのご協

力もいただきながら、最終的にその人に合った計

画を立てていくという、一人ひとりのケアが必要

になってきますので、こちらのほうを進めていく

という中でどうしても時間かかってしまうという

のは念頭に置いております。ただ、災害自体はも
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ちろん待ってくれませんので、少しでも早くでき

るような形で私たちも努力しますし、一緒に協力

いただいている方へのご協力を仰いでいきたいと

いうふうに思っております。 

  そして、もう一つ、日工大の指定避難場所につ

いては、現段階でも指定避難所として指定をさせ

ていただいております。こちらはハザードマップ

にも記載させていただいておりますので、そのよ

うな形になっております。 

  以上となります。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

○交通安全・消防担当主査（長瀬昇之君） 交通安

全・消防担当、長瀬です。 

  随時お答えをさせていただきたいと思います。 

  交通指導員を増やす方法は何があるかというご

質問だったと思います。 

  毎日、学校の通学路、小学校の通学路で通学指

導をしているような状況でございますので、併せ

て旗当番の方であるとか、熱心に見守りをしてい

ただいている保護者の方とかという方たちが結構

いらっしゃるということも指導員の皆様からお話

を伺っています。ですので、学校関係者及びそう

いった保護者の方にお声がけ、その都度させてい

ただいて、交通指導員になっていただけないかと

いうようなお声がけをしているような状況になっ

ております。お子さんが卒業してしまうと、どう

しても旗当番等から外れてしまうケースもありま

すが、中には本当に熱心にやっていらっしゃる保

護者の方もいらっしゃいますので、そういった方

が引き続き交通指導員をやっていただけるような

取組ができればなと考えております。 

  反射鏡の自治会の申請に対して、町でのバック

アップはあるかというようなご質問だったと思い

ます。現状、６月から７月中にかけて申請を各自

治会長さんからいただきまして、その後、前段ご

説明しましたとおり、交通安全対策協議会の専門

部会で審査を経て設置という形になります。 

  ですので、申請の段階で町がそこに関わってし

まうと、何らかのインセンティブが与えてしまう

ような雰囲気も地元のほうになってしまいますの

で、基本的には自治会の中でのご対応をお願いし

ているところでございます。 

  また消防団の協力金についてご質問ございまし

た。 

  消防団の役員会が今後ございますので、会議の

中で各自治会との関係について、ちょっと状況に

ついてお話を確認させていただきたいと思います。 

  以上です。 

  協力金については、消防団の役員会がございま

すので、その中で、状況を確認していきたいと思

います。 

○委員長（西村茂久君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 

  それでは再質問なんですが、答弁についてはも

うそんな変わりないと思いますので、２点お尋ね

いたします。 

  要援護者への今後の対応なんですけれども、先

ほども言いましたように、やはり目標をちゃんと

決めないと、そのように進まない。これは何でも

そうですけれども。理由は先ほど課長も言ったよ

うに、いろいろハードルはあります。あるけれど

も、これをつくらない限り、先ほど課長が言った

ように、一人ひとりのやはり状況も違うし、また

一人ひとりの命を守るということもできないと思

うんですよね。 

  私は確かに、あの220人の職員でこういう援護

者まで含めて町民の命を守るというのは職員だけ

ではできないです、もちろん。 

  だから、自治会といっても防災会ですよね。イ

コールのところもあるんです、正直言って。別の
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組織だなんていうふうにはならないですよ。だか

ら、そういう意味ではきちっと、そういう点では

自治会も自分たちの地域の人たちの命を守るとい

う、そういう責任もありますので、本当に隣近所

の方が助けられればいいんですけれども、そうい

うふうにもなっていないので、少なくとも地域で

守っていく、それにはやっぱり旗振りの町のほう

できちっと対応していただかないとダメだと思い

ますので、そういう点では目標をきちっと決めて

進めていきたいと、これ要望になってしまいます

けれどもね。それ以上、言いようがないですよ。

一つ一つのハードルがありますので、ぜひお願い

したいと思います。 

  それから、消防団への団員への協力金の問題、

やはり、あるところとないところ、出すところと

出さないところ、これはおかしいですよ。だから、

町がきちっとラインを引いて、これはもう団員へ

の報奨、あるいは手当もついているので、従来は

そういう考えじゃなかったですか。だから、協力

金は出さなくてもいいはずだった。ただ、これは

悪い慣習で残っているだけで、本来どうなんでし

ょうか。町できちっと対応すればいいことだと思

うんですけれども。 

  役員会会議の中で確認したい。どういうふうな

確認なんでしょうか。町がきちっと方針は持って

ないと、下に下ろせないでしょう。どういう方針

で役員会に臨むんですか。そこが大事でしょう。

いや、聞いてから決めたいというのか、それじゃ

おかしいですよね。 

  最後にこの点だけ、もう一度。駄目ですよ、担

当職員でなくて、責任者がちゃんと答えてくださ

いよ。課長いるんだから。決算はね、各職員の仕

事をやってのあれですから、こういう場も必要な

んですけれども、こういう大事な問題はちゃんと

課長から答弁しないと駄目ですよ。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  課長。 

○町民生活課長（吉永吉正君） 町民生活課長の吉

永です。 

  消防団員への協力金のお話をいただきました。

これは地区、場所によって様々だという、今お話

も伺いましたので、まず状況を確認させていただ

きたいと思います。 

  その上で、消防団ともお話をさせていただいて、

地区に過度の負担にならないような方策を定めて

いきたい、消防団と話してまいりたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） ほかに質疑はありますか。 

  何の確認。暫時休憩いたします。 

○委員（丸山妙子君） すみません。 

  じゃ、３月の予算特別委員会のときに課長から

やっぱりこの話が出たときに、分団長からそうい

うものを要求しないように、町からはお願いして

いるというような趣旨の話が出ていました。 

  今回９月議会でまた違う担当者から話が出てい

るので、これはしっかりともう要求していないと

いう話が出ていたんですから、そこはきちっと町

の対応をお願いしたいと思います。 

○委員長（西村茂久君） そこでとめておいてくだ

さい。 

  ほかに質疑ございますか。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（西村茂久君） ないようですので、以上

で町民生活課の質疑を終了いたします。 

  ここで暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 ３時１２分 

 

再開 午後 ３時１５分 
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○委員長（西村茂久君） 再開いたします。 

  それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

  これより環境資源課の審査を行います。 

  質疑に入る前に、本日出席している説明員紹介

をお願いいたします。 

○環境資源課長（大場崇明君） 皆さん、こんにち

は。環境資源課長の大場でございます。よろしく

お願いいたします。 

○環境資源課副課長（小林知弘君） 環境資源課副

課長の小林と申します。どうぞよろしくお願いい

たします。 

○環境資源課主幹（田邊和美君） 環境資源課主幹

の田邊と申します。よろしくお願いいたします。 

○環境推進担当主査（山﨑健司君） 環境資源課環

境推進担当主査の山﨑と申します。よろしくお願

いいたします。 

○資源循環担当主査（河井伸一君） 環境資源課資

源循環担当主査の河井です。よろしくお願いしま

す。 

○委員長（西村茂久君） 既に本会議において説明

済みですので、直ちに質疑に入ります。 

  なお、答弁に当たっては挙手、そして所属、氏

名を述べていただくようよろしくお願いいたしま

す。 

  歳入歳出一括して質疑をお受けします。 

  質疑はありますか。 

  塚村委員。 

○委員（塚村香織君） 塚村です。 

  大きく１点質問をさせていただきます。 

  決算書135ページ、136ページ、成果書の120ペ

ージです。環境衛生事業についてです。 

  こちらの138ページの委託料について何点か質

問をさせていただきます。 

  こちらの委託料の雑草等除去委託料と草刈り業

務委託料、こちらの内容というか、内容と委託先

ですね、教えてください。 

  次に、側溝等清掃堆積物運搬委託料についてな

んですけれども、こちらは各自治体で側溝清掃を

した際の堆積物の運搬料ということなんだと思う

んですけれども。自治会以外で、例えば公共施設

に隣接というか、つながっている側溝などもした

内容もここに入っているのかとか、その範囲とい

うか、どこから、その公共施設の部分というのは、

その自治会でやるところなのかと、そのあたりの

側溝清掃について少し教えてください。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  副課長。 

○環境資源課副課長（小林知弘君） 環境資源課副

課長、小林でございます。 

  お答えをさせていただきます。 

  まず、雑草等の委託料ですね、除去委託料とい

うことで、お尋ねが雑草等除去委託料が34万

3,609円、そして、草刈り業務委託料が33万9,000

円ということで、２つの項目で草刈りに関連する

決算ということで、決算書の138ページのほうに

記載がございます。 

  こちらの、まず内容ということでございますけ

れども、実は雑草等除去委託料34万3,609円、こ

ちらがいわゆる町内の空き地の不適正、要は雑草

が伸びている空き地を年に２度ほど、町の担当者

のほうで定期的な確認、雑草の伸びの状況につい

て確認をして、伸びている空き地に関して、町か

らその空き地の所有者の方に適正管理を促して、

と併せて、その草刈りの代行についてもお受けす

るという形でご案内をしておりまして、それでお

受けした部分の委託料ということで、雑草等除去

委託料のほうが執行しております。雑草等除去に

ついては町内の空き地ということでございまして。 

  もう一つの草刈り業務委託料につきましては、
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これは実は国納の盛土、国納の山のあちらの行政

代執行の委託料になっております。はい。こちら

を実施した金額ということで、今般33万9,900円

という形になっております。 

  いずれも委託先は町内のいわゆる建設業とか造

園業の業者さんのほうに委託をさせていただいて

おります。 

  それから、もう一つ、側溝清掃についてという

ことで、その範囲ということでしょうか、実施の

範囲でしょうかね。こちらは各自治会のほうから、

毎年春に実施の意向について、各自治会のほうで

自主的に実施していただける部分については、町

のほうでその清掃した汚泥を回収・処分をさせて

いただくということで。各自治会の中で、いわゆ

る町道に当たる部分の側溝の清掃をしていただい

たものに対して回収をして処分をしているという

ことで、実施しているものでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 塚村委員。 

○委員（塚村香織君） 塚村です。ありがとうござ

いました。 

  雑草等に関しては分かりました。この１つ目の

雑草等除去委託料というのは、町内の空き地とい

うことなんですけれども、これは空き家の雑草等

が繁茂したときに請け負うというものになってい

るのか。空き地って、その辺がちょっと分からな

かったのでもう一回お願いします。 

  あと側溝についてなんですけれども、これは単

純にこう運搬、各自治会でやったものを運搬して

いるだけということなんですけれども、そこの地

区にかかっている。 

  それ以外の側溝掃除という、町でやられている

というのはここには載っていないわけですか。例

えば、その同じ地区内に公共施設があって、その

公共施設についているというか、すぐ脇の例えば

側溝というのは、やはりその自治会の範囲になる

のか、それともその学校についているので、学校

のほうとか町のほうでやってくれるのかとか、そ

の辺がよく分からないということもあるので、そ

ういうのってどうなっているのか教えてください。 

○委員長（西村茂久君） ここで休憩いたします。 

  再開は15時40分とします。 

 

休憩 午後 ３時２３分 

 

再開 午後 ３時３６分 

 

○委員長（西村茂久君） 再開いたします。 

  それでは、休憩前に引き続き、環境資源課の質

疑を行います。 

  答弁を求めます。 

  副課長。 

○環境資源課副課長（小林知弘君） 環境資源課副

課長、小林でございます。 

  ご質問にお答えさせていただきます。 

  ２点ございました。まず１つ目が、草刈りに関

しては、空き地とそれから空き家も含まれるのか

というお尋ねでございます。こちらについてはあ

くまでも空き地のみということになっております。

これは空き地環境保全条例という条例に基づいた

業務となっておりまして、それからその理由から

空き地のみということでの動きとなっているとい

うことでございます。 

  それからもう一つ、側溝清掃、特に町の公共施

設、学校等の公共施設にすぐ隣接するその側溝の

清掃の取扱いについてということでのご質問でご

ざいました。 

  こちらに関しましては、公共施設の周辺にある

いわゆる町の道路、町道かと思います。町道の附

属物ということでございますので、こちらはまち
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づくり建設課の所管ということですので、もし何

かご不明な点等ございましたら、そのまちづくり

建設課のほうにお問合せいただければと思います。

よろしくお願いいたします。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 塚村委員。 

○委員（塚村香織君） ご説明いただいて分かりま

した。 

  最後に１点だけ。側溝掃除なんですが、各自治

体で何箇所、令和４年度されたのか、把握されて

いたら教えてください。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  副課長。 

○環境資源課副課長（小林知弘君） 環境資源課副

課長、小林でございます。 

  お答えさせていただきます。 

  令和４年度側溝清掃の地区別の実施状況という

ことでお答えをさせていただきます。 

  春と秋とに分けて各地区の皆様、実施していた

だいております。まず、春のほうは全部で48地区

実施していただいておりまして、春というのは４

月から６月ぐらいですね。秋、これが９月から12

月ぐらいまでの期間でございますけれども、こち

らで２地区実施していただいております。合計で

50地区ということで実施をしていただいていると

いう状況でございます。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） ほかに質疑ありますか。 

  深井委員。 

○委員（深井義秋君） 深井です。 

  ３問、質問をさせていただきます。 

  決算書の128ページ、それで説明書のほうは118

ページ。 

  狂犬病予防事業、こちらの犬の登録事務でござ

いますが、結局、今、犬の登録事務というのは、

犬の販売している会社は、たしかお年寄りはもう

次にその跡継ぎがいなかったら買えないと、そう

いう報告が上がると聞いております。 

  それで、町としてはそれに対してどうするのか

お伺いします。 

  ２番目、狂犬病予防集合注射の実施。 

  こちらに表に書いてありますが、この東粂原集

会所は４年度はなしで書いてありますが、百間公

民館も前は集会所の予防注射あったんですが、こ

れに記入していないんですが、これはどういう理

由なんでしょうか。 

  ３番目、犬のしつけ教室。 

  こちらは参加人数が３年度はあったのが、４年

度はなし、令和５年度はまた続けるんでしょうか。

この３問お願いします。 

○委員長（西村茂久君） 暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 ３時４１分 

 

再開 午後 ３時４２分 

 

○委員長（西村茂久君） 再開します。 

  答弁を求めます。 

  副課長。 

○環境資源課副課長（小林知弘君） 環境資源課副

課長、小林でございます。 

  ご質問にお答えさせていただきます。 

  狂犬病の予防等に関することということで、ご

質問を３点いただきました。 

  まず１点目、高齢者の方の飼い犬ということで、

飼えなくなった方への対応ということでご質問は

よろしかったでしょうか。購入。高齢者が新しく

犬を購入する場合ということのご質問で。 

  そうですね。高齢者が新しく犬を買うことがで
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きるかどうかについては、実は町は犬の登録の事

務を取り扱っているものだけですので、その購入

のそういった規制に関して、町は関与しておりま

せんので、ちょっとそこに関しては分からないと

いうことでございます。 

  それからもう一つ、狂犬病予防注射、集合注射

の実施場所ということで、かつて百間公民館を会

場とした設定があったが、現在、その設定がない

ということで、その理由ということでのお尋ねか

と思いますけれども。 

  こちらに関しましては、例年、集合注射という

のは町内数か所で、４月の月曜日と金曜日という

ことで３日間ほどは設けて行っておりますけれど

も。その実施数に応じて、実施数というか、実績

に応じまして、会場というのは毎年設定を変えて

おります。恐らくということになりますけれども、

百間公民館がなぜ実は今ないのかという経緯まで

はちょっと確認はできないんですけれども、恐ら

くというレベルなんですが。 

  利用者数の減少、あるいは、あとはその会場自

体がちょっと使うことが難しくなったかのどちら

かで、恐らく会場を変更して、現在は保健センタ

ー、百間公民館の近くですと保健センターか、も

しくは川端公民館が、あとは元ふれあいセンター

ですね、今、すてっぷ宮代ですけれども。この辺

りで実施しておりますので、そちらが代替という

形で恐らく今現在の設定になっているかというこ

とで考えております。 

  あと、東粂原に関しましてはこちらはもともと

そのやっぱり東粂原の利用者数というのが非常に

少ない状況が続いておりまして、昨年度から宮代

消防署に場所を少しずらさせていただきまして、

少しでも利用しやすい場所ということで設定を変

えさせていただいて、新たに実施をしているとい

うような状況でございます。 

  それから、しつけ方教室が令和４年度実施がな

かったということで、令和５年度は続ける予定が

あるかというお尋ねでございますけれども。令和

４年度実施できなかったのは、実は会場が毎年、

進修館の大ホールを会場として、このしつけ方教

室を行っておりますけれども。 

  新型コロナウイルスのワクチンの接種会場との

兼ね合いで、どうしても大ホールが使うことがで

きなかったということで、やむなく令和４年度に

関しては実施を見送っているということでござい

ます。５年度は特にそういった場所の問題がなけ

れば実施をする方向で考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 深井委員。 

○委員（深井義秋君） ありがとうございます。 

  こちらの狂犬病の予防注射の場所なんですが、

やっぱりこちら見ますと、百間地区には全然ない

んですよね。私も古利根川の川沿いをよく散歩し

ているんですが、あの川沿いを散歩している人は、

朝早く６時頃からしている人が大勢いるんですよ。

私も宮代から杉戸のほう、川を渡って古川橋のほ

うまで散歩しているんですが。やはりこの百間公

民館、こちらに設置をお願いしたいと思います。

いかがですか、今後は。よろしくお願いします。 

  あと、犬のしつけ教室も何回か、私も犬２匹飼

っているもんですから、させていただいているん

ですが、やはり５年度はこういうしつけ教室は皆

さん大ホールじゃなくて、違う地域で設けて、あ

とはドッグラン教室、そういうところも設けてい

ただきたいと思います。検討をお願いします。 

  そういう要望はないんでしょうか、ドッグラン

の教室もですね。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  副課長。 

○環境資源課副課長（小林知弘君） 環境資源課副
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課長、小林でございます。 

  お答えさせていただきます。 

  まず１点目、百間公民館での集合予防注射の実

施についての検討をということで、ご質問という

か、お話をいただきました。 

  毎年、この会場の設定に関しましては、見直し

といいますか、そのときそのときで設定を変える

ことができますので、百間公民館での実施につい

ても、その有効性がどうかというところも含めて、

しっかり検討させていただきたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

  それから、犬のしつけ方教室のドッグラン等の

何かいろんな開催方法のご要望ということでござ

いますけれども、今、実は実施しております犬の

しつけ方教室につきましては、特に犬を飼い始め

た方向けの、要は教室ということで。飼い始めた

１歳ぐらいの犬を飼っている方、飼い主の方を中

心に、実は開催をさせていただいております。 

  そういった内容ですので、基本的に犬と人がこ

う日常生活の中で幸せな犬との生活を営むために

大事なポイントということで、そういった基本的

な事項を中心とした犬のしつけ方教室ということ

で開催させていただいておりますので、その他の

内容につきましては、またその必要ニーズが出て

まいりましたら実施を検討したいということで、

今のところはそういった飼い始めた方向けの教室

を軸として実施をしたいというふうに考えており

ます。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 深井委員。 

○委員（深井義秋君） ただいまのドッグランの件

なんですが、昨日も質問した分教場跡地、あそこ

がかなり広くてフェンスも新しくしましたので、

ああいう場所はドッグランに最適だと思うんです

ね。やはりそういうのも空き地にしておくよりも、

皆さんドッグランにすれば、皆さん町民が喜んで

利用できると思うので、ぜひああいうところを利

用できるように検討をお願いしたいと思います。 

  これは考えていただきたいと思います。質問で

す。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  副課長。 

○環境資源課副課長（小林知弘君） 環境資源課副

課長の小林でございます。 

  公有財産を有効活用した犬のしつけ方教室とい

うことで、しつけ方の教室の延長ということでの

ドッグランの実施ということでございますけれど

も。 

  そうですね、有効活用という側面と、その犬の

飼い方に関する飼い主の皆様へのサービスの一環

ということで、ちょっと実施できるかどうかにつ

いては検討させていただければと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） ほかに質疑ございますか。 

  泉委員。 

○委員（泉 伸一郎君） 泉でございます。よろし

くお願いいたします。 

  簡単な質問なんですが、５点ほど質問をさせて

いただきます。 

  まず１点目なんですけれども、決算書72ページ、

成果書が27ページになります。 

  宮代の魅力推進事業の中にあるものなんですけ

れども、黒い四角の３番目になるんですけれども、

環境整備管理というところで、西原自然の森の活

用に必要となる道具をそろえるということがある

んですけれども、これどのような道具をそろえた

のかということをお伺いいたします。 

  それから２問目なんですけれども、決算書72ペ

ージ、成果書は118ページになります。 
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  公害防止対策事業、この中で上のほうになるん

ですけれども、野外焼却や不法投棄などによる環

境汚染を防止するため、通報等への迅速な対応及

びパトロールを実施とあるんですね。 

  この通報等への迅速な対応ということで、私も

町民のほうの要望で１件、やっぱり野外焼却をさ

れているということで相談を受けて、町民生活課

のほうに行かせていただいたんですけれども。そ

れですぐ対応をしていただいたということがあり

まして、大変ありがたいなと思いました。 

  そのパトロールを実施のほうなんですけれども、

どのようなパトロールをしているのかということ

をお伺いいたします。 

  ３点目になります。 

  決算書が128ページ、成果書が119ページになり

ます。 

  狂犬病予防事業ということで、119ページの上

のほうに畜犬管理システムの改修とあるんですけ

れども、これは一応ここに飼い主の転出等といっ

た移動内容を適切に管理するためということにな

っているんですけれども。 

  こちらのほうなんですけれども、この畜犬管理

システムは６万6,000円なんですが、この住民基

本台帳連携構築委託料が35万2,000円って、結構

かかっているんですよね。これについて、どのよ

うなことでこれを行うようになったのかというこ

ともお伺いいたします。 

  それから４点目なんですけれども、決算書136

ページ、成果書で120ページになります。 

  環境衛生事業ということで、空き地環境保全と

いうことで、上から２つ目の表組みですね。ここ

で対象面積が159.071平方メートルということに

なっておりまして、昨年度が20万7,860平方メー

トルですから、結構減っているんですね。処理率

に関しては、前回が34.1％ですから、そんなに変

わっていないんですけれども。この対象面積が減

った理由ですかね。これをお伺いいたします。 

  それと、あと市街地のほうでは昨年度が2.9％

だったのが63.1％と大幅に増えているんですけれ

ども、これについてもお伺いいたします。 

  それから５点目になります。 

  同じページになるんですけれども、環境問題処

理状況ということで、この一番下の表組みなんで

すが、左から２つ目の不法投棄が44件、それから

あと４番目の野外焼却が36件ということで、昨年

度と大体同じぐらい発生していることになるんで

すね。この辺についてやっぱり苦情が減らないの

はなぜなのかということをお伺いいたします。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  副課長。 

○環境資源課副課長（小林知弘君） 環境資源課副

課長、小林でございます。 

  ご質問にお答えさせていただきます。 

  まず、１点目、宮代の魅力推進事業の中の環境

整備として道具をそろえるということで、具体的

にどういったものなのかというようなご質問でご

ざいました。 

  こちらの道具につきましては、ご存じのとおり、

西原自然の森には竹林がございまして、あの竹林

を活用した体験事業というのを環境資源課のほう

では昨年度実施をさせていただいております。そ

の中で使う道具、工具類ということですので、い

わゆるのこぎりですとか、あとはその体験講座で

使う様々な消耗品関係になります。まだコロナの

対策で若干そういった対応が必要だったところか

ら、消毒関係のものとかも含めて、そういった体

験講座を行うための工具類、道具類といったもの

を購入させていただいたというところが中心にな

っております。 
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  それから、もう一つが、環境衛生事業のパトロ

ールということで、パトロールをどのような形で

実施しているのかというようなご質問をいただい

ております。 

  パトロールは実際には環境資源課で様々な野外

焼却、委員もご指摘のあった野外焼却ですとか不

法投棄、こういった類いのご相談、苦情といった

ものをほぼ毎日のように受けるような状況でござ

いまして。そこで当然、職員というのはすぐそう

いったご相談、通報を受けましたら現場のほうに

向かいますので、そういった動きの中で併せてほ

かに野外焼却ですとか不法投棄の状況がないかと

いうところを常に見て回っているというようなと

ころが実質上のパトロールとなっているというよ

うなところでご理解いただきたいと思います。 

  それから、狂犬病予防事業の畜犬管理システム

の改修ということで、その改修に至った経緯、理

由ということでのご質問かと思います。 

  こちらにつきましては、実は畜犬管理システム

というのは、犬の飼い主の方を登録する犬の住民

表のような仕組みが町のほうで設けておりまして、

この住民登録が犬の登録が飼い主の方の情報とい

うのも併せて登録をします。 

  ところが、これがこちらにもあるとおり、基本

的には住民基本台帳と実は連動はしていなくて、

それですので、飼い主の方が転居・転出等をされ

たときには、実はこの犬の登録状況についても飼

い主の方の転出の状況を併せて手続をしていただ

く必要がございます。 

  ところが、これをちょっと飼い主の方がうっか

り忘れてしまうような状況というのがたまにあり

まして、そうしますと飼い主の方、提出されてい

るのに、この登録だけが残ってしまうというよう

な状況が実はございまして、その辺の不都合とい

うのを解消するために、この畜犬管理システムで

住民基本台帳と連携させるための改修というのを

行ったということでございます。 

  それから、空き地の管理状況ということで、環

境衛生事業の空き地環境保全の対象面積15万平米

ということで、16万平米弱ですかね、昨年度と比

べると、昨年度が20万平米だったところからの少

し減っている状況、この背景ということでござい

ますけれども。 

  こちらにつきましては、空き地の管理状況とい

うのを、毎年町が把握している空き地を台帳化し

て年に２回、定期的に現場の確認をしているんで

すけれども。 

  その中で、いわゆる管理不全になっていない、

あるいは空き地ではなく活用が始まった、例えば

建物が建ち始めたとか、農地として活用が始まっ

たというような空き地に関しましては、これはこ

の対象面積から外すといった対応をします。 

  昨年度とおととしとで、４年度と３年度で比べ

ますと、そういった活用を始まった、あるいは適

正管理が行われているというような空き地が多か

ったのが昨年度ということで、その分の影響がこ

の出ているということでご理解いただきたいと思

います。 

  併せて、その市街地の部分の処理率が大分増え

ているということでございますけれども、こちら

に関しましては、同じように空き地の現場を確認

しまして、所有者の方に適正管理を促して、それ

に対応していただいた方が多かったかどうかとい

うところで差が出てまいります。昨年度とおとと

しと比べますと、昨年度のほうがその町のご案内

に対して対応していただいた方が多かったという

ことで、このような状況になっているということ

でございます。 

  それから、最後、環境問題ということで、処理

状況の中で各種の対応というのを毎年、環境資源
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課のほうで実施をさせていただいております。そ

の状況がなかなか変わってこないということで、

その苦情等がこの件数というのが減らないのはな

ぜかということでございますけれども。 

  野外焼却、不法投棄、その他に関しましても、

環境資源課が対応するのは、実際に現象が起きて

からの対応ということになっておりまして、なか

なかこういったその環境問題を、本当であれば先

回りして予防的に対応できれば、少しはその対応

が数を減らすというか、抑止につながるのかとは

思いますけれども。 

  現状できておりますのが、いわゆる不法投棄を

注意喚起する警告の看板を設置する程度でござい

まして、なかなかその先の具体的なこの先回りし

た対策というのが、こういった現象に関しまして

は、なかなか手が打ちにくいという状況もござい

まして、なかなかその看板設置だけでは十分に抑

止力につながっていかない部分もあるのかなとい

うふうには感じております。先回りのしにくさと

いうところが、どうしてもこういった数字につな

がってしまっているのではないかというふうに考

えております。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 泉委員。 

○委員（泉 伸一郎君） ありがとうございました。 

  それでは何点か再質問をさせていただきます。 

  まず、１番目の環境整備管理ということで、私

も昨年参加させていただきまして、本当に例えば

歌とか音楽とかがいろんな種類の音楽を聞くこと

ができて、本当に楽しめるイベントだったと思い

ますし、また竹に穴を開けて、ライトを入れて照

らす。本当に夕方になるときれいで、本当にすば

らしいなという。また、それに対して、その日光

台のほうからそのエネルギーを利用した充電器を

活用したりとかされていましたので、本当にすば

らしいと思いました。 

  やっぱりそののこぎりとかだけじゃなくて、そ

の穴をあける工具もやっぱり買ったということで

よろしいんですね。 

  この成果書の28ページのところの一番上に、里

山体験イベントの実施、年３回以上という形で、

参加者100人以上となっているんですけれども。

昨年は参加者が460名いたということで、大幅に

多くいらっしゃいますのですばらしいとは思うん

ですけれども。 

  その前回は昨年度は２回だったわけですよね。

今回やっぱり３回以上ということを目指している

わけなので、そこでまた質問なんですけれども、

その環境整備管理のところで、来年度以降の取組

を踏まえて必要となる備品等の検討を行いました

とあるんですが、どういった検討をされて、どう

いうものが必要になるということを話が出たかと

いうことをお伺いいたします。 

  それから２問目ですね。２問目のほうのパトロ

ールになるんですが、やはり昨年度を比較します

と逆に増えているんですよね。家庭ごみが１件増

えて35件、粗大ごみが３件増えて９件、合計で44

件になっているわけなんですけれども。 

  あと昨年度はなかった家電の不法投棄もテレビ

が１台、冷蔵庫１台と、２台も増えているんです

よね。それを考えると、やっぱりちょっとがっか

りしたかなという気はするんですけれども。 

  再質問で、看板等の設置とかしっかりされてい

るのかと聞こうと思ったら、先ほど答弁で看板設

置していますということをお聞きしました。 

  やっぱり影響力あるのは１つとして看板だと思

いますので、その看板ももうちょっと注意を喚起

できるような、捨ててはいけないんだというのを

強く示せるような、そういったちょっと強めの看

板を設置したらどうかと思うんですが。 
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  昨年度聞いたときに、河川敷で捨てているのが

多いという話がありましたけれども、そういうと

ころ、多いところにはもう強気の看板をつけてい

ただければと思います。 

  あと、定期的なパトロールはされていないとい

うことみたいですので、やはりある程度本当に多

いところ、不法投棄が多いところにはやっぱりパ

トロールも定期的に何か行えるような仕組みをつ

くっていただければと思いますがいかがですかと

いうことで、強気の看板とか、そういったパトロ

ールについてどのようにお考えかをお聞きいたし

ます。 

  あと３問目の畜犬管理システムの改修というこ

とで、私これ見たときにひょっとして飼い主が転

出した後に動物が残されていたのではないかとか

というそういう臆測をしまして、そういう問題で

何か苦情が出て、こういうシステムを国か何かか

ら出されたのかとか思ったものですから。 

  もし、この台帳をつくった後に何かこう連携す

る保健所とかそういったことを考えられているか

どうかということをお伺いいたします。 

  あと４問目ですね。空き地環境保全ということ

で。感心したのが処理率が市街地で63.1％と驚異

的に増えているということで、これすごいなと思

ったんですね。その中でも事故処理が、昨年度は

ゼロだったのが、今年度8,863平方メートルと増

えているんですよ。あと委託処理のほうが逆に減

っている。746平米だったのが283平米に減ってい

るんですけれども。この事故処理が増えたという

ことをどのようにして増えたという理由をお聞き

したいと思います。 

  あと最後の５番目のその環境問題なんですけれ

ども、昨年度と変わらないということで、大体、

不法投棄をされる人、あと野外焼却をされる人っ

て、同じような人物がそのままやっているのでは

ないかなという意識がどうしても働いてしまうん

ですよね。ずっとやっているから構わないだろう

みたいな意識があるんじゃないかと思いますので、

もう少しこう、やっぱりやってはいけないんだと

いう。やっぱり周りの人は、例えば燃やしたらそ

の灰が家の中とか車の上に灰が散ってくるとか、

あと嫌な臭いがするという、困っているんだとい

う、そういった事実がありますので、もう少し意

識向上させるような取組をしていただきたいと思

うんですけれども、その辺についてどのようにお

考えかをお聞きいたします。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  副課長。 

○環境資源課副課長（小林知弘君） 環境資源課副

課長、小林でございます。 

  ご質問にお答えさせていただきます。 

  まず、宮代の魅力推進事業の目標でありますイ

ベントの年３回以上ということで、どういったこ

とを今後検討するのかという、３回以上というこ

とで、それに合わせて、購入する備品の検討を行

ったということで、どんなものを検討したのかと

いうご質問かと思います。 

  こちらにつきましては、引き続きあそこの場所、

西原自然の森の場所でいろんな方たちの関わりの

中で活動を展開していくということを考えたとき

に、今回購入した様々な備品がどうしても環境資

源課が管理をしている備品というのが増えてまい

りましたので、そういった備品をしまっておく場

所が、今すごく遠くの場所、今、消防署の倉庫に

しまったりとか、分散して置いているような状況

がございまして、それを置く場所として、その置

くための倉庫を購入したりですとか、そういった

ところを軸に今回検討していると、それを予定し

ているということでございます。 

  それから、不法投棄等のパトロールに関しまし
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て、看板の設置を行っているけれども、さらに効

果を上げるための、より強いデザインというんで

しょうかね、の看板をということで、そういった

ものは検討できないのかというようなご質問でご

ざいますけれども。 

  現状でも、女の子がにらんでいるような看板と

いうことで、これも数年前になりますけれども、

もう少しデザインは一旦変えているというような

状況がございます。この女の子の前はもう少し、

いわゆる不法投棄は犯罪ですよみたいな一般的な

表記の、文字とその投棄物をちょっとデザインし

たようなイラスト的なものだったんですけれども、

そこから今の女の子が目が光っているような、そ

ういったデザインということで、一旦変えた状況

がございますけれども。 

  さらに効果の上がるようなデザインというのが

様々なデザインというのが市中で販売がございま

すので、そういったデザインを研究しながら、よ

り効果的な看板の設置ということで検討させてい

ただければと思います。 

  それから、特にパトロールで不法投棄がすごく

多い場所での重点的なパトロールということでお

尋ねでございますけれども、ご指摘いただいたそ

の河川敷等、特に多く発生しがちではあるんです

けれども。 

  ただ、これも先ほど申し上げたとおり、河川敷

というところで、宮代でも河川敷すごく多い、い

ろんなところにありまして、特に集中的に発生す

る場所というのが、なかなか固定化していないと

いうのが実情でございまして、そういった場所が

あれば、そういうその重点的なパトロールという

のも可能になってくるかとは思うんですけれども。 

  なかなかその、いろんな河川敷の場所で捨てら

れるということで、一般的に河川敷というのは捨

てられやすいんですけれども。ただ、集中的に発

生している場所というのがなかなか現状で宮代の

中ではない状況がございまして、なかなか先回り

したパトロールというのが難しい状況でございま

すので、万が一、そういった重点的な必要がある

ようなところが発生した場合には、そういう重点

的なパトロールというのも対応したいというふう

に考えております。 

  それから、畜犬管理システムの改修に絡んで、

保健所との連携についてということで、そういっ

た対応というのはどうなのかというようなお尋ね

でございますけれども。 

  畜犬管理システム、そうですね、飼い主の方の

管理に関しましては、市町村が実施をしていると

いうことでございますので、特に保健所との連携

というのは、実は保健所は飼い方の適切な指導と

いうのは保健所のほうで行っているんですけれど

も、飼い主の登録自体は保健所の管轄外というこ

とでございますので、この犬の登録に関する連携

というのはなかなか現状ではないかなというふう

に考えております。 

  それから、空き地環境の保全の関係で、事故処

理の、特に市街地の事故処理の面積がかなり増え

ているということで、その理由ということでござ

いますけれども、こちらに関しましては、この空

き地に関しては基本的には文書で、必要に応じて

現場の写真等を添えて、管理者の方にご案内を差

し上げている。あるいは必要に応じて、連絡が取

れる場合にはお電話を差し上げる場合もございま

すけれども。 

  基本的にはそのお手紙を差し上げたところ、反

応していただいた方が多かったというところでし

か、ちょっと私どもでなかなか、おととしと去年

でこれだけ増えたというところの理由というのが、

今回はそういう対応をしていただいた方が多かっ

たということでしか、ちょっとなかなか分析が深
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めることができないというような状況でございま

す。 

  それから、環境問題のその不法投棄等の件数が

大体横ばいということで、行為者というのが大体

似通った同じような方がやっているのではないか

ということで、そういった方への意識向上の取組

ということでございますけれども。 

  こちらに関しましても、町のホームページや、

あるいは実際にその行為を行った場所では、様々

な啓発のチラシ等を使いながら、できるだけその

ご本人にアプローチできた場合には、ご本人に対

して丁寧にそういった周りの迷惑等を十分に考え

て対応をしていただくということは丁寧に対応し

ておりますので、引き続き、その対応を続けてま

いりたいということで、その意識向上の取組につ

いて、引き続き取り組んでまいりたいというふう

に考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 泉委員。 

○委員（泉 伸一郎君） ありがとうございました。 

  ２点だけ、簡単に要望を言わせていただきたい

と思います。 

  １点目の魅力推進事業のことなんですけれども、

実は、私も参加してみて感じて、家庭でつくった

竹馬を作られていたと思うんですけれども、その

竹馬が元のところが回転したり、何か危なかった

んですよ。そういう、子供なんかがもし足くじい

たりしたらいけないので、その辺はしっかりと作

っていただいて、事故がないように行っていただ

きたいというのが１点です。 

  それと、あと先ほどの看板の件なんですけれど

も、やはり確かにあの目で女の子がにらんでいる

のもいいんですけれども、やはり例えばこういう

不法投棄したら何万円の罰金ですよとかあるじゃ

ないですか。あれを何かもうちょっと表に出すと

か、そういったこう強めのものと。 

  もう一つは、逆に何か前テレビで見ていたんで

すけれども、きれいな状況を訴えるそういうポス

ターを貼ったら、ごみが捨てられなくなったとい

う、そういうことも何かテレビでやっていたので、

そういう考え方もあってもいいんじゃないかなと

いうことを思います。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） ほかに質疑ありますか。 

  小河原委員。 

○委員（小河原 正君） 小河原です。 

  幾つかあるんですけれども、あまりやると時間

がたちますので、はしょって２つほどやりたいと

思います。２点参ります。 

  １つは側溝の問題、前々から言っていることな

んですけれどもね。側溝の蓋、まあ無理だよね、

我々にはね、今の状況では。 

  私が聞きたいのは、今日のこの説明書の120ペ

ージを見ましても、間伐材2,300杯配布している。

それにはまた業者に頼んで、その間伐材運んでも

らっている。相当の金、1,192万ほど支出が出て

おりますけれども。 

  下水道の入っている地区と入っていない地区で、

この側溝の清掃の仕方も違うと思うんですよ。特

に、最近はもう私毎回聞くんですけれども、側溝

の蓋が厚い、重い、開かない。近所の人には定期

的にやろうじゃないかといったって、若い人は何

人もいない、年寄りばかり、開かない。開けたこ

とある。ああ、じゃ、今度やってもらおうかな。

まず開かないよね。 

  あのね、私ができた頃は、太い鉄棒の頑丈なや

つ、あるところから持ってきて、それをこじ開け

て、２人でやっと開くぐらい、そういう場所。そ

ういうところあるわけ。そこで自治会へは相談し

ないで、地区のこのまとまった20軒ぐらいの人が
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お金を出して、側溝を清掃しているんですよ。１

軒3,000円から4,000円出してですよ。それは業者

はすごいよ。でかいトロリー持ってきて、蓋を開

けてくれて、水圧で水をばっと流して、みんな吸

い込んでくれるもんね。そのまんま持っていって

くれるわけだ。まあ終わった後はきれいだよね。

正直言って、なめたようにきれいだ。そういう苦

労をしているのは知らないでしょう、役場は。 

  ですから、ある程度、金を出しているんだった

ら、そういうところに補助金を少し出すべきだと

思うんですよ。前々から言っているんだ、私は。

これからどんどん高齢者化になって、どんどんそ

の清掃する場所が減ってくると思いますよ。早い

うちに手打たなかったらね、それは町は何やって

いるんだと。もう年寄りばかりで、手を挙げたよ

というのを待っているのかどうか。自治会長に言

ったって、自治会長だって、そうは自治会に200

世帯もいるような自治会だったら、部分的な要求

なんか聞かないですよ。自治会だってできっこな

いんだから、そうなったら。自治会長がやられて

いたら、とんでもない話だよ。 

  そういう状況も早く調べて、対策打つべきです

よ。だから、私は補助を少しぐらい出してやれと、

私は思うんですよ。下水道とかそういう整備され

たところはやらなくて済むんだから。町が代金出

して清掃しなくて済むような状況になっているわ

け。そういうことも考えないと、町民に対して公

平感がないですよ。もう年寄りはどうするんだと

なりますよ。 

  ある課長が前、去年かな、私もやっていますと

その人言ったよね。じゃ、出てきてやれって言っ

たら、それはできませんってね。何であんな厚い

のは開けられませんよって。そういう状況を知っ

ているんですよね。知っていて、口だけが自治会

にやらせろって。やってもらえ、やらせろってい

う言葉はまずいな、やっていただけと言っている

んだけれども、それは無理だからね、今はもう早

いうちに手を打つべき。それを早く手を打ってく

れるかどうかを聞きたい。 

  今言ったように、間伐材とか1,000万以上の金

を払っているんだから。そら、半分で出すかどう

かは別にして、少しの金ぐらい、１軒につき

3,000円も4,000円も払っているって、少しぐらい

は出してやるべきだと思いますよ。 

  正直言って、うちの周りだってみんな業者に頼

んでいる。みんな男性もいない家庭がいる。お年

寄りばっかり。よくみんな黙ってやっているよね。

そのことを考えると早く町の困った人を考えるべ

きだと思います。それが１点。 

  もう一点は、またしつこいやつだなと言われる

かもしれないけれども、今ごみの問題が、久喜衛

生組合で今回も５億5,000万以上の金を出してい

る。これはしようがない。し尿とかそういうのも

含めて出しているんだから、それは分かる。それ

よりも私は新施設の問題はどうなっているのかっ

て。これ少し文書で入っているのかなと思ったら

入ってない。どうなんですか。それだけ一言聞き

たい。 

  以上２点です。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  副課長。 

○環境資源課副課長（小林知弘君） 環境資源課副

課長、小林でございます。 

  ご質問にお答えさせていただきます。 

  まず１点目、道路側溝清掃に関連して、地区自

治会の皆様が大分高齢者が多くなっている状況の

中で対応が難しくなっているということで、それ

に対して、町から何がしか手を打つべきではない

のかというようなご質問かと思います。 

  側溝清掃に関しましては、環境資源課の関与と
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いたしましては、地区自治会の皆様が自主的に側

溝清掃を実施していただいた場合には、そこで発

生する堆積物の回収処分というのを支援という形

で実施をさせていただいておりますということに

なります。 

  その側溝の管理自体は、前段委員のご質問でも

お答えさせていただきましたとおり、町道に関し

ましてはまちづくり建設課が管理をしております。

そのまちづくり建設課のほうで、例えばその汚泥

が大分たまって定期的な清掃が必要になってしま

うような場所につきましては、そういったご相談

を、これは区長様からでないと受けられないとい

った話ではございません。各地区の実際にお困り

の方から、直接まちづくり建設課のほうにご相談

いただきましたら、まちづくり建設課のほうで必

要に応じた現場の確認ですとか対策について検討

を行うというような体制になっておりますので、

ぜひそういった汚泥等の堆積が発生しているよう

な状況、それでお困りの状況がございましたら、

遠慮なくまちづくり建設課のほうにご相談をいた

だければ何がしかの対応をさせていただくという

ことで体制を取っておりますので、ご理解いただ

ければと思います。 

  もう一点の、久喜の新ごみ処理施設に関連して、

この成果書とか決算書に何もその記載がないとい

うことでございますけれども。当然、ご承知のと

おり、今現在、新ごみ処理施設に関する協議を久

喜市と行っている状況で決まったものは何もござ

いませんので、それをこの予算書あるいは決算書

等に反映させるということは決まったものがござ

いませんので、当然反映もできないということで

ございます。ご理解いただければと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 小河原委員。 

○委員（小河原 正君） 分かりました。 

  １つ目の側溝については、まちづくり建設課の

ほうへお願いしたいということですね。そちらで

考えているはずだという、今、答弁いただきまし

た。 

  まちづくり建設課は９月20日の日にありますの

で、今日、環境資源課ではそういう答弁をしまし

たので、ね。そのことをよく、私からもお願いし

て、まちづくり建設課がやるというふうに報告が

ありましたと言っておきますから、多分それ、い

や別だったらおかしくなるから、同じ役場の中で

なんですからね。これはいいこと聞きました。こ

れで少しは進歩されますね。 

  あともう一つのごみの問題については、もう答

弁できないということだから、これはまた別の場

所でやりますけれども、分かりました。 

  早く分かったら、早く分かったようなことも一

応頭に入れておいてもらいたい。そのことを言っ

ておきたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） ほかに質疑ございますか。 

  丸山委員。 

○委員（丸山妙子君） 丸山です。よろしくお願い

します。 

  合併処理浄化槽設置推進について伺います。 

  決算書136ページ、説明書139です。 

  これ毎年聞いているんですけれども、国庫支出

金と県支出金と一般財源から47万1,000円という

ことで、予算が556万8,000円、決算が324万2,000

円って、結構使っていないんですけれども、その

辺り、もう少し推進していってほしいなと思うん

ですが、その進まない課題と今後どうして行くの

か、お聞きいたします。 

  あと、広域利根斎場組合のほうですが、決算書

138、説明書121ページです。 

  メモリアルトネの利用状況は、コロナ前と今と
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そんなには変わってないけれども、ちょっと増え

ているんですが、この状況はやっぱりちょっと亡

くなる方が多くなっているというか、高齢化なの

かコロナなのか、何かその辺の分析って分かりま

すか、お願いします。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  副課長。 

○環境資源課副課長（小林知弘君） 環境資源課副

課長、小林でございます。ご質問にお答えさせて

いただきます。 

  まず１点目、合併処理浄化槽推進事業の予算の

執行状況ということで、当初の予算に対して実施

した決算額というのが十分に使い切れていないと

いうようなことで、これの有効活用について何か

対策はないのかというようなご質問でございます。 

  合併処理浄化槽の推進というのは具体的に言い

ますと、いわゆる単独処理浄化槽、それから汲み

取のお便所、この２種類を新しい形の合併処理浄

化槽、生活雑排水までを含んで水を浄化する、そ

れによって公共用水域の川とか用水路の水質汚濁

を防止するという、その趣旨のための補助金とい

うことでございまして、こちらを年間でおおむね

10基程度の浄化槽あるいは汲み取便槽を合併処理

浄化槽に転換していただくための補助ということ

でございます。 

  こちらにつきましては、実は毎年３月を目途に、

この浄化槽の補助金の活用について各浄化槽をお

使いの皆様にご案内、あるいは広報でも周知をさ

せていただいておりまして、その結果、昨年度は

残念ながら10基中の６基分しかご活用いただけな

かったということでございますけれども、浄化槽

をお使いの世帯の皆様にはそういったご案内、あ

るいは広報と一緒に発している回覧文書等でご案

内を、これは補助金の活用と併せて浄化槽の適正

管理、保守点検ですとか清掃ですとか法定検査、

実は浄化槽の管理者にはこういった義務づけがご

ざいますが、こういった適正管理を促すと併せて

補助金の活用についても回覧や文書などでご案内

をさせていただいております。そういった対応を

取っております。 

  それから、もう１点目の広域利根斎場組合の利

用が少し増えている状況ということで、この理由

についてでございますけれども、どうして増えて

いるのかということについては、私どもとしても

なかなか理由が分析し切れないというような状況

でございます。ご理解いただければと思います。

よろしくお願いいたします。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 丸山委員。 

○委員（丸山妙子君） 丸山です。 

  合併処理浄化槽は新築の分は初めからつけられ

ているんでしょうけれども、進めていただきたい

なと、国と県から出ているので、やっぱり今聞い

ていると、広報に載っているのは見ているんです

けれども、個人宛てにも出していらっしゃるのか

な、ちょっとその辺、直接個人宛てにも例えばは

がきを出すとか、これぐらい補助が出ますとか、

何かもうちょっと踏み込んで、情報が届いていな

いのかなと思うので、その辺もうちょっと工夫し

てほしいと思うので、そこをもうちょっと例えば

個人宛てに送るとかなんか、もしやっていればや

っていると答弁していただければと思いますが、

その辺どう考えるのか、やっぱり推進をしっかり

と国・県から来るものは使っていただきたいと思

うので、そこもう１回お願いします。 

  あと、広域利根斎場に関しましては、どうして

もあちらでちょっと遠いというので利用が少ない

というのがあったんですけれども、私もちょっと

知り合いの方がとか、最近あっちの利根斎場のほ
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うに行くことがあるんです。 

  それで、この地域の人たちの利用が増えてきた

のかなというのがちょっと気になっていたので、

利用者が増えるのはいいことなので、そういうこ

とも関係しているのかなと思ってちょっと聞いた

んですけれども、その辺は分からないということ

なのかなと思いますけれども、利用が増えるのは、

私は期待しているせっかく事務経営やっているの

でそちらを使っていただけるようにというのはあ

るんですけれども、そこは分析できているかどう

か、もう一回お願いします。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  副課長。 

○環境資源課副課長（小林知弘君） 環境資源課副

課長、小林でございます。ご質問にお答えさせて

いただきます。 

  まず１点目の浄化槽の補助の利活用に関して、

もう少し個人宛ての周知をということでございま

すけれども、現在は、各個人へのご案内というの

は特に行っておりません。広報と一緒に回す回覧

文書で、浄化槽地域にお住まいの皆様へという形

で、適正管理と併せて補助金の活用についても触

れたチラシというのを回覧ということで発出させ

ていただいているというような状況でございます。 

  個人向けに関しましては、実を申しますと先ほ

ど３月ぐらいに行っている回覧文書と併せて、こ

れは法定検査を行っていない方に限るんですけれ

ども、間もなく９月10月ぐらいに未実施の方向け

には実はダイレクトメールといいますか、県の浄

化槽協会と連携しまして、浄化槽協会が法定検査

の未実施者を把握しておりますので、その未実施

者向けに実は法定検査をしっかり行ってください

ねというようなダイレクトメールというのを実施

しておりますので、例えばそういった機会を捉え

て、この補助金の活用についても周知をできるか

どうかということで、少しそういった機会も使い

ながら情報拡散に取り組んでまいりたいと思いま

す。 

  それから、広域利根斎場の利用者の増加につき

ましては、こういった事業でございますので、積

極的な活用というふうなＰＲというのも非常にし

にくいものになりますので、どうしても特段の動

きというのは実は行っておりませんので、町の何

かこういった動きがあったからこういう増につな

がっているというご説明ができればよかったんで

すけれども、なかなかそういったものが材料とし

てはございませんので、これは自然増という言い

方でご説明するのが適切かどうか分からないんで

すけれども、なかなか深い分析というのができな

いというような状況でございます。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） ここで休憩いたします。 

 

休憩 午後 ４時４２分 

 

再開 午後 ４時５８分 

 

○委員長（西村茂久君） 再開いたします。 

  それでは、休憩前に引き続き環境資源課の質疑

を行います。 

  質疑はありますか。 

  角野委員。 

○委員（角野由紀子君） 角野です。１点だけお願

いします。 

  清掃総務費138ページです。私たちの予算書に、

ごみ減量課と資源課で啓発用品として町オリジナ

ルエコバッグを作成し、主に転入者へ配布します

というふうにありましたが、これはやったのかや

らないのかだけお伺いします。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 
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  副課長。 

○環境資源課副課長（小林知弘君） 環境資源課副

課長、小林でございます。 

  オリジナルエコバッグの制作及び配布の実施の

状況についてのお尋ねでございますけれども、こ

ちらについては、令和４年度は実施はしておりま

せん。ということでご理解いただければと思いま

す。よろしくお願いいたします。 

○委員長（西村茂久君） 角野委員。 

○委員（角野由紀子君） 実施はしていないという

ことで、一応私たちの予算書で49万計上されてい

ますよね。これはじゃ、次年度へするのかもうこ

れは４年度は決めたけれどもなしにしているのか、

その辺だけお伺いします。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  副課長。 

○環境資源課副課長（小林知弘君） 環境資源課副

課長、小林でございます。ご質疑に答弁させてい

ただきます。 

  エコバッグの制作につきましては、エコバッグ

自体が一般的に普及が大分進んだということでご

ざいまして、そのニーズを改めて、エコバッグの

普及ということで町がこういった制作をしまして

配布をする必要性が大分なくなってきたというふ

うな理解をしまして、ということで、予算の計上

はさせていただいたんですけれども実施をする必

要がないということで、見直しをさせていただい

ております。 

  ということで、このエコバッグの配布という形

での啓発というのは、今後の実施についてもしな

いということで決定をしております。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 角野委員。 

○委員（角野由紀子君） 分かりました。 

  私たちの予算書というのは、基本的な何をする

かという課ごとの年のメインの目標であったりす

るわけです。私たちは予算書を見ますけれども、

これは結構大事なことなんです。 

  ４年の間にエコバッグ普及したよね、やめよう

ねという話に会議でなったのかどうか知りません

が、やはり、じゃこれを載せるべきかという執行

率の話もありますが、49万円出したということに

対して、別にそれをやりなさいとかやらなくてい

いという判断は私にはないですが、その辺です。 

  私たちの予算書と発行した限りは、その辺をし

っかり受け止めてほしいということです。今後、

私たちの予算書という冊子をつくるときは、用意

周到、しっかりやるべき施策を載せてほしいと思

います。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） ほかに質疑ございますか。 

  丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。それで

は、質問させていただきます。 

  まず、135、136ページの環境衛生事業、その中

にさらに委託料というのがございます。137、138

ページ。これに関連してなんですが、まず、成果

書で120ページになります。 

  前段の委員から、側溝清掃、堆積物の適正処分、

この関係でお尋ねしたいんですけれども、やはり

だんだんとこの側溝清掃の協力者が少なくなって

きていると思います。強制ではないというこれま

での答弁でもあります。令和４年度の実績です、

各自治体の状況は。新年度のときには資料なども

いただいておりますが、とりあえずこの決算での

状況はどうだったのか、お尋ねしたいと思います。 

  それともう１点は、側溝清掃の運搬業務委託な

んですけれども、これはどこに委託しているのか、

それと、４万円というのが基本的にありますけれ

ども、これは近隣でもこれが大体トン当たりの単
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価としてこういう金額になっているのか、ほかの

状況とも把握されていれば加味して答弁お願いし

たいと思います。 

  それから、空き地環境保全の関係なんですけれ

ども、町としては土地所有者に対し必要な指導ま

たは助言を行っているということなんですけれど

も、実際処理率は高いほうなのかどうか、その点

も伺っておきたいと思います。 

  続きまして、137、138ページの清掃総務事業の

中の負担金、補助及び、要するに久喜宮代衛生組

合、負担金と合わせてなんですけれども、一つは、

これまでプラスチック系は資源として回収されま

した。今度の新設炉については、可燃ごみという

ことになります。 

  宮代町はもちろん委託ということになっている

んですけれども、そうすると、住民としてはこれ

までのプラスチック系のごみは新年度からは可燃

系になるのかどうなのかという声も上がっており

ます。そうすると、委託料はどうなるのかという

こともあるんですけれども、とにかくその辺では

どういうふうな扱いになるのかお尋ねしたいと思

います。 

  それともう１件は、やはり新設ごみ処理施設の

負担金の関係です。これはもう一般質問でも伺っ

ておりますけれども、確認をしたいんです。 

  10月中旬を越えてもなお合意に至らない場合は、

私の前段の議員の質問でも答弁しておりました。

その場合、議員に報告、相談の上、対応について

検討が必要となると、そういうふうに考えている

という答弁がありました。 

  私はそういうふうになるのかなというふうに思

いますが、基本協定書を読んでも、第３章のその

他の第７条のところに「この協定に定めのない事

項または疑義が生じたときは久喜市、宮代町協議

の上定める」だから、これはあくまでも話合いな

んですよね。 

  それでもなおかつ合意に至らない場合は、先ほ

ど言ったような答弁をしておりますけれども、そ

ういうふうになる可能性は大きいと思うんですが、

現時点、あと１か月ぐらいしかありません。そう

いう状況の下で、この状況は変わっているのか変

わっていないのか、その点お尋ねをしたいと思い

ます。 

  以上。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  副課長。 

○環境資源課副課長（小林知弘君） 環境資源課副

課長、小林でございます。ご質疑に答弁させてい

ただきます。 

  まず１点目、側溝清掃の実施状況ということで、

当初予算の委員会の中で一度資料はお示ししてい

る中で、決算ベースでどうなのかというようなご

質疑でございましたけれども、前段委員でも答弁

させていただいたとおり、令和４年度の実施状況

につきましては、春の４月から６月ということで

48地区、それから秋の時期ということで９月から

12月にかけてということでございますが、こちら

で２地区ということで、全部で50地区、令和４年

度は実施をしていただいているということでござ

います。 

  参考までに、令和３年度、２年度の数字が手元

にございますので、ご紹介いたしますと、令和３

年度につきましては全部で40地区、令和２年度に

つきましては26地区ということで、恐らくコロナ

の影響があったかと思いますけれども、コロナ禍

で皆さんそういった活動を控えていただいたとこ

ろから通常の状況に戻りつつある50地区というこ

とになっているのかなというふうに理解をしてご

ざいます。 

  それから、回収の委託料ということで、単価契
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約で１トン当たり４万円ということで、これが近

隣等と比較してどうなのか、それから委託先でご

ざいますけれども、まず、委託先につきましては、

さいたま市のいわゆる清掃業者のほうに委託をさ

せていただいております。それから、４万円の単

価につきましては、申し訳ございません、近隣と

の比較というのは特段行っておりませんので、分

析等も行っていないという状況でございます。 

  続いて、空き地の保全に関しましてでございま

すけれども、この処理率というのが令和４年度は

35.4％ということで、これが高いのかどうなのか

というご質疑でございますが、こちらにつきまし

ては前段委員でも答弁させていただいたとおり、

毎年町から所有者、管理者の方に文書でもって是

正を求めるご案内をさせていただいておりまして、

それに対する反応というのが毎年のように状況が

変わってまいりますので、その状況というのが本

当に大きく変わるというような状況でございまし

て、ですのでこの処理率を一概に過去と比較して

高いのかどうなのかということはなかなか比較が

しにくい状況で、所有者の方のそれぞれの状況と

いうのがあろうかと思います。 

  それによって、この実施していただける、いた

だけないというところが大分変わってくるという

ことがございますので、なかなかこの高いのかど

うかというところに関しましては、なかなかお答

え申し上げにくいというような状況でございます。 

  それから、久喜宮代衛生組合のごみの処理の関

係ということで、プラスチック類の現在資源物と

して取り扱っているものから可燃化ということが

見据えられているということでございます。 

  これが、来年度からどうなるのかというような

お尋ねかと思いますけれども、来年度につきまし

ては現状どおりの回収の分別となっております。

新しい新ごみ処理施設久喜市のほうで造る予定で

あります新ごみ処理施設において、プラスチック

類の可燃ごみへの分別の変更ということでござい

ますので、令和９年度以降の対応ということにな

ろうかと思います。当然その中では、負担金等へ

の算出も変わってまいりますけれども、現状では、

来年度につきましてはごみの分別については今年

度と同じということになりますので、そういった

状況ということでご理解いただければと思います。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  課長。 

○環境資源課長（大場崇明君） 久喜市の新炉の協

議の関係についてお答え申し上げます。 

  これは一般質問の際にも答弁をさせていただい

ておりますが、平成28年12月に久喜市と締結した

基本協定書に基づいて今協議を進めていて、10月

中旬を目途に合意を目指すということについても、

久喜市と共通認識を図っているところでございま

す。 

  したがいまして、それまでに鋭意協議を進める

ということで、実は、今議会中にも何度も久喜市

のほうとお話合いをさせていただいているという

状況ですので、双方10月中旬に向けて様々な点か

ら協議を継続しておりますし、現在も行っている

ということでご理解いただければと思います。 

  したがいまして、不調にならないように双方が

話合いを重ねているという現状についてご理解い

ただければと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 委員長から丸藤委員の５

番目の質問に関して判断を示します。 

  今、課長のほうから答弁いただきましたけれど

も、再質問は認めません。といいますのは、あく

までこれは決算の特別委員会で、決算の内容に沿

って、最初の質問はその延長線ということで理解

をし認めましたが、再質問については控えてくだ
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さい。 

  丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 今の委員長の発言なんです

けれども、私は決算というのは、それなりに住民

の負託を受けて、また予算を取って執行してやっ

ています。反省すべきところは反省しなければい

けないし、いい面はいい面として伸ばしていかな

ければいけない、それが決算だと思っております

ので、そういう意味では、それが予算がないから

と言っちゃうと全然質問にならないですよ。何の

ための決算になるんですか。 

○委員長（西村茂久君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ５時１７分 

 

再開 午後 ５時１９分 

 

○委員長（西村茂久君） 再開します。 

  丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） それでは再質問させていた

だきます。 

  まず環境衛生事業、137、138ページの関係でご

ざいます。 

  先ほど、また前段の委員のときの答弁を伺って

の質問だったんですけれども、分母が76地区です

か、それとあと幾つの地区がやっているかという

ことも大事なんですけれども、汚泥運搬業務委託

でトン数になっていますので、これはどういうふ

うな経過をたどっているんでしょうか。 

  それともう１点は、さいたま市の清掃業者とい

うんですけれども、これは名前を出してもいいで

すよね、別に、特に。私はどこの業者かと聞いた

つもりですので、お答えいただきたいと思います。 

  それから、空き地環境保全の関係ですが、確か

に、町あるいは担当者としても努力はしていると

思います。私もほかの自治体の状況についてはき

ちっと把握しておりませんので、宮代町の処理率

が高いのか低いのかというのは軽々には言えない

んですが、かなり高いところもあるというふうに

聞いております。 

  ですので、そういった点ではほかの自治体の関

係では把握されていないのかもしれませんが、一

度ほかの自治体の把握もされて、高いところにつ

いてはどういうふうにやっているのかということ

も一度研究したほうがいいと思います。そういう

意味で、今回はその程度に質問はしておきますが、

ぜひこれはそういう意味からも把握していただけ

ればと要望です。 

  それから、139、140ページの久喜宮代衛生組合

負担金に関しての質問をしました。当面、来年度

はプラスチック系については従来どおりというこ

とで確認させていただきますが、やはり住民は今

度の新ごみ処理施設の関係で言えば、今のプラス

チックはやはり資源になるし、これは可燃ごみに

しなくてもいいのではないかとそういう声もある

わけで、それからすると随分違うなという、そう

いう声もあるわけです。 

  なぜ、こういう質問をしたかといいますと、あ

る意味可燃ごみになってしまうと、今度は指定袋

に入れなくちゃいけないのかという心配をしてい

るわけです。これは可燃ごみと違って相当面積を

要しますので、そういった点での心配の声がある

もんですから、ちょっとそういった声にどう応え

ていくのかなということでお聞きしました。 

  あとの新ごみ処理施設整備費の費用負担につい

ては不調にならないようにということで、また委

員長からもそれ以上の再質問は受け付けないとい

うことですので、終わりたいと思います。 

  じゃ、その点についてお願いします。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 



－１３０－ 

  副課長。 

○環境資源課副課長（小林知弘君） 環境資源課副

課長、小林でございます。ご質疑にお答えさせて

いただきます。 

  まず１点目の側溝清掃の汚泥の具体的なトン数

ということでございますけれども、こちら、説明

書の120ページの一番上のところに27.11トン掛け

る４万円の消費税で119万円ということで、この

27.11トンが令和４年度、先ほど答弁さしあげた

50か所の地区から発生した汚泥の量ということに

なります。 

  50か所の内訳となりますと、実はそれは回収を

してしまった時点でどこの地区で何トン、何キロ

出ているのかというのまではなかなか量ることが

実際難しいので、これは50か所で27トン強という

部分が昨年度は発生したということでしか私ども

は把握ができないというような状況でございます

ので、ご理解いただければと思います。 

  それから委託先の業者名ということでございま

すけれども、大変失礼いたしました。さいたま市

の業者、安住環境整美株式会社でございます。あ

ずみは安心の安に住むという漢字に、かんきょう

は私ども環境資源課の環境、せいびは整えるに美

しいという字を書きます。こちらに委託のほうを

させていただいております。 

  それからもう１点、ご質疑だったかどうかちょ

っとあれなんですけれども、空き地に関して、処

理率が高い自治体を参考に研究をということで、

そのように、少し私どもも他自治体の事例という

ことで調査研究しまして、必要に応じてそういっ

た取組を参考にしながら、できるだけ処理率の向

上に向けて取組を進めてまいりたいと考えており

ますので、ご理解いただければと思います。 

  以上でございます。 

〔発言する人あり〕 

○環境資源課副課長（小林知弘君） 大変失礼いた

しました。もう１点でございます。 

  プラスチックの可燃化によるごみの実際の出し

方の問題かと思います。指定袋を現在使って対応

しておりますけれども、具体的に、委員おっしゃ

るとおりプラスチック類は大分体積が大きいとい

うことで、これを燃やせるごみ化することで、指

定ごみ袋の取扱いについても検討が必要な状況で

はございますけれども、具体的にどのような対応

にするかということは、実はまたこれから検討す

るということでございますので、住民の皆様の負

担あるいは混乱をできるだけ来さないような形で、

いずれにしても対応をするということで考えてま

いりたいと思いますので、ご理解いただければと

思います。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） ほかに質疑ありますか。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（西村茂久君） ないようですので、以上

で環境資源課の質疑を終了いたします。 

  ここで暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 ５時２８分 

 

再開 午後 ５時３０分 

 

○委員長（西村茂久君） 再開いたします。 

  それでは休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

────────── ◇ ────────── 

 

◎議案第２７号の審査（税務課） 

○委員長（西村茂久君） これより税務課の審査を

行います。 

  質疑に入る前に、本日出席している説明員の紹
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介をお願いします。 

○税務課長（伊東高幹君） 担当課長の伊東です。

どうぞよろしくお願いします。職員紹介につきま

しては、自己紹介という形でやらせていただきま

す。よろしくお願いいたします。 

○税務課主幹（石井 栄君） 改めまして、こんに

ちは。税務課主幹の石井と申します。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

○税務課主幹（海老原剛章君） こんにちは。税務

課主幹の海老原と申します。よろしくお願いいた

します。 

○町民税担当主査（岡安英之君） 失礼します。町

民税担当主査の岡安と申します。よろしくお願い

します。 

○委員長（西村茂久君） 既に、本会議において説

明済みですので、直ちに質疑に入ります。 

  なお、答弁に当たっては、挙手それから所属、

氏名を述べていただくようよろしくお願いいたし

ます。 

  歳入歳出一括して質疑をお受けいたします。質

疑はありますか。 

  丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 

  それでは、何点かご質問させていただきます。 

  まず、歳入の決算書11ページ、町税の関係なん

ですけれども、雑駁にお聞きしますが、上程説明

のときの補足説明でも伺っていますが、やはり町

税、財政課ともいろいろ質疑もしたんですけれど

も、やはり普通交付税の算出の基礎として、基準

財政収入額、これはやはり税関係がほとんどなん

ですよね。やはり交付税をもらえるかどうか、基

準財政収入額が少なければ少ないほどもらえるか

というとそうでもないし、そういった意味では財

源、これがどういうふうになっているのかという

のが大事なんですけれども、そういった点では令

和４年度の町税で、特に例年なんですけれども、

軽四輪乗用車の登録台数が増加しているというの

が主な理由になっておりますけれども、町税全体

としてどういうふうな傾向になっているのか、も

う少し詳しくお願いしたいと思います。 

  それから、不納欠損、12ページの関係なんです

けれども、これらについても理由も伺っておりま

すけれども、どういうふうになっているのか、併

せてお尋ねしたいと思います。歳入関係です。 

  それから、歳出の関係ですが、79,80ページの

関係で、町民税事業等、固定資産事業がございま

すが、これの不用額の主な要因が、電算委託料が

当初見込みを下回ったと、固定資産税の事業につ

いても同じような説明がされております。これに

ついて、もう少し詳しく説明をお願いしたいと思

います。 

  続いて、同じく79、80ページの徴収対策事業な

んですけれども、成果書では99,100ページになり

ますが、滞納整理を実施しているということで、

努力はしていると思いますが、どのように行われ

ているのか、まずお尋ねしたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  課長。 

○税務課長（伊東高幹君） 税務課長、伊東です。 

  １点目と２点目については私のほうから答弁を

させていただきます。 

  まず、歳入の状況ということで、本会議の中で

説明させていただいた内容につきまして、加えて

説明をさせていただければと思いますけれども。 

  まず、町民税の状況でございますけれども、個

人住民税で見ますとまだ所得割額が伸びていると

いうことについては、主要な施策に関する説明書

の12ページに町税の状況を書かせていただいてお

りまして、個人町民税が所得割の増加ということ
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で書かせていただいておりますけれども、この状

況について少し補足して説明させていただきます

と、所得割額でちょっと調べさせてもらっており

まして、令和３年度が16億8,000万円程度だった

ものが令和４年度については17億円まで伸びてい

るというような状況、個人町民税については大き

く伸びているわけではないんですけれども。 

  一方で、法人については非常に大きく伸びてお

りまして、令和３年度が、事業年度で言いますと、

7,600万円だった課税標準自体が１億円に3,000万

円ぐらい伸びているというような状況、そういっ

た数字を確認させてもらっていると。それが先ほ

どの成果書の12ページでいいますと、法人税割の

増加といったところにつながっているわけですけ

れども、そういった大きな伸びがあるといったよ

うな状況でございます。 

  新築家屋についても、現に町なかを見ていただ

きますと分かるとおり、新築自体が市街化区域外

にも伸びているといったような状況がありまして、

そういった状況を踏まえてこういった数字になっ

ていると、歳入の伸びにつながっているといった

ような状況でございます。 

  これが１点目の回答になります。 

  ２点目の不納欠損についてでございますけれど

も、不納欠損の額については408万8,030円といっ

たところで、決算書の12ページの一番上の行の金

額になりますけれども、その内訳といたしまして

は件数が79件でございまして、その事由別に見ま

すと財産がない、あるいは法人ですと倒産してい

るといったようなのが79件のうち50件、生活の困

窮といった状況が確認できたのが14件、所在が不

明というのが９件、お亡くなりになってしまった

といった件数が６件といったような内訳になって

おります。これが不納欠損の状況でございます。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  主査。 

○町民税担当主査（岡安英之君） 町民税担当主査

の岡安と申します。 

  丸藤議員の電算委託料の不用額についてお答え

申し上げます。 

  町民税事業の電算委託料の不用額についてなん

ですが、予算積算段階において納税義務者の増、

また登録台数の増を見込みまして計上いたしまし

た。 

  実際の執行状況を見ますと、例えば個人住民税

につきましては、いわゆる定職退職等の異動等が

見込みよりも少なかったことなどを憶測といたし

まして、いわゆる計算料であるとかそれから通知

に伴う通知計算料であるとか調書印刷代であると

かそういったもろもろの結果、不用額が生じたも

のと見込んだところでございます。 

  町民税については以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  主幹。 

○税務課主幹（海老原剛章君） 税務課主幹、海老

原でございます。 

  固定資産税の不用額、委託料の不用額につきま

してご説明させていただきます。 

  こちらも町民税同様に、納税義務者の増加等を

見込みまして、令和２年度の決算に若干そういっ

た増加分を見込んで予算を編成していたところで

すけれども、内容といたしましては、納税通知書

の作成ですとか封入封緘や各種土地の台帳や家屋

の台帳などのマスターの更新、そういった計算料

や帳票印刷代になりますけれども、こちらが当初

の見込みよりも少なかったということで、不用額

が生じてしまったというような状況でございます。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  主幹。 
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○税務課主幹（石井 栄君） 税務課主幹の石井と

申します。 

  徴収対策事業におけます滞納整理の状況につき

ましてお答え申し上げます。 

  徴収対策では、現在の社会情勢に応じた個々の

納税相談ですとか、新規滞納を防止するための納

期期限内の納付の広報及び催告に努めております。 

  また、財産調査によりまして、給与ですとか預

金等の差押えを実施させていただきまして、税収

の確保、収納率の向上に日々努めておるところで

ございます。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） それでは、再質問させてい

ただきます。 

  まず、歳入の町税の関係ですが、一番増収とな

っている部分はどの部分なんでしょうか。１款の

町税の中で、やはり一番大きく占めているところ

はどこなんでしょうか。個人町民税と法人税もあ

りますけれども、どの部分になっているのか。 

  それから、先ほど新築等々の関係もありますけ

れども、固定資産税の関係では評価の増もあるか

と思うんですけれども、この固定資産税の関係で

はどういうふうになっているのか。これまでの令

和３年度までと令和４年度との関係ではどういう

ふうになっていますでしょうか。 

  それから、軽自動車税についても登録台数が増

えているので増収にもなっているんですけれども、

こういった点では主な特徴というのはどこになる

のか、併せてお尋ねしたいと思います。 

  あと、町たばこ税なんですけれども、これは税

負担が重くなっています。これも減るのかなとい

うふうに思うとそうでもないし、そういった関係

では予算現額と収入済みとの関係では4,217万円

も増えていますね、たばこ税。これらについては

どういうふうに取ったらいいのか、町担当として

はどういうふうに考えているのか、その点につい

ても伺いたいと思います。 

  それから歳出の関係ですが、町民税事業と固定

資産税事業の不用額の要因ということでお聞きし

ましたが、この納税義務者については見込みより

少なかったということなんですけれども、この見

込みの仕方なんですけれども、問題はなかったの

か、担当としてどうなのかというのもあると思う

んですけれども。特に町民税事業についてはどう

だったんでしょうか。お尋ねしたいと思います。 

  それから、徴収対策事業についてでありますけ

れども、先ほどどのように行われているかという

ことでお尋ねしましたが、以前は県の支援も得て

滞納整理に当たっていたということもあったと思

うんですけれども、令和４年度についてはどのよ

うにされているのか、また以前のような県の支援

体制もあったのかどうか、その点お尋ねしたいと

思います。 

  それから、納税推進事業なんですけれども、こ

れは口座振替、これが一番安全だし、収納にとっ

ては自動振替でやるというのが一番いいんですけ

れども、それについての動態はどうなんでしょう

か。その点についてもお願いしたいと思います。 

  以上。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  課長。 

○税務課長（伊東高幹君） 税務課長の伊東です。 

  重複になりますけれども、何点か私のほうから

答弁をさせていただきます。 

  まずは１点目の町税の状況でございますが、主

要な施策に関する説明書の12ページをご覧いただ

きたいと思いますけれども、現年度課税分の表を

用意させていただいておりますけれども、その内

訳として一番大きくウエイトを占めている部分に
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ついてはまさに個人町民税で、17億6,000万円と

いうようなウエイトを占めているわけでございま

す。 

  伸びが一番大きかったというご質問がありまし

たけれども、その割合の中で一番大きいというの

は、伸びが大きいのは法人町民税の30.3％になる

んだろうというふうに思います。金額としてのウ

エイトは大きくありませんけれども、伸びとして

の大きさとしては、30.3％の伸びを見せた法人町

民税が伸びとしては一番大きいというような状況

になっているというものでございます。 

  それで、軽自動車の状況ということでご質問い

ただいておりますが、この冊子の96ページをご覧

いただければと思うのですが、軽自動車税の賦課

の状況というのを表にさせていただいておりまし

て、この一番下の表です。 

  その中で軽四輪乗用が一番伸びているよといっ

たものがこの表から読み取れるわけでございます。

登録数が105も増しているというふうになってお

りますけれども、その中でも69台の増が見られる

といったものが、顕著に伸びているといったこと

でご確認していただけるかなというふうに思って

おります。 

  それから、たばこ税についてですけれども、た

ばこ税についてはお隣の97ページに町たばこ税の

賦課の状況というのがありまして、丸藤委員から

ご質問いただいた中でのお話ですけれども、102

万本増えているというような状況になっているわ

けでございますけれども、健康増進といった流れ

ですとか喫煙率の低下というのはある一方で、あ

くまでも私個人の評価なのかもしれませんけれど

も、地方創生臨時交付金を活用してＰａｙＰａｙ

キャンペーンなどをやっていまして、今現在９月

いっぱいやっていますけれども、そういった中で

は、例えばそのキャンペーンのほうを受けられる

のは町内の方に限っているわけではございません

で、町外からも購入することができると。 

  それによって町内の商工業者の方がその恩恵が

受けられるといったような仕組みになっておりま

して、そういった意味においては、たばこの購入

に際してＰａｙＰａｙが使えないわけではござい

ませんで、そういった利用によってたばこの本数

が伸びているというのはあるんじゃないかなとい

うふに、これはあくまで推測に過ぎませんけれど

も、そういった効果が表れて、町内でのたばこの

購入が増えていたんじゃないかなというふうには

推測しているところでございます。 

  固定資産税については担当主幹から説明させて

いただきます。 

  あと、口座振替の状況については同冊子の100

ページになります。口座振替の状況でございまし

て、口座振替これ自体がこの人数ではありません

で、実際の件数です、口座振替を期別に行ってい

るものなので。 

  例えば町民税でいいますと４期にわかれていま

すから、それを４というふうにカウントしていま

すけれども、この現の状況と実際に共通納税シス

テム、お隣のページになりますけれども、地方税

の共通納税システムを使っている伸びとかという

のがあって、実際には口座振替からそちらに移行

してなされている方とかいったものが、電子化に

よってこの傾向が少し変わりつつあるといったよ

うな状況になろうかなと。 

  ちょっと令和４年度とは直接関係ありませんけ

れども、現に令和５年度からは税目が広がってク

レジットカードなども使えるようになってきて、

クレジットカードの中にはポイントを付与される

ようなものもありまして、そういったことによっ

て、口座振替をやめてクレジットカード払いにし

ているといった方も見られていますので、もしか
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するとそういった影響によって減少してくる可能

性があるのかなというふうに見込んでいるところ

でございます。 

  私のほうからは以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  主幹。 

○税務課主幹（海老原剛章君） 税務課主幹、海老

原でございます。 

  固定資産税の関係につきまして回答させていた

だきます。 

  まず、固定資産税の増の要因ということでござ

いまして、今回、5,280万円ほど増えております

けれども、こちらのおおむね半分近くにつきまし

ては新・増築家屋の増によるものということでご

ざいまして、こちらは令和４年中の新築の棟数が

128棟となっております。 

  こちらに係る分の新・増築家屋分の増と、その

ほか家屋軽減の措置が取られている家屋の軽減の

期間が切れたとかによりまして、家屋の分が増と

いう形になっております。 

  令和３年度の新築の棟数は全144棟ということ

で、若干令和４年のほうが新築の棟数が減ってき

ているという形になっております。 

  続きまして、最新の不用額の要因の見込みの件

でございますけれども、納税義務者の見込みにつ

きましては、固定資産税のほうが今回14人が増え

ているという形になっていますけれども、増加と

しましては100名程度というふうに見込んでおり

ましたが実際にはそこまで及ばなかったというと

ころでございます。 

  こちらにつきましては、主にこれまでの増加の

要因等を含めましてちょっと多めに見たりもして

おりましたけれども、そこまで納税義務者が及ば

なかったこと、あとは、こちらはどちらかといい

ますと納税義務者自体よりも土地の移動ですとか

そういった家屋の移動、そういったものがあるな

しによりましてデータの計算料とか印刷代とかが

変わってきますので、そちらが令和２年の決算に

比べまして少なかったというような形になるかと

考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  主査。 

○町民税担当主査（岡安英之君） 町民税担当主査

の岡安と申します。 

  丸藤委員からございました町民税事業の委託費

の不用額についての質問につきましてお答え申し

上げます。 

  やはり、固定資産税と同じように、納税義務者

については増という形で見込みました。これにつ

きましては、やはり過去の数値などを参照しまし

て増加すると見込んでおったところです。しかし

ながらこの委託料につきましては、税額が平行と

なった場合に、帳票の印刷であるとか計算代が生

じてくるものでございます。 

  こちらもやはり憶測の域なんですが、例えば確

定申告をなされなかった方が確定申告をしたこと

によって住民税額が変わったとか、また修正申告

などによって住民税額が変わったとか、そういっ

た移動数がある程度少なく済んだことによりまし

て、このような不用額に至ったというところでご

ざいます。 

  ご理解のほどいただきたいと存じます。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  主幹。 

○税務課主幹（石井 栄君） 税務課主幹の石井と

申します。 

  委員ご指摘の徴収対策事業におけます埼玉県の

支援があったかなかったかということなんですが、
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私もちょっと記憶にないんですが、何年か前に埼

玉県の職員を町に派遣いただきまして、徴収対策

事業に協力していただいたという過去の経緯とい

うものがあるんですが、ここ最近はそういった形

を取っていなくて、直接的な埼玉県の町税の徴収

対策におけます支援という関わりというのは、残

念ながらないところでございます。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） それでは、再々質問をさせ

ていただきます。 

  まず、口座振替の関係なんですが、先ほど課長

から答弁いただいて分かりましたが、成果書を見

ても口座振替はどんどん減っています。その代わ

りと言うとあれなんですけれども、この電子納付

のほうが、じゃこの減った分はほとんどこちらの

ほうに変わっているというふうに解釈していいん

でしょうか、その確認をさせていただきたいと思

います。 

  コンビニエンスストアの収納も減ってきていま

すよね。だから、これはどういう傾向なのかなと

いうことでお尋ねしたいと思います。 

  それと、徴収対策事業なんですけれども、悪質

な滞納者と言うと言葉が悪いんですけれども、給

与とか預金等の債権の差押えをしていますが、こ

の差押えの状況についてはどのようになっている

んでしょうか。もう少し詳しくご答弁お願いした

いと思います。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  課長。 

○税務課長（伊東高幹君） 税務課長の伊東です。 

  口座振替の状況についてご答弁申し上げます。 

  委員ご指摘のとおり、実際に税目として、私も

ちょっと説明不足があったかもしれませんけれど

も、説明書の100ページ、101ページ、町県民税と

固定資産税と軽自動車税と国民健康保険税の口座

振替の減少と地方税共通システムが結びついてい

るのかというようなご質問をいただきましたけれ

ども、これ、直接的に結びついているわけじゃな

いということです。まさに税目が異なっていると。 

  口座振替をおやめになった理由というのを細か

くは分析しておりませんけれども、口座振替を実

施されている方というのはどちらかというと年齢

が高い方が多いという傾向があるのかなというふ

うには思っておりまして、比較的若い方について

はいろんなツール、要はスマートフォンですとか

そういったものを使ってご納付されていたりとか

コンビニエンスストアと使ったりとかという方が

往々にしていらっしゃるというのがありますので、

恐らくこの減少というのは少し高齢の方が納税の

義務がなくなったりですとか、あとはお亡くなり

になっているといったような件数が多々含まれて

いるという、これちょっと細かく分析していなく

て明確な答弁ができなくて申し訳ないんですけれ

ども。 

  100ページと101ページの表については直接的に

関係しているというわけではないということは、

先ほど私が答弁したときに誤解を生んでしまった

ことは誠に申し訳なかったんですけれども、そう

いった直接的な関係はありませんけれども、特に

今年度については共通納税システムの税目が拡大

されているというのもありまして、特にクレジッ

トカードなんかを使ってご納付をするという意識

を持ってお電話をいただく方もいらっしゃいまし

て、それが解約につながっているというケースも

ありますので、今後そういったことが伸びてくる

可能性はあろうかなというふうには思っていると

ころでございます。 

  私からは以上でございます。 



－１３７－ 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  主幹。 

○税務課主幹（石井 栄君） 税務課主幹の石井と

申します。 

  委員ご指摘の徴収対策事業において、悪質な滞

納者に対する差押えの状況について申し上げます。 

  令和４年度１年間におきまして、差押えの件数、

総件数については約40件、金額につきましては約

900万円、こちらはあくまでも差し押さえた額面

でございますので、こちらが全て回収されて現金

化されたというものではありません。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） ほかに質疑ありますか。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（西村茂久君） ないようですので、以上

で税務課の質疑を終了いたします。 

  ここで休憩いたします。 

 

休憩 午後 ６時０６分 

 

再開 午後 ６時１９分 

 

○委員長（西村茂久君） 再開いたします。 

  それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

────────── ◇ ────────── 

 

◎議案第２７号の審査（住民課） 

○委員長（西村茂久君） これより住民課の審査を

行います。 

  質疑に入る前に、本日出席している説明員の紹

介をお願いいたします。 

○住民課長（草野公浩君） 皆さん、こんばんは。

住民課の草野と申します。どうぞよろしくお願い

します。 

  それでは、説明員の自己紹介をさせていただき

ますので、よろしくお願いいたします。 

○住民課主幹（高橋正巳君） 住民課主幹、高橋と

申します。よろしくお願いします。 

○住民課主幹（田原浩介君） 住民課主幹の田原で

す。よろしくお願いします。 

○年金担当（山﨑 貴君） 年金担当主査の山﨑と

申します。よろしくお願いします。 

○国保・後期担当主査（安部麻里亜君） 住民課国

保・後期担当主査の安部と申します。よろしくお

願いいたします。 

○委員長（西村茂久君） 既に、本会議において説

明済みですので、直ちに質疑に入ります。 

  なお、答弁に当たっては、挙手と所属、氏名を

述べていただきますよう、よろしくお願いいたし

ます。 

  一般会計分の歳入歳出一括して質疑をお受けし

ます。ただし、特別会計は入りませんので質問の

際、ご注意ください。 

  質疑はありますか。 

  丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 

  それでは、何点かご質問させていただきます。 

  決算書81、82ページの戸籍住民基本台帳費の中

の12節の次のページ、委託料の関係なんですが、

407万円とそれから17節の備品購入費47万円を繰

り越しております。これは説明はあったんですけ

れども、もう少し詳しい繰越しの理由をお願いし

たいと思います。 

  それから、83、84ページの旅券事務事業の関係

ですが、これは10年用のパスポートが113件、５

年用のパスポートが92件ということで、前年度に

比べて増えているという説明がありました。これ

はもちろん新型コロナウイルス感染症拡大でずっ

とこの間海外渡航ができなかったということもあ
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るんだと思いますが、増えているものの新型コロ

ナウイルス感染症拡大以前に戻っているのかどう

か、その辺についてお尋ねしたいと思います。 

  続いて３点目ですが、決算書129、130ページの

４款衛生費の中の２目予備費、後期高齢者健康診

査事業の関係でありますけれども、健康診査は保

健センターでの集団検診、それと医師会での個別

健診で行われておりますけれども、やはり受診者

数は増えていると思いますが、この受診者数の増

加はどういう状況なのかお尋ねいたします。 

  それともう１点なんですけれども、後期高齢者

疾病予防事業で人間ドックの関係でありますけれ

ども、これについてもどういう状況なのか、併せ

てお尋ねしたいと思います。 

○委員長（西村茂久君） 説明を求めます。 

  主幹。 

○住民課主幹（田原浩介君） 住民課主幹の田原で

す。 

  まず、繰越しのほうです。404万円と備品のほ

うの16万1,000円です。こちらのほうは戸籍のシ

ステムのマイナンバーへの対応になっておりまし

て、一斉に全部の市区町村全てのシステムのほう

がこれで改修になります。どうしても国の仕様が

固まらず、３月後半に仕様が固まってしまいまし

て、要は作業がどうしても繰越しをしてしまうと

いうのが大きな要因というか、それだけです。 

  それぞれの市町村のシステムに合わせて何かを

行うわけではありませんので、どうしてもいろい

ろな各ベンダーの仕組み、そのシステム自体を改

修しなければいけませんので、どうしても仕様が

固まらず繰越しになってしまっているということ

です。 

  作業のほうは、６月中に全て改修は終了になっ

ています。 

  続きまして、旅券の関係です。10年のものが83

件、５年のものが92件ということで、前年に比べ

ますと倍ぐらいの数で増えておりますが、令和元

年度で見ますと、10年用が300件、５年用が227件

ということで、これまでもこのくらいの数が毎年

出ておりましたので、令和２年からコロナの影響

でがくっと数が減って、復調はしていますけれど

もコロナ以前にまで戻ったかという質問ですと、

戻ってはいないということになります。 

  私のほうからは以上です。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  主査。 

○国保・後期担当主査（安部麻里亜君） 国保・後

期担当の安部です。 

  後期高齢者の健康診査と人間ドックの予防事業

の増加についてお答えいたします。 

  成果書の92ページ、93ページをご覧いただきま

すと、令和２年度から令和４年度の受診者の数が

載っておりますので、健康診査のほうは令和３年

度に比べて297名の増、人間ドックの補助金につ

いては令和３年度からは12名の増となっておりま

す。 

  以上です。 

  失礼いたしました。増加の理由というのは、や

はりコロナのほうが落ち着いてきまして、人間ド

ックや健康診査を受けていただく方が増えてきた

のかなというところです。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 

  それでは、再質問させていただきます。 

  戸籍住民基本台帳、それから旅券事務事業につ

いては分かりました。予防費の関係なんですが、

確かに成果説明書でも出ているんですけれども、

どういうふうに見たらいいのかなというふうに思

うんですけれども、確かにコロナ関係もあるのか
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なというふうに思いますけれども、特に人間ドッ

クについては令和２年度が94人、それから令和３

年度が129人、令和４年度は141人というふうに

徐々には増えてはいるんですけれども、受診者の

経済的負担の軽減を、もちろん２万7,000円とい

うことであるんですけれども、これはもっと増え

てもいいのかなという気もするんですけれども、

そういった点での啓発はどういうふうにされてい

るのか、この点お尋ねしたいと思います。 

  それから、後期高齢者の健康診査事業について

も同様なんですけれども、これはやはり保健セン

ターでの集団検診が多いのだとは思うのですけれ

ども、個別健診もできるので、個別健診ももっと

増えていいのかなというふうに思いますが、この

点についてはどういうふうに担当としては把握さ

れているのか、その点、もう一度お尋ねしたいと

思います。 

  以上。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  主幹。 

○住民課主幹（高橋正巳君） 住民課主幹、高橋と

申します。よろしくお願いします。 

  まず、後期高齢者疾病予防事業の関係、成果書

でいいますと93ページの人間ドックの関係でござ

いますけれども、こちら令和３年度が129件、令

和４年度が141件ということで、12件ほど増えて

おります。 

  こちらにつきましては、他市町では増減という

か先着ということがあるんですけれども、町のほ

うといたしましては、なるべくこういう機会であ

りますので負担を町のほうで補助いたしまして、

受けていただけるように広報等でお知らせしてい

るところでございます。 

  あわせまして、成果書92ページの後期高齢者健

康診査事業に係るものでございます。 

  今回、令和４年度につきましては2,175件、そ

のうち集団検診が580件、個別健診が1,595件とい

うことで、集団検診につきましては85件ほど増え

ております。個別につきましても200件近く増え

ておりますので、こちらにつきましても、令和４

年度からインターネット予約等、皆さんの受診し

やすい環境等整えておりますので、そういったと

ころも含めてさらに受けていただけるようにして

いきたいと考えております。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） ほかに。 

  小河原委員。 

○委員（小河原 正君） 小河原です。 

  １点だけちょっとお聞きしたいんですが、マイ

ナンバーの関係、世間ではいろいろ指摘されてい

ることがあったと思うんですが、宮代町は適正に

管理されているのかどうか、もしされていなかっ

たとしたら内容を教えてもらいたい。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  主幹。 

○住民課主幹（田原浩介君） 住民課主幹の田原で

す。 

  マイナンバーということで、マイナンバーとマ

イナンバーカードとありますけれども、カードで

よろしいですか。 

  当然、マイナンバーカード自体は国のほうで一

括で作成しておりまして、町に申請があったりご

自分でインターネット等で申請をされて、今だと

２週間から３週間で町のほうに届いております。 

  届き次第、ご本人様のほうに通知をしています

が、その間は町のほうで保管ということになりま

すが、当然、施錠された場所できっちりと管理を

して、誰のものがいつ届いたのかという書類のほ

うもシステムのほうを一緒に入れさせてもらって
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おりますので、どちらのほうに管理をしていると

いうのもしっかり管理をしております。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） 小河原委員。 

○委員（小河原 正君） 私が聞きたいのは、マイ

ナンバーの管理だけじゃなく、マイナンバーを発

行していろいろ何か問題が起きたのがありますよ

ね、世間では。宮代町はなかったのかどうかとい

うこと。もしあったとしたら、どういうものがあ

ったのか教えてもらいたい。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  主幹。 

○住民課主幹（田原浩介君） 主幹の田原です。 

  一般的にマスコミ等で話があるひもづけの間違

えとかの話、あとはマイナポイントとかの話にな

りますと、申し訳ないんですが所管が違いますの

で、マイナポイントのひもづけのほうは基本的に

は企画財政課のほうでメインでやってもらってい

ます。 

  ５月以降、数が減ってきて、住民課のほうをメ

インでやっているんですけれども、そこでのエラ

ーというのはありません。それは一つは、マイナ

ポイントの申請の仕組み自体が、国のほうが形を

変えてきていますので、ひもづけのエラーがない

ような仕組みをつくっていただいていますので、

そちらを使っておりますので、何重にもわたって

本人確認をするとかそのようなものがシステムと

してできていますので、そちらを使っております

ので大丈夫です。 

  あと保険のひもづけも、ちょっと私のほうで言

っていいのかどうか分からないですけれども、例

えば国民健康保険とか後期高齢の関係ですと、も

ともと町で持っているデータでひもづけをしてお

りますので、誰かの別の手作業が入ったりするこ

とはありませんので、ひもづけのほうも間違いな

いですし、前回、ここ何日か前に国のほうから見

直しというところで市町村の名前が出ていたと思

いますけれども、当然宮代町のほうはありません

でした。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） ほかに質疑ありますか。 

  田島委員。 

○委員（田島正徳君） 田島です。 

  １点だけお願いします。 

  決算書のページ130。後期高齢者検査審査事業。 

  10、11、12とあるんですけれども、ほとんどが

次の後期高齢者疾病予防事業で流用になっている

んで、その内容をよろしくお願いします。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  主査。 

○国保・後期担当主査（安部麻里亜君） 国保・後

期担当の安部です。質問にお答えいたします。 

  健康診査事業の流用の理由というところですけ

れども、人間ドックの補助金の申請のほうが想定

よりも多くなりまして、ただ宮代町の人間ドック

の補助金は特に上限を設けておりませんので、申

請があった方には支給するという形になりまして、

予算のほうがちょっと不足してしまいまして、健

康診査事業のほうで予算の余る部分がありました

ので流用したというところでございます。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） ほかに質疑ありますか。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（西村茂久君） ないようですので、以上

で住民課の質疑を終了いたします。 

 

────────── ◇ ────────── 

 

◎延会の宣告 

○委員長（西村茂久君） 本日はこの程度にとどめ、
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次回は９月15日金曜日午前10時から委員会を開き、

引き続き福祉課関係の審査から始めたいと思いま

す。 

  これにて延会いたします。 

  お疲れさまでした。 

 

延会 午後 ６時３９分 



 
 
 
 
 
 
 
 

決 算 特 別 委 員 会 

 
 

第 ３ 日 
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開会 午前１０時００分 

 

◎開会の宣告 

○委員長（西村茂久君） 改めて、皆さんおはよう

ございます。 

  ただいまの出席委員は12名であります。定足数

に達しておりますので、９月13日に引き続き決算

特別委員会を開会いたします。 

 

────────── ◇ ────────── 

 

◎議案第２７号の審査（福祉課） 

○委員長（西村茂久君） これより福祉課の審査を

行います。 

  質疑に入る前に、本日出席している説明員の紹

介をお願いします。 

○福祉課長（鈴木淳史君） おはようございます。 

  福祉課長の鈴木と申します。本日はよろしくお

願いいたします。 

  続きまして、本日出席しております職員から各

自自己紹介しますので、よろしくお願いいたしま

す。 

○福祉課主幹（小林和政君） 福祉課主幹、小林と

申します。よろしくお願いいたします。 

○福祉支援担当主査（荒川俊二郎君） 福祉課福祉

支援担当主査の荒川です。よろしくお願いします。 

○福祉支援担当主査（平向優子君） 同じく、福祉

課福祉支援担当主査の平向と申します。よろしく

お願いします。 

○委員長（西村茂久君） 既に本会議において説明

済みでございますので、直ちに質疑に入ります。 

  なお、答弁に当たりましては、挙手、所属、氏

名を述べていただくようお願いいたします。 

  歳入歳出一括して質疑をお受けいたします。 

  質疑はありますか。 

  土渕委員。 

○委員（土渕保美君） 土渕でございます。よろし

くお願いいたします。 

  成果書124ページ、決算書90ページ、社会福祉

事業の中の民生委員に関してお伺いしたいと思い

ます。 

  民生委員の今回の補助金、増えています。これ

は、人員が増えたのか、それとも手当の支給が増

えたのか、それとも、その点１つと、あと現在、

欠員があるのかどうか、その点に関して質問をさ

せていただきます。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○福祉課主幹（小林和政君） 福祉課主幹、小林で

ございます。 

  では、民生委員の補助金につきましてご説明申

し上げます。 

  補助金につきましては、民生委員の人数割りで

民生委員・児童委員の協議会のほうに補助金をお

渡ししています。昨年度におきましては、年度途

中に民生委員さんが増えたものですから、その人

数割りの関係で補助金が増えました。 

  ２点目、欠員の関係でございます。本年度、去

年の12月に改選が行われましたが、欠員につきま

しては、昨年度末時点で８人の欠員がございまし

た。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 土渕委員。 

○委員（土渕保美君） ご答弁ありがとうございま

す。 

  欠員に関しましては、今後どのような努力をさ

れていくのかお伺いいたします。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○福祉課主幹（小林和政君） 福祉課主幹、小林で
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ございます。 

  欠員につきましては、昨年度末現在、８人の欠

員がございました。今年度４月１日から追加で１

名ございまして、本日現在７名の欠員がございま

す。引き続きまして、民生委員、児童委員の人材

につきましては、地域のコミュニケーションが大

切なことから、一方的な指名とかそういうものに

はなじまないと考えてございますので、自治会な

どからご紹介をいただきまして、町担当者による

説明を行っているところでございまして、引き続

き地域の皆様のお声を聞きながら定数確保に向け

て取り組んでまいりたいと思っております。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 土渕委員。 

○委員（土渕保美君） ありがとうございます。 

  うちの近所もそうですけれども、やはり独り暮

らしのお年寄りとか、あとは後期で大変苦慮され

ている方が大分多いと捉えていますので、ぜひと

も、その点しっかりと欠員の補塡をお願いしたい

と思いますので、その辺をよろしくお願いいたし

ます。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） ほかに質疑はありますか。 

  泉委員。 

○委員（泉 伸一郎君） 泉でございます。よろし

くお願いいたします。 

  ２点ほどお伺いさせていただきます。 

  まず１点目なんですけれども、決算書90ページ、

成果書では58から59ページになります。 

  社会福祉事業、その中でまずは58ページの実施

内容というところで、社会課題に対応したセミナ

ーやイベントを開催ということで、みまもりの

「わ」事業が紹介されております。 

  ここで、町や社協へつなぐみまもりサポータ

ーを確保というふうになっているんですけれど

も、これはどういう方たちなのかをお伺いいた

します。 

  それから、59ページのほうになるんですが、福

祉団体同士が連携をするきっかけとなるプラット

フォームづくりということで、参加者として夏が

409人で、冬が584名ということで、合計すると昨

年が1,000人となっていましたので、大体同じぐ

らいの方が参加されているということなんですが、

その一番下のところなんですけれども、ステップ

宮代活動チーム交流会ということで、このステッ

プ宮代活動チームという紹介がされているわけな

んですけれども、これこういう交流会をされて、

今後何か新しい取組を考えられたのかどうかとい

うことをお伺いいたします。 

  以上、２点です。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○福祉課主幹（小林和政君） 福祉課主幹、小林で

ございます。 

  委員さん質問の点につきまして、順次お答え申

し上げます。 

  １点目、みまもりさんの、どんな方かというこ

とでございますが、みまもりさんにつきましては、

ボランティア団体さんの方を主にお声がけしなが

ら募集をかけていくところでございます。 

  続きまして、活動チームにつきましてでござい

ますが、ステップ宮代活動チームにつきましては、

ステップ宮代が西原のほうに移転になりまして、

そこで活動している団体さんを改めて組織化して

いるところでございます。社協を中心に組織化し

ているところでございます。 

  本年度は、そういった組織化された団体さんに

この西原自然の森フェスタの中で、団体さんに西

原ステップまつりという企画で、団体さんのほう

にお声がけをさせていただきまして、参加をして
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いただく予定でございます。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 泉委員。 

○委員（泉 伸一郎君） ありがとうございます。 

  それでは、再質問させていただきます。 

  昨年度では、福祉推進委員８人という何か表示

がされていたんですが、今回はみまもりさん100

人という形に、圧倒的に増えているんですね。こ

の福祉推進委員とみまもりさんの違いはどのよう

な感じなのかなと。 

  私が先ほど聞いたのは、町や社協へつなぐみま

もりサポーターというのは、どういう方なんです

かと聞いたので、例えばこういうことをやってい

て、こういう資格を持っているとか、そういう方

がいるとかそういう説明をしていただきたかった

んですけれども、何かあまりにもざっくばらん過

ぎて、答弁になっていないような気がしたんです

ね。 

  あと、団体登録が20団体ということで、その内

訳426人というのはすごいと思うんですね。協力

店のほうも昨年度は14店舗だったのが、２倍の28

店舗に増えているということで、すばらしい進め

方をされているなとは思います。 

  このフードドライブボランティアも15名だった

のが、19名ということで４人も増えているという

ことで、大変ありがたいなと思っております。 

  先ほど聞いた内容をもう少し詳しく説明してい

ただきたいということと、このフードドライブボ

ランティアの中で、下のほうの枠組みの中でフー

ドバンク拠点八潮等に車で取りに行くというふう

になっておりまして、このドライバーは何人ぐら

いいらっしゃるのかなとお聞きしたいと思います。

八潮というと結構遠いんですよ。約30キロ以上往

復走りますから、それなりのご負担があると思う

んですね。大変だろうと思うんですけれども、ド

ライバーが何人ぐらい、この19人の中の何人ぐら

いになるかということも一緒にお聞きしたいと思

います。 

  それと、２問目のほう、35団体、57人というこ

とで、この活動チーム交流会ということで35団体

も参加されていますので、ステップまつりという

ことで、行われるということですので、期待した

いと思います。 

  一応、先ほどの２点だけお願いいたします。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○福祉課主幹（小林和政君） まず、みまもりさん

の関係でございますが、みまもりさんは福祉推進

委員の関係ということでございますが、まず、そ

れは整理する中で福祉推進委員さんとみまもりさ

んは同じ関係ということで、私どもは理解してお

ります。 

  いわゆる地域において、みまもり活動を行って

いただく方、例えば、しばらく雨戸が開いていな

いねとか、そういうことを社協のほう、または町

のほうにお声がけいただきまして、そこをつない

でもらって私ども、社協、町のほうで対応してい

く、そういった活動を行っていただいております。

特に資格というものは用意してございません。 

  続きまして、フードドライブのドライバーさん

なんですが、このドライバーさんの人数、運転す

る人のみのところで把握はしていないところでご

ざいます。申し訳ございません。 

○委員長（西村茂久君） 泉委員。 

○委員（泉 伸一郎君） ありがとうございます。 

  把握されていないということなので仕方ないと

思います。 

  そうしますと、このみまもりさん100人は、福

祉委員100人でいいということでよろしいんでし

ょうかね。 
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  それと、今年度なんですけれども、ある団体さ

んのところにちょっと参加させていただいたとき

に、ドライバーが足りないということで苦慮され

ているということをお聞きいたしました。そうい

う団体の方は町へのボランティアされているんで

すよね。違う面から見ると町が補助しきれていな

いところを手助けしてくれている。例えば有償に

はなるんですけれども、やはり町の高齢の方とか

障がい者の方を見守るそういう意識をしてやって

いただいていますので、やはり町が手が届かない

ところに手を差し伸べていただいているというと

ころがあると思うんですね。 

  そういう中でやはりドライバー不足で苦慮して

いるということがあったりしたときに、町として

も何かしらの後押しの支援というものもしてあげ

るべきではないかなと思うんですけれども、そう

いう有償でやれているということがあるので、な

かなか難しい問題があると思うんですけれども、

ただボランティアとして町のために尽くしてくれ

ているという貢献度というものがありますので、

町としても何かしらのそういう支援を、お金がか

からないようなちょっとした支援とかをできない

ものかと思うんですけれども、その点についてお

伺いいたします。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  課長。 

○福祉課長（鈴木淳史君） 福祉課長の鈴木と申し

ます。 

  まず、先ほどのフードバンクの八潮までのドラ

イバーなんですけれども、細かく正確には把握し

ていないんですけれども、主に社協の職員が行っ

ているというような話も聞いております。 

  あとは、団体のドライバーさんが不足している

という話も町の福祉課のほうでも話は聞いており

ます。各団体の困り事について、町がどこまで関

わって、どこまで入り込んでやるかというのは非

常に難しい判断を迫られる部分というのはあるん

ですけれども、そういった状況というのは、把握

しつつこういった町としてなかなかやりづらい部

分というのは、社協にもご協力いただきながらそ

ういった活動を少しでも支援できるように、でき

る部分というのがどこかというのは難しいですけ

れども、ドライバーが不足しているということで、

話を聞いた上で、その周知に当たって、公にはな

かなか難しい部分というのがあるかもしれないで

すけれども、何かの集まりのときにちょっと声が

けしたりとか、そういった支援はしていけるかな

とは思っておりますので、福祉課だけではなくて、

子育て支援課、健康介護課、こういったところも

福祉分野を担う担当として、情報を共有しながら

やっておりますので、ご理解いただければと思い

ます。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） ほかに質疑はありますか。 

  丸山委員。 

○委員（丸山妙子君） 丸山です。お願いします。 

  ３点あります。 

  １点目は、決算書94ページ、説明書127ページ

です。127から128の冒頭の成果についての文言に

ついて、ちょっと詳しく説明してほしいと思いま

す。 

  128ページの成果の中で、途中ぐらいから、施

設関係者による利用調整会議、会議を毎月１回開

催して、イベントの検証とか、適正な事業運営を

行いましたというんですけれども、これもうちょ

っと詳しくご説明お願いいたします。 

  ２点目は、障害者地域生活支援事業についてで

す。決算書94、説明書129からです。 

  説明書の意思疎通支援事業の手話通訳者、要約

筆記者の今後の活用というものをちょっとこれか
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ら手話のほうの条例もできたりするんですけれど

も、今までの動きとちょっとどう変わっていくの

か、考えがありましたらお願いします。 

  ３点目は、民生委員です。 

  決算書90ページ、説明書124だと思うんですが、

先ほどの委員さんからも質問ありましたけれども、

高齢化しているんですが、内容が多岐にわたって、

特にやはり子供の虐待とかそういうほうの知識と

いうのがどんどん入らなければいけないんですけ

れども、そのあたりを民生委員さん本当によくな

ってくださったとありがたいんですけれども、子

供の虐待とかいろんな知識を入れていっていただ

かないとと思うんですが、そのあたりはどう取り

組んでいらっしゃるか。 

  以上、３点です。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○福祉課主幹（小林和政君） 福祉課主幹、小林で

ございます。 

  まず、委員さんご質問の質問につきまして、順

次お答え申し上げます。 

  １点目、説明書で言いますと、128ページ、福

祉交流センターの事業でございます。 

  福祉交流センターの事業では、定例で打合せを

実施しております。毎月一度定例で打合せを実施

しておりまして、福祉交流センターの指定管理を

お願いしておりますきらりびとみやしろさんとそ

の月の振り返り、また来月の事業内容等の確認、

予定を打合せして、実施しているところでござい

ます。 

  続きまして、説明書130ページ、意思疎通支援

事業でございます。 

  意思疎通支援事業は手話を必要とする方に、手

話の通訳者を派遣する事業でございます。本年度

９月議会に上程をさせていただいておりますが、

宮代町のほうで手話言語条例を上程させていただ

きました。ついて今年度この施策についてまた検

討してまいりますが、手話通訳者の派遣につきま

しては、例えば今個人でのものが多くなっており

ますが、例えば去年でも、町の会議のときに手話

通訳者を派遣していただいて、一緒に耳の聞こえ

ない手話の必要な人たちと一緒に会議をする、そ

ういった場面で活用しておりましたので、今後耳

の聞こえない人、手話の必要な方と面談する機会

につきましては、引き続き活用していく、そうい

った方針になろうかと思います。 

  続きまして、124ページ、民生委員の関係です。 

  民生委員さんの関係では、民生委員さん年に10

回定例会を実施しておりまして、そのときにその

都度研修を実施しております。その中に児童虐待

の問題等も定期的に取り入れておりますので、新

しい知識をその都度勉強していくところでござい

ます。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 丸山委員。 

○委員（丸山妙子君） 再質問させてもらいます。 

  １番目の成果なんですけれども、もうちょっと

詳しく、この中で部署の中に成果ということで施

設関係者による利用調整会議が毎月１回これは分

かりました。 

  イベントの研修や見直しということがあるので、

例えばこのイベントはどう検証して、見直しはこ

ういうことがあって、来年度にこうしていこうと

か、そのあたりをきちっとできているのか伺った

ので、そのイベントを検証したといって書いてあ

るので、その後適正な事業運営行いましたと言う

んですけれども、そこのやはりイベントの検証を

見直ししているということはすごいいいことなん

ですけれども、具体的にどんなことがあるのか、

もう一度お願いいたします。 
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  ２番目、生活支援事業の手話なんですけれども、

これコロナのほう第５類になって、いろいろ今も

う運動会が開かれたり、いろんな町のイベントも

増えた中でやはりもう言語条例としてできちっと

入っているというということになると、例えば議

会の初日の町長あいさつとか何かやはりそういう

ところに入ってくるとか、町の説明会、例えば須

賀小学校の地域コミュニティの話とか、やはり多

くの人に聞いてもらいたいというときには手話通

訳者って必要になってくるんですけれども、町に

はボランティア団体で手話の会の方もいらっしゃ

るので、今までは県派遣の方が来てくださったり、

みたいなことしているみたいなんですけれども、

せっかく学んでいる人たち、そして生かす場所、

それで皆さんに伝えていくという部分では、その

あとあたりも考えていらっしゃると思うので、そ

こをお願いいたします。 

  あとちょっと３番の民生委員の答弁ちょっとよ

く分からなかったんですけれども、具体的にやは

りさっきも同じ質問になってしまうんですけれど

も、高齢化になっていって、高齢者のことは当然

見守りしたりするんですけれども、目に見えない

虐待での子供のものとか、やはりちょっと通告義

務もあったり、そういうあたりきちっとなってく

ださったり、民生委員さんに伝えていく、研修し

ていくということの重要性、そこをしっかり答弁

していただきたいと思います。 

  お願いします。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  主査。 

○福祉支援担当主査（平向優子君） 福祉支援担当

主査の平向と申します。 

  １点目のひだまりサロンの利用調整会議につい

て説明させていただきたいと思います。 

  利用調整会議については、笠原小学校の担当の

先生も一緒に参加をいただいておりまして、笠原

小学校の行事とひだまりサロンの行事がかぶらな

いようにするだとか、あとは専ら最近ですと、コ

ロナ禍で学校内での施設ということもありますの

で、コロナ禍の中でどういうふうにひだまりサロ

ンで授業をやっていくのかというような内容を昨

年度は検証しております。 

  その中で、室内では難しいなというものに関し

ては、昨年度新たにピロティということで外を利

用したコンサートを実施してみるだとか、例えば

お子さんとの連携という形に関しては、小学校の

子供たちは今ひだまりサロンの利用というのがコ

ロナ禍ということもあるので、控えてくださいと

いうなっている中で、廊下での子供たちとのやり

取りをするとか、そういった内容を利用調整会議

のほうでどんなことができるかなというのを検証

して、実施をしているというような内容になりま

す。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  課長。 

○福祉課長（鈴木淳史君） 福祉課長の鈴木と申し

ます。 

  手話の関係でご質問いただいた件と、民生委員

の関係でお答えさせていただきます。 

  まず、手話の関係なんですけれども、丸山議員

のおっしゃった今まで手話通訳の方というのは、

県のほうにお願いして派遣をしております。 

  これは、理想はやはり町レベルでできないかと

いうことなんですけれども、これは私もいろいろ

調べていく中で、あとは手話通訳というか手話の

会の方たちと話をしていく中で、やはり今このよ

うにしゃべっていることをその場で訳するという

のは、非常に難しい技術を取得する必要があると

いうことで、手話通訳士のレベルでないとなかな
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か難しいと。議場への手話通訳の方の配置という

のも当然考えられるんですけれども、そのレベル

に達する人が町の中でどれぐらいいるかというと、

１名２名いるかいないかぐらいだという話は伺っ

ております。なので、その人に常にお願いすると

いう形になるか、県のほうにまたお願いするかと

いうのは、いろいろ議会の皆さんとも相談しなが

らということになってきますけれども、当然町の

ほうの説明会や何か行事のときに手話通訳士の配

置というのも考えていく必要があるとは思ってい

ますので、どういう場面でそういう通訳士を配置

する必要があるかというのも踏まえながら、あと

は、これは町の中の現状ということにはなるんで

すけれども、手話を必要とする方というのが、ど

れぐらいいるのかというところにもよると思うん

ですけれども、町で全ての方を把握しているわけ

ではないんですけれども、聞いている限りでは、

担当で把握している限りでは、二桁いくかいかな

いかくらいかもしれないということでもあるので、

そこら辺の兼ね合い等も含めながら、今後の事業

展開というのは考えていく必要があるということ

で、条例制定後にもう少し詰めて考えていきたい

とは考えております。 

  あと、民生委員の関係ですけれども、先ほど小

林のほうから答弁させていただきましたけれども、

年10回、定例会ということで、これは事務局のほ

うでこういうテーマはどうですかというよりも、

民生委員の皆様方からご意見、希望を伺った上で

テーマを決めてやっております。 

  先ほど児童虐待ということで具体的に話が出た

んですけれども、実際のところ今年度入りまして

も、児童虐待に関して講師の方をお呼びして、図

書館のほうで研修会を行ったところです。７月の

定例会でやりまして、民生委員の方も非常に勉強

になったということでおっしゃっておりました。 

  毎月というか毎回定例会ごとにきっちりテーマ

を決めながら幅広い分野で防災関係もそうですし、

高齢者介護制度、福祉の制度、もろもろ民生委員

さんが関わりそうな案件について幅広く研修はや

っておりますので、継続してやっていきたいと考

えておりますので。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） 丸山委員。 

○委員（丸山妙子君） １について、ひだまりサロ

ンについて具体的にありがとうございます。分か

りました。この部署の中でやはり見直しとか刷り

直ししていくということがすごい大事だと私は思

ったので、どんなふうにしてくださっているのか

とちょっと聞きたいと思いました。今後ともよろ

しくお願いします。 

  ２番の障害者地域生活支援の手話通訳です。 

  本当に手話通訳士という専門の方、議会の全部

とかではなくて、せっかく条例ができたので、例

えば窓口の人がちょっと何かご用ですかと筆記で

対応とかしてくださったりしているんですけれど

も、せっかくなので、そういう窓口でちょっとし

た会話、どの課にご用ですかとか、どんなことを

筆記でよろしいですかと本当簡単なことからだっ

たらそのボランティアさん、手話の会の方たちも

やはり使えるということはすごく大事だと思うの

で、そういう形で無理のない範囲で技術向上にも

なるし、宮代町ってこうやって受付とか窓口にい

らっしゃるんだなというのをやはりせっかく言語

条例できるんだから、そのあたり上手にしていっ

て、町民の方たちにも周知するというのは大事だ

と思うんです。 

  私、議員に出たときにやはり手話の必要な方が

いらしたので、手話できる方を私の話を聞くとき

に必要ですかとお聞きしたら、口の動きで分かる

から大丈夫と、もう８年前なんですけれども、で
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も、しっかりやはり二桁で人数的にはそんなにい

らっしゃらないけれども、でもその方たち不便で

はない、ならないようにすることが大事なので、

よろしくお願いします。 

  あと、民生委員さんについてです。 

  この定例会はよく存じております。それでやは

り今答弁いただいた幅広く継続的でやはり年々重

要なものって変わってくるので、そのあたり民生

委員さんと話をして、しっかりと民生委員さんが

困らないように、研修を受けたから動き出せると

いうことがあるので、その辺よろしくお願いしま

す。これは要望です。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） ほかに質疑はありますか。 

  田島委員。 

○委員（田島正徳君） 田島です。よろしくお願い

します。 

  まず、１点だけです。 

  決算書の90ページ、社会福祉総務費、この不用

額が１億8,000万、その内訳として、18節の負担

金補助及び交付金これで１億4,000万、この内容

として令和３年度の繰越明許の住民税非課税世帯

等に対する臨時特別給付金給付事業とこれが

7,524万円、電力・ガス・食料品等価格高騰緊急

支援給付金支給事業というほうで3,940万円、こ

の２つを合わせると１億1,000万円の不用額、そ

の理由として、支出が見込みを下回ったというこ

となんですけれども、足りないとすごい困るんで

すけれども、ちょっとあまりにも数字の算定、こ

れ説明書のほうに住民税非課税世帯ですから、こ

れ大体の予想ができると思うんです。結果的に１

世帯当たり10万円、じゃこれあとあとのことです

けれども、20万円にしても賄えた。電力・ガスの

ほうも１世帯当たり５万円ですけれども、プラス

５万円の10万円でも予算内で収まった、と思うん

です。 

  ちょっとこれ数字的に住民税非課税世帯とちょ

っとこの数字の読み込みがちょっと甘いと思うん

ですけれども、そこら辺の経緯、要はこれぐらい

の世帯を想定していて、結果的にこうなったとい

うのがちょっと説明いただければと思います。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○福祉課主幹（小林和政君） 福祉課主幹の小林で

ございます。 

  それぞれ昨年度実施しました給付金の関係の不

用額につきまして、ご説明申し上げます。 

  住民税非課税世帯に対する臨時特別給付事業で

ございますが、予算では、4,000世帯の世帯を想

定してございました。その内訳は、3,600が非課

税世帯、400がその年度に途中で家計が急変した

世帯。それを400世帯というふうに見込んでおり

ました。実際のところ給付をしますと、令和３年、

４年と２か年かけて実施した事業でございますが、

非課税世帯については、3,035世帯、家計急変世

帯については84世帯ということで、特に家計急変

世帯につきましては、申請が少なくなっていると

ころ、また非課税世帯につきましても大きく数を

見誤っているところというところでございます。 

  続きまして、電力・ガス・食料品等価格高騰緊

急支援給金支給事業でございます。 

  予算額といたしましては、こちらは総額3,500

世帯の世帯に給付を予定してございました。内訳

といたしましては、3,400世帯が非課税世帯、100

世帯が家計急変世帯でございました。実際のとこ

ろでございますが、非課税世帯に2,669件、家計

急変世帯に43件という形で給付をいたしまして、

やはりそれぞれの数から乖離があったものでござ

います。 



－１５２－ 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 田島委員。 

○委員（田島正徳君） たまたまそういう数を想定

していたけれども、結果的に少なかったと。この

給付金なんですけれども、これ申請なんですか。

それともプッシュ方式なんですか。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○福祉課主幹（小林和政君） 基本的にはいずれの

給付金につきましても、申請方式のもので実施を

しております。電力・ガス・食料品等価格高騰に

つきましては、同年度に住民税非課税世帯に関す

る臨時給付金を実施しておりますので、そちらを

申請した方につきましてはプッシュで行いました

が、それ以外の方につきましては、申請で行って

いるところでございます。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） 田島委員。 

○委員（田島正徳君） 非常に分かるんですよ。こ

れだけの3,600名という数字を把握して、まして

急変して、急変のほうはもう申請以外の何物でも

ないと思うんです。それがあまりにも少なかった

りして、何かもうちょっと何でしょう、多分もら

っていない、申請していない人もいるかもしれな

いので、本当になるべくならその数ちゃんとした

数を把握して、行政のほうでやっているんで、何

でしょう、もし申請がなければ、申請というか、

なければもうちょっとフォローできるような体制

を何とか組めないのかなと思うんですけれども、

そこら辺はどうお考えでしょうか。 

○委員長（西村茂久君） 最後の答弁になりますか

ら、これは課長が答弁されたほうがよろしいかと

思います。 

  答弁求めます。 

  課長。 

○福祉課長（鈴木淳史君） 福祉課長の鈴木と申し

ます。 

  この家計急変世帯については、特に把握するの

は難しい状況と考えております。周知ということ

で、ホームページ、ＬＩＮＥ等で実際やったとこ

ろでありますけれども、当然広報も届かない世帯

もある、ＬＩＮＥも登録していない世帯もある、

そういう中で、その情報というのをどこまで伝え

られるかというのは非常に情報の伝達という部分

では難しい部分ではあるんですけれども、このよ

うな取組というのは全国的に行われたので、報道

関係でも知る機会はあったのかなとは思いますけ

れども、そうですね、本当に支援が必要な人のと

ころにどこまで届くかというのは、こちらとして

も様々な事業をやるに当たって、その対象の把握、

あとはその支援の中身というのは、苦労している

ところではあるんですけれども、ここら辺につい

ては、実際のところ、民生委員の方とかにもチラ

シをお渡しして地区を回っていただいたりとかも

していますし、もちろん社協さんにもご協力いた

だいたりとか、小さい部分ですけれども、そうい

った周知というのは継続してやっていく必要があ

るかなと考えておりますので、このような情報の

伝達については、継続して研究が必要かなと捉え

ているところです。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） ほかに質疑はありますか。 

  塚村委員。 

○委員（塚村香織君） ４点質問をさせていただき

ます。 

  決算書の89、90ページ、成果書の124ページで

す。 

  社会福祉事業の負担金補助金及び交付金の、前

段でもございましたが、民生委員・児童委員につ

いてのご質問です。 
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  こちら人数も足りない中、皆様お忙しい中にお

引き受けくださっていろいろしてくださっている

とは思うんですが、民生委員の方が訪問されて、

それで例えば介護がもう必要な状態なんじゃない

かとか、あとはちょっと精神的なことだったり、

福祉につなげたほうがいいんじゃないかというそ

ういった実際介護や福祉につながった行政サービ

スにつながったという人数とか把握されていまし

たら教えてください。 

  次に、決算書の91、92ページの障害者総合支援

事業についてです。 

  こちら成果書の127ページになります。 

  こちらの成果というところで、障害福祉サービ

スの利用者354人に対して、介護給付などのサー

ビスを提供したと書いてございます。こちらの人

数なんですが、障害手帳や精神などのそういった

手帳をお持ちの何かそういった申請されている方

の中で、こういうサービスを利用している人数が

354人ということだと思うんですが、その割合と

いうか、こちら把握されていたら教えてください。 

  ３点目が、決算書の93、94ページです。 

  障害者地域生活支援事業についてです。こちら

の96ページの扶助費の日中一時支援給付費につい

てです。 

  こちらの日中一時支援というのは、自立支援の

当事者の方のファーストステップだったり、ご家

族のレスパイトなどのそういった支援になってい

ると思うんですが、こちらの利用状況について教

えてください。 

  最後に、決算書の95、96、障害者更生援護事業

についてです。 

  こちらの負担金、補助金及び交付金ということ

で、27万円と出ております。こちらもレスパイト

事業になっていまして、成果書にも131ページに

もあるんですが、こちら利用人数20人でこちらは

レスパイト以外にも補助金、難聴児童の補助金と

か、こちらがなかったということで、予算よりも

随分使われていない印象がございます。それで、

そのような状況をご説明、こういう利用されてい

ないということで、利用基準が厳しいというか、

利用しづらいのかなどそのあたりのことを教えて

ください。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○福祉課主幹（小林和政君） 福祉課主幹、小林で

ございます。 

  委員質問のことにつきまして、随時お答え申し

上げます。 

  １点目、説明書124ページ、民生委員の関係で

ございます。 

  民生委員さんから実際に福祉課に相談をつない

でいただいたケースにつきましては、ごめんなさ

い、本日手元に資料を用意してございませんでし

た。申し訳ございません。 

  続きまして、成果書127ページ、障害者総合支

援事業でございます。 

  障害福祉サービス利用者人数354人でございま

すけれども、こちらを障がい者の人数で割った数

で申しますと、障がい者全体の数を1,629人、で

割りますと、約21％の方がご利用されていたとい

う形になります。 

  続きまして、地域生活支援事業の中、日中一時

支援事業でございます。 

  日中一時支援につきましては、いわゆる総合支

援法の中で活動していない方が施設を利用したと

きの利用について給付をしているものでございま

すが、昨年度は４人のご利用がございました。 

  続きまして、更生援護事業でございます。 

  説明書で言いますと、130ページ、131ページの
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ところでございます。 

  構成援護事業には、補助金または扶助費のほう

でレスパイト事業の補助金ですとか、小児の慢性

児の方への日常生活用具、難聴児の方への補助金

の支援、あと住宅改修等をつくっている、で構成

されている事業でございますが、それぞれの事業

につきましては、県の補助要綱の範囲内で事業を

組み立てておりまして、その範囲内で実施をして

いくところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 塚村委員。 

○委員（塚村香織君） ありがとうございます。 

  まず、民生委員・児童委員の活動についてなん

ですけれども、今お手元にないということなので、

もし把握されていましたら、教えていただければ

と思います。 

  実際に福祉とか介護に近隣の方だったり、お友

達だったりという方が気づいてご相談がというそ

ういうサービスにつなげるということが多いかと、

ご家族とかと思うんですけれども、また民生委員

の方に例えばそういう役割というか担ってもらう

ということですと、やはり責任とか内容がその辺

がどの辺までなのかという、そういった定期的に

訪問する方にそういう知識というか、そういう経

験というかある方になってもらってという、例え

ば看護師さんとか、介護士さんで仕事はもうして

いないけれどもという方になってもらって、その

実際のサービスにつながれていない方というのが

結構いらっしゃると思うんですね。そういう方と

どうしたらそういう方とつながれるかというとこ

ろで、それが１つが民生委員さんなのかというと

ころに役割としてなると、やはりそれなりの例え

ば報酬とか内容についても見直しというのが必要

じゃないかなと思うんですが、そのあたりのこと

どのように民生委員さんの捉え方というかされて

いるのか、町として、教えてください。 

  次に、障害者総合支援事業についてなんですけ

れども、全体の障がいをお持ちの方1,629人中354

人の方が利用者としてサービスにつながれている

ということで、やはりそれ以外の方、ご自身で必

要ないという方もいるとは思うんですが、基準と

いうかそういうなかなか合うそういったサービス

だったり、施設などがないのか、そのあたりどの

ように捉えていらっしゃるのか、もう一度お伺い

いたします。 

  ３点目の日中一時支援についてなんですが、こ

ちらもやはり宮代町自体でこの基準てつけている

と思うんですが、もう少し利用を幅を広げて利用

していただくのか、何かこのぐらいの支援にして

いくのか、そちらのほうもお願いいたします。 

  同じようなことになってしまうのですが、この

障害者更生援護事業についても、やはり初め当初

に予算を立てているよりも使われていないという

ところが、本当は利用をしたいんだけれども、対

象者になっていなかったりとか、何かその例えば

ご相談の時点で、ごめんなさい、これは使えない

んですということがあるのか、それとももうそう

いう使わないもうサービス、もともと使われない

サービスなのかという、そのあたりのこともう一

度教えてください。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○福祉課主幹（小林和政君） 福祉課主幹、小林で

ございます。 

  １点目、民生委員さんの役割というところでご

ざいます。 

  民生委員さんは、行政と住民の方の橋渡し役を

していただいておりまして、高齢の方への訪問活

動等を実施していただいております。 
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  その中で、民生委員さんに我々が期待している

ことは、民生委員さんご自身が相談して、その悩

みを解決することではなくて、私たちにご報告を

していただきまして、それで公的な立場で関わっ

ていく、支援していく、そういった橋渡しをお願

いしているところでございます。 

  以上でございます。 

  続きまして、総合支援法をご利用されていない

方という内容でございますが、たしかに総合支援

法をご利用されている方は手帳所持者数の二十

何％ということで少ないというところもございま

す。総合支援法につきましては、ただ、高齢者の

方につきましては、介護保険法が優先されますの

で、基本的には高齢者の方はあまりご利用されな

いという制度になっております。高齢者の方がや

はり多いという一面もございますので、そういっ

た面で少し利用が少ないのかなというところでご

ざいます。 

  少し分析をしますと、逆に子供さんのほうは利

用が伸びておりまして、就学前の児童の方、就学

後の児童の方につきましては、利用者が伸びてい

るところでございます。 

  また、青年の利用で伸びているところは、グル

ープホームの利用者が伸びているところでござい

まして、それぞれ需要のあるところには皆さんご

活用していただいているというところでございま

す。 

  続きまして、日中一時支援でございます。 

  日中一時支援事業につきましては、法定の総合

支援事業がございますので、基本的には皆さんの

活動は総合支援事業の中のカテゴリーに入ってサ

ービスを受けている方でございます。 

  この日中一時支援は、これの体系から漏れてい

る施設をご利用される方でございますので、どう

しても利用される方は限られているというもので

ございます。具体的にはどういう施設をご利用さ

れているかと申しますと、短期入所施設なんだけ

れども、日中だけ使用したいよ、ちょっとそうい

う例外的な使用でご利用したい、というものと、

あとは、この総合支援事業の体験についていない

事業所、旧体系のままなんだけれども、その事業

所をご利用したいよ、そういう方につきまして町

から給付をしているものでございます。 

  なかなか利用者というところは増えていないと

ころでございます。 

  続きまして、障害者更生援護事業のところでご

ざいます。 

  潜在的な需要に対して、きちんとこう吸い上げ

ていないんじゃないか、そういうところだったと

思います。 

  去年の相談の中では、この更生援護事業で該当

になろう方というのは、あまり相談がなかったと

いうところもございます。またレスパイトケア事

業につきましては、コロナ前の令和元年度では、

延べ人数が66人とそれなりにあったので、コロナ

の影響で少し利用を差し控えているそういう部分

もあろうかと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） ここで休憩いたします。 

 

休憩 午前１０時５８分 

 

再開 午前１１時１３分 

 

○委員長（西村茂久君） 再開いたします。 

  それでは休憩前に引き続き福祉課の質疑を行い

ます。 

  塚村委員。 

○委員（塚村香織君） 塚村です。 

  民生委員・児童委員について、行政サービスに
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つながった人数は把握されていないということで、

承知をいたしました。 

  それで、この民生委員の方が活動をするときに、

やはり知りたい情報を、情報というかどうなって

いるのかというのが、例えば地域の方だったり、

それが児童委員の方などはお子さんだったりとか、

でも、なかなか個人情報ということで、いろんな

情報がない中での活動というのも難しいのかなと

思うんですけれども、そのあたりの民生委員・児

童委員さんの今の現状の役割ということで、何か

こう見直しができることとかあれば最後にお伺い

いたします。 

  次に、２点目の障害者総合支援事業なんですが、

先ほどもなかなか利用につなげるまではというと

ころが、ご相談があればこういう事業所があるよ

ということで、サービスがあるよということでご

案内されているということなんですが、どんな利

用のものが使えるのかということをご相談があれ

ばこういうのというのをご紹介されているとは思

うんですが、もう少し例えば発信、広報とかそう

いった発信の中で、こういうサービスがあります

よとか、また事業者さんのパンフレットとかをも

う少し福祉課のところで、そういうコーナーをつ

くって分かりやすくするとか、また当事者じゃな

くても、こういうサービスがあるんだということ

でお知り合いの方にまた教えてあげたりとかもで

きるとは思うんですけれども、そのあたりのこと

を今後こういう形でして、何かご検討して、この

サービスにつなげるというのをお考えくださるか

ということをもう一度お伺いいたします。 

  次に、この障害者地域生活支援事業、この日中

一時支援事業についてもやはり先ほどご説明いた

だいたような一時的なものということなんですが、

これも対象者を限定、これも自治体ごとに対象基

準が設けられていると思うんですが、それを枠を

広げていくとか、そういうことをお考えなのかお

伺いいたします。 

  あと、最後に障害者更生援護事業についてもこ

ちらも、もし自治体ごとにこの基準というのは違

うのか、そのあたりのことをもう一度教えてくだ

さい。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  課長。 

○福祉課長（鈴木淳史君） 福祉課長の鈴木と申し

ます。 

  まず、１点目の民生委員の関係についてお答え

させていただきます。 

  委員おっしゃるとおり活動に当たって本来は

様々な情報を把握した上で活動するのが一番活動

しやすい、個人情報も必要なんですけれども、各

種制度なんかも細かく分かっているとという部分

もあるんですけれども、あくまでも民生委員さん

というのは、町と町民の方とのつなぎ役というこ

とで、そういう位置づけということでありまして、

あまりにもご負担をかけてしまってはいけないと

いう観点もありますことから、まずは相談に乗っ

ていただいて、その相談の内容に応じて、町のほ

うに情報提供いただければ、つないでいただけれ

ばということで話をさせていただいているところ

です。 

  ただ、前段の議員さんからもご質問いただきま

したとおり、ある程度、制度ですとか、対応方法

というのは知っていただく必要があるので、定例

会等で研修を兼ねて知識の向上に努めております

ので、現状の役割としては、根幹でありますやは

りつなぎ役というところで考えております。 

  また、これも先ほど前段の議員さんからもあり

ましたけれども、社会福祉協議会のほうでみまも

りの「わ」事業もございます。そこからも情報提
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供というのはいただきながら、支援につなげてい

るという現状もありますので、そこら辺をうまく

つなぐというところで少しずつ取り組んではおり

ますので、ご理解をいただければと思います。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○福祉課主幹（小林和政君） 総合支援事業につき

ましてお答え申し上げます。 

  総合支援事業の情報発信につきましてでござい

ます。 

  我々のメインのご説明は、手帳取得時にこうい

った制度がありますということで、必ず対面でお

話を申し上げております。それがメインの情報発

信という形になっております。 

  ただ、それ以降フォローアップされているかと

いうと、そういうところもございませんので、随

時ホームページ等活用して情報発信に努めてまい

りたいと存じております。 

  続きまして、日中一時支援でございます。 

  対象基準を広げる考えは今のところあるかとい

うことでございますが、今のところ広げる考えは

ございません。というのは、先ほど申し上げてお

りますが、日中一時支援事業につきましては、総

合支援事業というメインの事業があって、その中

でやはり対象者が別の事業所を使いたい、そうい

うことに対して対応していくものでございますの

で、基本的には総合支援事業の中で対応できるの

ではないか、あくまでも例外でほかの事業を使い

たい方に対しての給付ということでやっておりま

すので、今のところちょっと広げる予定はないと

ころでございます。 

  続きまして、更生援護事業の対象者の拡大とい

う対象基準ということでございます。 

  対象基準につきましては、他の町ときちんと比

べたことはないのですが、基本的には県の補助事

業を活用して実施している事業でございますので、

それと同様に補助基準を定めているのではないか

と思っているところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） ほかに質疑ありますか。 

  丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 

  それでは、何点かご質問させていただきます。 

  まず、１点目の90ページの関係で民生委員のや

はり補充をということで、何人かからも前段で出

ましたので、それ以上質問はないんですけれども、

やはり民生委員、なくてはならない重要な役割を

果たすのが民生委員ですので、これはもう口を酸

っぱくして言わないと、議会でも言わないとやは

り補充されませんので、ぜひ欠員を早く克服する

ようお願いしたいと、これは要望です。 

  続きまして、92ページの障害者総合支援事業で

ございます。 

  ここで、18節の負担金補助及び交付金の中で自

立支援医療費の関係なんですけれども、これは人

工透析の増により、1,047万円の増となっている

という説明がございましたが、これはどういう状

況になっているのか、その点、お尋ねをしたいと

思います。 

  それから、福祉交流センター運営事業、94ペー

ジでございますが、この中で新型コロナウイルス

感染症対策の関係備品購入がなかったということ

なんですけれども、これは、間に合っていて備品

購入をしなくても済んだのかどうか、その辺の状

況についてもお尋ねしたいと思います。 

  続きまして、同じく94ページの障害者地域生活

支援事業の委託料でございますが、これは成果書

では129ページ、130ページへと続いておりますけ

れども、軒並み減となっていますよね。これはど
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ういう状況なのか、どうしてこうなっているのか

ということで、まずお尋ねをしたいと思います。 

  それから、96ページに、同じく委託料の中で埼

葛北地区管内広域事業の支出があったためという

ことで、これは予算が大きくなっています。この

辺の状況などについてもどのようになっているの

か、埼葛北地区地域自立支援協議会、この辺との

関係でどういう状況になっているのかも併せてご

説明をお願いしたいと思います。 

  続きまして、19節の扶助費でございます。 

  この中に移動支援給付費というのがありますけ

れども、すみません、これについてのご説明をお

願いしたいと思います。 

  それと、その下の日常生活用具給付費なんです

けれども、この不用額ですよね。扶助費として

668万円なんですけれども、それぞれ重度心身障

害者医療費、それから、日常生活用具給付費の不

用額が出ております。それの給付が当初の見込み

を下回ったということなんですけれども、それに

ついてのもう少し詳しいご説明をお願いしたいと

思います。 

  続きまして、96ページの福祉タクシー等利用料

金助成事業でございます。 

  これについては、毎回いつも聞くんですけれど

も、タクシー券、自動車燃料費助成券の助成なん

ですけれども、総体的には１万1,160枚の中の353

枚の減という説明でございました。これについて

は、コロナ過の中で外出を控えた方もいるとか

等々いろいろあると思うんですけれども、僅かと

はいえ減になっている理由、それから、どういう

ふうにこれを進められているのか、併せてお尋ね

をしたいと思います。 

  それから、福祉課の、ページは言えないんです

けれども、生活保護の申請についてでありますけ

れども、基本的には福祉事務所ということにもな

っておりますけれども、実際、生活に困っている

方が、福祉課にも当然、窓口にも来ると思うんで

すけれども、生活保護の権利というのはあるわけ

で、これは、ためらわず申請できるように対応を

しているかどうか。しているとは思いますけれど

も、その辺の状況と、また、申請者が望まない扶

養照会は行わないでいただきたいという声が多い

です。そういった声にどういうふうに答えている

のか、その点も併せてお答えいただければと思い

ます。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  主幹。 

○福祉課主幹（小林和政君） 福祉課主幹、小林で

ございます。 

  質問事項につきまして随時お答え申し上げます。 

  まず、１点目、総合支援事業の自立支援医療費、

現在どういう状況かということでございます。 

  主要な施策に関する説明書で申しますと、こち

らの事業は126ページの下の表にございます。更

生医療というところでございます。更生医療につ

きましては、2,766万2,705円の支出額がございま

した。こちらは３年度に比べて増えている状況で

ございます。 

  増えた理由でございますけれども、更生医療費

の増減の一番の理由は、生活保護受給者の方がど

れだけいるかというところが一番の要因になりま

す。と申しますのは、通常、更生医療を使う方は、

保険診療で支払ってもらって、その上乗せを更生

医療で支払うんですけれども、生活保護の方は加

入している医療保険がないものですから、全額、

町のほうで支払うことになります。そういったこ

とから、この人数の中に生活保護の方が多いか少

ないかで、かなりぶれがあるという制度になりま

す。 
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  例えば、自立支援医療の中で、対象者の多い人

工透析でございますけれども、いわゆる医療報酬

の10割分は１か月で約40万円ほどになりまして、

去年更生医療をご利用された月ベースで大体２人

ぐらい生活保護の方が前年度に比べて多かった、

そういったところがございますので、大体それだ

けで960万ぐらいからの支出増という形になりま

す。人数は増減はなかったのですが、そういった

内訳の変更があったものですから、こちら支出額

が増えているものでございます。 

  ２点目、福祉交流センター運営事業でございま

す。 

  昨年度購入した備品購入費ですが、本年度なか

ったことにつきましてご説明申し上げます。 

  昨年度は、コロナ対策から空気清浄機やサーマ

ルカメラつきの手指消毒機等を買わせていただき

ました。そちらを利用しているものですから、令

和４年度につきましては、新たな購入はしなかっ

たものでございます。 

  続きまして、地域支援事業の中の委託料、それ

ぞれ委託料減少している状況につきましてという

ことでございます。 

  地域生活支援事業につきましては、主要な施策

に関する説明書では129ページからになります。

129ページもお手元で参照していただければと思

います。 

  地域生活支援事業の委託料につきましては、ま

ず、意思疎通支援事業でございますけれども、こ

ちらの事業につきましては、対象者、派遣数が多

かったため委託料のほうは増加している状況でご

ざいます。 

  続きまして、職親業務委託料でございます。 

  職親委託事業につきましても、一月当たりの利

用者数それほど変わらなかったのですが、執行額

につきましては若干の伸びを示しているところで

ございます。 

  続きまして、決算書の96ページ、入浴サービス

委託料でございます。 

  こちらの事業につきましても、昨年度に比べて

利用者数が若干減ってはいるものの、比較で言い

ますと、若干伸びを示しているところでございま

す。 

  続きまして、埼葛北地区管内広域事業でござい

ますが、これは次の項目でお答えしたいと思いま

す。 

  続きまして、障害者相談員委託料でございます。 

  こちらにつきましては、３名の方に委託をして

おりまして、昨年度と同額でございます。 

  続きまして、手話講習会委託料でございます。 

○委員長（西村茂久君） 暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前１１時３７分 

 

再開 午前１１時３８分 

 

○委員長（西村茂久君） 再開いたします。 

  答弁を求めます。 

  主幹。 

○福祉課主幹（小林和政君） 福祉課主幹、小林で

ございます。 

  それでは、減少しているところでご説明申し上

げます。 

  主要な政策に関する説明書129ページでござい

ます。 

  こちら相談支援事業、基幹相談支援センター事

業、それぞれ支給総額が減少しているところでご

ざいます。 

  こちらにつきましては、相談支援事業につきま

しては、埼葛北地区で広域で事業をやっておりま

して、その負担金でございます。負担金につきま
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しては、市町村の人数割、手帳所持者数割で実施

しているものですから、宮代町の割合が低くなっ

たというところで、相談支援事業につきましては、

減少しているところでございます。 

  基幹センター相談支援事業につきましても同様

の理由で減少しているものでございます。 

  続きまして、次のページ、130ページ、地域活

動支援センター事業でございます。 

  地域活動支援センター事業につきましても、広

域で実施している事業がございまして、その部分

につきましては、町の人口割、手帳所持者数割で

実施しているものですから、利用者数が減りまし

ても支出が増える場合がございます。 

  すみません。では、同じページにございました

ので、質問事項、扶助費の移動支援につきまして

も同様にご説明申し上げます。 

  移動支援事業につきましては、障がい者の方が

通院や通学、そういったものではなくて、余暇活

動等にご利用するための移動支援につきまして給

付をするものでございます。 

  やはり令和４年度につきましては、新型コロナ

感染症の影響が大きかったものと思います。利用

者数はそれほど伸びていない、減少している状況

でございまして、全く影響がなかったと考えられ

る令和元年度につきましては、延べ利用人数が

881人、それに比べるとまだ半数という状況でご

ざいます。これも新型コロナウイルス感染症が収

束していけば、また少しずつ増えていくものと考

えております。 

  ちょっとページは戻りますが、129ページ、日

常生活用具の関係でございます。 

  不用額、なぜ下回っているかというところでご

ざいます。 

  日常生活用具の種類につきましては、いろいろ

なものがございまして、金額の高いもの、低いも

のというものがございます。金額の比較でいいま

すと、昨年度、例えば住宅改修１件20万ぐらいす

るんですけれども、そういったものがあったんで

すけれども、令和４年度につきましてはなかった、

そういったものが１点。また、ストマ用装具、こ

れは単価高くないんですけれども、やっぱり継続

的に使うもの、人数が減ってくるとこちらも減る

ということで、ストマ用装具のほうも減っており

ます。そういった関係から日常生活用具延べ利用

人数、支給総額ともに減少している状況でござい

ます。 

  福祉タクシーの助成でございます。 

  福祉タクシーの助成事業につきましては……ご

めんなさい。説明書では131ページでございます。 

  やはり、タクシー券につきましては、交付枚数

と利用枚数、利用枚数を交付枚数で割ると、それ

ぞれ38％と80.3％いうことで、タクシー券の利用

率につきましてはあまり芳しくない状況というこ

とでございます。 

  やはり同様に、外出を差し控えている方という

のがおるのがまず一因だとは思いますが、また、

これからどう進めるかというところでございます

けれども、今年度から、今までタクシー１回乗る

とき、タクシー券１枚だけですよということでお

話をしていたのですが、今年度からは利用料金の

うちであればそれは２枚まで可能ですよというこ

とで、少しマイナーチェンジをしております。そ

の成果としては、昨年度同期に比べて、やはり利

用枚数が伸びているというところで、少しずつ成

果が出るかなというところで取り組んでいるとこ

ろでございます。 

  続きまして、最後、生活保護の申請状況でござ

います。 

  生活保護の実施者は、宮代町の場合は東部中央

福祉事務所になります。ただし、ふだんの相談等
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は町の職員が行って、引継ぎを行っておるところ

でございます。 

  申請者の望まない形の所得照会ということでご

ざいますが、それは相談の中でそういったことを

福祉事務所にお伝えいたしまして、事由があれば

申立書等を書いていただいて引き継いでいる、ま

たは、福祉事務所のほうがそういった申立書を用

意して書いてもらっている、そういう状況でござ

います。 

  以上でございます。 

  失礼いたしました。１問、質問が抜けておりま

した。埼葛北地区の広域で実施している事業の内

容でございます。 

  埼葛北地区は、宮代町のほかに、蓮田市、幸手

市、白岡市、杉戸町の５市町村で構成をしており

ます。どんな事業をやっておるかといいますと、

ページで言いますと、説明書の129ページ、相談

支援事業、相談をする事業所を広域で委託してい

るものでございます。基幹相談支援センター事業、

基幹支援センターにつきましても広域で設置をし

ておりまして、こちらのものを実施しております。 

  また、次のページ、130ページ、地域活動支援

センター事業、こちら地域活動支援センターを広

域で１か所設置しておりまして、管内のふれんだ

むさんに委託をしまして、地域活動支援センター

事業を運営しているところでございます。 

  昨年度は宮代町が管理市になったことから、地

域生活支援事業の委託料に広域実施分の委託料を

計上し、執行したところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 

  それでは、再質問させていただきます。 

  まず、92ページの障害者総合支援事業の関係で、

18節の負担金補助及び交付金、この支出の大きく

なった理由なんですけれども、生活保護者の方が

２人ですか。２人が人工透析をするというだけで

こんなにも支出が出るということ。これからこう

いった傾向は多くなると思うんですけれども、そ

ういった点では、私は多くなるのかなというふう

に思いますが、町としてはどういうふうに捉えて

いるのか、その点、併せてお願いします。 

  それから、94ページの福祉交流センター運営事

業なんですけれども、せっかくある予算ですので、

新型コロナウイルス感染症が収束しているわけで

もないので、前年度と比べて僅か17万とはいえ、

やっぱりそういうところにきちっと予算を使うべ

きだと思うんですけれども、先ほど空気清浄機だ

とかという話が出ましたが、それでいいのかどう

か。私は、やはりそういった点で、きちっと足り

ないものは補充するというのが原則だと思うんで

すけれども、その点もう一度お尋ねいたします。 

  それから、94ページの障害者地域生活支援事業

なんですけれども、軒並み減となっていますけれ

ども、特に大きく町民に関わる日常生活の関係で

はどうなのかということで、どうなんでしょうか。

支障はないのかどうか、そのことも併せてお願い

したいと思います。 

  それから、埼葛北地区管内広域事業、これはそ

うしますと、管理市になったということなので、

ほかの４市町については、これは歳入で入ってき

て、その分を歳出で補っているということという

ふうになっているんですねということで、これは

確認なんですが、よろしくお願いします。 

  それから、96ページ、福祉タクシー等利用料金

助成事業なんですけれども、やはり外出の差し控

えもあるでしょうけれども、やはり使いづらい。

どうしてなのかというのは、もうすごく私自身も

不思議だなと。障害者の生活支援の一助になると

思いますんで。でも、これもやはり町の高齢者タ
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クシー補助金と同じで、やっぱり１枚じゃ全然、

使い道がないとは言わないですけれども、やはり

それなりのやっぱり助成券にしなければいけない

と思うんですけれども、これはやはり１枚から２

枚にしたということで違うと思うんですけれども、

これはもっと枚数は増やせないのか。 

  やっぱり使って初めて価値があるんで、使わな

いで不要にしているというのは非常にもったいな

い話でありますので、そういった点では、枚数の

問題だけなのか、あと何か要因があるのかどうか、

その辺も含めて、これはやっぱり使ってもらうよ

うに改善しなければいけないと思う。そこが重要

なんで、ですので、その辺をもう一度お尋ねした

いと思います。 

  それから、先ほど１点質問漏れがあったんです

けれども、難聴の問題です。これは決算書、障害

者更生援護事業に関わる問題なんですけれども、

難聴児補聴器購入費補助金、これは、令和２年度

がゼロ、令和３年度が１人、４年度がまたゼロと

いうことなんですけれども、この辺はどういうふ

うな状況になっているのか。すみません。これは

ちょっと先ほど聞き漏れしましたので、その点、

もう一度伺いたいと思います。 

  それから、生活保護の関係でありますけれども、

先ほど言った生活に困窮する住民の相談には、全

てこれは相談には応じているのかどうか、それが

１点。 

  それから、先ほど申請者が望まない扶養照会は

福祉事務所のほうに伝えるということなんですけ

れども、これは、やっぱり生活に困っている住民

がちゅうちょなく相談できるように対応してもら

いたいと思うんですけれども、これは国のほうで

も扶養照会はしない、そういうふうな状況になっ

ているかと思うんですけれども、その辺はどうい

うふうになっているのでしょうか、併せてお答え

いただきたいと思います。 

  以上。 

○委員長（西村茂久君） ここで休憩いたします。 

  再開は１時といたします。 

 

休憩 午前１１時５６分 

 

再開 午後 ０時５７分 

 

○委員長（西村茂久君） 再開いたします。 

  それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

  答弁を求めます。 

  主幹。 

○福祉課主幹（小林和政君） 福祉課主幹、小林で

ございます。 

  議員さんの質問に順次お答え申し上げます。 

  まず、総合支援事業の更生医療の関係でござい

ます。今後どのように捉えているかという質問で

ございますけれども、こちら、生活保護の受給者

との関係でございますが、生活保護の受給者は、

平成30年度と令和４年度、５年間で比べますと、

大体29人ほど増えています。少しずつ増えている。

各年はこういう上下はありますが、大きく捉える

と増えていく傾向にあるんだろうというふうに考

えております。 

  したがいまして、同じように割合で障害者がい

ると仮定しますと、少しずつこちらも年度の波と

いうのはあるでしょうけれども、少しずつ増えて

いく、そういうふうに捉えているところでござい

ます。 

  続きまして、福祉交流センターでございます。 

  備品の購入につきましてでございますけれども、

備品の購入につきましては、指定管理者さんのほ

うで用意するもの、また、町のほうで用意するも

の、そちらのほうは協議等で決めております。今
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回、前回は、令和３年度につきましてはコロナの

対策の備品ということで、町のほうで用意したも

のでございます。適宜調整しながら整備は進めて

いるところでございます。 

  続きまして、地域生活支援事業の日常生活用具

の関係でございます。 

  こちら、ご利用者の皆様に支障がないかどうか

ということでございますが、昨年度は、特にスト

マ利用者に増減があったために利用者数ではかな

りの減少がございました。こちらの制度の主な周

知方法は、手帳の交付のときに制度をご紹介して、

必要な方にはそのまま申請をしていただいており

ます。例えば、ストマが必要な方はその場で申請

をしていただく、そういう形で申請しております

ので、日常使うものにつきましては、漏れなくお

伝えできるのではないかと思います。 

  また、そのほかの周知につきましては、これも

そのとき、渡したとき限りになってしまうところ

もございますので、継続的にできるようにホーム

ページ等でご紹介してまいりたいと思います。 

  続きまして、タクシーの利用助成でございます。 

  福祉タクシーの利用助成につきましては、先ほ

ど申し上げましたが、本年度から複数枚の使用を

認めております。料金の範囲内で２枚までという

形で、複数枚の使用を認めております。この効果

を見極めながら、さらにということであれば、さ

らに検討を進めてまいりたいと考えております。 

  更生援護事業の難聴児の補聴器の補助でござい

ます。 

  昨年度は相談はございませんでした。令和３年

度は病院からのご紹介で子供さんのほうに補聴器

を補助したものでございます。そういった関係機

関からの相談、本人からの相談があった場合には、

引き続き対応してまいりたいと考えております。 

  続きまして、生活保護の関係でございます。 

  生活保護の相談に関して全て相談をしているか、

また、所得照会についてどういう配慮をしている

かというところでございますが、まず、町のほう

では、生活保護の相談は必ず職員のほうで対応し

ております。その相談内容で、これは明らかに援

護の実施者であります福祉事務所のほうにつない

だほうがいい方につきましては相談の内容を必ず

お伝えしているところでございます。その際、照

会について配慮してほしい、その辺のことも聞き

取っておれば、お伝えしているところでございま

す。 

  私からは以上です。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  私からは以上です。 

  主査。 

○福祉支援担当主査（荒川俊二郎君） 福祉支援担

当主査の荒川です。 

  私からは、埼葛北地区管内広域事業についてお

答えいたします。 

  決算書96ページをご覧ください。 

  障害者地域生活支援事業委託料の埼葛北地区管

内広域事業でございます。支出済額が9,297万

8,000円でございます。 

  こちらにつきましては、埼葛北地区地域自立支

援協議会として、蓮田市、幸手市、白岡市、杉戸

町、宮代町の３市２町で広域事業として運営して

おりまして、福祉行政の水準維持のため、相談支

援事業など各種事業を共同で実施しているもので

ございます。 

  令和４年度につきましては、宮代町が事務局と

なったことから、協議会の運営、委託事業の契約

などを行ったものでございまして、宮代町を含め

た構成市町全体の委託契約を行い、契約相手方に

支出したものでございます。 

  この公益事業に係る収入についてご説明いたし



－１６４－ 

ます。 

  決算書18ページをご覧ください。 

  分担金及び負担金、負担金、民生費負担金、社

会福祉費負担金でございます。収入済額が8,027

万2,462円でございます。 

  内訳としましては、地域自立支援協議会負担金

８万9,600円、相談支援事業運営費負担金4,748万

2,936円、地域活動支援センター運営費負担金879

万5,467円、基幹相談支援センター運営費負担金

1,573万771円、地域生活支援拠点運営費負担金

817万3,688円でございます。こちらにつきまして

は、幹事町の宮代町を除いた構成市町から宮代町

に支払っていただいた負担金を収入したものでご

ざいます。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 

  分かりました。ありがとうございます。 

  再々質問ですが、やはり生活保護の申請の関係

です。 

  やはり困窮する住民がためらわずに生活保護の

利用を申請できるようにしてほしいということな

んですけれども、2020年度から厚労省のホームペ

ージを新設して、生活保護の申請は国民の権利で

すと明示しております。扶養義務のこと、住むと

ころのない人、持家のある人でも申請できること

を明記しております。ですので、これは権利とし

てきちっと明記されたということは大きいと思い

ます。 

  それと、あと、生活保護を申請する人が望まな

い扶養照会は行わないこと、これも先ほど来、福

祉事務所に伝えるということで答弁していますけ

れども、これはやはり、この相談には町に来るわ

けですよね。やはりちゅうちょなく住民が相談で

きるような、そういう対応が必要だと思います。

このことについても、2021年の３月30日付で、厚

生労働省が要保護者の意向を尊重する方向性を明

らかにし、照会の対象となる扶養義務者の扶養義

務履行が期待できないものには行わないとしてい

るんですよ。 

  ですから、こういうふうに国のほうもきちっと

した対応を取っております。ですから、これはあ

えて福祉事務所に伝えるんではなくて、こういう

姿勢で町も臨むべきだというふうに思うんですけ

れども、その点、最後ですので、ぜひそういう姿

勢で望めないのかどうか、お聞きしたいと思いま

す。その１点、お願いいたします。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  課長。 

○福祉課長（鈴木淳史君） 福祉課長の鈴木と申し

ます。 

  委員おっしゃるとおり、国の考え、方針等は、

町の担当でも把握しております。相談を受ける際

には、そういった方針等に基づいて現在もしっか

り対応しておりますので、引き続き対応していき

たいと考えております。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） ほかに質疑ありますか。 

  小河原委員。 

○委員（小河原 正君） 小河原です。 

  前段者がいろいろ質問しておりますので、私は

２点ほど質問したいと思います。 

  １点目は、やはり前段者が質問していました説

明書の131ページのタクシー券の問題。確かに、

今度２枚になったと。600円か。それはありがた

いんですけれども、でも、これは高齢者にだとい

うふうに私は取っているんですけれども、本当に

福祉で利用する医者へ行くとか、こういう人が利

用するには600円じゃ足りませんよね。病院へ行

って１回降りれば、もう１回終わりですから。医
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者行って、もう１回行けば、１回で終わり、600

円払うわけ。最低でも。そうすると、また、診察

終わって、医者からタクシー呼べば、また同じ金

額がかかるわけですから、やはりこの福祉、同じ

福祉にしても、困った人たちがこれ以上にかかる

ような人たちがかかる場合には、やっぱり最低で

も何枚というのは言えないけれども、２枚では、

１回は２枚では足らないというのは、これは町の

利用者にも耳に入っています、私は。足らないよ

ねと。なぜと聞いたら、往復すると４枚使うんで

すよというんだよ、４枚。それでも足らないんだ

ったよね。同じ宮代内でも足りませんよと。 

  そのことをやっぱり十分考えてやって、前段者

と同じ意見になりますけれども、やっぱり１回２

枚では足らない。そのことを十分、次の予算を設

置するときには考えてもらいたい。そのことを強

くお願いしたい。 

  もう１点は、介護認定は同じでいいのかな。違

うな。ここに、128ページ、介護給付か。これは

給付だね。 

  じゃ、次のこれは違うのね。それについてはま

た健康介護課で質問しますので、タクシー券だけ。 

○委員長（西村茂久君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午後 １時１２分 

 

再開 午後 １時１２分 

 

○委員長（西村茂久君） 再開します。 

  小河原委員。 

○委員（小河原 正君） 今、１点目はタクシー券、

これは分かったと思いますので、もう１点は、い

ろいろ介護で療養している人が緊急で何か頼みた

いということがあるわけです。というのは、民生

委員もいない地区が何か所かあったり、また、土

日だったらやっぱり役場休みだと。区長にお願い

するのかといっても、それはなかなかできない。

また、相手も受け入れてくれない。 

  緊急でどうしても福祉課にお願いすることがあ

ったらどうしたらいいのか。救急車を呼ぶまでで

もないんだけれども、どうしても家庭の中で、ど

うしてもお願いしたいということがあった場合、

そのことだけでいいんだけれども、教えてもらい

たい。その２点。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○福祉課主幹（小林和政君） 福祉課主幹、小林で

ございます。 

  １点目、タクシー券につきましてご回答申し上

げます。 

  タクシー券、本年度より複数枚の利用を始めた

ところでございます。先ほど、前段の議員さんに

答弁申し上げましたとおり、今年度効果見まして、

また改めて増やしていく、どうしていく、検討し

ていきたいと思っております。 

  続きまして、緊急時どうしたらいいだろうかと

いうことでございますが、緊急時は、基本的には

役場に連絡をしてほしいです。連絡をしていただ

きたいと思います。役場の日直、また、警備員、

それぞれ連絡つく体制になっておりますので、役

場の警備、日直から、それぞれの担当のほうに連

絡がいきますので、そういった場合には役場に連

絡をするようにということでお願いしたいと思い

ます。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 小河原委員。 

○委員（小河原 正君） 緊急時については、日直

なり、本当に大丈夫なのかい。聞きたいのよ。ま

ず無理だと思うよね。担当課につながるんだね、

話は。今つながると言ったよね。本当につながる
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んだね。 

  というのは、私がこういう体が状態になってか

ら何人かに聞かれたことがあるの。小河原、あん

たはまだいいけれども、口が達者だから。なかな

か言えない人、役場が休みの場合どうするんだと

聞かれたことありますよ。休みというのは、土日、

祭日いないよね。夜も宿直の人に電話したってな

かなか出ないし、対応もしてくれないよね。本当

にやってくれるんだね。これは100％、イエスね。

その返事だけで結構です。 

  もう一つ、タクシー券については、本当に、私

が言っているのは、素朴にお願いしているわけ。

これから見て、来年検討するって、それ遅い。す

ぐ分かりましたというのが、あんたらの考えなん

だよ。それが福祉の立場なんだよ。町の福祉のこ

とを考えれば。そのぐらいのことできないのかど

うか。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  課長。 

○福祉課長（鈴木淳史君） 福祉課長の鈴木と申し

ます。 

  まず、タクシー券の関係ですけれども、やはり

利用の状況があまりよろしくなかったということ

で、令和５年度から見直しをしたので、その状況

というのをしっかり見ていくとともに、これは県

との調整というのも必要になってきますので、そ

ういったことを踏まえて、今後、また制度の見直

しというのは考えていきたいとおります。 

  また、緊急時の対応なんですけれども、これ

100％というのは申し上げにくい部分ではあるん

ですけれども、現在、日直については職員がやっ

ております。休みの間の８時半から17時15分まで

は、職員が交代で日直やっております。その間に、

重大な事故、事件、そういう緊急時については、

それぞれの課の担当職員のほうに連絡がいくよう

に名簿等を備えて、その所管課の誰かしらに連絡

つくようにはなっています。 

  夜間についても警備員に、どうしてものときに

は職員につないでくださいということで、電話番

号等は見られるような状況にはなっております。

それで100％大丈夫なのかというと、そこは100％

とは言えないかもしれないですけれども、そうい

う体制は取って、土日夜間は対応しているところ

です。 

  以上でございます。 

○委員（小河原 正君） 分かりました。 

  私は、日直じゃなく宿直、一番心配しているの

は宿直、夜。 

○委員長（西村茂久君） 小河原委員、質問入りま

すか。３問目。 

○委員（小河原 正君） ３問目。 

○委員長（西村茂久君） 小河原委員。 

○委員（小河原 正君） 私が心配しているのは宿

直、日直じゃなく宿直。これが一番心配していま

す。夜間。 

  あとは、タクシー券については前段者と同じよ

うに、券がどうのこうのじゃなくて、宮代は埼玉

一すばらしいんだと、そういうことは。そういう

ふうになってくださいよ。県がどうのこうのじゃ

なくて。すぐ責任をほかに何かなすりつけている

ような感じだよね。県がどうのこうの。 

  そういう意味じゃなくて、こういう大事なこと

だから、本当に困った人のために、任せとけとい

う人。最近はそういうのないよね、庁舎。昔はい

たんだよね。任せてくれと。そういう言葉は聞い

ていない、最近。そのぐらいのことやらなくては、

任せてくれと。そういういいことだったら、どん

どん任せてくれと。それが行政だよね。最近、新

井町長になったらそういう話聞いたことない。昔
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は、日下部さんときにはすごいんだよ、任せとけ

と、そういう返事返ってくるんだ。いろんなこと

あったよ。町民のためだったら任せておけと。最

近はそういう話がない。それは残念だ。そういう

ことでひとつ、任しておけと、町長言ってくださ

いよ。それが最後の質問。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  課長。 

○福祉課長（鈴木淳史君） 福祉課長の鈴木と申し

ます。 

  どこまでというのは難しいですけれども、私ど

ものほうにもタクシーの利用についてはお問合せ

いただいたりとか、ご意見いただいたりというの

もあります。利用の状況が上がっていないという

のも、そういった原因があるとは思っております

ので、担当職員の中でしっかりと原因であり、今

後の対応というのは検討してまいりますので、今

後も見守っていただければと思いますので、よろ

しくお願いします。 

○委員長（西村茂久君） ほかに質疑ありますか。 

  山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 山下です。 

  ２点ほどお願いしたいと思います。 

  １つ目は、説明書の130ページの障害者更生援

助事業でございます。 

  予算総額が111万、４年度の決算では27万円と

いうことになっております。この辺のところで、

なぜこれ予算、全額使えということじゃないんで

すけれども、予算がオーバー、あれが違うのか。

大幅にこれちょっと違いますよね。ちょっとその

辺のところが、脇に書いてあるんですけれども、

人数が10人減った、２人減った、１人減ったとい

うことになっていますけれども、この辺のところ

の、これを受けようとする人たちが減ったのか、

それとも、規則が厳しくなってきたのか、その辺

のところはどういうふうになっているのか、ちょ

っと教えていただきたいなと思っております。そ

れによってまた再質問を聞きたいと思います。 

  それと、説明書の133ページです。 

  障害福祉サービス事業所等緊急支援事業となっ

ています。80万。これは何のあれも取らずに80万

がそっくり事業所にいっているのか、また、事業

所などというふうになるとちょっと分からないん

ですけれども、その辺のところの選別の仕方、ど

ういうふうになっているのか。 

  それと、障害者福祉サービス事業所、大変な環

境に置かれていると思いますよ。そのために国の

ほうで80万円の支給されたんだと思いますけれど

も、この支給された80万円というのは、どういう

ふうな使い道をしているのかどうか。それと、こ

の支給に関しての条件というのがあるのかどうか、

ちょっと教えていただきたいなと思っております。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  主幹。 

○福祉課主幹（小林和政君） 福祉課主幹、小林で

ございます。 

  議員さん質問の事項につきまして順次説明して

まいります。 

  障害者更生援護事業でございますけれども、予

算額に比べて執行が少ないのではないかというと

ころでございます。 

  先ほど、障害者更生援護事業につきましては、

主に重度心身障がい者の居宅の改修に関する補助

金、あとは、成果説明書にも載っておりますが、

難聴児の方への補聴器の補助金、あとは、在宅心

身障がい者レスパイトケア事業への補助金、あと、

慢性疾患児童に関する日常生活用具の補助金とい

う、大体４本立てで事業を行っているところでご

ざいます。 
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  こちらの事業につきましては、毎年利用者が少

なくて、毎年１人とか２人とか、またはゼロ人、

そういった形で推移をしてございます。これは特

に対象者を絞っている方ではなくて、特に宮代町

においては、そういった対象になる方が少ないと

いう状況でそうなっているものでございます。 

  続きまして、障害福祉サービス事業所等緊急支

援事業でございます。 

  こちらは、説明書で言いますと133ページの事

業でございます。 

  事業の内容としましては、原油価格や電気料、

ガス料、その他の物価高騰の影響を軽減するため

に、宮代町の障害福祉サービスを行っている事業

所に交付金を交付したものでございまして、１法

人当たり５万円で、これはカテゴリーに分けまし

て、こんな事業をやっているところということで

カテゴリーを分けまして、16件の件数で支給をし

たものでございます。 

  カテゴリー分けは、例えば通所を行っている事

業所を持っている法人さん、グループホームを持

っている法人さん、相談事業を行っている法人さ

ん、子供さん向けの通所事業を行っている法人さ

ん、そういったグループ分けをしまして、そのグ

ループ分けで行っている事業所さん１件当たり５

万円ということで給付をしたものでございます。

用途は電気代のための物価高騰対策に充ててくだ

さいということで支給をしたものでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） ありがとうございました。 

  この131ページの在宅重症心身障がい者という

ことで、例えばおととしは30名、それが１日30名

ということで、人数ということで、今年は何か20

名ということでなっているみたいなんですけれど

も、こういう少なくなった原因というのはどうい

うことなんでしょうか。分からないけれども、そ

れとも皆さん、重症じゃなくなってしまったとい

うわけじゃ、宮代町から引っ越したとか、いろい

ろあると思いますけれども、どういう理由で少な

くなってきているのか、その辺のところを教えて

いただきたいなと思っております。 

  それと同時に、障害福祉サービスのことなんで

すけれども、電気料だとかそういうのをグループ

分けにしてやっているんだということで言ってい

ますけれども、これは、障がい者を扱っていると

ころの事業所という、純粋な事業所は、例えば、

などと書いてありますので、グループを分けちゃ

うとちょっと分からないんで、などというのはど

ことどこ、どういうところを言っているのか。 

  例えば保育所だとかいろいろあると思いますけ

れども、どういうことを言っているのか。預かっ

ているところが全部なのか、それとも、申請した

ところだけなのか、教えていただきたいなと思っ

ております。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  主幹。 

○福祉課主幹（小林和政君） まず１点目、障害者

更生援護事業につきまして回答申し上げます。 

  在宅心身障がい児等の家族に対するレスパイト

ケア事業補助金でございますけれども、こちらは

延べ日数で去年より10日減っていまして、３万円

減っているところでございます。やはりレスパイ

トケアを行う事業所、病院さん等もございまして、

やはり本人が使いたいという部分が、やっぱりコ

ロナ禍の中で減少しているというところと、受入

施設のほうでもやっぱりコロナの対応のために受

入れが難しかった、両方の側面があろうかと思い

ます。 

  続きまして、説明書133ページ、障害福祉サー

ビス事業所等緊急支援事業でございます。 
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  こちらはどんな事業所が対象だったかというこ

とでございますが、宮代町内で障害者福祉サービ

スを提供している事業所につきまして、この事業

で補助をいたしました。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 最初のあれなんすけれども、

なぜこれが少なくなってきたのかなということな

んで、難しい条件というのが、そういうのは実際

出していないということですね。今までどおりで

同じだということで間違いありませんね。 

  分かりました。 

  それと同時に、そういうことがなくても、やは

り、例えば条件とかそういうのが変わっていなく

ても、これを申請することが、今までの人だった

ら分かると思いますけれども、新しく申請しよう

としている人は、町のほうからこれ連絡はするん

でしょうか。それとも、自分で自己申告なんでし

ょうか。その辺のところを。もし自己申告だった

ら、やはり町のほうで、ある程度条件というか、

こういうことがありますよということで忠告しな

いと、なかなか難しいと思いますよ。それでない

と、どんどん減っていくという原因にもなるんじ

ゃないかなという感じはするんで、やはりどこま

でがどういうふうになっているか、ちょっと分か

りませんけれども、重症ということになると、ど

こまでが重症で、どこまで軽症で、重症なんだと

いうことになりますので、規定というのをはっき

りとそういう方々にお知らせする必要があるんじ

ゃないかなと私は思っているんですよ。 

  ですから、自分は軽症だと思っても、町の規定

では重症だという人もいらっしゃると思いますよ。

だから、やっぱり申請しないというのはそういう

こともあるし、申請しづらいというのもあるし、

その辺のところの規定というのはどうなっている

のか。また、町としてこの申請をしてくださいと

いうのをやっているのかどうか、その辺のところ

も教えていただきたいなと思っております。 

  それと、最後になりますけれども、福祉サービ

スの申告、16件ということになっておりますけれ

ども、この辺のところの障害福祉に携わっている

人だけではないと思うんですよ。そういう施設だ

けじゃなくて、ここなどと書いてあるんで、あれ

って思って。障害施設だったら障害施設というふ

うに分かると思うんですけれども、これはどうい

う意味なのかなと思いまして。それだけはちょっ

と聞かせていただきたいなと思っております。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  課長。 

○福祉課長（鈴木淳史君） 福祉課長の鈴木です。 

  ご質問いただきました在宅の重度心身障がい児

の家族のレスパイトケアの事業の関係ですけれど

も、こちら相談いただいて、当然基準があるので、

それに沿った対応はしていくんですけれども、こ

ちらから特に制度を厳しくしているというのもご

ざいませんし、利用したいということであれば、

それに沿って対応はしておりますし、あとは、や

はりこういった仕組みを知らない町民の方がほと

んどだと思いますので、こちらからこういった仕

組みがあるんですけれどもどうですかという情報

提供、利用の促しというんですか、そういうのも

しております。 

  特にこちらから断ったりとかそういったことも

ありませんし、引き続きそういった対応というの

は、障がい者の方のいらっしゃる家庭への支援と

いうことになりますので、こういったことを有効

的に使ってもらうというのが一番いいかと思って

いますので、紹介等も含めて、啓発をしていきた

いと考えております。 
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  以上です。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  主査。 

○福祉支援担当主査（荒川俊二郎君） 福祉支援担

当主査の荒川です。 

  障害福祉サービス事業所等緊急支援事業の事業

所等の「等」というところについて、ご質問いた

だいたこのところについてお答えいたします。 

  この事業の支給対象施設についてご説明させて

いただきたいと思います。 

  こちらにつきましては、障害者総合支援法に定

める指定サービス事業者と、児童福祉法に定める

指定サービス事業者を対象としておりまして、障

害者総合支援法に定める指定サービス事業者とし

ましては種類が幾つかございます。 

  まず、居宅介護事業所、それから、生活介護事

業所、自立訓練事業所、就労移行支援事業所、就

労継続支援事業所、就労定着支援事業所、自立生

活援助事業所、共同生活援助事業所、計画相談支

援事業所、地域移行支援事業所、地域定着支援事

業所となっております。 

  児童福祉法に定める指定サービス事業者としま

しては、児童発達支援事業所、放課後等デイサー

ビス事業所となっております。 

  支給対象施設については以上となります。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） ほかに質疑ありますか。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（西村茂久君） ないようですので、以上

で福祉課の質疑を終了いたします。 

  ここで暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 １時３８分 

 

再開 午後 １時４１分 

 

○委員長（西村茂久君） ちょっと再開前に、質問

者側、それから答弁者側、これについて確認とお

願いをしたいと思います。 

  無駄な時間のちょっと経過がありますので、確

認とお願いをします。 

  質問者側につきましては、まず第１点、何ペー

ジ、何ページ、何について質問するか、その内容

について具体的に明示してください。これは答弁

しやすいようにお願いしたいと思います。 

  それから答弁者側、質問者が何を聞きたいのか

ということが分からなければ、手を挙げてくださ

い。そうすると、もう一度質問させますから、同

じこと。簡潔に答弁はお願いしたいと。 

  それで、これから説明の紹介ありますけれども、

一番現場を知っている担当、これがやっぱり答弁

するのが一番適格なんですよね。それでできない

とき、補足は上位の担当職員がやっていただけれ

ばと思います。 

  この辺の確認をちょっとお願いいたします。 

  それでは、再開いたします。 

  それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

────────── ◇ ────────── 

 

◎議案第２７号の審査（子育て支援

課） 

○委員長（西村茂久君） これより子育て支援課の

審査を行います。 

  質疑に入る前に、本日出席している説明員の紹

介をお願いします。 

○子育て支援課長（横内宏巳君） それでは、皆様、

こんにちは。 

  子育て支援課課長の横内でございます。 

  日頃は、子育て支援課の施策にご理解ご協力を
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賜りまして誠にありがとうございます。 

  それでは、本日出席しております職員を自己紹

介させますので、よろしくお願いいたします。 

○子育て支援課副課長（飯山保孝君） こんにちは。 

  子育て支援課副課長の飯山と申します。よろし

くお願いします。 

○こども安心担当主査（清水邦江君） こんにちは。 

  こども安心担当主査の清水と申します。よろし

くお願いいたします。 

○こども笑顔担当主査（飛鳥馬則子君） こんにち

は。 

  こども笑顔担当主査の飛鳥馬と申します。よろ

しくお願いいたします。 

○こども保育担当主査（松岡祥哲君） こんにちは。 

  こども保育担当主査の松岡と申します。よろし

くお願いいたします。 

○国納保育園所長（小野美保君） こんにちは。 

  国納保育園所長の小野と申します。よろしくお

願いいたします。 

○みやしろ保育園所長（伊東文子君） こんにちは。 

  みやしろ保育園所長の伊東と申します。よろし

くお願いいたします。 

○委員長（西村茂久君） 既に本会議において説明

済みですので、直ちに質疑に入ります。 

  なお、答弁に当たっては、挙手、所属、氏名を

述べていただくようよろしくお願いいたします。 

  歳入歳出一括して質疑をお受けいたします。 

  質疑はありますか。 

  山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 最初に、学童保育のことな

んです。 

  説明書の137ページになります。 

  今、学童は、かえで、かしの木、いちょう、ふ

じ児童、４つあると思うんですけれども、今、職

員の成り手が大変苦労しているみたいなんですけ

れども、どこの学童でも。その辺のところをどう

いうふうに考えているのか。給料が安いので入っ

てこないのか、それとも何が原因なのか、その辺

のところを詳しく、まず最初に述べていただきた

いなと思っております。 

  それと、学童保育は２つに分かれていると思う

んですよ。１つはかえで児童クラブ、そして、あ

とは株式会社アンフィニの運営されているかしの

木といちょう、この株式会社と民営、何ていうん

ですか、これは。民営、何ていうんですか。よく

分からんですが、そういう２つに分かれていると

いうことで、町としての統一というのは考えてい

るのかどうか。統一を考えているのかどうか。こ

の指定管理終わった後、どっちかに統一してほし

いというふうに考えている、それとも、この別々

のままやっていこうとしているのか、その辺のと

ころを分かっていたら、はっきりとこういうふう

に町としては考えているんだということが分かれ

ばいいのかなという感じがするんで、その辺のと

ころの今後の運営の仕方をどういうふうに考えて

いるのか、ちょっと教えていただきたいなと思っ

ております。 

  なぜかというと、私個人的には、女房が言って

いるんですけれども、やはりその辺のところが心

配、これだと学童に預けている親御さんも心配し

ているみたいなんですよ。かえでさんでは、聞い

た話だと、統一してやるという方向の人と、いや、

このままやっていくんだということで、この間や

ったらしいんですけれども、統一してやるんじゃ

なくて、もうこのまま一緒にやっていくというこ

とで、独立した形でやっていくんだということで

なっていて、アンフィニでは令和２年から令和７

年まで、かえででは平成31年から令和６年度まで、

一応なっているんですけれども、その後のことに

ついては町としてどのように考えているのか、お
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っしゃってください。 

  それと、いや、１点だけで結構です、私は。１

点だけで結構です。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  課長。 

○子育て支援課長（横内宏巳君） 子育て支援課課

長の横内でございます。 

  それでは、ご質問にお答えさせていただきます。 

  まず、１点目の学童保育の支援員の成り手が確

保できているのかという関係でございますが、委

員おっしゃるとおり、今、学童保育の職員の成り

手の確保が非常に厳しい状況にございます。 

  ご承知のとおり、学童保育の指導員の賃金が安

いというような課題もありますので、町といたし

ましては処遇改善に努めているところでございま

して、また、併せて指定管理者と協議を行いなが

ら、賃金水準は維持をしているという状況でござ

いまして、これを基に募集を引き続き続けていっ

て、確保をしていきたいというふうに考えており

ます。 

  次に、かえで児童クラブとアンフィニの児童ク

ラブの運営の統一は考えているのかということで

ございます。 

  こちらも、ご承知のとおり、かえで児童クラブ

は父母会組織から発足したＮＰＯ法人が現在運営

しております。また、その他の学童保育につきま

しては株式会社アンフィニが運営しております。 

  今回、令和５年度まででかえで児童クラブの指

定管理期間が終了しますところから、かえで児童

クラブとも協議を行ってまいりまして、かえで児

童クラブが今後も運営できる体制が確保できてい

るということを確認しましたので、現在、特命指

定でかえで児童クラブに次期指定管理もお願いす

る方向で、現在、手続を進めている最中でござい

ます。 

  かえで児童クラブにおきましては、大変特徴的

な、よい保育を行っておりますので、従来から父

母会が考えたそういう保育を行っておりますので、

こういった点は町も引き続き尊重していきたいと

いうふうに考えておりますので、単純に統一する

ということは考えておりません。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 山下です。 

  ありがとうございました。 

  今現在アンフィニ、残り全部で422名ですか、

４年度平均で。預かっている児童数がいらっしゃ

ると思いますけれども、この辺のところで、児童

数がふじ児童クラブに、大分、半数近くがふじ児

童クラブになってしまっているんですけれども、

その辺のところの、町としては、各児童クラブに

分散というんですか、できないものなのかどうか、

その辺のところはどういうふうになっているのか、

ちょっと分からないですけれども、１か所に多く

集中するというのがちょっと何か違うような感じ

がするんですよ。 

  例えば、ふじ児童クラブだったら、近くの学童

保育にも、少ないところの保育所に預けるとかそ

ういうこともできないものかどうか、その辺とこ

ろを、運営をよくするためには、やはり分散して

やっていくということも大事かなという感じがす

るんで、宮代町はそんなに遠いわけじゃないです

よ。ふじ児童クラブもかしの木でも、そんなに歩

いても自転車でも何でも、子供を親御さんが送っ

たりなんかすれば、そんなに遠いところではない

ような感じがするんですけれども、どうしてもふ

じ児童クラブのほうに集中しているというのが見

受けられるんで、その辺のところがどうなってい

るのか、ちょっと教えていただきたいなと思って

おります。 
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  それと、指定クラブとしては、アンフィニと２

つで今度のあれまではやっていくんだ、指定クラ

ブとしてやっていくんだ、これは次の指定管理を

やるとき、決めるとき、また考えていくというこ

となんでしょうか。その辺のところをはっきりと

お願いしたいなと思っております。 

  １人当たりの保育料は、みんな同じだと思うん

ですけれども、違いがあるのかとか、あと、保育

料の違いというんですか。アンフィニとかえで児

童クラブの保育料の違いというのはあるのかどう

か、その辺のところもお聞きしたいなと思ってお

ります。 

  ただ、かえでさんとアンフィニは幾らか違うと

いう話も聞いているんですよ。保育の内容も違う

んだと思いますけれども、その辺のところを町と

してはどういうふうに考えているのか。統一する

べきなのか、それとも、事業所別に任せていくべ

きなのか、その辺のところもちょっと教えていた

だきたいなと思っております。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  課長。 

○子育て支援課長（横内宏巳君） 子育て支援課長

の横内でございます。 

  まず、順次ご質問にお答えいたします。 

  １点目の学童保育が、今、ふじ児童クラブに集

中しているという内容でございますが、こちらは、

委員おっしゃるとおり、現在、ふじ児童クラブが

大変人数が多くなっております。 

  実は、制度上のお話を申し上げますと、学童保

育は、そこの学校にある学童保育に通わなくては

ならないということはなくて、実はほかの学童保

育にも制度上は通えます。 

  ただ、しかしながら、学校からの引渡しとか、

こういったところを考えますと、学校から離れた

学童保育を利用するとなりますと、いろいろ課題、

問題が発生してまいりますので、現状は行ってい

ない状況でございます。 

  しかしながら、保護者からの要望やそういった

ことがございましたら、子供の安全を確保した上

で、別の学童に通っていただくということもあり

得るというふうに町としては考えております。 

  次に、学童保育の指定管理の次はどうするかと

いうお話でございますが、かえで児童クラブは先

ほど申し上げたとおり、令和５年度までというこ

とで、現在、特命指定で令和６年度からの手続を

進めているところでございます。 

  また、現在アンフィニが指定管理となっている

学童保育につきましては、令和６年度をもって指

定管理期間が終了することになりますので、その

次の指定管理期間につきましては、現在、原則と

して、また指定管理者を公募して、審査して決め

るということで、今現在は考えております。 

  次に、保育料が違うのかということでございま

すが、まず、基本的な保育料は、かえで児童クラ

ブとその他の児童クラブ一緒でございます。月額

8,000円ということになっておりまして、現在、

保育料は町のほうで徴収しておりますので、もう

一律、学童保育の利用者につきましては、町のほ

うにこの金額を納めていただいているということ

になっております。 

  ただし、おやつ代が別に実費で発生しておりま

して、こちらについては、現在、若干の差異がご

ざいます。その内容も若干、おやつの内容と、あ

と、催物等の内容が違うので、現在は違う状況に

ありますけれども、やはり保護者からなぜ違うの

かというご意見も出ていますところから、なるべ

く同じような額にできるように調整を図っている

ところでございます。 

  以上でございます。 
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○委員長（西村茂久君） ここで休憩いたします。 

  再開は２時15分とします。 

 

休憩 午後 １時５８分 

 

再開 午後 ２時１１分 

 

○委員長（西村茂久君） 再開いたします。 

  それでは、休憩前に引き続き、子育て支援課の

質疑を行います。 

  山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 山下です。 

  最後に質問いたします。 

  かえで児童クラブ、アンフィニの学童保育があ

ると思いますけれども、やはり、ここでやっぱり

先生が一番問題になるんじゃないかなという感じ

はするんですよ。やはり、かえでさんでも年中先

生を募集している。アンフィニさんも募集してい

ると思うんですよ。そういう点で、安定的に子供

さんを見る職員がいないと、職場が安定しない。

まして、子供さん預かっているわけですから、子

供さんに責任持てられなくなるかなとは思ってい

るんですよ。 

  やはり職員が安定的に集まっていないとまずい

なという感じはするんで、今現在は間に合ってい

るんでしょうか、それとも、足りないというのが

来ているんでしょうか、報告が。それと同時に、

今後この職員を町としてはどのように責任持って

集めて、それとも、これはもうそこの事業者に任

せっぱなしなんでしょうか。その辺のところをき

ちんとしないと、預けている父兄さんにも迷惑が

かかってくるんじゃないかなと私は感じているん

ですよ。 

  ですから、やはり基本的には職員をきちんと集

めるということが大事じゃないかなと感じるので、

町の考え方を最後におっしゃっていただければあ

りがたいなと思っております。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  課長。 

○子育て支援課長（横内宏巳君） 子育て支援課長

の横内でございます。 

  そうですね。学童保育の職員の確保についての

ご質問でございますが、現在、間に合っているか

どうかというところでは、正直申しまして、ぎり

ぎりの状態で間に合っているという感じでござい

ます。 

  このため、やはり確保というのは、常に確保策

は講じていかなくてはならないというふうに考え

ておりまして、実際に雇用しているのはＮＰＯ法

人のかえで児童クラブと株式会社アンフィニなん

ですが、やはりその賃金とかこういったところの、

ある程度の額が安定して確保、維持できるという

ことが、やはり募集するときにそこがポイントに

なってくるかと思いますので、指定管理者からい

ろいろ協議を受けたときには、積極的に賃金の改

善については町としてまず取組をさせていただく

というスタンスで、今、調整を行っているところ

でございますので、そういったところを反映して

いただいた上で、確保のほう努めてまいりたいと

いうふうに考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） ほかに質疑ありますか。 

  泉委員。 

○委員（泉 伸一郎君） 泉でございます。 

  ２点ほど質問させていただきます。 

  ちょっと教えていただきたいような質問で申し

訳ないんですが、よろしくお願いいたします。 

  まず１問目なんですけれども、決算書108ペー

ジ、成果書ですと53ページになります。 

  「みんなで子育て！こども未来事業」、この中
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で、この53ページなんですけれども、真ん中辺り

に、実施内容といたしまして「子どもの居場所づ

くり活動の支援策の検討、実施」ということで、

支援策のモデルとして、大学生ボランティアの派

遣とあるんですけれども、これはどういう大学生

なのかを教えていただきたいと思います。 

  その下のほう、「子どもの居場所づくり活動を

広げるフォーラム、体験事業の実施」というとこ

ろに、下のところで「子どもの居場所等体験イベ

ントを開催」とあるんですが、これについて説明

をしていただきたいと思います。 

  ２点目なんですけれども、決算書110ページ、

成果書ですと147ページになります。 

  子ども家庭総合支援事業、この中で、主な実施

内容というところの２行目なんですが、「ヤング

ケアラーの周知のため町立小中学校へパンフレッ

トを配布」とあります。こちらのほうはどのよう

に行ったのか。それとあと、それによってヤング

ケアラーの把握とかができたのかどうかというこ

とをお伺いいたします。 

  以上、２点になります。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  副課長。 

○子育て支援課副課長（飯山保孝君） 副課長の飯

山です。 

  まず初めに、子供の居場所づくりにつきまして、

大学生ボランティアについての派遣ということで

すけれども、こちらの大学生ボランティアですが、

今のところ、実際何度かイベントは行っておりま

すけれども、来ていただいているのは、日本工業

大学の大学生、それと、共栄大学の大学生にボラ

ンティアとして来ていただいております。 

  その申込み方というか、連絡の仕方ですけれど

も、今現在は、社会福祉協議会に一度依頼を出し

まして、そこで、社会福祉協議会から各大学に連

絡をしていただいて、そこの学校の掲示板だとか、

連絡のシステムというか、メールであったり、そ

ういったものを経由しまして、大学生に参加して

いただいているということで、毎回違う学生が参

加していただいております。 

  続きまして、２点目の質問ということで、子供

の居場所づくりイベントの開催につきましてです

が、去年度、今回令和４年度におきましては、一

番大きなイベントとしましては、居場所づくり、

これから各地域でそれぞれ自主的にやっていただ

こうという前段としまして、今年１月、去年度１

月の、たしか29日あたりだったとは思うんですが、

そちらで、すてっぷ宮代を会場としまして、埼玉

県の事業である子供の居場所づくりのイベントの

フォーラムが、主として埼玉県のイベントが開催

されるのと併せて、それぞれの地域で今現在活動

されている団体にお声がけをしまして、せっかく

集まるのだからということで、そこでそれぞれの

活動、今現在活動している団体さんにそれぞれの

内容をいろいろ見せ合っていただいたり、いろい

ろ情報収集をしたりできる場を設けようというこ

とで、併せてそちらのイベントを開催させていた

だきました。 

  そのイベントに関しましては、フォーラムと合

わせて、およそ200人の皆さんに参加していただ

いたとなっております。 

  以上で、子供の居場所づくりにつきましてのご

回答とさせていただきます。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  主査。 

○こども安心担当主査（清水邦江君） こども安心

担当主査の清水と申します。 

  泉委員さんのヤングケアラーにつきましてのご

質問に回答させていただきます。 

  昨年度、町内の小学校、中学校に、ヤングケア
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ラーのパンフレット、「皆さんはヤングケアラー

を知っていますか」というパンフレットを配布さ

せていただきました。 

  ヤングケアラーの状況を把握されましたかとい

うご質問に対しての回答なんですけれども、学校

訪問をさせていただいて、学校訪問の内容では、

約１名、ヤングケアラーと思われるお子さんを把

握しております。今年度になるんですけれども、

これから令和５年度10月の予定なんですけれども、

町内の小学校４年生から６年生、それから、中学

校全学年につきまして、ヤングケアラーの実態調

査を行う予定でおります。 

  また、８月には、町内小学校、中学校の先生を

対象にヤングケアラーの研修も開催しております。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 泉委員。 

○委員（泉 伸一郎君） ありがとうございました。 

  それでは、再質問させていただきます。 

  そうしますと、１問目、大学生ボランティアは

日工大と共栄大ということなんですが、例えば日

工大ですと何科の学生がやられたとか、共栄大で

も何学部の学生がやられたとか、ちょっと細かい

んですけれども、そういうことで、それに沿って

何かを教えたのかとか、そういうこともお聞きし

たいと思います。大体何名ぐらいの学生さんが参

加されたのかということも併せてお聞きいたしま

す。 

  それとあと、イベントなんですけれども、分か

りました。 

  これは情報収集のそういったもので終わってし

まったのかどうか。何か直結した何か催物はされ

ていないのかということをお伺いします。 

  前年度では、８団体がこういった活動に参加さ

れたということだったんですけれども、今回は何

団体になったのかということもお伺いします。 

  それから、２問目のヤングケアラーの件、分か

りました。パンフレットは大体何冊ぐらいまかれ

たのかなということもありますけれども、それと、

約１名というのは、学校でいうと、小学生、中学

生のどちらになるのかなというのですけれども。

あと、アンケート調査はされていなかったという

ことでよろしいんでしょうか。 

  港区になるんですけれども、アンケート調査、

小中学生２万人にアンケート調査をして、ヤング

ケアラーが分かったのが42人という、やはりなか

なか見つかりづらいということがあるらしいんで

すけれども、また、その中でも、例えばヘルパー

を派遣したりとか、あと、ＳＮＳ、交流サイトに

よってその相談を受け付けていこうという、これ

から試みもされるということなんですけれども、

町として何かそういうヤングケアラーに対する支

援策というんですか、そういったものも何かしら

考えているのかどうかもお伺いいたします。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  副課長。 

○子育て支援課副課長（飯山保孝君） 副課長の飯

山です。お答えいたします。 

  まず初めに、子供の居場所づくりのイベントの

実績についてですが、ボランティア実績です。こ

ちらですが、何学部であるとか何科の学生である

かというのは、実はこちらで集計とか把握はして

おりません。 

  ただ、集計も１年分はしてはおらないんですけ

れども、当日、何年生かというのは募集のときに

ご本人の確認するために連絡が来るようになって

おりまして、そちらにつきましては、その場では

何年生ということで対応しております。 

  ただ、実際見ますと、学年もばらばらですし、

例えば３人来たときに、３人顔見知りが来るとか
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ではなくて、本当に個人個人がボランティアした

いということで来ているのを感じております。 

  何人かということですが、実は令和４年度子供

の居場所づくり事業、先ほどは、すてっぷ宮代で

のイベントが一番多かったのでお話ししましたけ

れども、そのほかにもいろいろな団体であったり、

私どもでも試行的に催しているイベントがありま

すけれども、そちら全て含めますと、ボランティ

アの数が56人が去年度でした。その中に、私、日

工大と共栄大の学生と申しましたが、実は時折、

地元の高校生も、今のところ、すぐ思いつくとこ

ろでは１人の方ではあるんですけれども、そうい

った方もボランティアに入ってきていただいてい

まして、そういったところでも少し広がりがある

とは感じております。 

  続きまして、去年のイベントを踏まえてという

ことですけれども、おっしゃるとおり、去年８団

体の皆さんが参加していただきましたが、実はつ

い最近、今年度のお話をさせていただきますと、

９月９日にもすてっぷ宮代でイベントを行いまし

て、そのときは、今年のイベントは県のフォーラ

ムはなく、宮代町の社会福祉協議会で子供の居場

所づくりを中心のイベントをやろうということで、

同様に、内容としてはそれぞれの来ていただく団

体がいつも行っている活動を中心に子供たちにも

見せるし、それぞれの団体も影響し合えるように

見せようということで開催させていただきました。

今年度につきましては、一応、団体の数としまし

ては13団体が参加いただきまして、人数にします

と、概算での集計になりますけれども、大人、子

供合わせておよそ700人程度が来たと、こちらで

は把握しております。 

  今後につきましては、また開催をして、毎回開

催をして終わりかというのではなくて、前期実行

時計画もありますし、その後の後期の実行計画も

見据えてではあるんですけれども、それぞれの団

体がそれぞれのつながりを持てれば、役場が必ず

しも介さなくても、それぞれ直接いろいろな協力

し合えたり、あと、情報交換はともかく協力し合

えたり、または役場も入って３者で、または４者

で、いろいろな事業が組めるようになっていけれ

ばいいなというのが、この後考えている未来像と

しております。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  主査。 

○こども安心担当主査（清水邦江君） こども安心

担当主査の清水と申します。 

  ヤングケアラーの再質問について回答させてい

ただきます。 

  まず、第１点目なんですけれども、何部配布し

ましたかというご質問なんですが、こちらは小学

校４年生から６年生、中学校１年から３年生まで

の約1,500部配布させていただきました。 

  続きまして、ヤングケアラーと思われるお子さ

んは、中学生か小学生かのご質問なんですけれど

も、こちらは中学生のお子さんでした。すぐにそ

の情報を聞きまして、介護保険担当につなぎまし

て、訪問に行っていただき、介護保険の申請につ

ながさせていただきました。 

  最後に、町としてのヤングケアラーの支援策に

ついてなんですけれども、ヘルパーの支援とか、

ＳＮＳでそういった相談を受け付けるのかという

ことなんですけれども、これからそういった仕組

みづくりができるように、町でも検討してまいり

たいと思っております。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 泉委員。 

○委員（泉 伸一郎君） ありがとうございます。 

  再々質問はいたしません。 
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  要望なんですけれども、若い世代の方が、こう

いう福祉に興味を持っていただけるというのは、

本当にありがたいと思います。団体数も増えまし

たし、また支援者も増えるということで、町のし

っかりした対策が進んでいるんだなと感じました

ので、今後ともよろしくお願いいたします。 

  また、ヤングケアラーに関しましても、この１

名、すぐ対処していただいたということで、本当

にありがたいと思います。ただ、まだ分からない

ところでヤングケアラーの方がいらっしゃると思

いますので、早く発見していただいて、何かしら

の支援をしていただきたいと思いますので、よろ

しくお願いいたします。 

  ありがとうございました。 

○委員長（西村茂久君） ほかに質疑ありますか。 

  塚村委員。 

○委員（塚村香織君） 塚村です。 

  ４点質問をさせていただきます。 

  決算書の107ページ、108ページ、みんなで子育

て！こども未来事業についてです。成果書の52ペ

ージにもございます。 

  地域子育てサロン実施業務委託料についてなん

ですが、こちらの成果書のほうに子育てサロンの

開設や運営のための支援をしていただいたという

ことなんですけれども、これは令和３年度からさ

れている事業で、２歳までのお子さんを育てなが

らの子供とお母さんのためのこういったサロンの

支援ということで、とってもいいと思うんですが、

この２年間開催して、それで昨年の令和４年度で、

どのような実施状況と、あと全体の内容というか、

まずは教えていただきたいんですけれども、その

中で備品の貸出しなどをしたと、どういうものが

お母さんが必要であったのか、どういう支援が欲

しかったのかとか、そのあたりのことを詳しく教

えてください。 

  次に、決算書109ページ、110ページ、子ども家

庭総合支援事業についてです。 

  こちらの委託料の中の福祉相談支援システム利

用料とシステム改修ということで、合わせて170

万円ぐらいございます。こちらはどのように活用

をされたのか教えてください。 

  次に、その下の子どもの見守り強化事業の委託

料についてです。 

  こちらはお弁当と学習のアスポートへの支援と

いうことだったと思うんですが、このアスポート

に参加された方というのは、何名ぐらいいらっし

ゃったのかお伺いいたします。 

  最後に、決算書の115、116ページ、みやしろ保

育所運営事業についてです。 

  こちらの118ページの委託料、第三者評価委託

料についてです。成果書の150ページにもござい

ます。 

  みやしろ保育園が提供する福祉サービスの質に

ついて改善すべき点などを明らかにして、質の向

上を図ったということなんですが、こちらの内容

を教えてください。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  主査。 

○こども笑顔担当主査（飛鳥馬則子君） こども笑

顔担当、飛鳥馬です。 

  子育てサロンにつきまして、回答いたします。 

  令和４年度の実施状況としましては、年13回開

催しております。内容といたしましては、ダンス、

ヨガ、カラーセラピー講師による講座が４件、ハ

ロウィン、サマーフェスタなどのイベント開催が

３件、子育てサークル活動が３件、店舗や工房で

の開催が３件となっております。 

  支援策、備品の貸出し状況につきましては、お

もちゃの貸出し、ベビーサークル、マット、絵本
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などの貸出しをしております。また、要望といた

しましては、保育ボランティアの要望が多くなっ

ております。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  主査。 

○こども安心担当主査（清水邦江君） こども安心

担当主査の清水と申します。 

  福祉支援システムについて回答いたします。 

  福祉支援システムの概要なんですけれども、こ

ちらは相談を受けたり、通告を受けたりした場合

に、その内容を入力させていただいて、今後の支

援の方針やそこに支援の経過の情報を入力させて

いただきます。それで、こちらのシステムは、教

育委員会、保健センターと情報共有させていただ

いておりまして、いつでも内容が確認できるよう

になっております。 

  続きまして、システム改修の件なんですけれど

も、こちらは国のシステムになるんですけれども、

要保護児童等情報共有システムに接続させるため

に改修をさせていただきました。こちらを改修し

たことによって、児童相談所や他の市町村との情

報共有が可能となりまして、こちらでいろいろな

情報とか過去の対応歴の確認などをさせていただ

いております。 

  続きまして、見守り強化事業の件なんですけれ

ども、アスポートの生活支援のほうから、どれだ

け学習支援につながれていましたかというご質問

なんですけれども、令和４年度につきましては、

小学生が１人、それから中高生が３人、学習支援

のほうに通っております。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  所長。 

○みやしろ保育園所長（伊東文子君） みやしろ保

育園所長の伊東です。 

  ただいま質問を受けました第三者評価について

お答えさせていただきます。 

  第三者評価については、社会福祉法第78条で社

会福祉事業の経営者に良質かつ適切な福祉サービ

スをすることを求めており、これに基づき、福祉

サービス第三者評価事業が実施されております。

第三者評価は、社会福祉事業の事業者が任意で受

ける仕組みになっておりますが、自己評価に加え、

外部の評価機関による専門的、客観的な評価を受

け、保育の質の向上取組を進めることを目的に、

みやしろ保育園では、埼玉県に登録されている評

価機関ユーズキャリアに評価を委託し、実施いた

しました。 

  内容につきましては、利用者調査、自己評価、

職員調査、保育園への訪問調査が主な内容となっ

ております。調査結果については、埼玉県のホー

ムページで公表されております。 

  みやしろ保育園が受審して、評価の高い点とし

ては、まず、行政や医療機関との連携を図り運営

していること、もう一つが、一時保育や病児・病

後時保育、療育施設を併設し、保育所を利用して

いる方に限らず、地域の保護者に対する子育て支

援を担っていること。もう一つが、保育士の人的

環境の改善を図り、保護者への対応面での満足感、

安心感につながっていること、働きやすい職場づ

くりに取り組んでいること、職員の研修機会、ス

キルアップの機会が確保されていることなどが高

い評価を受けました。また、今後の改善する点と

いたしましては、主体的な保育の展開に向けて、

職員間での話合いや共通意識を持って保育に取り

組んでいくこと、各種マニュアルの作成、コロナ

禍であっても、園行事の開催を増やすための検討

をすることが挙げられました。 

  以上の評価を受け、保育の質の向上に向けて、
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さらなる改善につながるように取組を進めており

ます。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） 塚村委員。 

○委員（塚村香織君） 塚村です。いろいろありが

とうございました。 

  まず、107ページ、108ページの子育てサロンに

ついてです。 

  こちらはご説明いただきましてよく分かりまし

た。 

  いろんな内容の講座などを13回開いていただい

て、全体で毎回その講座によって違う方が参加を

されているのか、それとも同じような方が参加を

されているのか、この参加者の傾向というか、例

えば年齢的なもので、若いママさんが多いのか、

お母さんの中でも若い20代の方と、30代、40代の

方もいたりもするんですけれども、その参加者の

傾向とか、あとそういうのお友達同士でこういう

のを参加するのか、それとも１人でも参加をして

いるのかと、その辺の把握もできておりましたら

もう少し教えてください。 

  次に、109ページ、110ページの子ども家庭総合

支援事業についてです。 

  こちらの福祉相談支援システムの内容分かりま

した。学校や保健センターと情報共有をされてい

るということで、そこで同じ情報を違う課の方が

見られたり、また実際にそこでお話などされて、

そのご家庭の支援を継続的にしていただいている

ということなんだと思います。こちらこういった

町のほうで情報を把握しながら、継続的につなが

っている方は大丈夫だとは思うんですけれども、

実際こういうご相談があったりとかで、虐待の事

例というか、そういうものがあったのかというの

をお伺いいたします。 

  次に、子どもの見守り強化事業では、アスポー

トの学習へつながった子供の数というのは分かり

ました。以前アスポートの方からも、なかなか宮

代町のそういった子供たちの参加が少なくてつな

がれていないということもお伺いしておりまして、

このアスポート学習の場所的なものとか、そうい

うことで宮代町は利用がしづらい場所にあるのか、

その辺どのようにお感じになられているかお伺い

いたします。 

  みやしろ保育園については、詳しくご説明いた

だいたので分かりました。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  主査。 

○こども笑顔担当主査（飛鳥馬則子君） こども笑

顔担当、飛鳥馬です。 

  子育てサロンの参加者の傾向につきまして、回

答をいたします。 

  参加者の年齢は把握しておりませんが、お子様

の年齢がゼロ、１、２歳となっております。また、

同じ方が参加されているのかどうか、１人でも参

加しているのかにつきましては、子育てサークル

活動につきましては、決まったメンバーでの開催

となっておりますので、同じメンバーで開催して

おります。また、１人で参加している方もいらっ

しゃいますし、お友達を連れて参加している方も

いらっしゃいます。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  主査。 

○こども安心担当主査（清水邦江君） こども安心

担当主査の清水と申します。 

  塚村委員さんの再質問に回答させていただきま

す。 

  相談の中で虐待と思われる相談などございます

かという質問なんですけれども、中にはお母様の
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ほうが、ちょっとご自分のお子さんを叩いてしま

いそうになるとか、ちょっと叩いてしまったこと

もあるんですよとかそういうお話もいただいたり、

ご家族がちょっと叩いてしまったりとか、近隣の

方からもそういった虐待の情報などが入ります。

そういった場合は、すぐにお子さんの関係機関に

情報共有をさせていただいて、場合によっては、

児童相談所や警察などにつなぐ場合もございます。 

  続きまして、アスポートの場所の件なんですけ

れども、実際に私もこのアスポートの学習支援に

見学に昨年行ってまいりました。小学生のほうは、

杉戸のたしか公民館のほうを利用されておりまし

て、中学生、高校生は百間公民館で週に１回やっ

ておるのを見学してまいりました。場所について

町のほうはどう考えていらっしゃるのかというこ

とですけれども、今現在、百間公民館も利用され

ていますし、もし、もう少し利用人数が増えて場

所が足らないといったときは、子育て支援課だけ

では決められないこともありますし、福祉課で多

分アスポートのほうは関わっているかと思います

ので、関係機関と調整した上で検討してまいりた

いと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 塚村委員。 

○委員（塚村香織君） ありがとうございました。 

  子育てサロンについて、内容分かりました。令

和５年度からは、またそのサークル活動で開催で

きるような、また発展した支援がされていると思

うんですけれども、そのきっかけに、令和４年度

までのことがなっているというのは、今のご説明

で分かりました。 

  こういうどこかに自分に合ったところに参加す

るというのもいいんですけれども、お友達同士で

自分たちに合ったそういうサークルをつくるとい

うことも、それも一つの捉え方だと思うので、そ

の令和５年度に生かされているということも分か

りましたので、これは分かりました。 

  次に、子どもの家庭総合支援事業についての虐

待ということは、そのように対応されているとい

うことで、やはりそこのどこまで踏み込むかとい

うところが難しいと思うんですけれども、虐待の

悲しいニュースもございまして、助けるタイミン

グというのはあったのにというところがあるので、

その辺はこのように、お弁当の配布などで継続し

てつながれているということもその一つですし、

また新しく相談を受けるというところから、また

そこにつなげるということができていると思って、

これも理解をいたしました。 

  アスポートに関してなんですけれども、百間公

民館とやはり杉戸のほうを、小学生は杉戸のほう

しかなかったり、利用しづらいということもある

んですけれども、あとは知らない方とかもいると

思うので、福祉課のほうでお知らせはされている

ということは聞いているんですけれども、こちら

のほうも積極的にぜひ利用していただきたいとい

うお声もいただいているので、子育て課や教育委

員会などでもお知らせできるような、あと教育支

援センターなどもありますので、何かその辺のま

たお知らせの情報発信ということで、こちら要望

をいたしまして終わりにいたします。 

○委員長（西村茂久君） ほかに質疑ありますか。 

  深井委員。 

○委員（深井義秋君） 深井でございます。 

  決算書のページ108ページ。説明書ですと144ペ

ージ。 

  ２問質問をさせていただきます。 

  ページ108ページの私立幼稚園運営支援事業、

この下に主な実施内容、私立幼稚園振興助成金の

交付、この表の中に、姫宮成就院幼稚園、こちら

が令和２年度、３年度、４年度と、ここだけが一
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番助成金が多くなっているんですが、この助成金

が増えている理由を説明してください。 

  あとは２問目、決算書の112ページ、子育て世

帯への臨時特別給付金給付事業、説明書ですと、

148ページ、こちらの主な実施内容、こちらに支

給対象者数58人、支給対象児童数57人と書いてあ

りますが、この中身ですが、ここにコロナ感染症

の緊急経済対策において、所得制限により支援対

象とならなかった児童手当の特例給付を受給する

公務員または16から18歳児童を養育する世帯と書

いてありますが、これは公務員またはということ

ですから、公務員と一般の方の16から18歳児童を

要する世帯と書いてありますが、これは公務員ま

たはということですか。公務員と一般の方の16歳

から18歳と差別しているんでしょうか。これを教

えてください。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  主査。 

○こども保育担当主査（松岡祥哲君） こども保育

担当主査、松岡です。 

  議員質問の１番目のご質問、私立幼稚園振興助

成金についてご説明させていただきます。 

  令和２年度、３年度、４年度と、姫宮成就院幼

稚園さんのほうが額の高い支給となっているんで

すけれども、こちらはまず、15万円の分が各幼稚

園さん、振興助成ということで、幼児教育の振興

に係るところで共通して給付しているところであ

ります。それ以外に、在籍する児童のほうに５月

１日時点で心身障がい児在籍している場合、その

１人、１月２万円で在籍している月数に応じて支

給しますので、姫宮成就院幼稚園さんのほうで、

積極的に受入れをしていただいているというとこ

ろで、保育に係る費用の補助というところでお支

払いしているところです。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  副課長。 

○子育て支援課副課長（飯山保孝君） 副課長の飯

山です。 

  まず、決算書112ページ、説明書147ページ、袋

48ページの子育て世帯への臨時特別給付金給付事

業についてご説明いたします。 

  まず、支給対象ということで、児童数が67人で

支給額が１人当たり10万円ということで、670万

円の支給額となっておりますが、実はこちらの事

業ですけれども、令和３年度から実際実施してお

りまして、令和３年度、補正予算で対応させてい

ただきましたが、まず初めの、国から10割補助を

出すよという、この事業に対する10割補助を出す

というものにつきまして、対象がまず初め、児童

手当を通常受給している世帯、それと児童手当プ

ラス児童手当の対象というのが、学生でいうと中

学生までの年齢ですので、ただこちらの支給支援

金につきましては、16歳から18歳までを養育する

世帯にも支給できるとなっております。 

  そのため、まず初めに、児童手当を受けている

世帯、それと児童手当を受けていて、さらに追加

分ということで、16歳から18歳のお子さんも養育

している世帯を自動的に児童手当ということで、

私どもが口座情報ですとか対象という方をあらか

じめ把握しておりますので、そちらにつきまして

は、まず令和３年度、10割補助ということで、こ

の事業に対して実施をさせていただいております。

その後、児童手当を実は受けていない世帯、つま

り所得が一定以上ありまして、特例給付というも

のを受けている世帯もありますけれども、そちら

特例給付を受けている世帯につきましては、当初、

国の補助の対象とはならなく、10万円を支給する

対象とは国が想定していなかったものですが、町
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としましては、そこの区別というものはなくそう

ということで、地方創生の補助金を活用しまして、

こちらの世帯にも同じように10万円を支給しよう

と決めました。そのため、まず、特例給付を受け

ている世帯のうち、公務員ではない世帯、そちら

につきましては、既に特例給付ということで町が

やはり把握しておりますので、そちらの口座に自

動的に振り込むことができますので、そちらも令

和３年度のうちに対応させていただきました。そ

うすると、残るのが、令和３年度に実際間に合わ

なかったんですけれども、まず特例給付というこ

とで、もともと国の10割補助の対象ではなかった

ので、初めに動き出せなかった所得の多い特例給

付の受給世帯のうち公務員の世帯です。こちらに

つきましては、公務員は基本的に児童手当そのも

のは、それぞれの勤めている役所から出るもので

すので、私どもは口座情報などは把握しておりま

せん。ですので、まず通知を出して、そちらの意

思があるかというのを併せて、口座を聞き出すと

いうことが必要でした。そのために、時間が要し

まして、令和４年度実施させていただいておりま

す。あわせて、同じ令和４年度に実施せざるを得

なかったものとしましては、児童手当の対象とな

る15歳までのお子さんがいなくて、ただし今回の

給付金の対象となる16歳から18歳のお子さんを養

育している世帯につきましては、もともとの情報

が口座情報も含めて新しいものがありませんので、

こちらにつきましても、口座情報などを通知を出

してからお聞きして、実際に支給でき終わったの

が令和４年度入ってからということですね。こち

らにつきましては、令和３年度決算で繰越明許さ

せていただきまして、最終的に全員の方に支給で

きたのが令和４年６月13日にこちらの支給を全て

終わらせていただいたとなっております。 

  ですので、ちょっと制度がもともと追加で、私

ども宮代町のほうで新たに決めた対象もあります

ので、どうしても時間差が起きてしまっておりま

して、ただ公務員だからとか、そういった区別と

か差別というのはなく、平等に支給させていただ

いております。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） 深井委員。 

○委員（深井義秋君） 再質問をさせていただきま

す。 

  先ほどの決算書108ページの私立幼稚園の振興

助成金の件でお伺いしました姫宮成就院幼稚園、

こちらが心身障がい者の方が申請と言っておりま

したが、この姫宮成就院幼稚園というのは申請し

た人数というのは何名なんでしょうか。 

  お伺いします。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  主査。 

○こども保育担当主査（松岡祥哲君） お答え申し

上げます。 

  姫宮成就院さんが申請した心身障がい児童は５

人となっております。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） 深井委員。 

○委員（深井義秋君） 心身障がい者５人というこ

とは、ここは毎年度助成金がほかの幼稚園と比べ

て異常なんですけれども、５人でこんなにかかる

んでしょうか、助成金として。 

  お願いします。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  主査。 

○こども保育担当主査（松岡祥哲君） お答え申し

上げます。 

  心身障がい児１人につき、在籍している月数１

月が２万円で、12か月在籍していると１人48万円

になりますので、それの５人という考えでいきま
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すと、大分高い額になるところです。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） ほかに質疑ありますか。 

  田島委員が早かった。 

○委員（田島正徳君） 決算書の110ページ、説明

書の135ページ、子ども家庭総合支援事業。 

  説明書のほうには、増加する児童虐待への対応

や要保護児童等への支援強化を図ることを目的に、

専任の有資格者を配置した子ども家庭総合支援拠

点を設置しましたというふうになっています。そ

の中で、また説明書の147ページ、予算金額とし

て792万円で、決算として735万円。この子どもの

見守り強化事業委託料というのは、どこに委託し

て、何をしているのか教えてください。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  主査。 

○こども安心担当主査（清水邦江君） こども安心

担当主査、清水と申します。 

  説明書147ページ、成果書110ページの子ども家

庭総合支援事業の子どもの見守り強化事業につい

てご説明いたします。 

  こちらの事業につきましては、子供の養育に関

して不安や心配があったりとか、見守りが必要な

世帯を対象に、お弁当や食材や生活支援などを持

って定期的に訪問して、子供の家庭の状況を把握

させていただいて、必要な支援を行う事業となっ

ております。こちらの事業につきましては、２点

委託先はございます。 

  まず、１点目が、お弁当の配布で、宮代町の社

会福祉協議会に委託しております。こちらは毎週

１回お弁当の配布をさせていただいて、配布する

だけではなく、お子様の安全確認をしてお弁当の

配布をさせていただいております。 

  もう一つ、２点目なんですけれども、もう一つ

は生活支援として、一般社団法人彩の国子ども・

若者支援ネットワーク、こちらは通称アスポート

と呼ばせていただいております。こちらのほうは、

生活支援品、食料品やお子さんの衣料とか文房具

などをお持ちして、世帯に訪問して、訪問するだ

けではなく、お母様やお父様のお話を聞いたりと

か、またはちょっと高校の転学とかに迷っていら

っしゃる方のアドバイスをしたりとか、そういっ

た支援などを行っております。 

  弁当配布と生活支援、それぞれ２点の事業所に

委託しております。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 田島委員。 

○委員（田島正徳君） それぞれの内訳、お弁当代

は幾ら、見守りに関しては幾らという金額、あと、

これって住民税非課税世帯とか、何かそういうこ

とが関係あるんですか。何かお弁当もこの配布が

51人、これというのは、どこからのデータでこの

51人というのを見つけ出しているのか、そこら辺

も詳しくお願いします。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  主査。 

○こども安心担当主査（清水邦江君） こども安心

担当主査の清水と申します。 

  田島委員の再質問について回答させていただき

ます。 

  それぞれの金額についてなんですけれども、お

弁当配布は225万6,545円となっております。生活

支援のほうは316万8,000円となっております。 

  それから人数についてなんですけれども、こち

らの51人については、実際にお弁当を配布させて

いただいている人数となっております。非課税か

非課税とかに関係があるのかということなんです

けれども、こちらは特に所得の状況を確認してお

りませんので、お子様のちょっと養育に不安をお

持ちのご家庭とか、ちょっと見守りが必要だなと
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思うご家庭に、いろんなほかの課の情報や相談の

内容などからこちらがお弁当の配布だったり、生

活支援が必要だなと思った世帯に、子育て支援課

のほうからお声がけをさせていただいております。

そういった世帯が配布の対象となっております。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） 田島委員。 

○委員（田島正徳君） 具体的に、ほかの課と協力

してとかそういうのは分かるんですけれども、じ

ゃ、このお弁当を配布する基準というのですか、

それが例えば、さっきも言ったように生活困窮と

か、そういうふうな家庭が多いのか、あとは親が

面倒を見ないとか、そういうちょっと具体的な例

でこの51人が該当しているというふうなことを、

ちょっと聞かせてもらいたいんですけれども、よ

ろしくお願いします。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  主査。 

○こども安心担当主査（清水邦江君） こども安心

担当の清水と申します。 

  先ほど、田島委員さんがお話ししたとおり、ち

ょっと生活にお困りの方にも中にはいらっしゃい

ます。そういうご家庭もありますし、やはりちょ

っとお子様の面倒が見られないよというご家庭も

ございますし、やはりちょっとそういった、繰り

返しになってしまうんですけれども、お子様の養

育に不安があったり、やはりちょっとこちらが見

守りが、そういったお子さんもちょっと放置して

出しまうご家庭かなとか、お母様のちょっとメン

タルが不安定で、お子様の面倒が見られるかなと、

そういった世帯に配布をさせていただいておりま

す。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  副課長。 

○子育て支援課副課長（飯山保孝君） 副課長の飯

山です。 

  補足させていただきます。 

  対象ということですけれども、先ほどの説明に

もあったとおりではございますが、一見するとお

弁当ということで、生活苦、御飯がちょっとない

とか、そういったことを感じがちかもしれないで

すが、実際のところ、今のところ割合として多い

のは、やはり、私たちが見守りをしたいという家

庭が多いです。というのは、過去に、例えば保育

園を通じてだとか、学校を通じて、通報もあって、

虐待の疑いがあったりして、私どもが接触させて

いただいたときに、こういった事業を案内して、

もしお弁当配布が希望するのであれば、毎週行く

からということで伺わせていただきます。そうす

ることで、過去にあった、たった一度か二度かも

しれないんですけれども、そういった虐待があっ

たかもしれないという世帯に毎週様子を見に行け

るというメリットがありますので、そこに重点を

置かせていただけています。そういったつながり

を持っていきたいということがあります。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） ほかに質疑ありますか。 

  丸山委員。 

○委員（丸山妙子君） 丸山です、お願いします。 

  大きく４点です。 

  １点目は、135ページ、こども安心担当につい

てです。 

  こども安心担当は、前年度までこども笑顔担当

とかも一緒にやっていただいたりしていて、とて

も働き方改革なんですけれども、とても負担が多

かったということなんですが、これで専任できた

ことで、相談件数とか増えたかもしれないんです

けれども、そのあたり、働き方として担当者どう、

専念できるとか、何かそのあたりお願いします。 
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  あと学童保育です。説明書137ページ、決算書

104ページです。 

  委員からも出ていましたけれども、学童保育の

やっぱり給与です。来年度の予算にも関係するの

でお聞きします。 

  杉戸町とかはやっぱり大手が入っているという

ことで、働く保障とか雇用の充実、それとあとは

ボーナスが出るとか、やっぱり大手はできること、

アンフィニさんは細かいことやってくださってい

るんですけれども、どうしても規模が小さいとい

うことで、そのあたりどうなのか、この夏に学童

保育、コロナでずっと見学できなかったので、ち

ょっと様子を見に子育て支援課のお力を借りて見

せていただきました。そうすると、指導員さんが

本当に生き生き働いているんですが、やっぱり流

出を防ぎたいというのがすごくあります。そのあ

たり、春日部市とか杉戸町が大手さんが入ってい

るということで、うちはどう考えているかお聞き

します。 

  それと、学童保育関係で、その４年間の間に男

性の指導員さんがたくさん増えていいなと思うの

と同時に、やっぱり被害です。ちょっと心配する

ところは、ないとは思うんですけれども、やはり

性被害とか、その辺のきちっとした対応とかとい

うのは、アンフィニさんに関しても、ＮＰＯのか

えでさんのほうにしても、しっかりどうやってい

るのかお聞きします。 

  それと、深井ビルのところに行くのにちょっと

感じたことがありまして、これ町民生活になっち

ゃうかもしれないんですが、担当課としてどう考

えるかということで、道路が非常に細いのと、結

構距離があって、結構車が来るんですけれども、

横断歩道がないんですよね。東小学校から深井ビ

ルさんって反対側に行かなきゃいけないんだけれ

ども、横断歩道がどこにもないんですよ。そうす

ると、連れていくときに指導員さんの負担とか、

私も見学した日すごく暑くて、子供たちが渡るの

にどこも渡れないという感じですよね。どこか横

断歩道１つあれば、学童に行くというの、そうい

うのはどうなのか、それはちょっと感じたのでお

願いします。 

  それと、あと、保育園についてです。これはみ

やしろ保育園も国納保育園も同じ質問になります

のでお願いします。 

  ページ数が国納保育園は決算118ページ、説明

書が151ページからです。 

  みやしろ保育園が決算116ページ、説明書が150

ページです。この中に説明書の書かれている工

事・修繕の実施についてです。 

  その辺をちょっと説明を、以前したことがある

のか、長くできなかったとか、定期的に変えてい

るということはまずないとは思うんですが、その

辺ちょっと詳しく教えてください。 

  それと、あと給食です。私、業者が違うという

ことで、その内容とか、保育士さんは異動もあっ

たりしますので、その辺どちらの委託業者も努力

していると思うんですが、そのあたりお願いしま

す。 

  あと、国納保育園に入ってすぐ左側に図書が並

んでいる壁にすごい工夫してくださっているんで

すけれども、前なかったんですが、そのあたり、

みやしろ保育園さんもそうなんですけれども、そ

のあたりの予算とか、図書館の連携とか、私ちょ

っと予算とか分からなかったので、その辺お願い

いたします。 

  保育園のほうは両方ともお答え願います。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） ここで休憩いたします。 

  再開は３時30分とします。 
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休憩 午後 ３時１５分 

 

再開 午後 ３時２７分 

 

○委員長（西村茂久君） 再開いたします。 

  それでは、休憩前に引き続き、子育て支援課

の質疑を行います。 

  答弁を求めます。 

  副課長。 

○子育て支援課副課長（飯山保孝君） 副課長の飯

山です。よろしくお願いします。 

  まず、子ども家庭総合支援拠点、令和４年にで

きてから、特に変わったこととしましては、まさ

にその名前がつく部署ができたということで、ま

ず体制が変わりました。この子ども家庭総合支援

拠点、少し長いので、この後、少し拠点と言わせ

ていただきます。 

  拠点につきましては、設置が努力義務ではあり

ますけれども、多くの自治体が設置しております

ので、宮代町も設置させていただいておりますが、

そこに配属される職員につきましては、ただの一

般職ではなくて、説明書の135ページにもあるよ

うに、専任の有資格者を一定数確保するというこ

とが求められております。そのため、今現在です

と、宮代町の拠点につきましては、保育士資格、

教員免許の資格、それと社会福祉士といった、そ

れぞれ有資格者である職員が配属されております。

これによってまず今まで同じ対応をしていたケー

スにつきましても、より専門的に対応しやすくな

ったと見て感じております。それと、それを取り

囲む事業実施に当たっての環境ですけれども、既

に以前からありました要保護児童対策地域協議会、

こちらにつきましても少し長いので、要対協と省

略させていただきます。こちらの実務者会議が今

まで年３回行っておりました。それですが、やは

り法的にも拠点整備から児童虐待への…… 

○委員長（西村茂久君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ３時２９分 

 

再開 午後 ３時２９分 

 

○委員長（西村茂久君） 再開します。 

  副課長。 

○子育て支援課副課長（飯山保孝君） 副課長の飯

山です。 

  要対協の実務者会議の件からですが、実際に令

和３年度、４年度と虐待の宮代町における要対協

の対象としているお子さんの数なのですが、こち

らほぼ横ばいであまり上下はない、つまり対象と

なる人数はあまり変わっておりませんが、実務者

会議、具体的にいろいろな施設、児童相談所であ

ったり学校であったり保健所であったり、あと役

場内のいろいろな関係部署の職員が一同に集まっ

て、それぞれの対応について話合いをするんです

が、こちらにつきましても、対象となる数はあま

り変わらなくても、年３回行っていたものを４回

に増やしております。それに加えまして、令和３

年度から引き続き、先ほどのご質問にもありまし

たように、見守りとしてお弁当配布であったり、

生活物資の支援というものはより継続させていた

だくとなっておりますが、これに加えまして、拠

点ができたことで、新たに宮代町でも実施した事

業としましては、令和４年度からは町内の小・中

学校、それと幼稚園、保育園、これは公立、私立

にかかわらず、年２回職員が伺いまして、町で通

報を待っているだけではなくて、やはりお子さん

に接している、それぞれの預かっている学校や幼

稚園、保育園から、ふだん見た様子で気になるこ

とはないかと、実際の虐待までいかなくても、気
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になることでもいいから何か情報が欲しいという

ことで、直接出向いて年２回情報収集をしている、

または、今現在対応しているお子さんにつきまし

ても、町からもこんな状況ですよということで、

それぞれの施設に情報提供もしているということ

を行うようになりました。それが引き続きの事務

も多いのですが、そこら辺がより強く虐待防止の

ために努めようと心がけた点かと思っております。 

  最後になりますけれども、今回の説明書にあり

ました令和４年度からの子ども家庭総合支援拠点

につきましては、さらに法改正が進みまして、令

和６年度から、こちらの名前がこども家庭センタ

ーに名称が変わります。これに合わせまして、宮

代町も、今後も今の活動を引き続きながらも、よ

り虐待防止についてより強化した体制を組みたい

と考えておりますので、そのときはもしご説明の

機会とかありましたら、よろしくお願いしたいと

思います。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  課長。 

○子育て支援課長（横内宏巳君） 子育て支援課長

の横内でございます。 

  次に、学童保育所の賃金等の関係につきまして、

お答え申し上げます。 

  学童保育所は現在指定管理のほうで運営してい

ただいていますので、指定管理者の賃金というこ

とになりますけれども、指定管理期間の年度ごと

の収支計画において、賃金のベースアップ分を勘

案し、指定管理者から提示されている金額を前提

に、年度協定を締結している状況でございます。

あわせて、社会情勢の状況等による影響が生じた

場合には、指定管理者との協議の上で指定管理料

に反映させていただいております。 

  また、賃金水準を引上げるための取組としまし

ては、国の補助金を活用して処遇改善事業を継続

して行っているところでございます。 

  議員おっしゃるとおり近隣自治体で宮代町と異

なる指定管理者が運営しているところとは給与や

賃金の額などに違いが見られるところでございま

すけれども、ネット等で情報収集して比較いたし

ますと、宮代町が大幅に低いなどといった状況は

ないのかなというふうには認識しているところで

ございます。 

  町といたしましては、放課後児童クラブ支援員

の安定確保や適正な賃金水準維持のために、引き

続き国の補助金などを活用しまして、指定管理者

と調整を図ってまいりたいというふうに考えてお

ります。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  主査。 

○こども保育担当主査（松岡祥哲君） こども保育

担当主査、松岡です。 

  委員ご質問の３番目のご質問、男性指導員の増

加に伴う心配というところで、各指定管理者には、

事業計画ですとか事業報告において、新採、採用

した場合には、新任研修の実施ですとか、それか

ら年度ごとに研修制度、各指定管理で管理者のほ

うで行っている所定の研修を受けていただく等、

やっていただいているところです。児童の安全の

ために保育が行われるように、各指定管理者のほ

うで研修等を実施していただいているところです。 

  かえで児童クラブさんのほうにも、最初トライ

アルというような期間を設けていて、指導員さん

の雇用はさせているというところでお聞きしてい

ますので、その中でマンツーマンで指導員さんが

育成をして、それで様子を見て本採用というとこ

ろは伺っております。 

  ３番目の質問については以上です。 
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  続いて、４番目の質問です。 

  深井ビルさん、いちょうの木児童クラブの分室

への移動に関してなんですけれども、こちらで状

況等は確認しているんですけれども、分室まで移

動する間は、必ず前後に指導員さんが子供たちの

間について行き来しているというところは確認し

ています。その際、こちらから黄色い横断旗です

とか、そういったところを持っていただいて、な

るべく内側の細い、自動車が通らない道をルート

を通っていただいているところではあります。最

後に深井ビルさんのところと最後に通る道が、や

はりちょっと交通量が多いところですので、そこ

にやはり横断歩道がないというところが、こちら

もちょっと認識はしているところなんですけれど

も、また今後もちょっと様子を確認して、安全確

保できるような方策等、考えていきたいと思って

おります。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  所長。 

○国納保育園所長（小野美保君） 国納保育園の小

野です。よろしくお願いします。 

  国納保育園の工事及び修繕について説明をさせ

ていただきます。 

  成果書にもありますように、園舎照明器具のＬ

ＥＤ化というのを行いました。こちらにつきまし

ては、国納保育園は一部ＬＥＤ化しているところ

もあったのですけれども、一部、少なかったので、

大部分をＬＥＤ化しまして、園内全部ＬＥＤ化に

なりました。自動水栓器具取付工事なんですけれ

ども、こちらは両園同じなんですが、コロナ対策

ということで、自動水栓で蛇口などに接触しない

でも手が洗えるようにということで、こちらも園

内全部を自動水栓化の工事で自動水栓となりまし

た。 

  保育室床張替工事というものなんですけれども、

こちらは床暖房のある保育室のコルクの素材の床

を張り替えしたんですけれども、今までは剥がれ

た一部のコルクをそこを取り替えてというふうに

していたんですけれども、いっぱいちょっと劣化

してきてしまったところもありまして、そのお部

屋全面を張り替えの工事として、床暖房のお部屋

全部がきれいにしていただきました。 

  トップライトシーリング打ち替え工事というの

が、ここの保育園は各お部屋に天窓のようなもの

がありまして、そちらなんですけれども、今まで

も少しちょっと雨漏りがしていたんですが、雨漏

りしたところは取り替えていたんですけれども、

昨年度もやはり雨漏りを見つけまして、その１か

所やるよりも同じときに設置しているので、恐ら

くほかも近いうちに雨漏りが出てきてしまうんで

はないかなということで、残りの全部も全部打ち

替え工事ということで、きれいにしていただきま

した。 

  修繕につきましては、エントランスホールのト

ップライト修繕というものを行ったんですけれど

も、そちらというのが保育園入ってすぐのエント

ランスというところにも、天窓が大きいものがあ

りまして、そちらからの日差しが大変強くて、な

かなかエアコンをかけても室温が下がらなかった

ので、そちらに日よけのカーテンをつけられるよ

うな形で修繕をしていただきました。 

  あとは、防犯カメラのレコーダーが故障してし

まったので、そちらの工事を行ったりですとか、

エントランスの大人用の男子トイレの修繕を行っ

たりとかということがありました。 

  あとは、給食室のほうで、やはり器具がだんだ

ん経年劣化において故障が出てきてしまったりし

たので、そちらの修繕をところどころ行いながら、

昨年度は過ごしたところです。 
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  やはり、修繕につきましては、突発的なもので

すとか、やはり危険度が高いものについては、緊

急に行わなきゃいけないので、その都度優先順位

をつけてやっているところです。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  所長。 

○みやしろ保育園所長（伊東文子君） みやしろ保

育園所長の伊東です。 

  続いて、みやしろ保育園の工事、修繕について、

ご説明させていただきます。 

  決算書118ページ、工事請負費の中に出ている

ものです。 

  外部放送設備調節工事、こちらは、避難訓練時

に使っている園内放送のスピーカーが園庭のほう

についていなかったので、園庭のほうにもスピー

カーを取り付けました。 

  自動ドア電気錠設置工事。こちらは、自動ドア

の開閉のボタンが保育室のほうから離れておりま

したので、インターホンの子機で対応できるよう

な電気錠に変えて設置をいたしました。 

  コンセント増設工事につきましては、職員室の

コンセントの差込み口がいろいろな電化製品が増

えていることで、足りない状態になっていました

ので、工事のほうで増設をさせていただきました。

園内手洗自動水栓化工事につきましては、コロナ

禍のこともありまして、手洗いの自動水栓化をさ

せていただきました。水道料のほうが、国納保育

園、みやしろ保育園とも１割ほど少なくなってお

ります。 

  続いて、修繕についてです。 

  修繕につきましては、園庭遊具修繕、こちらは、

木材部、板ですとか丸太がちょっと痛んできてい

る部分がありましたので、そちらのほう交換させ

ていただきました。 

  保育室建具改修、保育室の出入口の扉を改修い

たしました。 

  エントランス雨漏り修繕、エントランスンに雨

がちょっと入り込んできている状態でしたので、

そちらのほうを修繕いたしました。 

  あと給食室のやはり設備で、経年劣化が見られ

るところを常時修繕しているところでございます。 

  工事修繕に関しては、以上になります。 

  続きまして、給食の業者が国納保育園、みやし

ろ保育園、違う業者で、国納保育園がフジ食品株

式会社という会社で、みやしろ保育園はＬＥＯＣ

株式会社という会社に委託をしております。両園

とも行事食の提供ですとか、アレルギー食、離乳

食の対応ですとか、食育活動の実施などは共通し

て同じように行っていただくようにしております。 

  メニューにつきましては、若干の差はあるので

すが、毎月１回、調理員と職員が給食会議をして

おりますので、その中で、職員のほうがみやしろ

保育園、国納保育園、異動のある中で、こういう

ものが子供が喜びますとかというのを、給食のほ

うに伝えて、大きな差はないようなメニューにな

っております。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  所長。 

○国納保育園所長（小野美保君） 国納保育園の小

野です。 

  本についてのご質問に回答をさせていただきま

す。 

  国納保育園のエントランスホールのところに本

棚がありまして、そちらにいっぱい絵本を置かせ

ていただいていまして、子供たちも遅番でおうち

の方を待っている間なども絵本読んで楽しんでい

るところです。図書費として、予算にも計上はさ

せていただいているんですけれども、そんなにや

はり大きい額ではありませんので、必要なものを
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購入して、昨年度は大きいクラスが図鑑が見たい

なということだったので、図鑑を数冊購入したと

ころです。 

  そして、宮代図書館のほうと連携を取りまして、

２か月に一度、図書館の司書の方が選んでくださ

った30冊の絵本が、届くようにしていただいてお

りまして、前回お借りした30冊をお返しするタイ

ミングで新しいものを貸していただくというよう

なところになっております。 

  今も、お月見の絵本ですとか、やっぱりそうい

った季節に合ったものなどをいろんな低年齢児か

ら年長さんが楽しめるものまで、いろんなものを

選んで持ってきてくださるので、そちらも大変楽

しみにしております。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） 丸山委員。 

○委員（丸山妙子君） 丸山です。ありがとうござ

います。 

  順次、再質問させていただきます。 

  拠点ができたということで、それで前は子育て

ひろばと兼務してされていたので、その担当の人

たち、仕事の内容が充実したということが分かり

ました。仕事的にはやっぱり土日、ちょっとお話

聞いていたときに、土日とか会議とかもいろんな

こともあるんですけれども、そのあたり、やっぱ

り勤務的には楽になったのかな、どうなんでしょ

う。そのあたりお願いします。行けなかった会議

に行けるようになったとか、そこもう一回お願い

します。 

  あと、学童保育です。どうしても大手は全体的

に見るとすごく充実、いいということになってし

まうので、そのあたり、来年度まで関係してくる

ので、しっかりと研究していただきたいと思いま

す。お願いします。 

  あと、先ほど答弁いただきましたので、男性が

増えたことへのちょっと心配というのもあったん

ですが、しっかりと対応お願いします。 

  あと、保育園なんですけれども、すごくたくさ

んやってくださっているんだなとちょっと改めて

思いました。 

  それで、雨漏りとか対応してくれたんですけれ

ども、一応これで雨漏りのところはないというこ

となのか、もう一回お聞きします。 

  それと、図書はそうたくさん並んでいたけれど

も、その金額が結構かかっているのかなと思った

りもしたんですけれども、でも大変だなと思って、

図書館と連携していただいてよかったと思います。 

  質問は、一番初めの拠点施設、働き方と、それ

についてお願いします。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  主査。 

○こども安心担当主査（清水邦江君） こども安心

担当主査の清水と申します。 

  先ほどの丸山委員さんの再質問について回答さ

せていただきます。 

  令和３年までは、子育て支援センターや、そこ

の拠点の今の仕事を兼務しておりましたので、子

育てひろばのほうは土日の勤務でありまして、そ

の分平日お休みをいただいていました。そういっ

た中で、今は土日お休みいただいておりまして、

平日勤務ですので、やはり児童相談所や警察など

の関係機関との連携が取りやすくなりました。平

日お休みしてしまいますと、そういった事務が滞

ってしまうことも時々ありましたけれども、そう

いったことがなくスムーズに関係機関との連携が

取れるようになりました。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  所長。 

○国納保育園所長（小野美保君） 国納保育園の小
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野です。 

  保育園の修繕による雨漏りがなくなったかどう

かということで、今は雨漏りなく安全に過ごすこ

とができております。ありがとうございます。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） 丸山委員。 

○委員（丸山妙子君） 今、雨漏りのほうちょっと

心配していて、やっぱり国納もみやしろもだんだ

ん年月たってきているので、修繕箇所もたくさん

出てきたなと思いますけれども、よろしくお願い

します。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） ほかに質疑ありますか。 

  丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 

  前段の議員からいろいろ出ておりますので、子

育て支援課所管の中で、私から何点かご質問させ

ていただきます。 

  まず、ページ数でいえば、103、104ページの関

係で、学童保育の関係なんですが、待機児童の状

況なんですね。これは、115、116ページ、保育園

の関係とも関係するんですけれども、やはり、希

望する保育所に入れないとそういう問題と、実際、

年度内に動くんですよね。例年。それで、保育所

の他の待機児童についても、併せてお伺いしたい

と思います。 

  それと、105、106ページの子供医療費の支給事

業なんですが、これは、この年の令和４年10月か

ら入院分についての支給年齢を18歳となりました。

その分の前年度として、増額となっております。

これは、成果書にも書いてあるように、前進面な

んですけれども、通院についても、こういった家

庭の支援の一つとして、通院分もあると思うんで

すけれども、その点についての考えについてお願

いしたいと思います。 

  それから、109ページ、110ページの子供家庭総

合支援事業、これも前段の中でいろいろ質問がご

ざいましたので、私は、この専任の資格、有資格

者を配置したというのは、やはり大きいと思うん

ですけれども、これは何人なのか、それからどう

いう働きをしているのか、この辺についての成果

についてもお伺いしたいと思います。 

  それから、学童保育の関係で、先ほど前段の丸

山委員からも、横断歩道の関係、言われました。

私は、横断歩道もそうなんですが、歩道がないん

ですよね。それから、その手前のこれも、設置さ

れる前に問題になったかと思うんですけれども、

植木がきちっと処理されていない。ここは空き家

じゃないんですよね。きちっと地主がいるわけで、

その辺では子供たちが通るところの植木が切られ

ていても、上まできれいに刈られていない。剪定

されていない。そういう点では、やはり周辺住民

の皆さんから、どうなっているんだろうというよ

うな声も聞かれております。これについても、安

全に渡れるようにするべきだと思うんですけれど

も、それについての状況について、併せてお願い

したいと思います。 

  それから、ご承知のように、みやしろ保育所の

関係では、病後児保育が行われております。国納

保育園では、それに代わるものといいますか、や

はり子供に何かあったときには、やはり、六花に

対応して行われているのか、その点について、す

みませんが、どのようにされているのか、お尋ね

をしたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  主査。 

○こども保育担当主査（松岡祥哲君） こども保育

担当松岡です。 

  委員ご質問の１番目のご質問、学童保育の待機
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児童の状況、そして保育所の待機児童の状況とい

うところで、ご説明させていただきます。 

  学童保育所に関しましては、毎年度、待機児童

においてはゼロとなっております。その都度申請

のあった児童に関しては、受入れをさせていただ

いております。 

  続きまして、保育所のほうなんですけれども、

委員おっしゃるとおり、年度内に多少動きがござ

います。令和４年度４月１日の時点では、待機児

童数としては３というふうになっておりますが、

宮代町にある保育所の受入れが６か月以上児、６

か月たってからのお子さんになりますので、その

要件に合致した児童の方が申請されてくるですと

か、転入ですとか、そういった事情により年度途

中での申請がある場合、そこで受入れ枠、受入れ

可能な枠がある中での申請になりますので、そこ

でうまく申請される方の希望する園とのマッチン

グですね、その際、子育て支援課としても各施設

に調整はしているんですけれども、どうしても保

育士の配置がうまくいかなかったり、保護者の方

の通勤経路ですとか、そういった様々な状況があ

るため、ご案内ができなかったという状況があり、

年度途中で待機となってしまっている方もいると

ころは事実でございます。 

  ５年度４月１日の状況につきましては、宮東保

育園１園増えたところで待機児童数はゼロとなっ

ております。 

  １つ目の質問に関しては、以上となっておりま

す。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  課長。 

○子育て支援課長（横内宏巳君） 子育て支援課長

の横内でございます。 

２点目の子供医療費の18歳までの通院分拡大で

ございますが、委員おっしゃるとおり、令和４年

10月から入院分を18歳までに拡大させていただき

まして、現在、その状況を観察、確認している状

況でございます。通院分への拡大につきましては、

子育て支援のご家庭への経済的負担の軽減といた

しましては、効果的な施策であるというふうに認

識しているところでございますで、現在の18歳ま

で拡大した状況を見ながら、今後検討していきた

いというふうに考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  主査。 

○こども安心担当主査（清水邦江君） こども安心

担当の清水と申します。 

  子供家庭総合支援拠点の職員の人数についてな

んですけれども、正職員が２名おります。資格は

保育士と社会福祉士を持った職員がそれぞれおり

ます。あとほかに会計年度任用職員なんですけれ

ども、教員資格を持った者が週３回勤務しており

ます。合計３名となっております。 

  続きまして、この拠点の職員がどのような働き

かけをしているのかについてのご質問に回答させ

ていただきます。 

  先ほどの飯山副課長の回答とちょっと重なる部

分がございますが、まずは、町内の中学校、小学

校、保育園、幼稚園などに訪問して、気になる児

童をそれぞれ情報共有して、その場で学校、直接

そのお子さんをちょっと遠くなんですけれども見

させていただいて、どんな感じのお子さんかを安

全確認をさせていただいております。 

  次に、見守りの強化事業なんですけれども、そ

ちらは社会福祉協議会やアスポートに委託をさせ

ていただいているんですけれども、そちらも委託

業者と一緒に、ちょっと時々気になるお子さんが

いた場合については、一緒に訪問したりお弁当の

配布をさせていただいたりしております。 
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  続きまして、あとは実務者会議の回数を増やし

まして、情報共有の回数を増やしたりしておりま

す。それによってまた、そこの実務者会議で出た

方針で、また見守りが必要なご家庭に訪問の回数

を増やしたり、電話の回数を増やしたりさせてい

ただいております。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  副課長。 

○子育て支援課副課長（飯山保孝君） 副課長の飯

山です。先ほどの回答に対しまして、少し補足を

させていただきます。 

  委員のご質問の中に恐らく有資格者ということ

で、こちら辺に焦点を当てていただいたかと思う

んですけれども、そちらで成果を、実際、成果上

げさせていただく中でどのようなところが利点が

あったかというところにつきまして、まず、保育

士と教員免許を持っている者につきましては、当

然、虐待ケースとか対応するときには、保護者だ

けでなく、そのお子さんも対応させていただきま

すので、そのときには保育士であったり、少し学

年が上では教員免許持っている者、そういった者

の対応がよりお子さんの心に寄り添えるものと考

えております。 

  また、重ねて保育士も教員、実際教員の経験者

ではありますけれども、こういった場合ですとそ

れぞれ保育の状況であったり、学校の状況、そう

いったものがありますので、そういうときにどの

ように連携するか、というところが、より事前の

情報として、担当内で共有できるものということ

で、利点があると考えております。 

  それともう一つ、社会福祉士につきましては、

もともと資格を取得するに当たって、いろいろな

社会福祉に関する学習をして資格を取っておりま

すので、どのような支援がつなげられるかという

ところにつきましても、あらかじめ、これからも

勉強はしていきますけれども、事前に既に知識を

得ているということですので、こちらに対しても

幅広い支援が、その対象の方に対して、選択でき

るものとして、ご提供できるものとしてこちらと

して活用できたらと考えております。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  主査。 

○こども保育担当主査（松岡祥哲君） こども保育

担当の松岡と申します。 

  ３番目のご質問にお答させていただきます。 

  委員ご指摘の学童、いちょうの木児童クラブか

ら分室への移動経路のところでやはり植木が切ら

れていなくてちょっと危ないという状況、前年度、

過去にそういった事情をお聞きして、ミラーが見

えづらくなっているですとか、そういったところ

は確認をしていまして、そこは関係部署と連携を

して対応させていただいたところです。 

  今回のご質問のところでは、学童保育所指定管

理者から直接、また事情を、状況のほう伺って、

現地に確認をして、関係機関と適切に対応してい

けたらと考えております。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  所長。 

○国納保育園所長（小野美保君） 国納保育園の小

野です。 

  国納保育園で病後児保育に替わるものはどんな

ものがありますかといった質問に回答をさせてい

ただきます。 

  登園前、ご家庭で体調を崩されているお子さん

に関しましては、やはり、病児・病後児保育の利

用を、国納保育園の園児の方にもしていただくよ

うにご案内はできるというようなところです。保
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育中に、おけがですとか、体調を崩された場合は、

看護師のほうで対応はするんですけれども、けが

とか病気の程度にもよるんですが、やはり緊急を

要するものであれば救急車を要請して対応する、

そこまで緊急性のないものであれば、保護者の方

にご連絡をしてお迎えに来ていただく、その場合

ちょっと受診が必要かなということであれば、前

もって病院のほうに保育士が連絡を取って、受入

れ可能ですかというような対応もしているところ

です。 

  以上となります。 

○委員長（西村茂久君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 

  それでは、再質問させていただきます。 

  まず、学童保育については、待機児童はいない

ということで確認しました。保育所のほうについ

ては、３人ということであります。これも、宮東

保育園ができました。そういった待機児童もいま

すので、そういう意味では早く、仮称でしたけれ

ども、宮東保育園が建設できるようにということ

だったんですけれども、残念ながら機材等の高騰

等があって、１年延期にされました。これによる

失費というのは、当然予算内にできてはいるんで

すけれども、これらについては、通常とはどれぐ

らいの差があったんでしょうか。これは、次年度

のことですけれども、その辺、把握されていれば

お願いしたいと思います。 

  そういう意味で、学童保育指導員の確保、それ

から処遇改善も必要なんですけれども、保育にお

いては、やはり質の低下とか、格差が生じないよ

うに、公的責任を果たしていかなければいけない

というのはあると思います。 

  昨年度の法改正で、認可外保育施設は５年間は

基準を満たさない施設も対象となりますというこ

とで、この辺では町独自の基準を設けてやるとい

うことも必要だと思うんですけれども、その辺で

はどういうふうに対処されているのか、一つお尋

ねをしたいと思います。 

  それから、処遇改善の関係もあるんですけれど

も、離職防止も必要だと思うんですけれども、そ

ういった点ではどういうふうに行われているんで

しょうか。 

  それから、75年ぶりに１歳児及び４歳、５歳児

の配置基準が改善されました。こういった点では、

保育士の補充ができるようにも、改善されるたた

き台が出されたということで、保育士の補充がで

きるようになっていると思うんですけれども、そ

ういった点では今後どのようにされていくのか、

その点についても伺いたいと思います。 

  それから、先ほど学童の関係で、植木の剪定の

問題とかありましたが、現地を確認して対応して

いくということなんですけれども、それはそれで

結構ですが、やはり安全に渡れる横断歩道と、こ

れは歩道がないんです。まず、子供たちにとって

一番安全なのは、こういうことは指摘されたらす

ぐやらなければいけないと思いますよ。あそこは

交通量が多いですから、やっぱり植木みたいに現

地を確認してなんていうそういった対応じゃ遅い

と思いますので、これはもう子供たちの命に関わ

る問題ですから、即刻やるべきだと思うんですけ

れども、但し、歩道がないという部分については、

これは物理的な問題もありますけれども、横断歩

道については即刻、これは両方ないでしょう、百

間５丁目のところは。特に信号機の手前ですから

ね。この横断歩道については、もう少し対応を早

くしていただきたいと思うんですが、どうでしょ

うか。お願いいたします。 

  子供医療費支給事業については、課長から答弁

ありました。これも一般質問しておりますけれど

も、町長が令和４年10月から、入院分についてや
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ったばっかりだから様子を見させていただきたい

というような答弁もありましたが、これはもう保

護者にとっても効果的な支援だと思います。ぜひ

財政的に問題がなければ、ぜひ早急にやっていた

だきたいと、これは要望で終わりたいと思います。 

  それから、子供家庭総合支援事業であります。

専任の有資格者の配置による効果というのも先ほ

どから答弁でお聞きしました。 

  これによって、児童虐待については、児童虐待

につながるおそれのある事例などの情報収集をと

か言っているんですけれども、実際、テレビ等な

どでは、全国的な規模ですから、ないわけではな

いですけれども、そういった点では、児童虐待に

つながってはいないけれども、寸前で何ていうん

でしょうか、そういった児童虐待につながらない

ように防止できたというか、そういうのは、そう

いう事例はあるんでしょうか。その点だけ確認さ

せていただきたいと思います。 

  それから、先ほど冒頭、質問漏れがあったんで

すけれども、ヤングケアラーの対策では、パンフ

レット配布しています。しかし、今度はもう一段

進めて、アンケートを調査するという話も伺った

んですけれども、それはどういうふうになってい

ますでしょうか。その点、お願いいたします。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  課長。 

○子育て支援課長（横内宏巳君） 子育て支援課課

長の横内でございます。 

  待機児童の関係についてお答え申し上げます。 

  まず、保育園の整備の待機児童対策として、宮

東保育園整備しました。１年間、ずれたというこ

とで、この辺の出費の違いということでございま

すが、こちら、補助金の基準額というのがござい

まして、こちらは、あまり大きな、基準額につい

ては大きく変わっておりませんので、町としての

負担は整備が、令和３年から４年にずれたという

ことで、町としての負担は多くは変わってはおり

ません。正直申しまして、事業者の方が結構大き

な影響は受けたのかなというふうに認識しており

ます。 

  あと、認可外保育施設の町独自基準ということ

でございますが、委員おっしゃるとおり、認可外

保育施設については、埼玉県におきましては、市

町村に監督基準が移譲されておりますので、市町

村が宮代町におきましても、毎年、現場に行って

指導監査をしているところでございます。 

これを引き続き実施しまして、認可外保育施設

につきましても、安心・安全の確保というのを継

続して、図っていきたいというふうに考えており

ます。 

  あと、学童指導員と保育士も含めて、離職防止

ということでございますが、こちらは本当に対応

していかなくちゃならない課題かなというふうに

認識しているところでございます。 

  おかげ様で、宮代町におきましては、学童保育

の指導員についても、大きな何人も離職するとい

ったことは、現在のところありません。保育士に

ついても同じでございます。 

  前段の委員さんと同じようなお答えになってし

まうかもしれませんが、やはり賃金等の水準につ

きましては、しっかり低くならないように、賃金

水準を維持するということで、処遇改善等の事業

を活用して、努めてまいりたいというふうに、こ

れにより離職を防止したいというふうに考えてお

ります。 

  あと、保育士の配置基準が変わる予定があると

いうことで、国のほうからも示されているところ

でございます。実際に、国が示している配置基準

というのは、最低基準になっております。こちら
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の基準で実際に現実的にできるかどうかといいま

すと、かなり厳しい状況がございまして、通常、

宮代町の公立保育園では、配置基準にプラスアル

ファして対応しているところでございます。その

ような状況をつくらないと、本当に保育士が休憩

もできない、トイレも行けないというようなこと

も生じますので、余裕を持った配置をつくってお

りますので、国の基準改正の情報等をよく観察し

ながら、併せてそのような保育に必要な十分な環

境づくりには努めてまいりたいというふうに考え

ております。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  主査。 

○こども安心担当主査（清水邦江君） こども安心

担当の主査の清水と申します。 

  先ほどの丸藤委員さんからの再質問で、児童虐

待につながってはいないけれども、寸前でそうい

った児童虐待があったかというご質問に回答させ

ていただきます。 

  １点事例がございまして、産後にちょっとお母

様が不安定になってしまって、お子さんの面倒が

見られないですとこちらに相談がございました。

そういったときは、すぐ子育て支援課と保険セン

ターの保健師と家庭訪問させていただきまして、

困ったときにはもちろん子育て支援課でも保健セ

ンターでも相談してもらってもいいことと、あと

は、こういったファミリーサポートとかというそ

ういったサービスもありますし、相談来るのが、

ちょっとお母様がつらいときには、ＬＩＮＥでも

つらいときには、ＬＩＮＥでも相談できる県の子

育て相談といったそういった相談をご紹介させて

いただいた事例がございました。 

  続きまして、ヤングケアラーの実態調査につい

てなんですけれども、こちらは、学校の教育委員

会のほうと調整をさせていただいておりまして、

10月に、ヤングケアラーの実態調査を小学４年生、

５年生、６年生、中学校の全学年にヤングケアラ

ーの実態調査を行う予定でおります。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  課長。 

○子育て支援課長（横内宏巳君） 子育て支援課長

の横内でございます。 

  いちょうの木分室の横断歩道の関係でございま

す。 

  委員おっしゃるとおり、安全対策についてはな

るべく早いほうがいいと思いますので、早急に状

況、現場を確認しまして、関係課と調整してまい

りたいと考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） ほかに質疑ありますか。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（西村茂久君） ないようですので、以上

で子育て支援課の質疑を終了いたします。 

  ここで、休憩いたします。 

  再開は４時40分といたします。 

 

休憩 午後 ４時２２分 

 

再開 午後 ４時３６分 

 

────────── ◇ ────────── 

 

◎議案第２７号の審査（健康介護課） 

○委員長（西村茂久君） 再開いたします。 

  それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

  これより、健康介護課の審査を行います。 

  質疑に入る間に、本日出席している説明員の紹

介お願いいたします。 



－１９８－ 

○健康介護課長（井上正己君） では、順次自己紹

介をいたします。 

  健康介護課長の井上です。よろしくお願いいた

します。 

○健康介護課健康増進室長（竹花 治君） 健康増

進室長の竹花と申します。よろしくお願いいたし

ます。 

○健康増進担当主査（中村淳一君） 健康介護課健

康増進担当主査中村と申します。よろしくお願い

いたします。 

○健康介護課主幹（山内一生君） 健康介護課地域

医療感染症対策担当の山内と申します。よろしく

お願いします。 

○高齢者支援担当主査（鈴木健司君） 健康介護課

高齢者支援担当の鈴木と申します。よろしくお願

いいたします。 

○健康介護課副課長（稲宮辰男君） 健康介護課副

課長の稲宮と申します。どうぞよろしくお願いし

ます。 

○健康介護課主幹（加藤智浩君） 健康介護課介護

保険担当の加藤と申します。よろしくお願いいた

します。 

○委員長（西村茂久君） 既に本会議において説明

済みですので、直ちに質疑に入ります。 

  なお、答弁に当たっては挙手、それから所属、

氏名を述べていただくようよろしくお願いいたし

ます。 

  一般会計分の歳入歳出は一括して質疑をお受け

しますが、特別会計は入りませんので、ご注意く

ださい。 

  質疑はありますか。 

  泉委員。 

○委員（泉 伸一郎君） 泉でございます。よろし

くお願いいたします。 

  細かく４点お伺いいたします。 

  まず決算書102ページ、成果書で158ページにな

ります。 

  保健衛生総務事業になりますけれども、ここの

主な実施内容、保健センター改修等とあります。

この表組の中のガス感知器の更新ということで、

これ、28万6,000円なんですけれども、これは何

台分になるのか、お伺いいたします。 

  そのすぐ下なんですが、献血推進事業、だんだ

ん減ってきているんですけれども、ただ、この宮

代町役場と秋と冬に関しては増えているんですけ

れども、何か増える対応策みたいなものをされて

いたかどうかをお伺いいたします。 

  続きまして、３問目になります。 

  決算書126ページ、成果書126ページになります。 

  母子保健事業になります。失礼いたしました。

成果書162ページになります。母子保健事業で、

子育て世帯、包括支援センターの表組があります。

やっぱり母子健康手帳とか減って、来所者も減っ

ているんですけれども、その他というところだけ

が特に増えているんですけれども、その他につい

て説明をお願いいたします。 

  最後、４問目になります。 

  決算書128ページ、成果書が60ページになりま

す。 

  健康教育事業ということで、四角の２つ目です

ね。おうちでフィット、運動オンデマンドレッス

ンの実施、これが７月から10月に23本のレッスン

動画を提供とあるんですけれども、これについて、

どのような狙いがあって、これを行っているかと

いうことですね。 

  それと、四角の５番目、健康マイレージ事業、

こちらのほうなんですが、これらの取組により

679人が健康マイレージ事業に新規登録されまし

たということで、大変多く登録されているんです

けれども、これにつきまして、１月に新規アプリ
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登録キャンペーンを実施とあるんですが、どのよ

うなことをされたのかということをお聞きいたし

ます。 

  昨年度、２月に約１万枚の世帯配布をされてい

たんですけれども、今回12月に世帯配布をされた

ということで、12月に行った理由、それによって

この１月に新規加入された方が増えたというのに

もつながっているのかもしれませんが、その点に

ついてもお伺いいたします。 

  以上、４点です。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  室長。 

○健康介護課健康増進室長（竹花 治君） 健康増

進室長竹花でございます。いただきました質疑に

ついて、お答え申し上げます。 

  決算書の102ページ、ガス感知器の台数という

ことでございますけれども、保健センターには今、

ガス給湯機を含めて３台設置しておりますので、

その３台のところにつけたというところまでは把

握はしているんですが、そのほかにもつけている

可能性がございますので、もしそれ以外につけて

いるところがあるようであれば、後ほど報告させ

ていただきたいと思います。 

  続いて、献血の事業でございますけれども、献

血の事業でございますけれども、献血の事業につ

きましては、今までもそうなんですけれども、Ｌ

ＩＮＥですとか、そういったところでお知らせの

ほうさせていただいたりとか、今までよりも、今

までがポスターですとか、広報ですとかそういっ

たところでの周知だったんですけれども、それ以

外、ＬＩＮＥの通知等をさせていただくことによ

って、人数のほうを増やさせていただきたいとい

うところで働きかけた結果かなと思っております。 

  続きまして、決算書の126ページの母子保健、

包括支援センターのところ、説明書のほうの162

ページの子育て世代包括支援センター、その他の

部分についてということでございますけれども、

内訳のところで、上のところで大きく４つ書かせ

ていただいています。通常であれば母子健康手帳

の交付とあとは妊婦健診の差し替え、予防接種、

不妊治療の関係、とこの辺がすごく多いというと

ころがあるんですけれども、それ以外の細かいと

ころについて、いろいろご相談があったことにつ

いてを再掲載させていただいているというところ

でご理解いただきたいと思います。 

  続きまして、決算書の128ページ、健康教育事

業、オンデマンドのところでございますけれども、

こちらのほうのねらいというところなんですけれ

ども、やはりセンターのほうまで出向いてもらう

のが難しい方々がいらっしゃったりとか、あとコ

ロナ禍でなかなか集まったりとかするところに抵

抗がある方々もいらっしゃるというところではご

ざいますので、データのほうでの配信のほうさせ

ていただき、ご自宅のほうでやっていただければ

というところの狙いがございます。 

  マイレージの登録に関してでございますけれど

も、こちらにつきましては、時期をずらしたとい

うところについて、特に、前のときに、２月にや

っていって、それなりに増えてはいたんですけれ

ども、そんなに効果が出なかったというところで、

次のところでは、第２弾目としてはちょっと時期

を変えることによって、またさらに増えるのでは

ないかという狙いもあり、変更したというところ

でご理解いただきたいと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 泉委員。 

○委員（泉 伸一郎君） ありがとうございました。 

  それでは、再質問させていただきます。 

  まず、１問目、ガス感知器の更新で、金額払っ

ているわけなので、それ何台あるかというのを把
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握していないといけないと私は思ったものですか

ら、お聞きしたんですね。ガスの感知器にしても、

例えば何台ある中で、例えば、10台あったとした

ら10台あった中の今回は３台の更新ですとか、そ

ういう回答をいただけたらよかったと思ったんで

すけれども。例えば、感知器の更新時期というの

は、何年に１回なのかとかそういったこともお聞

きしたいと思います。 

  それから、２番目の献血に関してなんですが、

やはりＬＩＮＥとかで周知されたということはお

聞きしたんですけれども。やはりそれなりに何か

理由があって、ここだけが増えているというのが

あるのではないかなと思ったんですが。 

  あと、ＮＰＯ法人の宮代クラブの方も一緒にや

っていただいているというのがありますので、そ

の方たちの何か支援みたいなものも多少あったの

かなという気もしたんですけれども、その点につ

いてもお伺いいたします。 

  それから、３問目、その他が例えば表示されて

いるもの以外ですという言葉だと、ちょっとこち

らも意外だなと思ってしまいました。私は、その

他の詳細、こういう点が特にありますとかそうや

って言っていただければありがたかったんですけ

れども、それ以外という回答になりますと、ん、

というちょっと答弁に対して不満が残ってしまい

ますので、多少のその他について、こういう点が

多いと言っていただければありがたいと思います。 

  それから、４点目、おうちでフィット、何とな

く分かったような分かんないような感じなんです

けれども、これは要するにご自宅で健康づくりに

そういった、出向かなくても健康づくりができる

ということを狙っているということでよろしいと

いうことですね。 

  それとマイレージ事業なんですけれども、新規

アプリ登録キャンペーンがどういうものかという

説明がされてなかったと思うんですが、その点に

ついてお伺いしたいと思います。 

  私もマイレージやっているんですけれども、今

年、何か不思議と２回も当たりましたといって送

ってきたものがあったんですね。おせんべいとか

電動歯ブラシとかって送られてきたんですけれど

も、何でかなという気がしたんですけれども、や

っぱりそういうのがあるんだということが町民の

方も分かれば、もっとやられる方が増えてくると

思いますので、そういう周知はしていただきたい

と思います。 

ですから、３点についての再質問よろしくお願いい

たします。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  室長。 

○健康介護課健康増進室長（竹花 治君） 健康増

進室長竹花でございます。いただきました再質問

についてお答え申し上げます。 

  まず、ガス感知器ですけれども、基本的に今ま

で一度も実は更新したことがなかったという経緯

がございます。 

  警備会社のほうからそもそもガスの警報器のと

ころがずっと作動していないような状況だったの

で、これだとちょっと危険だと思いますので、早

急に対応したほうがよいというお話をいただいた

ので、対応させていただき、そのガスの給湯器で

すとか、そういったところがあるところが３か所

だったので、その３か所についてはお願いしたと

いう経緯があるんですけれども、それ以外にも必

要があってつけたところがあれば、そこについて

はちょっと申し訳ございません、把握していない

という意味で説明をさせていただいた次第でござ

います。ちょっと説明が足りなくて申し訳ござい

ませんでした。 

  あと、献血のＮＰＯ法人の支援でございますけ
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れども、ＮＰＯ法人の方々においても当日に来て

いただいて、例の植木というんでしょうか、お花

のほうを提供していただきながら、その方々に献

血をしていただいた方々に帰りにお持ちいただい

たりとかというところで、町で通常でお渡しして

いるもののほかにも、そういったものを景品とし

てお渡しさせていただいたりという経緯がござい

ます。 

  また、この法人の支援のときにおいては、赤十

字奉仕団の方々もいろいろこの地域のところでど

こかでＰＲができたりとかするところはありませ

んか、というふうなお話等をお伺いしたりとかし

ながら、できる部分についてはご協力いただいた

りとかして進めているという状況でございます。 

  キャンペーンにつきましてですが、すみません

１月のキャンペーンでございますけれども、町ホ

ームページ及び公式ＬＩＮＥで１月にアプリで新

規登録した方のうち、抽せんでクオカードペイを

500円分の進呈を行うということでのキャンペー

ンを行ったということでございます。 

  以上でございます。 

  すみません、続きまして、ＰＲの関係でござい

ますけれども、先ほど委員さんのほうに当たられ

たというのは県のほうで抽せんが行われて当たっ

たものかと思います。一番最初に、コバトン健康

マイレージとして皆さんに登録していただくんで

すけれども、そちらのほうは、年に４回、３月ご

とに抽せんのほうを行わせて、全県で登録してい

ただいている方々に抽せんを行っていただいて、

その方々に当たられた方々にいろいろ送るという

ところがもともとございました。それに加えて、

そちらは抽せんということがございましたので、

町としては、頑張った方には頑張ったなりに何か

をインセンティブの部分をお渡しさせていただい

たほうがいいのかなというところがございました

ので、町として、プラスで宮代けんこうマイレー

ジということで、何歩以上歩いた方々にはという

ことで、皆さん、達成した方々には全員の方にプ

レゼントができるようにというのを足したという

ような事業でございます。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 再開します。 

  泉委員。 

○委員（泉 伸一郎君） ありがとうございました。 

  その他については結構です。 

  県のほうからのあれだったということですけれ

ども、町のほうからも、ありがとう商品券が届い

たりとかはしましたので、やはりそういうメリッ

トがあるんだなということをこれからも発進して

いただければ、やっぱり皆様も健康促進になると

思いますので、よろしくお願いしたいと思います。

これは要望です。 

  以上で終わります。 

○委員長（西村茂久君） ほかに質疑ありますか。 

  塚村委員。 

  ちょっとそこでお願いしますけれども、質問者

も答弁者もあんまり駆け足に入っちゃうと共有化

できないんですよ。本当に、全問答弁したか否か

というの分からないんで、だからその点、お願い

いたします。 

  それでは、塚村委員。 

○委員（塚村香織君） 塚村です。２点質問をさせ

ていただきます。 

  決算書の125ページ、126ページになります。 

  母子健康事業の決算書128ページの委託料、産

後ケア事業委託料についてお伺いいたします。成

果書の162です。産後ケア事業についてです。お

伺いいたします。 

  こちらの成果書の162ページ、産後ケア事業の

こちらの利用者人数が２人と宿泊型が１人となっ



－２０２－ 

ているんですけれども、こちらの決算金額８万

8,000円なんですが、どのような内容だったかお

伺いいたします。 

  続きまして、２点目が129、130ページ、成果書

が168ページになります。 

  健康相談事業についてです。 

  こちら、事業費として、消耗品費しかついてな

いんですけれども、こちらの主な事業として、こ

のように載っているんですが、こちらも詳しくご

説明ください。お願いいたします。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  室長。 

○健康介護課健康増進室長（竹花 治君） 健康増

進室長竹花でございます。いただきました質問に

ついてお答え申し上げます。 

  まず、成果書の162ページの産後ケアのところ

でございます。 

  こちらにつきましては、ご存じかと思うんです

けれども、出産後、お産と育児の疲れから、体調

がよくない赤ちゃんとの生活に不安がある、身近

に人を手伝ってくれる人がいない方に対して、育

児に支援が必要な方を対象として、産後ケア事業

を実施しております。 

  助産師がご自宅に訪問していただける訪問型の

サービスと、産院に母子で宿泊していただくサー

ビスという宿泊型となっておりますけれども、訪

問型につきましては、子供さんが１歳になるまで

７日間の利用が可能となっております。初回が

1,400円、２回目以降が1,000円ということで、費

用のほう負担していただいております。 

  続きまして、宿泊型につきましては、令和３年

度から開始したものでございますけれども、お子

さんが４か月になるまで、最大６泊７日間の利用

が可能でございまして、１日5,400円の自己負担

がございます。 

  ですので、通常であれば１泊２日というところ

が多いんですけれども、それだと１万800円にな

るということでご理解いただきたいと思っていま

す。 

  また、続きまして、健康相談でございます。 

  子供の健康相談でございます。子供の健康相談

のところでよく使っているものでございますけれ

ども、こちらにつきましては、実際の消耗品とし

ましては、参考の図書となるものを購入させてい

ただいております。いろいろ国民衛生のいろいろ

地域の実情を把握したりですとか、あとは地域保

健というところで、どのような保健師が活動され

ているとか、そういったものを購入したりとか、

またあとは、いろいろパンフレットではないんで

すけれども、チラシ等を作らせていただく厚口の

紙だったりとかを使いながら、消耗品費として、

健康相談のところではご利用させていただいてい

るというところではございます。以上でございま

す。 

○委員長（西村茂久君） 塚村委員。 

○委員（塚村香織君） 塚村です。ありがとうござ

いました。 

  まず、産後ケアについてです。 

  先ほど内訳のほうを教えていただきまして分か

りました。予算的には74万円ということで見積も

られていたのが、利用が少なかったということで、

例えば、母子手帳などを取りに来なさいとか、保

健センターでもどのようなアナウンスというか、

妊婦さんへお伝えをしているのかというのを、ま

ずお伺いいたします。 

  次に、決算書の130ページの健康相談事業につ

いてです。 

  こちらも、このようなパンフレットとか本を購

入されて、保健師の方がこういった相談に乗って
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いる事業であるということを承知いたしました。 

  こちらの相談について、主に未就学児のお子さ

んまでということだと思うんですが、お電話とか

メールでというのがこの中では多いとは思うんで

すけれども、どういうご相談とかが多いのか。 

  例えば、お母さんの中で若年層というか10代で

あったり、または高齢者さんの方などとか、いろ

んな年齢に限らず子育てに不安のある方だと思う

んですけれども、そのような具体的な内容を、も

し分かりましたらどういうものかというのを教え

てください。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  室長。 

○健康介護課健康増進室長（竹花 治君） 健康増

進室長、竹花でございます。ただいまいただきま

した再質問にお答え申し上げます。 

  まず、ＰＲ的な部分でございます。こちらにつ

きましては、母子手帳を出させていただいたとこ

ろから関係づくりが始まってきますので、そのあ

と、委員さんもご存じのように、４か月までのと

ころで全戸訪問というところを心がけております

ので、その段階での訪問させていただいたりとか

したときに、育児の不安があるかどうかというと

ころが大きなポイントになってくると思います。 

  そういったことで必要と思われる方々等は、積

極的に皆さん、使えるようにというところがござ

いますので、予算的にも少し多めに取らせていた

だいているという経緯がございます。 

  ただ、実際、決算額のほうが少ないんじゃない

かというご指摘もあるかと思います。そこの部分

も踏まえて今後においては、今、訪問について、

１か所だけにしかお願いしていないんですけれど

も、もう一か所増やす予定もございます。 

  また、さらに宿泊型についても、今現在１か所

しかお願いしていないんですけれども、今年度中

にもう１か所増やしたいということで、今、働き

かけを行っているところでございます。 

  続きまして、相談事業の内容でございます。 

  こちらにつきましては、先ほど委員さんのほう

もおっしゃったように、若年の方だったりとか高

齢の方々だったりというのは、当然最初の面接の

段階から把握できますので、そちらにつきまして

は継続した支援は当然行ってはいるんですけれど

も、大体こちらのほうでの掲載させていただいて

いる健康相談というのが意外と通常の若い時期と

いうんでしょうか、６か月未満のお子さんとかが

非常に、それとか１歳未満のお子さんが非常に多

かったりとかしております。 

  年間で実施回数として42回行っているんですけ

れども、延べの数になります、４年度におきまし

ては、６か月児未満の方が156で、６か月から１

歳未満の方が237、１歳から２歳の方が279という

ことで、それぐらいの方々が大体体重を測定しな

がら、その時点でミルクの飲みがどうだったりと

かというところを踏まえて、ご相談に来ていただ

いているという状況です。 

  ですので、また離乳食がうまく進まなかったり

とかという方々もいらっしゃいますので、その

方々には管理栄養士のほうから、こういったとこ

ろで進めてくださいというような、その場に合わ

せた説明等をさせていただいているという状況で

ございます。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 塚村委員。 

○委員（塚村香織君） はい、塚村です。 

  ２点について、詳しくご説明いただいたので分

かりました。 

  産後ケアのほうも、先ほどおっしゃられたよう

に、拡充されて利用しやすくされているというこ
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とで、承知をいたしました。 

  また、こういった事業を、母子手帳を取られて

きた当事者の妊婦の方にお伝えするのも一番大切

なんですけれども、町でこういう事業をやってい

るということも併せてＰＲをいただけたらと、こ

ちらは要望です。ありがとうございました。 

○委員長（西村茂久君） ほかに質疑ありますか。 

  小河原委員。 

○委員（小河原 正君） 小河原です。 

  大まかで言うと２点、質問したいと思います。 

  １点目は、敬老会、地域敬老会と含めて。 

  昔は、町のほうで大ホールを使って、人数が増

えてきたから須賀地区と百間地区で２つに分けて

行っていましたよね。その頃は、お祝いとして一

番記憶にあるのは座布団プラス赤飯、これで済ん

でいたわけですよね。 

  今、地域敬老会をやるとどのぐらい金がかかる

か分かります。大変なんですよ、地区は。これが

またお祝いをやったりして大変な、また役員の方

が苦労しているわけ。これ、どう思っているかね。

それを１回聞きたいと思います。 

  あと、説明書の中では、敬老会の祝い金、祝い

金ですね。金なら祝い金だ。77歳5,000円、88歳

が１万円、99歳が１万円分と書いてありますね。

100歳が５万円分、100歳以上が８万円分、これの

金額を決めた算定というか、どうしてこういう数

字になったのか。 

  私、前も質問しましたけれども、この祝い金を

見ると、99歳になると宮代の場合は10人くらいし

かいないんだよね、100歳もそうだけれども。そ

の前は、77歳はたしかに300人ぐらいいる。88歳

になるとその半分。 

  私、よく言っているのに、元気なうちに祝い金

をもらわないと何の意味にもならないのでね。

100歳で宮代の場合９人。100歳で５万円もらって

どうやって使うんですか。１人で買物に行ける人

って何人いますか。 

  そういうような年齢にお祝いをやってもいいん

だけれども、私は若いうちに祝い金を下さい、や

るべきだと言っているんですよ。この辺はどうな

るのか、教えてもらいたい。 

  もう、ほとんど１人じゃ何もできないような年

齢になって、１万円または５万円、分と書いてあ

るけれども、その金額を決めた内訳を教えてもら

いたい。 

  もう１点は、先ほど福祉課で聞いた話なんだけ

れども、健康介護課で聞いてくださいと言われた

内容は、説明書の171ページ、介護認定審査、こ

れを前も１回質問したことがあるんだけれども、

もう少し早く認定できないんですか。私は、その

ことについて、今より早く認定をすべきだと１回

言ったことがありますけれども、相変わらず遅い

みたいですね。 

  優秀な職員がいてなぜ遅いのかなという、もう

ちょっと早く、もう頼んで、なぜ早く、認知して

くれれば認知症認定者認定をしてくれれば、健康

ももうちょっとよくなったのになという人もいた

みたいですよ。あまりにも遅い。それをなぜ早く

できないのかを教えてもらいたい。 

  その２点です。 

○委員長（西村茂久君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ５時１４分 

 

再開 午後 ５時１５分 

 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  主査。 

○高齢者支援担当主査（鈴木健司君） 高齢者支援

担当、鈴木と申します。質問に対してお答えをさ
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せていただきます。 

  まず、１点目、地域敬老会の関係でのご質問で

ございます。 

  以前は、確かにおっしゃるとおり、町のほうで

主宰して行っておりました。ですが、近年、もう

10年くらいたつんですけれども、地域に委ねてい

る状況でございまして、地域の特性に合わせて、

自主性に任せて、様々な運営を各自治体のほうで

やってございます。 

  ですので、金銭的にも負担が大きいというご指

摘がありましたけれども、補助金等もございます

のでそれを活用しながら、うまく創意工夫で地域

の敬老会をつくっていっていただければと考えて

おるところでございます。 

  それから２点目、敬老祝い金の関係でございま

す。 

  こちらは、おっしゃるとおり77歳で5,000円、

88歳、99歳で１万円ということで、だんだん上が

っていく状況でございます。 

  こちらは、平成26年までは一律1,000円で支給

をしていました。しかしながら、節目の歳の祝い

ということで、金額を上げるという舵を取りまし

て、現在の金額になったわけでございます。 

  あと、委員のご指摘の中で、もう少し若年齢の

ときに支給したらどうかというご指摘もございま

すが、あくまでもこれは節目の歳の方をお祝いす

るというイベントでございますので、この年齢に

対してのお祝いということでご理解いただきたい

と思います。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 小河原委員。 

○委員（小河原 正君） ありがとうございました。 

  地域敬老会、それは補助金出していると言うけ

れども、補助金はどのぐらい出しているか知りま

せんけれども、そんなもので終わるような内容じ

ゃないと思いますよ。また、お手伝いさんという

か敬老を運営する役員の方、大変な思いをしてい

ると思います。補助金を幾ら出しているのか、も

う一回つぶさに教えてもらいたい。 

  あと、この敬老会の祝い金、年齢別に出ている

と今、説明がありましたけれども、金額が上がっ

ていると。確かに26年度までは一律1,000円、そ

れより5,000円上がっていることは認めますよね。

しかし、77歳で1,000円出したのが99歳でもらえ

る人はほんの一握り、10人に満たない、今度の決

算書を見ましても。26年度は1,000円出したんだ

から、もう大幅に値上げしているよと思うかもし

れませんけれども、その当時と今はまた違います

よね。もう少し、これ、値上げすべきだなと。 

  88歳で半分になっちゃうんですよ、もらう人が、

77歳よりもね。99歳になるとほとんど、ほんの10

人いるかいないか。それを少し、もうちょっと考

えるべきだと思っているんですよ。率から言った

ら、ほんのちょっとしか生きていられないんです

よね。お祝いやるんだったら、もうちょっと元気

なうちにばさっとやるべき、増やすべきだと私は

思っています。そのことをもう一回地域敬老会の

ところの敬老祝い金について聞かせてもらいたい

と思います。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  主査。 

○高齢者支援担当主査（鈴木健司君） 高齢者担当、

鈴木と申します。再質問についてお答えをいたし

ます。 

  まず、１点目の地域敬老会についての再質問で

ございます。補助金の金額は、１人当たり幾らか

というところのご質問でございます。 

  所管は町民生活課でやりますが、金額につきま

しては、確認したところ１人当たり500円プラス

加算がございまして、基本加算ということで１万
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円から６万円の幅を持って加算をしているところ

ではあるんですが、大変申し訳ございません、こ

ちら所管外ということで、詳しい内容については

存じておりませんので、回答は控えさせていただ

きます。 

  それから、２点目の敬老祝い金のお話でござい

ます。 

  金額のほうをもう少し上げられないかというと

ころのお話でございますが、近隣市町等の金額等

も踏まえまして、バランス等も、あとそれから限

られた予算ということもありますので、ご意見と

して賜らせていただきまして、今後の予算を含め

て検討はさせていただきたいと思います。 

  元気なうちにというところのお話をもう一度い

ただきました。おっしゃるところは本当にそのと

おりかとは思うんですけれども、先ほども申しま

したとおり、あくまでも節目の年齢に対するお祝

いというところで、なかなかご要望にお応えでき

ない状況でございます。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  課長。 

○健康介護課長（井上正己君） 健康介護課長の井

上です。少し補足させていただきます。 

  まず、敬老祝い金の金額なんですけれども、こ

れは、あくまでも年齢を重ねられたご長寿に対す

るお祝いの意味のものでございますので、幾らが

適当かというのはなかなか申し上げにくいんです

が、切りのいいところと言いますか、これまで一

律1,000円であったところをある程度の額をまと

めて差し上げるような形にさせていただいていま

す。 

  それともう一つが、若いうちにということで、

確かにご自身で使えればと、これはお気持ちとし

てはよく分かります。ただ、先ほども申し上げた

ようにお祝いでございまして、長らく生きていた

だいた、頑張っていただいた方に対するお祝いで

ありますので、それはもうご本人様の長く生きら

れたということはもとより、これを支えるご家族

ですとか、そういったご家庭に対するお祝いの意

味もあります。 

  したがいまして、若い人のほうが年長者よりも

多いというのは、バランスとしてはいかがなもの

かなと考えております。 

  従いまして、年長の方に、そういった敬う気持

ちを持ってお祝いを差し上げたいと考えておりま

す。ご理解いただければと思います。 

○委員長（西村茂久君） 小河原委員。 

○委員（小河原 正君） お祝いだからやむを得な

いんだということなんですね。時代が時代だから

もうちょっと元気なうちに、やっぱりお祝いはす

べきだと思っています。残された家族だってそう

だと思いますよ。99歳、そのときに７人の人に１

万円をやったって意味がないと思うんですよ。も

うちょっとそこら辺は考えるべきだということだ

け言っておきたいと思います。 

  じゃあ、あんまり金額で増やせ増やせと言うと、

金がないというような一言、主査の方だか言った

けれども、金がないんですね。それだけ聞いてお

きます。それはほかのことでも、値上げしたら金

がないわけだね。そういうことになるからね。今

答弁の中で金がないと言ったから、それだけ聞い

ておきます。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  課長。 

○健康介護課長（井上正己君） 健康介護課長の井

上です。 

  お金がないという言葉だけを切り取れば、確か

にそうなんですが、お金には限りがあるというふ

うにご理解いただければと思っております。 
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  若い方にももちろんということでございますが、

例えば、先ほど来ご質問いただいている子育て世

代もしかりですし、お年を召した方でもお若い60

代、70代の方もしかりなんですが、それぞれの年

代に応じた必要な事業というのはご用意をさせて

いただいているつもりでございます。 

  例えば、少しお若い方であれば、いろんな楽し

めるような事業、生涯学習的なものもございます

し、うちの課ではないですけれども。それから、

介護の予防、それからサロンですとか、元気な方、

動ける方にもいろんな形で提供させていただいて

いるつもりでございます。 

  そのバランスというのが常に考えていかなけれ

ばならないと思いますし、今日、小河原委員から

いただいた指摘に基づいて、さらにいろいろな世

代、検証はしてまいりたいと思いますが、ただ単

にお金がないということではなくて、限りあるも

のを有効に使いたいということでございますので、

私の答弁が至らなかったら申し訳ないんですが、

ご理解をいただきたいと思います。 

○委員長（西村茂久君） ほかに質疑ありますか。 

  丸山委員。 

○委員（丸山妙子君） 丸山です。お願いします。

４点です。 

  決算書100ページ、説明書156ページの避難行動

要支援者支援事業についてです。 

  これ、非常に大事です、進めてくださっている

んですが、体が動かなくなると自治会を皆さん辞

めてしまうということがあって、結局その対象に

なる方をどう地域で支えていくかということがす

ごく大事になって、自治会に入っていれば連携も

あるんですけれども、体が弱ったら、自治会活動

って協力体制を取るというので、私の周りでも結

構辞めていっている方が多いんですけれども、そ

のあたり、健康介護課としたら、その情報とか、

どうやって支えていくか、お願いいたします。 

  さっきも出ていたんですけれども、保健衛生総

務事業の献血です。 

  決算書122ページ、説明書158ページです。 

  町役場で、春・冬とやっているわけですけれど

も、日工大でやったら日工大の学生を主体とした

りしますよね。町役場でやると、町民もそうです

けれども、職員さんが200人、出ているところだ

ったら、会計任用職員さんもいるので、そのあた

り、職員の参加というのは担当課としてはどうし

ているのかお聞きいたします。 

  人数的に何人が職員というのは多分分からない

のかもしれないけれども、考え方として、職員に、

やっぱりやるんだから健康な職員さんには献血に

参加してほしいとか、関心あるかとか、そのあた

りお願いします。 

  あと、３点目は、いつもちょっと質問している

んですけれども、保健予防事業です。 

  決算書126、説明書160です。 

  定期予防接種で、成人なんですけれども、肺炎

球菌予防接種がやっぱり20％ぐらい大体決まって

いるんですけれども、もうちょっと伸びが、やっ

ぱり肺炎球菌になってしまうと本当に１か月とか

入院になってしまうので、そのあたり、もうちょ

っと増やしていく努力はしてくれていると思うん

ですけれども、知らせる、それをもうちょっと具

体的にどう考えるかお願いいたします。 

  ５点でした、すみません。 

  ４点目が、大人の風疹についてです。 

  説明書161ページで、クーポンの配布とかして

いるんですけれども、配布をいっぱいしているん

ですけれどもなかなか打つ人が少なかったり、妊

婦への影響とか多いのを、本当はもっと打ってく

ださるのがいいんですけれども、そのあたり、ク

ーポンを配布したりしてしっかりやっていただい
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てるんですけれども、それをもうちょっと伸ばす

努力というのはどうされるのか。 

  あともう１点なんですが、５点目は、母子健康

事業の中で、決算書126ページ、説明書163ページ

の一番下に書いてある、はじめての孫育て講座で

す。 

  これはコロナでできなかったんだと思うんです

けれども、孫育て講座ってすごく大事だなって。

私なんかもそうなんですけれども、やっぱり30年

前とかの育児とは違うところがあるので、いかに

若い人を支えてあげたいとか、一緒に住んでいな

くても、そういうところが大事なので、今後ちょ

っと、コロナも５類に入って、これからもうちょ

っと増やしていってほしいなという気持ちがある

んですけれども、そのあたり、どう考えているか。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  主査。 

○高齢者支援担当主査（鈴木健司君） 高齢者支援

担当、鈴木と申します。 

  委員ご指摘の質問４点のうち、１つ目の質問に

お答えをいたします。 

  １つ目のご質問は、避難行動要支援者支援制度

についてのご質問でございました。 

  委員のおっしゃるとおり、自治会を辞めていく

方々もたくさんいらっしゃるというお話を地域か

らも度々聞いております。人が少なくなっていく

状況を聞いてはおるんですけれども、こちらの制

度、この避難行動の制度は、自治会に加入してい

なくても対象となります。全ての町民の方が対象

になりますので、たとえ自治会から抜けたとして

も避難行動の対象に残ります。 

  宮代町の場合ですと、56の防災会が存在します。

地域の防災会が存在しますので、自治会に入って

いなかったとしても、防災会の地区の56の中には

必ず属することになりますので、必ず防災会のほ

うで、対象として見てもらえるという状況でござ

いますので、自治会は確かに減ってきているとい

う問題はあるんですけれども、この制度について

は防災会のほうでカバーをしていくものという状

況で考えてございます。 

  ちなみに昨年は、そういった中で84人の計画書

が出来上がったという実績、令和４年度の実績で

すが、84人の方の、全体でいうと10％ちょっとな

んですけれども、策定がされたという実績がござ

います。 

  １番の問いについては、私のほうから以上でご

ざいます。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  室長。 

○健康介護課健康増進室長（竹花 治君） 健康増

進室長、竹花でございます。 

  いただきましたご質問にお答え申し上げます。 

  決算書の122ページ、献血のところでございま

す。 

  こちらにつきまして、職員に対するＰＲをどの

ように、というご質問であったと思いますけれど

も、こちらにつきましては、通常であれば、駅で

すとか公共施設のところにポスターを貼って周知

のほうはさせていただいておりますが、実施の前

に、１か月以内ぐらいのところにはなるんですけ

れども、全職員に対して、いつ時点でまた献血の

ほうを行いますので、ぜひご協力いただきたいと

いうメール等を流させていただき、また、当日の

朝にも館内放送で、本日９時からですとか献血の

ほうを行いますのでというところでご案内のほう

をさせていただき、少しでも多くの方にご協力い

ただけるようにということは、行っているところ

でございます。 

  また、続きまして決算書126ページの予防接種、
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肺炎の接種率についてのご質問だったかと思いま

す。 

  こちらにつきましては、委員さんもご存じのよ

うに、対象者としては65歳、70歳ということで５

歳刻みの方々が対象にはなっているんですけれど

も、国の制度として、一生の間に１回受けていた

だければ大丈夫ということでございますので、年

ごとで見ると20％というところではあるんですけ

れども、前の年にも20％の方がもう既に受けてい

て、残った方々の20％というところですので、年

ごとの接種率で見ますと20％ぐらいではあるんで

すけれども、大分少しずつ受けていただいている

方々が増えてきているという認識はございます。 

  また、実際に個人の方からの質問とかもあるん

ですけれども、過去にいろいろ心配なことがあっ

たので自分で接種をしたんだけれども、町のこの

制度というところは使えるのかというご質問をい

ただいたりとかするんですが、制度上で一生の間

に１回というところで、結局副反応とかの心配も

ございますので、複数回受けることによって、そ

れがもし万が一のことがあってもいけないという

ところがございますので、お問合せいただいた

方々においては１回で大丈夫ですよと返答をさせ

ていただいてますので、なかなかここから伸びる

というところがちょっと難しいような状況がある

かと思いますけれども、なるべく制度が終わるま

でのところで少しでも多くの方に受けていただき

たいというのを考えていますので、またホームペ

ージなり広報なりで少しお知らせのほうができれ

ばというふうに考えております。 

  また、説明書の161ページの風疹のところです

かね。伸ばす努力というところでございますけれ

ども、なかなかやはり、委員さんもご存じだと思

うんですけれども、どうしてもこの対象の方々が

ご自分の意思で受ける、受けないというのははっ

きり持たれていらっしゃる方々ですので、こちら

のほうでは受けていただきたいというのはあるん

ですけれども、やはりご自分の娘さんとかがそう

いう出産の時期に来ているから、ちょっと自分も

調べて、もし低いようだったら受けたいとかとい

う相談を受けたりとかはしますけれども、そうで

ない方々にお手紙を送ってもなかなか反応がなか

ったりというところです。 

  ただ、委員さんもおっしゃったように、万が一

かかったときにはいろいろ不都合が起きますので、

なるべく受けていただけるような形のＰＲのほう

は続けさせていただきたいと思います。 

  また、説明書の163ページのはじめての孫育て

のところでございます。 

  こちらにつきましては、委員さんもおっしゃら

れたような形で、ちょっとなかなか参加者が少な

いという状況がございます。 

  こちらにつきましても、始める段階では、もっ

とニーズがあると思って始めたというところがあ

るんですけれども、いろいろ説明させていただい

たりとかＰＲしても、なかなか増えていかないと

いう状況が続いてはおります。 

  ですので、こちらにつきましても、引き続きど

のような形がいいのかというところも含めまして、

調査研究のほうはしていきたいと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） ここで休憩いたします。 

  再開は、５時55分とします。 

 

休憩 午後 ５時３８分 

 

再開 午後 ５時５２分 

 

○委員長（西村茂久君） 再開いたします。 

  それでは、休憩前に引き続き健康介護課の質疑
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を行います。 

  丸山委員。 

○委員（丸山妙子君） 丸山です。答弁ありがとう

ございました。 

  避難行動要支援者支援事業については、ご答弁

いただいたことは分かるんです。ただ、自治会と

かに入らなくなっちゃったり、体が弱くなって支

援を受けるような体になったときって、結構近所

とのつながりがなくなっちゃうんですね。そこが

すごく問題で、やっぱり何か自治会活動を入った

りしている人たちというのは、大丈夫とかごみは

この日だよとかってしているんだけれども、その

あたり、これからどんどん増えていく中で、そこ

をしっかり考えていかないとと思うんですね。 

  答弁はよく分かるんですけれども、実際、防災

会もやってくれているんだけれども、やっぱり情

報が入ってこないと結局は支援できないというこ

とになってしまうので、そこをどう考えるかをお

願いします。 

  献血なんですけれども、意外に思ったのが、役

場でやるのに少ないなというイメージがすごく実

はありまして、すごく、以前とかもやっぱり日工

大とかでやってるとたくさん来たり、やっぱりそ

こでやると人がやってくれる。やっぱり献血って

大事で、だからそこはもう、お聞きしたらメール

でも流している、当日もということなので、職員

の、もうちょっと参加というのをやっぱりしてい

ただくと、町民としてありがたいな、じゃあ町民

も行こうかという形になると思うので、そこの辺、

もう一回お願いします。 

  あと、肺炎球菌についてですが、20％前後でま

あいいかというのか、65歳以上がどんどん増えて

いるこの中で、この20％って維持できない、どん

どん増えていくわけですから、ちょっと20％じゃ

足らなくなってくると思うんですよね。そのあた

り、もう一回お願いいたします。 

  あと、母子健康事業のはじめての孫育て、これ

絶対必要だと思うんです。私もコロナ前にやって

いたのを見て、でも、そのときは孫がいなかった、

私のことを言って申し訳ないんですけれども、い

なかったりとか、あとは離れていると、あ、関係

ないかなって思うんですよ。ただ、コロナも第５

になって、それで帰省もします、たまに会います

というときに、やっぱりこういうのがあったほう

がいいとすごく思いまして、何か上手に工夫して。

だから孫育てなんだけれども、ママと一緒にとか、

新しいパパと一緒とか、何か工夫して、やっぱり

これを私、経験上必要だなって。ちょっとめげな

いでやっていただきたいので、お願いしたいので、

その後にもう一回お願いします。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  主査。 

○高齢者支援担当主査（鈴木健司君） 高齢者支援

担当、鈴木です。 

  １つ目の再質問でございます。避難行動支援計

画のお話でございます。 

  だんだん体のほうが悪くなってきた場合に、孤

立する、あるいは地域から声がかけられなくなっ

てしまうような懸念というお話でございますが、

おっしゃる部分もございます。 

  しかしながら、なかなか個人情報をどこまで地

域に伝えてよろしいかという問題も実はございま

して、単に、要介護状態が３ですよとか４ですよ

という情報だけでしたら比較的ハードルは低いん

ですけれども、体の細かい状態までお伝えするこ

とが果たしてよいのかどうかというのが課題であ

るんですけれども、そういう方たちも、地区の民

生委員であるとか、あるいはケアマネジャーと呼

ばれる方々のお力も借りて、なかなか手の届かな
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い方も救っていくような方向に持っていきたいと、

このように考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  室長。 

○健康介護課健康増進室長（竹花 治君） 健康増

進室長、竹花でございます。 

  いただきました再質問についてお答え申し上げ

ます。 

  まず、献血の部分でございます。 

  委員さんのほうからも、役場でやるのに協力し

ている職員が少ないのではないかというご意見等

をいただいております。こちらにつきましては、

今までも、先ほど申し上げたような形での周知の

ほうは行って、メールだったりとか館内放送だっ

たりとかというところは、今までもやってきては

いたんですけれども、ここでこれ以上なかなか増

えないというところがございますので、近隣市町

の状況とかも確認をさせていただきながら、効率

的に増やしているところがあるようであれば、そ

のやり方というのも参考にさせていただきたいと

いうふうに考えております。 

  続きまして、肺炎球菌の予防接種のところでご

ざいます。 

  こちらにつきましては、委員さんもご存じかも

しれませんけれども、65歳、70歳、75歳という節

目の方々に対する予防接種というのが、二回り目

ぐらいに入ってきています。実際には、多分近い

うちにこの５歳刻みというのが恐らくなくなって、

新たに65歳になられた方々。65歳以上の方々はも

う何度も周知させていただいて、お一人様２回ぐ

らいずつはチャンスがあったというところで、多

分、国のほうは今後動く予想だと思っております。 

  新65歳の方々が今度対象になってという形にな

っていくと思いますので、いずれにしましても、

委員さんおっしゃったように、万が一かかると重

症化するというのは十分理解しておりますので、

なるべくまだ未接種の方がいらっしゃるようであ

れば接種をしてほしいということは、ＰＲをさせ

ていただきたいと思いますし、また、新たに始ま

るということが、もし65歳以上の方だけというこ

とになるようであれば、その方々に対してもぜひ

受けていただきたいということの周知のほうは行

ってまいりたいと思います。 

  ３点目のはじめての孫育てというところでござ

いますけれども、こちらにつきましても、参加者

の方々は少ないんですけれども、子育て包括支援

センターとか、もしかしたら日程が合わないとい

う部分も含めて考えられますので、やらないとい

うわけではなく、子育て包括支援センターのほう

も活用しながら、ぜひ継続した形での対応をさせ

ていただきたいと考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ６時００分 

 

再開 午後 ６時００分 

 

○委員長（西村茂久君） 再開します。 

  丸山委員。 

○委員（丸山妙子君） 丸山です。 

  避難行動要支援のほうは、民生委員さん、ケア

マネジャーさんとかで、心配り大変なのは分かる

んですけれども、ちょっと心配しているのが取り

残されてしまうんじゃないかというところを、せ

っかく防災会の人とかとやっているんだけれども、

浸透していかないところ、どうしても外に出なく

なった人たちを助けるときに困るということで質

問しましたので、よろしくお願いいたします。 
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  あと、献血は、多分もう日常的に、１か月前に

なってメールが入った、あと当日来たといっても、

多分ただのメールになってしまっていると思うの

で、そのあたり、ちょっと違う形でやっていただ

くようにお願いします。 

  あと、肺炎球菌の予防のほうは、国のほうで、

来年多分65歳で、今、措置として69歳までの方々、

まだちょっとできますよみたいなのが新聞にも出

ていたので、何かそのあたり、もうちょっと間に

合う方はやっていただくとか、ＬＩＮＥでもいい

し、何かでちょっと知らせていただくと、65歳、

忘れちゃったんだけれどもみたいな人にもやって

いただくことができるので、ちょっと最後まで諦

めないで、少しでも打ってくれる人をお願いした

いと思います。 

  孫育てのほうは、本当、私思うんですけれども、

子育て支援センターのほうに、孫がいない、初め

て孫ができるときって、しばらく小さい子と遊ん

でいない人とかって、突然子供と遊ぶのって慣れ

ないんですよね。 

  だから、生まれた小さい子という対象じゃなく

て、子育て主体の広場とかで子供とちょっと、孫

育ての講座の中にひとつ見守るとか何かちょっと、

孫育てって生まれたばっかりの子がいるけれども

３歳４歳もいるんですよね。何か接点、こうなる

んだとか、何かちょっと工夫していただいて、ぜ

ひともやっていただくと、すごくちゃんとした講

座になっていくなと思いますのでお願いします。 

  あとは、さっき再質問を忘れちゃったんですけ

れども、クーポンのほうは本当に一生懸命やって

くださっているのがよく分かっているので、それ

が伝わるといいなと思っています。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） ほかに質疑ありますか。 

  山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 大きく分けて二、三個質問

させていただきます。山下です。 

  １つ目は、説明書の156ページです。 

  避難行動要支援者ということでなっているんで

すけれども、４年度の避難者の対象者数がかなり

減っているんですけれども、これはどういうわけ

なのかなと思いまして、１つは質問したいと思い

ます。 

  それと同時に、同意者612名ということなんで

すけれども、これは自主的に登録した人なんです

か、それとも町のほうから勧めて、やった人なん

でしょうか。ちょっと分からないところがあって、

その辺のところはどういうふうに、806名もいて

612名ということなので、これは自主的に自分で

登録したものなのかどうか、ちょっと教えていた

だきたいなと思っております。 

  それと、先ほど言った長寿生きがい支援事業、

小河原さんもいろいろ質問していました。 

  私は、観点を変えて、77歳が5,000円ほどで353

名いらして、３年と比べたら150名も減っている。

それの理由というのは、多分私の考えだと1945年

まで、戦後生まれですよね。これだけ減ってしま

ったという、混乱があって減ったのかなという感

じがしますので、その辺のところ、ちょっと訳が

分からないんですけれども、何で減ったのか、ち

ょっと教えていただきたいと思っております。 

  それと、健康診断、乳幼児等のこれの説明書の

164ページです。 

  ４か月、10か月、１歳６か月、３歳児となって

合計で847名の方が受診なさっているんですけれ

ども、これもかなり減っているんですよね。これ、

どうしてなのかなと思いまして。 

  ただ、受診率からすると99.4％で上がっている。

これは大変いいことだと思いますけれども、何で

人口が減ってしまったのか、こういう１歳児、急
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に減ってきてしまっている、847名。 

  率としては、令和２年から３年にかけてよりも

減り率は少なくなっていますけれども、令和４年

は３年と比べたら20名ほど、ただ２年度から比べ

たらかなり減っている。その辺のところの理由を

ちょっとどういうふうになっているのか、ちょっ

と理由が、個人的な理由なのか、それとも子供を

産まない方が多いのかどうか、そういうところの

町としての分析が分かれば教えていただきたいな

と思っております。 

  最後に、不妊症のための援助ですよね。168ペ

ージになります。 

  これも、令和３年度からで20名から19名だから

５名ほど減っているんですよ。妊娠した方は12名

に増えたんですけれども、これは助成制度という

とやっぱり１人幾らまでということで決まってい

ると思うんですけれども、どのくらいまで出して、

どのくらいの、12名の方が子供ができたというこ

となんですけれども、やはり子供を増やす、欲し

くてもできない人に助成を制限するんじゃなくて、

ある程度までは出すべきじゃないかなと私は感じ

ているんですよ、制限するんじゃなくてね。 

  やっぱりそれは人口を増やす、安心感を持たせ

て人口が増えていくという感じがしないでもない

んですよ。一人でも多く産んでもらいたいと私は

考えているんですよ。ですから、その辺のところ

の考え方というんですか、もう幾ら幾らでストッ

プというんじゃなくて、もう少し助成金を上げた

ほうがいいんじゃないかなという感じはするんで

すよ。そのところをどういうふうに考えているの

か、教えていただきたいと思っております。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  主査。 

○高齢者支援担当主査（鈴木健司君） 高齢者支援

担当、鈴木と申します。 

  委員の質問にお答えをいたします。 

  まず、１点目、避難行動要支援者制度について

のご質問でございます。 

  その中で、まず、対象となっている人数が令和

３年度と４年度を比較しまして、減っている理由、

令和３年のときは928名、４年度は806ということ

で、122人減っているということでございますが、

実は理由がございまして、令和３年のときに大き

い法律の改正がありました。災害対策基本法とい

う大きい法律の改正がありまして、いわゆる高齢

者、単独で住んでいる高齢者の世帯等を、改正前

は単独で住んでいる高齢者世帯とかも対象になっ

ておりました。 

  申出があれば、若い方と一緒に同居していても

対象にしていた時代があったんですけれども、そ

ういったものはちょっと一旦フラットにしまして、

実際に要介護認定度等を機械的に判定できるもの、

いわゆる精度を高めて対象者を絞り込んだ結果で

ございまして、実際には、本当に必要な数に近づ

いたというところでございます。 

  令和３年までは、あまり救助を必要としない世

帯も含まれていた状況でございましたが、今回の

806という数字は、比較的要介護度から見ても近

い数字、実数に近いという状況でございます。 

  それから、同じように612という数字、156ペー

ジのところにある612について、どういうことか

というご質問でございますが、まず、806名の対

象者全員に通知を出しております。何の通知を出

したかと言いますと、個人情報を防災会に提供し

てよろしいか、お伺いを立てる通知でございます。 

  ですので、806人のうち612名の方から、個人情

報を出していいですよというお返事をいただいて

おります。そこが、まずスタートになります。個

人情報の提供を拒まれた場合もしくは未回答の場
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合は、提供はしていない状況でございます。です

ので、612名が提供してよい分母ということにな

りますので、この612名は名簿の基礎となる数字

でございます。 

  続きまして、敬老祝い金のご質問でございます。 

  77歳の人数が極端に減っている、説明書157ペ

ージですけれども、150人ほど令和３年と比べて

減っているんですけれども、委員のご指摘のとお

り、この年は昭和20年生まれの方が77歳に到達す

る年でございました。昭和20年生まれ、ちょうど

終戦のときですね。1945年生まれの方が極端に、

人間の数が少ないという、そういう状況でござい

ました。このことから、この年は人数が減ってし

まったという状況でございます。 

  ちなみに今年は通常どおり500人前後の対象者

がおりますので、この年はそういう事情でござい

ます。昭和20年生まれの方であったということで

ご理解いただきたいと思います。 

  私のほうからの回答は以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  室長。 

○健康介護課健康増進室長（竹花 治君） 健康増

進室長、竹花でございます。 

  いただきました質問にお答え申し上げます。 

  説明書の164ページ、乳幼児健康診査のところ

の対象者の数が減っているというご質問だったか

と思います。それをどのように考えるかというと

ころのご質問だったと思いますけれども、こちら

におきまして、母子健康手帳の交付と合わせて考

えていただければと思います。 

  母子健康手帳においては、４月から翌年の３月

までの間に交付するものでございますので、必ず

しもここと合致するものではございませんが、ち

なみに直近の３年間を比較してみますと、令和２

年度においては215件、令和３年度においては196

件、令和４年度においては180件ということで、

毎年発行数自体が減ってきている状況でございま

す。 

  こちらにおきましては、先ほど委員さんがおっ

しゃられたように、もしかしたらお子様も今のタ

イミングで望んでいらっしゃらない方々がいらっ

しゃるのかもしれないというふうに考えていると

ころでございます。 

  続きまして、説明書の168ページでございます。 

  不妊治療費の助成事業というところで、令和４

年度が数が減っているというご指摘だったかと思

います。 

  こちらにおきましては、同じく説明書の169ペ

ージのセンターのところを見ていただければと思

いますけれども、令和４年の４月から不妊治療が

保険適用となりました。このことによって、今ま

での高額での治療をしている方々が減ってきたこ

とによって、申請の数が減ってきているというふ

うに認識しております。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） ありがとうございました。 

  ちょっと細かいところで申し訳ございません。 

  ちょっと別の角度から質問させていただきたい

と思っております。 

  最初に、避難行動、613これは個人情報という

ことで言われておりました612枚、これは個人情

報を提供していない人にはやらないという前提な

んでしょうか。個人情報の人たちだけ避難行動に

要請された、あとは何かあったときは助けに行く

ということなんでしょうか。あとの方は、知らん

ぷりということでそういうことで受け止めてよろ

しいんですか。その辺のところ、人命には個人情

報は出したくないけれども助けてほしいという方

もいると思います。これは勝手かもしれませんけ
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れども、そういう人たちは町としても助けないと

いう、何かあったときは家族にやってもらいたい、

家族がいないときは個人で逃げてほしい、こうい

うことなんでしょうか。一つだけ質問されます。 

  ただ、これは助けるということが前提じゃない

んかなという感じはしないでもないんです私は。

やはり個人情報出す出さないは別としても、町と

しては把握をして、助けることを前提に行動しな

いと助けられないんじゃないかなという感じはし

ます。この辺のところももう一度ご回答のほどよ

ろしくお願いします。 

  それと、164ページの健康診断です、これの原

因というのはやはり先ほども言いましたけれども、

847名になってしまったということに対しては、

やはりこれは最大の原因というのはどういうこと

なんでしょうか。やはりコロナ関係なのかそれと

も一人っ子が多いのかちょっと分かりませんが、

一人っ子が多いということはやはり生活が大変立

派な人に育ってもらいたいという方があると思い

ますけれども、やはりこの辺のところの事情とい

うのは町としては把握しているのかどうか。把握

していたとしたら町としてはどんなふうに考えて

いるのかおっしゃってください。 

  それと、不妊の治療の問題なんです。先ほども

言いました私これはもう少し援助費を子供が欲し

いという方はたくさんいらっしゃると思います。

思っていてもできない、これは１人幾らでしたっ

け出すのは、何回までというのはありましたよね

確か、５回まででということで書いてありますけ

れども、やはり私はもう少し回数、金額とも増や

すべきじゃないかなと思います。あと１回治療す

ればできたかもしれません、それは分かりません

けれども、やはり回数で区切ってしまうとなかな

か不妊に悩んでいる方は難しいと思いますよ。10

回やってできたという方もいらっしゃいますけれ

ども、やはり回数を制限するんじゃなくて、本人

の希望に応じてやるように、少なくとも回数を増

やすべきではないかなとか思っております。私は

そういう感じがするんです。ですから、町として

どういうふうに考えているのか、その辺のところ

を増やす考えがあるのかどうか、もう一度お願い

したいと思います。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  主査。 

○高齢者支援担当主査（鈴木健司君） 高齢者支援

担当鈴木と申します。 

  再質問にお答えをいたします。 

  避難行動の同意していない方をどうするかとい

うご質問でございます。 

  この回答をする前に、この制度、避難行動のこ

の制度につきましては、災害が起きる前なのか後

なのかによって状況が変わってまいります。この

制度は、災害が起きる前の制度でございます。あ

らかじめ安全なところに避難させるという制度で

ございます。したがいまして、災害が起きてから、

つまり洪水等が起きてからの制度はまた話が変わ

ってまいります。まず、起きる前にございますけ

れども、そのときには同意が得たものでないと個

人情報が提供できないというような建てつけにな

っております。 

  しかし、いざ洪水等が発生して災害になってし

まった場合、対策本部等もできますけれども、そ

の状況になりますと、同意不同意にかかわらず防

災会のほうに情報を提供する形になります。です

ので、あらかじめ避難することについては同意が

必要ですけれども、本当に災害になってしまった

場合は関係なく提供されるということでご理解い

ただきたいと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 
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  室長。 

○健康介護課健康増進室長（竹花 治君） 健康増

進室長、竹花でございます。 

  いただきました再質問にお答え申し上げます。 

  説明書の164ページの乳幼児健康診査の対象が

減っているところについて、理由を把握している

ようだったらというご質問だったかと思います。 

  こちらにつきましては、先ほども申し上げまし

たように、母子健康手帳との兼ね合いというとこ

ろでちょっと考えてはいますけれども、それ以外

にもしかしたら委員さんがおっしゃられたように、

コロナの影響もあって減っているという可能性も

あるかとは思います。ちょっと大変申し訳ござい

ません、そこまでの理由というところは把握して

いない状況でございます。 

  続きまして、説明書の168ページのところの不

妊治療の助成につきましてですが、こちらにおき

ましては、先ほども申し上げましたように、保険

適用となったというところがございます。ですの

で、保険適用となったことによって、高額療養費

ということで、そういった制度が使えますので、

回数の制限なく使えるというふうな認識がござい

ますので、そちらで対応をしていただきたいとい

うふうに考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） ありがとうございました。 

  すると、これは最初に述べました避難行動要支

援ですよね、これについては災害が起きたときに

は関係なく皆さんが助ける、これは自治会もご存

じなんでしょうか。その辺のところは。やはりの

自治会のほうが当の自治会のほうでいやこの人が

救出されていないとなるとその辺のところも徹底

しているのかどうか。万が一の場合は。じゃない

と全員は助けられませんよね。難しいと思います

ので、やはり町のほうでもこの辺のところを詳し

く町のほうそういう防災組織には適用できるんだ

よということでお話はできているのだと思います

けれども、改めてお聞きします。 

  それと、最後の不妊治療の問題なんですけれど

も、これは保険が適用になったからじゃあ町のほ

うでもそれはもう関係なくやっていくんだという

ことなんでしょうか。それとも、町は町で助成金

を保険適用されていても補助していくんでしょう

か。その辺のところも最後にお聞きします。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  主査。 

○高齢者支援担当主査（鈴木健司君） 高齢者支援

担当、鈴木でございます。 

  先ほどの再質問にお答えをいたします。 

  自主防災会のほうにどのような周知というか説

明をしているかというところでございますが、こ

ちらにつきましては、毎年行われている防災会の

連絡会というのがございまして、その場において

先ほどの災害が起きた場合は、情報提供しますよ

というお話をさせていただいております。ただ、

これだけでは確かに不十分な部分もあるかと思い

ますので、いろんな機会に出向いてこのことをど

んどん伝えてまいりたいと、このように考えてお

ります。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  室長。 

○健康介護課健康増進室長（竹花 治君） 健康増

進室長、竹花でございます。 

  いただきました質問にお答え申し上げます。 

  不妊治療費の助成事業についてでございますが、

先ほども申し上げましたように、保険適用となっ

たことというところがまず多分高額の治療が今ま
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でかかっているというところがいろいろな声が多

かったので、保険適用になったというふうに考え

ております。逆に保険適用になったことによって、

高額療養費の制度が使えるようになったというと

ころがございますので、特に今現段階で助成をす

るというところは考えていないところでございま

す。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） ほかに質疑はありますか。 

  丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 

  それでは、２点お尋ねしたいと思います。 

  決算書では99ページ、100ページの避難行動要

支援者支援事業についてであります。 

  今前段の山下委員からもいろいろ質問されまし

たが、私はこの成果書では100ページにいろいろ

書いていますが、こういうふうな成果があったと

言えるんでしょうか。まず、１点目はその点につ

いてお尋ねいたします。 

  ２点目は、決算書127、128ページの健康診査事

業の件でお尋ねいたします。 

  健康診査事業は、近年骨粗鬆症検査、それから

肝炎ウイルス検査、以前はなかったんですけれど

も、増えてきました。これに検査項目に聴覚検査

を加える必要はないだろうかというふうに私は思

うんですけれども、そういった考えは持っている

のかどうか。その２点について伺います。 

  以上。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  主査。 

○高齢者支援担当主査（鈴木健司君） 高齢者支援

担当、鈴木でございます。 

  先ほど委員のほうから成果書のページについて

ご指摘があったんですが、156ページであろうか

なと思うんですけれども、よろしいでしょうか。

156ページにある避難行動の成果についてお尋ね

という認識でよろしいでしょうか。 

  まず、委員のほうからこれがまあ成果と言える

かどうかという点についてご質問いただきました。 

  私どもは、今回のこの制度につきましては156

ページの一番下にある成果というところにも書い

てあるんですが、名簿の提供することによって、

緊急事態に備えるということの一定の目標は達成

しているというふうに認識をしておりますので、

一応成果はあるというふうに考えておるところで

ございます。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  室長。 

○健康介護課健康増進室長（竹花 治君） 健康増

進室長、竹花でございます。 

  いただきましたご質問にお答え申し上げます。 

  説明書の166ページ、健康診査事業のところか

と思いますけれども、こちらにつきまして、聴力

検査のほうを行わないのかというところのご質問

だったかと思います。 

  こちらにつきまして、町で行っております健康

診査事業等におきましては、例えばがん検診です

と、国で示しているがん検診の指針ですとか、そ

ういったところを参考にさせていただきながら健

診の項目ですとか、やり方ですとかを参考にさせ

ていただきながら皆様に受けていただけるような

働きかけを行っているところでございます。ちょ

っと勉強不足の点もあるかと思いますが、ちょっ

と聴力検査について、現段階でどの部分で必要で、

何の健診に入れたらよいかというところまではち

ょっと現段階で考えていなかったというところで

ございます。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 丸藤委員。 
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○委員（丸藤栄一君） それでは、再質問させてい

ただきます。 

  避難行動要支援者支援事業についての成果なん

ですけれども、成果として、避難行動要支援者名

簿の更新、自主防災組織への名簿提供に合わせ、

個別避難支援計画の作成を促進し、援護を必要と

する方が安心して暮らせるよう努めました。この

援護を必要とする方というのは、避難行動要支援

者でしょう。ここまで言えますか。私の認識は災

害時要援護者名簿への登録はやっております。で、

対象者に対して地域への情報提供の可否の意向認

識を行っているだけじゃないですか。じゃ、援護

を必要とする方は安心して暮らせるというのは、

地域の自主防災組織が誰がどの人に具体的にどう

当たるか、この人には誰がどう当たるか、この人

はこの人に対してどう援助するか、それがちゃん

と決まって安心して暮らせるようになるんでしょ

う。この上段のほうでは、自主防災組織連絡協議

会にて、自主防災会の代表者に対して、これ何人

いるんですか。避難行動要支援者支援制度につい

て説明し、個別避難計画の作成を依頼しましたっ

て、この自主防災会の代表者に対してだけでしょ

う。地域の自主防災組織に対してでないでしょう。

この辺はっきりしないと言っている下のほうの成

果に書いてあるように言っていれば全然問題ない

ですよそれは。これはきちっとされていないでし

ょう。その辺お尋ねいたします。 

  ２点目の166ページの健康診査事業なんですけ

れども、先ほど国が示している健康診査項目参考

にしているんでしょう。参考にしてこれを決めて

いるんでしょうけれども、この国が示している中

に、聴力検査はないんでしょうかそうすると。そ

の辺どうなのかということで再質問でお尋ねいた

します。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  主査。 

○高齢者支援担当主査（鈴木健司君） 高齢者支援

担当、鈴木でございます。 

  再質問についてお答えをいたします。 

  まず、こちらの制度、これを防災会の代表にお

伝えしているというところからまずご説明をいた

します。 

  私どものほうでは、全56団体全ての自主防災会

の会長さんが集まる会に出席をさせていただいて

おります。その場において、まずこの制度の説明

をし、そして、依頼をかけるということを毎年行

っています。実際にはたまたま欠席する団体もあ

りますが、おおむねそろっている場において、こ

の制度の依頼をかけるということでおおむね全体

の会長さんにお話が伝わっていると認識をしてお

ります。 

  それから、冒頭で委員からご質問いただきまし

た、誰がどのように助けるか、細かい部分です、

これにつきましてはまさにこれが計画書づくりに

つながってまいります。避難計画の肝となる部分

でございます。この部分を自主防災会の方々のマ

ンパワーを借りまして、誰がいつどのような形で

どこに避難させるかというのを考えていただく、

これが避難計画でございます。これを防災会の方

に頼みまして、昨年ですと84人分の計画書が出来

上がってきて、町のほうに提出があったというと

ころでございます。いずれにしましても、防災会

の会長に対してお話をしませんと何も始まりませ

ん。ですので、まずここの最初のスタートのとこ

ろできっちりと説明をし、そして依頼をかけると

いうところを行い、さらに計画書が出来上がって

それをこちらで受理するという一連の流れが成果

ということで載せさせていただいております。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 
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  室長。 

○健康介護課健康増進室長（竹花 治君） 健康増

進室長、竹花でございます。 

  いただきました再質問にお答え申し上げます。 

  説明書の166ページのところの健康診査事業の

部分での聴力検査というお話だったかと思います。 

  先ほども申し上げたような形で一応国の指針に

基づいたもので、そこを参考にはさせていただき

ながら今まで健診の進め方等を行っていたところ

ではあるんですが、委員さんおっしゃられた聴力

検査については、多分この項目からいくと健康診

査に入っているか入っていないかというところの

項目かと思います。こちらにつきましては大変申

し訳ございません、今の段階でその資料を持って

おりませんので、現段階で入っている入っていな

いというところは明言できないような状況でござ

いますが、ただ、必要があれば、今後そういった

ものについても入れられるように検討は進めてま

いりたいと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） では、再々質問をさせてい

ただきます。 

  避難行動要支援者支援事業についてでございま

す。 

  まず、自主防災組織56団体欠席者もいるかもし

れないけれども説明はしていると、でもこれは個

別避難計画の作成を依頼しましたと言っているん

です、依頼してんですか。私は聞いたことありま

せん。自治会の役員やっていますけれども、どう

なっているんでしょうかということで聞いている

んですけれども。それが、自主防災会の会長なり

副会長が下に下ろしていない場合もありますよね。

下ろしていないから84人分しかできていないのか。 

  私は、ですから、個別避難計画の作成を依頼し

ました、そこまで言っているし、それから援護を

必要とする方は安心して暮らせるよう努めました

でしょう。私冒頭に言ったように情報提供の可否

の意向確認はそれはしているというのは個別には

聞いています。しかし、これを情報提供同意した

方からさらに、自主防災会の例えば地域の会長、

副会長、そこからさらに下のほうにいって、こう

いう個別避難計画の作成を依頼したというふうに

は聞いていません。聞いているんだったらやらな

ければいけませんよね。 

  だから私は、正直に情報提供の可否の意向確認

は行いました止まりじゃないんでしょうか。避難

行動要支援者名簿の更新、これはいいです。自主

防災組織への名簿提供に合わせ、個別避難支援計

画の作成を促進し、援護を必要とする方が安心し

て暮らせるよう努めましたまで書いてんです。こ

れだったら心配ないじゃないですか。これについ

ては、申し訳ありません、153ページの健康介護

課としての地域の自主防災組織への名簿提供など、

地域コミュニティによる醸成を図りながら、高齢

者の方を介して互いに支えあう地域づくりに努め

ました。ここまで言っているんです。じゃ、個人

情報の扱いなど大変難しいと思うんですけれども、

その辺で、地域の自主防災会長、副会長辺りは躊

躇しているんです。それが実態です。これ答弁は

主査がしていますけれども、大事な問題です。だ

めだよ課長からきちっと答弁しないと。この成果

をちゃんと認めているのは課長も含めてでしょう。

成果については、決算の認めるかどうかには当た

らないかもしれないけれども、これは決算書の中

身について説明しているものですから、私はちょ

っと過剰な書き方しているんじゃないかなという

ふうに言わざるを得ないんですけれども。 

  最後なので、然るべき答弁してください。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 
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  課長。 

○健康介護課長（井上正己君） 健康介護課長の井

上です。 

  避難行動要支援者支援事業の令和４年度決算の

成果についてお答えをいたします。 

  決算成果書主要な施策に関する説明書として

156ページに記載をさせていただいておりますの

が一つの私どもが昨年１年間行動してきた成果と

して報告をさせていただいたものです。新しい制

度に基づいて806名の対象者数に対しまして、そ

の方の個人情報を地域の防災会にご提供申し上げ

てよろしいでしょうかという活動を行いまして、

そのうち612名の方からご同意をいただくことが

できております。 

  この同意をいただいた方の名簿を、地域の自主

防災会組織に対しまして、個別支援計画の策定に

ご協力いただける地区については、ご提供申し上

げますという説明を地区防災の連絡会などで行わ

せていただいています。 

  そのような形で、全体の場としては努めさせて

いただいたという記載になっております。果たし

て、その自主防災会を通じまして、策定いただい

た策定人数ですが、昨年度では84人に上りますの

で、まだまだ10％ではございますが、丸藤委員か

らすると物足りないというご意見だと思いますが、

前年度の成果としては、以上が成果でございます

ので、そのような記載をさせていただきました。

これに基づいてご判断いただければよろしいかと

思います。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ６時００分 

 

再開 午後 ６時００分 

 

○委員長（西村茂久君） ほかに質疑ございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○委員長（西村茂久君） ないようですので、以上

で健康介護課の質疑を終了いたします。 

  ここで休憩をします最後の。 

  ７時５分から再開いたします。 

 

休憩 午後 ６時４５分 

 

再開 午後 ７時００分 

 

○委員長（西村茂久君） 再開いたします。 

  それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

  これより、産業観光課の審査を行います。 

  質疑に入る前に本日出席している説明員の紹介

をお願いします。 

○産業観光課長（小川英一郎君） 皆様こんばんは。

大変お疲れのところありがとうございます。 

  私、産業観光課長の小川と申します。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

  出席者につきましては、自己紹介とさせていた

だきますので、よろしくお願いいたします。 

○産業観光課副課長（榎本恭一君） 副課長の榎本

です。よろしくお願いします。 

○商工観光担当主査（中村佐登志君） 商工観光担

当主査、中村と申します。よろしくお願いいたし

ます。 

○産業観光課主幹（鈴木 功君） 産業観光課主幹

の鈴木と申します。よろしくお願いします。 

○農地調整担当主査（小島春樹君） 産業観光課農

地調整担当主査の小島と申します。よろしくお願

いいたします。 

○委員長（西村茂久君） 既に本会議において説明

済みですので、直ちに質疑に入ります。 
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  なお、答弁に当たりましては挙手と所属氏名を

述べていただきますよう、よろしくお願いいたし

ます。 

  なお、既に７時を回っていますので、慎重な審

議は当然必要ですけれども、効率的に審議を進め

ていただくようお願いいたします。 

  歳入歳出一括して質疑をお受けいたします。 

  質疑はありますか。 

  土渕委員。 

○委員（土渕保美君） 土渕です。よろしくお願い

いたします。 

  説明書179ページ、決算書150ページ、商工業振

興事業に関しましてお願いいたします。 

  たくさんの商工業に対する令和４年度分の決算

の申告が出ていますけれども、中でもキャッシュ

レス決済事業負担金の3,000万円からのが出てい

ます。毎年宮代町はＰａｙＰａｙのポイントキャ

ンペーンをやっていただきまして、誠に商工業者

を代表しましてお礼の言葉を申し上げたいと思い

ます。ありがとうございます。 

  これに関しまして、特に説明書の中でキャッシ

ュレス決済導入促進キャンペーンの細かな数字が

出ていますので、読み上げながら対応のほうをよ

ろしくお願いいたします。 

  １回目から２回目に関して、店舗数が153、１

回目です。２回目が181で、店舗数も増えていま

す。また利用総額が5,100万円、そして２回目が

8,100万円、3,000万円も売上げが伸びています。

ポイント数も1,150万、約1,160万近く。今回のポ

イント数が1,800万、約1,900万近くポイントがお

客様に還元されております。 

  これらを通じてよくほかの場面でたばこ税がす

ごく町に還元されていると皆さんがおっしゃって

いて、私も販売している身からふだんは売れない

たばこが異様に売れているというのを実感してお

ります。たばこだけはどこへ行っても共通な値段

ですので、それでポイントがもらえればお客様に

対しては本当にありがたい商品、そして今回は燃

料、要するにガソリンとか軽油とかそういった感

じの燃料がすごい高騰しておりますので、ガソリ

ンも地元の業者にとってはお客様はポイントもら

えるし、でまた業者とすれば町外から来られる方

が半分近くいらっしゃいますので、要するに、言

い方悪いですけれども、外貨が稼げると。普段は

町内で済まされている販売事業者も今回はＰａｙ

Ｐａｙのおかげでふだん来られないお客様、要す

るに外貨を持ってきてくれるお客様で潤うことが

できるという利点がございます。それに関して、

町としてどのように捉えているのかお伺いいたし

ます。 

  よろしくお願いいたします。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  主査。 

○商工観光担当主査（中村佐登志君） 商工観光担

当主査、中村でございます。 

  ただいまの土渕委員さんのご質問に関しまして

お答え申し上げます。 

  今回、また現在またＰａｙＰａｙのキャンペー

ンを行っておりますが、昨年度の２回分おっしゃ

られたとおりポイントの付与額で1,150万円から

1,890万円というふうに非常に大きく伸びたとい

うことがございまして、実際におっしゃるとおり、

先ほど申した外貨が稼げる、まさに普段宮代町で

消費されないお金が入ってきているということは

確かにおっしゃるとおりでございまして、上限が

特にございませんので、当然町民の方もご利用な

さっていますし、それにプラスして町外からお金

が入ってきているということで、非常に町の商工

業者の方にとってはありがたいことなのではない

かというふうに感じております。また、先ほどた
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ばこがというお話ございましたが、実際に前回も

そうでございますが、一番やはり多いのは燃料系

です。今回はガソリンだけ、恐らく冬場になりま

すと灯油ですとか、そういったものも入ってくる   

と思うんですが、前回の今年の１月に実施したキ

ャンペーンにつきましては、いわゆるガソリンス

タンドの売上げが全体の約25％を占めておりまし

た。非常にガソリンスタンドを経営される方にと

っては効率がよかったというふうに考えておりま

す。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 土渕委員。 

○委員（土渕保美君） ご答弁ありがとうございま

す。 

  今おっしゃられたとおりだと思います。たばこ

税の場合は、国からの補助金で一旦お客様や事業

者に潤いを与えながらも、たばこ税で町に入って

きて、町がまた還元されるというすごく効率のい

いキャンペーンだと思いますので、今現在も行わ

れていますけれども、ぜひとも今回もこの数字で

いくと多分伸びると思いますので、ポイントがな

くなるかどうかというちょっとしたうわさが出て

いますけれども、その辺に関してお尋ねしたいん

ですけれども、よろしいでしょうか。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  課長。 

○産業観光課長（小川英一郎君） お答え申し上げ

ます。 

  ご心配されておりますポイント分伸びについて

は、やはり成果書に載っております第２弾、第３

弾に比べて伸びはあるようでございます。 

  ただ、今実施しているキャンペーンについては、

予定どおり９月末まで行う予定でおりますので、

そこはご心配いただかなくても大丈夫かなという

ふうに考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 土渕委員。 

○委員（土渕保美君） ありがとうございます。 

  これで商工業者の方も安心して販売ができると

思いますので、今後ともよろしくお願いいたしま

す。 

  ありがとうございました。 

○委員長（西村茂久君） ほかに質疑ありますか。 

  泉委員。 

○委員（泉 伸一郎君） 泉でございます。よろし

くお願いいたします。 

  ３点ほど質問させていただきます。 

  まず１問目になります。 

  決算書146ページ、成果書36ページ、宮代農業

人材育成事業になります。 

  一番上なんですが、保健センターとの連携によ

る地産地消レシピの普及ということで、保健セン

ターとの連携とあるんですけれども、どのような

連携をされたのかということと、あと、このＱＲ

コードつきレシピを新しい村、森の市場、それか

らあと町内公共施設で配布とあるんですけれども、

これどのぐらいの枚数を配布されたのかをお伺い

いたします。 

  ２点目になります。 

  決算書152ページ、で成果書が51ページになり

ます。まちなか企業創業支援事業になります。 

  企業創業支援講座の実施ということで、参加者

が12名、それから販路開拓商品開発改良のきっか

けづくりセミナーで、こちらが参加者７名という

ことで、参加された方が起業をされるということ

に何人ぐらいなったのかなというのをお聞きした

いんですが、まさか企業創業支援補助金３件であ

るんですけれども、３名しかなかったとかそうい

うことではないとは思うんですが、一応お伺いし

たいと思います。 
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  それから３問目になります。決算書154ページ、

成果書が181ページになります。消費者対策事業

についてです。 

  資格のところで、消費生活相談員による相談窓

口の開設というところで、年間89件で、相談件数

が118件となっております。ここで、ちょっと細

かいんですが、前年度比９件減と書いてあるんで

すけれども、昨年度は99件でしたので、これ９件

増になるんではないかと思うんですが、多分間違

ってられると思います。それで、この118件で相

談で多いものを教えていただきたいと思います。

またそれに対する対処がどのようになったかもお

伺いいたします。 

  以上３点です。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○産業観光課主幹（鈴木 功君） 産業観光課主幹

の鈴木でございます。 

  ただいまのご質問でございますが、決算書146

ページ、成果書36ページでございます。保健セン

ターとの連携による地産地消レシピの普及でござ

います。 

  こちらの保健センターの事業では、食生活の改

善や、食育、それから料理教室等を実施している

かと思いますが、これらの特に料理教室に関しま

しては、コロナ禍で一般の方を集めての料理教室

ができないということがございましたので、町の

農業振興担当のほうで所管しております地産地消

の推進ということで、その時々の宮代町の旬の野

菜、森の市場結で買い物ができる旬の野菜を活用

した料理レシピを動画で撮影いたしましてユーチ

ューブで公開をしているというものでございます。

こちらのＱＲコードつきレシピの配布でございま

すが、基本、各公共施設、新しい村の各窓口等に

は50枚ずつ配布をいたしまして、その都度なくな

る場合は、増刷をして配布をさせていただいたと

ころでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  主査。 

○商工観光担当主査（中村佐登志君） 商工観光担

当主査、中村でございます。 

  先ほど泉委員さんのほうからご指摘ございまし

たすいません成果書の誤りでございます。９件増

でございました、失礼いたしました。訂正のほう

皆さんお願いいたします。よろしくお願いいたし

ます。 

  実際に生活相談の相談件数が増えてきている、

それだけ皆様方がいわゆる困った問題が生じてい

るということでございまして、実際に消費生活相

談のほうで相談が寄せられた当町のほうで実績が

あったものの中で内訳といたしましてはやはり、

売買契約系のものがやはり多うございまして、例

えばインターネットの関係ですとか、それから、

いわゆる電話勧誘とか販売で、実際に電話等かか

ってきまして、契約してしまう、それからよくあ

るいわゆる点検商法という屋根ですとか、外壁と

か傷んでいますよということで、そういったこと

に対しまして、だまされて契約してしまうと、実

際にほかの地元の業者さんに見てもらうと、そん

な高い金額ではないと簡単に直りますというお話

のだまされたというようなケースがございます。 

  それから、町のほうのこちらの広報のほうで必

ず毎月消費生活相談を行っておりまして、また、

事例とかがあった場合にお知らせという形でこう

いった事例があります。だまされないように気を

つけてくださいというふうな広報載せていただき

まして、啓発のほう行っているところでございま

す。 

  以上でございます。 
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○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  副課長。 

○産業振興課副課長（榎本恭一君） 産業観光課副

課長の榎本でございます。 

  ご質問にありました、決算書152ページ、成果

書51ページのまちなか企業創業支援事業の関係で

お答え申し上げます。 

  創業された方が何人いるかという講座を受講後

ということですが、起業するというのはなかなか

起業のレベルにもよりますが、生活の糧というこ

とで考えている方からすると、講座を受講後すぐ

に企業というのはなかなか難しいという方もいら

っしゃいまして、起業関連の事業としましては、

最近３万円ビジネス講座ですとか、商工会に委託

しています創業セミナー、それから昨年始めまし

たシニア創業セミナーといったものを行っており

ますが、そちらに去年参加された方が１年後に起

業されるとか、そういったどちらかというと少し

タイムラグがあるのが、この成果というか少し時

間がかかるのが企業創業事業かなというふうに思

っております。ちなみに令和４年度は町の支援策

を活用しまして起業された方が７名おります。そ

のうち２名は商工会で委託しています創業セミナ

ーから３名、それから３万円ビジネス講座、これ

は令和２年度に講座を卒業された方ですが、２年

後に創業されたという方がいらっしゃいます。そ

のほか、このシニア操業セミナーに昨年参加され

て、そのまま起業された方が２名ほどいらっしゃ

います。まとめますと、令和４年度町の支援策を

活用しまして起業された方が７名おります。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 泉委員。 

○委員（泉 伸一郎君） ありがとうございました。 

  それでは再質問させていただきます。 

  まず、１問目のＱＲコードつきレシピを配布さ

れたということで、これ枚数は言われていなかっ

たんですけれども、枚数は幾つぐらいだったのか

というのを聞いたとは思うんですが、それから、

まちなか企業分かりました。この企業創業準備支

援ということで、今回３件で53万3,000円なんで

す。昨年度は、同じ３件だったんですけれども29

万9,318円だったんですけれども、この金額でそ

の差があるのはどういう関係なのかをまずお伺い

いたします。 

  それから、最後の３問目なんですけれども、生

活相談を受けられたとは思うんですが、そうしま

すと、例えばちょっと問題が大変重いものであっ

て、弁護士の方に相談しなくてはいけないとか、

そういうことは起こってはいなかったということ

でよろしいんでしょうか。 

  その３点よろしくお願いいたします。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○産業観光課主幹（鈴木 功君） 産業観光課主幹

の鈴木でございます。 

  レシピの配布枚数、こちらにつきましては、各

施設50枚ずつ配布をさせていただいております。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  主査。 

○商工観光担当主査（中村佐登志君） 商工観光担

当主査、中村でございます。 

  消費生活相談の件数につきましては申したとお

りでございまして、実際に案件は基本的に当町の

場合もそうでございますが消費生活相談の実際に

国民生活センターのほうで講習を受けた方が先生

となって対応させていただいておりますので、難

しい案件となりますと、やはり弁護士の先生とか

におつなぎする場合ございますが、実際に多重債

務等がございますと、そちらのほうはやはり専門
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の先生にお願いするということでございまして、

よく聞き取りをしまして、そちらのほうで、専門

の方につなぐというような方法を取らせていただ

いております。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  副課長。 

○産業観光課副課長（榎本恭一君） 産業観光課副

課長の榎本です。 

  企業創業の金額についてのご質問だったかと思

います。 

  今年度につきまして３件で53万3,000円という

ことで、こちらの宮代町創業促進事業補助金交付

要綱というようなものがありまして、上限が20万

円で対象経費の２分の１を補助するというような

事業になっております。今回創業された方につい

ては、キッチンカーと飲食店、それからクラフト

ワークといいますか、そういった形での起業とな

っておりますので、それぞれ業態ですとか、かか

る経費も異なっておりますので、毎回金額が異な

るような形になっております。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 泉委員。 

○委員（泉 伸一郎君） 分かりました。説明あり

がとうございました。 

  再々質問はありません。 

○委員長（西村茂久君） ほかに質疑ありますか。 

  深井委員。 

○委員（深井義秋君） 深井です。 

  質問させていただきます。 

  ３問質問させていただきます。 

  決算書の150ページ、説明書ですと179ページ、

商工業振興事業、こちらの宮代町商工会補助金、

商工業振興事業補助金1,100万円、これの内訳を

説明してください。 

  それから、店舗住宅リフォーム事業補助金、こ

れも下に書いてありますが、この利用件数44件と

書いてありますが、これはどういうふうな流れで

44件かこれも細かく説明をお願いします。 

  それから、利用者物価高騰対策支援事業補助金、

これも細かく分かるように説明をお願いします。 

  以上、３点です。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  主査。 

○商工観光担当主査（中村佐登志君） 商工観光担

当主査、中村でございます。 

  今のご質問２点目のまずリフォームの補助金の

ほうからお答え申し上げます。 

  リフォームの補助金につきましては、基本的に

ご存じのとおり町内事業者の育成という面から町

内事業者をお使いいただいたときのリフォームに

対しましての補助金をお出ししているものでござ

いまして、こちらにつきましては、全部で実績と

いたしましては347万円の支出のうち、店舗の改

修が２件、店舗併用住宅の改修が１件、住宅の改

修が41件というふうになっております。 

  多くの場合は、外壁、屋根の修繕が非常に多く

なっておりまして、中にはやはり家の中の造作を

変えると、例えば古く傷んできたので和室から洋

室に変えると現在ですと、そういった感じのリフ

ォームが多くなっております。 

  実際に昨年度も非常に好評でございまして、

早々に終わっておりまして、今年度につきまして

も、７月の17日で補助金のほうが全て満額いって

まいりまして、現在のところ申請の今打ち切って

いるところでございます。 

  補助金額につきましては、上限額が住宅で10万

円、店舗で20万円というふうになっております。 

  それから、３点目、事業者物価高騰対策支援金

についてでございます。 
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  こちらにつきましては、電気ガス食料品等の価

格が高騰している中で、その影響によりまして、

令和３年10月から令和４年９月の１年間のうちの

任意の２か月、この間に営業利益が前年度の同時

期と比較いたしまして、５％以上かつ１万円以上

減少している中小企業の皆様のほうに５万円を支

援金として支援したものでございます。 

  募集期間が令和４年の11月の10日から令和５年

の１月の10日までの間に申請のほう受け付けまし

て、こちら町内の全事業者844の事業者様にご案

内のほう差し上げました。その中で、交付対象に

なったのが193の事業所でございます。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  副課長。 

○産業観光課副課長（榎本恭一君） 産業観光課副

課長の榎本です。 

  決算書150ページ、商工業振興事業補助金の

1,100万円の内訳ということですが、こちら宮代

町商工会への補助金となっておりまして、ちょっ

と手持ちにその内訳というのがなくて大変申し訳

ありませんが、内容としましては商工会が行いま

す経営指導ですとか、講習会ですとか、講演会、

こういったものへの補助金ということで交付して

おります。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 深井委員。 

○委員（深井義秋君） 先ほどの住宅リフォーム事

業補助金でございますが、こちらのほうは内容は

分かりましたが、これ以外に住宅リフォームこれ

はあくまでも一般の店舗関係にはちょっと少ない

と思うんですが、それ以外には出せないんでしょ

うか。例えば改修以外に例えば故障した場合の修

理費用とか、そういう点はいかがなんでしょうか。 

 それから、事業者物価高騰対策支援金事業補助金

ですが、こちらのほうは電気ガス食料品と言いま

したが、これはガソリンとかそういう事業者が必

要なところ今最近ガソリン代も上がってきており

ます。また、電気代はここに書いてありますが、

そういうガソリンとかそういうところの補助金と

いうのはいかがなんでしょうか。お答えください。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  主査。 

○商工観光担当主査（中村佐登志君） 商工観光担

当主査、中村でございます。 

  まず、再質問１点目の住宅リフォーム補助金の

関係でございまして、実際にこちらのほうの補助

金につきましては、いわゆる建物の改修費用だけ

になっておりますので、ほかのものには対応して

おりません。実際に先ほど深井委員さんのほうで

おっしゃられました機械の故障ですとか、そうい

ったものの補助金につきましては、私ども現在の

ところは所管してございません。また、予算措置

にもしてございません。そこはご了承ください。 

  それから、事業者物価高騰対策の支援金につき

ましては、昨今ガソリン代等燃料費かなり値上が

りして、また食料品も値上がりしているという中

で、こういったことが起きて、実際に事業者様の

利益が圧縮されていると、要するに仕入れ値要す

るに材料費とか燃料費とかいう必要経費が上がっ

ているということで、売上げが同じ金額で売って

いますと圧縮されてしまうということに対する補

助金でございまして、そちらのほうをこういった

形での補助金という形でご理解いただきたいと思

います。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 深井委員。 

○委員（深井義秋君） 最後質問させていただきま

す。 

  この事業者物価高騰対策支援金で今話をしまし
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たガソリンでございますが、これは一応国のほう

もガソリンが上がった場合に補助金を出すような

ことを今ニュースでも言われておりますが、そう

いうこれが200円ぐらいに上がった場合には町と

しては国が出すのは一定まだ具体的には出ており

ませんが、町としてはそういう町の事業者のとこ

ろには補助金を出すつもりはないでしょうか。継

続することはないでしょうか、お伺いします。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  副課長。 

○産業観光課副課長（榎本恭一君） 産業観光課副

課長の榎本です。 

  ガソリンに対しての補助金ということですが、

今何か手だてになるものということでは、今実施

しておりますキャッシュレスキャンペーンがガソ

リンスタンドでも対応できますので、まずはそれ

で対応していきたいということが１つあります。 

  その後につきましては、なかなか財源がない中

でどういったことができるかというのは申し上げ

られませんので、国ですとか県の補助金の様子で

すとか、その辺をアンテナを張って対応していき

たいなというふうに考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） ほかに質疑ございますか。 

  塚村委員。 

○委員（塚村香織君） 塚村です。 

  １点質問をさせていただきます。 

  決算書の149ページ、150ページ、商工業振興事

業の委託料です。産業おこしモデル事業委託料に

ついてお伺いします。 

  こちらの委託先と、事業内容お願いいたします。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  主査。 

○商工観光担当主査（中村佐登志君） 商工観光担

当主査、中村でございます。 

  産業おこしモデル事業につきましては、こちら

の事業につきましては、商工会さんのほうに委託

しておりまして、創業支援セミナー、それからシ

ニア創業支援セミナー、こちらの委託いたしまし

て、町内の事業者が増えるように方策を取ってい

るところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） ほかに質疑ありますか。 

  丸山委員。 

○委員（丸山妙子君） 丸山です。 

  ２点お願いします。 

  173ページ、産業観光課の成果のページです。

それの一番下２段なんですが、観光事業として稲

刈り体験やブルーベリーの摘み取り体験と書いて

あるんですけれども、178の新しい村のところに、

農体験農園交流事業の中で、ブルーベリーやラベ

ンダーの摘み取りについては降ひょう被害により

中止と書いてあるんです。このブルーベリーって

ちょっと違う、多分私新しい村じゃないかと思っ

ていたけれども別なのかちょっとお聞きします。 

  もう一つは、消費者対策事業です。決算書154

ページ、説明書181ページです。 

  若い方の相談が多いと聞いているんですけれど

も、一番若い方って何歳、大学生とかが結構相談

が多いかなと思ってその辺何歳なのかお願いしま

す。 

  以上２点です。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  副課長。 

○産業観光課副課長（榎本恭一君） 産業観光課副

課長の榎本です。 

  成果書173ページの下の２行にブルーベリーの

摘み取り体験ということで、大変申し訳ありませ

ん、こちらの昨年のままにしてしまいまして、お
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っしゃるとおり昨年は新しい村でブルーベリー摘

み取りできませんでした。ちょっと今回２か所こ

ういった間違いがありましたので、今後こういっ

たことがないようにしっかりとこちら確認をして

いきたいと思います。大変申し訳ありませんでし

た。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  主査。 

○商工観光担当主査（中村佐登志君） 商工観光担

当主査、中村でございます。 

  消費生活相談の関係につきまして、今すいませ

ん手元に年齢の分かる資料等ございませんが、や

はり実際にインターネットとかで中学生高校生利

用されておりまして、当然つないでしまうと、例

えばいきなりぽんと不正請求のような画面出てき

てしまう。そういったことに驚いてご相談にいら

っしゃるとか、そういったケースはございます。 

  手元にちょっとなくて非常に申し訳ないんです

が、こちらまた資料ちょっと見つけましてちょっ

とまた報告させていただければというふうに思っ

ております。よろしくお願いいたします。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 丸山委員。 

○委員（丸山妙子君） 丸山です。 

  ほかにブルーベリーのあるのかなって錯覚して

しまったので確認だったんです。 

  それで、観光事業としてと銘打っているんだけ

れども、この稲刈りや体験ブルーベリーと新しい

村の事業として私捉えちゃっていたので、観光事

業だったのかなと思って新しい村のところ読んで

もそんなこと書いてないんですけれども、そのあ

たり観光事業としてしっかりやっているのか、な

んかちょっと違うものが観光事業にしたほうがい

いんじゃないかな、新しい村の事業となっている

ので、その辺ちょっと誤解が受けやすいかなと思

って、ちょっとそれもう一回お聞きします。 

  あと、消費者対策事業の説明書181の中に、中

学新３年生に啓発冊子配布というのがあって、ち

ょっとさっき担当の伺って見せてもらったりした

んですけれども、結構中学生からしっかりと配付

を冊子を指し分けてくださっているんだなと思っ

て、それでさっきの質問になるんですけれども、

やはりそういうものを配ることで少し啓発でなっ

ていけばいいなと思ったので質問させてもらいま

した。資料のほうもし分かるようでしたら後でよ

ろしいですのでお願いします。 

  じゃ、その１点お願いします。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  副課長。 

○産業観光課副課長（榎本恭一君） 観光事業の関

係でございます。 

  この書き方が読み進めていかないと新しい村と

いうふうにいかないということで、どこで何をや

っている事業なのか分かりづらいというのかとい

うことかと思いますが、確かにそういった面があ

るかと思いますので、こちらの記述については、

今後改めていきたいと考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 丸山委員。 

○委員（丸山妙子君） 丸山です。 

  私の読み方がだったんですけれども、観光事業

って私としてはこの稲刈り体験とかブルーベリー

って新しい村の事業だと思っているんです。それ

で、ふきとかは春にイチゴの摘み取りとかで、今

ぶどう狩りもやっているんです。観光って結構そ

ういうぶどう狩りとか果物狩りは非常に人が集ま

って喜んで楽しんでやってくれるとかいうから隣

町で出ているので、観光事業ってもうちょっとた

だのブルーベリー狩りなんかそういう違うものう

ちの町の特産なんかのできるのかなと思ってちょ
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っと新しい村の事業と分けたほうがいいかなと思

いますので、その辺は要望として考えていただき

たいと思います。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） ほかに質疑ありますか。 

  丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） それでは、３点ご質問させ

ていただきます。丸藤です。 

  まず１点目は、３目農業振興費の中の143、144

ページの、農業災害対策特別措置事業補助金です。

これは、成果書の中でも26件ということで、金額

は236万9,032円、これも補正予算でもお聞きして

いますが、ほとんど梨関係の農家さんは全滅だと

いうふうな話でした。助かったのはネットをして

いたところだけだったというふうにお聞きしまし

たが、この交付件数の内容、もう少し詳しくご説

明をお願いしたいと思います。また、補正のとき

にもありましたけれども、その後これはこの補助

金交付に該当するということで、増えているんで

しょうか、その辺の内容についてもお尋ねしたい

と思います。 

  それから、２点目は149、150ページの商工業振

興事業で、商工会において新型コロナウイルス感

染症対策事業個別相談会を実施したということで、

これは、コロナウイルス感染拡大により、収入源

となった事業者への事業継続の支援ということな

んですが、個別相談を受けて、なおかつ具体的に

事業継続の支援を行っているのかというふうに私

は思っているんですけれども、この具体的な事業

支援、それはどうなのかということでお尋ねした

いと思います。 

  もう一つは、同じく店舗住宅リフォーム事業補

助金なんです。これは、令和４年度は店舗住宅合

わせて44件ということで、もうこの補助金もすぐ

好評で使われてしまうと。だとすれば、確か補正

も行っているというふうに記憶していたんですけ

れども、もっとこれは、地元の建設業者にも反映

されるのでどうなんでしょうか。もっと補正して

補助金を増額してもいいような感じもするんです

けれども、その辺の考え方についてお尋ねいたし

ます。 

  以上３点。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  主幹。 

○産業観光課主幹（鈴木 功君） 産業観光課主幹

の鈴木でございます。 

  決算書143、144ページの農業災害対策特別措置

事業補助金についてのご質問でございます。 

  まず、こちらの補助金につきましては、昨年６

月３日に発生いたしました降ひょうによる農業災

害が埼玉県農業災害対策特別措置条例に基づいた

特別災害に指定されたことに伴いまして、当町に

おいて降ひょうの被害を受けた生産者を対象に農

業生産力の維持を図ることを目的として、被害農

産物の回復等に当した経費に対しまして、埼玉県

と宮代町による助成を実施したものでございます。 

  具体的には、病害虫防除用農薬の購入費、それ

から受精または創製の回復用費用購入費、それか

ら代替策、または次期作用の資苗及び肥料購入費

の一部を助成するものでございまして、かかりま

す経費に対する助成となっております。この補助

金に関しましては、26件の農家の方が申請されま

した。 

  具体的な個別の野菜、あるいは果樹の品目でご

ざいます。まず野菜が、スイートコーン、ネギ、

ナス、枝豆、サトイモ、カンショ、カボチャでご

ざいます。果樹につきましては、梨、ブドウ、ブ

ルーベリー、キウイフルーツでございます。これ

らの品目に取り組まれている生産者の中で、先ほ

ど申し上げました次期作あるいは創製回復、病害
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虫防除、そういったものに対してかかった経費に

対しまして県と町のほうで２分の１ずつによりま

す支援を行ったところでございます。なお、この

降ひょうによる被害を受けまして、梨農家の方か

ら多目的防災網の支援に関しまして相談を受けま

して、こちらも成果書で記載させていただいてお

りますが、成果書の35ページでございます。下か

ら２つ目の黒四角でございますが、「農」のある

まちづくり担い手支援対策事業補助金、こちら農

業機械や栽培施設等に対します、農業者による当

市に関する補助でございますが、③番といたしま

して、園芸果樹生産担い手支援事業ということで

多目的防災網を新たに整備するという方に対しま

して、この降ひょう被害を受けた農家、直接お一

人から相談を受けまして、申請を受けて交付をさ

せていただいたところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  副課長。 

○産業観光課副課長（榎本恭一君） 産業観光課副

課長の榎本です。 

  まず、決算書150ページの個別相談会がどうい

うふうに支援につながったかというお話でよろし

いかと思いますが、個別相談会につきましては、

令和４年度合計で115件の相談があったかと思い

ます。その内訳の中で最も多かったのが事業復活

支援金の相談となっておりまして、この支援金に

つきましては、実際に補助金の申請に当たっての

お手伝いをしているというふうに聞いております。

ですので、こういった支援金として事業を支える

手続の支援がここの場で直接できたのかなという

ふうに考えております。ちなみにそのほかの相談

内容としましては、デジタル化ですとか、その他

の相談、経営相談と一般的な相談というのもあっ

たというふうに聞いておりますが、最も多かった

のは事業復活支援金ということですので、直接的

な支援につながったのかなというふうに考えてお

ります。 

  それから、決算書152ページの店舗住宅リフォ

ーム補助金の関係でございます。先ほどお話があ

りましたとおり、元々予算200万円のところを補

正で150万円増やしまして350万円になっておりま

す。なかなか建設関係の事業につきましては、先

ほどお話しした例えばＰａｙＰａｙですとかはな

かなかそういったところにはお金が回っていきま

せんので、そういったところにも対応するという

ことで、リフォーム補助金の予算を増額したとこ

ろでございます。ちなみに令和３年度につきまし

ては、やはりそういった理由もありまして、予算

を200万円ではなく300万円ということで、令和５

年度予算を計上しております。もっと増やしたら

どうかということにつきましては、ご要望として

お伺いしたいと思いますので、ご理解いただけれ

ばと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 

  再質問させていただきます。 

  まず、農業振興費の農業災害対策特別措置事業

補助金、これについての詳しい説明がございまし

たので、分かりました。ただ、後でということで、

災害された農家さんの多目的防災網の整備という

ことで１件あるということで、示されましたが、

これは規模にもよりますけれども、どれぐらいの

補助だったのか、参考にお示しいただきたいと思

います。 

  続けて、２点目の新型コロナウイルス感染症対

策事業個別相談会ということで115件あったとい

うことなんですが、その中で、成果としては事業

復活支援金につながったということなんですけれ
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ども、これは具体的に事業復活支援金というのは

交付されているんでしょうか。どういうルートで

支援金が行われているのか、その点につきまして

お伺いしたいと思います。 

  もう１点、３点目の店舗住宅リフォーム事業補

助金、これは、令和４年度も追加されております。

次年度においてもやはり好評であればまた地元の

業者の育成にもなるんであれば、私はいい面はい

い面としてもっと追加してもいいのかなというふ

うに思いますので、これは要望ですがよろしくお

願いしたいと思います。 

  その２点お願いいたします。 

以上。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  主幹。 

○産業観光課主幹（鈴木 功君） 産業観光課主幹

の鈴木でございます。 

  先ほどのご質問の多目的防災網の整備に対しま

す支援の内容でございますが、こちらの防災網設

備の施設の規模につきましては、20アール、

2,000平米でございます。補助対象事業費といた

しまして575万3,000円これに対しまして、こちら

の補助金につきましては、補助率が２分の１以内

となっておりまして、上限が250万円となってお

りますので、250万円、満額のほうを支援のほう

をさせていただきました。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  副課長。 

○産業観光課副課長（榎本恭一君） 産業観光課副

課長の榎本です。 

  事業復活支援金につきましては、国の補助金に

なっておりまして、経済産業省の補助金になりま

す。実際にそれが事業者さんのほうに支給された

かどうかというのはちょっと町が交付に当たって

交付金を支援する流れの中に入っておりませんの

で、ちょっと把握することができなく、大変申し

訳ありませんが、商工会を通じてそういった支援

ができているというふうに考えているところでご

ざいます。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 

  再々質問でございます。 

  最後の商工業振興事業の関係で、これは事業復

活支援金につながったということなんですけれど

も、国の補助金が支給されたかどうか把握されて

いないということなんですけれども、これは後で

も結構ですが、分かる範囲でどういうふうな国か

らの補助金どうだったかというのは把握されれば

また報告をしていただきたいと思います。 

  以上で終わります。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  副課長。 

○産業観光課副課長（榎本恭一君） 産業観光課副

課長の榎本です。 

  事業復活支援金の関係、商工会のほうに確認し

てみたいと思いますので、ありがとうございます。 

○委員長（西村茂久君） ほかに質疑ございますか。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（西村茂久君） ないようですので、以上

で産業観光課の質疑を終了いたします。 

 

────────── ◇ ────────── 

 

◎延会の宣告 

○委員長（西村茂久君） 本日はこの程度にとどめ、

次回は９月20日水曜日午前10時から委員会を開き、

引き続きまちづくり建設課関係の審査から始めた

いと思います。 
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  これにて延会いたします。 

 

延会 午後 ７時５６分 
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第 ４ 日 
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開会 午前１０時００分 

 

◎開会の宣告 

○委員長（西村茂久君） 皆さん、おはようござい

ます。 

  ただいまの出席委員は12名であります。定足数

に達しておりますので、９月15日に引き続き決算

特別委員会を開会いたします。 

 

────────── ◇ ────────── 

 

◎議案第２７号の審査（まちづくり

建設課） 

○委員長（西村茂久君） これよりまちづくり建設

課の審査を行います。 

  審議に入る前に、本日出席している説明員の紹

介をお願いいたします。 

○まちづくり建設課長（成田雅彦君） 皆さん、お

はようございます。まちづくり建設課長の成田で

す。今日はどうぞよろしくお願いいたします。 

○まちづくり建設課副課長（髙橋勝己君） まちづ

くり建設課副課長の髙橋です。よろしくお願いし

ます。 

○まちづくり建設課主幹（和田光春君） まちづく

り建設課主幹の和田です。よろしくお願いします。 

○道路担当主査（鷺谷栄一君） まちづくり建設課

道路担当主査の鷺谷と申します。よろしくお願い

します。 

○まちづくり建設課都市計画担当主査（島村明子君） 

  まちづくり建設課都市計画担当主査の島村です。

よろしくお願いします。 

○まちづくり建設課主幹（小林賢吉君） まちづく

り建設課主幹の小林です。よろしくお願いいたし

ます。 

○土地利用推進室長（石塚孝信君） まちづくり建

設課土地利用推進室長の石塚です。どうぞよろし

くお願いいたします。 

○上下水道室長（忽滑谷 和君） まちづくり建設

課上下水道室室長の忽滑谷です。よろしくお願い

します。 

○委員長（西村茂久君） 既に本会議において説明

済みでございますので、直ちに質疑に入ります。 

  なお、答弁に当たりましては、挙手、それから

所属、氏名を述べていただくようよろしくお願い

いたします。 

  一般会計分の歳入歳出と一括して質疑をお受け

いたしますが、企業会計は入りませんので、ご注

意いただきたいと思います。 

  質疑はありますか。 

  泉委員。 

○委員（泉 伸一郎君） 泉でございます。 

  ３点ほどお伺いいたします。よろしくお願いい

たします。 

  まず、１点目なんですが、決算書156ページ、

成果書が185ページになります。都市計画道路整

備事業、この中で185ページの四角い２番目です

ね。道路改良工事ということで、春日部久喜線

（町道第12号線）歩車道・地盤改良とあるんです

けれども、これにつきましてどのぐらい進められ

ているかということをお伺いいたします。 

  ２点目は、その下ですね、支障物件移設補償。

春日部久喜線の支障電柱等の移設とありますけれ

ども、これについても説明をお願いいたします。 

  ３点目なんですが、決算書160ページ、成果書

が47ページになります。東武動物公園駅東口周辺

整備事業、この中で、四角のところですね、実施

内容ということで、委託費が1,797万2,249円とい

うことで、こちらのほうの現地調査業務というこ

とになっているんですけれども、どのような進め

方をしているのかということをお伺いいたします。
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それとあと、その下のほうの負担金についても説

明をいただきたいと思います。 

  よろしくお願いいたします。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  副課長。 

○まちづくり建設課副課長（髙橋勝己君） まちづ

くり建設課副課長の髙橋です。 

  まず、決算書の156ページ、185ページ。まず、

町道12号線、都市計画道路春日部久喜線の進捗状

況でございます。 

  こちらのほう、今、用地で考えますと、進捗率

のほうが85.7％になってございます。残りについ

ては用地交渉を進めているところではあるんです

けれども、毎回同じような回答で申し訳ないんで

すけれども、なかなか用地買収のほうが進んでい

ない状況でございます。工事につきましては、用

地買収が終わりまして、土のうが置いてあるかと

思うんですけれども、沈下の終わったところから

歩道、車道のほう舗装等の工事を進めているとこ

ろでございます。 

  ２番目の、電柱のほうの補償という意味合いだ

と思うんですけれども、こちらにつきましては、

東電柱、ＮＴＴ柱があるんですけれども、こちら

のほうの移設について動かしていただく、計画道

路の外側に出していただく、民地側に出していた

だくというような形で電柱の補償のほうをお願い

して契約を行っている、お願いしているところで

ございます。 

  決算書160ページ、成果書の47ページの東口の

ほうの内容になってくると思うんですけれども、

こちらのほう委託料の1,797万2,249円ということ

で書かせていただいていると思います。こちらに

つきましては、メインとなるのはこちらの駅前広

場のほう、東口通り線も含むんですけれども、電

線共同溝、無電柱化を図るということで進んでい

る事業でございます。この駅前広場の中の無電柱

化のための設計ということで、委託のほうを出さ

せていただいているところでございます。 

  続きまして、負担金になるんですけれども、こ

ちらは埼玉県のほうが施工しております東口通り

線、こちらの駅前広場以外のところなんですけれ

ども、こちらのほうの用地交渉ですとか、あと用

地買収を進めているんですけれども、今、用地に

ついては全部買えたところではあります。こちら

の事業に係る負担金ということで、杉戸県土整備

事務所のほうなんですけれども、470万6,717円と

いうことで負担金のほうをお支払いしている状況

でございます。 

  進捗率になるんですけれども、こちらのほう、

用地のほうの進捗率なんですけれども24.9％とい

うことで、東武鉄道さんのほうおおむね了承が得

られていますので、こちらのほうを含めますと

62.9％ということで、進捗している状況でござい

ます。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 泉委員。 

○委員（泉 伸一郎君） ありがとうございました。 

  それでは、再質問させていただきます。 

  まず、１問目の都市計画道路のほうになるんで

すけれども、昨年度は4,764万9,500円だったのが、

一挙に大幅に増えていまして１億943万500円とい

うことで、相当進んだんだなと思ったんですけれ

ども、例えばメートルに直して大体どのくらいの

距離が今年度は進みましたとか、そういう細かい

数字も教えていただきたかったと思うんですけれ

ども、その点もう一度お願いいたします。 

  それから、あと、大体残りがあと何百メートル

あるのかとか、その辺もお願いしたいと思います。 

  ２問目の支障物件の件なんですけれども、こち

らここに支障電柱等と書いてあるので電柱だけで
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はないのだなと思っていたので、その辺の説明も

いただきたいと思っていたんですが、電柱しか言

われませんでした。昨年度は７本電柱を移設して、

224万2,917円だったんですね。今回は1,375万

6,545円ですから、大幅に増えているんですよ。

ですから、大体何本移設されたのかとか、あと電

柱以外にどういう部分に幾らの予算が使われたの

か、そういったものも説明いただければありがた

いなと思っていたんですが、よろしくお願いいた

します。 

  それから、３問目ですね。これなんですけれど

も、昨年の委託費が513万2,097円ということだっ

たんですよね。今回が一気に増えて1,797万とい

うことですから、相当数の何か仕事をされたんだ

なと思っていたんですけれども、先ほどの答弁で

すと、無電柱化の設計と言われていたんですけれ

ども、何か随分とそれにお金がかかり過ぎている

ような気がするんですけれども、その点もう一度

お願いいたします。 

  負担金については分かりました。 

  そうしますと、この委託費の中には土地交渉と

か、そちらの関係などのそういう委託とかは入っ

てないということでよろしいのかもついでにお聞

きいたします。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  主幹。 

○まちづくり建設課主幹（和田光春君） 主幹の和

田です。よろしくお願いします。 

  まず、１点目。決算書156ページ、成果書185ペ

ージ、町道第12号線の都市計画道路整備事業、町

道12号線の内容でございます。今回の工事につき

ましては、町道12号線の工事延長としましては、

約324メーターの工事を完了させております。 

  町道12号線については、両側の歩道に盛土をし

ながら進めておりますので、一概に両側が均等に

きれいに何メーターずつ進んでいくというのはち

ょっと難しいんですけれども、今町道12号線の延

長が約１キロ、1,040メーターあるんですけれど

も、そのうち現段階で564メーターの両側の整備

が完了しております。率にすると54.3％になりま

す。 

  続きまして、電柱移設の費用なんですが、こち

らについて、今ちょっと手元に電柱が何本動いた

かという資料がございませんので、すみません、

本数的にはちょっと申し上げられないんですけれ

ども、今回工事を実施した箇所でＮＴＴの電柱が

かかってくる、一部東京電力の電柱がかかってく

るんですが、こちら工事の支障となる部分の電柱

について移設費用を補償費として支出していると

いうことになります。 

  続きまして、決算書160ページ、成果書47ペー

ジ、東武動物公園駅東口の整備につきまして、先

ほど無電柱化という話があったと思うんですけれ

ども、令和４年度に実施しました設計の内容につ

いてでございますが、一番大きいところで駅前広

場基本設計業務委託、こちらが額的には一番大き

な委託になっております。 

  土地に関わる委託は発注されていないのかとい

うことなんですけれども、こちらについても土地

の鑑定評価、買収後の登記業務、境界確認の測量

分筆業務も入っております。 

  内容としては、土地に関わるものが４件、駅前

広場の基本設計で１件の業務委託、用地買収が完

了してからその用地を管理するために除草等の費

用も業務委託で発注しておりますので、こちらが

１件ですね。あと、繰越し分で物件調査ですね、

建物、用地買収入るときに建物の補償内容を調査

する委託が１件ございまして、それらを合わせて

1,797万2,249円ということで、全部で７件の業務

委託を発注しております。 
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  以上です。 

○委員長（西村茂久君） 泉委員。 

○委員（泉 伸一郎君） ありがとうございました。 

  それでは、再々質問させていただきます。 

  まず、１点目なんですが、564メートルで

54.3％進んだとお聞きしたんですけれども、最初

の答弁で85.7％と言われたのは、どのものを足し

て言われたのかということをもう一度お伺いいた

します。 

  それから、支障物件で、電柱以外もあるんでは

ないかということでお聞きしたんですけれども、

その点については答弁されていませんので、もう

一度お願いいたします。 

  それと、３点目なんですが、やはりそういう業

務委託も入っていたんだなということで納得いた

しました。用地買収に関しまして、まだ移動をさ

れていない方もいらっしゃると思うんですけれど

も、そういう場合、この後はどのように進めてい

くのかをまた最後にお伺いいたします。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  副課長。 

○まちづくり建設課副課長（髙橋勝己君） 副課長

の髙橋です。よろしくお願いします。 

  まず、先ほどの都市計画道路春日部久喜線の進

捗率ということで54.3％と85.7％ということで今

数字が出てきてしまっていると思うんですけれど

も、まず54.3％というのは工事に直した場合の進

捗率になってございます。初めに申し上げました

85.7％というのは、用地に関しての進捗率という

ことでご理解いただければというふうに思ってお

ります。 

  ２点目の電柱の補償ですね、今回につきまして

は、電柱以外の補償はございません。ＮＴＴと一

部東電ということでご理解いただければと思いま

す。 

  ３点目の、用地について今後はどのように進め

ていくのかということなんですけれども、こちら

東口の用地といたしましては、今後、今年度でき

れば今まで内諾をいただいている東武鉄道さんを

契約まで持っていければというふうに考えており

ますので、東武鉄道さんが進めば、それに伴って

コンビニですとか、あの辺が契約がいただけるの

かなというふうに思っています。最終的に残った

ところが問題かなと思うんですけれども、まずは

根気強く用地の交渉を進めさせていただければと

思っています。 

  今現在といたしましては、権利者の方とのお話

ができていないわけではございませんので、補助

金の関係ですとか予算の関係ですとか、そういっ

たものももろもろ併せまして交渉していきまして、

うまく契約ができればというふうには考えており

ます。最悪、事業、用地買収長引いてしまって難

しい場合につきましては、最終手段としての収用

ということも頭に置きながら、交渉の記録等をよ

く残して、そういうものに備えられればというふ

うに思って進めているところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） ほかに質疑ありますか。 

  深井委員。 

○委員（深井義秋君） 質問させていただきます、

深井です。 

  ３問質問させていただきます。 

  まず、１番目、決算書162ページで、説明書189

ページ。 

  ２番目が決算書の160ページで、説明書の180

…… 

〔「１個、１個」と言う人あり〕 

○委員（深井義秋君） １個、１個。 

  まず、１番目の、説明書の189ページの公園等
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環境管理事業、こちらの２番目に公園管理協定に

基づく住民主体の維持管理と書いてありますが、

こちらの下の、公園管理協定に基づく地区と書い

てあります。自治会と町の役割分担ですね。こち

らはどこの自治会でどういうふうな役割分担をさ

れているのか。 

  それから、公園管理の維持管理、これは年間何

回ぐらい、ここに町内57か所と書いてありますが、

年間何回ぐらい行っているのか、そういうことと、

あと下に公園管理の維持管理に関する費用、

2,419万461円と書いてありますが、この内訳を説

明お願いします。 

  ２番目。決算書160ページ、説明書188ページ、

こちらの一般住宅耐震対策事業、ここに主な実施

内容と書いてあります。この実施内容の中で、30

万と補助金が出して、令和４年度は補助金額30万

と書いてありますが、ほかの耐震診断補助とか改

修工事、あとブロック塀撤去補助、これがゼロな

んですね。何でこういう今年度はゼロにしている

のか。この内容と既存建物診断、下に書いてあり

ますが、これの利用の詳細説明というのをしてい

ないからゼロなんですか。 

  こういう中身の内容をどういうふうに皆さんに、

ここに広報と書いてありますが、説明が足らない

んじゃないかと思うんです。こういう細かい説明

をお願いします。 

  ３番目。説明書の49ページ、姫宮駅西側周辺活

性化事業、決算書ですと158ページでございます

が、こちらの周辺活性化事業で、令和５年度は都

市計画道路、令和５年から令和７年度整備すると

いうふうに書いてありますが、こちらの令和７年

度、目標では令和７年度と書いてありますが、こ

れはどういう進め方でこれから進めていくのか、

それを説明をお願いします。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  主幹。 

○まちづくり建設課主幹（小林賢吉君） まちづく

り建設課主幹の小林です。 

  それでは、今ご質問がございました公園等環境

管理事業、こちらについてご説明のほうさせてい

ただきたいと思います。 

  成果書のほうでいいますと189ページ、こちら

になります。 

  公園管理協定に基づく住民主体の維持管理とい

うことで、どこの自治会で役割分担はどうなって

いるんだということなんですけれども、こちらの

対象となっている自治会でございますが、姫宮北

団地、あと姫宮南団地、西原団地、ディアコート

西原台、金原、あと川端１、２、３と姫川１、２

地区、こちらまとまってになります。あと、中須

地区、あと新道集会所管理組合、宮代学園台団地、

あと和戸町内会、あとこちら和戸にありますディ

アコート、桃山台、こちらの12の自治会さんのほ

うと管理協定は、令和４年度のほうは締結を続け

ていただいております。 

  役割分担ということなんですけれども、役割分

担につきましては、こちらの表に書かれている内

容になります。基本的にこの内容で協定を結んで

いただいている自治会さんについては、地区内に

ある公園、そちらのほうの草刈りですとか、ごみ

の収集とか、こういったものをやっていただいて

いるのが現状となっております。 

  その続きですかね、街区公園等の維持管理とい

うことで、こちらの内訳ということでございます。

こちらの内容としましては、項目としましては水

道料金、あと電気料金、施設の修繕ですとか、草

刈り、樹木の剪定、遊具の点検、あと街区公園等

の工事、こちらのほうの費用をまとめたものがこ

ちらになります。 

  すみません、それで内訳のほうですけれども、
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電気、水道、修繕、消耗品、こちらのほうとして

は需用費のほうで267万2,611円、あと街区公園の

草刈り、樹木剪定の管理委託、こちらについては

1,567万6,850円、公園遊具の点検の委託、こちら

が93万5,000円、あと工事請負費、こちら490万

6,000円、こちらのほうが維持管理費の費用2,419

万461円の内訳となってございます。 

  公園等環境管理事業については以上でございま

す。 

  すみません、あと維持管理の回数ということな

んですけれども、草刈り、こちらにつきましては、

一応年２回から３回ということでやらせていただ

いています。剪定のほうについても、こちらのほ

うは場所によって１回という形でやっています。

遊具の点検につきましては、職員のほうの日常点

検につきましては月１回、業者のほうの点検につ

きましては年１回ということで実施させていただ

いているところでございます。 

  すみません、続きまして、耐震のほうの関係で

ございます。 

  成果書のほうは隣の188ページ、こちらでござ

います。 

  こちらのほう、建て替え工事の補助だけ30万円

入っていて、ほかがゼロになっているけれどもと

いうことなんですけれども、まずこちらのほう補

助金の制度になってございます。そのため、申請

がなかったので今回、すみません、うちのほうで

ゼロにしたかったわけではなくて、申請がなかっ

たのでゼロになってしまっているという、そうい

った状況でございます。 

  一応相談の環境ということなんですけれども、

一応こちらの体制のほうについてはホームページ

ですとか、あと広報のほうでこういう制度ござい

ますということでご案内のほうさせていただいて

いまして、あと10月に開催する防災訓練、こちら

の中でも周知のほうは図らせていただいていると

ころなんですけれども、昨年度、令和４年度、こ

ちらにつきましては、コロナのほうの感染防止対

策を講じながら役場の庁舎の中に相談窓口のほう

を設けさせていただきまして、７月、８月、９月、

月１回ずつ相談会のほうを実施させていただいて

いるといった状況でございます。 

  あと、また窓口や電話で随時ご相談ありました

ら、その際は対応のほうもさせていただいている

といった状況でございます。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  副課長。 

○まちづくり建設課副課長（髙橋勝己君） 副課長

の髙橋でございます。 

  続きまして、姫宮駅西側周辺活性化事業という

ことで、こちらにつきましては、まず予算的には

16万5,000円ということで、都市計画決定に向け

て昨年度動いていたわけなんですけれども、春日

部、あと埼玉県ですね、こちらと協議をいたしま

して、どうにか11月11日に都市計画の変更という

ことで都市計画道路春日部久喜線、こちらのほう

の都市計画の変更ということで決定をさせていた

だいているような状況でございます。 

  それに伴いまして、今後橋梁の設計ですとか用

地の測量ですとか入っていくんですけれども、ま

ずは都市計画道路のほうの整備を進めていきたい

と思っております。 

  なので、令和５年、今年度については、補償の

調査などの交渉ですとかを進めまして、あと春日

部のほうに負担金のほうでお願いしている橋梁の

設計ですとか、路線の測量のほうを進めてまいり

まして、宮代町といたしましては用地買収、どこ

まで用地が道路に係ってくるのかというところの

用地買収に向けての測量、こちらに入っていき、
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Ｒ６、Ｒ７というふうにかけまして用地の買収を

考えております。できればなんですけれども、３

年ぐらいで用地が買えればなというふうに考えて

おります。 

  土地利用につきましては、まだ検討中ではある

んですけれども、白地に抜けるのかという問題も

あるんですけれども、その辺を含めまして土地利

用のほうを同じくＲ５、６、７とかけて検討のほ

うを進めていければというふうに思ってございま

す。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 深井委員。 

○委員（深井義秋君） 再質問させていただきます。 

  最初のほうの公園管理協定のほうでございます

が、こちらのほうは各自治会で役割が、今言われ

たとおりに各町内会で行っているということであ

りますが、草刈りとかそういうところは各町内会

がまたこれを高齢者事業団に委託とか、そういう

ことをなさっているんでしょうか。各町内会で草

刈りを行っているのかお聞きします。 

〔「全部だっけ」と言う人あり〕 

○委員（深井義秋君） まだほかにもございます。 

  次に、２点目の一般住宅耐震対策事業、こちら

のほうもやはり町民にもう少し説明、広報とかホ

ームページとかで連絡をしているようでございま

すが、各町内会が76か所あるわけですから、やは

り各地区連絡会とかそういうところでやはりもっ

と細かく、こういうところで、例えばブロック塀

も宮代町にはかなり民間各所にあります。そうい

うところももう少し、こういうところに補助金が

出るとか、そういう連絡がないから、こういう町

への報告がないと思うんです。 

  やはりもっと小まめに、こういう補助金の、県

が助成できると、そういうことを一般の方にも連

絡すれば、もっと増えると思います。これもコロ

ナがあった云々じゃなくて、やはり町の対応があ

んまりに悪いんじゃないかと思うんです。そうい

う点、もう少し広範囲にやはりそういう、いろん

な連絡手段があるんですから、そういうところを

利用してお願いしたいと思うんです。そういう点、

お願いだけじゃなくてそういう細かく要請をお願

いしたいと思います。 

  それに対して今後どういう手続を踏むのか教え

てください。お願いします。 

  最後に、先ほどの姫宮地区の件でございますが、

こちらのほうも、用地交渉とかいろいろこれから

予算の検討もございます。やはり北春日部の区画

整理が決まっているわけですから、橋は春日部に

お願いする、工事のほうはお願いすると言ってお

りますが、そういう予算づけも早めに手続をして、

宮代町側のほうの都市計画道路、これも早めに進

めるようにすれば、春日部の区画整理が終わった

時点で早急に活用できると思うんです。それに対

して今後もっと積極的に進めるために、これはも

う当然県道になるわけでございますよね。そうい

う点お伺いします。 

  町として今後先ほどの言った用地交渉とか令和

５年度からと言っておりますが、もっと早めに進

める方法をお願いしたいと思います。それに対し

てお答えください。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  副課長。 

○まちづくり建設課副課長（髙橋勝己君） 副課長

の髙橋です。 

  まず、１点目の草刈りについて、委託をしてい

る自治会はあるのかというような内容だったと思

います。 

  こちらにつきましては、まず管理協定のほう地

元のコミュニティの一環ということでやっていた

だくものに対して、報償金というような形でお金
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を出させていただいているような状況でございま

す。 

  ただ、確かにおっしゃるとおり高齢化が進みま

して、自治会の中ではシルバー人材センターのほ

うに委託しているということを伺っているところ

もあるんですけれども、そこの内容については全

部町のほうで把握しているわけではございません

ので、報償金の中でやれるだけのことをやってい

ただいてというようなことになるのかなというふ

うに思います。 

  ２点目の耐震のＰＲにつきましては、先ほどの

説明のとおりなんですけれども、ホームページと、

あと刷り物等でＰＲしているところでございます。

あとは、耐震の会ということで地元の工務店さん

なりに協力をいただいているところではございま

す。 

  やはり、こういった耐震補助ということで、や

っぱり災害が起きないとなかなか自分事として考

えられないというところもありまして、言い方が

悪いのかもしれないですけれども、地震があった

後には申請が伸びたりということはございます。

なので、今の現状といたしましては、そのような

大きな災害がないということで、いいことだとは

思うんですけれども、その分申請のほうは減って

いるというふうに認識していただければというふ

うに思います。 

  ３点目の姫宮駅周辺の活性化事業になるんです

けれども、こちらのほう、都市計画決定の際にも

埼玉県と春日部市さんと協議させていただいてお

ります。もちろん北春日部地区の組合区画整理事

業ももう始まってございますので、春日部市との

協議のほうはさせていただきまして、その結果と

して、今年度については橋梁の設計と、あと路線

の測量のほうを春日部市で行うというような役割

分担がされております。 

  スケジュール的にもその辺は北春日部の区画整

理に合うように、宮代町といたしましては計画的

に用地買収を進めるというようなことで考えてお

りまして、１件支障な物件がございますので、そ

ちらについては先行で交渉をさせていただきまし

て、代替地を一緒に探すですとか、そういったご

協力もさせていただきまして進めているところで

ございます。 

  近々、地元のほうの事業の説明会をさせていた

だく予定でいますので、その際には、田畑あると

思うんですけれども、そちらのほうのご協力につ

いてお願いしていきたいというふうに考えている

ところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 深井委員。 

○委員（深井義秋君） 再質問をさせていただきま

す。 

  先ほどの草刈りのほうでございますが、これは

各町内会で町が補助金を出すからということであ

りますが、各町内会も先ほどおっしゃったように

高齢化が進んでいるということで、なかなか草刈

りもできない状態であります。 

  それで、この下に、その他負担金と書いてあり

ますが、この負担金というのはどこの部分の負担

金でございますか。お答えください。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  副課長。 

○まちづくり建設課副課長（髙橋勝己君） まちづ

くり建設課副課長髙橋でございます。 

  すみません、草刈りにつきましては補助金とい

うよりも、先ほどのとおり報償金ということで出

させていただいておりますので、ちょっと考え方

的に地域のコミュニティというふうに考えていた

だければというふうに思っております。 

  どうしても高齢化が進んでいるところにつきま
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しては、草刈りのほうを辞退させていただきます

というふうにおっしゃっている地区もございます

ので、その辺も含めまして、報償金の制度ですと

か役割分担というのは、後々は考えていかなくち

ゃならないのかなというふうに思ってございます。 

  ただ、町のほうといたしましても、年に２回程

度が基本となるような形で除草のほうさせていた

だいておりますので、予算の兼ね合いもございま

すけれども、地元の方のご協力もいただかないと

なかなか難しいところもございます。 

  実際、シルバー人材センターのほうも人材が不

足しておりますので、草刈りのほうやっぱり同じ

時期に集中しているような状況でございますので、

そうするとどうしても町のほうがお願いしたとし

ても、時間差が生まれてしまうというようなこと

がありますので、なるべくそうならないようには

しているつもりなんですけれども、ちょっと草が

最近生えるのが速いような状況になっていますの

で、なるべくいい方向で進められればというふう

に環境を整備していければというふうに考えてお

ります。 

  その他の負担金ということで、6,000円上がっ

ていると思うんですけれども、こちらにつきまし

ては、埼玉県の都市公園整備促進協議会の負担金

ということで6,000円上げさせていただいている

ような状況でございます。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） ほかに質疑ありますか。 

  塚村委員。 

○委員（塚村香織君） 塚村です。 

  大きく２点で、何点かその中で質問をさせてい

ただきます。 

  決算書の155、156の道路維持管理事業について

です。成果書では184ページです。 

  こちらからまず３点なんですが、１点目が道路

側溝清掃業務委託料についてです。こちらの内容

を詳しく教えてください。 

  ２点目がその下、道路清掃業務委託料です。こ

ちら予算では50万円となっておりましたが、決算

金額は120万円ということで、どのようなことを

していただいたのか、こちらも詳しくお伺いいた

します。 

  ３点目がその下、街路樹管理業務委託料と道路

除草業務委託料、こちらは184ページにございま

す、これ合わせて734万円という感じなんですが、

こちらの道路の除草ということで、例えばどの辺

りを除草いただいているのか、ちょっと細かい内

容になってしまうんですが、例えば通学路になっ

ていたりすると草でちょっと通りづらいとかそう

いうこともあったりもするのかなと。どの辺りを

されているのかお伺いいたします。 

  次に、決算書の161、162ページの公園等環境管

理事業です。成果書の43ページとまた189ページ

もございます。こちらから２点質問をさせていた

だきます。 

  こちらの街区公園の草刈りなど、前段でも詳し

くご説明いただきましてよく分かったんですけれ

ども、こちらの草刈り委託料ございまして、年に

二、三回ということで、年々やはりこの気候で草

の環境というのも変わってきている中、二、三回

ということでずっと予定されているということで、

シルバーさんのスケジュール等もございまして二、

三回が限度なのかなという感じなんですが、現状

は、やはり年々草が伸びて使えない期間が出てき

てしまっているという状況であります。 

  それで、これからどうしていかれるのかという

ところで、いろんな選択肢があると思うんですけ

れども、例えば草自体を、高い草が生えないよう

なグラウンドプランツとかという、そういったそ

ういうものを植えて低い草にするとか、あとは先
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ほどもございましたけれども、自治会のご協力と

いうことで、高齢化でできない地区もあるんです

が、若い地区だと自治会のご協力というのも併せ

て、町と一緒に自治会でご協力することによって

常にきれいな環境、遊べる環境になるということ

もあると思うんですが、そのあたりのことも少し

どのように、今では足りていないというか、きっ

とご要望もたくさんいただいていて担当の方も心

苦しいと思うんですね、住民の方へのご説明とか。 

  そういったことも含めまして、どのように考え

ているのか、少し長くなりましたけれども、教え

ていただければと思います。 

  最後に、この下の工事請負費の街区公園等ベン

チの交換ということで、こちらの内容、何台をど

こにというか、詳しく教えていただければと思い

ます。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  主幹。 

○まちづくり建設課主幹（和田光春君） 主幹の和

田です。 

  １問目、決算書155、156ページ、成果書184ペ

ージの道路維持管理事業についてご説明申し上げ

ます。 

  まず、道路清掃業務委託につきましては、こち

らが９件ございまして、内容については道路に、

すみません、側溝清掃業務委託です、申し訳ない

です、が９件ございまして、こちらの町内の側溝

にたまった堆積物を掃除するような形になります。

場所についてはちょっと様々なんですけれども、

字百間、笠原、東粂原、姫宮、駅の西口の大通り

沿いとかですね、町内至るところにあるんですが、

側溝清掃、道路の排水に影響のあるような堆積に

対して、道路パトロールや苦情の内容を基に町の

ほうで清掃している状況でございます。 

  続きまして、道路清掃業務委託なんですけれど

も、こちらにつきましては、歩道がある道路、歩

道がある道路には縁石があるんですけれども、縁

石の脇に砂がたまりますとそこから草が生えたり、

縁石に水抜きの穴が設けてあるんですけれども、

そちらの排水が滞ったりいたしますので、町内の

歩道がついている道路、幅員が広めな道路になる

んですけれども、そちらについて道路清掃車を走

らせて掃除するという内容になっております。 

  すみません、先ほど道路側溝清掃が９件と言っ

たんですが、申し訳ないです、訂正させてもらい

ます。側溝清掃は３件で、道路清掃が６件になり

ます。 

  道路清掃の内容につきましては、今言った歩道

の部分と、ちょっと落ち葉が落ちて道路が滑りや

すくなるとか、そういったものについても単発で

対応しているような状況でございます。 

  続きまして、除草、樹木管理業務委託、こちら

については、除草と樹木管理合わせて26件の委託

を発注しております。 

  内容につきましては、まず街路樹につきまして

は、街路樹の薬剤散布ですね、町内にある街路樹

について消毒の作業を行っています。街路樹の剪

定業務ですね、こちらは町内の街路樹が生えてい

るところで剪定を実施しております。 

  続きまして、道路の除草についてなんですけれ

ども、こちらは宮代町の道路担当のほうで管理す

る道路敷地内に生えてしまうような草を、今まで

苦情等を全て集計してある程度場所が把握されて

いますので、そちらについてシルバー人材センタ

ーさんのほうと契約を結んで年に２回から３回程

度実施しているような状況でございます。 

  それとは別に、町内の建設業者のほうと単価契

約をいたしまして、ちょっと川沿いの危ないとこ

ろというか、シルバー人材センターだとちょっと
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施工現場が厳しいようなところについては、町内

業者の単価契約で除草を行っております。主には、

河川沿いの健康マッ歩の道路から１メーターは、

のりの部分についても町のほうで管理しなくちゃ

いけないというのがございますので、そちらの部

分が主となっております。 

  それ以外に、単発的な苦情とか、草の生え方も

ちょっと天候によっても変わってきますので、そ

ちらについて苦情があるところについて対応して

いる状況です。もちろん苦情の中には通学路で子

供が通りづらくなっているというところもかなり

多くありますので、通学路に関しては早急に対応

させていただいているような状況でございます。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  主幹。 

○まちづくり建設課主幹（小林賢吉君） まちづく

り建設課主幹の小林です。 

  それでは、ご質問がございました公園等環境管

理事業、こちらについてご答弁させていただきた

いと思います。 

  決算書では161ページ、162ページ、成果書のほ

うでは189ページでございます。 

  まず、１点目の草の発育の関係なんですけれど

も、委員さんもご心配いただいてありがとうござ

います。我々も最近、草の発育が良すぎて非常に

困っている状況にはなっています。 

  そういったこともありまして、今年度ちょっと

試験的ではあるんですけれども、風土記の丘公園、

あちらのところに防草シートを張らせていただい

て、除草の、草のほうの発育のほうを抑えるよう

なものをちょっと試験的に入れさせていただいて

います。ちょっと草の回数、どうしてもやはり予

算の関係とかもございますので、ちょっと増やす

というのが正直厳しい状況になっております。そ

れなので、ちょっと風土記の丘公園の状況を見さ

せていただいて、効果があるというのが見られる

ようであれば、ちょっとほかのそういったものが

適する公園があればそういったものもちょっと活

用して、草のほうの発育を抑えていければという

ふうに考えているところでございます。 

  続きまして、ベンチの交換の関係でございます。

こちらのベンチの交換工事、こちらにつきまして

は、箇所数としましては10か所の公園でベンチの

交換工事のほうさせていただいております。10か

所の公園のほう名称説明させていただきますと、

沖の山公園、あと宮代台北遊水池公園、和戸児童

公園、高野川児童公園、学園台あおぎり公園、新

道児童公園、西原台公園、古利根川児童公園、に

じ広場、姫宮東公園、こちらの10公園でございま

す。 

  その公園の中でベンチのほうを新たに20基、も

ともとあったベンチのほうを25基ほど撤去させて

いただいて、コロナ対応のベンチのほうに交換さ

せていただいたところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） ここで休憩いたします。 

 

休憩 午前１０時５８分 

 

再開 午前１１時１３分 

 

○委員長（西村茂久君） 再開いたします。 

  塚村委員。 

○委員（塚村香織君） 塚村です。ありがとうござ

いました。 

  再質問をさせていただきます。 

  まず、156の道路維持管理事業についてです。

こちらの道路側溝清掃業務については３件という

ことで、ご要望があって、また、浸水してしまう
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ような箇所を毎年定期的にしてくださっているの

かなとは思うんですが、側溝清掃について、例え

ばこの３件でこの80万円というのは、かなり金額

もするかとは思いますが、ご要望があった箇所を

これからしていただけるということができるのか

というのと、あと、この側溝清掃の場所なんです

けれども、例えば、側溝清掃は各地区で自治会単

位でされているとは思うんですけれども、その中

でも例えば、公共施設についているというか公共

施設側のほうというか、例えば、具体的に言うと

中学校とか小学校とかのそこの学校のほうについ

ている側溝についての掃除というのは、やはり自

分の自宅側のところはやっても、そちら側はどう

なのかなというので、その辺が曖昧でずっとして

いない状況で、また、そういった雨が降ったとき

に側溝がどうなるのか心配だというお話とかもあ

って、そのあたりの定義というか、どういうよう

になってご要望をいただいて、実際にやってくだ

さるまでってどういう判断基準というか、されて

いるのかそのあたりのことを教えてください。 

  ２点目の道路清掃業務に関しては、予算では50

万円でしたけれども、先ほど、縁石のところに砂

が詰まっていたりというところで、丁寧にそこを

見ていただいて増やしていただけたということで

承知をいたしました。 

  ３点目の道路除草業務なんですが、おっしゃっ

ていたように、やはり通学路なので気になるとい

うのは近隣の方もいつも気にされているような状

況だと思います。 

  そんな中でもやはり年に二、三回というところ

で、伸びている時期も結構ある、そのままになっ

ているという時期があります。 

  先ほど公園のほうでもおっしゃっていましたが、

そこに防草シートとかを敷くというそういう試験

的にもしていただいて、それを見て今後やってい

ただけるということだったんですが、やはり草刈

りに関しては本当にやっている方も夏場は大変だ

と思いますし、ただ、道路でのその危険性という

のもあると思うので、私ちょっと提案をしており

ますのが、防草砂というのを宮代のごみを焼却し

て、その後にまた焼成をして有害物質を取り除い

たものを防草砂としてつくっているメーカーがご

ざいまして、それを宮代で出したごみなのでそれ

を施工すると、やはり先日の一般質問でもさせて

いただいたんですが、コストはかなりかかってし

まうんですけれども、循環型ということでそうい

うことも考えて多少コストはかかるんですが、そ

ういった安全な状況をずっと維持できるというこ

とと、あとシルバーさんたちのお体の体調のこと

ですね。夏場にやはり草が伸びて、それをしてい

ただくというのもかなり重労働だと思いますので、

そういうこととかも踏まえて、なるべく必要なと

ころだけに草刈りをして、そういう砂を使える場

所には使っていただきたいというようなちょっと

気持ちがあるんですが、そういうコストの面もあ

って防草シートのほうがお安いのかもしれません

が、その環境、自分の出したごみということで、

そういうことも踏まえてちょっと考えていただき

たいなと思うんですが、その辺のことをもう一度

最後にお伺いいたします。 

  次に、161ページ、162ページの公園等環境管理

事業についてです。 

  こちらの内容も詳しく教えていただいたので、

分かりました。 

  こちらもまずは、草刈りのことになってしまう

んですが、成果書の43ページに公園の地域のオリ

ジナルパークを作ろうというこういった事業も行

っていらっしゃいまして、これについてもやはり

その土台になる公園の環境ということで、やはり

その草とかその状態を維持するというところもあ
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ると思うんですが、やはりこういう事業をされる

ときというのは、そういう状況というのはどうい

うような管理をしていくのか。 

  例えば、それに草の状況に合わせてこういう、

例えば、こちらに書いてございますこういうカフ

ェとか移動販売とかというこういう人が集まる場

所をつくる場合でも、やはりその土台の環境整備

というのが必要になってくるとは思うんですが、

そのあたりのことは、それも一番のことが草刈り

なのかなと思うんですが、それをどう考えていく

のか。 

  あと、こちらにそれぞれ特色のある公園をつく

っていこうということで、これからまずは、モデ

ルが２つで、これから増やしていこうとは思うん

ですけれども、本当にこういう公園の活用という

ことでは、すごい今、本当にただあるというだけ

なので、すごくいいなと思うんですが、その特色

を出す前のそういった環境のことで、ちょっとも

う一度併せてお伺いできればと思います。 

  それで、先ほどちょっと聞き忘れてしまったん

ですが、このベンチはこの箇所で分かったんです

けれども、この修繕ということで、どこを直して

いただいていたのかということをお願いいたしま

す。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  副課長。 

○まちづくり建設課副課長（髙橋勝己君） 副課長

の髙橋でございます。 

  まず、決算書のほう155、156ページ、成果書

184ページのほう、道路側溝の清掃に関すること

でございます。 

  こちらのほうなんですけれども、今大雨が降っ

たりした場合、降らない場合においても道路のほ

うのパトロールのほうはさせていただいている状

況でございます。なるべく側溝等の状況も把握し

ようと思っているところではございますが、やっ

ぱり目の届かないところもございますので、近く

の近所の方のご連絡を受けて、なるべく対応して

いきたいというふうに思っております。 

  公園の関係もそうなんですけれども、やっぱり

地元の方、高齢化が進んでおりますので、なるべ

くご負担がないようにというふうに考えておりま

して、できる範囲、予算の範囲ではございますが、

道路のほうの側溝清掃のほうはなるべく町のほう

でやっていきたいとは思います。 

  ただ、予算の限りがあるということと、道路側

溝といたしましての機能、雨水が流れているか流

れていないかというところもありますので、今ま

でよりも多少は沈殿物、砂とか堆積があるところ

も出てきてしまうかと思うんですけれども、冠水

に影響がないようなぐらいの対応ができればなと

思っております。 

  確かに、住宅側じゃなくて学校側のほうはどこ

がやるのという話が多分出てきたりもすると思う

んですけれども、そういうところについても、ま

ずは堆積物が多いような場合、町のほうにちょっ

と連絡を入れていただいて、うちの担当のほうで

も確認しますが、なるべく地元の方のそういった

ご相談に対応できるように動いていければという

ふうに思っております。 

  提案という形でいただいている防草砂ですとか

そういった新たなものというのは、なるべく取り

入れていきたいなというふうに思ってございます。 

  一応、草が生えてしまっている樹木のますです

とかそういったところについては、植え替えても

樹木が育たないようなところについては、カラー

のコンクリートのようなものでちょっと塞いでし

まったりという形で対応はさせていただいている

ところではございます。あと、防草シートとかも
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有効かなというふうには思っております。 

  なるべく、そういった、そもそも草が生えない

ようなメンテナンスフリーになるような形で再整

備ができたらなというふうに考えておりますので、

ご理解いただければというふうに思っております。 

  続きまして、決算書の161ページ、162ページ、

成果書のほう43ページの地域のオリジナルパーク

を作ろうのお話だと思いますけれども、こちらの

公園の活用ということで、今の環境、やっぱり草

が生えてしまっているところをどうしていくのか

というところが問題になってくると思うんですけ

れども、なかなかこれが難しい課題ではあると思

っています。 

  例えばなんですけれども、道佛の公園があるか

と思うんですけれども、あちらの公園は基本的に

ダスト舗装というもので整備されている状況でご

ざいます。ここだけじゃなくて、ほかでもそうい

った形で整備されているところがあるんですけれ

ども、やっぱりあまり使われていない端から草が

侵食してきていて、どんどんそれが広がっていく

ような状況になってございます。なかなか難しい

んですけれども、下のほうに生えている根っこが

つながっているような草については、元からどう

にかしないとならないのかなというふうに思って

いますので、なかなか難しい判断ではあると思う

んですけれども、根元からどうにか駆除できるよ

うなやり方があるのかないのか、例えば、何分割

にしたところで立入りを禁止して、そういう整備

ができればというふうには考えているんですけれ

ども、ちょっと具体的にどういうふうにすればい

いのかというのは、まだ今検討中ではございます。 

  あと、やっぱりコストのほうがかかりますので、

その辺を見極めながらにはなるかと思うんですけ

れども、問題解決に向けていきたいというふうに

は思っております。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○まちづくり建設課主幹（小林賢吉君） まちづく

り建設課主幹の小林でございます。 

  それでは、修繕の内訳ということでご説明をさ

せていただきたいと思います。 

  決算書のほうですと161ページ、162ページでご

ざいます。 

  修繕のほうの内訳なんですけれども、すみませ

ん、公園名と内容ということでご説明をさせてい

ただきます。 

  公園につきましては、和戸横町第２公園、こち

らのほうですね、水飲み場のほうが壊れましたの

で修繕をさせていただいております。 

  宮代台南遊水池公園、こちらについてはバック

ネットの修繕を行っております。 

  和戸児童公園、こちらについては遊具のほう、

一部の遊具にはなってしまうんですけれども、塗

装のほうをさせていただいているところでござい

ます。 

  高野川児童公園、こちらについては砂場のほう

に草が生えてきてしまったのもあったので、砂場

の砂を補充のほうさせていただいております。 

  学園台身代児童公園、こちらについては照明の

ほうの修繕のほうさせていただいております。 

  続いて、学園台宮前幼児公園、こちらは公園灯

の修繕とあと水飲み、こちらの修繕をさせていた

だいております。 

  新道児童公園、こちらについてはベンチの撤去

と公園灯の修繕です。 

  続きまして、宮代中央公園、こちらにつきまし

ては、複合遊具の滑り台の座面のほうの修繕のほ

うさせていただいております。あと、併せて砂場

の砂のほうも追加をさせていただいたところでご

ざいます。 
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  前原公園、こちらについてはスプリング遊具を

撤去させていただいております。 

  道佛南公園、こちらはフェンスの修繕と水飲み

場のほうを修繕させていただいております。 

  続きまして、桜の道公園、こちらのほうも水飲

み場のほうを修繕させていただいております。 

  続きまして、にじ広場、こちらあずまやの屋根

のほうを修繕させていただいております。 

  姫宮東公園、こちらのほうは鉄棒を撤去させて

いただきました。 

  姫宮南いか公園、こちらのほうはブランコのほ

うを修繕させていただいております。 

  最後に、はらっパークでトイレの呼出し装置の

ほうが壊れましたので、こちらの交換をさせてい

ただいております。 

  こちらのほうが一応修繕の内訳となっておりま

す。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 塚村委員。 

○委員（塚村香織君） 塚村です。 

  丁寧にご説明をいただきましてありがとうござ

いました。 

  先ほど１点目のほうの道路維持管理事業の側溝

についてご要望があればということで、住民の方

も誰に言っていいのか分からないというところも

ございまして、それで、だったので、今逆にそう

いう場所を教えていただきたいというところだと

思いますので、それで本当にそこがそういう詰ま

ってしまう場所なのか、大丈夫な場所なのかとい

うのは町のほうで見て、それで、側溝掃除が必要

なのか必要じゃないのかというのは判断いただけ

ればと思いますので、まず、ここがずっと何も手

がつけられていないよとか、そういうお話という

のは、本当に住んでいる地域の方しかちょっと分

かりづらいと思いますので、そういう方にお知ら

せくださいというようなアナウンスですね、そう

いった情報をぜひ流していただければと思うんで

すが、何かそういうような流れでしていただける

かどうかお考え、ご検討いただけるかどうか最後

にお伺いいたします。 

  次に、道路の草刈りについてもご丁寧にいろい

ろご説明いただきまして、また、ご検討もいろい

ろされているということで承知をいたしました。

その中で、やはり地域の方も通学路に関してはす

ごい意識をお持ちなので、まず、そこからぜひ取

り組んでいただければと思います。ご要望いたし

ますので、お願いいたします。 

  続きまして、161ページ、162ページの公園等環

境管理事業についてです。 

  こちらも修繕についても本当に細かく見ていた

だいて、すぐに修理していただいていることが分

かりました。 

  公園に関して雑草のこともそうなんですが、あ

ともう一つご要望というか、地域の方から多いの

が、フェンスがないところで危ないという、例え

ば、そこの公園でボールを使っていいかどうかと

いうそこもあるとは思うんですけれども、そうい

うお話もあって、今後そういったご要望でこうい

うフェンスをつけていただくというか、そういう

ことができるのかということを、はい、最後にお

伺いいたします。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  副課長。 

○まちづくり建設課副課長（髙橋勝己君） 副課長、

髙橋です。 

  まず、１点目の道路側溝の清掃についてのアナ

ウンスについてなんですけれども、こちらのほう、

区長さん代わっての説明であったり、そういう場

で説明ができればなと思っております。 
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  続きまして、除草について通学路から着手して

いってほしいということで承知いたしました。 

  公園について、フェンスの要望についてどのよ

うにしていくのか方向性をということなんですけ

れども、例えば、道佛地区で言いますと、きりか

ぶ公園であったりというところが、フェンスとし

ての寄せ植えがなくなってしまったりというよう

な状況が見受けられますので、そういうところに

ついては予算のほう要望ができたらなというふう

には思っております。 

  ただ、ボール等についての高いフェンスについ

ては、基本的には街区公園でゆっくり遊んでいた

だくということが基本的な公園のルールと言いま

すか、迷惑のかからない程度にというところもあ

りますので、基本的には高いフェンスについては

設置する予定はございません。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） ほかに質疑ありますか。 

  小河原委員。 

○委員（小河原 正君） 小河原です。 

  １点だけ聞きたいと思います。 

  ページ数はどこだと言われてもいっぱいあるん

で。というのは、道路の拡幅の問題で聞きたいん

です。 

  今、宮代町あちこちいろいろ道路の拡幅してい

ますよね。それもすんなり全部予定どおり拡幅で

きないところがある。これはいろいろ地権者のい

ろんな考え方で、また、家庭の事情があって拡幅

できない。これはやむを得ないというか、何とか

なればなという考えですよね。 

  そこで聞きたいのは、最近、これは課長に聞き

たいんだけれども、その地権者がなかなか返事を

しない。理由は幾つかあるかもしれないけれども、

法的に何か最近その拡幅できない対策が国で何か

やっているようだと、そういうのをちょこっと耳

にもしたんだけれども、そのこと本当なのかどう

か、聞かせてもらいたいなと思います。その１点

だけです。 

  そうすれば、町もいろいろ拡幅するのに、いろ

いろ地権者に頭下げたり、お願いしたり、それで

もできない。それを法的にできるようになれば、

相当力になると思いますよね。そういうことを考

えて、これからの道路行政がよくなることをお願

いしたいわけだけだけれども、私も期待をしてい

るわけですので、そういう法律が変わるらしいと

いうのをちょこっと耳にしたんだけれども、もし、

それが事実かどうか聞かせてもらいたいと思いま

す。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  課長。 

○まちづくり建設課長（成田雅彦君） まちづくり

建設課長の成田でございます。 

  お答えいたします。 

  道路拡幅の際に一番今ネックとなっております

のが、相続をしていない箇所があるというところ

なんですよね。相続さえしてあれば、交渉次第で

は何とかうちのほうで粘り強く交渉に当たりまし

て、今までもそうなんですけれども、ご理解いた

だいてご契約のほう結んでいただけたわけなんで

すが、相続をしていないと、どうしてもその先に

進まないというのが今まで足止めになっていた理

由でございます。 

  それで、全国的にも今問題になっておりまして、

所有者不明土地の発生予防ということで、不動産

登記制度の見直しがありました。これによりまし

て、令和６年４月１日から相続登記が義務化され

ます。３年以内に登記をしなければ10万円以下の

過料が科せられるようになります。過去の相続分

についても義務化の対象となりますので、施行日
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または不動産を相続したことを知ったときのいず

れか遅い日から３年以内に申請する義務を負うこ

とになります。 

  今、大変問題になっているのが12号線です。12

号線でも未相続の件がございまして、施行日から

３年以内に申請しなければなりませんので、その

こともこういう制度ができたということを権利者

に丁寧に伝えて、今後交渉に当たりたいと考えて

おります。よろしくお願いいたします。 

○委員長（西村茂久君） 小河原委員。 

○委員（小河原 正君） 今、説明されたことがど

んどん進めばよい結果が出ると思いますので、そ

れでもいろいろ大変だとは思うけれども、一つ頑

張って道路づくりをお願いしたいと。力になって

もらえると思いますので、期待をしておりますの

で、よろしくお願いします。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） ほかに質疑ありますか。 

  土渕委員。 

○委員（土渕保美君） 土渕です。よろしくお願い

いたします。 

  説明書49ページの姫宮駅西側周辺活性化事業に

ついて、決算書は158ページになります。 

  延伸部分に関しましてちょっと質問させていた

だきます。 

  延伸部分は、ほとんどが田んぼであります。そ

の際に田んぼを分断して道を造るわけですけれど

も、その際に道が出来上がりました。でも、田ん

ぼに対して水路とかの確保はどうなるのかとか、

あとは、１軒だけ家がありますけれども、隼人堀

近くの、そこは理解ある地権者と聞いて、立ち退

きは了承を得ていると聞いていますけれども、そ

の後変わりはないのか。 

  あと、その道沿いが産業系土地利用等を検討し、

民間企業の立地誘導をできる地域で活性化を目指

すとなっていますが、その際、今ここで声を上げ

ているディベロッパーとかあるのかどうか、それ

をお聞きします。 

  そこ１件だけです。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  副課長。 

○まちづくり建設課副課長（髙橋勝己君） まちづ

くり建設課副課長、髙橋でございます。 

  まず、１点目の都市計画道路春日部久喜線の延

伸の部分なんですけれども、こちらの田んぼが分

断されるようなところについての対応になるんで

すけれども、これから用地のほうの測量に入らせ

ていただきまして、交渉進めていくんですけれど

も、その際に設計のほうも同時並行的に進めてい

かなくてはならないと思います。 

  道路の設計のほかに、先ほどのおっしゃられて

いる水路の切り回しについても設計もかけさせて

いただいて、田んぼ続ける方に対しても続けられ

るような形での整備をしていかなくてはならない

というふうには思っております。 

  ２点目の支障となる移転対象の方がいらっしゃ

いますけれども、そちらのほうの進捗状況といた

しましては、昨年度からお話はさせていただいて

いるんですけれども、今年度についても引き続き

交渉させていただきまして、おおむね理解はいた

だいているんですけれども、どうしても移転先が

見つからないということでご相談を受けていると

ころでございます。 

  条件的なことをいろいろ聞かせていただいた上

で、それにあったような土地について今探してい

る状況ですので、若干今、権利者様については待

っていただいているような状況にはなってござい

ます。 

  今後のスケジュール的には、来年度お話がまと

まれば、早い段階に契約させていただいて、移転
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のほうを進めていただければというふうに、その

ようなスケジュール感で今動いているところでご

ざいます。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○まちづくり建設課主幹（小林賢吉君） まちづく

り建設課主幹の小林でございます。 

  姫宮駅西側周辺活性化事業、こちらの成果書で

言いますと49ページ、こちらの産業系の土地利用

を検討し民間企業の立地誘導ということでご質問

ございましたが、現時点でこちらの土地について

進出したいだとかそういったお話は特に企業さん

からは出ていないのが現状でございます。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 土渕委員。 

○委員（土渕保美君） それでは、再質問させてい

ただきます。 

  道路の土地を要するに取得する際に、県道とし

て扱うのか、町道として扱って購入するのか、そ

の１点と、これは立ち退く際の１軒の家ですけれ

ども、立ち退くということがどれだけ心身ともに

大変なことかというが、皆さん十分に承知だと思

いますけれども、ぜひとも地権者の意見に寄り添

っていただきたいと、これは要望いたしますので、

よろしくお願いいたします。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  副課長。 

○まちづくり建設課副課長（髙橋勝己君） 副課長

髙橋です。 

  まず、１点目の春日部久喜線が将来的に県道と

するのか、町道のままの管理となるのかというよ

うなことについてなんですけれども、こちらにつ

いては引き続き町道として整備して管理を行って

いく予定でございます。 

  ２点目の移転者についてでございます。 

  なるべく移転者のご希望に沿えるようなところ

を探させていただいているような状況でございま

すので、引き続き情報を共有しながら、関係性を

悪くしないような形で交渉のほうを続けさせてい

ただければというふうに思ってございます。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） ほかに質疑ありますか。 

  丸山委員。 

○委員（丸山妙子君） 丸山です。お願いします。 

  １点目は、岸辺遊歩道整備事業です。説明書42

ページです。 

  その文章の中で健康マッ歩の現状確認というん

ですけれども、それで今考えているところは健康

マッ歩からはちょっとずれている感じになるんで

すけれども、そのあたりどうなっているのかとい

うことと、今回の行政報告でちょっと説明あった

と思うんですけれども、地域の方の声を聞いてい

ただいたと思うんですけれども、そのあたりに女

性とか若いお母さんとか何か幅広い声が聞けたの

か、そこをお願いいたします。 

  ２点目は、説明書43ページ。地域のオリジナル

パークです。 

  私、ちょっと理解ができなかったので、学園台

けやき公園についてなんですが、実施内容の中で

ここに記載されている住民が利用する風景を日常

化するために、公園アイデアワークショップと２

回の社会実験を実施しましたというのなんですけ

れども、この住民が利用する風景を日常化するた

めに公園のというのがちょっと分かんなかったの

で、分かりやすくそこ説明してください。 

  ３点目は、和戸駅周辺活性化事業、説明書の48

ページです。 

  委託費の詳細、574万2,000円が説明あるんです

けれども、具体的に金額、これがこれともし出せ
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るんだったら、ちょっとお聞きしたいです。 

  あと、４番目が地区生活道路整備事業です。決

算書156ページ、説明書が186ページです。 

  ちょっとこの数字お聞きしたいんですが、予算

が938万6,000円なんですが、決算が380万5,119円

なんですが、この差って何が理由なのかお願いし

ます。 

  ちょっと聞いていたら申し訳ないです。もう１

回お願いします。 

  あと、公園等環境管理事業です。 

  決算書162で、ちょっとお聞きしたいのは説明

書の189の先ほどから質問が出ているその表の中

なんですが、その点検項目で自治会の危険行為者

等に対する注意・通報というのは、町としてはど

ういうものを予想しているのか。実際、こんな通

報とかこんなことあったよというところが、両方、

町が想定している内容と通報の内容、お願いいた

します。何かちょっとこれ大事な項目になるかと

思うので、お願いします。 

  あと、これ確認なんですが、公園等環境管理事

業で決算書162ですね。それで、７節の公園管理

報償費の16万4,000円というのが、先ほどから出

ている自治会への報償金になるのか。だったら何

団体で１団体幾ら、団体によって差があるのか、

均等なのかお願いします。 

  あと、７点目が公園遊具等点検業務委託料です。 

  決算書162ページ、12節の委託料ですね。 

  この業者に93万5,000円でさっきの答弁の中に

年１回の点検とあったと思うんですが、ちょっと

私聞きたかったのは、この93万5,000円ってどう

いう、１か所幾らとか、その金額ですね。結構大

きい金額なので、その辺ちょっと具体的にお願い

します。 

  以上７点です。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  副課長。 

○まちづくり建設課副課長（髙橋勝己君） まず、

成果書のほう42ページの岸辺遊歩道事業です。こ

ちらについての第１回の意見交換会を行った内容

のことについて説明させていただければと思いま

す。 

  意見交換会といたしましては、今年度の６月24

日に開催させていただきました。今回、地区の代

表者ということで集まっていただいている状況で

ございます。 

  地区と言いますと、その詳細は、和戸１、和戸

２－１、和戸２－２、国納北、国納南、エクレー

ル、あと和戸町内会長さんですね。あと宮代台、

あと和戸の世話人会ということで３名の方に出席

していただきまして意見交換のほうをさせていた

だいている状況でございます。 

  一応、この岸辺遊歩道事業につきましては、代

表者様から地元の声を吸い上げてきていただいた

内容について検討していくような形で今進めてお

りますので、次、第２回目を予定しているところ

ではございますが、１回目にいろいろなご意見出

ましたので、それについての回答等をさせていた

だいて、さらに検討のほうを深めていければとい

うふうに考えております。 

  １点目以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  室長。 

○土地利用推進室長（石塚孝信君） まちづくり建

設課土地利用推進室長の石塚です。 

  ３番目の和戸駅周辺活性化検討調査業務委託に

ついてお答え申し上げます。 

  昨年度行った業務委託につきましては、まず、

和戸駅周辺ということで和戸駅の西側と須賀小中

学校の東側、それに線路の反対側の須賀、高野島

地区、合計30ヘクタールほどになりますが、その
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エリアについて将来的なまちづくりの構想を検討

させていただきました。 

  まず、検討の内容といたしましては、上位計画

の位置づけや宮代町の人口動態、また駅の利用者

や町周辺の道路状況、詳しく言えば、また消火栓

の場所とかそれらも調査をさせていただいており

ます。それを踏まえまして、市街地のポテンシャ

ルを公共施設の従属度とか道路の従属度などから

一定の評価をさせていただいております。 

  また、それに基づいてどのような土地利用を将

来的に検討していこうかということで、地区計画

や産業系の12号、また11号区域という集落の整備

などについて検討をさせていただいております。 

  そのような中で、和戸駅周辺について都市計画

法34条の11号による住宅地としての整備、それと

周辺の道路環境から見れば、都市計画法の34条の

12号の産業系の位置づけの整備を組み合わせて、

住宅系と産業系が融合するような土地利用が一番

ベストであろうという結論に至っております。 

  また、その方針に基づいて昨年度は地域の方々

に説明等も行ったところでございます。今後につ

きましても地域の方々とまた意見交換をしながら、

具体的な方向としてまとめていきたいというふう

に考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○まちづくり建設課主幹（小林賢吉君） まちづく

り建設課主幹の小林です。 

  それでは初めに、成果書の43ページ、地域のオ

リジナルパークをつくろう、こちらからご説明さ

せていただきたいと思います。 

  ご質問がありました学園台けやき公園について

は、「住民が利用する風景を日常化するために」

と書いてあるんですけれども、これがどういった

ものかということなんですけれども、公園のほう

特にけやき公園、遊具とか何もない広場のような

公園なので、使っていただけているようであれば

いいんですが、どうしてもあの公園、今まで使わ

れずに草がぼうぼうになっていたりしている状況

がありましたので、けやき公園について日々通る

と誰かが遊んでいるだとか、そういったような誰

かがちょっと見たときに。若い方も年配の方も散

歩されているだとか、ボール投げして遊んでいる

だとか、何かしら使われているような状況が、そ

れが日常の風景になるような形にできればという

ことで、今回そのアイデアをいただくためのワー

クショップというものを社会実験に中でさせてい

ただいたところでございます。こちらが住民が利

用する風景の日常化というものの内容でございま

す。 

  続きまして、成果書の189ページ、公園等環境

管理事業でございます。 

  その中の公園管理協定に基づく住民主体の維持

管理の中で、危険行為に対する注意・通報という

ことでご質問ございました。こちらの危険行為と

はどういったものかということなんですけれども、

一応公園の中には、こういったことは公園の中で

やらないでくださいというものが張りつけてあり

ます。看板のほうですね。 

  その中で例として挙げさせていただきますと、

公園の中でゴルフクラブを振らないでくださいだ

とかそういったものが書かれています。ここで、

うちのほうで想定させていただくのは、そこでや

らないでくださいというふうに言われているもの。

例えば、公園の中でゴルフのスイングしています

よですとか、バット振り回していますよだとか、

ちょっとほかの方が利用するのに当たって支障が

出るかなといったようなことをされている場合に

ついては、その方が注意するというのも難しいか
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なと思いますので、ご連絡のほうを町のほうにい

ただければということで、こちらの注意・通報と

いうことで書かせていただいているところでござ

います。 

  続きまして、報償金の内訳ということなんです

けれども、一応こちらのほうの公園管理協定を結

んでいる地区、あと公園数なんですけれども、ま

ず地区については12地区ございます。そして、公

園については21の公園で、報償金のほうをお支払

いのほうさせていただいているところでございま

す。 

  こちらのほうの報償金の金額について、差があ

るのかどうかということなんですけれども、一応

報償金につきましては基本額というのがまず定め

られています。こちらの基本額が5,000円になり

ます。それに合わせて、あと面積割額というのが

また別に定められています。こちらについては、

300平米を超える面積に対して100平米ごとに

1,000円ということで面積割額がありまして、こ

の基本額と面積割額、こちらを足したものを報償

金という形で各自治会にお支払いさせていただい

ています。 

  そのため公園の面積が小さいところであると基

本額こちらだけしかお支払いしていないというと

ころもございますし、面積のほうが大きくなれば

基本額プラス面積割額で計算させていただきます

ので、金額のほうが面積割額分加算されて多くな

るというような形になっております。そのため、

協定を結んでいる公園の面積に応じてお支払いさ

せていただいていますので、地区によっては差が

出てくるというような形になってございます。 

  続きまして、点検の公園の遊具の点検の関係で

ございます。 

  こちらにつきましては、公園の遊具、一応点検

に当たって遊具のほうちょっと幾つか分類のほう

させていただいています。遊具のほう遊具の種類

によって幾つか分類させていただきまして、それ

に応じて単価のほうを定めさせていただいており

ます。その関係ございまして、例えば、遊具のＡ、

Ｂ、Ｃとかという形で区分させていただいて、遊

具Ａについては幾ら、遊具Ｂについては幾らとい

う形で計算をさせていただきます。それの積み上

げによって、この遊具点検の金額のほうが積算さ

れてくるといったような形になってございますの

で、ちょっとその遊具、変な話、鉄棒とブランコ

だと鉄棒のほうが簡易でしょうだとか、そうだと

かそういった違いが当然遊具によって違いが出て

きますので、遊具の種類によってちょっと単価の

ほうが、またそれぞれ異なっていて、それを積算

した形で契約のほうはさせていただくというよう

な形でございます。 

  一応公園の関係については以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  副課長。 

○まちづくり建設課副課長（髙橋勝己君） 副課長

の髙橋でございます。 

  ４点目に質問がございました成果書のほうが

186ページですね。こちらの地区生活道路の生活

道路整備事業というところと、決算書のほうの

156ページの道路新設改良費、こちらのほうの支

出額との差額のお話だと思います。 

  こちらのほう、決算書のほうの道路新設改良費

の中には、成果書の185ページの都市計画道路整

備事業の４年度決算額の１億2,500万円と186ペー

ジ、今回の地区生活道路整備事業の384万5,000円

という数字があるかと思うんですけれども、こち

らのほうの２つ事業のほうを足し込まれた数字が

上がってきてございますので、１つの事業だけで

はないということでご理解いただければと思いま

す。 
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  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○まちづくり建設課主幹（小林賢吉君） すみませ

ん。答弁が漏れていたということで、すみません、

答弁のほうさせていただきます。 

  こちらの危険行為についての注意・通報なんで

すけれども、特に今のところ町のほうにこういう

のがありましたといった通報ですとかそういった

ものはございません。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） ここで休憩いたします。 

 

休憩 午後 ０時０２分 

 

再開 午後 １時００分 

 

○委員長（西村茂久君） 再開いたします。 

  それでは、休憩前に引き続きまちづくり建設課

の質疑を行います。 

  丸山委員の２回目の質疑から入ります。 

  丸山委員。 

○委員（丸山妙子君） 丸山です。お願いします。 

  再質問させていただきます。 

  説明書42ページの岸辺遊歩道整備事業について

伺います。 

  先ほどの答弁だと、区長さんとか世話人会の人

とかということは、代表者なので女性の方はいら

っしゃらなかったということになりますか。もし

いらしたらお答え願いたいと思います。 

  あと、43ページのオリジナルパークをつくろう、

こちらのことは、今まで利用者がいなくて、日常

的にいる姿を、風景を想像しながらやったという

ことで、分かりました。 

  ３番目の48ページ、和戸駅周辺活性化事業です。

こちらもご説明いただきまして、理解いたしまし

た。分かりました。分からないときは、また担当

課に行って伺わせていただきます。 

  ４番目の説明書186ページです。地区生活道路

整備事業に関しましても、ご説明いただいた差の

理由が分かりましたので、オーケーです。 

  あと、５番目、説明書189ページ、公園等環境

管理事業について。危険行為というのは、ゴルフ

とかということで、今のところは通報がなかった

ということなんですが、掲示板にあることに関し

て、地区の町内の方たちに協力してもらって、何

か危ないことがあったら連絡してもらうのが１つ

の役割になっているということで理解いたします。 

  ６番目、決算書162ページの公園等環境管理事

業です。こちらのほうのご説明いただきました。

それで、１地区が12地区21公園ということで、基

本額が5,000円、面積が100平米で1,000円、私た

ちも草取りとかやったときに、大体ジュース１本

もらうんですけれども、5,000円だと、町内会も

あるんですけれども、うちのところとかも1,000

世帯ぐらいいると、ジュース１本買っても、１ケ

ース買っても、結構な金額になりますよね、24本

でも。100本買うともう全然足りない。だからそ

のあたり、気持ちなんでしょうけれども、そうい

うところをちょっと考えたほうがいいかなと思う

んですけれども、いかがでしょうか。 

  それと、決算書162ページ、公園遊具等点検業

務委託料、12節委託料ですね。13万5,000円とい

うのは、分類して単価がそれぞれＡ、Ｂ、Ｃで違

うということで理解いたしました。これは何日か

に分けて点検しているのか。大体整備に関して結

構細かい点検結果というのが来るのか、もう一回

そこをお聞きいたします。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 
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  主幹。 

○まちづくり建設課主幹（小林賢吉君） まちづく

り建設課主幹の小林です。 

  ご質問がございました公園等環境管理事業、こ

ちらの件について、成果書ですと189ページにな

ります。こちら、ご答弁させていただきたいと思

います。 

  まず初めに、公園の管理協定、こちらの報償金

の金額がちょっと少ないんじゃないかというお話

なんですけれども、実情といたしまして、各地区

のほうから特に金額についてのご意見というのは

いただいてはいないんですけれども、今回そうい

う委員さんのほうからもお話ありましたので、少

し今後の検討課題ということで、うちのほうでも

お預かりさせていただきたいと思います。 

  続きまして、公園の点検のほうの関係なんです

けれども、公園の点検につきましては、利用者が

少なくなる秋から冬にかけて点検のほうをさせて

いただいているんですけれども、こちらの業者の

ほうの点検につきましては、それぞれの点検対象

になっている遊具、そちらについて点検表という

のを作っていまして、それぞれ遊具の状況につい

て塗装の状態ですとか、あとは劣化の状態、あと、

ハザードだとかそういったものをそれぞれ点検し

ながらいきますので、期間としては１日、２日と

かで終わるものではなくて何日か、点検する遊具

の数もかなりありますので、何日かにかけて点検

のほうはさせていただいているといったような状

況でございます。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  副課長。 

○まちづくり建設課副課長（髙橋勝己君） 副課長

の髙橋でございます。 

  １点目の岸辺遊歩道事業の地元の意見というこ

とで、女性の意見はという内容についてなんです

けれども、こちらにつきましては、今手元に参加

者の名簿がなくてなんですけれども、たしか１名

はいたと思います。なので、後で確認をさせてい

ただきまして、報告させていただければと思いま

す。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 丸山委員。 

○委員（丸山妙子君） 丸山です。 

  岸辺遊歩道整備事業です、説明書42ページ。地

元にアンケートとか意見を聞くみたいなのがみん

なに来ると、これからの事業なので希望とか大き

く取っていただいたほうがいいかなと思って、ど

うしても代表者になると考え方も偏ったりもする

ので、アンケートとか町のほうが作ってくれて、

それを地元に配ってくださって、何か皆さんの意

見をもらう、何かそんなこともしてもらえたらな

と、幅広い意見からよりいいものをつくっていた

だきたいので、そのあたりそういう考え、そのも

のじゃなくていいんですけれども、考えがあるか

もう一回お聞きします。 

  それで、さっき再質問で忘れたんですけれども、

今度整備事業やるところって健康マッ歩のところ

とは関係なくなっている場所ですよね。健康マッ

歩は３丁目から橋を渡って４丁目に入るというふ

うになっていて、遊歩道のところは駅のほう、電

車の、なってしまうんですけれども、その後もマ

ッ歩との連携でちゃんと開発というかきれいに、

整備として県道までをやるという話なんですけれ

ども、そこのその先が健康マッ歩になっているか

ら、川の中はきれいにするとか、県のほうと連携

とか、その辺のマッ歩との関係をもう一回、さっ

き聞き忘れちゃったんで、すみません、再質問で

お願いいたします。 

  それと、先ほどの公園等のほうの報償金なんで
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すけれども、やっぱり物価高にもなっているし、

大変なことなので、そのあたりもうちょっと考え

ていただいて、多分自治会からは言わないと思う

んですね。でも、参加者を多くしてほしいとか思

ったら、その辺ご答弁いただきましたけれども、

検討していただきたいと思います。それは要望で

す。 

  それで、すみません、あと、公園遊具等点検業

務委託料に関してなんですが、すみません、分か

らなかったんですけれども、何社かあるというこ

とですかね。遊具によって業者さんがあって、も

しあるんだったら何社があるという、お願いしま

す。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  副課長。 

○まちづくり建設課副課長（髙橋勝己君） まちづ

くり建設課副課長の髙橋でございます。 

  １点目の岸辺遊歩道事業、成果書の42ページの

件ですけれども、こちらの希望のほうを広く聞く

ためにアンケートということを挙げていただいた

んですけれども、うちのほうでもいろいろ考えな

がら、どうやれば地元からのお話を吸い上げられ

るかということで、アンケートというやり方も頭

に入れて進めさせていただければと思います。 

  その次に、健康マッ歩との連携はどうなってい

るのかというところだと思うんですけれども、こ

ちらについては、直接的ではないんですけれども、

岸辺遊歩道事業と健康マッ歩がリンクしてという

わけではないんですけれども、今考えられている

のが、番屋橋から文珠院橋、和戸大橋ぐらいまで

というようなエリアで考えていますので、おおむ

ねつながってくるのかなというふうには思ってい

ますので、この辺を地元の意見を聞きながらうま

く整備ができたらなというふうに考えております

ので、以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  主幹。 

○まちづくり建設課主幹（小林賢吉君） まちづく

り建設課主幹の小林です。 

  ご質問がございました公園等環境管理事業、公

園の遊具の点検の業者の関係なんですけれども、

こちらの業者については入札をさせていただきま

して、１社の業者で点検をしています。その業者

の方はうちの仕様の中で、日本公園施設業協会の

資格のほうをお持ちになっている方ということで、

資格を持っている業者さんのほうに点検のほうは

お願いしているような状況でございます。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） ほかに質疑ありますか。 

  丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 

  それでは、５点についてご質問させていただき

ます。 

  まず、第１点目は、これは確認なんですが、決

算書139、140ページの４款衛生費、３項上水道費、

１目上水道費で、令和４年度は水道料金のうち、

基本料金の減免ということでありました。これに

ついて、何月と何月と何月と何月、令和４年度の

実績について確認をさせていただきたいと思いま

す。 

  それから２点目、決算書155、156ページ、２目

道路維持費の関係で、道路維持管理事業でござい

ますが、12節委託料の道路側溝清掃業務委託料80

万円です。この件については、前段の委員も聞い

ておりますので、ダブらないところで、こういっ

た側溝清掃業務委託料、令和４年度の場合は３件

ということでしたが、こういった側溝清掃が必要

なところはどれぐらいあるんでしょうか、全体で。

優先順位でやるんでしょうけれども、その辺の状
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況についてもお尋ねしたいと思います。 

  それから３点目は、155、156ページの関係で、

新橋、道路新設改良費ですが、新橋通り線の進捗

状況ですね、令和４年度の状況についての報告を

お願いしたい、報告というか成果ですよね、お願

いしたいと思います。 

  ４点目は、157、158ページの都市計画費で、不

用額が5,169万、土木費の大部分がここに当たっ

ています。東武動物公園駅東口周辺整備事業の用

地交渉の進捗によるものとかでも違ってくるんだ

と思うんですが、これの不用額について。 

  それから東口周辺整備事業、これはにぎわいロ

ード事業にも関わるんですけれども、47ページの

成果書に書いてありますけれども、非常に分かり

づらいんですよ。後に出てくる東武動物公園駅東

口周辺整備事業、これは159、160ページでも出て

きますけれども、ここでは駅東口の県道部分の拡

幅事業については、全ての買収が完了していると、

こういうことでありますけれども、町、県、それ

から国との関係でどういうふうになっているのか、

もう少し分かりやすく成果書を書いていただけれ

ばと思うんですけれども、その辺。 

  成果書では、令和７年度を通って初めて駅東口

駅前広場と東口通り線が完成するということなん

ですけれども、そうすると駅のバスなんかのロー

タリーもあるんですけれども、いつ頃から利用で

きるのか、その辺の見通しなんかについてもご説

明をお願いしたいと思います。 

  それから、決算書159、160ページの上のほうの

一般住宅耐震対策事業で、成果書を見てもほとん

ど成果らしいものはないんですけれども、ここで、

役場庁舎で耐震リフォーム無料相談会を開催して

いるという説明がございましたが、どういった内

容なのか、もう少し詳しい内容をお聞かせいただ

ければと思います。 

  以上、５点。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  室長。 

○上下水道室長（忽滑谷 和君） 上下水道室長の

忽滑谷でございます。 

  決算書139ページ、140ページ、上水道費の水道

事業会計補助事業ということで、水道料金のほう、

昨年度４月分ほど免除させていただいたんですけ

れども、そちらにつきましては、８月分、９月分

がまず１セット、次に11月、12月で１セット、合

計の４か月ということになっております。水道料

金につきましては、地区を分けて宮代町内半分ず

つ、８月調定、９月調定とそれぞれ交互にやって

おりますので、それで１セットとなります。それ

で２回ということで４月分ということで、免除の

ほうを実施させていただいたところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 答弁願います。 

  副課長。 

○まちづくり建設課副課長（髙橋勝己君） 副課長

の髙橋でございます。 

  決算書155ページ、156ページの道路維持の12節

の側溝清掃の関係になります。こちらにつきまし

ては、令和４年度３件ということだったんですけ

れども、どのぐらいの延長があるのかというお話

についてなんですけれども、まず、全体で言いま

すと、４メートル以上の舗装の道路で考えたとき

に、9,700メートルぐらいの道路の延長がありま

して、側溝の延長といたしましては、150キロぐ

らいの側溝の延長がございます。実際に今、道路

側溝清掃を行っているところといいますと、こち

らの東武動物公園駅の駅前通り線、こちらについ

てやっているのと、笠原小学校の横と東武動物公

園の間に挟まれているところ、あともう１か所あ

るんですけれども、主に冠水しやすいようなとこ
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ろについては、台風前にですとか落ち葉を清掃し

ていただいたりというような形で、今の状況とし

ては側溝清掃をさせていただいております。 

  ただ、昨年度ぐらいから、高齢化に伴う道路側

溝清掃については、基本的には町のほうで行うと

いうような話の中から、今年度につきましては予

算のほうを多く見ているような状況になりますの

で、その予算の中でできる箇所を、住民の方も協

力していただいて、要望を上げていただいて、現

場を確認させていただいて、予算の中で対応させ

ていただくという流れで対応させていただければ

と思います。どのぐらいの箇所が実際たまってい

るのかというのは、今現在何メートルとかいうこ

とについては、申し訳ないですけれども把握して

いない状況でございます。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  主幹。 

○まちづくり建設課主幹（小林賢吉君） まちづく

り建設課主幹の小林です。 

  ご質問のございました一般耐震対策事業、こち

らの耐震リフォーム相談会についてご答弁させて

いただきたいと思います。 

  成果書のほうで言いますと、188ページになり

ます。こちらのリフォーム相談会の内容というこ

とでご質問いただいたかと思うんですが、こちら

につきましては、先ほどお話ししましたように、

役場の庁舎の中、住民課の前の情報公開のスペー

スとかあるあちらの辺りのマイナンバーとかを受

け付けているブースの一角をお借りしまして、相

談会のほうを開催させていただきました。 

  こちらの耐震リフォーム相談会につきましては、

相談のほうを町のほうの町内の建築士さん、あと、

工務店で登録をされている耐震の会といわれる方

たちのほうで当番を決めていただきまして、そち

らのほうに一般の方がご相談に来て、相談を受け

るといったような形でリフォーム相談会のほうは

開催しております。こちらについては、そういっ

た形での対応ということで、個別にご質問がある

方が相談するといったスタイルで相談のほうは行

っているような状況でございます。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  課長。 

○まちづくり建設課長（成田雅彦君） まちづくり

建設課長の成田です。 

  新橋通り線について私のほうからお答えさせて

いただきます。 

  都市計画道路の新橋通り線は、県道蓮田杉戸線

のバイパス路線としまして、今、県のほうで事業

のほうを進めていただいているところでございま

す。宮代側につきましては、令和４年３月４日に、

都市計画道路としての事業認可をもらいまして、

令和４年度に古利根川に架かる橋の予備設計を実

施しております。あと、電線共同溝の詳細設計、

あと、物件調査を行っております。あと、用地に

つきましては、今、鋭意交渉のほうを進めており

まして、令和５年９月１日現在の用地の進捗率で

申しますと、計画総数が4,706平方メートルに対

して、買収済み面積が1,441平方メートルという

ことで、進捗率は30.61％となってございます。 

  ちなみに杉戸側も、今、事業のほうを認可取っ

て進めております。令和５年３月29日に県のほう

が国に街路事業認可を取得しまして、７月９日に

すぎとピアにて事業の説明会が実施されておりま

す。今年度に杉戸町側の用地測量、あと古利根川

に架かる橋梁の詳細設計、昨年度予備設計やって

おりますので、今度はもっと詳しく行うために詳

細設計と、あと、地質調査を行っていると聞いて

おります。 
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  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  主幹。 

○まちづくり建設課主幹（和田光春君） 主幹の和

田です。 

  決算書157ページ、158ページ、東武動物公園駅

東口にぎわいロード事業に対する質問に関しまし

て、回答させていただきます。 

  まず、こちら、不用額が5,000万程度出ている

ということで、こちらは用地の進捗によるものも

ございますが、そのほかにもございまして、まず、

委託料で東口の基本設計を発注しておるんですが、

こちらの請負差金等がございます。そのほかに工

事費、こちら繰越工事で行っていたんですが、マ

ンホールポンプの移設の工事については、同じく

同時期に下水道のマンホールポンプの改修工事を

行っておりまして、そちらと一緒に抱き合わせで

発注したことにより、かなり経費が圧縮されて、

予算よりか請負が大分安くなったということで、

こちらについても不用額が発生している状況です。 

  そのほかに、都市計画総務費の中には西口も入

ってございますので、西口の交差点改良工事、こ

ちらの工事費、こちらも繰越工事なんですけれど

も、当初見込んでいた県道春日部久喜線の歩道部

のすりつけが発生する予定だったんですが、警察

の協議と杉戸県土整備事務所との協議により、杉

戸県土整備事務所の歩道工事がまだ今後予定され

るということで、そのときに県道の歩道部は一緒

にやろうということで、当初はこちらのほうです

りつけ部として県道のほうも一部整備する予定だ

ったんですが、そちらが減額となったという理由

がございまして、こちらも予算に対して設計がち

ょっと低くなっているような状態です。 

  あともう一点が、負担金、補助及び交付金とい

うことで、こちら、埼玉県に支払う街路事業負担

金になりますが、こちら、予算時に県のほうから、

負担金は大体この辺の額ですよという通知をいた

だいて予算を取るんですが、こちらが県の進捗に

よって、県の発注する請負差金とか事業料の変化

等により大分減額となりまして、こちらも500万

ほど不用額が出ております。これらについて、工

事とか負担金とかの場合は、まだ工事が進んでい

く上で変更等がございますので、そのまま不用額

となってしまったような状況です。 

  続きまして、成果書47ページ、こちらについて

ちょっと分かりづらいということでご指摘いただ

きましたので、今後分かりやすく作れるように検

討していきたいと思います。 

  宮代町と埼玉県、国との関係を分かりやすくと

いうことで、こちらの事業につきましては、成果

書47ページ中段にございます平面図、こちらの四

角く網かけになっている部分が、宮代町で整備す

る駅前広場となっております。こちらから右側、

道路が続いていく、停車場線が続いていくんです

が、こちらの川までの区間が埼玉県杉戸県土整備

事務所が整備する区間となっております。 

  関係性につきましては、網かけになっている部

分は宮代町の事業ですので、宮代町のほうで用地

買収を行い、設計、工事と進んでまいります。網

かけから右の部分、県道部分の大落古利根川まで

の部分につきましては、宮代町のほうで用地交渉

を行って、埼玉県の費用で用地を買収、補償する

ような形になっております。費用については埼玉

県のほうで、契約の相手方も埼玉県となるんです

が、それまでの契約については宮代町の職員のほ

うで行います。一応埼玉県と宮代町については、

そのような関係性で進んでおります。 

  国につきましては、直接関係はしないんですが、

どちらも国の補助金を受けておりますので、宮代

町、埼玉県ともに国庫補助金を受けているような
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状況になっております。 

  次に、完成する駅前広場、バス停、こちらの今

後の供用の見通しということなんですが、昨年度、

令和４年度につきましては、ロータリー駅前広場

の基本設計を行わせていただきました。こちらに

ついては、以前概略設計は行っておったんですが、

その時点の警察等の交通協議の考え方も変わって

きておりますので、このロータリーの中のバス停

やタクシー乗り場、障がい者専用の乗り場、降り

場の位置等、あと、車道の線形について、こちら

に警察のほうと区画線、こちらに外側線をつけた

り、バス停の、ここ、バスが止まる場所だよとい

う区画線等を書くんですが、その辺の表記方法が

大分変わってきておりますので、そちらのほうを

警察のほうと協議して修正させていただいている

状況です。 

  それ以外に関係する交通管理者、警察も含め、

交番もございますし、東武鉄道の敷地への出入り

がございます。あと、朝日自動車が管理している

バス停もございますので、そちらの管理者と協議

を重ねまして、基本設計の絵になっている状況で

ございます。 

  今、こちらに出ている絵の中で、区画線等がほ

ぼほぼいろいろ変更になっておりますので、新し

いものについては、また今後周知していきたいと

思っております。 

  供用の見込みにつきましては、今年度、宮代町

のほうでは、無電柱化に向けた予備設計を行って

おります。これが１年かかりますので、来年につ

いては、無電柱の詳細設計並びに駅前広場の詳細

設計、こちら工事をするための準備を行います。

そちらを来年度予定しておりまして、その設計が

終われば、順次工事に着手できる準備が整うわけ

ですが、まだ用地のほうが進捗の状況もございま

すので、今のところ供用開始は何年からとはっき

りは言えないんですけれども、隣で整備している

埼玉県、こちらは歩道橋の新設等も予定しており

ます。併せて駅前広場と埼玉県が整備する停車場

線、こちら、東口通り線の電線共同溝が両方とも、

町も県も実施するようになりますので、そちらの

整備を併せて、共同溝ができた宮代町と埼玉県で

共同溝の電線を入れる時期を同じように、同じ年

度にしたいと思って工程を調整しておりますので、

おおむね令和10年度以降にはなってしまうと思い

ますが、用地が順調にいけば、再来年度ぐらいか

らは一部工事に着手できるのかなと考えておりま

す。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 

  それでは、再質問させていただきます。 

  まず１点目の139、140ページの上水道費の基本

料金の免除ということで、これは北と南に分けて

ということですから、住民からすれば２か月分と

いうことでよろしいですよね。ちなみに、どこか

らどういうふうに分けたんでしたか。もう一度そ

の辺確認したいと思います。 

  それから、２点目、決算書155、156ページの２

目道路維持費の関係で、私は何メートルというか

どのくらいかというのは、箇所としてどれぐらい

あるのかなというふうに思うんです。この間も環

境資源課では、例年やっている側溝清掃で、同じ

なんですよ、やはり堆積している部分を、これは

住民の協力でということなんですけれども、いつ

も言うように、できない高齢者もいるのに、半強

制的だというふうな取り方をしている住民が多い

です。ですから、きちっとやるべきだというふう

には思うんですけれども、うちの町会も協力して

いる自治会です。 

  しかし、毎年道路でも高いところはからからで
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すよ。ほとんど側溝清掃といっても、掃いて清掃

するようなところもあれば、本当に低いところは

毎回水がたまっていて、結局汚泥もたまるという

ことで、ここを同じ町会でも重点的にやってほし

いという声がある中で、ですから私は、そういう

ところは町のほうで本当にもっと積極的にやるべ

きだなというふうに思うんですけれども、これは

あくまでも町道ですから、町がきちっと管理しな

ければいけない、把握をしなければいけないと思

うんですけれども、これはあくまでも住民からの

お願いというか、申請みたいなものがないとでき

ないのか、その辺はどういうふうに管理、把握さ

れているんでしょうか。その点、お尋ねをしたい

と思います。 

  それから、３点目につきましては、新橋通り線

の進捗状況ということで、分かりました。杉戸の

ほうもやっと始まったようであります。ここは、

新橋通り線はうちの町会と接していまして、橋が

将来架かるということで、もう目の黒いうちに、

ここから要するに協力をして、ほかの地域に行っ

たり、ほかの行政に行ったりしている方もいるん

ですけれども、そういう意味では、何か声として

はストップしちゃっている状況もあるんじゃない

かという、そういう声もあるんですけれども、今

後の進捗状況をどういうふうに町として捉えてい

るのか、その点だけお尋ねしたいと思います。 

  それから、４点目は、決算書159、160ページ、

先ほど成果書の180ページの関係でお尋ねしまし

た。これは無料相談会ですから、関係者の方には

できれば積極的にやっていただければと思うんで

すけれども、説明では、７月、８月、９月に行っ

たということなんですが、どれぐらいの方が参加

しているのか、その辺分かれば教えていただきた

いと思うんです。 

  最後、決算書157、158ページの関係ですが、不

用額については説明がありました。正直はっきり

分からない部分もあります、１回きりでは。 

  それで、これは事故繰越しもありますし、

4,850万、それと不用額が具体的は5,169万とあり

ます。こういう中で、これは西口の関係も一緒に

なっているから、余計分かりづらいですよね。も

う少し明らかにしていただきたいというのはそう

いう意味もあるんですが。 

  この中で、例えば成果書47ページの一番上に、

４年度予算の内訳ありますよね、財源の。このそ

の他というのは、どういう部分なんでしょうか。 

  それと、先ほどロータリー等々の関係で、見込

みはということでお聞きしたんですけれども、こ

こでは明らかにまだできないんでしょうけれども、

はっきりしたのは、令和10年度以降なんですか。

私はこの表を見ていると、令和７年度までの事業

計画は書いてあるんですけれども、少なくともこ

れ以降には近いのかなというふうに、これを見て

しまうと早読みしてしまうんですけれども、やは

り見通しとしては令和10年以降ということなんで

しょうか。その辺、確認の意味でお尋ねしたいと

思います。 

  以上。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  室長。 

○上下水道室長（忽滑谷 和君） 上下水道室長

の忽滑谷でございます。 

  決算書139、140ページについての再質問という

ことで、まず、８月調定としましては、７月、８

月分、９月調定としては８月、９月分、11月調定

としましては10月、11月分、12月調定としては11

月、12月分の水道料金が対象になっております。

地区につきましては、ここで細かく説明するのは

なかなか難しいので、概略だけ説明させてもらい

ますと、大ざっぱに言うと須賀村と百間村という
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分けでやっております。多少誤差ありますけれど

も、そういった説明をさせていただいております

ので、ご了承願います。詳細につきましては、上

下水道のところへ来ていただければ図示とかでき

るとは思いますので、その節はご協力させていた

だきたいと思います。 

  補足しますと、先ほど７月、８月と云々と説明

させていただきまして、対象につきましては４か

月分ということになりますので、補足とさせてい

ただきます。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  主幹。 

○まちづくり建設課主幹（小林賢吉君） まちづく

り建設課主幹の小林です。 

  成果書188ページ、一般住宅耐震対策事業のリ

フォーム相談会の参加者数ということで、ご答弁

させていただきたいと思います。 

  こちらは結論から言いますと、今回３回ほどや

らせていただいたんですけれども、参加者数につ

いてはゼロ人でした。やはり前年度、前々年度、

コロナの関係で相談会のほうを、回数できなかっ

たというのもあるのかなと思うんですけれども、

残念ながら今回は参加する方がいらっしゃらなか

ったということで、そちらの相談のほうをやって

いただいた耐震の会の方から伺っております。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  課長。 

○まちづくり建設課長（成田雅彦君） まちづくり

建設課長の成田です。 

  新橋通り線についてお答えいたします。 

  確かに今の現地の状況を見ますと、何も変わら

ずに、町民の方にしてみれば進捗が見られないと

いうことで、不安も感じるかと思いますが、令和

４年３月４日に、まだ事業認可を受けたばかりで

ございまして、今現在、各種設定とか調査を行っ

ており、それと並行して用地買収のほうをやらせ

ていただいております。県のほうに確認したとこ

ろ、順調に用地が取得できれば、令和８年度頃か

ら工事に着手を予定していると聞いております。

また、町としても、用地買収に際しては、県から

の要請があれば積極的に協力してまいりたいと考

えております。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  副課長。 

○まちづくり建設課副課長（髙橋勝己君） 副課長

の髙橋でございます。 

  決算書155、156ページ、道路維持管理の関係で

すけれども、道路側溝清掃業務委託、道路側溝清

掃が必要な箇所が何か所ぐらいあるのかというご

質問についてですけれども、こちらについては、

今まで自治会さんで行われていたということもあ

りまして、言ってしまうと自治会の数だけ箇所数

が出てきてしまうのかなというふうに思っており

ます。 

  現状といたしましては、高齢者が多くなってき

ておりますので、側溝清掃ができないということ

は町としては重々把握しているところでございま

す。町のほうでも道路パトロール等でその辺の箇

所とかそういうものは把握していかなくてはなら

ないんですけれども、どうしても蓋がけがしてあ

るようなところもございますので、一番よく分か

る地元の方から、お電話で構わないと思うんです

けれども、連絡をいただければ、その箇所につい

て町の職員のほうで蓋を開けるなりして確認をし

て、対応していければというふうに思っておりま

す。 

  前段でお話させていただきました道路側溝の延
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長につきましては、町内全域の話になってしまい

ますので、こちらのほう毎年のように清掃すると

いうことはすごく高額な、４億円とかかかるよう

な規模のお話になりますので、それが全てできる

かというと、年間では難しいので、堆積している

ところから徐々に取り除いていって、冠水等の被

害にならないようにということで、対応していき

たいというふうに考えているところでございます。 

  なので、申請については、特に紙で出さなくち

ゃいけないとかということではなく、電話を１本

入れていただいて、町のほうで対応できればとい

うふうに考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  主幹。 

○まちづくり建設課主幹（和田光春君） 主幹の和

田です。 

  決算書157ページ、158ページ、成果書47ページ、

東武動物公園駅東口にぎわいロード事業、令和４

年度決算の財源内訳、その他についてでございま

す。2,764万9,453円のうち、杉戸町からの負担金

をいただいておりまして、そちらの額が799万

6,453円となっております。残りについては、都

市計画税となっていると思われます。 

  続きまして、令和10年度以降か、こちらの成果

表の中ではＲ７までという工事の工程のチャート

が引っ張られているということで、今後、先ほど

も工事ができる段階になるには、まず詳細設計を

電線共同溝の詳細設計と駅前広場の詳細設計を完

了させなければ工事ができないということと、用

地買収の進捗で、用地が買えないと工事ができな

いということがございます。 

  今後の見通しといたしましては、今年度に東口

駅前広場の事業認可の期間が切れますので、今年

度中に認可の更新を予定しております。その更新

の中で県と協議をしながら、５年認可を延ばせる

のか、７年認可を延ばせるのか、そういう話もし

ながら、用地買収の状況等も踏まえながら、今後、

認可の延伸の期間を決めていくような段階となっ

ております。それによりましてもまた変わってく

るとは思いますが、引き続き埼玉県のほうと調整

を取りながら、なるべく早期完成に向けて調整し

てまいりたいと思っております。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 

  それでは、再々質問をさせていただきます。 

  １点目の上水道費について、すみません、私、

２か月と言ってしまいましたが、４か月ですよね。

旧須賀村と旧百間村に分けてというふうに冒頭言

われたものですから、そういうふうに勘違いしま

した。水道料金の４か月分の免除ということで、

これは確認しました。 

  それから、道路維持費の関係です。155、156ペ

ージの関係、この点につきましては、先ほど環境

資源課、旧で言えば町民生活課でずっと道路側溝

の清掃ということで、これはもう私は口が酸っぱ

くなるぐらいずっと言ってきました。やっとここ

へ来て、これはもちろん町道ですから、町の責任

でやるべきだということで、そういう認識で始ま

っているということで、始めているということで

確認させてよろしいですね。 

  だとすれば、私はもうやっと正常に町でもやっ

ていただけるのかなというふうに思います。 

  それと、これについては、もしそういった難し

い側溝清掃があれば、電話１つでも対応してもら

えるということで、これは確認させていただきま

す。これは前進だと思いますので、率直に評価し

たいというふうに思います。 

  それから、３点目につきましては、新橋通り線
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の関係では分かりました。 

  ４点目の決算書159、160ページの一般住宅耐震

対策事業、これはなぜゼロになっているのかとい

うことなんですけれども、ちゃんと町としてはこ

ういったことをやりますよという、情報はちゃん

と出したんですよね。出したけれども、残念なが

ら来なかったということなんだと思うんですけれ

ども、その辺の確認で、やっぱりせっかくこうい

う、これは住民にとってもいいことなので、情報

を広く提供すべきだと思うし、そういった点では、

令和４年度ではどこがまずかったのか。その点、

もう少し工夫が必要だったのかどうかも検討して

いただいて、こういったことが、無料相談会がゼ

ロということのないように、もう少し工夫が必要

なのかなと思いますので、その点もう一度お願い

したいと思います。 

  それから、最後の157、158ページの関係の東口

周辺整備事業の関係ですが、最後はなかなか用地

交渉は厳しいんだと思います。どのぐらい用地交

渉がまだまだ必要なのかという意味では、どのぐ

らいいるんでしょうか。最後にその点だけお願い

したいと思います。 

  それで、町としても相当説得もされていると思

います。どういうところでなかなか用地交渉にし

てもうまくいかないのか、納得していただけない

のか、これはやっぱり、最後は地主さんのやはり

納得していただかないといけないし、それだけ遅

れるわけですから、そういった点でどういう状況

なのか、特徴的で結構ですのでお願いしたいと思

います。 

  以上。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  主幹。 

○まちづくり建設課主幹（小林賢吉君） まちづく

り建設課主幹の小林です。 

  成果書188ページ、一般住宅耐震対策事業のリ

フォーム相談会の関係でご答弁させていただきた

いと思います。 

  今回、リフォーム相談会、開催しましたけれど

もゼロ件だったということで、周知とかをしたの

かというお話なんですが、一応ホームページや広

報のほうでご案内のほうはさせていただきました。 

  あわせて、当日は庁舎内にもリフォーム相談会

やっていますということで、ご案内のほうの看板

は出させていただいたんですけれども、やはりち

ょっと時期的にマイナンバーカードの受付をやっ

ている時期と重なっていまして、場所もちょっと

マイナンバーカードの受付ブースに並びで置いて

しまって、ちょっと目立ちにくかったのかなとい

う部分も少しあるのかなという点で、ちょっと少

しそこの部分は反省をさせていただいております。 

  来年度は、来年度というか、今後、ちょっとこ

のリフォーム相談会やる際には、ちょっと場所的

なものも少し工夫しながら、ちょっとやり方も耐

震の会の皆さんとご相談しながら、どういうふう

にしたらいいか、住民の方が利用しやすいかとい

うのを少しちょっと考えて今度は開催していきた

いなというふうに考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  主幹。 

○まちづくり建設課主幹（和田光春君） 主幹の和

田です。 

  決算書157ページ、158ページ、成果書47ページ、

東武動物公園駅東口にぎわいロード整備事業につ

きまして、用地交渉についてお答え申し上げます。 

  現在、東口駅前広場で残っている権利者は、13

権利者残っております。その中にたな子として入

っている方も数軒おりますので、ただ、まず土地

の権利者と契約が内諾いただけないと、たな子さ
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んのほうには、同時に話は進めるんですけれども、

たな子を先に契約するということはできませんの

で、まずその権利者さんと交渉して、その契約日

がある程度内諾できた段階でたな子さんのほうに

もお話しに行くという感じになっております。 

  用地交渉の中で、やはり一番問題となるのが移

転先の問題が多くあります。町のほうで十分な、

十分なというか代替を準備できるという事業では

ございませんので、ただ、町の空いている土地に

ついてはご紹介はしているところではございます。

ただ、やはり長年住み慣れたところを離れるとい

う決断はなかなかそう簡単にはいかないと思いま

すので、町のほうとしても、その辺も酌みながら

粘り強く交渉していきたいと思っております。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） 丸藤委員の質疑は終了し

たんですが、とても大事な確認事項があります。

そこで、委員長として質問をいたします。 

  道路維持費に絡んだ側溝管理の問題について、

丸藤委員から、確認してよろしいですねというこ

とで、特にご答弁はなかったんですが、これは確

認してよろしいんでしょうか。 

  これ、全部やると、先ほどの答弁の中で５億円

からかかりますよという、４億円か、４億円かか

りますよという膨大な費用になるんですよね。一

気には、パトロールで基本的にはやっているとい

うことであるし、また、もともとこの側溝の問題

については旧町民生活課、今では環境資源課で扱

っているんですが、いずれとも何かはっきりしな

いんですよね。今回、本家といいますか、もとも

とこれはまちづくり建設課の所管になるわけです

よね。そのまちづくり建設課の責任において、他

課とも調整を取って、これについては町として側

溝管理を行いますということを確認してよろしい

かどうかお尋ねいたします。 

  答弁を求めます。 

  副課長。 

○まちづくり建設課副課長（髙橋勝己君） 副課長

の髙橋でございます。 

  道路側溝自体の管理といいますと、町の物とい

うことで町の管理ということになりますので、メ

インになるのはまちづくり建設課の道路担当のと

ころで構造物的な管理をさせていただいていると

思います。 

  その中で、堆積については冠水等の被害もあり

ますので、雨水が流れるように管理させていただ

くということで、全部を全部きれいにするために

は高額なお金がかかってしまうのでそれは難しい

んですけれども、たまってきているところから町

のほうで正常な状態に戻すような形で進めるとい

うことですね。 

  今までどおり、かます等の配布については行っ

ておりますので、その辺は地元のほうでできる範

囲の中でご協力をいただけるとありがたいという

ような意味合いでございます。その辺の役割分担

で動いているところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 再質問させていただきま

すけれども、今、かますが出ましたけれども、昔

は、確かに最終的な管理は道路管理を行うまちづ

くり建設課ということだったんですが、やはり高

齢化の中で大変、協力をしてくださいよと言って

も難しいという、そういう情勢に入っているわけ

ですよね。そこで、じゃ、どうするかということ

で、環境資源課のところでも話が出て、なかなか

難しい、はっきりとした答弁が得られないと。今

の最終管理者であるまちづくり建設課で、もうひ

いては、これは町としてここは責任を持ってやり

ますよと。ただ、町内において協力していただけ

るところにはかますを配布して、かますの回収も
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しますよと、こういうことなんですけれども、も

うやりたくないというところについては、かます

の配布もやめて、それでまちづくり建設課でこの

側溝の管理、これは清掃も含まれますよね、これ

をやっていただけますかという確認です。 

  答弁を求めます。 

  副課長。 

○まちづくり建設課副課長（髙橋勝己君） すみま

せん、まちづくり建設課、副課長、髙橋でござい

ます。 

  管理については、町でやるということは間違い

ないお話だと思います。 

  地元で協力できないところがあるというような

ことも認識はしてございます。ただ、１点あるの

は、排水放流承認というものを出していただいて

いるところ、箇所があります。主に調整区域にな

ると思うんですけれども、そちらについては、排

水放流の承認を町に得るんですけれども、そのと

きに宅内の最終ますと周辺のつながっている道路

側溝についてはきれいにしていただくということ

が条件で許可のほうを下ろしておりますので、基

本的には自分の家の周辺について、排水放流を取

っているということであれば、条件としてはきれ

いにしなくてはならないということが条件にござ

います。 

  ただ、先ほどからのとおり、高齢化もあります

ので、場所にもよりますけれども、要望があると

ころについては、町のほうでも役割分担の中で、

予算の範囲になるとは思うんですけれども、対応

させていただくような形で考えてございます。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） ほかに質疑ありますか。 

  山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 質問というより要望なんで

すよね。 

  これは道路維持管理事業なんですけれども、町

民のほうから何点か言われているんですよ。県の

ほうでやるのか、町のほうでやるのか、東武鉄道

でやるのか、ちょっと分からないところがいっぱ

いあって、その辺のところがどうするのか、町の

ほうの考え方をちょっとお聞きしたいなと思って

おります。 

  １つは、和戸へ向かう県道、踏切ありますよね、

役場から和戸のほうへ行って２つ目の踏切、須賀

の踏切。そこの脇へ入っていって、須賀中学校の

ほうへ向かう田んぼ側に入っている道路なんです

けれども、そこの草刈りはどこでやるのかなと思

って。背丈ぐらい伸びてなかなか、その道路の３

分の２ぐらい草が覆ってしまうときもあったんで

すよ。年に１回ぐらいやっているのかなという感

じはするんですよ。あそこ、町民がみんな利用し

ているものですから、どういうふうな管理をして

いるのか。東武鉄道で管理しているのか、どうい

うふうなのか。ちょっとその辺のところがお聞き

したいのと。 

  それと、これは県道、その道路沿いの役場のほ

うへ向かっていく須賀中学校の、須賀小学校か、

小学校の脇通っている道路なんですけれども、そ

この信号ありますよね、県道との境の途中の県道。

そこの役場寄り、50メートルぐらい役場寄りのと

ころ、あそこも年に１回ぐらいしか刈らないとこ

ろがあるんですよ。ですから、あそこが通りづら

いというのが、歩道ですよ、通りづらいというの

があって、そこだけがちょっと県との関係がどう

なっているのか、そこは。 

  それともう一つ、遊歩道です。桜の遊歩道あり

ますよね。役場のほうから東粂原のほうへ向かっ

ていく用水沿いに桜並木があると思いますよ。そ

この日工大の後ろ側ですよね、日工大に沿ってい

るんですけれども、そこの100メートルぐらいで
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すかな、そこが通りづらいと。カヤ場でもう全然、

３分の１ぐらいしか通れない。だから人間が歩い

ていても腕に道路に生えている草が当たって通り

づらいんだと。中にはあそこを利用したくないと

いう、怖いと言っている人もいます。ですから、

その辺の管理を、これはもちろん県のほうだと思

いますけれども、だけれども利用している人は宮

代町の人なんですよ、ほとんど。ですから、その

辺の管理の方法を県のほうに任せているのか、そ

れとも宮代町で県のほうに言っているのか、管理

の方法をきちんとしてもらって、やっぱり利用す

る人は宮代町の人ですから、そこを通りやすくす

るというのが、ほかのところは大丈夫なんですよ。

そこの一部だけ、日工大のところの一部だけが草

がもう物すごくすごいんですよ。だからその辺の

ところをどういうふうにやっているのか教えてい

ただきたいなと思っております。 

  それと同時に、あともう一件は、道路の修理の

ことになるんですけれども、先ほど言いました、

宮代町の須賀のところの踏切のちょっと手前に須

賀中学校のところのプール脇へ行く道路があるん

ですよ。そこで仮修理というんですか、パイプで

打ち込んで用水沿いを崩れないようにしてあるん

ですけれども、70メートルぐらいまだ残りがある

んですよ。そこがもう崩れ始めてきているんです

よ。だから舗装がひびが割れて低くなって。だか

らその辺のところの修理というのかな、それを見

ているのかどうか。途中、途中は直っているんで

すよ。その中間が70メートルぐらい修理がされて

いない。あそこに町の駐車場ありますよね。道路

沿いの埋め立てた、田んぼを埋め立てて…… 

○委員長（西村茂久君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ２時１４分 

 

再開 午後 ２時１５分 

 

○委員長（西村茂久君） 再開します。 

  山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 山下です。 

  そこの田んぼを埋め立てて駐車場にしている。

そこでそこの道路はよく通るんです、今、真ん中

の道路、須賀中学校へ行く道路が。県道を迂回し

ないでそこを通っていく人が多いんですよ。駐車

場へ入れたり、右へ曲がったり、左へ曲がったり

する人が。ですから、そこのやっていないところ

の修理をしていないところの70メートルぐらいが

崩れかかってきているんです、また。その辺のと

ころもどういうふうに考えているのかおっしゃっ

てもらえば。これは町の人の意見もあります。そ

の辺のところをお願いしています。 

  １つは草刈りの問題、１つはそういう、お願い

します。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  副課長。 

○まちづくり建設課副課長（髙橋勝己君） 副課長

の髙橋でございます。 

  道路維持に関することなんですけれども、管理

はどこでやっているのかというご質問だと思いま

す。 

  こちらにつきましては、県道は県道になります

し、東武の土地はもちろん東武さんがやっていた

だくことになっておりますし、水路脇、見沼土地

改良区だったり、あと春日部農林事務所だったり

というふうにそれぞれ分かれてございます。 

  こちら、確かに分かりづらい状況であるという

こともありますので、町民の皆様、大体まちづく

り建設課の道路担当にお問合せが来ます。そのお

電話を、ここが管理だからこちらにかけてくださ

いということではなく、なるべく内容を聞いた上
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で引き継げる箇所、県土整備事務所であれば県土

整備事務所、東武鉄道だったら東武鉄道というよ

うな形で、うちのほうから引き継がせていただい

ております。最悪、本当に分からないような箇所

がある場合については、申し訳ないんですけれど

も、直接お願いしますという場合もございますが、

基本はまちづくり建設課、道路担当のほうでお受

けさせていただいているような状況でございます。 

  次に、県道から須賀中、須賀小というんですか、

プールのほうに入る道路ということでお話いただ

きましたけれども、こちらについて、舗装につい

ては町の、舗装については道路担当のほうですけ

れども、水路のほうについては、水路のほうが崩

れているということだと思いますので、そちらに

つきましては農政のほうの担当になるというふう

に思っております。 

  いずれにいたしましても、あそこの路線は現場

のほう見ておりますので、状況のほうは把握はし

ております。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） ありがとうございました。 

  第一番に、鉄道沿いの通学道路、通勤道路、生

活道路として使われている道路なんですけれども、

あそこがもうほとんど夏場の茂ったときは１人し

か通れない。あとは、ふだんだったら複数で通れ

る道路なんですよ、草が生えていないときは。そ

れが草がもう物すごく茂ってしまうんですよ。そ

れが鉄道沿いのほうからこうかかってくる草なん

ですよ。その辺のところの状況というのは町でや

るのか、実際に。どうなんでしょうかね。 

  それと同時に、先ほど言いましたプール脇の道

路、崩れてしまう。道路ですよね。用水路を直せ

と言っているわけじゃないですよ。道路を何とか、

道路が崩れてしまう。今、ポールか何かで、ここ

は危険ですよということで、これ以上入らないみ

たいなことを言っていますけれども、入らなくて

も道路が弱くなってきている。ちょっと雨でも降

ったら、右へ寄ったら用水路へ落ちてしまいます、

あの車は。もう何度か用水路に落ちた車を見てい

ます、私は。その辺のところで、用水路に落ちた

地点だけを直してもらっているんですけれども、

どういうふうに、町民の安全をどういうふうに考

えているのか…… 

○委員長（西村茂久君） まとめてください。 

○委員（山下秋夫君） その辺のところをお願いま

す。 

  それと同時に、日工大のところの用水路の桜並

木のところ。あの草刈りなんかもことも具体的に

どういうふうにするのか。あれは県ですから、県

のほうに要望するんだと思いますけれども、宮代

町としてどういうふうにするのか。お願いします。 

○委員長（西村茂久君） 暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 ２時２０分 

 

再開 午後 ２時３４分 

 

○委員長（西村茂久君） 再開いたします。 

  それでは、休憩前に引き続きまちづくり建設課

の質疑を行います。 

  答弁を求めます。 

  副課長。 

○まちづくり建設課副課長（髙橋勝己君） 副課長

の髙橋でございます。 

  修繕が必要な箇所ということで、何か所か挙げ

ていただいたと思うんですけれども、先ほどから

説明している形で、管理者がそれぞれ違ったりし

ますので、個別具体の話については、住宅地図等

を確認しながら窓口でご説明していただけると幸
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いです。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） ほかに質疑はありますか。 

〔「もう一問質問」と言う人あり〕 

○委員長（西村茂久君） 駄目です。 

〔「まだ２問しかやっていないよ」と言う

人あり〕 

○委員長（西村茂久君） ほかに質疑はありますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

〔「２問しかやっていないよ」と言う人あ

り〕 

○委員長（西村茂久君） ないようですので、以上

でまちづくり建設課の質疑を終了いたします。 

  ここで暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 ２時３５分 

 

再開 午後 ２時３９分 

 

○委員長（西村茂久君） 再開いたします。 

  それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

  これより、教育委員会の審査を行います。 

  質疑に入る前に、本日、出席している説明員の

紹介をお願いします。 

○教育推進課長（田中啓之君） では、座ったまま

で失礼します。 

  皆さん、こんにちは。 

  教育推進課長の田中です。どうぞよろしくお願

いいたします。 

  あとの者、自己紹介させていただきます。 

○教育推進課指導主事（嘉茂達哉君） 学校教育担

当指導主事、嘉茂達哉です。よろしくお願いしま

す。 

○教育推進課指導主事（齋藤真美子君） 学校教育

担当指導主事、齋藤でございます。よろしくお願

いいたします。 

○教育推進課主幹兼指導主事（加藤裕一君） 学校

教育担当主幹兼指導主事の加藤裕一です。よろし

くお願いいたします。 

○教育推進課学校管理幹兼副課長（竹内知子君） 

学校教育担当、学校管理幹兼副課長の竹内と申し

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○教育総務課主幹（小島英樹君） 学校教育担当の

小島です。よろしくお願いします。 

○教育総務担当主査（髙橋道彰君） 教育総務担当

主査の髙橋と申します。よろしくお願いします。 

○教育推進課副課長（小川雅也君） 教育推進課、

副課長の小川でございます。主に教育総務を担当

させていただいております。よろしくお願いいた

します。 

○生涯学習室長（飯山 武君） 生涯学習室長、飯

山でございます。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

○文化財保護担当主査（横内美穂君） 生涯学習室、

文化財保護担当主査の横内です。よろしくお願い

いたします。 

○生涯学習・スポーツ振興担当主査（田代宇隆君）  

  生涯学習室でスポーツのほうを担当させていた

だいている主査の田代と申します。よろしくお願

いいたします。 

○生涯学習・スポーツ振興担当主査（川﨑章人君）  

  こんにちは。生涯学習・スポーツ振興担当主査

の川﨑と申します。よろしくお願いいたします。 

○委員長（西村茂久君） 既に本会議において説明

済みですので、直ちに質疑に入ります。 

  なお、答弁に当たっては、挙手、所属、氏名を

述べていただくようよろしくお願いいたします。 

  歳入歳出一括して質疑をお受けいたします。 

  質疑はありますか。 

  泉委員。 
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○委員（泉 伸一郎君） 泉でございます。 

  ２問質問させていただきます。よろしくお願い

いたします。大きく２問です。失礼いたしました。 

  まず、決算書178から185にかけてになるんです

が、実際には決算書180ページになってしまいま

すが、成果書ですと199ページ、200ページになり

ます。 

  小学校施設管理事業と中学校施設管理事業にな

ります。どちらも屋内運動場非構造部材改修工事

（附帯工事含む）ということになるんですが、こ

ちらなんですけれども、主に、例えば須賀小学校

屋内運動場の地震による落下物から児童らを守る

ため落下防止対策を実施しましたとありまして、

ただ、これすごい金額が高いんですよね。 

  例えば照明やバスケットゴール、これを落ちな

いようにする工事で、例えば小学校だと2,609万

4,000円ですか、それと中学校に関しては3,361万

4,000円ということですごい金額になっているん

ですね。これ以外にも委託料として、それぞれに

43万4,500円もかかっております。どういうとこ

ろにこれだけの金額が、工事のどの部分にこれだ

けの金額がかかるのかということをお伺いいたし

ます。 

  続きまして、２問目になるんですけれども、決

算書は190ページ、成果書は38ページになります。

成果書38ページです。 

  社会教育活動事業ということで、この文章の中

に入っているんですけれども、真ん中辺に前期実

行計画の趣旨とその工程ということで、既存施設

や飲食店など、要するに小さな演奏会ができるス

ペースを募集し、音楽会の開催を促しますとある

んですけれども、これについてどのように行って

いるかをお伺いいたします。 

  その２点です。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  主査。 

○教育総務担当主査（髙橋道彰君） 教育総務担当

主査の髙橋と申します。 

  先ほど泉委員から質疑がありました成果書180

ページの非構造部材改修工事についてですけれど

も、こちらの内容といたしましては、主に先ほど

言いました体育館の照明でしたり天井のパネル、

それからバスケットゴール等の落下防止対策、ワ

イヤーでつったりする工事になります。 

  それで、どうしても全面に足場を組んだり照明

をＬＥＤ化したことにより費用が加算して、かか

っているという状況でございます。委託料につき

ましては、こちら施工管理もつけておりますので、

そちらの費用となっております。 

  説明は以上です。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  室長。 

○生涯学習室長（飯山 武君） 生涯学習室長、飯

山でございます。 

  ご質疑にございました決算書190ページ、それ

と説明書では38ページ、まちなかどこでもミュー

ジアム事業に関してのご質問についてお答えさせ

ていただきます。 

  こちらのまちなかどこでもミュージアム事業に

おきましては、４年度におきましては大きく２つ

の面での支援のほうを行いました。 

  まず、１点目が広報面でのサポートといたしま

して、説明書38ページにございますが、町内公共

施設や飲食店をはじめとしましたギャラリー等で

開催されるに当たって、宮代にゆかりのあるアー

ティストによる作品展などの開催情報をＰＲさせ

ていただいたと。 

  ２点目といたしまして、物資活動、資材面での

サポートといたしまして、そういった活動をされ

る際に、椅子やテーブルといった集客や雰囲気を
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演出するための物品について、その辺の貸出しの

ほうを行って取組をさせていただいたという点で

ございます。 

  ご質問にございました点につきましては、こち

ら先ほどご説明いたしましたが、広報面でのサポ

ートといたしまして、こちら公共施設や飲食店な

どで開催されるアート情報を発信するために、ア

ート情報に特化しましたみやしろアートインフォ

メーションというものを町のホームページ上に作

成いたしまして、ＳＮＳと組み合わせて情報発信

のほうを行ってまいりました。 

  ４年度におきましては、34件の情報を発信いた

しまして、集客アップでございますとか作品集の

出版につながった等の副次的な効果もございまし

て、作品展の主催者の方からは評価のほうをいた

だいてございます。 

  こちらにつきまして、特に町のほうでそのよう

な場を提供するとか、そういったことは行わずに、

既に町にゆかりのあるアーティストの方々に公共

施設をはじめ、飲食店でございますとか、場合に

よっては町内の金融機関、そういったところにお

いてこのような作品展を行ってございまして、そ

ういったことから、町としてこちらのほうで既に、

店舗とアーティストの間において展示などを行っ

ているような関係性がもう既にできているといっ

たことから、現在のところこのようなマッチング

について新たにシステムとして行っていくことは、

現在のところ考えていないような状況でございま

す。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 泉委員。 

○委員（泉 伸一郎君） ありがとうございました。 

  それでは、再質問させていただきます。 

  先ほどの中で、照明やバスケットゴールだけで

はなくてパネルもということなんですけれども、

パネルというのは天井に全部いっぱいついている

もんなんでしょうか。 

〔発言する人あり〕 

○委員（泉 伸一郎君） いいです。それは後で答

えの中で言っていただきたいと思います。 

  それと、あと、この附帯工事というものがどう

いうものなのかという説明もお願いしたいと思い

ます。今回が須賀小と須賀中ということだったん

ですけれども、この非構造部材改修工事は、ほか

の小中学校は全部終わっているのかどうかという

こともお伺いいたします。それが１点目の再質問

です。 

  もう２点目に関しまして、分かりました。確か

にそういったすばらしいことであるとは思うんで

すけれども、例えば飲食店で演奏会を行うように

勧めているということなんですが、実は、これ飲

食店などで演奏会する場合には著作権料を払わな

きゃいけないということがあるんですけれども、

その辺について、町のほうは何か著作権料を補助

するとか、もしくはちゃんとそういう説明をして

いるかどうかをお伺いしたいと思います。 

  以上２点です。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  主査。 

○教育総務担当主査（髙橋道彰君） 教育総務担当

主査の髙橋と申します。 

  先ほどの非構造部材改修工事についてお答え申

し上げます。 

  パネルにつきましては、体育館のキャットウォ

ークの上のみについているものを落下する可能性

があるということで撤去のほうをさせていただい

ております。 

  続きまして、附帯工事につきましては、そちら

のパネルについております火災報知器がパネル撤

去によりつけられなくなっていますので、はりに
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つけ直す工事でございます。 

  ほかの学校につきましては、今年度、百間中学

校、笠原小学校、東小学校、来年度につきまして

は、まだ予定ですけれども、前原中学校、百間小

学校で終わる、完了予定です。４年度から始めた

工事となっております。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  室長。 

○生涯学習室長（飯山 武君） 生涯学習室長、飯

山でございます。 

  再質問についてお答えさせていただきます。 

  飲食店などでの活動に際しまして、町のホーム

ページ等でご紹介とかはさせていただいておりま

すが、そのような取組につきましては、町のほう

が誘導してというものじゃなくて、それぞれのア

ーティストさんがそのような場所を見つけてきて

いただいて活動されているということでございま

して、そのような活動をされている場をこういう

ことでやっていますということで町のホームペー

ジ上で紹介していますので、町として特段、著作

権料とかそちらの関係については、それぞれのア

ーティストの自己の責任でやっていただきたいと

いうことで、特段、今のところ補助というものは

考えていないような状況でございます。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 泉委員。 

  泉委員。 

○委員（泉 伸一郎君） 分かりました。 

  いや、何となくこの、１問目ですね、この構造

のこれは何か前も聞いたことがあったんで、既に

終わっているところがあると私は思っていたんで

すけれども、じゃ、終わっていなかったというこ

となんですね。 

  これから百中、須賀小、東小、前原中と百小と

いう形で、まだこれからどんどんやらなきゃいけ

ないということで、やはり同じようにこれだけの

金額が必要になってくるのかどうかということを

お伺いいたします。 

  これだけ金額あればトイレ工事のほうも大分進

められるんですけれども、ただ、やっぱり児童生

徒の安全が第一で進められると思うんですけれど

も、一応念のために、金額的にはやはりこれだけ

かかるのかどうかということをお伺いします。そ

の１点のみです。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  主査。 

○教育総務担当主査（髙橋道彰君） 教育総務担当

主査の髙橋と申します。 

  先ほどの質疑の回答をさせていただきます。 

  同等の費用がかかるかという質疑ですけれども、

やはり同じ工事になりますので、面積もそんなに

変わりませんので、大体同等の費用がかかってま

いります。やはり委員がおっしゃいました安全が

第一ということで、こちらは実施していきたいな

と思っております。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） ほかに質疑ありますか。 

  山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 山下です。 

  １問だけ質問させていただきます。 

  170ページ、いじめ問題です。いじめ、不登校

対策問題、事業です。あと、説明書では196ペー

ジです。 

  これは昔からいじめというのはあって、大変な

ことだなと思っております。しかし、これを読ん

でいると、44人もいじめ問題があったということ

になると、大変、私も興味持って今、見たんです

けれども、この辺のところは町としてどのように

感じているのか、対策も含めてどう考えているの
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か。 

  いじめを受けている、不登校になっている子供

たち、これは増えているんでしょうか。減ってい

るんでしょうか、宮代町では。大変なことだなと

思って、私、このことについては、学校の教職員

の今、成り手がいないということも含めて、新聞、

今日出ていたもんですから、このことについてち

ょっと１問だけ質問したいなと思っております。

原因とかそういうのをどういうふうに感じている

のか、町のほうの考え方を述べていただきたいな

と思っております。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  副課長。 

○教育推進課学校管理幹兼副課長（竹内知子君） 

学校教育担当学校管理幹兼副課長の竹内でござい

ます。 

  山下委員さんからの質疑にお答えいたします。 

  決算書170ページ、説明書196ページのいじめ・

不登校対策事業についてでございます。 

  まず初めに、いじめの件数が増えているかとい

うようなお話がございましたが、こちらのほうは、

いじめの認知件数ということで調査をさせていた

だいています。 

  県のほうからは、このいじめの認知件数を増や

すようにということで指導いただいていて、それ

は何かというと、いじめがあった数を増やせとい

うことではなくて、いじめがあったかどうかを細

かく教員のほうが認識できるようにする取組であ

るということなんです。 

  ですから、このいじめの認知件数というものは、

年々、小学校では特に増えてきています。その増

えてきているというものの私たちの理解は、それ

だけ学校教育の中で先生方が子供たちの生活に目

を向けて、子供たちがいじめを苦にして学校に来

ることが嫌になることがないように指導している

という認識でおります。 

  このいじめについてなんですが、その定義は、

何かをされたときに相手が嫌だと思ったら、それ

はいじめであるという定義なんです。ですから、

お友達同士で何か言い合いがあって、それを嫌だ

なと思ったらいじめ、同じことを言われても嫌だ

と思わなければいじめではないという定義になっ

ていまして、受けた側がどう感じるかによってい

じめの認知件数ということで上げられています。 

  ですので、初めに申し上げましたが、いじめの

認知件数については増える傾向にございます。 

  それから、不登校の数ですが、こちらのほうは

子供の数としては横ばいであります。ですが、数

字としては増えています。その理由は、教育支援

センターが令和４年度に開設いたしました。この

させていただいている調査は、教育支援センター

のほうに通っているお子さんは不登校ということ

でカウントするという決まりになっている調査で

ございます。 

  これまでほんの少しでも朝、学校に通っていた、

夕方、学校のほうに行っていた、そういうお子さ

んは、これまでは不登校としての数字には上がっ

てきませんでした。学校のほうに登校していると

いうことで。それが支援センターのほうに通級す

るお子さんは、この調査では不登校ということで

数えるようにというふうになっておりますので、

そちらに通級するようになったお子さん分は不登

校として数に入れていますので、数としては増え

ているように見えますが、実際の人数としては横

ばいであります。 

  先ほどから申し上げておりますが、学校教育の

中で大切なことは、子供たちがどのような生活を

しているか、どんなことを感じているか、そして、

子供同士でどんな関わりがあるか、そういうこと

について教師のほうできちんと把握して、子供た
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ちの訴えや困った気持ちに寄り添えるような指導

をしていくことが大事かなというふうに考えてお

ります。そのように各学校には指導していただく

ようお伝えしています。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） いじめや不登校の定義につ

いては幾つかあると思います。実際に学校に来な

かったというのは、本当に私は、不登校であり、

中にはいじめもあるんだろうと思います。 

  ですから、それを先生方やＰＴＡ、その親御さ

んがどう解決していくかが問題だと思っておりま

す。実際に四十何件あるということになると、や

はり各学校で10人ぐらいずついるのかなという感

じは、もっと、５人ぐらいですか、いるのかなと

いう感じはするんで、その辺のところを教育委員

会並びに学校としてどう解決していくのか。 

  １件１件の問題だと思うんですけれども、みん

な事情が違うと思うんですよね。中にはちょっと

した言葉で直ってしまう子供もいると思います。

ただ、直らない子供もいると思うんですよね。ず

っと１年間、３年間も、中学生だと３年間も不登

校だった子もいると思いますよ。そういう事情を

やはりどういうふうに解決していくのか。これは

子供にとって勉強する場でしょうから、大事な問

題だと思いますよ。それを奪うというわけじゃな

いんですけれども、なくしてしまうんですからね。

学ぶ場所を。 

  やはり大人になって大事なことは、仲間と一緒

に勉強して、そういうことをやるのが学校だと思

うんですよ。それを一方的じゃなくて、こういう

いじめとか不登校になってしまうと、それを奪っ

てしまう。それを解決するのが教育委員会なり町

であり自分たち町民であると思うんですよ。 

  それはどれ一つ欠けても教育は成り立たないと

思うんで、ぜひその辺のところを教育委員会とし

てどのように考えているのか。解決する道ですよ

ね、道のり。最高どのくらいかかっているのか、

最低どのくらいで直ってしまったのか、原因はど

ういうところにあったのか、その辺のところを分

かる範囲で結構です。お願いします。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  副課長。 

○教育推進課学校管理幹兼副課長（竹内知子君） 

学校教育担当学校管理幹兼副課長の竹内でござい

ます。 

  いじめの原因ということについて、まず初め、

お伝えしたいと思います。 

  これは大変難しい問題で、申し訳ありません。

いじめではなくて不登校の原因です。これは大変

難しい問題で、本人にどうして学校に通いたくな

いのかを聞いたときにも、明確に原因が分かって

いるお子さんもいらっしゃれば、そうでないお子

さんもいらっしゃいます。そして、不登校の始ま

りのときの原因と長期間にわたって不登校になっ

た場合に、途中でその原因が変わる場合もあるよ

うです。 

  ですから、私たちができることは、保護者や子

供の気持ちに寄り添って相談を重ねていくことな

のかなというふうに思っています。 

  それから、やはり教員だけでは対応が難しいと

いうことがありますので、いろいろな専門のお力

をお借りしながら解決に向かっているところでご

ざいます。 

  学校の中ではスクールカウンセラーの先生にお

話を伺っていただいたり、それから、さわやか相

談員、ボランティア相談員、そして不登校対策支

援員、そのような方にも子供たちに寄り添って話

を聞いていただいています。 

  それから、教育支援センターのほうとも連携を
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しながら、通級するようになったお子さんの情報

を伺ったり、通級が始まってからどのようなこと

を支援センターのほうでしているかを伺ったりし

て、支援センターのほうからも学校にその状況を

詳しく伝えていただいています。 

  そのようにいろいろ連携をしながら、お子さん

一人ひとりの気持ちに寄り添いながら解決してい

くしかないのかなというふうに、この問題は大変

難しい問題だなというふうに捉えています。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 難しいのは分かるんですけ

れども、やはり子供さんは、勉強する場所を、仲

間と一緒に勉強する場所を失ってしまうことが一

番の社会に出てからの心に残るあれになってしま

うんじゃないかなと。やはりこの原因を突き止め

ないと解決の道にはならない。性格もありますけ

れども、やはり原因を突き止める。 

  誰かを追及するわけじゃないんですけれども、

本人のなっている気持ちを解決していくことが一

番大事なことかな、それが一つの解決の道なのか

なという感じはするんですけれども、それと同時

に、先ほども言いました学校の先生、負担が多過

ぎる。学校の先生も辞めてしまう方が多い。 

  やはり今、学校では、勉強についていける子、

ついていけない子はいると思うんですよ。そのく

らいの人で不登校になっている人もいると思うん

ですよ。原因はまちまちだと思いますけれども、

そういうまちまちのことをどのように解決してい

くのかなという感じは、我々が見ていても感じる

んですよ。 

  ですから、教育委員会として、これを長引かせ

るんじゃなくて、早く本人が一般の学校に戻れる

よう指導するのが大事なのかなと感じ、いつまで

も支援センターに行っているんじゃなくて、一般

の学校に戻れるように指導していくことが大事じ

ゃないかなと思うんですよ。同じ仲間と勉強する

ことが一番大事な問題じゃないかなと思って、私

は感じているんですよ。 

  それをどうするのか、教育委員会として。ただ、

もう支援センターに預けてしまえば終わりという

んじゃないと思いますよ。それを解決していく努

力をしなくちゃいけないと思うんですよ。どうす

るのか、その辺のところを最後にお聞かせ願えれ

ばありがたいなと思っております。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  副課長。 

○教育推進課学校管理幹兼副課長（竹内知子君） 

学校管理幹兼副課長の竹内でございます。 

  私たち教員も、少しでも早く子供たちに学校に

戻ってもらいたいという思いは強く持っておりま

す。それで、先ほども申し上げたとおり、教育支

援センターのほうにただお任せしているわけでは

なくて、学校と連携を密にしながら情報交換をし

ながら、教育委員会も含めて進めさせていただい

ています。 

  どうしても早く戻るようにさせたい、させたい

と思って、私も教員の１人でしたので、子供に対

応してきましたが、それによって余計長引いてし

まう場合もございまして、本当に子供たちの気持

ちは難しいなと思いながらも、でも、思っている

だけではなくて、子供にいろいろ話を聞いたり、

保護者からお話を聞いたりして、その状況や状態

を把握した上で、子供に今、声をかける言葉はこ

れがいいんじゃないかなというようなこともいろ

いろ選びながら声をかけさせていただいている状

況でございます。 

  ですので、今日、何か起こったときに、明日に

はもう行けるとか、何日すれば行けるということ

が大変、今、ここでは何日ぐらいで行けるという
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ことは申し上げにくい難しい問題でありまして、

でも、大事なことは、やはり子供に寄り添ってい

ろいろと話を聞いて解決していくことではないか

なというふうに考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） ほかに質疑ありますか。 

  塚村委員。 

○委員（塚村香織君） 塚村です。 

  ３点質問をさせていただきます。 

  決算書の167ページ、168ページ、教育事務局人

件費の会計年度任用職員の報酬についてです。 

  こちらの中のスクール・サポート・スタッフを

令和４年度から配置してくださっておりますけれ

ども、令和４年度の状況を学校ごとに、細かくな

ってしまうんですが、教えてください。 

  ２点目が決算書の171、172、教育支援センター

運営事業についてです。 

  こちらも令和４年度から開設くださって、子供

たちの選択肢ができたことと、あと保護者の相談

も増えているということは存じ上げております。 

  保護者の方からも大変、相談などできる場所が

新しくできたということで、皆さん喜ばれている

お声もいただいております。 

  そんな中、令和４年度の学校に行けない子供た

ちの状況についてお伺いしたいんですが、小学生

ですと、例えば先ほどもご説明がございましたけ

れども、少し教室に行くとか、放課後行くとか、

あとは保健室などに登校されているというお子さ

ん、また、小学生・中学生もいるかと思うんです

が、あと中学生ですと、さわやか相談室に通われ

ている、また、フリースクールなどもあると思う

んですが。あと一つ、教育センターに通っている

子供たちもいます。 

  ただ、これ、どこにも通えていない、たまにプ

リントを取りに来る、１か月に一度、学校に行っ

ているというような子供たちもいるのではないか

と思うんですが、今言った人数など把握をされて

おりましたらお伺いいたします。 

  ３点目です。決算書181、182の中学校管理運営

事業についてです。 

  こちらの中学生の部活のことで少しお伺いした

いんですが、中学校３校ございまして、部活がそ

れぞれある部活とない部活で、例えば百間中学に

行かれて部活をされているなどで、そちらに行く

交通手段というか、あとは保護者がそれをサポー

トしているとか、そういうこともあると思うんで

すけれども、そのような中学校の部活の現状とい

うのを、令和４年度の教えていただければと思い

ます。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  副課長。 

○教育推進課学校管理幹兼副課長（竹内知子君） 

学校管理幹兼副課長の竹内でございます。 

  まず、ご質疑の１つ目、決算書167ページ、168

ページの人件費、会計年度任用職員のスクール・

サポート・スタッフについてでございます。 

  令和４年度の状況ですが、学校ごとに申し上げ

ます。 

  須賀小学校、週３日の方、６月から１名、週２

日の方、10月から１名。百間小学校、週３日の方

が７月から１名、週２日の方が10月から１名。東

小学校、週２日の方が７月から１名、週３日の方

が10月から１名。笠原小学校、週３日の方が９月

から１名、週２日の方が９月から１名。須賀中学

校、週２日の方が９月から１名、そして週３日の

方が希望がございませんで入れることができませ

んでした。百間中学校、週２日の方が７月から１

名、週３日の方が10月から１名。前原中学校、週

３日の方が９月から１名、週２日の方のご希望が
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なく入れることができませんでした。これが令和

４年度のものです。 

  そして、教育支援センターに関わること、決算

書の171、172でございます。 

  不登校の人数なんですが、こちらのほうは昨年

度の３月末で小学校が15名、中学校が29名となっ

ています。そして、そのうち教育支援センターの

ほうに通っていたお子さんが、小学校で７名、中

学校で９名の16名でございます。そのほかの内訳

が今ちょっと数字では分からないんですが、学校

のさわやか相談室のほうに通っているお子さん、

それからフリースクールのほうに中学校のほうは

通っているお子さんが結構いらっしゃいます。す

みません、その程度しかちょっと数字的には今持

っていないんですけれども。 

  それから、決算書の181ページ、182ページの中

学校の部活についてでございます。 

  部活については、委員おっしゃったとおり、百

間中学校のほうに吹奏楽部がございまして、それ

で学校選択のときに百間中学校を選んで動かれる

生徒が多いです。 

  すみません、ちょっと資料を確認します。 

  中学校のほうで、百間中学校に動くお子さんは、

須賀中と前中から調整区域からは９名、そして、

通学区域外からは22名動いております。これにつ

きましては、中学生は自転車での登校も可となっ

ておりますので、送っていただくというよりは、

今の現状では子供たちが自分で自転車で学校に通

っているということが多いかなというふうに思っ

ております。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） 塚村委員。 

○委員（塚村香織君） ありがとうございました。 

  ご説明いただきまして、分かった部分もあるん

ですけれども、再質問をさせていただきます。 

  まず、167、168の人件費の件で、スクール・サ

ポート・スタッフの人数など大体分かりました。

なかなか昨年度は知らなかったのか、応募がすぐ

にはということであったんですが、１名だけ空き

があるだけで、皆さんそろったということで分か

りました。 

  学校にやはり２名、こういうフリーで動ける方

が入って、学校の先生方も随分助かったのかなと

思うんですが、その先生方のそういったご感想と

か、あと子供たちに影響があったかということあ

れば教えてください。 

  ２点目なんですが、人数と伺った内容は分かり

ました。もし、この保健室とか、さわやか相談室

に通っているお子さん、フリースクールなどに通

っているお子さんの人数、後ほどでよろしいので

教えていただければ、数のほうをお願いいたしま

す。 

  一番、どこかにその子供が自分の居場所として

通う場所があるということがやはり心の安定にも

なるのかなと思うんですが、そこまでまだ自分の

気持ちが整っていないという状況もあるとは思う

んですが、家にいるというところで、やはり子供

もご家族の方も一番大変な時期ではないかなと思

うんですが、どこにも今ちょっと行けていないと

いう人数のほうも分かりましたらお願いいたしま

す。 

  やはりそこの部分できっと学校のほうも、すご

くどうしていいのかと悩まれているところだと思

います。 

  こちらについては、まず人数、出していただけ

ればと思います。 

  ３点目、最後に、中学校の部活について、吹奏

楽があるので、その学校をもう自分の地域から百

間中にしてしまう人数が９名と22名ということな

んですが、それ以外にやはりスポーツとかの部活
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でも百間中に行かないとできないというのもある

のでしょうか。 

  例えば試合とかそういったことで、もう中学生

なので、先ほど交通のことでいうと自転車で行か

れているということなんですが、雨のときなど、

やはり保護者の方がその辺サポートをされていた

りもすると思うんですが、何かそのあたり、部活

をやるの中で保護者のサポートとか、その保護者

がサポートすることで、やはり子供を乗せて例え

ば送迎をするといった場合の責任というか、そう

いうのも出てくるので、それを保護者に全部お願

いしてしまっていいのか、学校がやはり、部活の

延長でその辺も考えるのかとか、ちょっとその辺

どのように捉えているかというのを最後にお願い

いたします。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  副課長。 

○教育推進課学校管理幹兼副課長（竹内知子君） 

学校管理幹兼副課長の竹内でございます。 

  まず、１つ目の再質問についてでございます。 

  スクール・サポート・スタッフの先生が助かっ

たとか、子供たちへの影響ということでお答えい

たします。 

  このスクール・サポート・スタッフは、コロナ

禍になったときに、大変、消毒作業等が小まめに

やるようになりまして、それを教員だけでやるこ

とは限界があるということで、このスクール・サ

ポート・スタッフを始めにつけていただきました。 

  その流れからということで、基本的には環境整

備や消毒作業をやっていただいている方が多いで

す。一応こちらの会計年度任用職員の募集要項の

ほうには、プリントの作成とか採点とか、学力向

上のための事務の補助等もございますが、実際、

学校のほうでいろいろやっていただいているのは、

教室の消毒とか清掃作業とかということが多いか

なというふうに思います。先生方は自分たちが、

いらっしゃらなければやらなくてはいけない、そ

の作業ですので、毎日毎日それは助かっていると

いうことを伺っています。 

  そのような内容ですので、直接子供たちに関わ

るお仕事というよりかは、環境整備を中心にやっ

ていただいているので、子供からの感想というか

影響というか、そういうものについてはこちらの

ほうには上がってきておりません。 

  それから２つ目の支援センターのほうについて

は人数を確認させていただきます。 

  ３つ目の部活動についてですが、先ほど申し上

げた人数は、全てが吹奏楽ということではなくて、

その人数が昨年度、学校選択をして百間中学校に

行かれた人数ということでございます。 

  やはり百間中学校が一番大きな学校で、教員の

人数も多いので、部活動もたくさんの種類つくれ

ます。その子たちが動いているかどうかというこ

とはこちらでは把握はしていないんですが、昨年

度、須賀中学校は剣道部がなくなったりしました。

それで百間中学校にはございますのでというとこ

ろもありますし、それから前原中学校には野球部

とサッカー部がございません。ですので、その部

活を頑張りたいという生徒は、百間中学校のほう

を選んでいるかもしれません。学校選択のときに

理由を書いていただくのは細かなことではなくて、

部活動で百間中学校のほうに通いたいですという

ようなことで書かれてきているので、詳しい部活

動名については把握はしていないんですが、申し

訳ありません。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 塚村委員。 

○委員（塚村香織君） 塚村です。ありがとうござ

います。 
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  スクール・サポート・スタッフに関しては、初

めはそういう消毒などから始まって、４年度はそ

うだったと思うんですけれども、今年度もスクー

ル・サポート・スタッフの配置をしてくださいま

して、これを長く６年度もぜひお願いして、そう

いう消毒とか清掃だけではなく、今、先生方が児

童が増えている学校もあるので、その本当にサポ

ートになるような人材というんですか、そういう

こともできるのかなと思います。 

  あと、やはり清掃ということで、トイレ清掃と

かは、特に小学校は子供たちだけだとほとんど、

できている、やっているんだけれども実際できて

いないという部分もあって、多分、子供たちにと

っても使いやすいトイレになっているということ

で、すごくこのサポート・スタッフの方のやられ

たことって、やっていることはとても子供たちに

とってはいい影響にはなっているのかなと思いま

す。ぜひ来年度もこちらはお願いしますという要

望を最後に申し上げます。 

  ２点目は、後で詳細の人数を教えていただける

ということで承知いたしました。 

  教育支援センターも２年目になりまして、いろ

いろ相談件数も増えてきていると思うんですが、

まだまだどこに相談していいか分からないという、

私もご相談を受けたときに、教育支援センターが

ありますよということを伝えると、知らなかった

というお声もいただいているので。 

  例えば学校の先生も、担任の先生から見ても気

になるお子さんとかが、もしいた場合、その保護

者の方に１つの相談先として教育支援センターを

お伝えいただけると、またそこから一歩、いろん

なまたその先の相談先につながると思いますので、

学校ではスクールカウンセラーの方もいますけれ

ども、また学校外でということもあるので、その

情報の伝え方というところで、もう少し伝えてい

ただけるような周知方法というんですか、そちら、

お考えいただきたいと思っているんですが、その

あたりのこと、お伺いいたします。 

  ３点目は分かりました。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  副課長。 

○教育推進課学校管理幹兼副課長（竹内知子君） 

学校管理幹兼副課長の竹内でございます。 

  では、２点目の支援センターの周知についてと

いうことなんですが、こちらのほうは町の大きな

施策でして、支援センターができたことを広く知

っていただきたいという思いが半分、それから、

支援センターに通っているお子さんたちが、学校

のほうになかなか通えないということがクローズ

アップしないようにすることが半分ということで、

大変こちらとしてはいろいろなことを考えながら、

周知方法を決めました。 

  それで昨年度、支援センターのリーフレットと

いうものを作らせていただいて、教育委員会のと

ころには取れるようにはなっているんです。それ

から、一番初めに全保護者にお配りしようかとい

うことも考えたんですが、先ほど申し上げたとお

り、支援センターに行っているお子さんというこ

とも考えつつ、そうではなくて、担任にお渡しし

ておいて、必要な子にお渡しする。それから、さ

わやか相談室に置いておいて、必要な保護者の方

にお渡しするというような形をつくらせていただ

きました。 

  それから、民生委員・児童委員の方々も支援セ

ンターの研修ということで昨年度していただきま

したので、そのときにはお渡しするという形を取

らせていただいていて、ですが、まだまだ必要な

方に手渡っていないというような状況も本日教え

ていただきましたので、周知できるように努めて
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いきたいなというふうに思っております。ありが

とうございます。 

○委員長（西村茂久君） ほかに質疑ありますか。 

  小河原委員。 

○委員（小河原 正君） ないようですから、最後

の質問をさせてもらいたいと思います。 

  いるの、ほかに。 

  小河原です。あまりいろんな質問をすると、ま

た要望が入ると怒られるので、できるだけ要望の

ない質問にしたいと思います。 

  １点だけ。学校教育というのは、全科目優秀な

のが一番いいんでしょう、一般的にね、全科目。

どの科目も優秀だと。そう一般的にそう言うよね。

なかなかそうもいかないけれどもね。 

  私、宮代は大したもんだなと思うのは、英語の

問題、グローバル化で確かにこれから英語は達者

なほうが、その個人個人から考えても得だよね、

英語のできる人はね。それで偏っちゃいけないん

だろうけれども、一般的にね。 

  それで私が聞きたいのは、宮代町は英語は埼玉

県下でどのぐらいの位置にいるのか。よく、宮代

町もいろいろ英語の問題で骨折っているようです

ので、どのぐらいの地位にいるのか教えてもらい

たい。その答弁の後、再質問したいと思います。 

○委員長（西村茂久君） 暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 ３時３５分 

 

再開 午後 ３時３５分 

 

○委員長（西村茂久君） 再開いたします。 

  答弁求めます。 

  副課長。 

○教育推進課学校管理幹兼副課長（竹内知子君） 

学校管理幹兼副課長の竹内でございます。 

  調査の結果というものがほんの少ししかござい

ませんが、今年度の全国学力学習状況調査では、

埼玉県62市町村中、英語の順位は38位でございま

す。これは中学校３年生でございます。 

  今年度の県の学力学習状況調査のほうですと、

埼玉県の平均が大体50点でございまして、宮代町

のほうも大体50点、49.8なんですけれども、平均

ぐらいかなというふうになっております。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 小河原委員。 

○委員（小河原 正君） 分かりました。 

  私聞きたいのは、意見言うもんじゃないかもし

れないけれども、英語の魅力を持つというのは大

切だと思いますよね。宮代町にはいい先生がいた

んだよね、島村盛助先生。岩波の字引作っていた

の。この字引を作る先生と話は私したことあるん

だ、小さいときね。それは自慢なんだけれども、

その字引を作るの、どうやって作ったか知ってい

ます。また、知らないでしょうけれどもね。 

  あと、盛助先生の子供さんが英語の先生だった

んだよね。今もう定年になったのかな。私より先

輩だけれども。こういう人をどんどん使って、宮

代町の英語のいい先生、こういう流れがあるんで

すよと。それはどんどん教えることによって、英

語の宮代ってすごいところなんだ、先生がいて、

魅力を感じるんだよね。魅力を感じるということ

は英語を一生懸命やるということよ。そうすると、

英語ができることになると思うんですよ。そうい

うことをどんどんやっているのかどうか。 

  余計なことを言うと、また委員長に怒られるか

もしれませんけれども。私がしゃべっていて、あ

の先生すごかったなと思ったのは、私は小さい小

学校時代から、いたずらだったの。「おーい、ち

ょっと来い来い。」と言ってお菓子をごちそうに

なりながらしゃべっていて「ちょっと待て。」と
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言うんだよね。それで書室行って、何か単語をそ

れでつくったそうですよ。一般的な単語がなかな

か先生が思いつかないの、我々としゃべって、い

たずらな言葉をしゃべって単語をつくったそうで

す。それが岩波書店のあのすばらしい字引って知

っているでしょう、岩波書店の。私もさんざん使

ったんだけれどもね。 

  そういうことが魅力を感じて英語に力をつける

ことだと思うんです。そういうことをやっている

のかどうか。もしやらなければ、ちょうど先生が

まだ子供さんが達者だから、呼んで話聞いたほう

がいいですよ。うちの親父はこうやってやってい

たということを。それが英語の魅力を感じること

だと思うんですよ。宮代町はそういうことをやる

のか、やらないのか。やっぱり子供にそういう魅

力を感じさせることが大事だと思うんです。 

  それが、まして小学校にも教えているんですよ、

今。昔は、我々のときはＡＢＣを教わるのは中学

校から始まったぐらいだからね。今はもうちょっ

ともうしゃべるほうまでやるんでしょう。そうい

う魅力を小さいときにつける方法というのをやる

のかどうか。それが大事な教育だと思いますので、

どうなのか聞かせてもらいたい。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  副課長。 

○教育推進課学校管理幹兼副課長（竹内知子君） 

学校管理幹兼副課長の竹内でございます。 

  どうもありがとうございます。 

  宮代町では、今、道徳の教材に島村盛助先生の

ことを題材にした資料がございます。それを中学

校１年生の子たちが、日本語と英語をつないだ英

語学者島村盛助先生というテーマで書かれている

んですが、何度も何度も繰り返し、その翻訳をす

るものについて言葉を何度も何度も繰り返し、こ

っちがいい、あっちがいいというふうに考えなが

ら、その一番ふさわしい日本語を選んで岩波の辞

書に載せてくださったというような内容の道徳の

学習もしております。 

  それから、小学校６年生と中学校２年生が年に

一度なんですが、島村盛助先生を顕彰する英語発

表会というものを学区でやらせていただいていま

す。そのときに、中学生が島村先生の功績につい

てパワーポイントを使いながら、英語で小学生に

説明をしてくれるということが毎年行われていて、

小学生はその中学生の英語を聞きながら、島村先

生のすばらしさを感じながら、またその英語で内

容を理解できた喜びを感じながら、島村先生のご

功績について学ぶ場をつくらせていただいていま

す。 

  それから、授業の中で遊びながらというところ

はちょっと難しいんですけれども、教科書を使っ

て英語を学ぶという授業ではなくて、日常生活の

中で子供が感じていることや考えていること、自

分の思いや自分の好きなこと、そういうものを英

語で話しながら英語を身につけていくという小学

校での英語の授業を進めさせていただいています

ので、本日、小河原委員さんのお話を伺って、遊

びながら面白い言葉をつくっていったというよう

なところに、少し通ずるものはあるかなというふ

うに感じております。どうもありがとうございま

した。 

○委員長（西村茂久君） 小河原委員。 

○委員（小河原 正君） ありがとうございました。 

  私は、もう少し、今、島村盛助先生の子供さん

がいるわけよ。この先生は英語だったんだ、担当

は英語。その人に来てもらって、ちょこっとしゃ

べってもらうと、子供というのは忘れないんだよ

ね。ああ、盛助先生の子供が教えてくれたと。英

語でしゃべれるはずだから、英語の先生だったん

だから。 
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  そういうこともやる必要があると思う。ただ、

島村先生がもう幾つになるんだろうな。来るか来

ないかは分からないけれどもね。そういうことが

必要だなと思った。そうすれば、子供というのは

忘れないんだよね。盛助先生の子供が英語でしゃ

べってくれたよと。そういう意識を頭に入ると、

子供というのは忘れないんだよね。そうすると、

英語の魅力を覚えるわけだ。それを私は言いたい

だけ。それだけです。委員長、それだけ。やるか

どうか、本当は聞きたいけれども、これは相手の

いることだから、難しいけれども。ね、教育長、

教育長だって、それぐらいのことは努力すべきだ

と思っているの。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（中村敏明君） いろいろありがとうござ

います。 

  町のほうで。先ほどの島村盛助先生を顕彰す

る英語発表会におきましては、息子さんの奥様に

なりますかね、島村春江さんにはいつもご出席を、

春江さんはいらっしゃると思うんですけれども、

いつも参加をしていただくことを。 

○委員長（西村茂久君） 教育長、答弁、着席で

結構です。 

○教育長（中村敏明君） すみません。ありがとう

ございます。 

  一応、盛助先生のつながりということで春江さ

んをお呼びさせていただいて、その会には参加し

ていただいているということをさせていただきま

した。 

  先ほどご提案いただいた件については、議員お

っしゃるとおり、相手があることですので、もし

参加していただければということでは参加してい

ただける可能性は十分あると思いますけれども、

相手の方とも相談をさせていただきながら検討を

させていただきたいと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） ほかに質疑ありますか。 

  丸山委員。 

○委員（丸山妙子君） 丸山です。お願いします。 

  １問目は、交通安全・防犯対策事業のこども

110番の家の設置についてです。ページは決算書

170ページ、説明書は195ページです。 

  現在121軒ということなんですが、学校別の軒

数と、あと新しく、結構、皆さん年齢が高くなっ

て辞められている軒数も結構あるのか、それとも

新規のお願いしているのか、何か対策されている

のかお聞きいたします。 

  それと、あと小学校の小中一貫教育推進事業で

す。決算書170ページ、説明書196ページです。 

  その中で、成果で９年間見通したプランで、地

域の特性を生かし連携を図っているということで。

それで、その小学校の英語の授業のことが出てい

るんですが、３、４年生で週１時間、５、６年生

では外国語活動ということで２時間なんですが、

結構２時間ってボリュームあると思うんですが２

回ある。子供たちが好きになってくれれば、それ

目的に達しているんですけれども、ちょっと苦手

意識を持っているとか、そういうことはちょっと

出てきているのか、その辺どうなっているのか、

現状と工夫をお願いします。 

  それと、あと小学校施設管理事業、中学校管理

事業です。決算書は178、あと中学が200ページ、

説明書では小学校が199、中学校が201になります。 

  泉委員がちょっと質問してくださったので、落

下防止対策、結構お金がかかるということで、来

年、再来年度予定しているというんですが、これ

と同時に、一般質問でしたんですが、やっぱり暑

いのでエアコンのことがやっぱり、今年の冬と来

年の夏は体育館が使えるのかなという心配もある
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ので、何かその辺、ちょっといろいろ考えてくだ

さいと言ったんですが、もし考えていることで言

えることがあったらお願いしたいのと。 

  あと、やるならばやっぱり、例えば須賀小だけ

ですとか、笠原小だけですとかにならないように、

予算面あるんだけれども、やるなら全部、小学校

３校、４校とかやっぱりしていただきたい。トイ

レも各学校、少しずつですけれどもやっていただ

いたんですが、やっぱりそういうふうに対応して

いっていただけるのか、考えているのかお聞きし

ます。 

  あと、体育館、総合運動公園管理事業です。決

算書196ページ、説明書は208ページです。 

  その中で施設の主な工事ということで金額が出

ています。自動ドア工事、プール屋根の改修、抗

菌用のタイルですね、それぞれ1,595万5,000円、

2,035万円、588万5,000円、こちら抗菌用タイル

はコロナ対応かなと思うんですが、このあたり、

建ててから初めての工事なのか、何か応急措置や

ってきたとか、何かその辺の工事、今までの工事

のいきさつ、お願いします。 

  あと文化財保護事業です。決算書が192、説明

書は212ページです。 

  その中でちょっとお聞きしたいのが、指定解除

になった東粂原の獅子舞の用具について、指定管

理候補とするための資料調査となっています。こ

ちら、私も全然ちょっと知らなかったんですけれ

ども、指定になっていると思っていたら指定にな

っていなくて、これ新たに、何かちょっとここの

説明をなぜ解除になっちゃったのかという話から

ちょっと簡単でいいのでお願いします。 

  それと、さっきの小中の管理なんですが、東小

学校の木造校舎がとても古くて、本当に危ない状

態。この文化財と関係してくるのは、あの建物す

ごくいいと私はずっと思っていて、20年ぐらい前

すごくきれいだったのに、すごい朽ちてきていま

すね。それで、あの建物は町はどうしようと考え

ているのか。 

  この管理事業とか見ていても、修理する感じで

はないので、その辺、町としての考えと、文化財

の担当の方としたら、あの建物をどう思っている

のかお願いします。ちょっとひどい状態で、学童

も使っている。職員室にも使っているんですけれ

ども、とても傷んでいるので、その辺危ないし、

応急処置の必要があるなというのもあって、含め

てお願いします。 

  それと、もう一回、資料館の関係なんですが、

決算書196、説明書214ページの資料寄贈等という

ところの、新規に270冊が市町村等からの交換文

献として来たということで使うんですけれども、

これって何か結構、量が多かったりするんですけ

れども、こういうものは毎回来るのか、それをど

う保存して、どう展示しているのか、かなりの量

なので、今年がたくさんだったとかではないと思

うんですが、その辺のいきさつお願いします。 

  あともう一点です。 

  先ほどから出ている部活動なんですけれども、

これからはちょっと資料等はないんですけれども、

部活動の、これから地域移行になってくるんです

が、先ほどちょっと委員の方からも話が出たんで

すが、自分が行きたい学校に今現実、行きたい町

内の中学校に部活がないと思ったら、スポ少で習

っているものの部活がこちらの学校にある。そし

たら、その先生が、じゃ、みんなおいでよといっ

て、結構ごそっとそっちに通っているという話聞

いているんですね。 

  それは、お子さんがやりたいと思ったら、でも

その人数いたら、そのない学校でも部活をつくれ

るんじゃないかという考え方と、部活のための学

校ではないと私は思っているんですね。これから
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部活って、今までの部活と考え方が違ってきて、

部活で学校を選ぶということが時代と逆行してい

ってしまうのが、この町は結構、昔ながらででき

ているんだけれども、その地域の学校と、その１

つの学校に大きく集まっていくと、うちの町が中

学校１校というのにはどんどん近づくわけなんで

すよね。ただ、人口がどんどん増えていて子供の

数も。そうしていくと、それでいいのかというの

と、基本的な地域移行と部活の考え方をこの町が

ちゃんと、学校は教育だと思うので、その辺の考

え方をちょっとお聞きします。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） ここで休憩いたします。 

  再開は４時10分といたします。 

 

休憩 午後 ３時５４分 

 

再開 午後 ４時０９分 

 

○委員長（西村茂久君） 再開いたします。 

  それでは、休憩前に引き続き、教育委員会の質

疑を行います。 

  答弁求めます。 

  副課長。 

○教育推進課学校管理幹兼副課長（竹内知子君） 

学校管理幹兼副課長の竹内でございます。よろし

くお願いいたします。 

  丸山委員さんの１つ目のご質疑、交通安全・防

犯対策についてでございます。 

  こども110番の家ですが、令和４年度121世帯と

いうことで、令和５年８月１日現在では126軒と

いうことで少しだけ増えています。 

  今年度は、今までこのこども110番の家でずっ

とお願いしていたご世帯がまだやってくださるか

どうかを改めてもう一度調べたほうがいいという

ことで、夏休みからお手紙を出させていただいて

継続が可能であるのか、それから学校のほうで学

校だより等でも呼びかけて、新規にやってくださ

る方がいらっしゃらないのかというところで、今

現在そのやり取りをしているところでございます。

８月１日現在では126ということで、少数ではあ

りますが少しだけ増えている状況でございます。 

  また、この後、ご高齢になられて、子供たちが

駆け込んできてもできることができないか心配で

すというようなことをご連絡くださっているご世

帯ございますので、数としては減ってしまうかも

しれないんですが、もう一度きちんと確認という

ことでやらせていただいているところでございま

す。 

  それから、小学校の外国語活動、３、４年生の

１時間と、それから小学校の外国語の５、６年生

の２時間というところで、こちらについて苦手意

識や現状、工夫はどうなのかというようなご質疑

についてお答えさせていただきます。 

  宮代町では、平成26年度から29年度まで４年間、

小学校における英語の研究をさせていただきまし

た。それは文科省のほうで、これから小学校に英

語が入るという中で、どのような授業をしていく

必要があるのか、またどのような英語の授業をし

ていくことで、子供たちに学ばせることが可能に

なるのか。何でもいいので自由に研究してくださ

いという研究でした。 

  その中で、宮代町ではどんなにたくさん英語の

勉強をしても、なかなか英語を使えるようになら

ない現状に課題を感じまして、その中でどういう

ふうに子供たちに英語を教えていったら、義務教

育を終えた後、自分のことぐらいは話せる子供た

ちになるのかということで研究をさせていただき

ました。 

  その研究の内容は、やっぱり日本語を習得する
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のと同じように、英語もたくさん聞いている中で

耳から自分の体の中に入っていって、知識として

の理解ではなくて、習得させることが大事である

ということで、たくさん言葉を聞かせて、そして、

言える、言えないではなくて、自然に言えてしま

うようになるような授業を進めていくということ

で、今現在もさせていただいています。実際に授

業を見ていただかないとご説明がなかなか難しい

ところなんですけれども。 

  ですので、学力によってできる、できないでは

なくて、どんな子供たちでも日本語をしゃべれな

い子はいないわけで、小さいときから日本語を聞

いていれば、必ずみんな不便なくしゃべれるよう

になる。その習得の理論を使いながら、子供たち

にたくさん英語を聞かせて自然に言葉を発するこ

とができるようになるというような授業を基にや

らせていただいていますので、私は苦手だからと

いうような思いはないのではないかというふうに

考えております。 

  ですが、授業というのは遊びではないので、や

はり全てが遊んでいる、楽しいというような45分

ではないと思うんですね。そこら辺も先生方は遠

くかけ離れた内容についてお話しするのではなく、

とにかく自分の伝えたいことや自分のことについ

て簡単な英語で伝えられる経験をさせるというこ

とで授業を組んでおりますので、苦手意識、難し

い、それから45分授業としてやらねばならないの

で、ずっと楽しいということは難しいと思います

が、子供たちが耐えられないような授業は行って

いないという認識でございます。 

  それから、最後の部活動の件なんですが、こち

らのほうは各学校、学級数に応じて、教員配置が

決められていまして、その人数しか残念ながら、

各学校に先生をいただくことができません。 

  その中で、子供たちが興味を持っている部活動

をつくっていきたいという思いは誰しもが教員が

思っているものでございますが、数に限りがある

ので、やはり多数決では申し訳ないんですけれど

も、子供たちがやりたいという思いが多い部活か

らつくっていくことになってしまうと思うんです

ね。それでできなかった分については他校にはあ

るので、そこに行きたいという思いは子供たちは

持ってしまうのが自然なのかなというふうに思う

んですけれども。 

  学校選択の理由として書いてきているのは、部

活だけではなくて近い学校だから行きたいとか、

学区としては前原中学校なんだけれども、実際、

自分のうちからは百間中学校のほうが近いんじゃ

ないかと思っているお子さんとかもいると思うん

ですね。なので、近い学校だから行きたい。小学

校から引き続きだから、小学校も学校選択したの

で中学校も引き続きそこに行きたい。それから、

先ほどから申し上げている部活動の関係。それか

ら、仲のいい友達がいる。兄弟が、お兄ちゃん、

お姉ちゃんが先にそっちに行ったので、私もそこ

の学校に行きたいというような理由がございまし

て、子供たちが選択するのは部活動というものも

ありますが、部活動だけではなくて、いろいろな

理由で選んでいるのかなというふうに思っていま

す。 

  小学生は自分で選ぶことがなかなか難しいとこ

ろもあるんですが、中学生は発達段階、そして、

今まで生活で経験してきたことも含めて、自分で

様々なものの中から選んでいるかなというふうに

思いますので、その１つである部活動で学校を選

ぶのはどうかということはなかなかこちらからそ

れで選べないよということは申し上げられないな

ということが教育委員会の見解でございます。よ

ろしくお願いいたします。 

  以上です。 
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○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  副課長。 

○教育推進課副課長（小川雅也君） 副課長の小川

でございます。 

  私のほうからは、体育館へのエアコン導入に関

してお答えいたします。 

  まず決算書のほうが178ページ、185ページ、成

果書が199ページ及び201ページ、小学校施設管理

事業及び中学校施設管理事業となります。 

  まず体育館におけるエアコンですが、昨今、気

温も上昇しておりますので、部活動、その他集会

等で使う際にも必要性は高まっているのかなとい

うふうに感じているところでございます。 

  こちらの担当といたしましても、どのような工

法があるのかというようなのは調べているところ

でございます。 

  ただ、導入に当たりましては多額の費用がかか

るという状況がございますのと、あと今、小中学

校適正配置のほうを行っておりまして、学校の整

備も今後整備していくという状況もありますので、

そこら辺も見据えながら検討のほうを進めていき

たいというふうに思ってございます。 

  以上となります。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  室長。 

○生涯学習室長（飯山 武君） 生涯学習室長、飯

山でございます。 

  ご質疑のございました関係にご説明いたします。 

  決算書の197、198ページ、説明書でいいますと

208ページ、209ページ、総合運動公園の工事の関

係でございます。 

  こちら、昨年度総合運動公園関係の工事といた

しまして、修繕関係の工事３点ほど行ってござい

ます。いずれも老朽化に伴います改修・修繕工事

でございます。 

  まず１点目、自動ドアの交換工事でございます。

こちら総合体育館内に設置されてございます自動

ドアの経年劣化に伴います部品の交換でございま

して、開閉装置のユニットでございますとか、セ

ンサーなどこちらについての交換工事を行ったも

のでございます。 

  ２点目、プール屋根改修工事でございます。こ

ちら、プール棟の屋根の上面が経年劣化によりま

して防水シートが大分劣化してございまして、雨

漏り等が発生しているということもございました

ので、改修工事のほうを行わせていただいたもの

でございます。 

  ３点目、総合体育館、シャワー室、室内プール、

採暖室等抗菌用タイル、こちらのほうでございま

すが、シャワー室、体育館のほうにおけますシャ

ワー室及び室内プールにおけます採暖室、こちら

の壁に使っておりますタイルが、こちらも老朽化

によりまして大分損傷しているというところもご

ざいましたので、感染症対策という観点もござい

まして、抗菌用のタイルのほうに改修のほうをさ

せていただいたものでございます。 

  ３点いずれの工事におきましても、初めての修

繕という形で行わせていただいたものでございま

す。 

  続きまして、東小の木造校舎、こちらの関係で

ございます。文化財という観点でご答弁のほうを

させていただければと思います。 

  東小学校の木造校舎につきましては、昭和30年

の建設でございまして、建築後68年が経過したも

のでございまして、現在も使用されているものと

いたしましても、県内でも貴重なものというふう

に考えてございます。 

  文化財におきましても、指定文化財というよう

な観点もございまして、指定文化財の中には国や

県、あるいは町がそれぞれ指定するものでござい
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ますが、建築年代や関係する資料も残されてござ

いまして、町指定文化財の候補の一つとして、町

の文化財保護委員会の中でも議論の一つとして挙

げられているようなところでございます。 

  町の指定文化財とするとなりますと、宮代町の

歴史、特に教育の関係でございますが、それを物

語る貴重な文化財の保護が行われるということに

なりまして、県内でも珍しい現有する木造校舎と

して大きなＰＲ効果が見込まれると思います。 

  その一方で、指定文化財におきましては、指定

時の現状を保護保存し、後世に残し伝えるという

ことが目的となりますので、定期的な修繕などの

維持管理に費用がかかると。ましてや、町の指定

文化財となりますと、そういった経費については

全て町が全額負担するということになりますので、

外部の補助金制度などはもうほとんど皆無という

ような状況でございますので、その負担は大きな

ものというふうに考えてございます。 

  また、これは指定文化財ということでございま

せんが、国のほうで登録有形文化財という制度が

ございまして、３年ぐらい前ですかね、百間小学

校の滑り台について、こちら国のほうの登録文化

財として登録をされたことがございまして、そち

らについては、宮代町にとって大きなＰＲという

ような貢献がなったところでございます。 

  しかし、この登録制度におきましても、財政的

な措置というのはございませんので、いずれにお

きましても、そちらを維持管理していくために、

町が全て負担をしなきゃいけないというふうなこ

とがございます。 

  そういったことが文化財として指定等をする場

合には、後世にわたって伝えていくということに

なりますので、今後の存続を含めて、利活用を含

めた検討をしていくことが文化財保護担当として

は必要なのではないかというふうに考えてござい

ます。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  主査。 

○文化財保護担当主査（横内美穂君） 文化財保護

担当主査の横内でございます。 

  丸山委員さんの２点のご質疑についてお答えさ

せていただきます。 

  まず１つ目、決算書192ページ、説明書212ペー

ジにございます東粂原獅子舞の関係です。 

  この東粂原獅子舞につきましては、町の無形民

俗文化財として長く指定をしてまいりましたが、

後継者の育成ができなかったということで、残念

ながら獅子舞保存会が解散いたしました。文化財

のほうとしてはしばらく様子を見ていたんですが、

残念ながらこの保存会復活の契機がないというこ

とで、この保存会に対しての指定であったことか

ら、無形文化財としては指定解除をさせていただ

いたところになります。 

  しかしながら、この獅子舞自体は江戸時代から

流れをくむ大変長い歴史を持っておりまして、使

ってきた獅子頭ですとか道具類については、有形

文化財として当然指定されていくべき内容ではな

いかということを考えた結果、文化財保護委員会

のほうで細かく道具類を精査したものになります。 

  続きまして、決算書196ページ、説明書214ペー

ジ、寄贈図書等の内容と対応についてでございま

す。 

  こちらの寄贈資料等でありますけれども、まず

民具や古文書等につきましては資料館の資料とい

うことで登録をさせていただきまして、調査研究

の後、展示などによって皆様に広く公開している

ものになります。 

  ２行目にございます文化財市町村史等の図書に

つきましては、こちら基本的に交換文献として、
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他市町村で刊行されたものと、当町で刊行したも

のを交換する形で互いに情報を共有するために行

われているものになります。 

  市町村史の編纂が大変盛んだったときは、年間

に1,000冊という形で本が入ってきたんですが、

現在はほぼどこの市町村も市町村史編纂しており

ませんので、発掘の報告書等の資料が寄贈されて

くるものになります。 

  一応、本館にまいりましたら、登録をさせてい

ただきまして、配置はしているんですけれども、

ご指摘のとおり冊数が増えてまいりますので、現

在資料館の中には、県内で刊行された図書を保管

しておりまして、県外で刊行されたものにつきま

しては、旧西原公民館倉庫のほうに保管しており

ます。 

  ただ、登録番号ついておりまして、収蔵してい

る箱番号もついているので、例えば住民の方から

これについて勉強したいけれども資料はあります

かという問合せに対して、レファンレスとして見

ていただくこともできるという形でしております。 

  そういう形で提供させていただいております。 

  簡単ですが、以上です。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  主査。 

○教育総務担当主査（髙橋道彰君） 東小学校の木

造校舎の修繕につきまして、ちょっと補足をさせ

ていただきます。 

  施設管理担当としましては、必要に応じて修繕

のほうをさせていただきたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） 丸山委員。 

○委員（丸山妙子君） 丸山です。 

  丁寧にありがとうございました。 

  ちょっと順番逆になるかもしれませんけれども、

決算書170、説明195のこども110番の家です。 

  今ちょうど移行とか聞いているということで、

分かりました。 

  すみません、ちょっと学校区域別の件数が分か

れば、それをもう一回お願いしたと思います。今

現在のをお願いします。 

  あと、英語の件、授業です。 

  おっしゃるとおりで苦手ではなく、たくさん聞

かせるということで方針でやってくださっている

と思うので、それがうまく生かせるように引き続

き。すごくやはり反応が子供たちあると思うので、

そのあたりはしっかりと見極めていただきたいと

思います。 

  お願いします。 

  あと、すみません、体育館のエアコンはやはり

近隣の市町でも今回一般質問でも出ているみたい

なんですけれども、予算処置とかにあと２年ぐら

いの処置のものもありますよね。 

  それで予算がかかるということなんですけれど

も、やはり子供たちが、じゃ、この学校だけエア

コンが入ったんじゃなくて、やはり全体考えてや

っていただきたいと思うのと、やはり来年の夏、

体育館で学童の子供も、もちろん子供たち生徒た

ちができるような対策を取っていただきたいと思

います。 

  あと、東小の修繕のほう先に、学童も入ってい

ますけれども、本当窓も開けられないし、何かき

しんでいるし、結構本当朽ちているところが子供

でも当たったらさかむけと言うんですか、けがも

しそうなので、使っているならそれなりの修繕を

する。子供が触るようなところは、あとは雨どい

とかもすごく劣化しちゃっているので、やはりそ

れはしっかりと対応していただいて、お願いした

いと思います。 

  あと、それと文化財、難しいみたいなんですけ

れども、その辺も答弁いただいたので、今後考え
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ていただきたいなと思います。 

  総合運動公園のほうは分かりました。 

  新しくということで、総合運動公園のこの抗菌

用のタイルとかは、もう結構これからもそんなに

替えなくていいのか、修繕はしばらくこの３つに

関してはしなくていいのか、再度お聞きします。 

  資料館の寄贈のものは分かったんですけれども、

西原の公民館のところにしまってあるということ

なんですが、あそこも本当に古くて昔はシロアリ

が出たところなので、ちょっと私は心配としては、

やはりそういう大事な資料に虫が入っちゃったり

とか、その辺はどういうふうに保存しているのか、

もう一回お聞きします。 

  あと、部活に関しては仕方がないことなんです

けれども、子供がやりたいことをやる、それも一

つの選択なんですけれども、何かこれからの部活

の考え方とやはり地域の子供ということを考える

と、どうなのかなというのと、やはり引きずられ

ていっちゃったりして、やはりその中で今うちの

町でもいじめがあるので、その部活行っちゃった

けれども、いじめがあった場合、じゃどうしまし

ょうって、どこに行ったらいいのか、やめなきゃ

いけない、学校に行けなくなっちゃうというのは

やはり親御さんとかはその辺もすごく心配して、

何か考えているところもあるようなので、そうい

うところも踏まえて、もう一回答弁をお願いした

いんですが、やはりそういういじめとか集団とな

るとどうしても出てくるので、そういうところど

う考えるのか、もう一回お聞きします。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  副課長。 

○教育推進課学校管理幹兼副課長（竹内知子君） 

学校教育担当学校管理幹兼副課長の竹内でござい

ます。 

  まず初めに、決算書170ページ、説明書195ペー

ジの交通安全・防犯対策の関係でございます。 

  失礼いたしました。内訳を申し上げます。 

  今現在ですが、須賀小、須賀中学が22世帯、百

間小、前原中学が33世帯、東小、百間中学が42世

帯、笠原小、百間中学が29世帯の計126世帯でご

ざいます。 

  それから、一番最後の部活動のことについてな

んですが、自分の意思ではなくお友達とともに部

活動のほうで選んで学区外の学校に行かれたとき

に、いじめが起こったりしたらどうなのかという

ことでよろしいでしょうか。 

  いじめが起こらないことが一番だとは思ってい

ますが、子供たちがお友達の意見に乗ってという

ことであっても、そこは学校選択という上では、

ご自分の選択なのかなというふうに考えますし、

そういう選択がきちんと自分でできる子供たちを

育てたいなというふうに思っております。 

  また、何かが起こったときにそれで困ってやめ

てしまうとかではなくて、そこでどのように解決

していくことが大事なのかとか、そういう勉強だ

けではなくて、社会の生活の中で子供たちが強く

生きていけるようなすべといいますか、経験をさ

せていくことも学校教育の一つかなというふうに

思っておりますので、そのようなことも全て含め

て子供たちの学びかなというふうに考えて教育委

員会のほうでは、この学校選択ということを、選

択についても子供が選ぶという教育の一つと考え

ております。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  室長。 

○生涯学習室長（飯山 武君） 生涯学習室長、飯

山でございます。 

  ご質疑に対してご答弁させていただきます。 
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  説明書209ページ、総合運動公園の工事の関係

でございまして、総合体育館シャワー室及び室内

プール採暖室のタイルの関係でございます。 

  こちら先ほどもご説明いたしましたが、相当劣

化しておりまして、タイルが剝がれているような

状況がございますことから、抗菌用タイルのほう

に改修させていただいたものでございます。 

  こちら体育館もプールもそうですが、平成６年

に開館して以来初めての改修ということになりま

すので、それから30年近くたってございます。そ

こが初めてということでございますので、今回き

ちんと補修をしましたことから、またしばらくは、

そのままの状況で使い続けられると考えてござい

ますが、何分にも水回りのところでございますの

で、状況によっては、また別途補修等が必要にな

ってくることも考えられます。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  主査。 

○文化財保護担当主査（横内美穂君） 文化財保護

担当主査の横内でございます。 

  西原旧公民館倉庫の中における資料の保存につ

いてご説明させていただきます。 

  まずは、西原旧公民館倉庫は収蔵庫として造ら

れておりませんので、資料館の本館で行っている

収蔵庫薫蒸のようなガス薫蒸が行えない状況にな

っております。そのため、現在の国のほうで行っ

ているＩＰＭというガスを使わないで環境管理を

しながら資料を保管していくということを実験的

に頑張ってやっているところになります。 

  これは、周囲を清掃するとか、害虫の痕跡を観

察をしていくという形で、できるだけ被害が起き

ないうちに処理していくというものになります。 

  西原旧公民館倉庫に資料を置くようになってか

ら大分たちますが、今のところ害虫が確認された

ことはございませんので、何とかうまくやってい

るかなという状態でございます。 

  せっかく頂きました貴重な資料なので、きちん

と保管できる環境ができるまでは、何とか頑張っ

て保管していきたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） 丸山委員。 

○委員（丸山妙子君） 答弁ありがとうございまし

た。 

  しっかり対応していただいて、やはり大事な資

料なので、資料館の、そのＩＰＭですか、そうい

うのでやってくださってありがとうございます。 

  総合運動公園のほうも安心しました。ちょっと

これからも修理出てくるとは思うんですけれども、

分かりました。 

  答弁いただきましたので、大丈夫です。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） ほかに質疑はありますか。 

  角野委員。 

○委員（角野由紀子君） 角野です。お願いいたし

ます。 

  成果書の71ページなんですが、日工大サイエン

スプロジェクト、これ令和４年度の予算の説明の

ところで、これメインだったような気がしますが、

この成果というかどんなふうにやったのかお伺い

します。 

  それから、決算書の180ページ、12節委託料の

漏水調査委託料というところで、百小の漏水とい

う説明があったかと思いますが、これはどんなだ

ったのか、予備費充当されていますので、どうい

う状況でこの調査を行うことにしたのかをお伺い

します。 

  それから192ページ、図書館管理運営事業の12

節の委託料、これも地盤沈下の漏水調査という説

明があったような気がするんですが、これについ
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てもお伺いします。 

  それから196ページ、資料館管理運営事業の需

用費の施設修繕費ですが、これも予備費で緊急に

やったのかなというふうに思うんですが、ちょっ

とお伺いいたします。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○教育推進課主幹兼指導主事（加藤裕一君） 学校

教育担当主幹兼指導主事の加藤です。 

  日工大サイエンスプロジェクトにつきましては、

３月６日に須賀中学校の２年生を対象として、日

工大のほうで講義、演習のほうを行いました。具

体的には、物理の講義、演示実験、あとは電子顕

微鏡を使っての観察、あとは大学教授から電磁誘

導について講義をいただきました。 

  その中で、子供たちから実際に出た感想ですが、

楽しかったという感想や、また、若干難しかった

けれども面白かった、また、細かいところまで見

られて楽しかった、貴重な経験をすることができ

たという意見が出ております。 

  本年度も引き続き、日工大サイエンスプロジェ

クトにつきましては、中学校全ての学校で実施し

てまいりたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  主査。 

○教育総務担当主査（髙橋道彰君） 教育総務担当

主査の髙橋と申します。 

  決算書180ページの小学校施設管理事業の漏水

調査についてお答え申し上げます。 

  こちら百間小学校の配膳室での漏水だったんで

すけれども、目ではちょっと分からない、バルブ

を全部止めてもどこも漏れている感じはないんで

すけれども、メーターが回っていました。 

  それで、我々ではちょっとどうも分からなかっ

たものですから、専門業者のほうを入れて調査の

ほうをさせていただきました。その結果、校舎の

下で漏れていたものですから、そちらを調査した

ものになります。 

  説明は以上になります。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  室長。 

○生涯学習室長（飯山 武君） 生涯学習室長、飯

山でございます。 

  ただいまのご質疑に対してご答弁させていただ

きます。 

  決算書190ページ、図書館管理運営事業におけ

ます委託料、こちらのほうの関係の予備費の充当

でございます。 

  こちらにつきましては、図書館の水道管の関係

でございますが、地盤沈下によりまして水道管の

亀裂が発生いたしまして、その関係で漏水をして

しまったと、そういったことから、そちらの修繕

の経費とそれと漏水に伴います水道料金が発生い

たしましたので、そちらにつきまして指定管理者

のほうへの補塡をするという形で予備費のほうを

24万6,000円充当させていただいたものでござい

ます。 

  続きまして、決算書196ページ、資料館管理運

営事業、こちらにおけます需用費、こちらの施設

修繕料におけます予備費の充当、57万1,000円で

ございますが、こちらにおきましては資料館に展

示してございます旧進修館、こちらのほうにつき

まして旧進修館の外階段、木製でできております

外階段が老朽化により破損してしまったと、そう

いったことから内部に入りますに伴って階段が破

損したことによって、昇降が困難な状況になって

しまったということから、そちらの階段の修繕を

するために予備費57万1,000円を充当させていた
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だいたものでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 角野委員。 

○委員（角野由紀子君） 日工大サイエンスプロジ

ェクトについて須賀中の２年生対象に、これはじ

ゃ全員で行かれたということで、日工大までどん

なふうにして行ったかということと、それから、

今年度はほかの２つの中学校が行っているという

ことなんでしょうか。 

  時間的にはどれくらいの時間というか、１コマ

の授業なのか、大学の先生の講義があったり結構

長いのかなと思ったりするのですが、そこをお伺

いします。その結果、理科の好きという児童・生

徒という目標がありますので、その辺はそっちに

向かっているということでいいのかどうかお伺い

します。 

  それから、180ページの百小の配膳室で校舎の

下のパイプだということでそれを修繕したという

ことで、じゃ大丈夫ということですねという確認

です。 

  192ページ、ここも水道管が亀裂していたとい

うので修繕したと図書館のほうですね。まあ、あ

っちもこっちもだんだん老朽化になってきていま

すけれども、水道管というのは亀裂して初めて分

かるというか、その辺の点検というかそういうの

は、これはトイレ、どこなんでしょうかね。地盤

沈下とは無関係ということでいいんでしょうか。 

  それから、資料館のほうは外階段、外の風化で

すよね。風化して朽ちたということで、これは緊

急でしようがないのかと思います。 

  お願いします。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○教育推進課主幹兼指導主事（加藤裕一君） 学校

教育担当主管兼指導主事の加藤です。 

  日工大サイエンスについてお答えいたします。 

  まず、学校から日工大への移動方法につきまし

ては、本年度須賀中学校のほうでは、徒歩で移動

をしていただきました。 

  来年度につきましては、バスを検討しておりま

す。 

  また、日工大サイエンスプロジェクトの時間に

つきましては、本年度は２時間の実施となります。

１つ目の講義１時間と、あともう一つの演習につ

きましては、グループを２つに分けて合計１人２

時間体験していただくということになりました。 

  また、昨年度は須賀中学校で、本年度は百間中

学校、前原中学校かというところなんですが、昨

年度須賀中学校につきましては、試験的に実施し

たというところがございますので、本年度は中学

校３校、全ての中学校の２年生を対象に実施して

いくことで現在日工大のほうと打合せをしており

ます。 

  今まで学校では使えないような高価な機械であ

ったりとか、また専門性を持った先生方に直接指

導いただけるという貴重な機会になりましたので、

理科につきましては、子供たちが興味関心を持ち、

理科好きの子供が育ってきているというふうに考

えております。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  室長。 

○生涯学習室長（飯山 武君） 生涯学習室長、飯

山でございます。 

  決算書192ページ、図書館の漏水の関係でござ

います。 

  こちら経緯といたしましては、常に点検等をし

ているわけではございませんが、水道の費用の関

係で上水道室のほうから図書館で漏水していると

いうような連絡がございまして、それで原因を解
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明していく中で漏水がしていることが分かったも

のでございます。 

  図書館の給水排水経路といたしましては２か所

ございまして、いずれも図書館の玄関前のところ

に給水管が通っておるものでございますが、その

漏水をしているというような状況が判明してから、

経路をたどっていく中で正面玄関の手前を掘削し

て掘ったところ、そちらの箇所が漏水していたと

いうのが判明したことによって、そちらのほうの

修繕と漏水にかかった水道料について指定管理者

のほうに補塡をしたものでございます。 

  こちら、対策といたしましては、定期的に水道

メーターをチェックをして、余計に水が出ていな

いかどうかというものを毎月点検しながら対策を

取っていくということで一応考えてございます。 

  それと、決算書196ページ、資料館管理運営事

業におけます外階段の修繕でございます。 

  こちら、木造でできた外階段でございまして、

こちらも年数が経過してございまして、何分にも

屋外にあります木造の階段でございますので、そ

ういったことから老朽化してしまったことから危

ないということで、造り替えたというものでござ

います。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 角野委員。 

○委員（角野由紀子君） 図書館の話なんですが、

上水道室から漏れていますよということなんです

が、玄関前の地盤沈下が原因でそういうふうにパ

イプが動いたということなんでしょうか。 

  そこだけ確認させてください。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  室長。 

○生涯学習室長（飯山 武君） 生涯学習室長、飯

山でございます。 

  図書館の周りが結構地盤沈下しておりまして、

玄関前を整備した当時に比べて相当地盤沈下をし

てございます。そういったことから地盤沈下によ

る影響というふうに考えてございます。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） ほかに質疑ありますか。 

  田島委員。 

○委員（田島正徳君） 田島です。 

  ２点ほどよろしくお願いいたします。 

  説明書の54ページ、地域のみんなでこどもたち

の居場所づくり事業ということで、真ん中辺のそ

の他のところで、学校に行きにくい、学校生活に

なじめない等何らかの支援が必要な子供たちの支

援を行う市民活動団体に対し、次年度から施設休

所日に２階会議室等の貸出しを行うためのルール

づくりと説明会の実施というふうに書いてあるん

ですけれども、これは市民活動団体ということが

要は改善とかいろんな相談があると思うので、早

急に、別に施設の休所日という限定ではなくて、

早急に役場とかで話合いを持つようにしないのか

という点と、あともう１点のほうは、Ｐ38、説明

書、まちなかどこでもミュージアム事業というこ

とで、社会教育活動事業、決算書の190ページな

んですけれども、この予算が102万1,000円で決算

のほうが15万833円、社会教育活動事業、決算書

のほうではちょっと見当たらないので、どこを見

たらいいのかということと、この説明書の中で前

のほうに書いてあるということは、載せていると

いうことは、やはりメインに一生懸命やりたかっ

た事業だと思うんですね。 

  それが予算に対してこれだけの決算額しか出て

いないので、その現状というか、この説明をよろ

しくお願いします。 

  以上、２点です。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  副課長。 



－２９６－ 

○教育推進課学校管理幹兼副課長（竹内知子君） 

学校教育担当学校管理幹兼副課長の竹内でござい

ます。 

  田島委員さんからの１つ目のご質疑について回

答させていただきます。 

  説明書の54ページ、地域のみんなでこどもたち

の居場所づくり事業の②教育支援センターのこと

についてでございます。 

  こちらのほうは、昨年度、市民団体さんのほう

からこの支援センターの２階の会議室を使えるよ

うにはならないでしょうかというようなお問合せ

等もありまして、教育支援センターが開設してい

ない土日からまず開かせていただこうという考え

で、昨年度終わりに説明会を開かせていただきま

した。 

  そのときには、何団体かの方が来てくださって

説明を聞いていただけました。そして、今年度６

月からお貸しできるようにというふうにこちらの

ほうも整えたんですけれども、今のところ市民団

体さんの登録は１団体さんだけで、それでその後

使わせていただきたいというような申請はまだ１

件も来ていなくて、お待ちしているところでござ

います。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  室長。 

○生涯学習室長（飯山 武君） 生涯学習室長、飯

山でございます。 

  ただいまのご質疑に対しましてご答弁させてい

ただきます。 

  説明書38ページ、決算書では189、199ページと

なります。 

  まちなかどこでもミュージアム事業でございま

すが、こちら第５次総合計画実行計画事業といた

しまして、説明書の中では38ページのほうに特出

しをして記載させていただいたものでございます。 

  決算書のほうでは189、190ページとなりますが、

事業といたしましては、社会教育活動事業の中の

一つの取組として、整理をさせていただいたもの

でございます。具体的にこちらの中でございます

４年度決算。15万833円、こちらの決算額といた

しましては、決算書の中の事業費でございますが、

そちらのほうにおきまして、まちなかどこでもミ

ュージアム事業の活動団体に対します応援資材と

しまして、人工芝でございますとか、椅子とかベ

ンチとかあるいはホワイトボード、このようなも

のを活動される団体に物資、資材面でのサポート

をするということで、こちらのほうの経費を使用

させていただいたものでございます。 

  予算額に対しましては、102万1,000円というも

のでございましたが、当初予算計上する際にはこ

のような資材面でのサポートのほかに、ワークシ

ョップを行ってそちらのほうの盛り上げをすると

か、そういったいろいろなことを計画では盛って

おったところでございますが、実際事業を進めて

いく中で、先ほどもご説明いたしましたけれども、

活動される団体さんへの広報面でのサポートでご

ざいますとか、あるいは物資、資材面でのサポー

ト、こちらのほうに重点的にやっていくというこ

とで行った結果、予算額に対して決算額が下回る

ような事業となったところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 田島委員。 

○委員（田島正徳君） ご答弁ありがとうございま

した。 

  それでは、まず説明書の54ページ。じゃ、この

教育支援センターを相談の窓口としてのことでは

なくて、活動拠点として貸してほしいということ

ですね。 

  活動拠点として、進修館とかあとすてっぷ宮代
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とかがあって、自分なんかもＮＰＯの活動をして

いるときは、すてっぷ宮代を借りているんですけ

れども、月金しかやっていないじゃないですか、

教育支援センターは月曜から金曜まで。その土日

をお貸しするということは、誰か職員が出てきて

セコムだとかそういうのも解除して、立ち会って

というようなことでよろしいんでしょうか。 

  あと、もう一つのほうが、何となく室長分かり

ました。 

  だけれども、じゃこの説明書の202ページにも

社会教育活動事業というのが載っているんですね。 

  そこでは、こういう内容でみやしろ大学、町民

文化祭、二十歳のつどいということで104万4,903

円使ったということで、それではこの決算額の中

に先ほどの15万幾らというのが含まれているとい

うことでよろしいのでしょうか。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  副課長。 

○教育推進課学校管理幹兼副課長（竹内知子君） 

学校教育担当学校管理幹兼副課長の竹内でござい

ます。 

  田島委員さんの説明書54ページの教育支援セン

ターのことについてお答え申し上げます。 

  休み中の土日ということなので、職員が出てき

てセコムの解除等をするようになっているのかと

いうような内容なんですけれども、こちらのほう

は、子育て支援課が土曜日日曜日もということで

すので、そちらに鍵をお渡ししておいて、そこに

取りに来ていただいて、責任を持ってその団体さ

んたちに解除していただいて使っていただいて、

原状復帰というか元の状態に直していただいた上

で、また鍵をかけていただいて子育て支援課のほ

うに鍵をお返しいただくという形になっておりま

す。 

  説明会のときに使用の約束ということについて

も詳しくご説明させていただいたんですが、それ

を守って使用していただけるとありがたいという

ことでご説明をしております。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  室長。 

○生涯学習室長（飯山 武君） 生涯学習室長、飯

山でございます。 

  まちなかどこでもミュージアム事業、説明書で

は38ページ、それと202ページの社会教育活動事

業、こちらの中の関係性という観点でご答弁させ

ていただきます。 

  こちら、まちなかどこでもミュージアム事業は

第５次総合計画実行計画事業としまして、特出し

をさせていただいたところでございますが、説明

書の202ページ社会教育活動事業、こちらに104万

4,903円ということで、決算額を上げてございま

すが、こちらの中に15万833円が含まれていると

いうことで、そのような形での記載とさせていた

だいたところでございます。 

  非常に分かりづらいような記載方法でご迷惑を

かけましたが、そのような状況でございます。 

  なお、予算の段階では先ほどもご答弁させてい

ただきましたけれども、人が集まっていただくよ

うな形でワークショップとか、あるいは展示会と

いうようなものも計画として上げておったところ

でございますが、コロナの影響もございましたの

で、参加される方々の安全性というものを勘案し

まして、そちらのほうについては開催をしないで

行ったところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 田島委員。 

○委員（田島正徳君） ご答弁ありがとうございま

した。 

  なかなか難しいその教育支援センターという場
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所をある特定の市民活動のために利用するという

ことが果たして適任かどうかというのが、レンタ

ルスペースじゃないので、ちょっと疑問に思った

んですけれども、活動拠点としては別に進修館を

借りてもいいし、というのも普通なのかなと思っ

たんですけれども、わざわざ土日やっていないと

ころを鍵を借りてまでやる必要性があるのかもし

れないけれども、ちょっと違和感を感じたので。

自分たちなんかは、開いている日というか予約を

してすてっぷ宮代を借りているんですけれども、

それは休館日とかそんなときには借りないし、何

かトラブルが起きなければいいなという。なるべ

く土日職員が来ていない場所を貸し出すというの

はどうなのかなというちょっと疑問に思って聞き

ました。 

  幾ら鍵を借りてセコムのやり方を教えたとして

も、後で何かあったときのトラブル、そこで火事

だとか何か物損事故が起きた場合とか、誰も立ち

会っていませんから、そこら辺はどう考えている

のかということをちょっとお聞かせください。 

  普通だと、誰もいないところをその団体の人た

ちだけで貸し出すというのはちょっと感覚的に分

からないので、トラブルになったときの処理の仕

方をよろしくお願いします。 

  あと、まちなかどこでもミュージアム事業、こ

ちらコロナ禍でこの金額になってしまったんだろ

うなというのが分かります。 

  やはり、この最初のほうのページに書いてある

ということは相当の意気込みで予算も取っている

し、やろうと思ったことなので、やはりじゃこの

15万しか使えなかった。幾らコロナ禍でも、はっ

きり言えば１割程度の予算しか使っていないです

から、そしたら前振りというかそういうのでパン

フレットだとかもっと告知をしていかないといけ

ないと思うんですけれども、あまりにもコロナだ

コロナだといって、イベントがなかったからこう

でしたと言うのも分かるんですけれども、そこら

辺の考えはどう思っているのでしょうか。 

  よろしくお願いします。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  副課長。 

○教育推進課学校管理幹兼副課長（竹内知子君） 

学校教育担当学校管理幹兼副課長の竹内でござい

ます。 

  教育支援センターのことについてお答えいたし

ます。 

  まず、支援センターは、今年度からできた町の

新しい施設ということで、空いているときには、

なるべく町民の皆様にご活用いただけたらという

思いで、この開放ということも考えさせていただ

きました。 

  また、以前から支援団体さんのほうから、貸し

ていただけないでしょうかというようなお申出が

ありましたので、それも考えながら、できる限り

のことをということで、今年度、土日だけまずは

ということで、やらせていただくことにしました。 

  土日で誰もいない中でトラブルがあったらとい

うところについてのご心配なんですが、登録をし

ていただいて活動するときには、活動計画や活動

内容をきちんとまとめたものをこちらに見せてい

ただいて、それで使っていただくことが可能かど

うかをきちんと審査させていただくということと、

説明会のときには、ちょっとこれは厳しいんじゃ

ないかなと思うような、使うときの約束事という

ことで、基本的には会議、それを中心にやってい

ただいて、何か催物という場合には、また、先ほ

ど申し上げた計画書、内容を見せていただいた上

で、こちらがお貸しできるかどうかを判断すると

いうことで、まずはやらせていただこうというこ

とで考えさせていただきました。 
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  以上です。 

〔発言する人あり〕 

○教育推進課学校管理幹兼副課長（竹内知子君） 

ですので、その時点では、トラブルがないような

活動しか使っていただかないということで、こち

らで考えているのは、何かをやるときの話合いの

場というか、そういうことでお貸ししたいという

ことが最初の考えでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  室長。 

○生涯学習室長（飯山 武君） 生涯学習室長、飯

山でございます。 

  まちなかどこでもミュージアム事業におきます

ご質疑でございますが、昨年度、４年度におきま

しては、行っていく中で、作品展でございますと

か、演奏会の実施方法の検討をさせていただくと

いう形で取り組んだところでございます。 

  しかしながら、先ほどもご説明いたしましたけ

れども、物資、資材面でのサポートについては、

椅子とかテーブルとかというのを購入しましたが、

実際行っている中で、コロナの影響でイベントを

縮小せざるを得ないとか、あるいは、集客への不

安などから実験が思うように進められなかったと

いうようなこともございました。 

  しかしながら、そのような活動資材を提供する

ことによりまして、例えば何もない広場や、ある

いは室内での場づくりでございますとか、集客に

つながるような効果もありまして、利用者からも

好評であったということがあります。 

  また、こちら、昨年度は資材面でのサポートだ

けじゃなくて、広報面でのサポートといたしまし

て、町にゆかりのあるアーティストにおけます作

品展とか演奏会などの情報をホームページやＳＮ

Ｓなどを組み合わせて情報発信させていただいた

ことにもよりまして、アーティストの方々が集客

アップにつながったとかでありますとか、あるい

は作品集の出版につながった等の副次的な効果が

あったというようなことで、高い評価をいただく

ようなこともございました。 

  また、町公式ＬＩＮＥでございますとか、ホー

ムページへのアクセス数がほぼ毎回トップファイ

ブ入りするような状況でございまして、文化、芸

術に対する情報への町民ニーズが高いというよう

なことがうかがい知れたところでございます。 

  ただ、今後につきましては、コロナ禍につきま

しては５類になったということもございまして、

今年度につきましては、さらに発展するような形

で、11月には、町民文化祭の発展形としまして、

みやしろ芸術祭というものも初めて取り組むなど、

そのような形でさらに発展させていくような形で

取組をさせていこうというふうに考えてございま

す。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） ここで休憩いたします。 

 

休憩 午後 ５時１０分 

 

再開 午後 ５時２２分 

 

○委員長（西村茂久君） 再開いたします。 

  それでは、休憩前に引き続き、教育委員会の質

疑を行います。 

  質疑はありますか。 

  丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 

  それでは、何点かご質問させていただきます。 

  まず、165、166ページの小中学校適正配置事業

でございます。 

  決算書では、小中学校の適正配置の取組につい
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ての住民説明会、それから須賀小学校地域拠点施

設検討委員会を立ち上げ、無作為抽出市民ワーク

ショップや住民意識調査を実施して、基本構想案

を作成したということですが、確認をさせていた

だきたいんですけれども、まず、小中学校適正配

置、今後20年間をかけて老朽化した町内小中学校

の適正配置を進めていくと、この20年間のプラン

についてと、それから、今後のスケジュール、そ

れから須賀小学校の地域拠点施設検討委員会は、

先進地視察を実施しておりますけれども、どこへ

視察したのか。 

  それから、メンバーの中に専門家の意見も聞い

ていくということなんですけれども、誰が入って

いるのか、確認をさせていただきたいと思います。 

  ２点目は、決算書169、170ページのこども110

番の家の件でございますが、確かに前段のところ

で、現況調査をしておりますけれども、看板とい

うか、こども110番の家の、これが非常に色があ

せちゃってすぐ駄目になる。だから、私も実は、

道路沿いにあるお宅で子供たちが通るので、こど

も110番の家になったらどうですかということで、

声をかけた家もありまして、色があせちゃってい

るんで、私が気がついたときには、取りに行くん

ですけれども、これはせっかく現況調査というか、

やっておりますので、そういうのがあれば言って

いただきたいとか、そういうのも一言付け加えて

もいいのかなと思うんですけれども、結構あると

思うんですね。そういった点で、どうかというこ

とで、お尋ねをします。 

  それから、３点目は、いじめ・不登校対策事業

でございます。 

  いじめはどこの学校でも、どの子にも起き得る

問題であります。児童生徒が発する危険信号を見

逃さないようにして、早期発見に努めるというの

が第一だと思うんですけれども、その点で、第７

節の報償費において、いじめ問題対策委員会に外

部専門家として、弁護士の参加と指導を受ける必

要が生じたというふうになっておりますけれども、

これは、なぜ弁護士の指導などを受けなければい

けなかったのか。 

  それから、この令和４年度でこういった外部専

門家も含めたいじめ問題の結論が出たと思うんで

すけれども、これについて簡潔にどういうふうな

結論が出たのか、確認をさせていただきたいと思

います。 

  続きまして、同じく169、170ページの町民みん

なが先生推進事業、これは地域住民による部活動

に対する指導への謝礼なんですけれども、これは

３名なのか、学校運営協議会の委員報酬、それか

ら、学校応援団の運営経費などに充てられており

ますけれども、これは２名なのか。それで、部活

動を中心に５名の地域の方に児童生徒の指導を行

っているのか。決算書と成果書を見ると、ここが

５名なのか４名なのか、ちょっとはっきりしませ

んので、何名なのか確認をさせていただきたいと

思います。 

  続きまして、171ページ、172ページの英語教育

推進事業でありますけれども、町内中学校には英

語指導助手を１人ずつ配置しております。小学校

には、２校に１人ということなので、取りあえず

１人で２校を見るということなんですが、現在ど

この学校とどこの小学校に配置されているのか、

これも確認をさせていただきたいと思います。 

  続きまして、同じく171、172ページの教育支援

センター設置事業でございますけれども、成果書

の54ページにも掲載されておりますけれども、相

談件数が184件ございますけれども、これの大き

な特徴を。 

  それから、新たに専門相談支援員は配置されて

いると思いますけれども、そうすると、これは教
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育支援センター所長以外に専門相談支援員を配置

されるので、それらを含めると２名体制になるん

でしょうか。この確認もお願いしたいと思います。 

  続きまして、決算書の177、178ページ、小学校

施設管理事業でありますけれども、この中で14節

工事請負費で、トイレ洋式化のための小学校トイ

レ改修工事なんですけれども、これの成果と同時

に、トイレ改修の残りはどのようになっているの

か。また、トイレ洋式化率はどのようになってい

るのかも併せてご説明をお願いしたいと思います。 

  それから、決算書181、182ページの２目教育振

興費でございますけれども、19節の扶助費、これ

は443万円ほどの不用額が出ております。就学援

助費の支給者が見込みよりも少なったということ

なんですけれども、そういった点では、啓発はど

のように行われているのかということで、これに

ついてご説明をお願いしたいと思います。 

  それから、決算書181、182ページの中学校管理

運営事業なんですけれども、コロナ禍の下で、修

学旅行等によるキャンセル料が浮いたというとお

かしいんですけれども、これにキャンセル料がか

からなったということで、前年度と比べて150万

円ほどの減額となったという説明なんですけれど

も、この修学旅行については、どのようになって

いるのか、その点についてお尋ねをしたいと思い

ます。 

  それから、決算書185、186ページの中学校施設

管理事業のやはり12節委託料の中学校トイレ改修

がございます。これは、設計委託料だけなんです

けれども、これは令和５年度も含めてどういうふ

うに改修がされていくのか、その点お尋ねをした

いと思います。 

  それから、決算書の187、188ページの14節工事

請負費で百間中学校において、校舎外壁にクラッ

クが確認されということなんですけれども、この

点について確認をしたいんですが、どういった修

繕工事が実施されたのか、お尋ねをします。 

  続きまして、決算書191、192ページの３目図書

館費、図書館管理運営事業なんですが、令和４年

度の図書の貸出し数は前年比で1,333人減となっ

ています。また、貸出し冊数についても4,709冊

の減となっています。この辺の理由について伺い

たいと思います。 

  続いて、決算書195、196ページの５目資料館費

ですが、先ほども前段の委員さんから保存の仕方

ということで質問がありましたが、私はここにつ

いては、保存している倉庫なんですが、それが旧

西原公民館を利用しています。ここは、以前から

も言っているように、耐震化が必要な施設であり

まして、そのために公民館としては利用しないと

いうことで、それに代えて、今、保存の倉庫にな

っています。私は、あそこを通るたびに非常に危

険だなといつも思っているんですけれども、やは

り何らかの補強措置が必要ではないかなと思うん

ですけれども、その点についてお尋ねしたいと思

います。 

  それから、最後ですが、決算書200ページの２

目学校給食費の学校給食運営管理事業でございま

すが、前年度と比べて990万円の増額となってい

ます。 

  ここで学校給食運営審議会はもちろんあります

が、学校給食研究委員会、これは献立などについ

て話し合うということなんですけれども、もう一

つ物資検討委員会を定期的に開催しているという

ことなんですけれども、この物資検討委員会とい

うのは、何人いて、決算書ではどこに入るのか、

その点お教えいただきたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  副課長。 
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  答弁は、あれもそうなんですけれども、簡潔に

効率よくお願いします。質問の数が多いですから、

よろしくお願いいたします。 

○教育推進課副課長（小川雅也君） 副課長の小川

でございます。 

  私からは、まず１点、小中学校適正配置の関係

でお答えいたします。 

  決算書165ページ、説明書72ページになります。 

  何点かご質問があったかと思います。 

  まず、１点目になります。今後20年間の取組に

ついてということでご質問があったと思います。

こちらにつきましては、昨年の説明会の前に議員

の皆さんにも説明したとおりの内容となってござ

います。 

  詳細でいいますと、まず、令和４年から13年ま

での前期の10年間におきまして、須賀小学校と百

間小学校を地域拠点施設として再整備するという

ものになります。また、令和９年度以降におきま

して、笠原小学校と東小学校、そして、３つの中

学校の再編につきまして再検討するというもので

ございます。 

  後期の10年におきましては、令和14年から23年

になりますが、令和９年度の検討の結果を受けま

して、笠原小学校と東小学校、また、３つの小中

学校を再編するとなれば、再編していくというも

のになります。 

  続きまして、今後のスケジュールという形にな

ります。こちら、須賀小学校の再整備についての

スケジュールということでお答えさせていただき

ます。 

  今年度におきましては、基本計画の策定を行い

ます。須賀小学校地域拠点施設に入る機能であっ

たりとか、またはその配置、規模等につきまして、

より基本構想を基に具体的なものを検討してまい

ります。令和６年度におきましては、基本設計、

実施設計ということで、実際の設計に入っていき

ます。令和７年度、８年度におきまして、解体、

建築等を行っていきます。今のところ令和９年度

に須賀小学校地域拠点施設の開校、開設を予定し

ているという形になってございます。 

  続きまして、３点目、視察について、どこに行

ったのかというご質問であったと思います。 

  須賀小学校地域拠点施設検討委員会におきまし

て、12月22日におきまして視察に行きました。行

った先は、市立志木小学校のほうを視察しており

ます。こちらは、小学校と図書館、公民館の複合

の施設となってございます。 

  また、併せて豊島区にある南池袋公園を視察し

てございます。こちらにつきましては、もともと

人が来なかった公園につきまして、新しくリニュ

ーアルいたしまして、若い世代、または近隣のビ

ジネスマン等がたくさん集まる施設になったとい

うことの事例といたしまして、視察のほうしてご

ざいます。 

  続きまして、須賀小学校地域拠点施設検討委員

会の有識者ということで、どなたかということで

ご質問があったと思います。１人が日本工業大学

建築学部教授または地域連携センター長でもあり

ます佐々木誠教授に入っていただいております。

なお、佐々木誠教授におきましては、公共施設マ

ネジメント計画の策定及び総合計画の策定につき

ましてもご協力をいただいております。 

  また、もう一人、りんかく株式会社代表取締役

の唐松奈津子さんにも参画いただいております。

唐松さんにおきましても、第２公共施設マネジメ

ント計画の委員であると同時に、東洋大学ＰＰＰ

研究センターのリサーチパートナーなどもされて

おります。また、公共施設の再編に関してのライ

ターのほうもされておりまして、全国的な事例と

かに熟知しているという方でございます。このお
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二人に有識者としてご協力いただいてございます。 

  小中学校適正配置事業に関する説明は以上とな

ります。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  室長。 

○生涯学習室長（飯山 武君） 生涯学習室長、飯

山でございます。 

  決算書191、192ページ、図書館の貸出しの状況

でございます。説明書では、205ページ、こちら

のほうに図書館管理運営事業としまして、図書館

の利用状況について記載させていただいたところ

でございます。 

  ご質問にありますとおり、４年度の貸出し数、

貸出し人数ともに前年度よりも減少となってござ

います。こちらにつきまして、その理由はという

ことでございますが、明確な理由は分からないよ

うな状況でございます。ただ、全国的に図書の貸

出しについては減少傾向にございまして、特に宮

代に限ったということではないかなと思いますが、

近隣の状況等も含めまして、貸出し冊数のほうに

つきまして、ＰＲ等を今後も引き続きさせていた

だければと思っております。 

  続きまして、決算書195ページ、196ページ、郷

土資料館の関係でございます。 

  資料の保管場所ということで旧西原公民館につ

きまして、廃館後、そちらのほうを保管場所とし

て活用させていただいているということでござい

ますが、何分資料につきましては、年々増加して

いくというような状況ございまして、これは宮代

の郷土資料館に限った話ではなく、ほかの資料館

においても同様の保管場所については悩みの種と

いったような声も聞いてございます。 

  宮代町におきましては、すぐ近くに旧西原公民

館がございましたことから、現在保管場所として

使わせていただいてございますが、耐震診断にお

いて補強を要するというような診断結果が出され

た建物でございまして、ご指摘のとおり、安全性

という観点につきましては、大変厳しいような状

況になってございます。 

  しかし、耐震補強を行うとなりますと、概算で

見積もったところ、数千万の費用がかかるという

ことでございますので、現在の財政状況を鑑みま

すと、耐震補強をするというようなことについて

はなかなか厳しいところがあるかと思います。 

  できましたらば、ほかの空いている公共施設等

を活用させていただいて、少しずつでも資料につ

いて、そちらのほうに移動というものが行ってい

ければいいのかなというふうに考えてございます。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  副課長。 

○教育推進課学校管理幹兼副課長（竹内知子君） 

学校教育担当学校管理幹兼副課長の竹内でござい

ます。 

  まず、決算書169ページ、170ページの交通安

全・防犯対策事業のこども110番の家の看板につ

いてでございます。 

  こちらのほうは、８月25日付で「宮代町子供

110番の家ご協力のお礼について」ということで

通知を登録していただいているご家庭に出させて

いただきました。その文章の一番最後のところに

ご登録いただいている方の変更等、また子供110

番の家についての説明資料や掲示していただいて

いるプレートの破損、紛失等何かございましたら、

お手数をおかけいたしますが、宮代町教育委員会

担当へご連絡くださいますようお願いいたします

と書かせていただいておりまして、ご連絡をいた

だいた方にはお届けする、もしくはお手数ですが、

来ていただけるご家庭の方には来ていただいて、

今新たなものをお渡ししているところでございま
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す。 

  続きまして、決算書169ページ、170ページ、い

じめ・不登校の報償費で弁護士の費用ということ

ですが、こちらのほうは、昨年度12月に報告書が

上ってきたいじめのことに対して、長期に及んだ

いじめの重大事態となりましたので、調査のほう

を学校主体の調査ではなく、第三者委員会を設置

しての調査ということで進めさせていただきまし

た。その第三者、学校にも教育委員会にも保護者

にも関わりのない方で構成された第三者が弁護士

の方が２人、臨床心理士の方が１人、大学教授が

１人ということで、この４名の方が会議や聴収、

それから報告書をまとめる際にお集まりいただい

たときの費用として、お渡ししたものでございま

す。 

  そして、その結論についてですが、報告書の提

言に書かれていました内容で、今後再発防止とい

うことで、気をつけて行っていくということで、

まず、組織的な対応に資するための学校マネジメ

ントの強化、それから、いじめ防止基本方針の実

効性の確保、学校いじめ対策委員会への外部専門

家の確実な参画、いじめに係る情報の記録と引継

ぎ徹底、いじめを把握するためのアンケートの実

施方法及び時期の見直し、法に基づく重大事態に

係る調査の徹底、町及び県教育委員会による適切

な指導、支援の実施、加害児童生徒への対応に係

る教育的な視点による慎重な検討の必要性という

ことで、こちらのほうが提言として出されました

ので、これに基づいて取組を行っていくというこ

とでございます。 

  続きまして、決算書169ページ、170ページ、町

民みんなが先生推進事業でございます。 

  こちらのほうは、報酬として書かれているとこ

ろの委員報酬10人というのが、東小学校、須賀中

学校の学校運営協議会委員様へお渡ししているも

のです。 

  その下の報償費、謝金についての５万2,000円

ですが、こちらのほうは、部活動や、それから小

学校の器楽の練習の指導員、それから小学校のほ

うの社会科副読本の編集委員会のご協力者、その

方たちに１万円ずつで４万円、そして、小学校で

プログラミングの授業を外部の方に入っていただ

いて、していただいているんですが、3,000円掛

ける４校ということで１万2,000円、合わせて５

万2,000円となっております。 

  続きまして、決算書の171ページ、172ページの

英語指導助手についてでございますが、中学校に

は専属で１名ずつついております。 

  小学校のほうには須賀小と東小に１人、百間小

学校と笠原小学校に１人ということで、児童の人

数、授業の時数等を考慮しながら、どちらかの学

校が２日で、どちらかの学校が３日、もしくは

1.5日ずつということで、ＡＬＴのほうに学校の

ほうに行っていただいているという現状でござい

ます。 

  続きまして、決算書の171ページ、172ページの

教育支援センターの相談件数についてでございま

す。 

  こちらのほうは、３月末で184件となっており

ますが、相談内容については、不登校についてや

自分の性格について、それから、行動について、

学業について、進路について、それから、教職員

との関係について等が内容の多くでございました。 

  それから、専門相談支援員とはということなん

ですが、この専門相談支援員は臨床心理士の資格

を持たれた方でございます。今までは、臨床心理

士さんは月に２回しか来ていただくことができて

いませんでした。ですが、相談の件数が増えてき

たということで、なるべく常時いていただく臨床

心理士さんがいらっしゃったらということで、今
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年度からつけていただきました。 

  その臨床心理士さんは、相談がないときにはず

っといらっしゃるというのももったいないといい

ますか、そういうことを考えまして、相談がある

ときには、臨床心理士さんとして相談を受けてく

ださる方で、相談がないときには、ほかの支援員

と一緒に子供に対応していただくということで、

会計年度として雇わせていただいているお一人で

ございます。 

  そのほかに、センター長がいますので、センタ

ー長とは別で相談と支援をしていただく方となっ

ています。 

  そして、決算書の181ページ、182ページが小学

校の就学援助費、決算書187ページ、188ページが

中学校の就学援助費ですが、その内容についてで

ございます。 

  予算を立てる上での積算の方法なんですが、小

学校１年生から中学校２年生まではスライドさせ

ていただいています。そして、新小学校１年生は

各校10人ということで計算をさせていただいてお

ります。プラス、コロナ禍でありましたので、収

入減も見込まれまして、申請される方が増えるで

あろうということで、それも見込んでの積算でご

ざいます。 

  続きまして、中学校管理運営事業の修学旅行の

キャンセル料についてでございます。 

  こちらのほうは、何か月前までにキャンセルを

すれば無料になるというものではございませんで、

中学校の修学旅行については、旅行の計画料とい

うものがかかってしまいまして、いつキャンセル

をしてもキャンセル料がかかってしまうというも

のになっています。 

  ですので、それが負担できるようにということ

で入れさせていただいていました。もちろん各小

中学校の校長たちには、なるべくキャンセル料が

かからない時点での判断をお願いしますというこ

とは、ふだんから指導させていただいております。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  主査。 

○教育総務担当主査（髙橋道彰君） 教育総務担当

主査の髙橋と申します。 

  決算書177ページ、178ページ、成果書199ペー

ジの小学校施設管理事業のトイレ改修工事につい

て説明させていただきます。 

  まず、この工事ですけれども、トイレの洋式化

及び乾式化を実施している工事となります。 

  洋式化率ですけれども、今年度の中学校終わっ

た時点で小中合わせまして51％となってございま

す。 

  どれぐらいで工事が終わるかということですけ

れども、こちら多額の費用がかかるため、ちょっ

と財政担当と調整になりますんで、どのようにや

っていくかというのは、ちょっとまだ正直未定で

はございます。 

  小学校は以上です。 

  続きまして、決算書185ページ、186ページ、成

果書200ページの中学校施設管理事業のトイレ工

事設計業務委託料につきましてですけれども、こ

ちらの設計は今年度、令和５年度実施する工事の

箇所のみとなっております。 

  こちら、今後の改修につきましては、小学校と

同様、多額の費用がかかりますので、財政担当と

調整して進めていきたいと思います。 

  以上となります。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  副課長。 

○教育推進課副課長（小川雅也君） 副課長の小川

でございます。 

  私のほうからは、百間中学校の工事請負費、ク
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ラックに対応の工事請負費について説明いたしま

す。 

  決算書におきましては、187、188ページ、成果

書におきましては、200ページとなります。 

  百中の建物、経年劣化に伴いまして、外壁等に

ひびが入っていた状況になります。上に塗ったモ

ルタルのひび割れ等になります。落下等の危険性

がありましたので、そちらのほうの対応をさせて

いただきました。 

  対応内容といたしましては、落下するおそれの

ある箇所をもう既に落としてしまうというような

応急的な対応になります。 

  ただ、ちゃんと直そうとすると、また、そこに

貼り付けるとなると、また今度上から貼り付ける

形になって、もっともっと分離してしまいますの

で、またそれが落下する可能性があるということ

になります。なので、ちょっと今後の対応につい

ては、検討しているというところでございます。 

  また、劣化が進みますと、さらに別の箇所も落

下する危険性も出てきますので、定期的な見回り

等していきたいと考えているというところでござ

います。 

  じゃ、あわせて、給食の物資検討委員会の関係

も説明していきたいと思い思います。 

  決算書のほうが199ページ、200ページ、成果書

のほうが201ページになります。 

  まず、物資検討委員会ですが、こちらにつきま

しては、学校給食衛生基準法の定めに基づきまし

て、小中学校の学校給食で使用する物資、食材に

ついて、価格、品質等を基に検討するものになっ

ております。 

  構成メンバーといたしましては、まず、学校代

表といたしまして、小・中学校７校の管理職の方

から１名出てきていただいています。また、教育

委員会からということで、教育総務担当２人出て

おります。また、栄養教諭のお二人にも参加して

いただいております。また、委託先であります全

農職員のほうからセンター長、栄養士等が出てお

りますので、７名程度で毎月開催してございます。 

  味のよいもの、安心・安全なもの等選びますが、

特に今、価格等もかなり困っておりますので、そ

の価格の面も見ながら、よりよいものを選んでい

こうということで、ほぼ毎月実施しているもので

ございます。 

  説明は以上となります。 

〔発言する人あり〕 

○教育推進課副課長（小川雅也君） 予算上は特に

謝礼等払っておりませんので、関係者で行ってお

りますので、支出のほうはないということになり

ます。 

  失礼いたしました。 

○委員長（西村茂久君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 

  それでは、再質問させていただきます。 

  まず、165、166ページの小中学校適正配置事業

でございます。 

  先ほど答弁いただきました。この小中学校適正

配置の今後の20年間ということで答弁いただきま

したが、今後のスケジュールとの関係で、答弁は

そのとおりなんですけれども、まず、平成28年11

月に小中学校の統廃合についての慎重な取組を求

める請願が出されて、議会で採択されました。 

  それを受けて、令和元年度に宮代町立小中学校

の適正配置及び通学区域の編成等に関する審議会

を再度立ち上げ、令和３年５月に答申が町に提出

されました。この中に４つの大きな答申があるん

ですけれども、その一つに、小学校については今

後10年間は４校を維持すると、そういうふうな答

申があったと思うんですね。 

  そうすると、今後のスケジュール、小中学校適
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正配置20年間のプランとも併せると答申はどこに

行っちゃうの、この答申は、答申についての。そ

の辺について、どういうふうに説明をされるんで

しょうか。答申を受けて、こういうふうに進めら

れたと思うんですね。ですから、その辺について

の説明をお願いしたいと思います。 

  続いて、169、170ページのこども110番の家に

ついては、プレートの破損ということでしたので、

確かにそういうふうになっていると思うんですけ

れども、冒頭でも言いましたように、もう色があ

せちゃっている、そういうのが多いと思うんです

ね。だから、そういうのも含めてということで、

理解してよろしいでしょか。そうだとすれば、そ

のように理解します。 

  それから、いじめ・不登校対策なんですが、先

ほど弁護士の参加と指導を受ける必要性について

伺いました。 

  ここで町教育委員会として、今後、適正な指導

の実施というふうにありましたけれども、その点

では、どういうふうにされていくのか、その点、

１点。 

  それから、今マスコミ等でもいじめ・不登校と

同時に自殺というのが多くなっていると。もちろ

ん宮代にはそういうのはないんですが、必ず、絶

対ないということは言えないと思うんですね。そ

ういう意味では、自殺に対するやはり防止対策も

必要なのかなということで、スクールカウンセラ

ーとか、そういうのをもちろん設置されておりま

すけれども、一つには、やはり連絡先を明らかに

すること。誰かに自分の話を聞いてもらうことで

救われる命もあるというふうにも言われておりま

す。 

  そういったフォローというのは、どういうふう

に、自殺の防止対策と同時に、どういうふうなフ

ォローがされているのか、その点についてもお尋

ねしたいと思います。 

  169、170ページの町民みんなが先生推進事業、

これは説明で分かりました。 

  それから、171、172ページの英語教育推進事業

での小学校の２校に１人の配置につきましても伺

いましたので、分かりました。 

  この171、172ページの教育支援センター設置事

業の中の相談件数なんですが、先ほどの事例につ

いては、この多くの事例件数の順なんでしょうか。

そういうふうには理解するんですけれども。 

  それと、専門相談支援員というのは臨床心理士

ということで、これは常時じゃないんですか。そ

の点、新たに配置をしたいということで募集もか

けたと思うんですが、それの結果がそういうこと

になっているんでしょうか。その点もう一度お尋

ねをしたいと思います。 

  それから、173、174ページの奨学資金事業だと

か、入学準備補助金の申請等々ありますけれども、

小中とも教育推進課としては当然、生活が厳しい、

そういった中での収入減も見込んでの予算の見込

みをしたと思うんですけれども、これが大きな見

込み違いなのか、先ほど啓発はどのように行って

いるのかということにも関連すると思うんですけ

れども、その辺はどうなのかお尋ねをしたいと思

います。 

  続きまして、決算書177、178ページの小学施設

管理事業のトイレの洋式化率なんですけれども、

小学校が51ですね。先ほど、小学校のトイレ洋式

化率はどうかというのでお聞きしたんですけれど

も、小中合わせて51％なんですか。小学校のほう

は幾つなのか。中学校はこの設計した部分だけな

んですけれども、それが令和５年度で実施される

わけですから、それを含めてどうなのかというこ

とで、併せてお尋ねいたします。別々には分かり

ませんか。分かるようでしたら、お願いしたいと
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思います。 

  181、182ページの修学旅行等キャンセル料につ

いては分かりました。 

  それから、187、188ページの14節工事請負費の

百間中学校においての外壁のひび割れの関係です

が、確かに今後の検討は必要だと思うんですね。

ほかにも影響は出てくると思うんですけれども、

取りあえず令和４年度ではひび割れが確認された

ということなんですけれども、今後の修繕工事を

実施するに当たって、やはり検討しなければいけ

ないという答弁もありましたが、これは当然ある

と思うんですけれども、どのように実施されてい

くんでしょうか。その点、もう一度確認をさせて

いただきたいと思います。 

  それから、191、192ページの図書館費の関係で

すが、この貸出し者数と貸出し冊数が減っている。

確かな理由は分からないということなんですが、

全国的にも減っているという傾向だけじゃ、この

辺はどうしてなのか、指定管理のほうからの説明

などはきちんと受けていないんでしょうか。その

点について確認をさせていただきたいと思います。 

  それから、決算書195、196ページの資料館の旧

西原公民館の補強措置が必要ということで、これ

は、数千万かかるということなんですけれども、

先ほどほかの公共施設への移動もというふうに答

えておりましたが、このほかの公共施設への移動

というのは、現実的にはできるのかどうか、見込

みはあるのかどうか、その点についてもお尋ねし

たいと思います。 

  それから、最後の決算書199、200ページの学校

給食費の運営管理事業の中の物資検討委員会につ

いて、定期的に開催しているということなんです

けれども、これは何人でやっているのかというこ

とでお尋ねしましたが、各学校というと小中学校

ですから、７名全員でなくて、そのうちのこれは

小中学校１人なのかどうか、その点、もう一度確

認させていただきたいと思います。 

  以上。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  副課長。 

○教育推進課学校管理幹兼副課長（竹内知子君） 

学校教育担当学校管理幹兼副課長の竹内でござい

ます。 

  まず、決算書の169ページ、170ページ、いじ

め・不登校対策事業の内容についてお答えいたし

ます。 

  適正な指導の実施ということで、宮代町教育委

員会としては今後どうするかということについて

でございますが、今回の重大事態を経験しまして、

一番課題というふうに捉えたものが、組織的な対

応というところでございました。 

  今まで経験をしたことがなかったことなので、

実際にこれが起こったときにどのように対応して

いったらいいのかということがきちんと把握でき

ていなかったという点もありまして、一人ひとり

の教員がばらばらに一生懸命に動いてしまったと

いうようなことも反省にございました。 

  ですので、これが組織的な対応ができるように

ということで、今までありました基本方針という

もの、まずは町のものを全て見直して、変えさせ

ていただきました。 

  どのように変えたかというと、ただ文章で長々

と書かれているもので、何をどのように、どこを

読んだらいいのかということが分からない内容で

したので、これを端的に項目立てて、何を一番最

初にやるべきなのかということが分かるようなも

のに変えさせていただきました。 

  それにのっとって、各校、各小中学校の基本方

針も昨年度、それから今年度始めには変えていた

だくということでお願いをして、変えていただき、
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それをもう一度読むことで、次回こういうことが

起こらないことが一番なんですが、もしも起こっ

た場合には、どのように一人ひとりが対応するべ

きなのかというところを改めて確認していただき

ました。 

  それから、毎回子供たちには、アンケートとい

うものを取るんですけれども、以前の委員会でも

ご質疑いただいたとおり、アンケートを書きにく

いんじゃないかというようなご意見もいただきま

した。そのようなことがないように、何でも子供

たちが書きやすいアンケートの仕方、どんな言葉

かけをすれば、子供たちは書きやすいのか、どん

な環境で書かせれば、書きやすいのか、そのよう

なことについても教員のほうにいろいろ考えてい

ただいて、ご配慮いただくようにお話ししてあり

ます。 

  続きまして、自殺防止対策のことについてなん

ですが、まずは教員が子供の小さな変化を見逃さ

ないということが一番ではありますが、子供たち

は近しい人にはなかなか話せないというようなこ

ともあるかと思います。 

  県のほうでは、相談ダイヤルというものがあり

まして、その小さなカードを子供たち分、配って

いただいています。それを子供たち一人ひとりに

渡して、何か困ったとき一人で悩んでいないで、

こういうところに相談できるんだよというような

ものを紹介したり、それから、最近は、ＬＩＮＥ

相談というものもございまして、ＬＩＮＥから自

分の悩みについて送ると、返事が返ってくるとい

うようなものがございます。それも紹介していま

す。 

  それから、長期休業明けが自殺が一番多いとい

うことですので、各学校には、夏休みが終わる少

し前に元気で生活していますかというような、も

うすぐ学校ですが、何か悩みがあったら、遠慮せ

ずに先生方に相談してくださいねというようなメ

ールも出させていただいています。 

  そのほか、相談窓口については学校だよりのほ

うに載せさせていただいたり、相談室、それから

スクールソーシャルワーカー、スクールカウンセ

ラー等も活用できるようにということでやらせて

いただいています。 

  続きまして、決算書の171ページ、172ページの

教育支援センターの相談件数についてでございま

す。 

  先ほど申し上げたものが相談内容のほとんどで

すということでお話しさせていただきました。 

  そして、専門相談支援員についてなんですが、

こちらは、もともといらっしゃる臨床心理士とは

別の方でございます。もともと来ていただいてい

た臨床心理士は月に２回しか来ていただくことが

できない雇い方でございましたが、その方とは別

の方を週に３日、臨床心理士の資格をお持ちの方

に来ていただいていて、相談対応とそれから子供

たちの支援に当たっていただくということで、お

雇いしています。 

  続きまして、決算書の181ページ、182ページの

小学校の就学援助費、187ページ、188ページの中

学校就学援助費についてございます。 

  この周知の仕方なんですが、毎年全世帯にこの

ような支援をいたしますというような内容が書か

れたプリントを学校を通して配布させていただい

ています。新小１には、２月に入学説明会がござ

いますので、そのときの資料に入れさせていただ

いて、学校のほうから説明をしています。そのほ

か、町のホームページ等にも入れさせていただい

ています。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  副課長。 
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○教育推進課副課長（小川雅也君） 副課長の小川

でございます。 

  私のほうから何点か答弁させていただきます。 

  まず、決算書165、166ページ、説明書72ページ

の小中学校適正配置事業になります。 

  ご質問があったのが、小中学校の適正配置に関

する答申の答えといたしましてあったところで、

令和３年５月の答申の内容になります。 

  そのうち一つで、小学校については、今後10年

間は４校を維持するということであるということ

で、その維持するということについての内容のご

質問だったかと思います。 

  小学校について４校維持するというのは、統廃

合を今後10年間行わない、つまり、４校を３校に

するとか、４校を２校にするとかというのは行わ

ないという意味になってございます。 

  今、須賀小学校で行っていますのは、小学校は

そのまま残りますので、ただ建物はリニューアル

されて、地域拠点施設が併設されるという形にな

りますが、須賀小学校自体はそのまま維持して残

すという形になりますので、そこにそごはないの

かなというふうに考えてございます。 

  続きまして、決算書187ページ、188ページ、中

学校施設管理事業の工事請負費になります。 

  百間中学校のクラック等の対処につきましては、

ほかへの影響というのは、ほかの学校へもという

ことかなという解釈でご説明させていただきます。 

  百間中学校でそういうようなことがあった後に、

ほかの学校につきましても、職員の目視の点検の

ほうを行ってございます。特に大きな支障等はな

かったんですが、ただ、我々専門家ではございま

せんので、できれば専門家による確認を早急に入

れたいと思ってございます。今９月議会の補正予

算におきまして、建築基準法に基づく点検につい

ての補正予算のほう計上させていただいておりま

す。なるべく早く専門家による確認のほう入りた

いと思っているところでございます。 

  続きまして、決算書199、200ページ、成果書

201ページの学校給食の関係になります。 

  物資検討委員会のメンバーのご質問で、学校の

代表につきまして輪番ですかというお話がありま

したが、毎月各学校の代表１人の方に出ていただ

いております。校長先生だとか教頭先生とかにな

りますので、７校全員じゃなくて、輪番で１名ず

つ出ていただいている状況となります。 

  私からの説明は以上となります。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  主査。 

○教育総務担当主査（髙橋道彰君） 教育担当主査

の髙橋と申します。 

  私からは決算書177ページ、178ページ、説明書

199ページの小学校施設管理事業の小学校の洋式

化率ですけれども、こちら53％でございます。 

  続きまして、決算書185、186ページ、説明書

200ページの中学校施設管理事業です。 

  中学校の洋式化率につきましては、今年度の完

了時点で48％となっております。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  室長。 

○生涯学習室長（飯山 武君） 生涯学習室長、飯

山でございます。 

  ご質疑ございました決算書191ページ、192ペー

ジ、説明書では205ページ、図書館管理事業にお

きます図書の状況でございます。 

  こちらにつきまして、指定管理者とは毎月モニ

タリングを行ってございまして、その都度、その

都度、状況的なものについては、話をお伺いして

いるところでございます。 

  そういった中でも、特段これだというような原
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因というのはなかなか分からないところでござい

ますが、３年度からにつきましても、各種行事の

ほう行っておりますが、そちらのほうもコロナ禍

の中におきまして、徐々に人出というのは回復し

てございまして、行事におきましても３年度と比

べますと、約24％ほど参加いただている方々とい

うのは増えてきているような状況でございます。 

  そういった中でも図書の貸出し状況につきまし

ては、なかなか増加の傾向にならないという状況

でございまして、昨今でございますと、デジタル

コンテンツ、そちらの普及のほうがございますの

で、そちらのほうのもとによった図書離れという

ものが１つ原因としてあるのかなと。 

  また、これにつきましては、埼玉県の図書館協

会というところが、毎年県内の図書館の状況につ

いて統計データも発表してございますが、そちら

のほう見ますと、やはり宮代に限らず、貸出し冊

数等については減少傾向にあるというような分析

もされております。 

  そういったことから、全国的な状況に宮代町も

陥っているのかなというような状況でございます。 

  続きまして、郷土資料館の資料の保管の関係で

ございます。 

  旧西原公民館、そのような状況でございますの

で、全部というわけにいきませんが、公共施設の

ほうにおいて利用がされなくなったような施設が

ありました場合は、そちらのほうに極力移管をす

るような形で考えてございまして、具体的には、

旧ひまわり作業所、現在、地域包括支援センター

が入ってございますが、そちらだけじゃなくて、

空いているところもございますので、そちらのほ

うに徐々にでも資料のほうは移管のほうしてまい

りたいというふうに考えてございます。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 

  再々質問させていただきます。 

  まず、165、166ページの小中学校適正配置事業

でございます。 

  今後20年間をかけて老朽化した町内小中学校の

適正配置を進めていくということで進めています

が、そういうふうに言っているし、また、先ほど

来言っているように、令和３年５月に答申が町に

提出された中身、一番大事なのは、宮代町立小学

校適正配置計画の内容は妥当であるというのが問

題だと思うんですけれども、私は学校については、

本当に皆さんの、住民の意見が反映されていて、

本当にいい学校つくるということで進んでいれば

結構なんですが、どうもこの辺の適正配置計画の

内容は妥当である。 

  なぜかというと、小学校は４校から３校、中学

校は３校から１校、これについては全然住民の意

見というか、請願の意見等についても何ら反映さ

れていない、そういう私は感じをしています。 

  なぜそうなのかというのは、これまでのこの、

例えば須賀小学校地域拠点施設検討委員会の立ち

上げの中でもかなり専門家の意見といいますか、

町民の意見よりも専門家の意見のほうが随分反映

されているんじゃないかな、そういう気もします。

これについてはまたいろいろ議論があると思うん

ですけれども。 

  小学校については今後10年間は４校維持すると

言いながら、先ほど、これは維持するということ

なんですけれども、須賀小学校と百間小学校を地

域拠点施設として再整備する。これは令和４年か

ら令和13年度ですよね。前期10年計画ではそうい

うふうになっているんですから。こういうふうに

10年間再整備をするために、10年間をかけてやっ

ていくのかなと。私はこの説明を聞いたときに、

随分時間をかけていくんだなというふうに思いま
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した。 

  その点では、老朽化と併せて、これでいくのか

どうか、10年間は４校を維持していかれるのかど

うか。先ほど、いくということなんですが、その

保障はどこにあるんでしょうか。すみません、私

の理解が悪いのか、その点もう一度お願いしたい

と思います。 

  それから、もう１点は、再々ですので、決算書

195、196ページの資料館の倉庫の関係でございま

す。 

  この倉庫については、資料等が保存されており

ますので、ここに取りに行く職員も本当に心配で

行くんじゃないかなというふうに思います。私も

冒頭言ったように、ここを通るたびに心配してい

ます。 

  百間小学校も近いんですけれども、まずこのひ

まわり作業所についても一つ案が出されましたけ

れども、だとすると、先ほど建て替えというと、

これを壊して、予算をかけないにしても、プレハ

ブにするにしても、かなり、これを解体するため

の予算がかかると思うので、それもどうかなとい

うふうに思うんですけれども、やはり近くにあっ

たほうがいいと思うんですけれども、そういった

考えは全然持っていないのかどうか、その点、最

後にお伺いしたいと思います。 

  以上。 

○委員長（西村茂久君） 最後ですね。２点につい

てお願いします。 

  答弁求めます。 

  課長。 

○教育推進課長（田中啓之君） 教育推進課長の田

中です。 

  １点目の適正配置の関係についてお答えさせて

いただきます。 

  令和３年５月の答申におきまして、今後10年間

は４校を維持するということで、こちらが守られ

るのかどうかということで、再々質問いただいた

んですけれども、令和４年度から令和13年度の10

年間で、今、須賀小学校の再整備、拠点施設化と

いいまして、須賀小学校建て替えるのと併せて地

域拠点施設を併設するということで、須賀小学校

は残ります。 

  須賀小学校が終わったら、百間小学校の再整備、

こちらについても具体的に地域拠点施設を須賀小

学校と同じように併設するのかどうかというのは、

これから検討になるんですけれども、いずれにし

ても須賀小学校が終わったら、令和13年度頃なん

ですけれども、までに百間小学校も再整備を行う

ということで、それぞれ残る形になりますので、

10年間は４校は維持されると、そのような状況で

ございます。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  室長。 

○生涯学習室長（飯山 武君） 生涯学習室長、飯

山でございます。 

  郷土資料館の資料の関係でございます。 

  ご質疑にもあったように、一番最良の方法は、

郷土資料館のあの敷地の中に代替の保管できるよ

うな施設があるのが一番の最良の選択肢だと思い

ますが、なかなか敷地的にもスペース的な関係も

ございますし、また、経費的な関係もございます

ので、なかなかちょっとその辺については、一概

にはちょっと解決の方法としては、厳しいのかな

と。 

  そういう点がございますので、まずは、既存の

施設で空いているところがあれば、それを有効活

用させていただきたいということで、今現在考え

ておりますのが旧ひまわり作業所につきまして、

資料の一部でもそちらのほうに移管できればいい



－３１３－ 

かなというふうに考えてございます。 

  今後につきましては、ほかの施設の状況も見な

がら、検討のほうしてまいりたいというふうに考

えてございます。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） ほかに質疑はありますか。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（西村茂久君） ないようですので、以上

で教育委員会の質疑を終了いたします。 

  これをもちまして議案第27号 令和４年度宮代

町一般会計歳入歳出決算の認定について、本件に

対する質疑は全て終了いたしました。 

  ここで暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 ６時３７分 

 

再開 午後 ６時４０分 

 

○委員長（西村茂久君） 再開いたします。 

  それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

  これより討論に入ります。 

  本件に対する反対討論の発言を許します。 

  丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 

  議案第27号 2022年度一般会決算の認定につき

ましては、本日、まちづくり建設課所管分と教育

推進課所管分が終わったばかりでありますので、

これらを含め、改めて本会議の中で討論をさせて

いただきたいと思います。 

  以上。 

○委員長（西村茂久君） 次に、賛成討論の発言を

許します。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（西村茂久君） 賛成討論なしと認めます。 

  次に、反対討論の発言を許します。 

  小河原委員。 

○委員（小河原 正君） 私もまだ議論が今日終わ

ったばかりなので、全て反対とかいうことじゃな

くて、特に私ももう少し明らかにしたいことが幾

つかあったんですけれども、もうちょっと時間を、

28日の本会議までもう少し勉強したいと思います。 

  それで判断したいと思いますので、今日は賛成

とか反対とかということじゃなくて、採決に、こ

のままにしておきたいと思います。 

○委員長（西村茂久君） 次に、賛成討論の発言を

許します。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（西村茂久君） 賛成討論なしと認めます。 

  次に、反対討論の発言を許します。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（西村茂久君） 反対討論なしと認めます。 

  次に、賛成討論の発言を許します。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（西村茂久君） これをもって討論を終了

いたします。 

  これより採決いたします。 

  議案第27号 令和４年度宮代町一般会計歳入歳

出決算の認定については、原案のとおり認定する

ことに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔起立多数〕 

○委員長（西村茂久君） 起立多数であります。 

  よって、議案第27号 令和４年度宮代町一般会

計歳入歳出決算の認定については、原案のとおり

認定されました。 

 

────────── ◇ ────────── 

 

◎延会の宣告 

○委員長（西村茂久君） 本日はこの程度にとどめ、

次回は９月22日金曜日午前10時から委員会を開き、
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引き続き住民課の国民健康保険特別会計の審査か

ら始めたいと思います。 

  これにて延会いたします。 

  お疲れさまでした。 

 

延会 午後 ６時４３分 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

決 算 特 別 委 員 会 

 
 

第 ５ 日 
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開会 午前１０時００分 

 

◎開会の宣告 

○委員長（西村茂久君） 皆さん、おはようござい

ます。 

  ただいまの出席委員は12名であります。定足数

に達しておりますので、９月20日に引き続き、決

算特別委員会を開会いたします。 

 

────────── ◇ ────────── 

 

◎諸般の報告 

○委員長（西村茂久君） 諸般の報告をいたします。 

  本日、出席予定でした住民課長は、体調不良の

ため欠席の連絡を受けております。従いまして、

これから行う国民健康保険特別会計及び後期高齢

者医療特別会計、これについては欠席ということ

になりますので、お知らせをしておきます。 

 

────────── ◇ ────────── 

 

◎議案第２８号の審査（住民課） 

○委員長（西村茂久君） これより本委員会に付託

されました議案第28号 令和４年度宮代町国民健

康保険特別会計歳入歳出決算の認定についての審

査を行います。 

  本日出席している説明員の紹介をお願いします。 

○住民課主幹（高橋正巳君） おはようございます。

住民課主幹、高橋と申します。よろしくお願いし

ます。 

○国保・後期担当主査（安部麻里亜君） おはよう

ございます。国保・後期担当主査の安部と申しま

す。よろしくお願いいたします。 

○委員長（西村茂久君） 本件については、既に本

会議において説明済みでございますので、直ちに

質疑に入ります。 

  なお、答弁に当たっては挙手、所属、氏名を述

べていただくようよろしくお願いいたします。 

  歳入歳出一括して質疑をお受けいたします。 

  質疑はありますか。 

  塚村委員。 

○委員（塚村香織君） 塚村です。 

  １点質問をさせていただきます。 

  決算書の235ページ、236ページ、成果書の232

ページです。 

  特定健康診査等実施事業について伺います。 

  こちら、成果書のほうで、232ページの特定健

康診査受診率という受診者の表がありまして、そ

の受診率が令和４年度、45％ということで、イン

ターネット予約とかもしていただいて、受診率を

上げるような対応はしていただいているのは承知

をしております。この特定健康診査についてなん

ですが、個別診査のほうで、個別診査を受け付け

てくださる病院数などを増やされているのか、そ

のあたりのことをお伺いいたします。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  主幹。 

○住民課主幹（高橋正巳君） 住民課主幹、高橋で

す。 

  成果書232ページの特定健康診査等実施事業に

関してお答え申し上げます。 

  特定健康診査受診者ということで、中段のほう

に表があるわけでございます。昨年度来、令和４

年度からインターネット予約を始めまして、昨年

度は18.6％、インターネット予約をいただいてお

ります。 

  ご指摘のように、令和４年度の受診率45.5％と

いうことでございますが、こちらにつきましては、

５月末の数字でございまして、まだ秋に最終決定
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するものですから、昨年度、令和３年度同様、約

47％程度は超えると考えております。個別健診の

まだデータが上がってきていないところもありま

すので、そういったところで若干率が上がってく

ると思われます。 

  ２点目の病院につきましては、昔でいう南埼玉

郡市医師会のほうの医療機関で行っておりまして、

約88か所医療機関がございます。閉院したり、開

院したりしている医療機関もありますので、例年

約90弱の医療機関で推移しておりますので、なる

べく一覧表を作りお配りして、皆様にお好きなと

ころに、希望されるところにお受けいただけるよ

うに案内をさせていただいておりますので、よろ

しくお願いします。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） 塚村委員。 

○委員（塚村香織君） ありがとうございます。 

  個別診査で利用できる病院が90か所ぐらいある

ということで、この表でもやはり集団健診より融

通が利く個別健診のほうが多いと思いますので、

90か所もあるということで、そういうこともご対

応や発信をしていただいているということで、大

体５割弱ぐらいの、それでも受診率ということで

なっているのかなと思うんですが、その受けない

方というのは、例えば、もう自分が定期的に通っ

ている病院での健康診査のようなものをしている

ということだと思うんです。健康に関心がないと

いうわけではないのかなと思うんですが、そこで、

健康診断を受けてくださいというご案内を年に２

回でしたっけ、出されているということなんです

が、それもやはり町でこういうことを取り組んで

いるという県の補助金のというので、それをクリ

アするために必要なのかなとは思うんですが、例

えばそういうところで受診をしているので、何か

もう町のほうは大丈夫ですみたいな、何かそうい

うお互いのやり取りをしてということはできない

のか、それで受けている方でもそういう案内とか、

健康診査票のようなものをせっかく送ってくれて

も、必要がない、健康診査はしているんですけれ

ども、その紙とか町の健康診査は必要ない方もい

らっしゃるんですが、その辺の把握というか、何

かそういうことはされていないのかお伺いいたし

ます。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  主幹。 

○住民課主幹（高橋正巳君） 住民課主幹、高橋で

す。 

  今、ご指摘いただきました受診勧奨の関係につ

きましては、議員がおっしゃられたとおり、８月

と10月の２回勧奨通知をお送りしています。８月

はまずお受けいただきたいということ、10月は未

受診者に対する勧奨通知ということでございます

が、受診勧奨通知につきましては７種類、治療歴

がない、受診歴がある、または特定健診を受けら

れた、受けられていない等々、いろんな健康であ

る方、または健康である方が不明の方、いろいろ

ありますので、その振り分けを人口知能、232ペ

ージの一番下のほうに書いてあるんですけれども、

人工知能を基に、性別等いろいろ分類してお送り

させていただいております。ただ、言われるとお

り、病院にかかっているから健康診査受けなくて

いいというわけではございませんので、そういっ

たところも含めて判断をさせていただいて、その

７種類の勧奨通知の中で対応をさせていただいて

いるというところでございますので、よろしくお

願いします。 

○委員長（西村茂久君） 塚村委員。 

○委員（塚村香織君） 分かりました。 

  このＡＩのほうで判別されるという、そういう
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データを入れているというのも前回お伺いして、

そういう７種類に分けてということで、分かりま

した。 

  そういうその人に合った内容の通知をして、町

としても健康の推進、増進を図っているというこ

とで承知をしたんですが、ちょっと細かいことに

なるんですけれども、郵送費とか用紙を用意する

ということで、本当に必要のない方も、何か事前

にお伝えすれば、手間というかそういう部分も省

けるのかなと、そこまでそれで削減できるという

のはちょっと分からないんですけれども、そうい

う受けてくださることでＡＩで判断ができてとい

う、そういう流れでやっているのかなと思うんで

すが、それ以外ですることは、じゃ、把握すると

いうことはされないということですか、確認です。

お願いいたします。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  主幹。 

○住民課主幹（高橋正巳君） 主幹、高橋です。 

  おっしゃられるとおり、受診券につきまして、

皆様に均一にお出ししているものなんですが、受

診券をお出しすることによって、集団健診、個別

健診を受けたよという答えが連合会を通じてまい

りますので、取りあえず、これは全ての方にお出

ししていることが基本となります。 

  また、特定健診の計画がございまして、この特

定健診を受けていただく率というのが、国保の場

合60％ということもありますので、そのために皆

様にお送りして、受診勧奨、はがきも併せてお出

ししているということで、ご理解いただきたいと

思います。 

○委員長（西村茂久君） ほかに質疑ありますか。 

  深井委員。 

○委員（深井義秋君） ２問質問をさせていただき

ます。 

  決算書だと236ページ、こちらの１問は特定健

康診査等実施事業、こちらの中の血糖コントロー

ル教室でございます。 

  こちらと２問目が決算書の236ページで、説明

書だと233ページ、こちらの疾病予防事業、こち

らの各種検診等の状況、これは人間ドック助成と

書いてありますが、これは国民健康保険の方しか

助成はできないんでしょうか。 

  これは２問でお願いします。 

  １問目は血糖コントロール教室、これは年間何

回やって、どこで受けているのかお願いします。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  主幹。 

○住民課主幹（高橋正巳君） 成果書のまず233ペ

ージ、疾病予防事業の各種検診等の状況の表の中

の一番下の人間ドック助成につきましては、国民

健康保険にご加入していただいている方に対して、

町のほうとして町の国保からお出ししているもの

でございます。また、75歳以上になられると後期

になられますので、後期のほうは、また後期のほ

うで加入者に対してお出ししているものでござい

ます。 

  成果書の232ページ、血糖コントロール教室の

内容でございますが、糖尿病予防に向けた食生活

や運動について、皆様に学んでいただくものでご

ざいまして、１月、２月、３月、３回コースでや

っております。保健センターで行っておりまして、

糖尿病の知識であったり、または軽く息が上がる

程度の運動の実技をしていただいたり、あとは食

生活等についてのお話をさせていただいているも

のでございます。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） 深井委員。 

○委員（深井義秋君） 再質問をさせていただきま

す。 
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  この最初の人間ドック助成というのは、国民健

康保険に加入している方ということで、社会保険

は駄目なんですね、こちらは。 

  ２問目のほうの血糖コントロール教室、これは、

こちらのほうも国民健康保険ですか。 

〔「これは誰でもオーケー」と言う人あ

り〕 

○委員（深井義秋君） これは国民健康保険じゃな

くて、一般の社会保険の方でも大丈夫なんですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○委員（深井義秋君） これは血糖コントロール教

室のこの講師というのは、どういう方が行ってい

るんでしょうか。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  主幹。 

○住民課主幹（高橋正巳君） 住民課主幹、高橋で

す。 

  対象となる方につきましては、町内にお住みの

方で20歳から74歳の方で、糖代謝の検査値が基準

値より高い方が対象となります。その方に対しま

して、保健センターで健康運動指導士等がお話を

させていただいたり、管理栄養士がお話をさせて

いただいているところでございます。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） 深井委員。 

○委員（深井義秋君） 再質問させていただきます。 

  これは年齢で20歳から74歳ということでありま

すが、ちょうど私、今年74歳になるんですけれど

も、それは可能ですね、一応。これは申込みはど

こに申し込んだらいいんですか。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  主幹。 

○住民課主幹（高橋正巳君） 住民課主幹、高橋で

す。 

  広報またはホームページのほうで、保健センタ

ーのほうから案内が出まして、保健センターのほ

うに先着順ということでお申込みいただくような

形になっております。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） ほかに質疑ありますか。 

  丸山委員。 

○委員（丸山妙子君） 丸山です、１点だけお願い

します。 

  217ページの成果の中で、ずっと糖尿病が下の

ほうに書いてある重症化リスク、受診者に人工透

析に移行しないようにやってくださっているんで

すけれども、実際、人工透析をやっている方って、

今多くなっていると思うんですが、後期高齢者に

なるとそっち移行しますけれども、大体予防をず

っと長くやってくださっているんですけれども、

人工透析しているこの国民保険の中で人数が分か

ったらちょっと教えていただきたいのです。なぜ

かといいますと、前回、委員会の中で、やっぱり

生活保護者に１回４万円、年12回、そしてお二人

いるということで、やっぱり結構金額がかかるの

で、町の取組はすごく評価するのですが、実際な

られてしまう方もいるのでお聞きいたします。１

点です。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  主幹。 

○住民課主幹（高橋正巳君） 主幹、高橋です。 

  特定疾病療養受療証というのが透析を受けられ

た方に対して、国保のほうからお出ししている方

がいらっしゃるんですけれども、令和４年度につ

きましては、40名の方にお出し差し上げています。 

  毎年若干、去年より３名ですかね、増えたよう

な記録がございますので、少なからずとも若干増

えている傾向があるのかなと感じております。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） 丸山委員。 
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○委員（丸山妙子君） 丸山です。 

  40名ということで、若干３名増えているという

ことで、しっかり取組していただいているんだけ

れども、増えていく中で、今後もいろいろ継続し

てほしいと思うのですが、この40名というのは、

他市町村と比べると、例えば人口割で多いとか少

ないというのは出ているんでしょうか。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  主幹。 

○住民課主幹（高橋正巳君） 主幹の高橋です。 

  大変申し訳ございません。ちょっと割合的なも

のは、統計がないのでお出しはできないんですけ

れども、成果書の233ページの中で、疾病予防事

業の下のほうに、まさしく生活習慣病重症化予防

対策事業、これが透析にかからないようにする糖

尿病対策の事業でございまして、受診勧奨が11名、

また保健指導参加者が７名ということで、受診勧

奨実施者は、実際、これは統計的なもので減って

いるんですが、実際、保健指導に乗っかって受け

ている方が増えておりますので、なるべくそうい

った方に対して、禁煙も含めていろんな予防対策

をしていただいて、透析に移らないようにとはい

う事業はさせていただいておりますので、ご理解

いただきたいと思います。 

○委員長（西村茂久君） 丸山委員。 

○委員（丸山妙子君） 丸山です。 

  どうしても食事の関係になるので、認知症との

関係も結構多いとも聞くんですけれども、その辺、

これは要望なんですけれども、今後とも引き続き

対応していただきたいと思います。お願いします。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） ほかに質疑はありますか。 

  田島委員。 

○委員（田島正徳君） １点だけお願いいたします。 

  決算書の223ページ、一般会計繰入金の中の６

節その他一般会計繰入金5,760万1,000円。昨年度

に比べて3,290万1,976円というふうに減額になっ

ておりますけれども、これは被保険者の数だけが

減ってこの金額になっているんでしょうか。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  主幹。 

○住民課主幹（高橋正巳君） 主幹の高橋です。 

  その他一般会計繰入金につきましては、いわゆ

る赤字補塡分ということでありますので、当然被

保険者の減に伴って減少するところもありますし、

または特定健診とか医療費は全額県から来るんで

すけれども、そのほかの部分で前年度に比べて支

出が少なかったとか、いろんな要因があるんです

が、基本的にはそのおっしゃられた被保険者の減

というのがメインに関連してくると考えておりま

す。ただ、単年度ごとに納付金とかいろんなもの

が絡んできますので、簡単には言えないんですが、

そういった傾向もあるのかなと考えております。

お願いします。 

○委員長（西村茂久君） 田島委員。 

○委員（田島正徳君） なかなか難しい数字だと思

うんですけれども、じゃ、この被保険者というの

はどんどん減少していくという傾向にありますか

ら、後期高齢に入っていってということは、一般

会計からの繰入金というのは、毎年、今後減少し

ていく傾向にあるというふうに理解してもよろし

いんでしょうか。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  主幹。 

○住民課主幹（高橋正巳君） 主幹、高橋です。 

  成果書225ページのお尋ねの中のその他一般会

計繰入金につきましては、令和２年度、３年度、

４年度ということで、かなり金額のほうが上下し

ていることは事実でございます。予算立てのとこ

ろも若干あるんですけれども、ただ、おっしゃら
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れたとおり、2025年問題ということで、これから

国保の方が後期高齢者のほうにかなりなスピード

で移行されていく点もありまして、その所得のあ

る方、年金のかなりいい所得がある方についても

後期高齢に移るということで、所得の少ない方が

どうしても比較的割合が多くなってしまうと思い

ますので、一般会計繰入金につきましては、残念

ながら多分増える傾向にあるのかなということで

考えております。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） ほかに質疑ありますか。 

  丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 

  それでは、何点かご質問させていただきます。 

  まず、歳入の219、220ページの１款１項国保税

であります。被保険者数の減少に伴ってというこ

とで減額になっております。上程説明のときに、

前年度と比較して572人減ったということで、こ

れも確認したいと思います。このときにも説明が

ございましたが、不納欠損の関係です。532万

5,863円、この処分の件数の内訳は69件というこ

とでお尋ねしました。一番多いのが、倒産、財産

なしが47件、これは倒産、財産なしのさらに内訳

というのは分かるのでしょうか。それが１つ。 

  それから、これは２番目には生活の困窮が11件

ということなんですけれども、倒産、財産なしと

いうのは、もうもっと厳しい状況というふうに捉

えていいんでしょうか。 

  それから、その他１件ということなんですけれ

ども、その他というのはどういうことなのかお示

しいただきたいと思います。 

  続きまして、同じく219、220ページの一番下、

この災害等臨時特例補助金というのはどういうと

きに出るのか、今回、科目設定しておきながら収

入がないということですので、それは理解するん

ですけれども、どういったときに補助金が出るの

か、その点ご説明をお願いしたいと思います。 

  続きまして、決算書221、222ページの３款県支

出金の中の２節特別交付金なんですが、この中に

保険者努力支援分というのがございます。これだ

けが成果書を見ますと減額になっております。ど

ういう理由なのか、また保険者努力支援分につい

ては、国の評価指標に基づいてというふうに説明

されました。この評価指標というのは、どういう

評価でなっている、どのような評価をして交付さ

れるのでしょうか。その点についてもお尋ねした

いと思います。 

  それから、同じく221、222ページの５款繰入金、

その中の６節その他一般会計繰入金でございます。

これが法定外の繰入金なんですけれども、先ほど

も前段でありましたけれども、前年度と比較して、

3,290万円減額されました。これらについて、ど

うしてなのかということでお尋ねいたします。 

  続きまして、歳出の関係ですが、227ページ、

228ページの１款総務費の中の１項総務管理費、

１目一般管理費の一番下の負担金、補助及び交付

金で、次のページになります。229、230ページの

オンライン資格確認等システム負担金とあります。

これは単価が上がったということなんですけれど

も、どういうふうな内容なのかご説明をお願いし

たいと思います。 

  231、232ページの４項出産育児諸費なんですけ

れども、これは申請件数が増えています。喜ばし

いと思うんですけれども、この辺についての動向

について、どのように評価されているんでしょう

か、お尋ねいたします。 

  それから、全般的の国保の内容でお尋ねしたい

んですけれども、まず、加入者ごとの世帯数はど

ういうふうになっていますか。例えば、１人世帯

が何世帯、２人世帯が何世帯あるか、３人以上世
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帯がどのようになっているのか。 

  それから、所得階層別世帯数ですね、所得が

100万円以下は何世帯、それから、所得100万円か

ら300万円以下が何世帯ぐらいいるのか、所得300

万円超えるのはどれぐらいになっているのかお願

いしたいと思います。 

  それから、滞納世帯なんですけれども、これは

加入世帯との比率で、まず、滞納世帯、世帯数が

幾つあって、加入者世帯との比率ではどういうふ

うになっているのかお尋ねをしたいと思います。 

  それで、滞納世帯の一番多い所得の部分ではど

ういうふうになっていますか。お答えいただきた

いと思います。 

  それから、滞納による財産の差押えが行われて

いると思うんですけれども、どういうふうになっ

ていますか。お答えいただきたいと思います。 

  それから、資格証明書の発行世帯、これもどう

いうふうになっていますでしょうか。 

  それと、短期保険証の発行もしていれば、併せ

てお願いしたいと思います。 

  それから、減免については、成果書で出ており

ますので、分かりますので、以上の点、ちょっと

数が多いですが、よろしくお願いしたいと思いま

す。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○住民課主幹（高橋正巳君） 主幹、高橋です。 

  不納決損につきましては、合計69件ということ

で、倒産、財産なしが47件、生活困窮が11件とい

うことでございます。 

財産なしにつきましては、税務課徴収担当で

事務を行っておりますが、財産なしというのは、

基本的には預金調査、または生命保険の加入等

を調査をして、あとは携帯電話加入等々を調べ

まして、そういったところで財産なしというこ

とで確認をいただいているものだと考えておりま

す。 

その中で、それを除いた中でのものが生活困窮

ということで理解しております。 

またその他１件につきましては、死亡１件とい

うことでご理解いただきたいと思います。 

○委員長（西村茂久君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午前１０時３３分 

 

再開 午前１０時３３分 

 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○住民課主幹（高橋正巳君） 主幹、高橋です。 

  成果書224ページ、特別交付金（保険者証努力

支援分）につきましてのお尋ねをいただいており

ます。 

  こちらにつきましては、保険者努力支援分とい

うことで、前年度と比べまして291万7,000円減額

になっているところでございます。こちらの批評

につきましては、当年度の実績に基づくものもご

ざいますし、令和４年度でいいますと令和２年度

の法定外繰入金、元年度の特定健診、がん検診の

実施率等々単年度で表せないものもいろいろあり

まして、それを国のほうで５点、10点、７点とい

ったようなポイント制を取っております。そのポ

イントが前年度より低いということで減額になっ

ているところでございます。 

  続きまして、決算書222ページ。災害時災害等

臨時特例補助金の関係でございます。 

  こちらにつきましては、成果書の224ページに

もありますように、国庫支出金、災害等臨時特例

補助金というもので、４年度の歳入はございませ

んでした。３年度につきましては、192万でござ
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いますが、これにつきましては、新型コロナ感染

症に対する世帯の減免、世帯に対する保険税の減

免の分でございまして、令和３年度までは国の補

助が10分の６出ておったんですが、４年度につき

ましては、県の補助金に移行したために、こうい

ったゼロということでなっておりますので、よろ

しくお願いいたします。 

  続きまして、成果書で申し上げますと、225ペ

ージ、繰入金の中で、その他一般会計繰入金のほ

うが前年度に比べて、3,200万ほどマイナスにな

っているところでございます。こちらにつきまし

ては、先ほど申し上げたんですが、２年度、３年

度、４年度ということで、かなり額に上下がある

わけでございますが、基本的には先ほど申し上げ

ましたとおり、赤字補塡分ということで、被保険

者のの減ということが多いと思います。被保険者

の減に伴う税収の減ということが主なものという

ことで考えておりますので、よろしくお願いいた

します。 

  続きまして、こちら決算書のほうで申し上げま

す。 

  227、228から翌ページにかけましての負担金補

助交付金、一番下でございますが、翌ページにか

けまして、オンライン資格確認等運営負担金とい

うもののお尋ねでございます。 

  こちらにつきましては、国保中央会というとこ

ろとオンラインによる資格確認、または医療保険

者向けの中間サーバーとも管理をしていただいて

いる関係の負担金ということで、オンラインにつ

きましては、11万9,592円、中間サーバーの管理

については、６万2,988円、合わせて18万2,580円

ということでよろしくお願いいたします。 

  続きまして、出産育児一時金の関係でございま

す。こちらにつきましては、成果書で申し上げま

すと229ページ、出産育児一時金支給事業の件数

でございます。こちらにつきましては、４年度は

21件、３年度は16件ということで、５件ほどプラ

スになっております。一概に人口とか被保険者増

とか、被保険者減とかという理由では、なかなか

統計的なものは出ないんですけれども、会社をお

辞めになって一時期国民健康保険に入って、ご主

人様が国民健康保険の方でという方で支給されて

いる場合もありますし、お辞めになってそのまま

自営業の方の奥様として、出産をしていただいて

いるという方があるとございますので、あくまで

これはお出ししている結果ということで、ちょっ

と分析的なものは把握しておりませんので、ご理

解いただきたいと思います。 

  続きまして、国民健康保険の加入者人数ごとの

世帯数ということでございます。こちらにつきま

しては、なかなか統計的なものは難しいんでござ

いますが、１人世帯がこちらの作った資料による

と62.9％、２人世帯が29.2％ということで、主に

お一人、お二人世帯が多いものと考えております。 

  所得階層別の世帯につきましては、200万以下

の世帯が多いということで、すみません、手元に

ちょっと資料がないんですが、約７割程度、200

万円以下の世帯が多いという統計的な数字が出て

おります。あわせて滞納世帯につきましては、

520世帯でございます。 

  差押えの関係でございます。 

  国民健康保険税の関係、成果書222ページの関

係でございます。差押えにつきましては、合計、

昨年度22件ということで、税務課のほうで行った

差押えでは22件、332万6,920円ということで出て

おります。 

  あと、短期証につきましては、期間の短い６か

月程度の保険証をお出ししているわけでございま

すが、昨年度は36件、資格証につきましては１件、

お出ししているものでございます。 
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  以上です。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○住民課主幹（高橋正巳君） 成果書でいいますと

224ページ、３款県支出金の中の県補助金、表の

上から２番目、特別交付金、保検者登録支援割、

昨年度と比べまして291万7,000円ほど減っている

わけでございます。こちらにつきましては、令和

４年度の報告につきましては、２年度の法定外繰

入金、元年度の特定健診・がん検診収納率等、ま

た３年度の重複・多剤等、現年度、過年度にわた

ってポイントで測られているものでございます。

昨年度に比べまして、ポイント的にはポイントが

項目によって７点、５点、10点といったようなポ

イント制で与えられるものでございますが、５年

度につきましては、こういったところを増やして、

なるべく額の獲得を増やすように努力させていた

だいております。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 

  それでは、再質問をさせていただきます。 

  歳入関係で、219、220ページの１款１項国民健

康保険税の関係で、不納欠損額については、これ

は税務課で聞いたほうが早いんでしょうか。内容

等については。先ほど言ったように倒産と財産な

しが47件なんですけれども、倒産と財産なしはさ

らに分けられないのか、分かればということでお

聞きしたつもりなんですけれども、分かれば、す

みません、お願いしたい。 

  それから、決算書219、220ページの関係で、こ

れについては分かりました。 

  それから、同じく221、222ページの県支出金の

中の２節特別交付金なんですが、これの保険者努

力支援分について、これだけがなぜ減額になって

いるのかというふうにお聞きしました。それと同

時に、これもたしか介護保険のほうにもあるかと

思うんですけれども、保険者努力支援分というこ

とで、国の評価指標があると思うんですね。だか

ら、それに基づいて実績を評価して交付されるも

のだと思うんですけれども。これは、どのような

評価指標なのか、どういうふうな何といえばいい

んでしょうか、ガイドラインになっているのか、

あると思うんですよ。そういった評価の仕方、ど

ういうふうにされているのかどうかという意味で

お聞きしたつもりなんですが。これについてお尋

ねいたします。 

  続いて、繰入金なんですけれども、６節ですの

で223、224ページのその他一般会計繰入金なんで

すけれども、たしか新型コロナウイルス感染の関

係で、２年、令和３年、４年は国保税は引き上げ

られておりません。そういった意味では、法定外

の繰入金ですので、この辺で、先ほど赤字補塡分

をしているということで、それは分かるんですけ

れども、そういった点では、コロナ関係もありま

すけれども、もちろんそれによって、かなり生活

の面でも厳しくなっている。ましてや先ほど伺っ

たように所得が200万以下の人が７割以上いる。

そういう中でやはり国保税も大変なんですよ。 

  だから、これまでは一般会計からの繰入金、い

わば国保税を厳しいので、ここで補塡する、そう

いう意味合いがあると思うんですよね。ですから、

そういう意味では赤字補塡と言いましたけれども、

国保税そのもののやっぱり補塡にもなるわけで、

その辺での減額している理由はということで、そ

ういうふうに聞くとやっぱり県の方針、国の方針

がそうだからって、言っちゃえばそれまでなんで

すけれども、そういった点ではどういうふうに大

変苦しい立場だとは思うんですけれども、やっぱ

り町民の生活を考えていただければ、この辺でや
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はり減額しないで増やしていただきたい、そうい

う思いがあるんですけれども、それらも含めて、

どのように考えての減額なのかということで、お

尋ねいたします。 

  それから、歳出の関係では、オンライン資格確

認等システム負担金なんですけれども、これは資

格確認については、簡単に出るんでしょうか。実

務に関してなんですけれども、どのようになって

いるのか、お伺いしたいと思います。 

  この件については、あえて委託料から１万

5,000円ですよね、流用しています。これは、先

ほど、国保中央会からの単価が上がったというよ

うなことを聞いているんですけれども、これは予

定外だったんでしょうか、それらも含めてお尋ね

をいたします。 

  それから、231、232ページの４項出産育児諸費

で、結果については分析していないと言われれば、

もうそれ以上聞きようがないんですけれども、分

かりました。それ以上答弁が出ないんだと思いま

すので。 

  加入者数ごとの世帯数で、１世帯が62.9％、そ

れから２人世帯が29.2％、それ以外が３人以上と

いうことで、理解します。 

  それから所得階層別世帯数なんですけれども、

200万円以下ということで総くくりにされました

けれども、そうすると町のほうではそれ以外は

200万を超えるということで、確認されているん

でしょうか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○委員（丸藤栄一君） それから、滞納世帯と加入

世帯の比率なんですけれども、520世帯、そうす

ると、これは確認なんですけれども、加入世帯が

6,678、これで比率を出せばいいということで、

よろしいですね。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○委員（丸藤栄一君） それから、所得別の滞納世

帯なんですけれども、これについては、先ほど、

すみません、答弁に出ていなかったと思うんです

けれども、分かりましたらお願いしたいんですが。

これも、先ほどは所得100万円未満、それから所

得100万から300万未満、所得300万以上というこ

と聞きましたが、これも所得階層別と同じで、ざ

っくりで200万円以下が多分多いと思うんですけ

れども、そういうふうに分けられていれば担当の

ほうで把握されている所得別の滞納世帯数をお願

いしたいと思います。 

  それから、滞納による財産差押えなんですけれ

ども、22件ということなんですけれども、金額も

分かりますが、その内容ですよね。どういった内

容になっているのか、先ほども不納欠損のところ

でも、預貯金等々、生命保険等の話も出ました。

当然、その辺の内容も入ってくるかと思うんです

けれども、これはもっと詳しい内容は分からない

のかどうか、改めてお願いしたいと思います。 

  あとは、資格証明、短期保険証については、分

かりました。 

  資格証明書、あるいは短期保険証の発行によっ

て、医療が受けられないとかそういったことには

なっていないのかどうか、その辺も心配ですので、

なっていないとは思いますが、その点についても

お尋ねいたします。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○住民課主幹（高橋正巳君） 主幹、高橋です。 

  国保税の関係でお答えいたします。 

  不納欠損の先ほど、成果書でいいますと222ペ

ージ、国民健康保険税、不納欠損額530万の関係

でございます。生活困窮または財産なし等の内訳

につきましては、調書を税務課のほうで作成して
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おりまして、ちょっと内訳、あまり細かい内訳に

ついては、すみません、そちらのほうでご確認い

ただきたいと思います。 

  続きまして、成果書で申し上げます。 

  224ページ、県支出金、特別交付金保険者努力

支援分ということで、２列目にあるわけでござい

ます。マイナス291万7,000円というわけでござい

ますが、こちらの保険者努力支援制度につきまし

ては、平成30年度から本格的実施がされているも

のでございまして、事業費として大きくお話をさ

せていただくと、予防健康づくり事業に関する事

業に対してお出しするもの、また、あとは徴収率、

その他一般会計繰入金、あとは電子申請といろい

ろ項目がかなり詳細に組まれているものでござい

まして、こちらのほうで報告をさせていただいて

いるものについては20ページを超える文書でござ

いまして、税、健康、また繰入金、財政状況等を

含めたものでポイントとして、県から交付される

ものということでご理解いただきたいと思います。 

  続きまして、成果書でいいますと225ページ、

５款繰入金のうち、一番下のその他一般会計繰入

金につきまして、昨年度に3,200万ほどマイナス

になっているところでございます。こちらにつき

ましては、コロナの関係等もあって税率の据置き

をさせていただいているところであり、令和５年

度から引上げをさせていただいているところでは

ございますが、低所得者の方に対しましては、７

割、５割、２割軽減等させていただいていたりと

いうところもございまして、あくまでも保険税を

納付いただく方の後期高齢に移られたり、あとは

社会保険の適用拡大によって、その納められる方

の人数が減ったりということで、あとは所得の少

ない方が比較的多いということで、こういった傾

向になるというわけでございます。 

  ですので、５年度以降も今までのままですと

2025年度後期高齢者の方が、団塊の世代のほうの

方が後期高齢者医療制度に移るということで、こ

のままですとさらにその他一般会計からの繰入金

が増えるものとなってしまうと考えております。 

  続きまして、決算書で申し上げます。 

227、228ページからまたがって負担金、補助及

び交付金、こちらオンライン資格確認等運営負担

金でございます。こちらにつきましては、予算、

当然、被保険者数が減っているわけでございます

ので、こちらも積算時に単価を少なく見積もった

ということで、１万5,000円の不足、流用させて

いただいているわけでございます。以後このこと

のないように気をつけますので、よろしくお願い

いたします。 

  所得階層別の世帯割合等のお話でございます。

先ほど200万円以下の方が約７割を超えるという

ことでお話をさせていただいているわけでござい

ますが、その他につきましては、200万を越える

または未申告という世帯ということでご理解いた

だきたいと思います。 

  あとは、また、所得の未申告の方につきまして

は、７割、５割、２割軽減等の該当する方もいら

っしゃると思いますので、毎年10月に未申告の方

に対しましては、簡易申告書をお送りさせていた

だきまして、軽減に該当される、漏れのないよう

にやっているところでございます。 

  滞納者の所得別の内訳につきましては、統計的

なものがなくて大変申し訳ありませんが、ないの

でよろしくお願いします。 

  あとは、保険税の関係です。 

  成果書でいうと222ページ。直接は出てくるも

のではございませんが、差押えの関係です。差押

えは先ほど22件、332万6,920円と申し上げました。

その内訳といたしましては、国税還付金１件、預

貯金８件、生命保険の解約返戻金５件、給与差押
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え５件、年金差押え３件、併せて22件でございま

す。 

  最後、国民健康保険を滞納されている方につき

ましては、短期保険証につきましては、30万円以

上の滞納がありまして、納税誓約の履行のない方、

資格証につきましては、１年以上滞納があって、

６か月以上相談に見えない方に対してお出しして

いるものでございますが、こちらにつきましては、

結果的に宮代町国民健康保険の資格が終わりにな

りますので、医療費のほうは給付制限とはしてお

りませんのでよろしくお願いいたします。 

○委員長（西村茂久君） ここで休憩いたします。 

 

休憩 午前１１時０１分 

 

再開 午前１１時１７分 

 

○委員長（西村茂久君） 再開いたします。 

  それでは、休憩前に引き続き、質疑を行います。 

  丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 

  再々質問、最後ですので、１点だけお尋ねいた

します。 

  これは、課長に実は聞きたかったんですけれど

も、決算書223、224ページの６節その他一般会計

繰入金の関係です。 

  これは、令和４年度引き下げられましたし、成

果書でも書いてあるように、令和４年度は新型コ

ロナウイルス感染症の影響を考慮し、２年間据置

きとなっていた税率等の見直しを令和５年度行い

ましたでしょう。その後、県の国保運営方針に基

づいて令和８年度までの赤字解消に向け、令和５

年、７年、８年度に税率等の見直しを図る予定で

す。ここまで書く必要ないと思っているんですよ。

それは、正直ですよ。ですけれども、これが成果

に値するんですかね。冒頭言いましたように、こ

れは課長からきちっと答弁していただきたかった

んですが、取りあえず、そのことについてどうで

しょうか。最後ですので。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○住民課主幹（高橋正巳君） 主幹、高橋です。 

  成果書217ページ、主要施策の成果の中で、７、

８行目にあります県国保運営方針に基づき、令和

８年度までの赤字解消に向け、今年度、７年度、

８年度に税率の見直しを図る予定ですということ

で記載をさせていただいているわけでございます。 

  今回、令和５年度、国民健康保険税の引上げを

させていただいているわけでございますが、国保

運営協議会の答申の中で、赤字解消に向け、７年

度、８年度に見直しを図ってくださいという内容

もございました。 

  また、先ほど、議員おっしゃられたとおり、県

の国保運営方針ということで、令和８年度までに

は赤字解消、令和９年度から保険税の統一という

ことを掲げられておりますので、それに合わせて

記載させていただいたものですので、ご理解いた

だきたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） ほかに質疑はありますか。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（西村茂久君） なければ以上で質疑を終

了いたします。 

  これより討論に入ります。 

  本件に対する反対討論の発言を許します。 

  丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 

  議案第28号 令和４年度宮代町国民健康保険特

別会計決算について反対の立場から討論を行いま

す。 
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  本日、国民健康保険特別会計決算についての審

議をしたばかりでございます。改めて本会議の中

で反対討論をさせていただきます。 

  よろしくお願いいたします。 

○委員長（西村茂久君） 次に、本件に対する賛成

討論の発言を許します。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（西村茂久君） 賛成討論なしと認めます。 

  次に、本件に対する反対討論の発言を許します。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（西村茂久君） 反対討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了いたします。 

  これより採決いたします。 

  議案第28号 令和４年度宮代町国民健康保険特

別会計歳入歳出決算の認定については、原案のと

おり認定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔起立多数〕 

○委員長（西村茂久君） 起立多数であります。 

  よって、議案第28号 令和４年度宮代町国民健

康保険特別会計歳入歳出決算の認定については、

委員会において原案のとおり認定されました。 

  ここで休憩いたします。 

  なお、審査の効率化のために議案第30号の後期

高齢者医療特別会計を先に審査することにいたし

ます。 

 

休憩 午前１１時２２分 

 

再開 午前１１時２３分 

 

○委員長（西村茂久君） それでは、続きまして、

本委員会に付託されました議案第30号 令和４年

度宮代町後期高齢医療特別会計歳入歳出決算の認

定についての審査を行います。 

  説明員の紹介をお願いします。 

○住民課主幹（高橋正巳君） 皆さん、こんにちは。 

  住民課主幹、高橋と申します。よろしくお願い

します。 

○国保・後期担当主査（安部麻里亜君） 住民課国

保・後期担当主査の安部と申します。よろしくお

願いいたします。 

○委員長（西村茂久君） 本件につきましては、既

に本会議において説明済みですので、直ちに質疑

に入ります。 

  歳入歳出一括して質疑をお受けいたします。 

  質疑はありますか。 

  丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 

  それでは、何点かご質問させていただきます。 

  後期高齢者医療特別会計につきましては、国保

と対照的に被保険者が増えていると思います。 

  まず、最初に普通徴収保険料の関係です。 

  決算書の287、288ページの後期高齢者医療保険

料の中の２目普通徴収保険料なんですけれども、

保険料の改定が行われました。実際、どういうふ

うな改定だったのか、それから普通徴収の対象者

が先ほど言いましたように増えていると思います。

これの確認もさせていただきたいと思います。 

  それから、不納欠損が49万6,960円ということ

で、これの処分件数が26件なんですけれども、そ

の内容についてもお尋ねしたいと思います。 

  それから、同じく繰入金なんですが、２款繰入

金、１項一般会計繰入金、１目保険基盤安定繰入

金、これもやはり保険料の軽減分を補塡するため

の法定繰入金でありますが、これについても、ど

のような考えで、またどのようになっているのか、

あわせてご説明をお願いしたいと思います。 

  それから、後期高齢者の関係でございますが、

雑入でマイナンバーカードの健康保険証の普及促

進を図っているということで、受け入れておりま
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す。この内容についてもお尋ねをしたいと思いま

す。 

  それから、後期高齢者医療制度の全般的な内容

についてでありますけれども、滞納者の人数、ど

ういうふうになっているのか、また、短期保険証

を交付していれば、交付した人数、それから、滞

納のために資産を差し押さえた人数、これについ

てもお尋ねしたいと思います。 

  それから、医療費の窓口負担割合なんですが、

１割が何人、２割負担が何人、３割負担の被保険

者数が何人というふうに教えていただきたいと思

います。 

  人間ドックの関係でありますけれども、これに

ついても成果書でも出ておりますけれども、人間

ドックの補助による成果というのはどういうふう

に評価されておりますでしょうか。 

  以上。 

○委員長（西村茂久君） 暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前１１時３０分 

 

再開 午前１１時３１分 

 

○委員長（西村茂久君） 再開いたします。 

  答弁求めます。 

  主査。 

○国保・後期担当主査（安部麻里亜君） 国保・後

期担当の安部です。ご質問にお答えいたします。 

  まずは、保険料の率のことについてご説明いた

します。 

  令和４年度、５年度に後期高齢者保険料の率が

変更となりました。令和２年度、３年度は均等割

が４万1,700円だったものが令和４年度、５年度

は、４万4,170円になりました。そして、令和２

年度、３年度の所得割率が7.96％だったものが、

令和４年度、５年度には8.38％に変更になりまし

た。 

  次に、保険料の普通徴収についてのご質問にお

答えいたします。 

  保険料の支払方法には特別徴収、年金からの天

引きである特別徴収と納付書や口座振替でお支払

いいただく普通徴収とに分かれております。割合

としては特別徴収のほうが約７割、普通徴収は約

３割の割合となっています。 

  普通徴収がなされる方の主な方が75歳になった

ばかりの方は、１年目は特別徴収ができませんの

で、１年目の方は必ず普通徴収で納めていただく

ようになります。その後、年金特別徴収の要件に

該当しますと自動的に特別徴収に変更になるとい

うところです。 

  次に、不納欠損についてご説明いたします。不

納欠損を行ったのは、人数としては８名です。そ

の内訳としては生活保護が開始になったためとい

う方がお二人、２年の時効を迎えたという方が６

名という内訳になっています。 

  件数としては26件なんですが、人数としては８

名です。件数というのは、１期、期別ごとに１件

と数えておりまして、人数としては８名です。内

訳は生活保護開始が２名、時効が６名というとこ

ろです。 

  雑入についてのご説明をいたします。 

  決算書でいいますと290ページ。補助金の名前

としては、マイナンバーカード取得促進等及び窓

口負担の見直し経費補助金となっておりまして、

「及び」の後の「窓口負担の見直し経費」という

ところで補助金をいただいております。昨年、２

割負担が新しく制度としてできまして、保険証の

更新が通常ですと年１回だったところが２回あり

まして、この２回目の郵便代金に対しての補助金

が雑入となったものです。 
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  次に、令和４年度末の滞納者の人数と内訳につ

いてご説明します。 

  現年度、令和４年度分とその前の滞納繰越分、

合わせて人数としては26名です。その中の内訳と

しては、転出の方が２名、死亡の方が４名、生活

保護の方が２名、破産の情報があった方が１名、

町税のほかの町税に滞納がある方が８名、令和４

年度のみの、現年分のみの滞納があった方が９名

という内訳です。 

  次に、短期被保険者証の交付についてご説明し

ます。 

  令和４年度は、１名の方に短期証の交付があり

ました。 

  次に、差押えについてご説明します。差押えは

後期高齢者医療保険料については、ゼロ件でした。

次に、窓口負担、医療機関での窓口負担ごとの人

数についてご説明します。 

  １割の方が3,915人、２割の方が1,739人、３割

の方が461人。それぞれの割合としては、１割の

方は64％、２割の方が28.4％、３割の方が7.5％

の全体の割合となっています。 

  人間ドックについてですけれども、令和３年度

に比べまして、後期高齢者の方の人間ドックの補

助、人数は12名増えて、141人となりました。こ

の増えたのは、コロナが解消してきたというとこ

ろもあったり、あとは被保険者数が増えていると

いうところが増えた要因になっているかなと思い

ます。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 

  それでは、１点だけ再質問させていただきます。 

  後期高齢者医療については、医療費改定があっ

て、先ほど答弁されたように負担が増えました。

これによる滞納の関係では、どういうふうになっ

ているんでしょうか。報告がございましたが、内

容は増えているのかどうなのかということで、お

尋ねいたします。その１点でお願いいたします。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  主査。 

○国保・後期担当主査（安部麻里亜君） 国保・後

期担当、安部です。 

  滞納者の人数ということですと、お支払いもあ

ったりするので、人数が多少変わりますけれども、

３年度と４年度では、さほど大きくは変わらない人

数になっています。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） ほかに質疑はありますか。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（西村茂久君） ないようですので、なけ

れば以上で質疑は終了いたします。 

  これより討論に入ります。 

  本件に対する反対討論の発言を許します。 

  丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 

  議案第30号 令和４年度宮代町後期高齢者医療

特別会計歳入歳出決算につきましては、反対の立

場から討論を行います。 

  この後期高齢者医療特別会計につきましても、

本日、審議を終えたばかりですので、改めて本会

議の中で反対討論を行いたいと思います。 

  以上。 

○委員長（西村茂久君） 次に、賛成討論の発言を

許します。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（西村茂久君） 賛成討論なしと認めます。 

  次に、反対討論の発言を許します。 

〔発言する人なし〕 

  反対討論なしと認めます。 

  次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。 



－３３１－ 

〔発言する人なし〕 

○委員長（西村茂久君） 賛成討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了いたします。 

  これより採決いたします。 

  議案第30号 令和４年度宮代町後期高齢者医療

特別会計歳入歳出決算の認定については、原案の

とおり認定することに賛成の諸君の起立を求めま

す。 

〔起立多数〕 

○委員長（西村茂久君） 起立多数であります。 

  よって、議案第30号 令和４年度宮代町後期高

齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定については、

原案のとおり認定されました。 

  ここで暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前１１時４２分 

 

再開 午前１１時４７分 

 

○委員長（西村茂久君） 再開いたします。 

  それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

  続きまして、本委員会に付託されました議案第

29号 令和４年度宮代町介護保険特別会計歳入歳

出決算の認定についての審査を行います。 

  本日出席している説明員の紹介をお願いいたし

ます。 

○健康介護課長（井上正己君） よろしくお願いい

たします。健康介護課課長の井上です。よろしく

お願いします。 

○健康介護課副課長（稲宮辰男君） 皆さん、こん

にちは。健康介護課副課長の稲宮と申します。ど

うぞよろしくお願いします。 

○健康介護課主幹（加藤智浩君） 健康介護課介護

保険担当主幹の加藤と申します。よろしくお願い

いたします。 

○高齢者支援担当主査（鈴木健司君） おはようご

ざいます。高齢者支援担当主査の鈴木と申します。

よろしくお願いいたします。 

○委員長（西村茂久君） 本件については、既に本

会議において説明済みですので、直ちに質疑に入

ります。 

なお、答弁に当たりましては、挙手、所属、氏

名を述べていただくよう、よろしくお願いいたし

ます。 

  歳入歳出一括して質疑をお受けいたします。 

  質疑はありますか。 

  泉委員。 

○委員（泉 伸一郎君） 泉でございます。よろし

くお願いいたします。 

大きく２点ほど質問させていただきます。 

  まず、１点目になります。 

  決算書262ページ、成果書が247ページになりま

す。よろしいでしょうか。 

  介護認定審査会運営事業になります。成果書の

247ページのところに表組がありまして、表の一

番下のところ、米印のところなんですが、２年度

３年度ということで、区分変更却下、まず２年度

が９件で、３年度が７件。それから、取消しが２

年度が２件で、３年度が３件ということで、これ

についてお伺いしたいと思います。 

４年度はまだ書いていないということなので、

こういった変更や取消し、こういったものは定期

的に何か決まった時期に行われているのかどうか

ということと、あと、この決定の方法はどのよう

に行うのかということをお伺いいたします。 

  ２点目になるんですが、決算書の278ページで、

成果書が69ページになります。成果書69ページで

す。 

  生活支援体制整備事業で、この中で、高齢者困

りごとサポート冊子ということで３月に3,000部
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発行しているということなんですが、これについ

て、これはあくまでも公共施設等健康介護課の窓

口だけでしか配付しないのかということです。こ

れによってどのような効果があったのかというこ

とがまず１点と、それから、その下のほうになり

ます。 

宮代町プログラミング・ラボの協力で、10月、

11月に進修館でスマートフォン相談会をやったと

いうことと、また、日本工業大学情報ボランティ

アの協力で、５月から７月、10月から11月に福祉

交流館すてっぷ宮代にて、スマホ・ＰＣなんでも

相談会を開催されたとあるんですけれども、本当

に高齢者の方にとっては、このスマートフォンの

勉強会って本当にありがたいと思うんです。これ

について、今年度から行われたということなんで

すけれども、どのように行われたかということと、

参加人数はどのくらいいらっしゃったかというこ

とをお伺いいたします。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  主幹。 

○健康介護課主幹（加藤智浩君） 健康介護課主幹、

加藤と申します。 

  いただいた質問の１問目です。ご回答させてい

ただきたいと思います。 

  決算書262ページ、成果書247ページの介護認定

審査会運営事業、こちらの下段の表のところの米

印に、３年度、２年度に記載がございます区分変

更却下及び取消しです。こちらについて、決定方

法はというふうにお伺いをしております。 

こちらにつきましては、介護認定の審査会にお

いて、区分変更の申請があった方が介護度の変更

がなかった場合、こちらについては審査会の結果

によって、変更がなければ却下という形になりま

す。 

  また、取消しにつきましては、認定審査会を行

わずに取消しがされた、例えば申請後、更新の方

とかで認定の有効期間がまだある中、更新申請を

された方の中でお亡くなりになってしまった、も

しくは、転出等によって宮代町の被保険者ではな

くなってしまった、それによって宮代町で認定審

査会を開く、開催する必要がなくなった方という

のが、この取消しという処理になります。 

  なので、令和４年度につきましては、こういっ

た方たちがいらっしゃらなかったということで、

米印の機会がございませんで、令和２年度、３年

度は、そういった方たちが若干名いらしたという

形でございます。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  主査。 

○高齢者支援担当主査（鈴木健司君） 高齢者支援

担当、鈴木と申します。 

  ２点目の質問についてお答えを申し上げます。 

  まず、生活支援体制整備事業の説明書69ページ

の話の回答をさせていただきます。 

  まず、高齢者困りごと冊子の件でございます。 

  こちら3,000部ほど、つくらせていただいたん

ですが、窓口のほかに介護事業所であるとか、あ

るいは、ケアマネジャーと呼ばれる方々にも配付

をさせていただいております。そのほか関係しそ

うなところがありましたら、その都度お渡しをし

て、周知をしているところでございます。 

  続きまして、冊子の効果についてもご説明いた

します。 

こちらの冊子の中には、高齢者の方が利用する

であろう介護事業所の情報であるとか、様々な連

絡先等が書いてございます。これを受けまして、

高齢者の方の悩み事が、この冊子１冊である程度

は解決できるという効果が出ているのではないか
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と思われます。 

  続きまして、プログラミング・ラボ、それから

日本工業大学によるパソコン相談会についてご説

明いたします。 

  まず、プログラミング・ラボによるスマホの勉

強会でございますけれども、こちらは予約制とな

ってございまして、全部で24名の方が参加をいた

しました。こちらプログラミング・ラボという団

体が、大変スマートフォンあるいはパソコン等の

知識にたけている方々の団体でございまして、そ

の方たちが講師になりまして、住民の方にスマホ

の操作を説明するというような機会でございまし

て、進修館で行っておりました。２か月間で24名

の参加者がございました。 

  続きまして、日本工業大学におけるスマホ・Ｐ

Ｃ相談会でございます。こちらは予約の必要がな

い事業でございました。正確に申しますと、町の

事業というよりは、社会福祉協議会と日本工業大

学でコラボしたイベントということになっており

まして、会場のすてっぷ宮代において、前期、後

期と２シーズンに分けて実施をいたしました。 

実績なんですけれども、前期は、全部で523名

の方がこの相談会に参加をされているというふう

に聞いております。それから、後期、これは秋に

やったんですけれども、こちらが532名の方が参

加されたと聞いてございます。合わせて1,000人

以上の方の相談会に参加があったということで、

大変有意義なイベントであったというふうに理解

をしております。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 泉委員。 

○委員（泉 伸一郎君） ありがとうございました。 

  それでは、再質問させていただきます。 

  そうしますと、あくまでもこの審査みたいなも

のは、申請を受けた場合に行うということでよろ

しいんでしょうか。じゃ、町として定期的に審査

をするとかそういったものではないということな

わけですね。 

例えば、審査を申請する場合に、何か必要なも

のというか、そういったものがあるのか。例えば、

介護の段階、これに対して不服というか、度合い

が悪いのに何でこの階級なんだろうかという、そ

ういう申請もあると思うんですけれども、その場

合に大体どのくらいの期間を要するものであるか

ということもお伺いいたします。また、その対応

がしっかりとされているのかどうかということも

お伺いいたします。 

  それと、２点目なんですが、分かりました。 

この２点目の冊子のほうなんですけれども、介護

事業所のほうでも配られているということなわけ

ですけれども、これはあくまでも相談先というか、

そういったもののお知らせみたいになっていると

いうことなんでしょうか。例えば、この冊子を見

て、町のほうに相談、要望というのが寄せられて、

それに町のほうが対応をしたということがあるの

かないのかということをお伺いいたします。 

  それと、スマートフォン、よく分かりました。

このラボのほうだと予約制ということで、大体、

日工大のほうとの違いというのが、予約制と予約

なしと、２シーズン制になっていて、前・後に分

かれているということなんですけれども、本当に

この523名、532名という多くの方に対応していた

だいたということで、本当にすごいなと思うんで

すが、これは、前期と後期は、例えば前期はこれ

をやって後期はこっちをやるとかという連携され

ていたものなのか、それとも別々、全く同じもの

をやるのかということをお伺いいたします。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） ここで休憩いたします。 
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休憩 午後 ０時００分 

 

再開 午後 １時００分 

 

○委員長（西村茂久君） 再開いたします。 

  それでは、休憩前に引き続き質疑を行います。 

  答弁を求めます。 

  主幹。 

○健康介護課主幹（加藤智浩君） 健康介護課主幹、

加藤でございます。 

  再質問につきまして、ご回答させていただきま

す。 

  まず１点目、認定審査会の、こちら対応といい

ますか、実際にこの審査会というのがどのように

行われているのか、自発的に町のほうから働きか

けをして行っているのかどうかというお話なんで

すが、介護保険の認定審査会というものは、利用

者である介護保険の被保険者、こちらの方から介

護保険のサービスを利用する必要が生じたときに、

認定の申請という形で申請をいただいたところで

始まってきます。 

  この申請をいただいた後に、町のほうからの認

定調査、利用者さんのほうでご指定されたお医者

さん、主治医といいますが、主治医から意見書と

して書類を徴取させていただいた上で、この２つ

の書類がそろった段階で、この介護認定審査会と

いうのにかけます。なので、介護認定審査会につ

いては自発的に動くものではなくて、利用される

被保険者の方から申請が上がって、初めて開かれ

るものだという形になります。 

  この審査結果が出るまでの期間というお話もあ

りましたけれども、こちらは介護保険法の中で、

30日以内に結果を出すことが求められております。

しかし、諸般の理由によって30日を超えてしまう

場合もございますので、その場合については、30

日以内にその理由と結果が出る目安、こちらを分

かる段階で、判明した上で通知をするようにとい

うふうに決まっております。 

なので、一応町のほうでは、30日以内に結果を

出すことに鋭意努力をしておりますけれども、い

かんせん30日以内に終わらない方もいらっしゃい

ますので、およそ30日から40日程度、現在かかっ

ているのが現状でございます。 

  続きまして、３つ目、不服等結果に対してあっ

たときにはどうすればいいかというご質問だった

かと思います。こちらについて、手段としては２

つございます。 

  まず、介護保険の認定審査会の内容自体に不服

がある場合、こちらについては、埼玉県の介護保

険審査会というところに不服申立てをしていただ

くという手段がございます。これによって、審査

会の運営自体に不備があった場合については、認

定結果が出たものを取り消して、改めて認定を出

しなさいという形が出れば、町のほうで審査をや

り直しという形を取ります。こちらが一つ。 

  もう一つは、利用者さんのほうで区分変更申請

を出していただいて、介護度の変更を申請するケ

ース。こちらについては、通常の認定申請と同様

の手続になりますので、おおよそ１か月程度、先

ほども言いました30日以内にというのが原則にな

りますが、おおよそ１か月程度の間で結果を出す

形になります。 

先ほどの県の介護保険審査会につきましては、

一旦審査会での判断が出た後に改めての審査会と

いう形になりますので、おおよそ平均して３か月

から４か月ぐらいかかってしまうこともあります

ことから、調査の内容やお医者さんの書類、こち

らに不備や疑問点等がない場合については、区分

変更申請を選ばれる方がほとんどでございます。 

  以上です。 
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○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  主査。 

○高齢者支援担当主査（鈴木健司君） 高齢者支援

担当、鈴木と申します。 

  ２点目の再質問についてお答えを申し上げます。 

  まず１点目が、困りごとサポート冊子について

のご質問でございます。 

  相談先等だけが載っているのかということと、

内容がどのようなものがあるかという趣旨だった

かと思います。まず、こちらの冊子につきまして

は、健康介護課のほうで把握する様々な地域資源、

例えば介護事業所であるとか地域の交流サロンで

ある、あるいは生活支援団体とか、そのような資

源を項目別にまとめて１冊の冊子とさせていただ

いたものでございます。言い換えますと、高齢者

にとって、あったら助かる情報を１つにまとめて

冊子にしたものというものでございます。 

  それから、２点目、プログラミング・ラボ並び

に日本工業大学のスマホ相談会についての違い、

あるいはテーマ、そういったものについてお答え

を申し上げます。 

  まず、プログラミング・ラボのほうにつきまし

ては基礎編ということで、初心者向けの内容を全

てのコースにおいて行っておりますので、応用と

いうよりは本当の初級者編のみをやった講習会に

なっております。 

  一方で、日本工業大学の相談会については、テ

ーマは全く設けておりません。住民の方が本当に

知りたい情報、あるいは、入力の仕方であるとか

個別の相談のみを受け付けして回答していくとい

う手段でございますので、テーマは全くございま

せんので、これは前期も後期も一緒でございまし

て、そのような対応をしたところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 泉委員。 

○委員（泉 伸一郎君） 大変に詳しい説明ありが

とうございました。 

  介護のほうなんですけれども、やはり申請した

後に、来てくれる方の主観が入って、何かちょっ

と納得しない階級になってしまったみたいな、そ

ういうのがあって、もう一度役場のほうで申請し

直してもらうというのがあったんですけれども、

すごい時間がかかったということもお聞きしまし

たので、そういう場合にはなるべく早く進めてい

ただければと思います。 

  それとあと、スマートフォン、こちらのほうも

本当にありがたいと思うんですよ。特にお年寄り

ですので、やはりスマートフォンが使えるように

なれば、本当に手間が省けるということが大きい

と思いますし、また、スマートフォンを使うこと

によって、オレオレ詐欺とかそういったものの防

止にもつながっていくと思うんですよ。やっぱり

情報を得たいとか、すぐ身内に連絡できるとか、

そういった癖をつけていただくというか、そんな

感じで進めていただいて、生活が少しでも安定で

きるように、本当にありがたいと思います。 

  日工大の方のサポートが本当に大きいと思うん

ですけれども、日工大の方に対しての、何か町か

らの補助みたいなのはされているのかどうかを最

後にお伺いいたします。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  主査。 

○高齢者支援担当主査（鈴木健司君） 高齢者支援

担当、鈴木でございます。 

  ただいまの質問にお答え申し上げます。 

  日本工業大学の学生さんにつきましては、町の

ほうからの金銭的な補助は一切出ておりません。

授業の一環で、単位が取れるという位置づけで行

っているというふうに聞いております。 
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  以上です。 

○委員長（西村茂久君） ほかに質疑ありますか。 

  塚村委員。 

○委員（塚村香織君） 塚村です。 

  ４点質問をさせていただきます。 

  決算書の261、262ページの前段でもございまし

たが、認定調査事業についてです。成果書の247

ページです。 

こちらの審査件数が、４年度は1,434件という

ことなんですが、この件数が介護保険を利用され

ている方の人数になっているのかということを、

まずご確認をお願いいたします。 

  次に、263、264、265、266ページにわたるんで

すが、まずこの居宅介護サービス給付事業と地域

密着型介護サービス給付事業、施設介護サービス

給付事業についてなんですが、成果書だと248ペ

ージと249ページに、またこれを利用されている

件数が出ております。 

ちょっとこういう難しい聞き慣れない言葉で書

いてあるんですけれども、この在宅で介護をされ

ている方と、在宅で介護をされていて、例えばた

まに短期、ショートステイとかデイサービス、そ

ういうのを利用されたりという方で、あとは施設

にもう入られている方というので、件数が書かれ

ていると思うんですが、大体この件数だと、利用

した件数だと思うんですけれども、介護認定を受

けている方の中で何人ぐらいがこういうのを利用

しているのかという、その人数を知りたいと思っ

たんですが、そちらをお願いいたします。 

  次に、265、266、267、268ページで、今度はこ

ちらの予防のほうになるんですが、この介護予防

サービス給付事業、地域密着型の介護予防サービ

スの事業という、こちらも同じようにどれくらい

利用される人数、利用している方の人数を教えて

ください。 

  最後に、269、270ページ、成果書が254ページ

になります。 

高額介護サービス費給付事業についてです。こ

ちらは、介護サービスの限度額を超えられた方へ

の負担分を給付されたということなんですが、ど

のような傾向というか、どういう方がやはりサー

ビスが介護保険内で足りなくて、追加されている

のかという、そういった傾向みたいなものを教え

てください。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

主幹。 

○健康介護課主幹（加藤智浩君） 健康介護課主幹、

加藤でございます。 

  まず、最初の質問の回答をさせていただきます。 

  介護認定審査会のこちら事業の中で、人数です。

審査件数1,434件、こちらの件数、人数が利用者に

なっているのかどうかというお話なんですけれど

も、当然、介護認定の審査を受けるということは、

介護サービス利用を前提としておりますので、実

際にサービス利用を求めていらっしゃる方だと認

識しておりますが、介護保険のサービスというの

は、病院に入院中の方はご利用になることができ

ません。 

介護サービスの認定を受ける方の中には、入院

中の方が退院をしたときに、介護サービスを使う

のに認定を持っていない期間がないように、退院

をしたらすぐ在宅、ないしは施設という形で、す

ぐ介護サービスが利用できるようにという形で申

請されている方もいらっしゃいますので、この

1,434件が全てサービス利用をしているかというと、

そういったことにはならないところでございます。 

  続きまして、決算書の263ページから266ページ、

居宅介護サービス事業から施設介護サービス事業、

こちらにつきましての利用者数ということなんで
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すけれども、こちら国・県のほうに事業報告とし

て提出しているもので、令和４年度の年報という

のがあるんですけれども、そちらのほうで報告し

ている数字としてさせていただきます。 

要介護１から要介護５までの方で令和４年度中

にサービス利用をした方、こちらの人数が１万464

人、これは居宅介護サービスのみです。同様に、

介護予防サービスの利用者が2,183人。次に、地域

密着型の介護サービス費、要介護１から要介護５

までの方の合計が1,952人。同じく地域密着型介護

予防サービスの利用者の方が24人。施設介護サー

ビス費の利用者につきましては、要介護１から要

介護５までの介護給付の方が3,553人。介護予防の

方につきましては、こちらはゼロという形になり

ます。 

  続きまして、高額介護サービス費、こちらの受

給者のほうです。こちらなんですけれども、高額

介護サービス費につきましては、介護サービスを

利用した方たちの中で、介護サービスの利用が高

額となった場合、所得要件等に照らし合わされた

高額介護サービス費の支給基準、こちらを上回っ

た方たちが、その部分が高額介護サービス費とし

て支給されるものでございまして、利用者負担の

上限に満たなくても、所得の段階によっては支給

を受けられるものでございます。 

こちらについては、給付のサービス利用をした

方が当然利用するという形にはなっておりますの

で、在宅、施設、特別に区別をして出ているもの

ではございませんので、この高額介護サービス費

の需給を受けた方たちによって、サービス利用の

傾向というものがちょっと分かるかといいますと、

残念ながら申し訳ありません、金額でしか分から

ないところですので、こちらからの類推はちょっ

と難しいところでございます。 

  すみません、先ほどの居宅の受給者数、それか

ら地域密着の受給者数、施設介護の受給者数なん

ですけれども、こちら年間の人数になっておりま

すので、延べ人数になります。実数は申し訳ござ

いません、ちょっと月単位で見ないと分からない

ところでございますので、ちょっとお待ちくださ

い。 

  すみません、引き続き健康介護課主幹、加藤で

ございます。 

  申し訳ありません。手持ちの資料で、令和４年

12月時点の資料でございます。ちょっと地域密着

型のほうの資料が、ありました、失礼しました。 

それでは、申し上げます。 

こちら要支援の方と要介護の方です。それぞれ

でお話をさせていただきます。利用人数実数、要

支援の方、居宅介護サービス費のほうが254になり

ます。介護給付費、要介護１から要介護５までの

方が1,200になります。 

続きまして、施設、失礼しました、今のが施設

と在宅合わせた数字になります。大変申し訳あり

ません。 

これを施設と在宅分けますと、施設のほうが、

要介護１から要介護５までで323。在宅のほうが、

在宅の要支援者は、失礼しました、先ほどと同じ

です、254。在宅の要介護１から要介護５までの方

が877。そして、地域密着のほう、こちらにつきま

しては地域密着型サービス全体で、利用人数のほ

うが165人、うち地域密着型サービス全体として要

支援１から要支援２の方が２名、要介護１から要

介護５までの方が163名になります。 

大変お待たせして失礼いたしました。 

○委員長（西村茂久君） 塚村委員。 

○委員（塚村香織君） 塚村です。 

１点目なんですけれども、先ほどのご説明でこ

の件数というのが分かりました。それで、やはり

コロナ禍でなかなか外に出られなくなって、実際
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のところ、ご近所の方の体調が悪くなった様子が

見受けられるということをよく聞いておるところ

で、やはりこの認定介護が必要になる方がコロナ

禍で増えてきているのかなというところで、令和

４年度は少し減っているような感じではあります

が、大体のこういう高齢者の方で、こういう介護

を必要とされている方の中の現状というか、亡く

なられる方も多いのかなと。そういった感じで、

この数字のほうを拝見していたところなんですが、

そういった今の、令和、昨年度コロナ禍の中で介

護を必要としている方々のそういった状況という

か、そういうのを町として、どのように把握をさ

れているのかという、そのあたりのことをお伺い

します。 

  ２点目、３点目については、ちょっと数字のこ

とをお伺いして、分かりづらくて、大変こちらの

ほうが申し訳ありませんでした。 

  大体、どのくらいの方が利用されているのかな

というのをまず知りたかったのと、やはり在宅で

介護を受けられてという方のほうが、住みなれた

家で過ごしたいという方が多いと思うので、在宅

のいろんなサービスを受けながら生活されている

ということが分かりました。 

  それで、宮代がそうなのか、宮代に限らずそう

いうご希望の方は多いと思うんですけれども、訪

問介護というところで、やはり介護職の中で一番

なかなか成り手が少ないという分野だと思うんで

すが、そのあたりの、利用する側もそうなんです

が、介護をされる方の居宅介護サービスの支援で、

町でどういうことを行っているのかという、その

あたりのことをお伺いいたします。 

  最後の点については、把握がちょっとできない

状況であるということで承知をいたしました。  

以上です。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  主幹。 

○健康介護課主幹（加藤智浩君） 健康介護課主幹、

加藤でございます。 

  １つ目の再質問です。こちらについてのお答え

をさせていただきます。 

  このコロナ禍の中で、介護認定の初めての申請

をされる方はもちろんなんですけれども、現に認

定を持っていらして介護サービスを利用したいと、

もしくは介護サービスを利用していると、継続の

方たちも含めて、確かにこのコロナ禍の中で、訪

問介護、いわゆるヘルパーさんをおうちに呼ぶ、

通所介護としてデイサービスに通う、こういった

ことが若干利用として、妨げではないですけれど

も、利用に二の足を踏んでしまう状況、こちらは

確かに、このコロナ禍の中で全くなかったとは言

い切れないと思います。 

実際に、介護認定のことで言わせていただきま

すと、認定の申請はご本人さんだけではなく、ご

家族やご親族の方、もしくは地域包括支援センタ

ー、更新の方であればケアマネジャー、こちらが

代理として申請を行うことは可能でございますし、

マイナポータルを使用しての介護認定申請という

のもできるようになっております。 

こちらについては、コロナ禍ということでの利

用することについての制限といいますか、ちょっ

と二の足を踏む部分というのは、若干は解消でき

ているんではないかなとは思いますが、実際にサ

ービス利用をするということに至ると、どうして

もヘルパーさん自身もコロナの予防といいますか、

罹患の危険というかリスクを抱えておりますし、

施設のほうでもそのコロナリスク、そういったも

のを踏まえた上で運営というのを強いられている

状況もあるかと思いますので、なかなか現状とし

ては、町でもこのコロナの状況の中というのは、

利用するご本人様、それから施設、いずれにして
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も厳しい状況であったんではないかというふうに

考えております。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  主査。 

○高齢者支援担当主査（鈴木健司君） 高齢者支援

担当、鈴木でございます。 

若干付け加えさせていただきたいと思います。 

介護する側のサポート、何か援助はないでしょ

うかというところについて、お答えを申し上げま

す。 

介護する側の方の悩みの相談窓口としまして、

介護者サロンとか、あるいは地域包括支援センタ

ーとか、そういった場でおいて、介護する側の悩

み事の相談の窓口としてお受けしているところで

ございます。そこで、少しでも気持ちが楽になる

ようなサポートができればというところでこうい

う場がございます。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○健康介護課主幹（加藤智浩君） 健康介護課主幹、

加藤でございます。 

  ２つ目の介護の担い手といいますか、ヘルパー

さんなどの資格についての補助といいますか、支

援といいますか、そういったことが町で何か行っ

ているかというお話なんですけれども、現在町の

ほうでは、金銭的な部分といった意味での支援と

いうのは行ってございません。 

  県もしくは全国の社会福祉協議会、こちらのほ

うで主催します研修や、そういった講座、そうい

ったものをご紹介させていただいたり、もしくは

デイサービスや訪問介護の事業所さん宛てにこう

いった研修がございますよというような形のご紹

介、こういったことをさせていただいております。 

  また、県の方では、こういった担い手の支援と

うことで、各種の休業の支援であったりとか、就

職に対しての支援、こちらは金銭的なものもござ

いますけれども、こういったことも行っておりま

すので、そちらについての情報提供という形で町

は支援をさせていただいているというところでご

ざいます。 

○委員長（西村茂久君） 塚村委員。 

○委員（塚村香織君） 塚村です。 

  ありがとうございます。 

  介護の、まず１点目でご答弁いただきました。

その介護を受ける方と、ご家族のそのケアという

ことで、介護者サロンなどという、本当にそうい

う地域でしてくださる方がすごい貴重だと思いま

す。 

  そういう中で、生活を日々していかなくてはい

けないので、それが今行われているということで、

やっぱりコロナ禍ということで、いろんな意味で

介護をされる方も増えてきたりしている分野だと

思います。それをやっていただけているというこ

とで、こちらは承知をいたしました。 

  ２点目の、やはり傾向的にご本人や家族の希望

もあって、居宅支援ということが多い利用になっ

てはいるんですけれども、そこで、なかなか町と

しても介護士さんのそういったサポートというの

がしづらくなっているということで、今の状況、

分かりました。 

  国でもやはり担い手不足ということで賃金を上

げるとか、担い手をどうするかというところでい

ろいろ考えているところだとは思うんですけれど

も、今、実際働いてくださっている方に対して、

何かできたらということもございますし、また、

介護資格を持っている方で、されていない方もい

たりするので、引き続きお声がけはしてくださっ

ているとは思うんですが、そういったことを、資
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格を持っていて今やられていない方という、登録

をされたりとか、そういうのも拝見しております

けれども、そのあたりのことをちょっともう少し

広報というか、よく事業者の方からも本当に人手

が足りないということはお伺いしていて、何かそ

れを町でも支援できないかというところは持って

いるところなので、そのあたりのところをもう少

し強化というのか、していくのかという、そのあ

たりのことを１点、最後伺います。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○健康介護課主幹（加藤智浩君） 健康介護課主幹、

加藤でございます。 

  確かに担い手のところ、非常に介護される方も

増えておりますし、実際に介護の離職というのも

増えております。また、介護の資格をお持ちであ

る方であっても何らかの理由で現在介護の職に就

いていらっしゃらない方というのもいらっしゃい

ます。こういった方々について、委員言われたよ

うに、県のほうで介護の人材バンク、そういった

ものの登録制度を行っていたりとか、もしくは介

護職に新しく就きたいという方、そういった方た

ちの金銭面的な資格の補助の応援の制度であった

りとか、そういった方たちを雇うということにな

ったときに対しての、事業所に対してのいろいろ

な情報収集であったりとか、そういったことを県

のほうでも行っておりますので、町のほうでは、

それを踏まえた上で、ほかにどういったことがで

きるか、委員言われたように、町のホームページ

や広報等でそういった制度をご紹介させていただ

いてもおりますけれども、さらなる周知の部分で、

ほかに何かできないかということは常に考えてま

いりたいと思います。 

○委員長（西村茂久君） ほかに質疑がありますか。 

  丸山委員。 

○委員（丸山妙子君） 丸山です。 

  ３点お願いします。 

  説明書のほうの235ページの真ん中辺に書かれ

ている高齢者向けサービスの困りごとサポートの

話は前の委員さんので分かって、宮代町版エンデ

ィングノートというのは、どれぐらい作られて、

どれぐらいお分けされて、どの場所にというのを

お聞きいたします。 

  あと、宮代巡回スーパーを開始していただいた

んですが、この利用状況、たしか増えているし、

助かっているという声も聞くので、そこもお願い

します。 

  ２点目は、地域ふれあい居場所づくりです。説

明書の258ページです。 

  地域交流サロンについてです。備品補助と諸施

設補助がございます。施設補助は、地域で集会所

とか借りるのに非常に助かっています。それで、

今、通っている方たちが、高齢者のところでもや

っている塗り絵とかをやりたいという声が結構上

ってくるんですが、備品にはならないので、購入

ができないので、じゃ、自腹でというと、誰もが

やりたいわけではないので、ちょっとできない状

態なんですけれども、今朝のニュースとかでもや

っていましたけれども、今、朝ドラでも出ている

絵も、植物も覚える、それで、絵も塗れる、そう

いうことで結構人気があるので、そういうのとは

備品に入るのかとか、入れてほしいとか、そうい

う要望があるのか、そのあたり町はどう考えてい

るかお聞きします。 

  あと、すみません、プラザサポーター、説明書

258ページ、決算書272ページです。 

  プラザサポーターの育成をしてくださっていま

すけれども、現在何人になったかが一つ、そして、

272ページ、12節の委託料についてお聞きいたし

ます。 
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  介護予防リーダー養成講座が31万3,610円、介

護予防サポーター養成講座が53万4,930円となっ

ているんですけれども、この違いと、説明書のほ

うの金額と違うので、何か書き方が違うのか、ち

ょっとお聞きいたします。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  主査。 

○高齢者支援担当主査（鈴木健司君） 高齢者支援

担当、鈴木でございます。 

  ただいまの質問につきまして、お答え申し上げ

ます。 

  まず、１点目、エンディングノートについての

お答えをさせていただきます。 

  こちら作成部数につきましては3,000部となり

まして、先ほどの高齢者冊子と同じでございます。

配付先につきましても、窓口を中心に配ってはい

るんですけれども、関係する介護事業所であると

か、ケアマネジャー等にもやはり同様にお配りを

しているところでございます。 

  それから、移動巡回スーパー、いわゆる移動販

売でございますけれども、こちらの利用状況はと

いうことでのご質問かと思います。 

  当初は37か所でスタートした移動スーパーでご

ざいますが、売行きのよい場所とあまりよろしく

ない箇所が結構二分化しまして、半年に一度の程

度で見直しをかけているところでございますが、

最初から売上げが多い地区もございます。これは

もう継続して１回につき15分程度の間で10人、15

人買物客が来る場所もございます。逆にゼロ人と

か１人のようなところもありまして、かなりばら

ばらな状況でございます。 

  ただ、全体を通して見ますと、移動スーパーは

大変好評をいただいている事業でございまして、

地域の方からも来てくれてありがとうというとこ

ろで、実施してよかったなというところでござい

ます。 

  それから、３点目、ふれあいづくり事業の備品

補助、施設補助等の質問でございまして、例えば

塗り絵等のお話も出てまいりましたけれども、今

の現状で申しますと、なかなかちょっと難しいか

なというふうに思うんですが、今後の、前向きに

これも検討させていただきまして、趣旨に沿うよ

うであれば、補助になるような形になろうか、こ

れも検討させていただきたいと思いますので、現

状としてはちょっとなかなかまだ、いますぐ大丈

夫というのは言えない状況ではありますが、検討

はさせていただきたいと思います。 

  私からは以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  副課長。 

○健康介護課副課長（稲宮辰男君） 健康介護課副

課長の稲宮でございます。 

  ご質問にお答えをいたします。 

  まず、介護予防の関連ですけれども、プラザサ

ポーターでございます。こちら、プラザサポータ

ーの養成の人数でございますけれども、合計が53

名となっております。 

  続きまして、決算書の272ページ、地域介護予

防活動支援事業の委託料の内訳というか中身でご

ざいます。決算書に記載のありますとおり、こち

らの委託料ですが、３つございます。 

  まず、１つ目の介護予防健康づくり活動支援事

業の委託料、こちらでございます。金額では81万

6,530円となっておりますが、こちら、具体的な

内容といたしましては、まず、いきいき百歳体操

の自主グループの支援ということで、出前講座を

行った場合、その委託に伴った金額となっており

ます。 

  今の１点目の介護予防健康づくり活動支援委託
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料でございますが、今申し上げました出前講座の

ほかにいきいき百歳体操の体験事業といたしまし

て、多くの方にそのいきいき百歳体操を体験して

いただくということの体験事業を行ったもの、こ

ちらも含まれております。 

  そして、２点目の介護予防リーダー養成講座委

託料、こちらでございますが、こちらは介護予防

リーダーのステップアップ勉強会、こちらを前期

３日間と後期３日間と行いましたけれども、こち

らの委託料というふうになっております。 

  そして、最後の介護予防サポーター養成講座委

託料でございます。こちらにつきましては、プラ

ザサポーターの養成講座、そして、プラザサポー

ターの発展講座、こちらの両方に対しての委託料

というふうな内訳となっております。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 丸山委員。 

○委員（丸山妙子君） 丸山です。 

  エンディングノートは、先ほど説明していただ

いた同じ3,000部ということで、配付場所も同じ

ということで分かりました。 

  それで、結構3,000部は多いんですが、出てい

る状況というんですが、そういうのは介護施設と

かからのちょっと報告は受けているのか、お願い

します。 

  私もそれ、実際皆さん、元気なサロンの方にも

お分けしたんですけれども、すごくよくて、内容

もいいので、残部がまだたくさんあるようならば、

配付をちょっと考えていただきたいなと思います。 

  あと、巡回のスーパーについてです。37か所で

半年に１回見直し、多いところは10人から15人、

少ないところは１人とかゼロということなんです

が、来るのが少ないところは多分人も少ないんだ

と思うので、具体的に届いている声はすごい便利

だというのがあるので、少ないところでも何か、

それを頼っている人たちもいるので、続けてほし

いなというところと、見直しというのはやっぱり

人数のことなのか、もう一度お聞きします。 

  サロンについての備品、トランプとか何か手頃

なものは自分たちのサロンで結構皆さん用意した

りしているんですけれども、何か要望がここのと

ころ増えてきたので、その内容をもう少し、町の

ほうも幅広くとか、内容を変えていってもらいた

いなと思いますので、さっき答弁いただいたので、

よろしくお願いします。 

  あと、プラザサポーターは53人ということで、

それで、すみません、ちょっと質問するの忘れち

ゃったんです、これは講師というか、その育てる、

教えに来てくれる方は、どこから、どういう方が

してくださっているのかお聞きします。内容は分

かりました。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  主査。 

○高齢者支援担当主査（鈴木健司君） 高齢者支援

担当、鈴木でございます。 

  ただいまの中で質問にお答えします。 

  まず、エンディングノートの件でございますけ

れども、お配りした事業所からの反応はどうでし

ょうかとか、残部についてはというところのお話

でございますが、直接配付した事業所からはヒア

リングはしていないのですけれども、地域サロン

とか、そういった現場に出る方々からの声として、

大変よいものであるという意見は、たびたび聞い

ているところでございます。 

  3,000部を昨年作ったんですけれども、まだ残

部はございます。ただ、万が一、これが全部はけ

てしまった場合においても、また今年度予算で作

成することができますので、追加で作ることを考

えてはおります。 
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  それから、移動スーパーの件でございます。少

しの人数しか来なくても続けてもらえないでしょ

うかというところの趣旨でございますけれども、

委員のおっしゃるとおり、それは重々承知してい

るところではあるんですが、私どもと実際に移動

スーパーを実施するスーパーカスミのほうの双方

で適切な場所はどこかということで、調整会議を

行ったりするんですけれども、なかなかゼロ、も

しくは１というところですと、逆に赤字になって

しまうというところもありまして、一定の期間、

つまり半年程度は我慢はするけれども、ずっと赤

字が続く状態はなかなか厳しいですということを

先方からも出ておりますので、そうしますと、な

かなか見直しをかけないという選択が取りにくい

という状況もございますので、なるべく気持ちと

しては続けたいのはやまやまなんですが、なかな

かそうもいかない現実もあるということでご理解

いただければと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  副課長。 

○健康介護課副課長（稲宮辰男君） 副課長の稲宮

でございます。 

  プラザサポーター養成講座の件でございます。 

  こちらにつきましては、プラザサポーターに養

成講座が12日間で６名の方のご参加、そして、発

展講座が６日間で６名のご参加をいただいた状況

でして、こちらは、４年度はシンコースポーツと

いうところ委託をしております。 

  内容ですけれども、それぞれその講座の中で、

例えば運動指導員の方ですとか、あるいは看護師

の方、そういった専門職の方に講師として来てい

ただいて、講座のほうを運営を行っていただいた

という状況にございます。 

  今後も引き続きこちらの発展講座、養成講座に

つきましては、プラザサポーターの育成という点

から進めていきたいというふうに考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 丸山委員。 

○委員（丸山妙子君） 丸山です。 

  エンディングノート、残部がまだあるというこ

とで分かりました。 

  移動スーパーに関しましても、見直しの半年の

意味も分かりましたので、今後ともよろしくお願

いします。 

  ちょっと一つ質問するのは、シンコースポーツ

というところは、こういう介護予防とか、何かそ

ういうものを結構専門的にじゃないけれども、普

通のこういう講師を派遣しているところなのか、

もうちょっと詳しくどんなところかお願いします。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  副課長。 

○健康介護課副課長（稲宮辰男君） 副課長の稲宮

でございます。 

  こちらの事業の委託に当たりましては、入札に

より業者のほうを決定したいところでございます

が、シンコースポーツにおきましては、こういっ

た介護予防などの関係の事業を行っているところ

でございまして、シンコースポーツの社員の方の

みならず、その専門職の関わりというのがこうい

った講座では重要と思われますので、そこから派

遣のような形で運動指導員や看護師などの専門職

を講師として招いた形で、そういった講座の全て

の運営をお任せしているというような状況でござ

います。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） ほかに質疑ありますか。 

  小河原委員。 

○委員（小河原 正君） 小河原です。 

  私聞くことは、難しい内容じゃありません。も
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う前段者も質問した内容について１点目なんです

が、介護認定が30日ぐらいかかるという説明があ

りましたけれども、それをもう少し早くならない

かなと私は前々から言っているんですけれども、

ちょっと30日では長過ぎるなと思っているんです。 

  今日も介護認定委員会なんかやっているようで

すけれども、先週もやっていたようだね。結構数

をやっているのかなと思うけれども、認定が受け

るのが30日を何とか短くならないのかと、そのこ

とを私１点目聞きたいんです。それを１点目、も

う少し短くならないのかと。 

  もう１点は、同じ介護認定の問題で、介護認定

はいろいろ、要支援から要介護あります。いいん

ですよ。悪いことじゃないんですけれども、私が

聞きたいのは、要支援、要介護、認定を受けてそ

れよりよくなる人というのは何人ぐらいいるんで

すか。病院へ行けば病気、入院してよくなったと

か、病気が。普通一般的そういう話が出るよね。 

  だけれども、要支援、要介護でよくなったよと

いう話はあまり聞かないんだよね。それ、どのぐ

らいの数がよくなっているのか、教えてもらいた

いですよね。 

  もし、よくなっているのはいいことなんだから、

よくなっているとしたら、どういうサービスをし

たらよくなるのか、それを教えてもらいたい。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○健康介護課主幹（加藤智浩君） 健康介護課主幹、

加藤でございます。 

  介護認定の出るまでの期間、そちらについての

ご質問についてお答えをさせていただきます。 

  前段ご質問ございましたけれども、介護保険法

によって、一応法律で30日以内に結果を出すよう

にというのがまず前提としてございます。 

  実際に介護認定の手続としては、申請があった

後に調査をして、同時並行で指定されたお医者様

に書類を書くよう依頼をして、その依頼が届いて、

その２つの書類が完成して、審査会にかけるとい

う流れがございます。 

  昨年度の実績でお話をさせていただきますと、

町のほうから行う認定調査、こちらについては、

申請があってから、実際に調査が終わるまで、こ

ちらの平均をちょっとお出ししましたけれども、

実際に調査の平均値が10.7日なので、１週間から

２週間の間で役場のほうから行う認定調査という

のは終わっている形がほとんどでございます。平

均値になりますので、一概に全てとは申しません

が、平均としては10日前後で調査は終わっており

ます。 

  ちょっと問題なのが、お医者様にお願いする主

治医意見書、こちらなんですけれども、こちらは

町がお願いをするのは、おおよそ申請のあった翌

日、郵便で発送しております。こちらから届くま

での平均の日数が23.2日、おおよそ３週間以上か

かっている現状がございます。 

  なので、介護認定の審査を行うに当たっては、

本日もお隣の会議室で行っておりましたけれども、

今日の審査を行うためには、毎週の金曜日に全て

の審査資料を委員さんたちにお配りをしておりま

す。なので、大体申請いただいてから３週間の状

態で全ての書類が整わないと、30日以内、いわゆ

る４週間目の審査会には間に合わないという現実

がございます。 

  先ほども申しましたが、お医者様からの書類が

平均で届くのに23.2日という形になってしまって

おりますので、おおよその方は40日、大体５週間、

申請をいただいてから５週間はかかってしまって

いるのが現状としてございます。 

  ただ、町のほうとしては、調査のほうは町の努
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力で短くすることは当然できますけれども、お医

者様のほうにしましても、期限間近になってくる

方については、医療機関のほうにこちらのほうか

らご連絡を差し上げて、こちらの書類の進捗状況

を確認させていただいた上で、なるべくできるこ

とであれば、早目にしていただくというようなご

依頼は毎月、毎月させていただいているところで

ございます。 

  ただ、医療機関につきましても、いわゆる個人

の医療機関であれば、ある程度のその辺融通とい

うんですか、早目に上げていただいている努力は

多分にしていただいているところではあるんです

けれども、お医者さんによっては、利用者さんに

よっては、大きな病院、大学病院であったりとか、

近隣でも市立病院であったり、医療センターであ

ったり、大きな病院にお願いしますと、どうして

もその書類の出来上がりというのは、やっぱり遅

くなってしまいます。 

  また、病院によっては、先ほど入院中に認定の

申請を出される方がいらっしゃるというお話をし

ましたけれども、医療機関によっては、入院中で

状態の安定していない方については、介護認定の

結果に、場合によっては、軽い状態で出てしまう

ことも考えられる。もしくは、退院後が、書類を

書いたときよりも治ってきた状態になるので、軽

くなってしまった状態になってしまう。現在の状

態と結果が出たときのタイミングで状態に乖離が

あってしまってはいけないということで、あえて

医療機関によっては、あまり早目に書類を書かな

いところもあるというふうには伺っております。 

  ただ、こちらとしても、利用者さんがなるべく

早目にサービスを使いたいという前提で申請とい

うのはいただいておるところでございますので、

医療機関には、今後もなるべく早目の書類の提出、

そして、１か月以内に申請の結果が出るような審

査会の運営のほうを心がけてまいりたいと思いま

すので、その点につきましては、ご理解いただき

たいと思います。 

  以上です。 

  失礼しました。 

  ２問目の質問、要介護認定が出た後に状態のよ

くなった方、そういった方がどの程度いらっしゃ

るのか。そういった方がどういったサービスを使

われているのか、そういったお話だったと思うん

ですけれども、ちょっと１点お話をさせていただ

きたいのは、介護認定の度合いにつきましては、

ご本人さんの健康状態とは必ずしもリンクはいた

しません。 

  といいますのは、この介護認定の度合いは、そ

の申請をされて、認定を受ける方がどれだけ介護

に手間、時間、そういったものをかかるかという

形での審査結果でございます。 

  ですので、一概に全部そうとは申し上げられま

せんけれども、お体には何も不都合のない、認知

症を患ってしまった方で、お体が不具合があって

動かなくなってしまっている方、不自由を感じら

している方、ただし、認知症は患っていない。そ

ういった方の意識であったりとか、受け答えであ

ったりとか、そういったものは完全にできるとい

う方、そういった方と比べたときに、介護度が同

じ介護度、もしくは、寝たきりになったしまった

方のほうが元気な認知症の方よりも介護度が軽く

なってしまう、そういったことも可能性としては

考えられるところでございます。 

  先ほど言いましたように、介護のこの度合いと

いうのは、介護にどれだけ手間をかける必要があ

るのか、どれだけサービスが必要なのかというと

ころでの度合いになってきますので、一概に介護

１から要支援に２になったよと。じゃ、お体の状

態がよくなったよということになるかというと、
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そういったこととは、またちょっとリンクはしな

い。 

  ただし、統一してお話ができるのは、要支援１

の方は、当然それだけ介護に手間はかからない。

お時間もかからない。でも、要介護５の方は、介

護に手間のかかる、お時間がかかるということで

すので、なるべく介護が必要とならないという意

味でいいますと、介護の度合いが下がるというの

は非常に喜ばしいことだというふうには思います。 

  そういったことが、いわゆる介護サービスを使

っていく上で、なるべく現状維持、もしくは状態

をよくなるために使っていただくのが、利用者様

のお考えでもありますし、サービスを提供する事

業所のほうも同様に考えていらっしゃることだと

思います。 

  ただ、大変申し訳ありませんが、介護の度合い

の軽くなった割合、そういったものについては、

申し訳ありません、統計の調査を行っておりませ

んので、一概にどれぐらいの割合がいるのかとい

うのは、ちょっとこちらでは数字としては把握し

ていないところでございます。 

○委員長（西村茂久君） ここで休憩いたします。 

 

休憩 午後 ２時００分 

 

再開 午後 ２時１４分 

 

○委員長（西村茂久君） 再開いたします。 

  それでは、休憩前に引き続き質疑を行います。 

  小河原委員。 

○委員（小河原 正君） 先ほどは答弁ありがとう

ございました。 

  もう分かりました。どうしても私がもうちょっ

と、何か今説明を聞くと、認定を受けるには、医

者のほうがどうも長いみたいな感じだね。それを

何とかもうちょっと早く、早めるように、町とし

ても努力をして、医者のほうへもひとつ強行に申

請が早くできるようにお願いします。 

  というのは、私も何人か知っている人に、認定

が遅いよねと耳にします。私も同じこういう介護

を受けている１人です、要支援だけれども、受

けている人間として、仲間として聞きますので、

ひとつそのことを忘れずにお願いしたいと思いま

す。 

  以上で終わります。 

○委員長（西村茂久君） ほかに質疑ありますか。 

  丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 

  それでは、何点かご質問させていただきます。 

  まず、決算書249、250ページの１款介護保険料

の関係で、不納欠損が233万であります。これは、

被保険者の死亡ということなんですけれども、そ

れ以外は理由としてはないのかどうか、お尋ねを

いたします。 

  それから、決算書251、252ページの３目地域支

援事業交付金の介護予防・日常生活支援総合事業

以外の地域支援事業分については、マイナスにな

っています。これの理由と、それから、これは交

付金ですので、地域包括支援センターの管理運営

事業等にもなる交付金ですが、現在地域包括支援

センターはどこかということで、取りあえず確認

をさせていただきます。 

  続いて、決算書251、252ページ、同じく６目の

介護保険事業費補助金についてでありますけれど

も、これは介護保険制度の改正によって、電算シ

ステム改修に対する補助ということなんですけれ

ども、どういう電算システムの改修になったのか、

その点、お尋ねをしたいと思います。 

  続きまして、決算書253、254ページの３項県委

託金でございますけれども、これは生活保護受給
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者の要介護認定に関わる委託金ということなんで

すけれども、これは何人分なんでしょうか、確認

をさせていただきたいと思います。 

  それから、同じく決算書253、254ページの６款

繰入金なんですけれども、繰入金は前年比で約

3,269万円の増となっております。この保険給付

費の財源とするためということなんですけれども、

どういう考えでの増額なのか、その点お尋ねした

いと思います。 

  続きまして、同じく１項一般会計繰入金、１目

介護給付費繰入金なんですけれども、成果表の

243ページに示されておりますけれども、令和２

年度から令和３年度は減っています。しかし、令

和３年度から令和４年度は905万円増となってお

ります。このあたりの理由についてご説明をお願

いしたいと思います。 

  続きまして、255ページ、256ページの５目低所

得者保険料軽減繰入金ということで、成果書の冒

頭にも書いてありますけれども、保険料区分が第

１段階から第３段階に該当する方の保険料軽減相

当額ということなんですけれども、これはなぜな

のか、2,940万円というのは。根拠はどうしてな

のかということで、お尋ねしたいと思います。 

  それから、決算書263、264ページの５項、上の

ほうですね、１目趣旨普及費なんですが、これは

介護保険制度についてのパンフレットを作ってい

ますけれども、これは在庫があるからということ

で、作らなかったということでよろしいですね。

というと、なぜそんなに、逆に言うと、作っちゃ

ったのかということをお聞きしたいんですが。 

  続いて、決算書265、266ページの成果書で250

ページに載っております。 

  ７目の居宅介護福祉用具購入費、令和４年度の

支給件数が92件なんですけれども、前年度比で55

万円の減額となっております。この辺の理由につ

いてお尋ねいたします。 

  それから、その下の居宅介護住宅改修費給付事

業につきましても、支給件数、支給総額が減って

おります。この辺の理由についてお尋ねをしたい

と思います。 

  続きまして、267、268ページの、成果書では

252ページの3目地域密着型介護予防サービスの給

付費でありますが、これについても地域密着型介

護予防サービスの利用件数、これが認知症対応型

共同生活介護、グループホームについては、ゼロ

になってしまっています。これはどういう理由な

のか、お尋ねしたいと思います。 

  それから、成果書の264ページの認知症初期集

中支援チームを白岡市の認知症専門病院に委託す

る形で設置して、医療機関での受診につなげると

いうふうになっておりますけれども、この辺の取

組についての成果についてもお尋ねしたいと思い

ます。 

  それから、全体的なことなんですけれども、第

１号被保険者の滞納者の人数は何人なのか。それ

から、そのうち給付制限などの制裁措置を受けて

いるのか否やがあるんですけれども、受けている

場合、その人数。それから、介護保険サービス利

用の利用料の自己負担の割合ごとの被保険者数な

んですけれども、１割負担が何人、２割負担が何

人、３割負担が何人かお答えいただきたいと思い

ます。 

  それから、要介護認定更新の区分の変更といい

ますか、成果書では248ページにもありますけれ

ども、これでは例えば前回より軽度に判定された

とか、それから、前回と変わらないとか、前回よ

り重度に判定されたとか、介護認定からは外れた

件数、こういった点ではどういうふうになってい

るのか、お示しいただきたいと思います。 

  続きまして、特別養護老人ホームの入所待機者
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の人数、昨年も伺いましたが、昨年は30人という

ふうに伺っております。令和４年度がどうだった

のか。 

  以上です。よろしくお願いいたします。 

○委員長（西村茂久君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ２時２９分 

 

再開 午後 ２時３０分 

 

○委員長（西村茂久君） 再開いたします。 

  答弁求めます。 

  主幹。 

○健康介護課主幹（加藤智浩君） 健康介護課主幹、

加藤と申します。 

  ご質問いただいた内容につきまして、ご説明い

たします。 

  まず、１点目、介護保険料の不納欠損、こちら

の理由のところで、被保険者の死亡以外にどうい

ったことがあるかというお話でございます。 

  こちらにつきましては、ご本人さんの死亡のほ

かは職権消除、いわゆる住民票が抹消されたしま

った方、ちょっと生存が不明でどちらにいらっし

ゃるか分からないというようなことがあって、住

民票が消されてしまった方という場合と、あとは、

ご本人さん自身が生活保護になってしまったこと

で、過去分の保険料の滞納分、こちらについての

納付の見込みが難しくなったことによる不納欠損

というものが主なものでございます。 

  続きまして、事業費補助金、こちらの内容なん

ですけれども、こちらについては、委員言われま

したように、基本的には制度改正、また、それに

基づくシステム改修ということでございまして、

こちらにつきましては、昨年度６月に個人情報、

こちらのデータ標準のレイアウトを改正するため

に改修を行いました。具体的な内容としましては、

公金の受け取り口座の情報照会機能、こちらを追

加したことと、実際に申請書、住宅改修や福祉用

具、高額介護サービス費等の償還払いの申請書、

こちらの様式が変更になったことに伴いましての

画面項目の追加、こちらのほうで実施を行わせて

いただきまして、経費の総額支出としては42万

750円、こちらの３分２国庫補助ということで、

事業費補助金を頂いております。 

  続きまして、生活保護の方々の介護扶助審査判

定業務委託金でございますけれども、こちらは、

生活保護の方で２号被保険者該当と言われる40歳

から64歳までの方、こちらについては、生活保護

を所管するこの近辺であれば、東部中央福祉事務

所、こちらの本来が介護認定の審査を行うところ、

宮代町の住民であるということで、そちらから委

託を受けまして、審査の委託を行ったものでござ

います。こちらについては昨年度５人実績という

ことでございます。 

  すみません、ちょっと質問、前後させていただ

きますけれども、趣旨普及事業でパンフレットの

購入ですね、令和４年度支出がゼロであった理由

ということで、委員お示しのとおり、在庫があっ

たことによって令和４年度の購入が差し引かれた

という状況でございますけれども、それだけ購入

した理由というところなんですが、こちらの趣旨

普及のパンフレット、介護保険の認定を受ける方、

もしくは介護保険の申請を初めて考えられる方、

もしくは出前講座等で介護保険のお話をさせてい

ただく際にお配りさせていただいているパンフレ

ットでございます。 

  こちらは、介護の８期計画、この８期計画の間

変わらないパンフレットになりますので、令和３

年度購入した在庫を当然購入させていただいた中

で、令和４年度も、それ以上の配付があれば、当
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然購入をさせていただいたところでございますが、

令和３年度、４年度につきましては、やはりコロ

ナ禍ということもあって、出前講座自体も減少し

ております。また、利用者さんのほうも、こちら

についてお話をしていただく中で、若干そちらに

ついても更新の方とかにはお配りしませんので、

そういったことで、パンフレットの配付数が減少

したという形でございまして、令和４年度は購入

を控えさせていただいたというところでございま

す。 

  続きまして、福祉用具の購入費、こちらについ

ての昨年度から一昨年度に比べて減額している理

由、住宅改修についての同じく支給件数、総額等

が減っている理由というところなんですけれども、

正直なところ、理由としては不明な部分が非常に

多いところでございます。 

  ただ、住宅改修にしましても、福祉用具の購入

につきましても、一定の原材料費、今年度見まし

ても、若干上がっております。そういったところ

での申請の控えというのもあったかもしれません

が、実際に今年度の住宅改修、こちらについては、

要支援と要介護合わせましても既に77件の申請が

上っております。 

  ですので、先ほど私のほうで私見で申し上げた

材料費の高騰等については、一定の買え控え等の

考えは働くかもしれませんが、それがこの減少と

いうことについての理由になったかというと、若

干疑問が残るところでございまして、先ほども申

し上げましたが、減額の理由としては不明である

ということしか申し上げられないところでござい

ます。 

  続きまして、地域密着型介護予防サービス費、

グループホームの利用者ゼロというところなんで

すけれども、こちらにつきましては、町内に認知

症対応型共同生活介護（グループホーム）２軒ご

ざいます。こちらの２軒の入所者が要介護１から

要介護５の方しか昨年度はいらっしゃらなかった

という形で、要支援者の方でのグループホームの

入所者の方がいらっしゃらなかったことによって、

こちら給付がゼロになっているというところでご

ざいます。 

  実際に、こちらのグループホーム入所者数につ

いては、現在２つとも満床という話を伺っており

ますので、お待ちしている方が何名かいらっしゃ

るというようなお話も聞いております。 

  こちらについては以上でございます。 

  そして、第１号被保険者の滞納者、こちらの人

数なんですけれども、令和４年度の滞納者数が94

人いらっしゃいます。そして、このうちというわ

けではございませんが、令和４年度に給付制限、

利用者負担が３割負担となってしまった方につい

ては３名、ただし、３名のうちサービス利用され

ている方は２名という形になっております。なお、

そのうち１名につきましては、給付制限期間が１

か月間であったということもありまして、現在の

給付制限は受けていない状況でございます。 

  続きまして、サービス利用、こちらの利用料の

自己負担割合なんですけれども、こちらが第１号

被保険者で申し上げさせていただきます。１割負

担の方が1,568人、２割負担の方が119人、３割負

担の方が78人ということになっております。 

  続きまして、区分変更の申請において、前回結

果からの介護度の上昇もしくは下降、もしくは同

程度による結果の人数でございますけれども、区

分変更の申請、認定審査によって、前回と同じ介

護度が出た場合には却下という形になります。で

すので、昨年度同程度の結果が出た方はゼロ人と

いう形になります。 

  前回結果の変更から介護度が下がった方、上が

った方につきましては、申し訳ございません、た
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だいまちょっとこちらで資料ございませんので、

後ほどお話させていただければと思います。 

  そして、特別養護老人ホームの待機者の人数で

ございますけれども、こちら、埼玉県が各特別養

護老人ホームに調査をさせていただきまして、そ

の待機者数を聞き取りした結果になっておるんで

すけれども、昨年度と同じく30人、うち要介護３

以上の方は24人となっております。 

  ただ、こちら付け加えさせていただきたいのは、

あくまで宮代町にある特別養護老人ホームで申込

みをした方のうちの待機人数ということでござい

ますので、この30人の中には、町外の方もいらっ

しゃいます。 

  また、同様に、宮代町の方でも宮代町以外の特

別養護老人ホームに申込みをされている方、いら

っしゃいますので、そちらにつきましては、こち

らの調査では反映が全くできない、分からないと

ころでございますので、実際に宮代町の住民の方

でどれだけの方が待機人数としていらっしゃるの

かといったことになってしまいますと、正直なと

ころ分からないというのが実際でございます。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  主査。 

○高齢者支援担当主査（鈴木健司君） 高齢者支援

担当、鈴木と申します。 

  私から３点ほど回答を申し上げます。 

  まず、１点目の回答は、決算書251ページ、地

域支援事業交付金、総合事業以外の地域支援事業

がマイナスになっているというところについての

お答えをいたします。 

  この交付金につきましては、様々な事業の歳出

部分を積み上げまして、積算するものでございま

すが、一部の事業におきまして、国の要件に合わ

せてちょっと厳しくなっている支出の事業がござ

います。そういったものがございました関係もあ

り、結果として、若干減になった経緯がございま

す。 

  それから、２点目、包括はどこにあるんだとい

うご質問でございます。 

  こちらは、包括支援センターは現在１か所で、

保健センターの隣にあります地域包括支援センタ

ーもみの木という、委託で行っております１か所

でございます。 

  それから、３点目、説明書の264ページ、認知

症初期集中チームの件でお答えを申し上げます。 

  この事業につきましては、まず、どういう事業

かと申しますと、認知症の診断がまだされていな

い方、その方をどうやって医療につなげるかとい

うところがポイントとなっている事業でございま

して、相談先である地域包括支援センター、ある

いはうちの高齢者支援担当のほうに相談があった

認知症の疑いのあるものを新しらおか病院のほう

に委託しておりますので、支援チームのほうに医

療につなげてもらえるような働きかけを行います。 

  働きかけを行うんですが、例えば本人がどうし

ても受診するのが嫌だということで拒否するケー

スもあります。そういった場合、当然つなげられ

ることなく、対象外となってしまうという場合が

ございます。 

  こちらの説明書のほうにも４年度対象外１とな

っているんですけれども、これ、まさに相談はし

たんだけれども、却下というか対象外になってし

まったケースも１ということでございます。 

  このような形で初期集中支援チームは、あくま

でも医療につなげるための制度というところでご

ざいます。 

  私からは以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○健康介護課主幹（加藤智浩君） 健康介護課主幹、
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加藤でございます。 

  先ほどの質問の回答、前後させていただきまし

たが、お答えさせていただきます。 

  介護給付費繰入金でございますけれども、令和

２年から令和３年に至っては、こちらが減、令和

３年度から令和４年度に至っては増、こちらにつ

いての理由なんですけれども、こちらは給付費の

ほうが増えたためによる繰入金という形になりま

す。 

  また、低所得者繰入金についての保険料軽減相

当分、こちらなんですけれども、こちらは国の低

所得者保険料軽減、こちらの補助金、こちらの額

をそのまま繰入れさせていただいておるところな

んですが、町の介護保険料の第１段階から第３段

階、こちらの方たちが全て全員、町の例規に基づ

く減免制度を利用した場合、当然差額の費用分と

いうのが必要になってくるんですけれども、そち

らを補塡するための補助金となってございます。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 

  それでは、再質問させていただきます。 

  まず、決算書249、250ページの介護保険料の関

係の不納欠損額でありますが、そうしますと、不

納欠損の内容なんですけれども、死亡以外に大ざ

っぱにいうと不明、それから生活保護等々内容を

上げていただきましたが、そうすると、これは全

体で何件あって、それぞれつかんでいるわけだか

ら、どういうふうになっているのか、その内訳も

含めてお聞きしたつもりなので、把握していると

思いますので、お願いしたいと思います。 

  それから、介護保険料についてなんですけれど

も、一応確認なんですけれども、第１号介護保険

被保険者の保険料の金額、これは基準保険料が年

間幾らか、それと第１段階の保険料が年間幾らか、

これは基準額の何倍に相当するか、それから参考

までに11段階ございますので、これが年間幾らで

基準額の何倍になっているのか、一応確認のため

お教えいただきたいと思います。 

  それから、決算書251、252ページの３目地域支

援事業交付金の関係で、理由は分かりました。 

  それで、地域包括支援センターなんですけれど

も、もみの木は何年度からこのもみの木になって

いるのか、確認のためお願いしたいと思います。 

  それから、251、252ページの介護保険事業費補

助金、これは分かりました。 

  それから、253、254ページの３項、県委託金、

これも生活保護受給者への委託金ですよね、これ

も分かりました。 

  決算書253、254ページの６款の繰入金なんです

けれども、これは先ほども言いましたように前年

比で約3,269万円の増額となっています。これは、

やはり介護保険給付費準備基金からの繰入れを増

額するわけですから、保険給付費の財源にするた

めということなんですけれども、大きな理由はそ

こにあるんですけれども、これらは介護保険給付

費準備基金で操作するんだと思うんですけれども、

その考え方なんですけれども、そのための介護保

険給付費準備基金からの繰入金を増額したという

ことが要因だというふうに説明もあるんですけれ

ども、その辺の考えについてもう一度お尋ねした

いと思います。 

  あとは、決算書253、254ページ、２目、３目地

域支援事業繰入金、これについては理由は分かり

ました。 

  それから、５目の低所得者保険料軽減繰入金に

ついても分かりました。 

  決算書265、266ページの７目の居宅介護福祉用

具購入費、それと８目の居宅介護住宅改修費。理

由は不明だということなんですけれども、これは
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増減があるから不明なのか、それともその辺の理

由はどうなのか。 

  確かに増えたり減ったりはするんでしょうけれ

ども、それなりの理由はあると思うんです。その

辺の減った理由は、啓発はどうなっているのか、

そういった点も重要だと思いますし、あと、８目

の居宅介護住宅改修費、手すりとか段差の解消、

あるいはトイレの改修等ですので、これは増えて

当然なのかなというふうにも思うんですけれども、

その辺の理由について、分からないということで

あれば致し方ないんですけれども、その辺ではど

うなのかということで、再度お尋ねしたいと思い

ます。 

  それから、267、268ページの３目地域密着型介

護予防サービス給付費、これは分かりました。 

  あと、277、278ページの７目認知症総合支援事

業費なんですけれども、認知症の方、専門病院と

いうのは、受診を嫌がる人も確かにいるかと思い

ますけれども、これはこれで本人が嫌がる以上は

そこで終わってしまうんですけれども、やはり周

りの介護している方とかそういう方にとっては非

常に、専門病院で受診に値しないということであ

ればそれは分かるんですけれども、やはりこの制

度を使って受診をしたい、そういう意味で受ける

わけで、認知症の方にとっては大変だと思うんで

すけれども、やはり周りの家族とかそういう方に

とってはどうなのか、余計な心配になると思うの

で、せっかくの委託する形なんですけれども、設

置して受診につなげてもらえれば一番なのかなと

いうふうに思いますけれども、そういった点では

致し方ないのかどうか、その点もう一度お尋ねし

たいと思います。 

  それから、１号被保険者の滞納者の実数で、給

付制限を一応１か月とはいえ１人ということで、

これは承知しました。 

  特別養護老人ホームの入所待機者の実数という

ことで、先ほど伺いました。要介護３以上という

ことなんですが、またこれは町外を含めて30人と

いうことなんですけれども、これ、なぜ聞いたか

というと、やはり特別養護老人ホームに入所をし

たくてもできない、それはなぜかというとやはり

ほとんど年金生活者、これは仮に２人で生活しよ

うと、片方が厚生年金で受けている、片方の奥さ

んが国民年金だ、そうすると合わせて20万円、こ

れは２人で生活する上ではいいかもしれないけれ

ども、実際高いと、特養でも差があると思うんで

すけれども、15万円から安いところでは９万円と

いうのも聞いていますけれども、それは生活のこ

とを考えれば安いところにせざるを得ないという

ふうな方もいらっしゃいます。 

  かといって、自宅で老老介護というのも非常に

厳しいと。だから、施設に頼らざるを得ないけれ

ども、聞くところによると、夏場なのかそういう

せいか分かりませんけれども非常に待機しなけれ

ばいけない、もちろん申請しているんです。でも

待機しなければいけないと、その間はもちろん自

宅療養です。そういうふうな方が結構多いという

ふうに聞いているんです。 

  だから、そういう場合は町としてはどういう援

助をしていくのか、そういった意味も含めてどう

なのかということでお聞きしました。特別養護老

人ホームの入所待機者が多い、少ないかというの

は判断はあるかとは思うんですけれども、少なか

らずそういう方がいる、そういう方にはどういう

ふうに支援しているのか、その点お尋ねしたいと

思います。 

  以上。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  主査。 

○高齢者支援担当主査（鈴木健司君） 健康介護課
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高齢者支援担当、鈴木でございます。 

  ただいまの再質問についてお答えいたします。 

  ２点ほどお答えいたします。 

  まず１点目は、包括支援センターがもみの木に

なったのがいつ頃からなのかというご質問でござ

います。 

  令和元年のときが初めて直営から委託に変わっ

た年で、単年契約をしております。続いて、令和

２年度も単年契約でもみの木と契約をしておりま

す。そして、３年目からは複数年契約で３年、４

年、５年と３年間の契約、都合５年間、ちょうど

５年目の年に当たる状況でございます。 

  続きまして、認知症初期集中チームの再質問で

ございます。 

  対象外となってしまうケース、家族の方にとっ

ては大変困惑してしまうと。このままでよろしい

んでしょうかという趣旨かなと思われますけれど

も、こちらは支援チームのほうから様々なアドバ

イスをしてくれることにはなっているんですけれ

ども、一番重要なのは本人の意思、本人が嫌だと

言っている状況の中では、周りが幾らいろんなア

ドバイスをしても先に進まないという話をよく聞

きます。 

  ここは強制的に受診をさせるという制度ではあ

りませんので、あくまでも家族に寄り添って受診

につなげるためのアドバイスをしていく、そうい

うチームというふうに認識をしております。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  主幹。 

○健康介護課主幹（加藤智浩君） 健康介護課主幹、

加藤でございます。 

  私のほうからまず、不納欠損の内訳についてご

説明させていただきます。 

  令和４年度の不納欠損については、こちら全件

で320件、こちらの件数の考え方としては介護保

険料は年間６期の保険料計算がございますので、

こちらが320件あったという形になります。年度

で言いますと、平成27年度から令和２年度まで。

平成27年度は１件、28年度は９件、29年度は10件、

平成30年度は10件、令和元年度は70件、令和２年

度は220件という形になってございます。 

  続きまして、第１号被保険者、こちらの保険料

の第１段階、それから基準となります第５段階、

そして最高段階になります第11段階について、保

険料の額でございますけれども、第１段階の保険

料額は年間で１万7,900円、こちらについては基

準額が月額4,980円計算をしておりますので、こ

ちらの掛ける12か月、そして第１段階は基準額の

おおよそ30％という形で考えておりますので、１

万7,900円というふうになります。 

  そして、基準額となります第５段階につきまし

ては、５万9,700円、こちらは当然基準額になり

ますので基準額100％という形になります。 

  そして最高段階、町では第11段階になりまして、

こちらはご本人さん町民税課税で前年合計所得金

額600万円以上の方になりますけれども、こちら

が年間で11万3,500円。基準額から見ますとおお

よそ190％増し、1.9掛けた数字になります。 

  続きまして、住宅改修と福祉用具、こちらにつ

いての先ほどの減少している理由について、一応

私のほうで先ほど不明というふうにお答えさせて

いただいておりますけれども、先ほども言いまし

たが、材料費の高騰なんかもあるかもしれないと

お話もしたんですが、大本としまして、昨今、住

宅のバリアフリー化、こちらがやはり進んでいる

かと思います。 

  新築の家はもちろんなんですけれども、既存の

お家に関しましても、例えばユニットバス、こち

らを導入するような形であれば既にもう手すりが
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ついていらっしゃるとか、そういったこともあり

ます。また、新築のお家の中には階段にはもちろ

ん、玄関の上がり框の解消、段差のバリアフリー

化、お家から外に出るまでの玄関ホールといいま

すか、そういったポーチについての段差の解消な

ども介護保険の認定の対象となるような形になる

前に、ご自宅の改修をされる方もいらっしゃれば、

既に新築の建物に現役世代の方と同居される方、

そういった方たちもいらっしゃいますと、新築の

お家のほうにそういった設備は当然ございますの

で、そういったことも一因とはなっているのでは

ないかというふうに考えます。 

  ただ、令和３年度から４年度で減少していると

いう事実と令和２年度、３年度では微増している

というような事実、そういったことも照らし合わ

せますと、それだけが全ての原因ではないという

ふうにも考えておりますので、そういった意味で

厳密な減の理由としては不明であるというような

お話をさせていただいております。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  副課長。 

○健康介護課副課長（稲宮辰男君） 副課長の稲宮

でございます。 

  繰入金のご質問についてお答え申し上げます。 

  まずこの介護保険関係におけます繰入金の考え

方でございますが、例えば保険給付を例に取りま

すと、保険給付以外もそうなんですけれども、法

定で全て負担の割合というのが決まっております。

例えば、居宅給付費でしたら50％保険料、そして

残りの50％を公費、その公費におきましても国が

25％、県が12.5％、そして町が12.5％というふう

に法定で全てこの負担割合というのが決まってま

いります。 

  したがいまして、保険給付費の額が増えれば当

然その保険料、国、県、町とそれぞれの負担分が

増えていくというような仕組みとなっております。

また、その仕組みの中でなお足りない財源が生じ

た場合には、介護保険の保険料の財源とすべき介

護保険準給付費の準備基金繰入金、こちらのほう

から繰入れをするというような考え方でこの繰入

れのほうは行っております。 

  続きまして、特別養護老人ホームの入所の関係

でございます。 

  先ほど、30人の方が今、待機人数でいるという

ふうにこちらのほうからお答え申し上げました。

また、今、委員さんのご質問の中でも、その中で

入所したくてもできない人もいると、それは施設

の空きの問題もありますけれども、経済的な面で

の負担を考慮して入所したくてもできない方もい

るんではないかというお話だったかと思います。 

  確かに、特別養護老人ホームの入所の費用なん

ですけれども、その施設、あるいはお部屋の人数

によって金額の多寡がございます。先ほどおっし

ゃられたように、10万円を下回るところもあれば

もうちょっと高く、中には20万円ぐらいするよう

なところもあるかと思います。 

  そういった面で収入の少ない方につきましては、

高額な入居に係る費用というのはお支払いするこ

とは困難な方がいらっしゃるかと思いますが、そ

ういった場合には、町といたしましても地域包括

支援センター、こういった形で様々な相談の窓口

を設けておりますし、また実際のサービスを受け

ていらっしゃる方でしたら、ケアマネジャーのほ

うにそういったご相談をしていければ、そのご希

望に合うような特別養護老人ホームをご紹介いた

だけるのではないかと。 

  もちろん、町といたしましても、そういったご

相談があれば適宜対応してまいりたいというふう

に考えております。 

  以上でございます。 
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○委員長（西村茂久君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 

  それでは、再々質問をさせていただきます。 

  １点だけです。 

  特別養護老人ホームの入所待機者の関係ですが、

今、副課長から言われました。包括支援センター

やケアマネさんに相談すると。それは至極当たり

前のことなんですけれども、その前に収入、やは

り経済的な理由で非常に入れない、あと施設の事

情もあるかと思います。割と夏場は夏休みになっ

たりするのか、そういった意味でもういっぱいだ

という、これは町内だけでなくて町外の施設もそ

ういった傾向があるようでございます。 

  ここで確認したいのは、少なくとも宮代の特別

養護老人ホームの入所に当たっては、できるだけ

町内にお住まいの方には優先すると言ったらおか

しいですけれども、そういう姿勢でいるとは思う

んですけれども、町として、そういった特養の姿

勢についてはどのように感じているでしょうか。

その点だけ、最後お願いしたいと思います。 

  なぜかと言うと、やはり経済的にもいろいろあ

りましたが、入れるようだったらなるべく入れた

い、そういう思いがあるし、家族の皆さんもそう

なんですけれども、そういったときに困るわけで

す。そういうときにどうしているのか、そのため

に町はあると思うんです。だから、困ったから町

がしろ、それは施設側にどういう姿勢で町が臨む

かというところが一番大事だと思うんで、そうい

った点ではどういうふうに指導というか施設に対

して臨んでいるのか、その点だけ最後に伺いたい

と思います。 

  以上。 

○委員長（西村茂久君） 答弁を求めます。 

  副課長。 

○健康介護課副課長（稲宮辰男君） 副課長の稲宮

でございます。 

  特別養護老人ホームの入所につきましては、今、

委員さんのご質問でもありましたように、町内の

待機者がいるという状況を踏まえて、最終的に入

所の判断をするのは施設のほうになりますけれど

も、町としても町民の方の入所に当たって、ご本

人、ご家族にとってよりよい介護ができるように、

町のほうから施設のほうに対しては機を見て要望

していきたいというふうに考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） ほかに質疑はありますか。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（西村茂久君） なければ以上で質疑は終

了いたします。 

  これより討論に入ります。 

  本件に対する反対討論の発言を許します。 

  丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 

  議案第29号 2022年度宮代町介護保険特別会計

歳入歳出決算について、反対の立場から討論を行

います。 

  この件につきましては、ただいま審議したばか

りでございます。改めて本会議の中で討論を行い

たいと思います。よろしくお願いいたします。 

  以上。 

○委員長（西村茂久君） 次に、本件に対する賛成

討論の発言を許します。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（西村茂久君） 賛成討論なしと認めます。 

  次に、本件に対する反対討論の発言を許します。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（西村茂久君） 反対討論なしと認めます。 

  次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（西村茂久君） 賛成討論なしと認めます。 
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  これをもって討論を終了いたします。 

  これより採決いたします。 

  議案第29号 令和４年度宮代町介護保険特別会

計歳入歳出決算の認定については、原案のとおり

認定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔起立多数〕 

○委員長（西村茂久君） 起立多数であります。 

  よって、議案第29号 令和４年度宮代町介護保

険特別会計歳入歳出決算の認定については、原案

のとおり認定されました。 

  ここで休憩いたします。 

 

休憩 午後 ３時１７分 

 

 

再開 午後 ３時３４分 

 

○委員長（西村茂久君） それでは再開いたします。

休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

────────── ◇ ────────── 

 

◎議案第３１号の審査（まちづくり

建設課） 

○委員長（西村茂久君） 続きまして、本委員会に

付託されました議案第31号 令和４年度宮代町水

道事業会計利益の処分及び決算の認定についての

審査を行います。 

  本日出席している説明員の紹介をお願いします。 

○まちづくり建設課長（成田雅彦君） まちづくり

建設課長の成田です。どうぞよろしくお願いいた

します。 

○上下水道室長（忽滑谷 和君） まちづくり建設

課上下水道室室長の忽滑谷でございます。よろし

くお願いします。 

○上下水道室主幹（高橋暁尋君） 上下水道室主幹

の高橋でございます。よろしくお願いします。 

○経営総務担当主査（齋藤智子君） 上下水道室経

営総務担当主査、齋藤です。よろしくお願いしま

す。 

○施設担当主査（冨田満晴君） 上下水道室施設担

当主査、冨田です。よろしくお願いします。 

○委員長（西村茂久君） 本件につきましては、既

に本会議において説明済みですので、直ちに質疑

に入ります。 

  なお、答弁に当たりましては挙手、所属、氏名

を述べていただくよう、よろしくお願いいたしま

す。 

  歳入歳出一括して質疑をお受けいたします。 

  質疑はありますか。 

  丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 

  それでは、何点かご質問させていただきます。 

  まず、決算報告書の19ページにそれぞれ業務量

も出ております。これらを見て、また説明を受け

ておりますが、確認をさせていただきたいと思い

ます。 

  給水人口は３万3,340人で前年度比0.9％の減、

給水件数は１万5,473件で前年度比0.4％の増と。

給水件数は増加しましたけれども、年間総配水量

は375万立米で前年度比5.6％の減、それから年間

有収水量も336万立方メートルで2.3％減となって

います。その辺の件について確認をさせていただ

きたいと思います。 

  それから、水道基本料金の免除がありました。

これは国の創生交付金で実施されましたが、これ

は確かに物価高騰に対する住民への支援というこ

とで評価したいと思います。その辺で住民の声は

どういうふうに聞いておりますでしょうか。これ

らを含めて、次年度への担当としての水道基本料
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金の免除については今後どういうふうに考えてい

るのか、その点もお尋ねしたいと思います。 

  それから、事業費用なんですけれども、これは

第二浄水場の第９水源の井戸の故障によって県水

を受水増加されております。これらについて、大

幅な事業費用が増えたと思うんです。しかし、純

利益は前年度と比べて6,496万円の減で、対前年

度比で4,515万円の減となっております。 

  その辺の関係について、第二浄水場の井戸の故

障なんですけれども、もちろん改善されていると

は思うんですけれども、この辺の故障については

予期されていたのか、これは突然のことなのか、

担当としてはどういうふうにその辺は捉えていた

んでしょうか、お尋ねしたいと思います。 

  あと、私はやはり基本料金の、従来から高いと

いうふうに党としては主張してまいりましたが、

やはり使用水量がゼロであろうと１であろうと19

立方メートルであろうと水道料金は変わりありま

せん。この辺は昨年も請願が出たと思うんですけ

れども、特に高齢者にとっては、やはり節水もし

ようということで、もちろん努力しようとしても、

いかんせん使用水量が限られて、一定程度限られ

ておりますので節水のしようがない。やはり、こ

れは使った分だけの水道料金にすべきだと。これ

は至極当たり前の要望だと思うんですけれども、

そういった点ではどのように考えておりますでし

ょうか。 

  それと、今後の件でお尋ねしますが、県水、先

ほど言ったように令和４年度も増えております。

県水のほうの値上げの、引き上げるという声も伺

っておりますけれども、町としてはこの点につい

てはどのように聞いているのか、その点、お尋ね

したいと思います。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  室長。 

○上下水道室長（忽滑谷 和君） 上下水道室長の

忽滑谷でございます。 

  まず、決算書ページ19の業務量についてでござ

いますけれども、まずこちら給水人口につきまし

ては３月末の人口の数値でございます。また、給

水件数につきましては２月調定、３月調定の件数

になります。３月時点のときとやはり人口の移動

ですかね。新しく４月になりまして、なのでちょ

っとこの辺については開始、開栓、引っ越しとか

はありますので、その辺の動きについては多少、

傾向がちょっとなかなかつかめないので、この辺

はそういった影響があるということでちょっとご

理解していただきたいと思います。 

  また、年間給水量につきましては、漏水調査と

かやりまして有収率が上がりましたので、その辺、

無駄がなくなったのかなという感じで、年間給水

量のほうは22万1,224トンほど減ったのかなとい

うふうに考えております。 

  また、有収水量につきましては336万6,474とい

うことで、前年度に比べて７万8,044トンほど減

っているということでございます。こちらにつき

ましては、やはり一つは節水機器、皆様、最新の

機器とかに買い換えたときに、今はやりですと水

を使う機器は減っておりますので、その辺の効率

が上がったということと、あと人口減、少子高齢

化が進んでいますので、その影響もあり得ると思

いますし、また、あとコロナ禍で皆さんが令和３

年度とか２年度についてはひきこもりといいます

か、家の中で生活していましたので水量は増えて

いたんですけれども、今度はコロナワクチンの影

響とかで皆さんが外に活動できるようになったか

なというふうに評価はしているところでございま

す。 

  続きまして、水道料金の基本料金の免除につき
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ましては、少子高齢化で人口が減ってきますので、

使用水量がこれから減になって使用料が減になる

と。また更新料が増えてきますので、そういった

相反するもの、要は負担が個人に増えるものでご

ざいますので、水道事業単独としてはちょっとで

きないかなと。 

  ただ、国のような補助金とかがあればそれを活

用して、そういう機会があればやっていきたいな

というふうに担当としては考えているところでご

ざいます。 

  続きまして、次に第二浄水場の井戸が壊れたと

いうことでございますけれとも、昨年の令和３年

２月27日だったかな、24日にちょっと故障しまし

て、直ったのがその年の10月に直っております。

その途中で１回、７月のときに、通常２本の井戸

で稼働するんですけれども、１本だけ運用して一

時期、水道量が通常の２本に比べれば半分なんで

すけれども、一応それで運用させて、県水の使用

水量、分水水量は減らさせていただいてはおりま

す。 

  今、県水のほうが８割、２割ぐらいで運用して

いるんですけれども、昨年度につきましてはこう

いった状況がありましたので、一時的に県水のほ

うを増やして対応させていただいたということで

ございます。 

  今後につきましては、例えば県水一月100％で

やりますと月400万から500万、８月とかだと、ど

うしても水量が増えてしまいますので、そうしま

すと大体5,000万とか6,000万ぐらい上がってしま

いますので、その辺はちょっと抑えてやりたいの

で、なるたけ井戸のほうを使っていきたいなとい

うふうには考えております。 

  ただ、やはり鉱泉費用とかはかかりますので、

その辺のバランスを見て今後は判断していきたい

と思っております。 

  あと予期されていたかといいますと、突然、今

回壊れてしまったものだったので、それまでは通

常の運転していて、通常の水量を取っていました

ので、ちょっとその辺については、我々としては

予測はできなかったものでございます。 

  続きまして、基本料金が高いということで、水

道料金基本水量とかなんですけれども、これにつ

きましても今後の検討課題ということで、どうし

ても昔ですと月10立方とか、皆さん、１世帯使っ

ていたのが、今、大体６立方とか落ちていますの

で、それに見合った水量とかをちょっと検討して

いきたいなというふうには考えております。 

  県水の値上げにつきしては、今年度に限っては

ちょっとまだ県のほうから、その辺の説明するか

どうかという連絡が来てないものでございます。

一応、何か担当とかに聞いたところ、来年度ぐら

いにはちょっとそれの話が出るかもしれないとい

う話は聞いておりまして、一応値上げにつきまし

ては、物価高がありますので、そういったものを

勘案して水道企業というのは経営していきますの

で、どうしても著しく簡単に値上げする、反対と

いうのも、その下で働いている方たちもいらっし

ゃいますので、一応その辺につきましては、我々

としては、例えば補助金とかを使ったりして、な

るたけ費用を抑制して、費用というか財源とかを

活用して、効率よく事業を運営したいと考えてお

ります。 

  すみません、以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） それでは、再質問させてい

ただきます。 

  １点、聞き忘れもあるので２点なんですが、水

道料金なんですけれども、先ほど高齢者、特に高

齢者なんかは利用使用水量が非常に少ない。そう

いう中で、同じゼロでも、今、3,080円ですよね、
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払わなければいけないと。ですから、これは大変

だという、そういう思いからあの請願が出たんだ

と思います。請願者からもそういうふうに聞きま

した。 

  ですので、幾ら節水しようが、逆に節水と言わ

れると、使わないと同じ料金が取られるの、取ら

れるというと語弊がありますけれども、水道料金

がかかるので、そういった点では何とかしてほし

いということなんで、その辺については検討して

いるということで、私はこれまでとちょっと違う

かなというニュアンスを持ちましたが、これは検

討というのは取り方があるので、やはり前向きな

検討なのか。この使用水量を例えば５立米、ある

いは10立米、15立米、こういうふうに段階的にし

ていくのかいろいろあると思うんですけれども、

少なくとも今の使用水量と水道料金の関係は全く

ひどいので、これについては前向きな検討をなさ

れるのかどうか、もう一度お願いしたいと思いま

す。 

  それから、もう一点は水道料金への消費税なん

ですが、これいつも聞くのを忘れて、後から伺う

ので、令和４年度の水道料金への影響額ですね。

これについて示していただきたいと思います。 

  以上、２点。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  室長。 

○上下水道室長（忽滑谷 和君） 上下水道室長の

忽滑谷でございます。 

  水道料金の基本水量基本料金につきましては、

先ほども言ったように、使用する世帯の傾向が変

わってきていますので、それに見合う使用水量の

体系にしていかなければいけないかなと考えてお

ります。 

  ただ、少子高齢化、あと更新設備の費用の増大

とかありますので、あと物価高、こういったもの

もありますので、一概に、大変申し訳ないんです

けれども、今時点はそういった状況を整理して、

どういったものが一番いいかというのを、我々職

員はある程度の方向は出すんですけれども、前回、

水道料金を改定したときには審議会とかに諮って、

皆さんで勉強して検討してまとめていきますので、

その際にはそういった検討になっていきます。 

  我々としても、単純に過去の、今、10立方が基

本水量になっているんですけれども、それをちょ

っとまた変えていくという、それをどうするかと

いうのも検討の一つということで考えております

ので、その辺についてはご理解していただきたい

と思います。 

  続きまして、水道料金といいますか、給水収益

のほうの消費税の額でございますけれども、税込

みで５億8,937万1,434円となっておりまして、そ

のうちの税額、5,357万9,124円でございます。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 

  再々質問をさせていただきます。 

  先ほどから、水道基本料金の免除につきまして

も、物価高騰に対する住民の生活支援ということ

で非常にタイムリーだったということで、その考

え方についても、国などの今回みたいな創生交付

金などがあればそれで考えていきたいということ

で考えも示されましたが、この使用水量と水道料

金、前回の料金の設定とは違うにしても、そうす

るとちょっと私、早合点して前向きの検討なのか

なというふうに思ったんですけれども、どういう

ふうな形で、もしその辺も考えているという答弁

しかできないんだったらそれまでなんですけれど

も、検討していくとすればどういうふうに検討し

ていくんでしょうか。もう少し前向きな答弁がい

ただけないのかどうか、その点、最後にお願いし
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たいと思います。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  室長。 

○上下水道室長（忽滑谷 和君） 上下水道室長の

忽滑谷でございます。 

  ちょっと未来的な話にはなってしまいます。今

時点で制約するような回答というのもできないも

のと思っております。ただ、その時代、時代に合

った料金体系、例えば皆さん、使用水量が減って

いる中で、それに合った最適なものを検討してい

くというのがまず第一のスタンスでございまして、

ただ、それにしても水道事業として、会計として

成り立つような水道料金体系にしていかないとい

けないと思います。 

  その中で減らせるところは減らすし、増やせる

ところは増やすといいますか、ある程度の平等も

必要だと思いますので、そういったもの全てを勘

案しながら考えていきたいと思います。今時点で

言えるのは、申し訳ないですけれども、こういっ

た回答しか出せないと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） ほかに質疑ありますか。 

  角野委員。 

○委員（角野由紀子君） 角野です。 

  決算ですので、ちょっと聞いておきたいなと思

います。 

  24ページ、収益費の明細なんですが、分担金の

新規加入金というのありますよね。これについて

具体的に、監査委員は百間１丁目地内の宅地分譲

というふうに書かれていますが、もうちょっと詳

しく、ここ、40ミリとかいうのを初めて見たとい

うか、ちょっと分からなかったので、ちょっと教

えてください。 

  それから、営業外収益、雑収益で、基本料金免

除をしたために一般会計からお金が入っています。

これは具体的に詳しく、４か月間というか基本料

金免除の分だと思うんですが、13ミリのところが

2,660円かな、基本料金。20が2,800円ということ

で、その件数というかその内訳を教えてください。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  室長。 

○上下水道室長（忽滑谷 和君） 上下水道室長の

忽滑谷でございます。 

  ページ24の口径別分担金でございますけれども、

こちら、例えば新しく家を建てたときに水道を新

しく引くということで、簡単に言うと権利金でご

ざいます。その中で百間１丁目とか、あと横町と

かもろもろ入っているものでございますので、令

和４年度でこれだけの分担金の収入があったとい

う結果になっております。 

  続きまして、雑収益のほうでございますけれど

も、こちらにつきましては、８月調定、９月調定、

11月調定、12月調停ということで基本料金のほう

減免させていただきました。全部で３万508件で

ございます。 

  まず、13ミリにつきましては9,416件、金額に

しますと2,744万4,736円で、口径20ミリにつきま

しては２万733件、金額にしますと6,374万600円。

続きまして、口径25ミリでございますけれども、

こちらが232件、金額にしますと73万7,687円。続

きまして、口径30ミリ、こちらは66件でございま

す。金額にしますと23万2,320円。口径40ミリ、

こちらは41件でございます。15万3,340円。口径

50ミリ、12件でございます。６万5,780円でござ

います。続きまして、口径75ミリ、２件でござい

ます。金額にしますと１万3,200円でございます。

口径100ミリ、２件でございます。金額にします

と１万4,080円となります。続きまして、電磁流

量計として４件、金額にしますと54万320円でご

ざいます。合計としたら３万508件、金額としま
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すと9,294万2,063円となっております。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 角野委員。 

○委員（角野由紀子君） ありがとうございました。 

  じゃ、基本料金を免除１回すると大体4,600万

かかるという頭で、そういうことでいいというこ

とを確認することと、それから口径のミリがこん

なにたくさんあったというのを初めてちょっと、

すみません、知りました。 

  それで、ここで聞いていいのかどうか、百間１

丁目は何件分なんでしょうか、お伺いします。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  室長。 

○上下水道室長（忽滑谷 和君） 上下水道室長の

忽滑谷でございます。 

  水道の基本料の減免につきましては、１回につ

き4,600万円ぐらいということになります。ただ、

こちらにつきましては、開栓、休止とかあります

ので、ちょっとその辺は大体ということでご理解

いただきたいのと、またちょっと百間１丁目の件

につきましては、ちょっと開発が、分譲とかした

り開発の時期がずれていたりしますので、ちょっ

とこちらについては統計を取ってないので、もし

よろしければ後ほどお知らせするということでよ

ろしいでしょうか。 

  すみません、申し訳ございません。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 角野委員。 

○委員（角野由紀子君） すみません。再質問でな

くて言い忘れてしまったんだけれども、ずっと水

道を使っていて、水道の蛇口をひねったときの圧

力、あれはどなたが、どこで調整しているのかな

という。何かここのところやたら圧力が強くてど

んどん出ちゃうような気がするんですけれども、

その辺はどこがやっているのかということだけ、

ちょっとごめんなさい。確認させてもらいます。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  室長。 

○上下水道室長（忽滑谷 和君） 上下水道室長の

忽滑谷でございます。 

  水道の圧力でございますけれども、宮東配水場

と第二浄水場の２か所で水を押していまして、大

体0.35メガパスカルという圧力、大体３階ぐらい

にまで行く水道の圧力でやっているんですけれど

も、一応皆さんが使うと水圧ってやはり落ちるん

ですよね。そうすると、機械のほうで自動的に判

別して、設定する0.35に上げようとします。それ

で、皆さんの結局使っている使用状態とその兼ね

合いで、水の出が多少なりとも出が悪くなったり、

上がったりしますし、例えば口径が細い場所とか

もあると思いますので、そういったいろいろ様々

な原因があります。 

  ただ、水道事業としましては、常に大体0.35メ

ガパスカルという圧力で送っていますので、一応

宮代町というのは平地でございますので、我々も

工事していて水圧とか測っているんですけれども、

さほど影響はないんですけれども、局所的にはそ

ういうところが出るという話はちょっと聞いてお

りますので、その辺はちょっと使用形態によって

変わりますので、ご理解していただければなと思

います。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） ほかに質疑がありますか。 

  丸山委員。 

○委員（丸山妙子君） 丸山です。 

  26ページ、一番上の事業費のところの修繕費に

ついて伺います。 

  ３項目あるんですけれども、給配水管修繕費と

いうことは修繕なんですけれども、これ内訳を大

まかでもいいのでお願いします。 
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  ２番目の消火栓修繕工事、これも修繕なんです

が、定期なのか、それとも本当に修繕。何か所か

お願いします。 

  下の検定満期に伴う量水器取替工事費、これも

定期的だとは思うんですが、何件で幾らか。 

  それと、今、物価高騰になって、こういうもの

って上がっていると思うんですが、この４年度と

比べて今後どうなるのかお聞きします。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  室長。 

○上下水道室長（忽滑谷 和君） 上下水道室長の

忽滑谷でございます。 

  ページ26の配水及び給水費の修繕費ということ

で、給配水管修繕ということは、一応141件の漏

水箇所を直させてもらいました。こちらにつきま

しては、漏水調査で分かったものと、あとお客様

から連絡いただいたものと合わせて141件という

ことになっております。 

  消火栓修繕工事につきましては２か所の修繕を

させていただきまして、こちらにつきましては主

に消火栓の不具合、今回につきましては漏水とか

がありましたので、それに伴って修繕のほうさせ

ていただいたりとかしております。 

  また、検定満期に伴う量水器の取替工事なんで

すけれども、こちら2,556件、今年度行いまして、

管工組合というところ、町内の会社で組織してい

るところにお願いしているんですけれども、一応

そちらのほうの管工組合と単価のほうは決めさせ

ていただいておりまして、今年はちょっとなかっ

たと思うんですけれども、一応単価についてはそ

の都度、調整させていただいておりますので、今

後については、ちょっとまた上がっていくかなと

感じているところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 丸山委員。 

○委員（丸山妙子君） 丸山です。ありがとうござ

います。 

  141件の漏水とお客様ということなんですけれ

ども、漏水件数、分かったらお願いします。 

  消火栓のほうは不具合ということなんですが、

こちらも漏水というのはやっぱり点検で分かった

ということなのかお願いします。 

  あと、管工組合のほうということは、大体一定

した金額ではなくてということなんでしょうか。

大体一定した金額で来ているのか、今後のことは

ちょっと分からないということですが、すみませ

ん、そこだけお願いします。 

  すみません、１番目の…… 

○委員長（西村茂久君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ４時１２分 

 

再開 午後 ４時１２分 

 

○委員長（西村茂久君） 再開いたします。 

○委員（丸山妙子君） じゃ、丸山です。再質問で

す。 

  給配水管修繕費の中で漏水とお客様からの要望

でということで141件なんですけれども、そのう

ち漏水件数というのは何件なのかお願いします。 

  ２点目が消火栓、こちらも修繕ということで漏

水という答弁をいただいたんですが、検査で分か

ったのか、水漏れがあるということで分かったの

か、その辺お願いします。 

  あと、３点目の検定満期に伴う量水器取替工事

費なんですけれども、管工組合と単価は毎年決め

ているということなんですが、それって決まった

金額ではなくて何か毎年違うのか、今後のことは

物価高騰で分からないということで理解しました
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ので、その単価についてどう決めているのかお願

いします。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  室長。 

○上下水道室長（忽滑谷 和君） 上下水道室長の

忽滑谷でございます。 

  まず給配水管の修繕ということで、全てこちら

漏水修理ということになっております。ただ、情

報の発信がお客様か漏水調査で見つかったかとい

うだけでございます。 

  続きまして、２番の消火栓の修繕工事なんです

けれども、こちらにつきましては、漏水調査とか

で漏水とかが分かったので、そちらのほうちょっ

と直させていただきました。 

  検定満期に伴う量水器の取替工事なんですけれ

ども、こちらにつきましては、基本的に昨年度と

か前年度の金額、単価がベースになっておりまし

て、ただ管工組合のほうも、実は近隣の自治体の

そういった検定満期に伴う量水器取替工事の単価

を調べていまして、それにつり上げてくれないか

ということでやっていますので、その辺について

は徐々に上げているような状況でございます。こ

こ最近ちょっと上がっていますので、ちょっと上

げざるを得ないのかなという感じではおります。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 丸山委員。 

○委員（丸山妙子君） 丸山です。 

  １点目の全部漏水は分かるんですけれども、お

客様から来たじゃなくて、点検してくれています

よね、漏水調査。漏水調査でどの程度分かってい

るのかということでお願いします。それだけです。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  室長。 

○上下水道室長（忽滑谷 和君） 上下水道室長の

忽滑谷でございます。 

  令和４年度の漏水調査での漏水件数の発見につ

きましては50件ということになっておりまして、

残りの91件についてはお客様からの通報というこ

とになります。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） ほかに質疑ありますか。 

  深井委員。 

○委員（深井義秋君） ４問質問させていただきま

す。 

  26ページ、こちらの委託料、上下水道料金徴収

事務委託料、これと、次に賃借料の水道料金シス

テムソフトウエア賃借料、それからその次の修繕

費、車両点検整備費・修理代金、それから31ペー

ジの企業債明細書。令和２年度から令和４年度ま

で償還金がゼロになっております。また、ゼロに

なっていますが、利率が0.5、0.7、1.3となって

いますが、これの説明をお願いします。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  室長。 

○上下水道室長（忽滑谷 和君） 上下水道室長の

忽滑谷でございます。 

  決算書ページ26、総係費の委託料、上下水道料

金徴収事務委託料として2,628万となっておりま

す。こちらにつきましては、水道料金というのは

２か月に一遍検針していまして、その検針してい

る代金と、それに基づいて水道料金を計算してい

るものと、あと、それを委託しているところの会

社への委託料でございます。 

  続きまして、賃借料でございますけれども、水

道料金システムソフトウエアの賃借料として206

万4,000円ということで、先ほど水道料金を計算

するためのソフトを賃借しているということで、

ソフトベンダーから賃借料として払っているもの

でございます。こちらの水道料金のシステムがな
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いと水道料金のほうの計算、あと口座の引き落と

しとかできませんので、必要なものでやっており

ます。 

  続きまして、修繕費でございますけれども、こ

ちら公用車のほうの、水道で持っている公用車の

ほうの車検とかに伴う修繕費でございます。整備

費用とかにかかっている費用でございます。 

  続きまして、企業債明細書でございますけれど

も、決算書の31ページ、32ページということで、

まず償還金がゼロ円ということでございますけれ

ども、こちら元金のほうの償還ということになっ

ております。令和２年度、３年度、４年度が対象

だと思いますけれども、一応こちら30年とか基本

的に借りているものでございまして、先の５年、

借入れしてから５年については利子だけ払うとい

う契約になっておりまして、５年を経過してから

元金の支払いをやる借入れでやっておりますので、

ゼロ円ということになっております。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 深井委員。 

○委員（深井義秋君） 再質問させていただきます。 

  この委託料ですが、２か月に１回ということで

ありますが、事務委託料は何社ぐらいに頼んで、

何人ぐらいで集金しているんでしょうか。 

  それから、この水道料金システムソフトウエア

賃借料、こちらのほうは、これはリース物件なん

ですか。 

  それと、先ほどの企業債明細書、これは当年度

償還だかとかゼロになっていますが、これは平成

12年までは毎年、返済しているんですよね。とこ

ろが、令和２年からはゼロになって、これは毎年

返済というのはしないんでしょうか。それから、

これはどこから借りているのかお伺いします。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  室長。 

○上下水道室長（忽滑谷 和君） 上下水道室長の

忽滑谷でございます。 

  決算書26ページの上下水道料金の徴収事務委託

料でございますけれども、こちら正社員ですが４

人で事務員さん３人、あと検針さんが７人の合計

14人でございます。 

  続きまして、２番目の賃借料でございますけれ

ども、こちらソフトのほうを借上げしているとい

う体でございますので、レンタル料というか借り

上げ料ということで賃借料でございます。 

  続きまして、決算書31ページの企業債明細書で

ございますけれども、平成12年までは、平成13年

に借入れさせていただきまして、一応返済のほう

が進んでおりまして、５年間の据置きが終わって

おりますので、元金のほうの当年度償還額だかが

上がっている状況でございますけれども、令和２

年度以降に借り入れているものにつきましては５

年をまだ過ぎておりませんので、５年を経過して

からこちらの金額が上がってくるということにな

ります。 

  また、こちらの借入れにつきましては、資金に

つきましては地方公営金融機構という、主に自治

体向けに借入れする、そういう企業の政府系の団

体ありますので、そちらで借りております。また

政府資金につきましては、財務省とかで借り入れ

ているものでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 深井委員。 

○委員（深井義秋君） じゃ、再質問させていただ

きます。 

  この上下水道料金、今、14人と言いましたが、

これは一応今のところは２か月に１回ですが、こ

れを３か月に１回にしたらもっと安くなると思う

んですけれども。集金の回数を今、２か月に１回

ということは年に６回なんですね。これを３か月
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に１回にすれば年に４回で済むんですが、事務委

託料ももっと安くなると思うんですが、というこ

とはできないんでしょうか。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  室長。 

○上下水道室長（忽滑谷 和君） 上下水道室長の

忽滑谷でございます。 

  ページ26の上下水道料金事務委託料ということ

で、三月に一遍というご提案ありがとうございま

す。ただ、水道料金は２か月に一遍といいまして

も、先日20日の日にもご説明させていただいたん

ですけれども、交互に北の地区と南、旧百間村、

旧須賀村で分けて料金徴収しております。 

  また、あと料金を払えない方もいらっしゃいま

すので、日々、受け付けとかをしておりますので、

一応その辺、委託料としましては常にいますので、

また休止、開栓とかもそういった手続を現地行っ

たりとかしないといけませんので、ある程度は下

がることはできるかもしれませんけれども、ただ

期間が長くなりますと、どうしても料金の徴収が

できなくなるというか、お客様がいらっしゃらな

くなったりとかしますので、ちょっとそれについ

ては難しいかなと考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） ほかに質疑ありますか。 

  田島委員。 

○委員（田島正徳君） 田島です。 

  漏水調査をして、今回、非常に有収水量が上が

っているんですけれども、限界というか、完璧に

なった場合の有収の率というのはどこら辺を考え

ているんでしょうか。結局、これ漏れていなけれ

ば非常に効率がいいということになるんですけれ

ども、これ以上の数値って上がるのでしょうか。 

  以上、１点だけです。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  室長。 

○上下水道室長（忽滑谷 和君） 上下水道室長の

忽滑谷でございます。 

  有収水量につきましては、まだちょっと全国が

たしか92とか３とかだと思いますので、一応そこ

までは目指したいとは思うんですけれども、ただ、

やはり漏水調査にも費用かかりますので、少なく

とも90％以上、まず狙っていきたいなと考えてお

ります。 

  もちろん効率を考えれば100にすればいいんで

すけれども、消火栓とかもありますし、どうして

も無駄になると言いますか、水道の有収水量とい

うことで、入らなくなる水量もありますので、そ

うしますと、その現実的なところを目指すと、ま

ずは平均を目指したりとか、あと可能な限りお金

の投資が無駄にならないというか。何か漏水調査

会社とか聞きますと、例えば平均以上やるにした

らもう趣味の世界だというぐらい言われています

ので、その辺は投資とあと効果を考えてやってい

きたいと考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） ほかに質疑ありますか。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（西村茂久君） なければ以上で質疑は終

了いたします。 

  これより討論に入ります。 

  本件に対する反対討論の発言を許します。 

  丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 

  議案第31号 2022年度宮代町水道事業会計利益

の処分及び決算の認定については、今日、審議し

たばかりですので。反対討論を行います。 

  本日、決算の審議をしたばかりでございますの

で、改めて本会議の中で討論を行いたいと思いま

す。 
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  以上です。 

○委員長（西村茂久君） 次に、賛成討論の発言を

許します。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（西村茂久君） 賛成討論なしと認めます。 

  次に、反対討論の発言を許します。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（西村茂久君） 反対討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了いたします。 

  これより採決いたします。 

  議案第31号 令和４年度宮代町水道事業会計利

益の処分及び決算の認定については原案のとおり

決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔起立多数〕 

○委員長（西村茂久君） 起立多数であります。 

  よって、議案第31号 令和４年度宮代町水道事

業会計利益の処分及び決算の認定については、原

案のとおり可決及び認定されました。 

  ここで暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 ４時２９分 

 

再開 午後 ４時３６分 

 

○委員長（西村茂久君） 再開いたします。 

  それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

──────────◇────────── 

 

◎議案第３２号の審査（まちづくり

建設課） 

○委員長（西村茂久君） 続きまして、本委員会に

付託されました議案第32号 令和４年度宮代町下

水道事業会計利益の処分及び決算の認定について

の審査を行います。 

  説明員は同じですので、省略いたします。 

  直ちに入ります。 

  歳入歳出一括して質疑をお受けいたします。 

  質疑はありますか。 

  丸山委員。 

○委員（丸山妙子君） 丸山です。１点お願いしま

す。 

  ５ページ、６ページの資本的収入及び支出の収

入の農業集落排水事業についてお伺いします。 

  補正が219万8,000円入っています。それで、監

査委員のほうの意見書に「公共下水道への接続を

検討するなど多角的な視点で事業を運営すること

を要望します」と出ています。公共下水道につな

げている自治体も多いと思いますけれども、その

辺、うちの町はどう考えるのかお聞きいたします。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  室長。 

○上下水道室長（忽滑谷 和君） 上下水道室長の

忽滑谷でございます。 

  農業集落排水につきましては、今年の予算のと

ころで、まず施設の適正化ということで、状態と

かを把握するための調査とかを皮切りに、下水道

に接続する検討をやっているところでございます。

なので、ちょっと今後、接続に向けて動き出せる

という状況をご理解していただければなと思いま

す。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） ほかに質疑ありますか。 

  角野委員。 

○委員（角野由紀子君） 角野です。お願いします。 

  29ページですが、令和３年は下水道経営戦略と

いうのを発表されましたよね。それで、この令和

４年は公共下水道事業の委託料のストックマネジ

メント計画を策定しますというふうに予算で聞い

たような気がしますが、これについては、この令
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和４年は成果というか、それについてお聞かせ願

いたいと思います。 

  それで、収益のほうの営業外収益で国庫補助金

が、社会資本整備総合交付金が800万円入ってい

ます。これがストックマネジメントを策定するた

めに多分入ってきているんだろうなと思うんです

が、それで間違いないのか。 

  それで令和３年は、その経営戦略をつくるため

に同じ額が800万入っていたんですが、それはそ

れでいいのかということを。毎年入ってくるもの

なのか、その800万ずつ。策定するために入って

きているのかいうことをお伺いします。 

  それから、もうちょっと上のほうへ行って、営

業収益の雨水処理負担金ですね。これ2,310万入

っています。これは一般会計からの負担金という

ことで、横町の調整池の維持管理だというふうに

伺ったと思うんですが、これは１回こっきりの負

担金ということ、令和４年だけ入ってきますよと

いうことなんでしょうか。それについてお伺いし

ます。 

  それから、事業報告の20ページ辺りなんですけ

れども、経営指標に関する事項ということですね。

こういうのをいろいろ見ますと、公共下水道を接

続してない世帯、農集も接続、本来ならしなきゃ

いけないけれどもしてない世帯について、何世帯

あるのかお伺いします。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  室長。 

○上下水道室長（忽滑谷 和君） 上下水道室長の

忽滑谷でございます。 

  決算書のページ29、公共下水道事業費用の営業

費用管渠費委託料のストックマネジメント計画策

定業務委託料についてご説明します。 

  昨年度、下水道経営戦略を策定させていただき

まして、こちら主に下水道事業の金額というか運

営に、要は全体的な戦略でございまして、方針で

ございますね。その中に施設のストックを適正に

維持管理、運用していくというための計画がスト

ックマネジメント計画でございまして、下水道経

営戦略に基づいて令和４年度実施させていただい

たところでございます。 

  こちらにつきましては、ちょっと遅いんですけ

れども、８月のほうに県のほうに提出することが

できまして、今後公表して、それに基づいて進め

ていきたいと考えております。 

  また、当年度での今回の議会において補正予算

のほうでポンプ場のポンプとかの予算、補正を、

来年度やる予定なんですけれども、そちらの委託

費とかをちょっと計上させていただいたものでご

ざいます。こちらの計画がないと補助金のほうが

今後、更新で使えなくなりますので、これはやら

ないといけないものでございました。 

  また、その上の営業外収益の国庫補助金につき

ましては、令和３年度と同じ800万ということな

んですけれども、こちらにつきましてはストック

マネジメント計画の策定業務委託料に対するもの

でございまして、令和３年度につきましては、こ

のストックマネジメントを策定するために管路と

かの調査をしたものの費用でございます。たまた

ま同じ金額になっております。 

  続きまして、雨水処理負担金ですかね、同じペ

ージなんですけれども、こちらにつきましては、

雨水管理に係る維持費でございますので、毎年計

上させていただくものになります。主に横町の調

整池のポンプとかの電気代とか、あと排水路とか

の維持管理の業務とかになっております。 

  続きまして、ページ20、すみません、多分23ペ

ージの業務量とかになると思うんですけれども、

一応こちらのほうは未接続世帯とかちょっとお示

ししてないんですけれども、一応町のほうで把握
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しているのが494世帯でございます。公共下水道

ですね。 

  農業集落排水のほうにつきましては、44件が未

接続ということを把握しております。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 角野委員。 

○委員（角野由紀子君） ありがとうございます。 

  じゃ、ストックマネジメントには令和５年８月

に出したということですよね。じゃ、そのうち私

たちも見られるという、公表されれば見られると

いうことでいいんですかという話です。 

  それから、横町の調整池の維持管理ということ

で、これ下水道事業がやってくださるということ

で、基本的というかちょっとあれなんですが、雨

水処理はどんなふうにされる。下水道事業でされ

るんで、あそこはどんなふうに流れていくのかな

というのがちょっと分からなくて、それを教えて

ください。 

  それから、公共下水道と農集の未設、経費回収

率だとかいろんな、経営指標を見ますと公共下水

は大変なんですが、未接続の方々というのはやは

り、ちょっと関係はないですけれども、昭和55年

以前建築したというのは耐震化率がありますよね。

あれと、言い方は悪いですけれども、古いお宅が

まだしてないというそういう認識でいいのか、そ

こだけちょっと確認します。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  室長。 

○上下水道室長（忽滑谷 和君） 上下水道室長の

忽滑谷でございます。 

  ストックマネジメントの公表につきましては公

表する予定でございます。ただ、ちょっと申し訳

ないんですけれども、８月にようやく、４月から

８月の間まで県と調整させていただいて、８月に

ようやく県のほうに出せて、受け取っていただき

ましたので、今後そちらをまた国に出すと思いま

すので、またそれを返ってきたら出そうかと考え

ておりますので、近々予定はしております。 

  また、雨水処理につきましては、横町の調整池

につきましては市街化区域ということで下水のほ

うで担当しております。基本的に開発地から集ま

ってきた水をあそこでためまして、地下、結構８

メーターぐらい深いんですけれども、一応そこか

らくみ上げて用排水路のところに流して、最終的

には古利根川に雨水ということなので流しており

ます。 

  以上でございます。 

  すみません。あと、申し訳ございません。未接

続につきましては、いろいろ臨宅とかした中で、

どうしても家が古いということで建て替えのとき

に考えるとか、あと自分は高齢なんで接続にはち

ょっとという方もいらっしゃいますので、順繰り

に町としては接続のお願いとかを出して促進はさ

せていただいております。 

  耐震に合わせてしていただけるといいんですけ

れども、どうしてもそういった各家庭のご事情が

ございますので、一応下水道としましては接続の

お願いをさせていただいておりますので、ちょっ

とその辺でご理解していただければなと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） ほかに質疑ありますか。 

  丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 

  ２点お願いいたします。 

  今、前段の議員が質疑されましたが、私も認可

区域内での未接続世帯、これはなくしていかなけ

ればいけないと思っているんですけれども、公共

下水道で494世帯、それから農業排水のほうで44

世帯ということなんですけれども、これはお願い

は当然しているかと思うんですけれども、やはり
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生活環境の保全という点からも解消していかなけ

ればいけないと思うんですけれども、この間、ど

れぐらいのテンポなんでしょうか。それだけお願

いしたいと思います。 

  それと、下水道事業会計での消費税の影響額で

すね。これについてもお尋ねいたします。この２

点です。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  室長。 

○上下水道室長（忽滑谷 和君） 上下水道室長の

忽滑谷でございます。 

  下水道の未接続につきましては、何件とかとい

うのは今手元に数字がないので、ちょっと申し訳

ないんですけれども、答えられないんですけれど

も、公共下水のほうにつきましてですね。農業集

落のほうにつきましては２件増えたということに

なっております。 

  また、接続のお願いしますと、やはり１桁ぐら

いの接続の件数とかがあるのかなという感じでご

ざいます。 

  すみません、消費税でございますね。少々お待

ちください。 

  消費税につきましては、公共下水道につきまし

ては、総額２億4,841万5,419円の中で、税額にし

ますと2,255万16円でございます。農業集落排水

の処理施設使用料につきましては、926万4,621円

の使用料の中で84万1,638円が税となっておりま

す。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 

  再質問をさせていただきます。失礼しました。 

  これにつきましては、前段の議員のときに答弁

しておりますけれども、そうしますと、ほとんど

意識的に未接続世帯の解消はされない。あと正確

な根幹の未接続世帯の解消はどういうふうになっ

ているのかというのも数がちょっと分かりません

が、そうすると大事なことなんですけれども、ほ

とんど自主的には変わらないというような状況で

理解するんですけれども、それでいいんでしょう

かということでお尋ねいたします。 

○委員長（西村茂久君） 答弁求めます。 

  室長。 

○上下水道室長（忽滑谷 和君） 上下水道室長の

忽滑谷でございます。 

  公共下水道区域につきましては、どうしても世

代とかあと売買とかで、例えば売却してそこが今

まで下水を未接続だったということで、そういっ

たところで新しい家主といいますか、建てたとき

に、新規ということで接続とかってありますので、

ちょっとその辺の状態がなかなか、既存宅で新し

く接続するというものと建て替えでやるもので、

ちょっとなかなか分けるものが難しいものでござ

います。 

  また、やはり少子高齢化ということで高齢の方

が多くなっていますので、先ほどの質問のように、

どうしても接続意欲が湧かない方がいらっしゃる

のかなと。 

  ただ、法律的には下水道の区域につきましては、

建て替えとかのときにつきましては、必ず下水に

つなぎなさいというルールがありますので、行く

行くはなるとは思います。 

  ただ、我々としてもそれを待っているのはいけ

ませんので、定期的に町内を三分割して、３地区

は３年にかけて一周するように通知文を出してお

ります。 

  また、あと、今８月、９月ということで暑い中、

臭いがするとか下水につながってないんじゃない

かというお宅があれば、職員のほうで伺って接続
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促進のほうをお願いしております。 

  また、あとアパートとかがありますので、そう

いったところについては大家さんとか地主さんの

ほうに連絡するなど対策は取っているところでご

ざいます。こちらについては、ちょっと申し訳な

いんですけれども、地道にやらせていただきたい

と考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（西村茂久君） ほかに質疑ありますか。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（西村茂久君） なければ、以上で質疑は

終了いたします。 

  これより討論に入ります。 

  本件に対する反対討論の発言を許します。 

  丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 

  2022年度宮代町下水道事業会計利益の処分及び

決算の認定について、反対の立場から討論を行い

ます。 

  この議案につきましては、ただいま審議したば

かりでございます。これらを含めて、改めて本会

議の中で討論を行いたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（西村茂久君） 次に、賛成討論の発言を

許します。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（西村茂久君） 賛成討論なしと認めます。 

  次に、反対討論の発言を許します。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（西村茂久君） 反対討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了いたします。 

  これより採決いたします。 

  議案第32号 令和４年度宮代町下水道事業会計

利益の処分及び決算の認定については原案のとお

り決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔起立多数〕 

○委員長（西村茂久君） 起立多数であります。 

  よって、議案第32号 令和４年度宮代町下水道

事業会計利益の処分及び決算の認定については、

原案のとおり可決及び認定されました。 

 

──────────◇────────── 

 

◎閉会の宣告 

○委員長（西村茂久君） 以上をもちまして、本委

員会に付託された決算の審査は全部終了いたしま

した。 

  なお、本会議において委員長報告をさせていた

だきますが、全ての決算の認定について、私にご

一任願いたいと思います。 

  これにて、決算特別委員会を閉会いたします。 

  ご苦労さまでした。 

 

閉会 午後 ４時５８分 

 


